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資料　1

患者満足度調査の概要





○ 患者満足度調査の概要

病 院 の 円 滑 な 経 営

『安全』で『良質』な医療サービスの提供

患 者 様 の 『 満 足 』 を 創 造
↓

（患者から見た評価指標が必要）

【患者満足度調査実施の経緯】

・平成１５年度においては、国立病院・療養所が全国に先

駆けて試行的に実施し、患者満足度調査の先導的役割を

果たし、平成２１年度においても引き続き実施した。

【国立病院機構の患者満足度調査の概要】

○調査には、多くの研究者の手により長年研究・開発され

た内容と手法によるものを採用

・調査項目には、サービスマーケティングの国際的権威である米国

のコトラー教授の医療サービスの特質と、ＷＨＯが近年提唱して

いる医療サービスに不可欠とされる項目などを折り込んだ「１０

の医療サービスクオリティ」を含んでおり、それぞれの項目別に



分析され、その項目毎に各病院で検討・改善できるようになって

いる。 など

（１０の医療サービスクオリティ）

主 に 人 の 要 因 主に人以外の要因

1.職員能力 6.アクセス
2.ていねいさ 7.安全性
3.コミュニケーション 8.アメニティ
4.反応の速さ 9.信頼性
5.患者の理解 10.プライバシー保護

○設問は、全体にネガティブな質問（ネガティブ・クエス

チョン）とし、患者の満足度調査に対する心理的障壁を

取り払い、本音が引き出しやすくすることにより、より

一層調査精度の向上と客観性を追求

○各病院は効率的、厳格・厳密に調査を実施するための体

制を整備

・総括責任者(事務部長、看護部長等)及び診療科・病棟毎の責任

者(看護師長等)を選任

・病院幹部や部門毎のミーティングを実施し、患者からの質問に

速やかに対応するため、調査の趣旨・内容等について周知徹底

・多くの患者に調査に協力してもらえるよう配慮し、徹底した情

報管理のもとに実施

⇒入院患者への調査実施に当たっては、患者の真の気持ちを

できるだけ引き出す工夫として、調査票を退院前日に配布

し、じっくり記入してもらう時間を取るとともに、記入後

は厳封してもらうことにより職員が中身を直接確認するこ

とはない旨を説明

⇒調査結果は個人が特定されることのないように集計され病

院のサービス改善に役立てることに使用する旨を説明

⇒各病院は速やかに厳封した調査票を本部に直送

○調査結果は、病院経営改善全般に有益なものとして活用

するため、様々な側面からの分析・比較・評価を客観的

に行い、各病院が自らの利点と欠点を分析し、改善に生

かす。



・１０の医療サービスクオリティごとの評価

・「行為」と「印象」との関係分析

（行為：職員の行為の有無に関する設問）

（印象：患者のイメージに関する設問）

・対前年度比較、シーン別の比較など

○調査結果に基づくサービス改善の取組みを経年的にとら

えられるよう、中期計画期間中において継続して調査を

実施

【患者満足度調査の実施状況】

①調査期間

平成２１年度

入院：平成21年11月１日～11月30日

外来：平成21年11月２日～11月９日の間の２日間

②調査対象

入院：調査期間中の退院患者のうちの 25,014名

外来：調査日に来院した外来患者のうちの 40,852名

③調査票回収枚数・回収率

平成２０年度

入院：２０，３３０枚（８４．３％）

外来：３４，０６２枚（８３．０％）

平成２１年度

入院：１９，０３６枚（７６．１％）

外来：３２，９２０枚（８０．６％）

④調査結果（総合評価）

・全国平均値 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

入院 4.310 4.385 4.450 4.473 4.508 4.516

外来 3.920 3.995 4.032 4.067 4.097 4.110



『入院患者へのアンケート』

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

入院アンケート総合得点 4.276 4.334 4.374 4.399 4.434 4.458

Ⅰ．病院についての総合的評価 4.310 4.385 4.450 4.473 4.508 4.516

①全体として満足 4.304 4.338 4.388 4.415 4.459 4.465

②治療の結果に満足している 4.234 4.268 4.433 4.452 4.488 4.491

③入院期間に満足している 4.186 4.222 4.305 4.329 4.368 4.381

④入院中に受けた治療について満足 4.384 4.402 4.451 4.475 4.510 4.519

⑤治療に自分の考えが反映されたので満足 4.426 4.199 4.246 4.272 4.318 4.322

⑥安全な治療をしてるので安心 4.198 4.488 4.540 4.563 4.594 4.606

⑦医師や職員の説明はわかりやすい 4.423 4.495 4.529 4.554 4.577 4.588

⑧入院中に受けた治療に納得している - 4.504 4.544 4.566 4.598 4.606

ア ン ケ ー ト 区 分

全国平均(5点満点)

⑨全体としてこの病院を信頼している - 4.555 4.595 4.616 4.645 4.647

⑩家族や知人に勧めたい 4.320 4.366 4.457 4.478 4.516 4.522

Ⅱ．入院でのできごと 4.274 4.329 4.367 4.391 4.427 4.452

　①入院時 4.185 4.234 4.270 4.302 4.335 4.347

　　②入院中の診療 4.446 4.494 4.520 4.547 4.574 4.582

　　③入院中の検査・手術・その他の治療 4.471 4.513 4.563 4.589 4.618 4.627

　　④入院中の環境 4.052 4.114 4.166 4.178 4.228 4.291

⑤退院 4.107 4.181 4.229 4.266 4.304 4.328

【凡例】

　　１　まったくそうだ（大変不満）

　　２　ややそうだ　　（やや不満）

　　３　どちらでもない

　　４　ややちがう　　（やや満足）

　　５　まったくちがう（大変満足）



『外来患者へのアンケート』

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

外来アンケート総合得点 3.846 3.901 3.951 3.973 4.008 4.026

Ⅰ．病院についての総合的評価 3.920 3.995 4.032 4.067 4.097 4.110

①全体として満足 3.995 4.008 4.037 4.066 4.103 4.113

②治療の結果に満足 3.874 3.898 3.989 4.017 4.053 4.062

③通院期間に満足 3.792 3.830 3.856 3.892 3.925 3.934

④受けている治療に満足 3.921 3.935 3.965 3.999 4.032 4.042

⑤治療に自分の考えが反映されたので満足 3.983 3.846 3.873 3.913 3.937 3.945

⑥安全な治療をしてる 3.841 4.081 4.107 4.144 4.175 4.197

⑦医師や職員の説明はわかりやすい 3.996 4.075 4.111 4.143 4.177 4.185

⑧受けている治療に納得している - 4.084 4.105 4.143 4.169 4.183

ア ン ケ ー ト 区 分

全国平均(5点満点)

⑨全体として信頼している - 4.202 4.226 4.263 4.285 4.299

⑩家族や知人に勧めたい 3.949 3.971 4.035 4.074 4.101 4.130

Ⅱ．病院でのできごと 3.840 3.890 3.940 3.960 3.997 4.016

　　①診療前 3.840 3.890 3.800 3.816 3.845 3.855

　　②診療する職員について 3.974 4.003 4.022 4.046 4.092 4.111

　　③診察・治療・検査・リハビリテーション 4.013 4.038 4.215 4.231 4.267 4.296

　　④病院の環境 3.761 3.832 3.942 3.964 4.005 4.051

　　⑤会計 3.700 3.771 3.873 3.914 3.941 3.946

【凡例】

　　１　まったくそうだ（大変不満）

　　２　ややそうだ　　（やや不満）

　　３　どちらでもない

　　４　ややちがう　　（やや満足）

　　５　まったくちがう（大変満足）



国立病院機構の平成２１年度患者満足度調査の結果

■病院についての総合的評価（入院）

○平均値（平成16年度：4.310／平成17年度：4.385／平成18年度:4.450／平成19年度：4.473／平成20年度：4.508／平成21年度：4.516）

■病院についての総合的評価（外来）

○平均値（平成16年度：3.920／平成17年度：3.995／平成18年度:4.032／平成19年度：4.067／平成20年度：4.097／平成21年度：4.110）
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資料　2

集団栄養食事指導の概要





集 団 栄 養 食 事 指 導 の 概 要

１．糖尿病教室

糖尿病患者および家族に対して、正しい糖尿病知識や日常生活

の注意点を指導

○内 容

多くの病院では、教育内容をプログラム化し、各職種が個別

に講義・相談

例）医師・・・糖尿病の知識、診療内容、検査内容の説明など

看護師・・・日常生活の注意点説明

薬剤師・・・糖尿病に関する薬剤の説明

栄養士・・・糖尿病の食事療法の説明

理学療法士・運動の仕方

また、栄養部門で料理教室を行っている病院もある。

２．高血圧教室

高血圧病患者および家族に対して、今後の食生活の改善につい

ての指導

○内 容

バランス良い食生活習慣の指導、減塩調理の方法、肥満傾向の

ある方へはダイエットの方法などを指導、相談を行っている。

また、病院によっては、料理教室を行っている施設もある。

３．心臓病教室

心臓系疾患患者および家族に対して、食生活の改善についての

指導



○内 容

バランス良い食生活習慣の指導、減塩調理の方法、肥満傾向の

ある方へはダイエットの方法などを指導、相談を行っている。

循環器系の病院では、理学療法士を中心として、心臓病リハビ

リテーションのプログラムが作成されており、その一部として栄

養部門が参画している。

４．腎臓病教室

腎臓病患者および家族に対して、食事療法のやり方を指導

○内 容

腎臓病の食事療法のやり方の指導、相談を行っている。

病院によっては、料理教室を行っている病院もあり、多くの場

合、医師と栄養士が組んでプログラムを行っている場合が多い。

５．母親教室

妊娠中の女性に対して、食生活のやり方を説明

○内 容

バランス良い食生活習慣の指導、妊娠中に不足しがちな栄養素

の説明、妊娠中毒症状発症患者への食事指導（減塩調理の方法な

ど）、肥満傾向のある方へは体重コントロールをしながらの食事調

整等の指導、相談を行っている。

多くの病院では、看護ケアのプログラムの中で、栄養に関する

内容を栄養士が担当

６．離乳食・調乳教室

出産後の女性に対して、ミルク調整の方法、赤ちゃんの離乳食

の進め方についての指導



○内 容

出産後の女性に対して、ミルクの調整の仕方、赤ちゃんの離乳

食の進め方、注意点について指導、相談を行っている。

多くの病院では、看護ケアのプログラムの中で、栄養に関する

内容を栄養士が担当しているケースが多い。

７．肥満教室

小児肥満やメタボリックシンドロームの内臓脂肪型肥満の患

者および家族に対して、日常食事や生活についての指導

○内 容

バランスの良い食事作りの指導、自分に適した食事の食べ方

の指導、小児・学童期ではおやつの食べた等について指導を行

っている。

病院によっては、医師、栄養士、理学療法士、看護師が協力

し、食事療法と運動療法を組み合わせた教育プログラムが行わ

れている施設もある。



集団栄養指導(集団勉強会)：特徴のある病院での独自集団勉強会

集団肥満教室 ～メタボリックシンドローム会～の概要

京都医療センター

【目的】

近年、過栄養や運動不足等生活習慣の欧米化に伴い、内臓肥満を基

盤としたメタボリックシンドローム（ＭＳ）やそれに伴う生活習慣病

や心血管病が急増しており、生活習慣改善の為の指導の重要性が警鐘

されている。当院では、約９年前より「肥満・ＭＳ専門外来」が開設

され、減量に対する個別栄養指導を行っている。

患者が減量の目標を達成するには、日常生活の中で継続して食事療

法や運動療法を実践することが重要であるが、長年培ってきた食習慣

や運動不足などの生活習慣はなかなか改善し難いところがある。そこ

で、当院では患者の生活習慣改善を支援する為に、チーム医療による

様々な行動療法的アプローチによる減量指導を試みている。この一環

として、３年前から患者主導の集団肥満教室としてメタボリックシン

ドローム会（通称：メタボ会）を開催している。メタボ会では、同一

の問題を抱える患者が集団で交流することにより仲間に対する競争心

や自主性が芽生え、切磋琢磨し合うことにより、我々の減量指導も効

果的に進めることができている。

【開催日程】

４月毎に１回土曜日９:３０～１２：３０に開催

参加者は、患者約５０名

【医療スタッフ】

医師、看護師、管理栄養士、健康運動指導士

【内容】

１）身体測定 採血、血圧測定、体重測定、腹囲測定、血液流

動性(MCFAN)測定

２）グループ分け 参加者を５グループ（うさぎ、くま、ペンギン、

パンダ、ぞう）に分ける

３）講 演 MSやダイエット方法、MSの合併症などの新しい

情報を提供



４）メタボ体操 無理のない運動として「メタボオリジナル体操」

を紹介

５）ヘルシーレシピ紹介 栄養士による毎日の食事のワンポイント

アドバイス

季節に合わせたヘルシーレシピ紹介

６）表彰式 ダイエット成功者から成功体験談報告

【効果】

MSの患者は、外来や１回の入院だけではなかなか改善しにくく、数

日間頑張ってもすぐに元の悪い生活リズムに戻ってしまう。MS会では、

MSに関する知識や減量のコツを身につけ、体重が減少できたかどうか

お互いの成功談や失敗談を報告しあうことにより、減量意識を高めて

いる。参加した患者の５０％以上が減量に成功しており、優秀者には

表彰を行っている。表彰された患者は、達成感と満足感で減量意欲の

継続につながっている。達成できなかった患者も参加したことで次の

目標達成への励みになっている。



集団栄養指導(集団勉強会)：特徴のある病院での独自集団勉強会

て ん か ん 家 族 教 室 の 概 要

静岡てんかん･精神医療ｾﾝﾀｰ

【対 象】

小児病棟の患者様およびその家族

【目 的】

患者様および家族が“てんかん”という疾患の理解を深め、症状や

治療にまつわる様々な疑問や悩みなどを少しでも解決できるような

「場」とする。

【運 営】

看護師（内容の検討、日時の設定、各職種との調整 等）

【参加職種およびテーマ】

・医 師 ･･･“てんかん”という疾患について

・薬剤師 ･･･「抗てんかん薬」について

・療 育 ･･･発達支援･･･発達の遅れに対する対応や支援

・栄養士 ･･･患者の症状に沿った栄養指導

・作業療法士 ･･･作業療法の目的と実際

・理学療法士 ･･･理学療法の目的と実際

・言語聴覚士 ･･･言葉や摂食機能の遅れへの対応

・ケースワーカー ･･･てんかん患者の制度

・看護師 ･･･発作の観察、生活指導、てんかんの理解

【実施回数】

１クール＝3ヶ月で10回（1職種当たり3ヶ月に1回、医師のみ2回）

～栄養部門の実施内容～

○小児の栄養所要量と水分摂取

摂食機能の遅れにより、我が子の食事摂取量や水分摂取量を気に

する家族が目立つ。活動量別栄養所要量の説明や、必要な水分量

および水分の摂り方（嚥下困難な患者等）について説明。



○貧血と上手な「鉄」の摂り方

貧血についての概要説明、また「未熟児早期貧血」や「離乳期貧

血」について説明。更には、鉄分の摂り方についての指導やFe強

化食品の提示等。

○栄養バランスについて

特にてんかん発作の多い患者様に対しては、好きな物（食べてく

れるもの）を中心に食事を並べる傾向にある。またある特定の食

品に執着してそれのみを食べ続ける患者様もいる。“バランスよ

く”とは如何なることかを「栄養バランスガイド」を媒体として

説明。

○ケトン食について

当院においてはここ数年「ケトン食」の再評価に取り組んでおり、

それに関心のあるご家族も少なくない。医師の要望もあり、ケト

ン食についての概要説明やケトン食の試食会、個別相談等を実施

している。

当院としてはこの家族教室をきっかけに、てんかんの治療法の一

つとして「ケトン食」を検討する患者様が一人でも増えていけば

幸いである。更には「ケトン食」自体が特別治療食として位置付

けられ、近い将来加算対象となっていくことを期待する。

ケトン食の説明

ケトン食の試食会

ｹﾄﾝ食療法とは
てんかんの食事療法の一つに「ケトン食療法」がある。「ケトン食療法」は摂取カロリーと水分量を制
限しながら、脂肪が多く炭水化物が少ない食事にする食事療法である。作りにくく食べにくいので、
特殊ミルクを併用し、医師と管理栄養士の管理のもとに施行されている。



集団栄養指導(集団勉強会)：特徴のある病院での独自集団勉強会

小児食物アレルギー教室の概要

福岡病院

【目的】

近年、生活環境や食事内容の欧米化等により、食物アレルギーは増

加の傾向にある。大規模有病率調査では乳児期のアレルギー有病率は

５～１０％といわれているが、食物アレルギー患者全体の中では乳幼

児が約７５％を占めている。食物アレルギー児をもつ保護者はアレル

ギーに対する不安と食物除去に関するストレスの中で生活していると

もいわれており、このような保護者のサポートを目的に福岡病院では

平成２年より毎月１回、小児食物アレルギー教室を開催している。教

室は患児同伴での参加であるが、講義、あるいは実習の間は、保護者

が安心して受講できるように、保育士ら専門スタッフが患児や兄弟児

の保育を行っている。

【対象】

食物アレルギー児をもつ家族 約３０名

【開催日程】

８月を除く６月から翌年３月までの間 原則毎月第3土曜日14：00

～16：00

全９回を1クールとする

【内容】

第1回 【開講式】食物アレルギー総論／懇話会（多種食物除去菓子

試食）

第2回 除去食と代替食の基本／除去食試食会（魚料理）

第3回 食物経口負荷試験・アナフィラキシーへの対応／除去食

調理実習（行楽弁当）

第4回 アレルギー児と育児ストレス／除去食調理実習（多種食

物除去）

第5回 アレルギー疾患と環境／除去食調理実習（楽しいおやつ）

第6回 気管支喘息の予防と治療／除去食試食会 χmas パーテｲ

第7回 アトピー性皮膚炎の治療・スキンケア／除去食試食会（お



やつの工夫）

第8回 食物アレルギーの予後と予防／除去食調理実習（ひなま

つり）

第9回 【閉校式】アレルギー最新情報、まとめとＱ＆Ａ／除去食

試食会（肉料理）

【運営スタッフ】

小児科医師、皮膚科医師、管理栄養士、臨床心理士、看護師、保育

士、事務職

【効果】

食物アレルギー教室で正しい知識、専門的な知識を得ることで保護

者の不安は軽減している。また、調理実習では除去食を実際に作って

みることによりコツがつかめ、実践に繋がる効果を上げている。さら

に実習という共同作業や試食会を通じた他の保護者との交流は保護者

の精神的サポートにもなっている。小児食物アレルギー教室として、

医師や栄養士、保育士、看護師、事務職などがチームで多角的に患者

を支えていくことが、より効果的な診療支援につながっている。





資料　3

分かりやすい説明と
相談しやすい環境づくり





○「分かりやすい説明」

患者が医療の内容を十分に理解できるよう、

『分かりやすい説明』に取り組む

患者満足度調査の結果（５点満点）

分かり す 説明』 取

《分かりやすい説明》

○入院

16' 17' 18' 19' 20' 21'

4.423 4.495 4.529 4.554 4.577 4.588

区　　分

「分かりやすい説明」に係る総合評価

①検査結果等を見せてくれないかった 4.348 4.442 4.481 4.502 4.523 4.525

②検査・治療内容を教えてくれなかった 4.546 4.569 4.596 4.614 4.623 4.634

③検査・手術等の日程を説明なし 4.544 4.566 4.585 4.615 4.632 4.630

④入院中の説明に対し不満に思った 4.093 4.117 4.156 4.189 4.236 4.280

⑤説明の分かりにくい医師がいた 4 440 4 508 4 540 4 556 4 577 4 596⑤説明の分かりにくい医師がいた 4.440 4.508 4.540 4.556 4.577 4.596

⑥説明の分かりにくい看護師がいた 4.406 4.463 4.492 4.527 4.547 4.551

⑦説明の分かりにくい検査技師がいた 4.514 4.548 4.588 4.613 4.633 4.639

⑧説明の分かりにくい薬剤師がいた － － 4.583 4.617 4.634 4.657

⑨退院の説明について不満に思った 4.213 4.277 4.331 4.354 4.388 4.412

○外来

16' 17' 18' 19' 20' 21'

3.996 4.075 4.111 4.143 4.177 4.185

①説明の分かりにくい医師がいた 3.915 3.960 3.971 3.994 4.045 4.061

「分かりやすい説明」に係る総合評価

区　　分

②説明の分かりにくい看護師がいた 3.967 3.988 4.027 4.054 4.101 4.121

③説明の分かりにくい検査技師がいた 4.036 4.069 4.187 4.210 4.251 4.284

④説明の分かりにくい薬剤師がいた － 4.106 4.238 4.264 4.300 4.319

【凡例：1.全くそうだ 2.ややそうだ 3.どちらでもない 4.ややちがう 5.まったくちがう



○「相談しやすい環境づくり」

患者が医療の内容を十分に理解できるよう患者が医療の内容を十分に理解できるよう、

『相談しやすい環境づくり』に取り組む

患者満足度調査の結果（５点満点）

《相談しやすい環境づくり》

○入院

16' 17' 18' 19' 20' 21'

4.352 4.443 4.466 4.494 4.516 4.521

①医師は一方的な説明だった 4.444 4.479 4.508 4.522 4.542 4.549

②医師は聞きたいことを聞いてくれない 4.384 4.420 4.445 4.462 4.482 4.486
③入院に際し困っていることを聞いてくれな 4 191 4 252 4 290 4 332 4 358 4 352

「相談しやすい環境づくり」に係る総合評価

区　　分

い
4.191 4.252 4.290 4.332 4.358 4.352

④症状や治療の質問ができなかった 4.413 4.481 4.499 4.521 4.543 4.543
⑤看護師に質問や相談をしたが対応してくれ
なかった

4.504 4.536 4.549 4.583 4.602 4.602

⑥薬や注射についての質問ができなかった 4.156 4.493 4.514 4.559 4.584 4.608

○外来

16' 17' 18' 19' 20' 21'

3.847 4.002 4.048 4.073 4.115 4.129

①医師に症状や治療の質問ができなかった 3.844 3.914 3.931 3.945 3.992 3.993
②看護師に質問や相談をしたが対応してくれ
なかった

4.046 4.069 4.085 4.121 4.162 4.180

区　　分

「相談しやすい環境づくり」に係る総合評価

③薬や注射についての質問ができなかった 3.633 4.029 4.217 4.239 4.270 4.308

【凡例：1.全くそうだ 2.ややそうだ 3.どちらでもない 4.ややちがう 5.まったくちがう



国立病院機構の平成２１年度患者満足度調査の結果

■分かりやすい説明に関する評価（入院）

○平均値（平成16年度：4.423／平成17年度：4.495／平成18年度：4.529／平成19年度：4.554／平成20年度：4.577／平成21年度：4.588）

■分かりやすい説明に関する評価（外来）

○平均値（平成16年度：3.996／平成17年度：4.075／平成18年度：4.111／平成19年度：4.143／平成20年度：4.177／平成21年度：4.185）
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国立病院機構の平成２１年度患者満足度調査の結果

■相談しやすい環境づくりに関する評価（入院）

○平均値（平成16年度：4.352／平成17年度：4.443／平成18年度：4.466／平成19年度：4.494／平成20年度：4.516／平成21年度：4.521）

■相談しやすい環境づくりに関する評価（外来）

○平均値（平成16年度：3.847／平成17年度：4.002／平成18年度：4.048／平成19年度：4.073／平成20年度：4.115／平成21年度：4.129）
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相談しやすい環境づくりに係る取組
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当院は、急性期型病院で在院日数も短く入退院も激しい。24時間患者と関わる看護師は、医療従事者の中で最も身

近な存在である。看護師長は、病棟の顔であることを自覚して、入院に対する患者の不安やトラブルを察知し、即座に

対応することが大切である。

今回看護師長が相談窓口であることを積極的にアピールすることで、患者サービスの向上に努めたいと考えた。その

手段としてまず、看護師長の名前を覚えてもらうことが大切と考え手作りの名刺を持って頻回の巡室を行った。その結

果、看護師長に悩みや困ったことなどの相談が持ちかけられるようになり良い評価を得たので報告する。

呉呉医医療療セセンンタターー
タタイイトトルル：：

病病棟棟のの顔顔はは私私でですす！！
～～看看護護師師長長がが相相談談窓窓口口ででああるるここととををアアピピーールルししてて～～

取取りり組組みみののメメンンババーー構構成成：：

（（看看護護師師長長））

佐佐久久間間千千代代子子ささんん、、三三坂坂美美奈奈子子ささんん、、神神田田弘弘子子ささんん 他他

患者サービス向上グループ

特別優秀賞 （表彰状の授与）

要旨

取り組みの内容

平成19年８月から病棟看護師長が、入院患者及び転入

患者または、その家族を対象に手作りの名刺を配布した。

名刺は、産科や小児科等の特徴的なイラストを入れたり、

季節によってデザインを変えたり、手書きのメッセージ

を入れる等の工夫をした。実際に患者に渡す時は、自己

紹介と一緒に「気がついたことや相談があればいつでも

声を掛けて下さい。」「師長が相談窓口になります。」等

の言葉を添えて渡した。また患者を訪室する機会を増や

し、意見・要望に積極的に耳を傾けるよう心がけていっ

た。

名刺配布後、平成18年度と名刺配布後の平成19年度の

院内のご意見箱から回収された看護部に対する苦情・意

見を比較検討した。また入院患者、看護師長を対象に名

刺配布に対するアンケート調査を行い、効果の検討を行っ

た。

成果の概要

ご意見箱から回収された看護部に対する投書件数では、

平成18年度が41件に対し、平成19年度は32件と約２割減

少した。苦情の内容については、「看護師に関すること」

次に「清掃、空調に関すること」「他患者との調整」「面

会時間について」の順位であり変化はなかった。しかし、

件数については「看護師に関すること」が26件から16件

に減少していた。

患者を対象にしたアンケート結果では、「名刺をもらっ

たことで看護師長の名前を覚えることができた」58％、

「相談相手が明確になった」34％であった。また、名刺

をもらうことが看護師長に相談するきっかけとなったか

と言う質問に対しては60％の患者が「はい」と答えてい

た。相談内容としては、「部屋替えについて」「看護師に

関すること」「診断書について」「医師に関すること」

「入院費用について」であり、相談に対する対応におい

ては、86％の患者が満足のいく対応であったと答えてい

る。また、名刺に関しては、「名前を言われるだけでは

忘れてしまうが、名刺があるので覚えられる」「何でも

相談するように言われたので、小さいことでも話しやす

い」「ご丁寧にありがとう」と言う感想であった。

病棟看護師長14名に対するアンケート調査の結果では、

全員が名刺を配布するようになって患者から相談を受け

る機会が増え、苦情に早期対応できるようになったと感

じている。急性期病院であるため突然家族と連絡をとら

ないといけない時が多いが、そのようなときに「あの名

刺の方ですか」と言われ、話をスムーズにすすめること
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ができた。患者不在時は名刺にメッセージを残している

ので、患者の方からあいさつを受けるようになったなど

の変化を感じており、看護師長全員が今後も名刺配布の

継続を希望している。

病棟スタッフからも、「患者が大事に名刺を持ってい

るのを目にする」「患者が師長の名前をよく覚えている」

「名刺を見て師長の名前を確認し、師長に話が聞きたい

と言う患者・家族が増えた」という声があった。

今後の評価と継続性の確保対策

今回、看護師長が相談窓口であることをアピールし積

極的に巡室を行った。18年度に比べ苦情件数が減少した

のは、患者から相談を受けるようになり、看護師長が早

く患者の不安に気づき対応した結果と考える。特に「看

護師に関すること」の投書が減少していることは、看護

師長が患者から相談を受け即座に看護師に指導を実施し

たためと考える。患者の相談内容としては、「部屋替え」

や「看護師に関すること」「医師に関すること」が多く、

患者・家族が入院生活に戸惑いを感じており、細かな説

明や配慮が必要なことが分かる。また、86％の患者が相

談に対し満足のいく対応が受けられたということは、名

刺を持って頻回に巡室を行い患者の相談に耳を傾け対応

した効果と考える。

看護師長は病棟の顔であり責任者として患者に対応す

ることが、患者サービスの観点から重要である。病棟ス

タッフからも「名刺を見て師長の名前を確認し、○○師

長に相談したいと言う患者・家族が増えている」との評

価を得ており、患者・家族にとって身近な存在として安

心した療養生活への配慮につながっていると考える。

取り組みにおける感想

今までも、看護師長は入院時自己紹介を行い巡室を行っ

ていた。しかし、当院は、在院日数が短く、急性期病院

であり検査等で患者が不在の事が多く十分な関わりが難

しい状況であった。今回、巡室時に名刺を添えたという

簡単な試みであったが、患者・家族に病棟の責任者が誰

かということを理解してもらったということで、積極的

に相談を受けることができた。ご意見箱に看護師に対す

る苦情・意見が減ったことを考えると病棟の顔であるこ

とをアピールすることの大切さを痛感した。

看護師長は、常に患者の身近な存在であり、患者の意

見に常に耳を傾け行動する必要がある。今後は名刺配布

を継続するとともに、更なる患者満足度の向上を図るた

めに様々な工夫を行っていきたいと考える。
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セカンドオピニオン窓口設置病院の
推移及び料金体系
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セカンドオピニオン提供病院の料金一覧

1回 1,000円 1
1回 3 000円 1

H16,4月 H17,3月 H18,3月 H19,3月 H20.4月 H21.4月 H22.4月

1回 3,000円 1
1回 5,000円 7
1回 10,000円 20

30分 5,000円 23
30分 7,000円 1
30分 8,000円 1
30分 10 000円 3430分 10,000円 34
30分 15,000円 2
40分 10,000円 1
45分 20,000円 1
1時間 5,000円 1
1時間 10,000円 31
1時間 15,000円 1
1時間 20,000円 3

無料 3
2

計 133

診療報酬の初診料を算定
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「インフォームド・コンセントの
更なる向上のために」





 

 

 

 

インフォームド・コンセントの更なる向上のために 

 

 

 

○ 本報告は、インフォームド・コンセントの基本的考え方、説明が必要な

内容とその対象者、実施するに当たって留意すべき点等について包括的に

整理し、国立病院機構におけるインフォームド・コンセントの更なる向上

に資することを目的としている。 

 

 

○ 本報告では、医療者である以上、患者に対しきちんとした説明を行い、

理解を得ることが望ましいと考えられる内容について整理を行っている。 

 

 

○ 各病院は、本報告を参考として、自病院のインフォームド・コンセント・

マニュアルを整備する、あるいは既に整備している場合には必要な修正等

を行うことにより、インフォームド・コンセントの更なる向上のために、

実施体制を整備していくことが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立病院機構中央医療安全管理委員会報告 

 

平成 21 年 3 月 24 日 



・インフォームド・コンセントの基本的考え方は、「実施しようとしている処置や治療につ

いての基本的な情報を前もって患者に提供し、かつ患者がこれに同意してからでなけれ

ば、医師は患者に治療を開始してはならない」というものである。 

１．インフォームド・コンセントの意義 

・医師が行う診療行為は、患者の同意に基づく診療契約に基づくものであり、侵襲を伴う

場合はもちろんのこと、侵襲を伴わない診療行為であっても、原則として患者の同意な

しに診療行為を行ってはならないことを自覚することが必要である。 

・ひと昔前の「おまかせの医療」から「患者の知る権利と自己決定権に基づく参加する医

療」への大きな流れの中では、「医師の裁量権は、患者の理解と同意の上に立ってのみ行

使出来るものである」ということを改めて明確に意識することが必要である。患者は、

医療行為の対象ではなく、主体であって、医療行為を決定する権利は医師でなく、患者

にある。患者の自己決定権を尊重しなくてはならない。 

・インフォームド・コンセントは、処置や治療に関する診療情報の提供を適切に行う中で、

医療における意思決定を患者と医師が共有するプロセスであるということができる。こ

の様なプロセスを通じ、患者と医師との間に良好なコミュニケーションを形成し、医療

の質を向上させていくことは、国立病院機構が掲げる基本理念である「患者の目線に立

った懇切丁寧な医療の提供」にも繋がるものである。 

・また、インフォームド・コンセントを通じて、患者と医師との間に責任あるパートナー

シップを築き育てていくことは、無用な医療紛争を避けるためにも有効な手段となる。

インフォームド・コンセントは本来患者の自己決定権の保障のためにあるべきものであ

るが、一方でその適切な形での実施は、結局は医師等医療従事者のためにもなるという

ことを明確に意識することが必要である。 

・なお、療養上の世話などの処置等についても、日頃から患者との積極的な対話を心掛け、

常に信頼関係の構築に努めていくことが必要である。 

・また、インフォームド・コンセントは、日本医師会の「医療従事者のための医療安全対

策マニュアル」にある下記を参考にしながら出来るだけ広い範囲で行なうべきである。 

  ※ インフォームド・コンセントを行なうリスクの範囲 

   ① リスクの可能性が高い場合 

   ② 不利益の起きる可能性はまれであるが、不利益の結果が大きい場合 

   ③ 不利益が軽度で、リスクもまれな場合でも、患者の現在の健康レベルが高い場

合 

   ④ 患者が医療に対して過度の期待を持つ場合 

 

・医師等は、次の各事項について患者に説明し、同意を得ることが必要となる。 

２．インフォームド・コンセントの一般的対象事項 



①病名と病態 

②これに対し実施しようとしている診療方法の内容と期待される改善の程度 

③その診療方法の危険性(合併症の具体的内容とその頻度、対処法の有無及び有効性) 

④その診療方法以外に選択肢として可能な治療方法とその利害得失：インフォームド・

チョイス(有効性及び危険性) 

⑤何ら治療を行わなかった場合に考えられる結果(患者が受ける利益・不利益) 

⑥その患者の疾病についての将来予測(予後) 

⑦結果が予測と異なる場合は、速やかにその内容 

・採用しようとしている診療方法とその代替的治療法の有効性と危険性については、奏効

率や合併症発症率の具体的な数字(何％程度など)を挙げて説明することが重要である。 

・今日求められているのは、単に患者に行おうとしている診療内容について説明し、同意

を取り付ける
．．．．．

ことではなく、患者の自己決定権の保障の観点から、患者に診療上の選択

肢を示して自由に選択してもらう(一般的対象事項の④＝インフォームド・チョイスであ

る）ことを十分理解しておくことが重要である。 

 

・医師は、上記「インフォームド・コンセントの一般的対象事項」の各々についてそのこ

とを医師ならば通常一般的に認識できたであろう情報について、個々の患者の立場に即

した工夫を行いながら説明を行う。 

３．説明範囲 

・患者の現症状とその原因、その治療方法を採用する理由、治療方法の内容、それによる

危険性の程度、それを行った場合の改善の見込み・程度、当該治療を行わない場合の予

後等についてできるだけ具体的に説明することが必要である。 

 

・発生頻度が高い合併症や副作用については説明を行う。また、発生頻度が低いものであ

っても、そのことにより重大な障害や死亡の可能性がある場合には、説明を行うべきで

ある。 

４．危険性の説明 

・また、美容（容姿の変化）等に関係するものについても可能な限り説明を行なう。なお、 

新しい治療方法等については、現時点では判明していないリスクが発生する可能性があ

ることも説明する。 

 

・既にインフォームド・コンセントを得ている場合でも、患者の容態に応じて治療方針を

変更する必要がある場合等には、適宜その都度インフォームド・コンセントを得ること

を基本とする。 

５．インフォームド・コンセントの頻度 



 

・患者に対する説明は、原則として主治医が行うことになるが、看護師の同席やチーム医

療で取り組む場合にはチーム内の担当者が説明を行うなど、各施設の状況に応じて適切

で分りやすい説明に向けた工夫が行われることが望まれる。 

６．説明者 

 

・説明すべき相手方は、原則として患者本人であり、家族・親族のみへの説明をもって代

えることはできない点に留意が必要である。 

７．説明の対象者 

・ただし、医師の裁量において本人以外の者へも説明が必要と判断される場合には、本人

以外の者へ説明を行うことについて患者本人の承諾を得ることが必要である。 

・また、同意能力が認められる未成年者の場合は、本人に説明し同意を得ることが必要と

なるが、侵襲性の高い診療を行う場合は、本人から承諾を得たうえで親にも説明をする

ことが必要である。 

・特に、予後不良な悪性腫瘍患者等に対しては、「説明すべき相手方は、原則として患者本

人」という基本方針の上にたって、個々の症例毎に対処していくことになるが、患者本

人に説明しない場合は、患者が自己の症状を軽視して治療に協力しなくなることのない

よう、家族等に対する説明の適否を検討し、適当であると判断できた場合は説明を行っ

たうえで協力を求めることが重要となる。 

・患者本人に説明を行う場合は、患者の病状・精神状況などを考慮した上で、恐怖感など

不必要な精神的ショックを与えないよう、関連する医療チームで説明内容・程度につい

て慎重に対応するなどの配慮が必要となるであろう。 

 

・原則として患者の同意を得たうえで、家族や家族の中のキーパーソンにも出席を求め、

出来るだけ複数の人に説明をしておくことが望ましい。 

８．家族等への説明 

 

・当該施設の患者の状況や説明時刻等にもよるが、可能な限り時間を十分にとり患者に質

問の機会を与えながら説明を行うことが望まれる。また、説明から患者の意思表示まで

の間に可能な限り時間を置くことや、リスクの高い治療方法の場合の複数回の説明、説

明場所の配慮など患者の立場に立った説明の工夫に心掛けることも重要であろう。 

９．説明時間及び場所 

・なお、救急の場合でも廊下などでの立ち話では患者・家族は「説明を受けた」と認識し

ない場合が多いことに注意することが必要である。 

 



・多忙な診療業務の中で効率的に分かりやすい説明を行うためには、例えば図や模型など

を使用することも一つの方法であろう。また、専門用語は出来るだけ使用しない、用い

る場合でも説明した上で用いることもポイントである。また、その際には、患者の精神

的側面への十分な配慮や傾聴する姿勢を心掛けることが重要であろう。 

１０．説明の進め方 

 

・診断や治療に関して、他の医師や医療機関の意見を求めることができる旨についても説

明し、求めに応じて適宜他の医師や医療機関を紹介する。 

１１．セカンドオピニオンの説明 

・患者自身あるいは家族が、診断や治療について理解や判断することが難しい場合には、

現在診療を受けている医師とは別の医師から独立したアドバイスを受ける機会があるこ

とを主治医の方から進めることは、医師と患者の相互信頼感を高める結果ともなる。 

 

・説明医師及び同席者（看護師）、日時（所要時間も記載する）、説明内容、説明場所、相

手方氏名及び同席者氏名、同意の有無等の情報については確実に診療録に記録すること

が必要である。 

１２．診療録への記録 

・また、リスクの高い治療方法を採用する場合など状況に応じ、説明を受けた患者から確

認のサイン（自署名）を得ることが望ましい。 

 

・精神障害者や認知症、脳疾患のため患者本人に検査の必要性の判断や決断をする能力が

不足している場合など患者が成人であっても同意能力がない場合は、家族や近親者に対

する説明を行い、代諾を得る必要がある。 

１３．同意能力なき者への説明 

 

・次のような場合に、説明を省略することができるとする考え方がある。個々の具体的事

例毎に判断されることが必要であるが、今日では、患者の自己決定権擁護の観点から、

できるだけ省略することなく説明することが望ましいことは言うまでもない。 

１４．説明の省略 

①患者が予め説明を受けることを放棄している場合 

患者が説明を受ける機会を放棄することは、それ自体が自己決定権の行使と考えられ

ている。従って、患者自身が自発的に説明を受けることを拒否した場合には、これか

ら採ろうとしている診療行為に限って、説明を省略できる。なお、この場合は必ず、

患者が説明を受けることを放棄・拒否した事実（日時・場所を含めて）を診療録に記

載しておく必要がある。 



②危険性が小さい場合 

  その危険性が小さく、且つ普通の人でもよく知っているような場合には、説明を省略

できる。 

③緊急の場合 

緊急事態で、即座に医療を施さなければ患者の生命・身体に重大な危険をもたらす場

合には、説明を省略できる。ただし、実施する医療について説明する時間はないが、

同意を得る時間がある場合には、同意を得たうえで、その後きちんと説明することは

言うまでもない。 
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患者の価値観の尊重





○「患者の価値観の尊重」

患者満足度調査の結果（５点満点）

患者の利便性に考慮した『多様な診療時間の設定』や、

『待ち時間』対策などのサービスの改善を図る

患者満足度調査の結果（５点満点）

《多様な診療時間の設定》

○外来

16' 17' 18' 19' 20' 21'

3.885 3.879 3.928 3.949 3.988 4.004

①病院の診療日や診療時間があわない 3.885 3.887 3.912 3.941 3.978 3.993

区　　分

「多様な診療時間の設定」に係る総合評価

②リハビリの診療日や時間帯があわない － 3.860 4.048 4.008 4.064 4.089

《待ち時間》

○外来

【凡例：1.全くそうだ 2.ややそうだ 3.どちらでもない 4.ややちがう 5.まったくちがう

○外来

16' 17' 18' 19' 20' 21'

3.264 3.287 3.388 3.411 3.462 3.449

①診療までの待ち時間を不満に思う 2.882 2.857 2.911 2.928 3.000 2.984

②予約したのに待たされた 2.792 2.776 2.848 2.856 2.920 2.907

区　　分

「待ち時間」に係る総合評価

③待ち時間を知りたかった 2.877 2.938 3.005 3.011 3.080 3.060

④診療の順番を守られなかった 3.616 3.627 3.669 3.694 3.734 3.726

⑤待つのが当然という態度の職員がいた 3.619 3.660 3.367 3.741 3.776 3.794

⑥呼び出しが聞き取りにくい － － 3.673 3.677 3.726 3.723

⑦検査までの待ち時間が長すぎる 3.672 3.692 3.783 3.797 3.849 3.825

⑧会計までの待ち時間が長すぎる 3.419 3.526 3.649 3.705 3.727 3.691

【凡例：1.全くそうだ 2.ややそうだ 3.どちらでもない 4.ややちがう 5.まったくちがう



国立病院機構の平成２１年度患者満足度調査の結果

■多様な診療時間の設定に関する評価（外来）

○平均値（平成16年度：3.885／平成17年度：3.879／平成18年度：3.928／平成19年度：3.949／平成20年度：3.988／平成21年度：4.004）

■待ち時間に関する評価（外来）

○平均値（平成16年度：3.264／平成17年度：3.287／平成18年度：3.388／平成19年度：3.411／平成20年度：3.462／平成21年度：3.449）
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院内助産所に係る取組





No.064 平成21年７月

18

待ち望んだ、院内助産所での出産

指宿病院 副看護師長 助産師 野道 眞奈美

指宿病院は、指宿市・南九州市を中心とした診療圏域

における唯一の公的病院で、地域の中核医療機関として

の役割を果たしています。

指宿病院では、「私達はあなたと赤ちゃんそしてご家

族に寄り添い、安全・安心で満足のいく妊娠、出産、育

児をお手伝いします」をモットーに、平成21年１月５日

に院内助産所を開設しました。

当院の産科は、医師１名で外来診察・分娩（年間約170

件）・婦人科手術を取り扱っており、多忙な業務となっ

ています。また、産科病棟は循環器科・放射線科との混

合病棟で時には外科・泌尿器科・消化器内科など様々な

科の入院に対応しています。７名の助産師は産科業務と

同様に他科の看護業務も行っており、出産を迎えられた

お母さんや赤ちゃんになかなか十分なケアが提供できな

いと悩む現状がありました。その一方で、少数ではあり

ましたが助産師による妊娠中からの管理を望む声もあり

ました。

当院ではこれまで、昭和60年度より助産師による保健

指導（助産師指導外来）や母乳外来、平成17年より産後

訪問を実施して来ました。

そのような中、平成19年３月に国立病院機構本部で行

われた助産師外来・院内助産所開設を推進する研修会に

参加したことをきっかけに、当院でもその開設に向けて

準備をスタートさせました。開設準備では、助産師の院

内・外での研修、他施

設の視察、ガイドライ

ンおよび様々な書類の

作成、助産師外来・院

内助産所室の改装、広

報といったことを計画

し行ってきました。し

かし、日々の多忙な業

務の合間での準備であっ

たことや、この混合病

棟の現状で果たして院

内助産所を運営してい

くことができるのかと

いった不安で気持ちが

後退した時期もあり、準備が順調には進みませんでした。

しかし、産科医師の大きな理解と支援があり、助産師

もその専門性を十分に発揮し、満足のいくお産の場を提

供したいという思いを持ち続けたことによって開設を迎

えることができました。

施設・設備面においては、病院の協力をいただき、助

産師外来診察室や院内助産所室（マザールーム）とも明

るい雰囲気に改装され、利用される方々にリラックスし

て過していただけるのではないかと思っています。

鹿児島県内では院内助産所を開設している施設がまだ

少ないこともあり、準備の段階から地元のテレビ局の取

材も受け、院内助産所の内容や改装の様子、助産師の研

修風景が放映されました。

そして、４月末に院内助産所での初めての出産を無事

に終えました。深夜から早朝にかけての出産でしたが、

第１例目の出産ということもあり、担当の助産師以外に

も勤務に支障のない助産師が全員駆けつけ、緊張感と期

待感を持って見守り、ご家族とともに朝日に包まれて元

気な赤ちゃんの誕生を迎えることが出来ました。

出産されたお母さんからは「助産師さん達に大事な我

が子のお産を心強く支えていただき感謝の気持ちで一杯

です。一人でも多くの妊産婦が私のように、とても良い

お産だったと実感できるように今後も頑張ってください」

というような感想をいただき、これからの励みとなりま

した。

現在、秋以降に出産

予定の方や里帰りで当

院出産予定の方で、院

内助産所を希望されて

いる妊婦さんが数名お

られます。この貴重な

第一例目の出産の体験

を生かし、さらにより

よい援助が出来るよう

頑張っていきたいと思

います。
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患者のプライバシー保護





○「患者のプライバシー保護」

患者のプライバシー保護に関し、自病院のサービス

内容を点検して必要な改善を行う

患者満足度調査の結果（５点満点）
《プライバシー保護》
○入院

16' 17' 18' 19' 20' 21'

4.518 4.546 4.557 4.581 4.609 4.621

区　　分

「プライバシー保護」に係る総合評価

①プライバシーに配慮しない医師がいた 4.498 4.451 4.586 4.606 4.621 4.636

②プライバシーに配慮しない看護師がいた 4.501 4.533 4.566 4.591 4.619 4.616

③検査中、十分に気を配ってくれなかった 4.134 4.457 4.602 4.624 4.656 4.652

④治療、処置中に十分気を配ってくれなかっ 4 586 4 595 4 637 4 663 4 701 4 689
た

4.586 4.595 4.637 4.663 4.701 4.689

⑤トイレ・浴室で恥ずかしい思いをしたこと
がある

4.390 4.404 4.415 4.443 4.472 4.527

○外来

【凡例：1.全くそうだ 2.ややそうだ 3.どちらでもない 4.ややちがう 5.まったくちがう

16' 17' 18' 19' 20' 21'

4.039 4.033 4.094 4.119 4.155 4.179

①診察内が見えたり、会話が聞こえる 3.799 3.742 3.798 3.828 3.855 3.879

②プライバシーに配慮しない医師がいた 4.043 4.072 4.095 4.113 4.149 4.170

区　　分

「プライバシー保護」に係る総合評価

③プライバシーに配慮しない看護師がいた 4.058 4.082 4.105 4.134 4.178 4.195

④恥ずかしい思いに十分な気配りがない 4.145 4.143 4.295 4.320 4.348 4.384

⑤診察中、外の会話等が聞こえたり、のぞか
れた

4.090 4.075 4.162 4.184 4.220 4.253

【凡例：1.全くそうだ 2.ややそうだ 3.どちらでもない 4.ややちがう 5.まったくちがう



国立病院機構の平成２１年度患者満足度調査の結果

■プライバシー保護に関する評価（入院）

○平均値（平成16年度：4.518／平成17年度：4.546／平成18年度：4.557／平成19年度：4.581／平成20年度：4.609／平成21年度：4.621）

■プライバシー保護に関する評価（外来）

○平均値（平成16年度：4.039／平成17年度：4.033／平成18年度：4.094／平成19年度：4.119／平成20年度：4.155／平成21年度：4.179）
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国立病院機構医療事故公表指針





 

 

国立病院機構医療事故公表指針 

 

この指針は、国立病院機構が、医療事故が発生した事実とその対応策等を公表して

いくことにより、病院運営の透明性を高め社会の信頼性を獲得するとともに、他の医

療機関における類似の医療事故発生防止対策にも資することを通じ、我が国全体の医

療安全対策の推進に貢献していくことを目的として定めるものである。 

 

１．事故発生病院において個別的に公表する場合 

（１）個別的公表の範囲 

ア 明かな医療過誤であり、患者が死亡、若しくは重大な永続的障害が発生した場

合とする。 

イ その他、個別公表が医療安全対策の観点から社会的意義が大きいと考えられる

ものについても公表を行う。 

（２）公表の時期 

ア 事故発生後、可及的速やかに、院内の医療安全管理委員会等を開催し事故の事

実関係の確認などを行った上で公表する。 

イ 拡大医療安全管理委員会を開催し検証作業を行った場合は、その報告書等につ

いても追加的に公表を行う。 

ウ また、発生した事故に係る機構内部の専門医等の状況などから、拡大医療安全

管理委員会に代えて、機構以外の有識者を交えた事故調査委員会を開催した場合

についても、追加的に公表を行う。 

（３）公表内容 

 ア 事故の概要 

 イ 事故後の対応と経過 

 ウ 事故の発生原因 

 エ 今後の事故防止対策 

 オ その他、必要と認める事項 

（４）公表の方法 

  原則として報道機関に対し公表する。 

 

２．国立病院機構全体で包括的に公表する場合 

（１）「事故発生病院において個別的に公表する場合」以外の事例については、国立

病院機構本部において包括的に公表する。 

（２）機構本部において一定期間毎に取りまとめた包括的な医療事故報告書により公

表を行う。 

（３）公表の方法は、国立病院機構ホームページにおいて行う。 

 

 



 

３．個人情報への配慮 

（１）公表に際しては、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」

(平成１５年５月３０日法律第５９号)に基づき、患者側のプライバシーに十分配

慮をし、その内容から患者が特定、識別されないよう個人情報を保護する。 

（２）医療従事者については、病院としての事例検証を行う中で、公表内容から直ち

に関係職員が特定、識別されることのないよう配慮する。 

 

４．個別的公表に際しての患者・家族等からの同意 

（１）患者本人はもちろん、原則として家族等からも同意を得る。 

（２）患者が死亡した場合は、原則として遺族から同意を得る。 

（３）患者が意識不明の場合や判断能力がない場合は、原則として家族等から同意を

得る。また、患者の意識回復に併せて、速やかに本人への説明を行ない、本人の

同意を得るよう努める。 

（４）同意を得るに当たっては、公表することだけでなく、その内容についても、公

表する内容を書面で示しながら十分説明を行う。 

（５）同意の有無、説明の内容を記録し医療安全管理委員会の書類として保存する。 

（６）公表するか否かの判断は、患者又は家族等の意向を最大限尊重して行う。 

 

５．個別的公表の判断 

公表するか否かの判断等については、病院内の委員会の意見や患者・家族の意向

等を踏まえ、病院長が決定する。また、必要に応じて国立病院機構本部、ブロック

事務所と協議する。 

 

６．機構本部、ブロック事務所への連絡 

個別公表することを決定した場合は、公表資料等を添えて速やかに国立病院機構

本部、ブロック事務所に連絡を行う。 

 



資料　11

倫理審査委員会設置数、開催回数
及び審査件数





倫
理
審
査
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催
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催
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6
6
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0
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開
催

回
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0
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審
査

件
数

5
3
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5
8
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5
0
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6
0
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開
催
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8
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3
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,3
6
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2
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9
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2
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0
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3
,0
0
0
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3
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3
0
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4
0
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3
2
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0
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2
,0
0
0

1
0
0

2
0
0

1
,1
9
6

5
0
0

1
,0
0
0

0

1
0
0

1
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年

度
1
7
年

度
1
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年

度
1
9
年
度

2
0
年
度

2
1
年
度

0

5
0
0

1
6
年
度

1
7
年

度
1
8
年

度
1
9
年

度
2
0
年

度
2
1
年

度





資料　12

医療安全管理体制及び
「独立行政法人国立病院機構の
医療安全管理のための指針」
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］
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］
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医
療
安
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管
理
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］
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医
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安
全
管
理
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］
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医
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管
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故
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本
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取
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検
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の
抽
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《
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》
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故
の
検
証
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業
が
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で
は
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例
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大
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全
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員
会

他
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院
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る

第
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者
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場
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事
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の
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証

◎◎
医
療
安
全
管
理
体
制
（
全
体
図
）

医
療
安
全
管
理
体
制
（
全
体
図
）

※ 情 報 公 開 請 求 へ の 対 応

「
包
括
的
な
医
療
事
故
報
告
書
」
の
作
成
：
外
部
に
向
け
た
情
報
発
信

※
警
察
へ
の
届
出
手
続
き

※
公
表
基
準
の
策
定

事
故
報
告
書
様
式
に
つ
い
て
は
、

事
故
報
告
書
様
式
に
つ
い
て
は
、
医
療
安
全
対
策
上
必
要
な
情
報
か
否
か

医
療
安
全
対
策
上
必
要
な
情
報
か
否
か
の
観
点
か
ら
見
直
し

の
観
点
か
ら
見
直
し

基 本 的 方 向 性 の 提

示 や 情 報 提 供 等

専 門 委 員 会



(平成 19 年 3 月 29 日改） 
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独立行政法人国立病院機構における医療安全管理のための指針 

 

第１ 趣旨 

本指針は、独立行政法人国立病院機構（以下「国立病院機構」という。）におけ

る医療安全管理体制の確立、医療安全管理のための具体的方策及び医療事故発生時

の対応方法等について、指針を示すことにより、適切な医療安全管理を推進し、安

全な医療の提供に資することを目的とする。 

 

第２ 医療安全管理のための基本的考え方 

医療安全は、医療の質に関わる重要な課題である。また、安全な医療の提供は医

療の基本となるものであり、各病院及び職員個人が、医療安全の必要性・重要性を

病院及び自分自身の課題と認識し、医療安全管理体制の確立を図り安全な医療の遂

行を徹底することがもっとも重要である。このため、各病院は、本指針を活用して、

病院ごとに医療安全管理委員会及び医療安全管理室を設置して医療安全管理体制

を確立するとともに、病院内の関係者の協議のもとに、独自の医療安全管理規程及

び医療安全管理のためのマニュアル等（以下「マニュアル等」という。）を作成す

る。また、ヒヤリ・ハット事例及び医療事故の評価分析によりマニュアル等の定期

的な見直し等を行い、医療安全管理の強化充実を図る必要がある。 

さらに、各病院において行われている医療安全管理に係る有効な取り組みを国立

病院機構の全病院で共有することや、各病院で発生した医療事故等を一元的に収集

し整理・分析した上でフィードバックするなど国立病院機構の病院ネットワークを

活用した医療安全管理体制の確立を図っていくことも重要である。 

 

第３ 用語の定義 

１ 医療安全管理規程 

国立病院機構の各病院における医療安全管理体制、医療安全管理のための職員研

修、医療事故対応等の医療安全管理のための基本方針を文書化したもので医療安全

管理委員会で策定及び改定するものをいう。 

 

２ マニュアル 

国立病院機構の各病院において、本指針の第５から第７に記載されている医療安

全管理のための具体的方策、医療事故発生時の具体的対応及び医療事故の評価と医

療安全管理への反映等をまとめたものをいう。マニュアルは、病院内の関係者の協

議のもとに医療安全管理室で作成、点検及び見直しの提言等を行い、医療安全管理

委員会で承認を受けるものとする。 

 

３ 医療事故 

医療事故とは、医療に関わる場所で医療の全過程において発生する人身事故一切

を包含し、医療従事者が被害者である場合や廊下で転倒した場合なども含む。 



 

 

４ 医療過誤 

医療過誤は、医療事故の発生の原因に、医療機関・医療従事者に過失があるもの

をいう。 

 

５ ヒヤリ・ハット事例 

患者に被害を及ぼすことはなかったが、日常診療の現場で、“ヒヤリ”と

したり、“ハッ”とした経験を有する事例をいう。 

具体的には、ある医療行為が、①患者には実施されなかったが、仮に実施された

とすれば、何らかの被害が予測される場合、②患者には実施されたが、結果として

患者に被害を及ぼすに至らなかった場合を指す。 

 

６ 患者影響レベル 

  発生した医療事故やヒヤリ・ハット事例が患者にどの程度の影響を与えたか

を区分するもの。国立病院機構における統一的な患者影響レベルの指標は、別

添１のとおりとし、その具体的事例を別添２に整理する。レベル０からレベル

３ａまでをヒヤリ・ハット事例、レベル３ｂからレベル５までを医療事故とす

る。また、各病院は、本指標に基づき、発生した医療事故等がどの患者影響レ

ベルに該当するのかについて整理を行うこととする。 

 

７ 医療安全管理者 

医療安全管理者は、院長の指名により選任され、医療安全推進担当者を指導し、

連携・協同の上、特定の部門ではなく病院全般にかかる医療安全対策の立案・実行

・評価を含め、医療安全管理のための組織横断的な活動を行う者をいう。 

また、医療安全管理者は、独立行政法人国立病院機構組織規程（平成１６年規程

第３号）第７２条の規定に基づく看護部又は看護課に置く看護師長をもって充てる

ものとする。 

 

８ 医療安全推進担当者 

医療安全推進担当者は、院長の指名により選任され、医療事故の原因、防止方法

に関する検討提言や医療安全管理委員会等との連絡調整を行う者をいう。  
 
９ 医薬品安全管理責任者 

  医薬品安全管理責任者は、院長の指名により選任され、医薬品の安全使用を確保

するための業務を行う責任者をいう。 

 

１０ 医療機器保守管理責任者 

  医療機器保守管理責任者は、院長の指名により選任され、医療機器の安全使用を

確保するための業務を行う責任者をいう。 
 



 

 

第４ 医療安全管理体制の整備 

各病院においては、以下の事項を基本として、病院内における医療安全管理体制

の確立に努める。 

 

１ 医療安全管理規程について 

（１）各病院は、病院内関係者の協議に基づき医療安全管理委員会で「医療安全   

管理規程」を策定及び改定する。（参考例は別添３のとおり。） 

（２）医療安全管理規程には、以下の事項を規定する。 

ア 医療機関における医療安全管理に関する基本的考え方 

  イ 医療安全管理のための病院内体制の整備 
  ウ  医療安全管理委員会の設置及び所掌事務 
  エ ヒヤリ・ハット事例の報告体制 
 オ 医療事故報告体制 

 カ 医療事故発生時の対応 

キ 医療安全管理のための職員研修に関する基本方針 

ク 患者等に対する医療安全管理規程の閲覧に関する基本方針 

 ケ その他、医療安全管理に関する事項 

（３）医療安全管理規程の患者等に対する閲覧について 

医療安全管理規程については、患者及び家族等に対し、その閲覧に供することを

原則とし、待合室等に備え付けるなどして、各患者等が容易に閲覧できるように配

慮する。 

 

２ 医療安全管理委員会の設置 

（１）各病院は医療安全管理委員会（以下、「委員会」という。）を設置する。 

（２）委員会は、副院長、診療部長又は医長、薬剤部長又は薬剤科長、看護部長又は

総看護師長、事務部長又は事務長、医療安全管理者、医薬品安全管理責任者、医

療機器安全管理責任者等をもって構成することを原則とする。 

（３）委員会の委員長は、原則として副院長とする。 

（４）委員会の副委員長は、原則として医療安全管理者とする。 

（５）委員長に事故があるときは、診療部長又は医長がその職務を代行する。 

（６）委員会の所掌事務は、以下のとおりとする。 

ア 医療安全管理の検討及び研究に関すること 

イ 医療事故の分析及び再発防止策の検討並びに委員会によって立案された防止

対策及び改善策の実施状況の調査及び見直しに関すること 

ウ 医療安全管理のために行う職員に対する指示に関すること 

エ  医療安全管理のために行う院長等に対する提言に関すること 
オ 医療安全管理のための啓発、教育、広報及び出版に関すること 

カ 医療訴訟に関すること 

キ その他医療安全管理に関すること                       



 

 

（７）委員会は、所掌事務に係る調査、審議等の任務を行う。 

（８）委員会の検討結果については、定期的に院長に報告するとともに、医療安全推

進担当者を通じて、各職場に周知する。 

（９）委員会の開催は、概ね毎月１回とする。ただし、必要に応じ、臨時の委員会を

開催できるものとする。 

（１０）委員会の記録その他の庶務は、原則として医療安全管理室が行う。 

（１１）重大な問題が発生した場合には、委員会において速やかに発生の原因を分析

し、改善策の立案及び実施並びに職員への周知を図る。 

 

３ 院内感染対策のための指針の策定 

（１）各病院は、次に掲げる事項を内容とする「院内感染対策のための指針」を

策定する。 

 ア 院内感染対策に関する基本的考え方 

 イ 院内感染対策のための委員会（以下、「院内感染対策委員会」という）、

及びその他の院内感染対策に係る院内の組織に関する基本的事項 

 ウ 院内感染対策のために職員に対して行われる研修に関する基本方針 

 エ 感染症の発生状況の報告に関する基本方針 

 オ 院内感染発生時の対応に関する基本方針 

 カ 患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

 キ その他院内における院内感染対策の推進のために必要な基本方針 

（２）院内感染対策のための指針は、院内感染対策委員会の議を経て策定及び変

更するものとする。 

 

４ 拡大医療安全管理委員会の開催 

院内の委員会で、発生した医療事故の過失の有無、原因等について十分な結論づ

けができない場合等には、院長は、第三者的立場から過失の有無等について厳正に

審議を行うため、国立病院機構内における自施設以外の施設の専門医、看護師等（以

下、「専門委員」という。）を加えた委員会（以下、「拡大医療安全管理委員会」

という。）を開催する。 

 

５ 医療安全管理室の設置 

（１）委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に当該病院内の安全管理を担う

ため、病院内に医療安全管理室を設置する。 

（２）医療安全管理室は、医療安全管理者、医療安全推進担当者及びその他必要な職

員で構成され、医療安全管理室長は原則として、副院長等の安全管理委員会にお

ける委員長とする。 

（３）医療安全管理室の所掌事務は以下のとおりとする。 

ア 委員会で用いられる資料及び議事録の作成及び保存並びにその他委員会の庶

務に関すること 



 

 

イ 医療安全に関する日常活動に関すること 

① 医療安全に関する現場の情報収集及び実態調査（定期的な現場の巡回・点検、

マニュアルの遵守状況の点検） 

② マニュアルの作成及び点検並びに見直しの提言等 

③ ヒヤリ・ハット体験報告（ヒヤリ・ハット事例を体験した医療従事者が、その

概要を記載した文書をいう。以下同じ。）の収集、保管、分析、分析結果などの

現場へのフィードバックと集計結果の管理、具体的な改善策の提案・推進とその

評価 

④ 医療安全に関する最新情報の把握と職員への周知（他病院における事故事例の

把握など） 

⑤ 医療安全に関する職員への啓発、広報（月間行事の実施など） 

⑥ 医療安全に関する教育研修の企画・運営（具体的な内容については、第５ ４

を参照） 

⑦ 医療安全対策ネットワーク整備事業に関する報告 

⑧ 医療機能評価機構への医療事故事例の報告に関すること 

⑨ 医薬品・医療用具等安全性情報報告制度に基づく報告の支援に関すること 

⑩ 医療安全管理に係る連絡調整 

ウ 医療事故発生時の指示、指導等に関すること 

① 診療録や看護記録等の記載、医療事故報告書の作成について、職場責任者に対

する必要な指示、指導 

② 患者や家族への説明など事故発生時の対応状況についての確認と必要な指導

（患者及びその家族、警察等の行政機関並びに報道機関等への対応は、病院の院

長、副院長のほか、それぞれの部門の管理責任者が主として行う。） 

③ 院長又は副院長の指示を受け、医療事故の原因分析等のための臨時医療安全管

理委員会を招集 

④ 事故等の原因究明が適切に実施されていることの確認と必要な指導 

⑤ 医療事故報告書の保管 

エ その他、医療安全対策の推進に関すること 

（４）医療安全管理室の中に作業部会を設置し、医療安全管理室の業務の一部を行う

ことができる。 

 

６ 医療安全管理者の配置 

    各病院は、医療安全管理の推進のため、医療安全管理室に医療安全管理者を置 
く。 

（１）医療安全管理者は、医療安全に関する十分な知識を有する者とする（医療安全

管理者の養成を目的とした研修で、通算して４０時間以上または５日程度の研修

を終了した者）。 

（２）医療安全管理者は、医療安全管理室長の指示を受け、各部門の医療安全推進担

当者と連携・協同の上、医療安全管理室の業務を行う。 



 

 

（３）医療安全管理者は医療安全管理室の業務のうち、以下の業務について主要な役

割を担う。 

ア 医療安全管理室の業務に関する企画立案及び評価に関すること。 

イ 病院における職員の安全管理に関する意識の向上及び指導に関すること。 

ウ 医療事故発生の報告又は連絡を受け、直ちに医療事故の状況把握に努めるこ

と。 

 

７ 医療安全推進担当者の配置 

各病院は、各部門の医療安全管理の推進に資するため、医療安全推進担当者を置

く。 

（１）医療安全推進担当者は、各診療科及び各看護単位にそれぞれ１名を、また、薬

剤科（薬剤部を含む。）、研究検査科、事務部等各部門にそれぞれ１名を置くも

のとし、各院長が指名する。 

（２）医療安全推進担当者は、医療安全管理室の指示により以下の業務を行う。 

ア 各職場における医療事故の原因及び防止方法並びに医療安全管理体制の改善

方法についての検討及び提言 

イ  各職場における医療安全管理に関する意識の向上（各部門における事故防止確
認のための業務開始時のミーティングの実施などの励行等） 

ウ ヒヤリ・ハット体験報告の内容の分析及び報告書の作成 

エ 委員会において決定した事故防止及び安全対策に関する事項の各職場への周

知徹底、その他委員会及び医療安全管理室との連絡調整 

オ 職員に対するヒヤリ・ハット体験報告の積極的な提出の励行 

カ その他、医療安全管理に関する事項 

 

８ 医薬品安全管理責任者の配置 

  各病院は、医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他医薬品の

安全確保を目的とした改善のための方策を実施させるため、医薬品安全管理責

任者を置く。 

（１）医薬品安全管理責任者は、医薬品に関する十分な知識を有する者とする。 

（２）医薬品安全管理責任者は医薬品の安全使用に係る業務のうち、以下の業務

について主要な役割を担う。 

 ア 医薬品の添付文書の情報のほか、医薬品製造販売業者、行政機関、学術誌

等からの情報の収集・管理 

 イ 得られた情報で必要なものについての当該情報に係る医薬品を取り扱う

職員への周知 

 ウ 医薬品の業務手順書に基づき業務が行われているかについての定期的な

確認と記録 

 エ その他、医薬品の安全使用に関する事項 

 



 

 

９ 医療機器保守管理責任者の配置 

  各病院は、医療機器の保守点検、安全使用の確保等の推進に資するため、医

療機器保守管理責任者を置く。 

（１）医療機器保守管理責任者は、医療機器に関する十分な知識を有する者とす

る。 

（２）医療機器保守管理責任者は、医療機器の安全使用に係る業務のうち、以下

の業務について主要な役割を担う。 

ア 職員に対する医療機器の安全使用のための研修の実施 

イ 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の実施 

 ウ 医療機器の添付文書及び取扱い説明書の管理、並びに医療機器の不具合情報や

安全情報等の一元的把握 

 エ その他、医療機器の保守点検・安全使用に関する事項 

 

１０ 患者相談窓口の設置 

（１）患者等からの苦情、相談に応じられる体制を確保するために、病院内に患者相

談窓口を常設する。 

（２）患者相談窓口の活動の趣旨、設置場所、担当者及びその責任者、対応時間等に

ついて、患者等に明示する。 

（３）患者相談窓口の活動に関し、相談に対応する職員、相談後の取扱、相談情報の

秘密保護、管理者への報告等に関する規程を整備する。 

（４）相談により、患者や家族等が不利益を受けないよう適切な配慮を行う。 

（５）苦情や相談で医療安全に関わるものについては、医療安全管理室に報告し、当

該病院の安全対策の見直し等に活用する。 

 

１１ マニュアル等の作成について 

  各病院は、医療安全管理の推進に資するためマニュアル等を作成する。 
（１）各病院は、医療安全管理のための具体的方策、医療事故発生時の具体的対応及

び医療事故の評価と医療安全管理への反映等をまとめたマニュアルを作成し、医

療安全管理上の具体的方策を実施する。なお、病院において医療安全管理規程等

をマニュアルに含めることも可能である。 

（２）また、医薬品の採用・購入に関する事項や管理に関する事項、患者に対する与

薬や服薬指導に関する事項等を内容とする「医薬品の安全使用のための業務に関

する手順書」や、医療機器の保守点検に関する情報収集や購入時期、使用状況、

保守点検・修理の把握等を内容とする「医療機器の保守点検に関する計画」を策

定し、当該手順等に基づく業務を実施する。 

 



 

 

第５ 各病院における医療安全管理のための具体的方策の推進 

各病院における医療安全管理のための具体的方策は以下のとおりとする。 

 

１ 医療事故防止のための要点と対策の作成 

安全な医療を行うために、人工呼吸器、輸血、注射等についての具体的な注意事

項を定める医療事故防止の要点と対策について、各部門の医療安全推進担当者を中

心に医療安全管理室で作成し、委員会で承認を得る。また、医療事故防止の要点と

対策は、自病院又は他病院のヒヤリ・ハット事例の評価分析や医療事故報告、原因

分析等に基づいて、随時見直しを図ると共に関係職員に周知徹底を図り、委員会で

承認を得て改定を行うものとする。（参考例は別添４のとおり。） 

 

２ ヒヤリ・ハット事例の報告及び評価分析 

（１）報告 

ア 院長は、医療安全管理に資するよう、ヒヤリ・ハット事例の報告を促進するた

めの体制を整備する。 

イ  ヒヤリ・ハット事例については、当該事例を体験した医療従事者が、その概要
をヒヤリ・ハット体験報告（参考例は別添５のとおり。）に記載し、翌日までに、

医療安全推進担当者に報告する。 

ウ  医療安全推進担当者は、ヒヤリ・ハット体験報告等から当該部門及び関係する
部門に潜むシステム自体のエラー発生要因を把握し、リスクの重大性、リスクの

予測の可否及びシステム改善の必要性等必要事項を記載して、医療安全管理室に

提出する。 

エ ヒヤリ・ハット体験報告を提出した者に対し、当該報告を提出したことを理由

に不利益処分を行ってはならない。 

オ ヒヤリ・ハット体験報告は、医療安全管理室において、分析・検討が終了する

まで保管する。 

（２）ヒヤリ・ハット事例について効果的な分析を行い、医療安全管理に資すること

ができるよう、必要に応じて、当該事例の原因、種類及び内容等をコード化した

分析表（以下「ヒヤリ・ハット・医療事故情報分析表」という。 参考例は別添
６のとおり。）を活用し、評価分析を行う。 

（３）ヒヤリ・ハット事例集の作成 

 各病院においては、ヒヤリ・ハット事例を評価分析し、医療安全管理に資する
ことができるよう、事例集を作成する。（参考例は別添７のとおり。） 

なお、事例集については、ヒヤリ・ハット体験報告に基づき、定期的に事例の

追加記載を行い、関係職員への周知を図る。 

 

３ 医療安全対策ネットワーク整備事業への協力 

医療現場におけるヒヤリ・ハット事例等を全国の医療機関から一元的に収集し、

この情報を基に、ガイドラインの策定、製品の基準化、関係団体への製品の改良要



 

 

請等を行う医療安全対策ネットワーク事業に対し、事例の報告を行う。（別添８） 

 
４ 医療事故情報収集等事業に係る報告 

医療法施行規則第９条の２３第１項第２号に示されている事故等事案に該当す

る事例については、日本医療機能評価機構に報告する。なお、報告にあたっては日

本医療機能評価機構で示す報告様式・記載要領等による。（別添９） 

 

５ 医薬品・医療用具等安全性情報報告制度に関する報告 

医薬品又は医療用具の使用による副作用、感染症又は不具合が発生（医療用具の

場合は健康被害が発生するおそれのある場合を含む）した場合、保健衛生上の危害

の発生又は拡大を防止する観点から報告の必要があると判断した情報（症例）は、

別添の様式により報告する。（医薬品又は医療用具との因果関係が必ずしも明確で

ない場合であっても報告の対象となりうる）（別添１０） 

 

６ 医療安全管理のための職員研修 

（１）医療安全管理のための研修の実施 
各病院は、個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能や

チームの一員としての意識の向上等を図るため、医療に係る安全管理の基本的考え

方及び具体的方策について、職員に対し以下のとおり研修を行う。 

ア 医療機関全体に共通する安全管理に関する内容とする。 

イ 医療に関わる場所において業務に従事する者を対象とする。 

ウ 年２回程度定期的に開催、それ以外にも必要に応じて開催する。 

エ 実施内容について記録を行う。 
（２）院内感染対策のための研修の実施 

  各職員の院内感染に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能やチーム

の一員としての意識の向上等を図るための研修を実施する。 

 ア 院内感染対策に関する基本的考え方及び具体的方策に関する内容とする。 

 イ 各病院の実情に則した内容で、職種横断的な参加の下行う。 

 ウ 年２回程度定期的に開催、それ以外にも必要に応じて開催する。 

 エ 実施内容について記録を行う。 

（３）医薬品及び医療機器の安全使用のための研修の実施 

  他の医療安全に係る研修と併せて行う等の方法により、医薬品並びに医療機

器の安全使用に関する研修を行う。 

 



 

 

第６ 医療事故発生時の具体的な対応 

各病院の医療事故発生時における医療事故の報告体制、患者・家族への対応及び

警察への届出の具体的な対応は、以下のとおりとする。 

 

１ 医療事故の報告  

（１）病院内における報告の手順と対応 

 ア 医療事故が発生した場合は、次のとおり直ちに上司に報告する。 

① 医師（歯科医師） → 医長→ 診療部長 → 副院長 
  ②  薬剤師 → 主任薬剤師 → 薬剤部長又は薬剤科長 → 副院長 
  ③ 看護師 → 看護師長 → 看護部長又は総看護師長 → 副院長 
  ④ 医療技術職員（①～③に掲げる者を除く） → 技師長 → 副院長 
  ⑤ 事務職員 → 係長 → 課長 → 事務部長又は事務長 → 副院長 
イ  副院長は報告を受けた事項について、委員会に報告するとともに、事故の重大
性等を勘案して、速やかに院長に対して報告する必要があると認めた事案は、そ

の都度院長に報告し、それ以外の事案については適宜院長に報告する。 

ウ 患者の生死に関わる医療事故等、特に緊急的な対応が必要な場合において、医

師、薬剤師、看護師等は、それぞれ、医長、主任薬剤師、看護師長等にただちに

連絡が出来ない場合は、直接、診療部長又は副院長、薬剤部長又は薬剤科長、看

護部長等に報告する。 

（２）病院内における報告の方法 

報告は、文書（「医療事故報告書」。参考例は別添１１の１及び別添１１の２。）

により行う。 

ただし、緊急を要する場合は、直ちに口頭で報告し、その後文書による報告を

速やかに行う。 

なお、医療事故報告書の記載は、①事故発生の直接の原因となった当事者が明

確な場合には、当該本人、②その他の者が事故を発見した場合には、発見者とそ

の職場の長が行う。 

（３）国立病院機構本部及び所管のブロック事務所への報告 

ア 各病院は、本項イに規定する医療事故が発生した場合、医療事故報告書（様式

は別添１２のとおり。）を、本項「ウ」の報告時期等のルールに基づき、国立病

院機構本部及び所管のブロック事務所に報告する。 

イ 報告を要する医療事故の範囲（第５－４による報告範囲と同一） 

 ① 誤った医療又は管理を行ったことが明らかであり、その行った医療又は管理に

起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障害が残った事例又は予期しな

かった、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事例。 
 ② 誤った医療又は管理を行ったことは明らかでないが、行った医療又は管理に起

因して、患者死亡し、若しくは患者に心身の障害が残った事例又は予期しなかっ

た、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事例（行った

医療又は管理に起因すると疑われるものを含み、当該事例の発生を予期しなかっ



 

 

たものに限る）。 
 ③ 前２号に掲げるもののほか、医療機関内における事故の発生の予防及び再発の

防止に資する事例。 
ウ 報告時期等のルール 
① 委員会等での検証作業終了後の報告（概ね２週間以内に行う必須報告） 

発生した医療事故に関し委員会等で原因分析、再発防止策検討等の検証作業を

行った上で、その内容を踏まえた医療事故報告書（上記（３）－ア）を作成し、

所管のブロック事務所を通じて国立病院機構本部に報告する。 
 ② 危機管理の観点からの報告（院長の判断による報告） 

危機管理の観点から国立病院機構本部・ブロック事務所と情報を共有している

ことが必要と判断される医療事故が発生した場合は、事故発生後速やかに、その

段階で把握できている事故内容、患者状況等の客観的事実や、必要に応じ対外的

対応方針等を、所管のブロック事務所を通じて報告する。また、委員会等での検

証作業終了後には、追加的に原因分析、再発防止策等の内容を含む医療事故報告

を行う。 
＊ 当該報告を行うか否かは、事故の内容等を踏まえ各病院長が判断する。 

③ 「①」の報告を行った後、例えば拡大医療安全管理委員会が開催されるなど、

追加的に検証作業等が行われた場合は、追加的報告を行う。 
（４）医療事故報告書の保管 

医療事故報告書については、独立行政法人国立病院機構文書管理規程（平成１

６年規程第１０号）第３４条第１項第５号に該当する法人文書として、医療安全

管理室において保管する。 

 

２ 患者・家族への対応 

（１）患者に対しては誠心誠意治療に専念するとともに、患者及び家族に対して   

は、誠意をもって事故の説明等を行う。 

（２）患者及び家族に対する事故の説明等は、原則として、病院の幹部職員が対   

応することとし、その際、病状等の詳細な説明ができる担当医師が同席する。 

なお、状況に応じ、医療安全管理者、部門の管理責任者等も同席して対応   

する。 

 

３ 事実経過の記録 

（１）医師、看護師等は、患者の状況、処置の方法、患者及び家族への説明内容等を、

診療録、看護記録等に詳細に記載する。 

（２）記録に当たっては、具体的に以下の事項に留意する。 

 ア 初期対応が終了次第、速やかに記載すること。 

  イ 事故の種類、患者の状況に応じ、出来る限り経時的に記載を行うこと 
  ウ 事実を客観的かつ正確に記載すること（想像や憶測に基づく記載を行わない）。 
 



 

 

４ 警察への届出 

（１）医療過誤によって死亡又は障害が発生したことが明白な場合には、国立病院機

構の各院長は、速やかに所轄警察署に届出（以下「届出」という。）を行う。 

（２）死亡又は障害が発生し、医療過誤の疑いがある場合には、届出について本部と

の協議も考慮して対応する。 

（３）届出は、別添１３「警察への届出に当たっての手順」に基づき行う。 

（４）各院長は、届出の判断が困難な場合には、ブロック事務所の指示を受ける。ブ

ロック事務所は、必要に応じ顧問弁護士や国立病院機構本部とも協議した上で、

院長に指示を行なう。 

 

５ 重大な医療事故が発生した場合の対外的公表 

各病院は、重大な医療事故等が発生した場合には、別添１４の「国立病院機構医

療事故公表指針」に基づき対応する。 

 

第７ 医療事故の評価と医療安全対策への反映 

１ 院内での医療事故の評価検討 

（１）各病院は、医療事故が発生した場合、委員会において、事故の原因分析など、

以下の事項について評価検討を加え、その後の医療安全対策への反映を図るもの

とする。 

ア 医療事故報告に基づく事例の原因分析 

イ 発生した事故について、組織としての責任体制の検証 

ウ これまでに講じてきた医療安全対策の効果 

エ 同様の医療事故事例を含めた検討 

オ 医療機器メーカーへの機器改善要求 

カ その他、医療安全対策の推進に関する事項 

（２）医療事故の効果的な分析を行い、事故の再発防止に資することができるよう、

必要に応じて、根本的原因分析など、より詳細な評価分析を行う。 

（３）医療事故の原因分析等については、委員会で十分に検討した結果を医療事故報

告書に記載する。 

（４）医療事故情報収集等事業により日本医療機能評価機構から分析・発信された医

療安全情報を活用し、医療安全対策への反映を図る。 

 

２ 拡大医療安全管理委員会の開催 

（１）院内の安全管理委員会で、発生した医療事故の過失の有無、原因等について十

分な結論づけができない場合、院長は、拡大医療安全管理委員会を開催する。 

（２）拡大医療安全管理委員会の委員構成や運用等は、別添１５のとおりとする。 

 

３ 機構以外の有識者を交えた事故調査委員会 

発生した医療事故に関して、国立病院機構内部の専門委員の状況などから拡大医



 

 

療安全管理委員会においても十分な審議が行えないと判断される場合等は、拡大医

療安全管理委員会に代えて、機構以外の有識者を交えた事故調査委員会の設置を考

慮する。 

 

４ 国立病院機構における医療事故報告書の作成 

国立病院機構本部は、各病院から報告された医療事故報告を集計・分析し、

一定期間毎に国立病院機構における包括的な医療事故報告書を作成、各病院に

フィードバックするとともに、ホームページに掲載するなどによりこれを公表

する。 

 

第８ 中央医療安全管理委員会の開催 

（１）国立病院機構の病院ネットワークを活用し、機構内部での医療事故発生の

全体状況等を踏まえながら、国立病院機構における医療安全管理対策の基本

的方向性等についての審議を行うため、国立病院機構本部に中央医療安全管

理委員会を設置する。 

（２）中央医療安全管理委員会は、院長、看護部長、医療安全管理の実務担当者

である副院長、医療安全管理者、薬剤師や事務部門担当者等の多職種で構成

されるものとする。 
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又
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又
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な
し

誤
っ
た
行
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た
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さ
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仮
に
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何
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か
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ベ
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ベ
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ベ
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ベ
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者
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ベ
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影
響
レ
ベ
ル
３
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ト
事
例
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レ
ベ
ル
３
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事
故
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影
響
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ベ
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内
　
　
　
　
　
容

医
　
　
療
　
　
行
　
　
為
　
　
に
　
　
係
　
　
る
　
　
事
　
　
例

管
　
　
理
　
　
上
　
　
の
　
　
問
　
　
題
　
　
に
　
　
係
　
　
る
　
　
事
　
　
例

レ
ベ
ル
０

誤
っ
た
行
為
が
発
生
し
た
が
、
患
者
に
は

実
施
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
（
仮
に
実
施
さ

れ
た
と
す
れ
ば
、
何
ら
か
の
被
害
が
予
想

さ
れ
た
）

・
誤
っ
た
薬
を
手
に
し
た
が
、
患
者
に
実
施
す
る
前
に
気
付
き
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
事
例

・
手
術
・
検
査
・
処
置
・
リ
ハ
ビ
リ
・
麻
酔
等
時
に
患
者
や
部
位
を
取
り
違
え
そ
う
に
な
っ
た
が
、
実
施
前
に
気
付
き
実

施
さ
れ
な
か
っ
た
事
例

－

レ
ベ
ル
１

誤
っ
た
行
為
を
患
者
に
実
施
し
た
が
、
結

果
と
し
て
患
者
に
被
害
を
及
ぼ
す
に
至
ら

な
か
っ
た
場
合

・
薬
を
過
剰
投
与
し
た
が
軽
微
な
過
剰
で
患
者
へ
の
影
響
が
考
え
ら
れ
な
い
事
例
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
患
者
へ
の
影
響

が
考
え
ら
れ
な
い
種
類
の
薬
剤
の
過
剰
投
与
で
あ
っ
た
事
例

・
人
工
呼
吸
器
加
湿
器
へ
の
多
酵
素
洗
浄
剤
の
未
希
釈
で
の
使
用
（
患
者
へ
の
影
響
が
な
か
っ
た
事
例
）

・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
重
複
摂
取

－

レ
ベ
ル
２

行
っ
た
医
療
又
は
管
理
に
よ
り
、
患
者
に

影
響
を
与
え
た
、
又
は
何
ら
か
の
影
響
を

与
え
た
可
能
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が
あ
る
場
合
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液
ポ
ン
プ
の
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検
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に
よ
る
誤
動
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カ
ロ
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液
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急
速
投
与
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薬
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過
剰
投
与
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へ
の
影
響
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又
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影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
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処
置
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の
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の
影
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が
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又
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落
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追
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患
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ベ
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又
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損
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行
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た
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は
管
理
に
よ
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、
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必

要
で
な
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治
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が
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介
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・
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心
臓
ｶﾃ
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査
造
影
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ろ
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ｰﾌ
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穿
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・
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ろ
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チ
ュ
ー
ブ
の
腹
腔
内
留
置
に
よ
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腹
膜
炎
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症

・
IV
Hカ
テ
ー
テ
ル
の
誤
挿
入
に
よ
る
気
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発
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・
手
術
の
際
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ガ
ー
ゼ
異
残
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異
物
遺
残
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除
去
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よ
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永
続
的
な
障
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な
か
っ
た
事
例
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・
手
術
中
に
お
け
る
手
術
目
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以
外
の
臓
器
損
傷
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尿
管
鏡
生
検
時
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管
損
傷
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点
滴
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テ
ー
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圧
迫
固
定
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原
因
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す
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皮
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組
織
壊
死
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薬
剤
に
係
る
過
剰
投
与
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よ
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篤
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事
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ュ
ー
ブ
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手
術
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麻
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取
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ラ
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右
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輸
血
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手
術
実
施
時
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し
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骨
蝋
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脊
柱
管
内
浸
入
に
よ
る
脊
髄
障
害

・
手
術
中
の
体
位
固
定
・
圧
迫
に
よ
る
腓
骨
神
経
麻
痺
（
足
骨
の
し
び
れ
等
）

・
入
院
中
に
発
生
し
た
重
度
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（
筋
膜
[
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度
]
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筋
層
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度
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届
く
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創

・
人
工
妊
娠
中
絶
失
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に
よ
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妊
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続
　
　
　
　
　
・
脳
室
ド
レ
ー
ン
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自
己
抜
去
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よ
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緊
急
手
術

・
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盤
弁
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時
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は
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よ
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血

・
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Y、
抗
ガ
ン
剤
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血
管
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よ
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膚
壊
死
　
　
　
　
・
精
神
科
患
者
の
食
事
中
の
窒
息

・
そ
の
他
、
手
術
・
検
査
・
処
置
・
麻
酔
等
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と
も
な
う
予
期
さ
れ
た
合
併
症
に
よ
る
重
篤
な
事
例
で
、
警
鐘
的
意
義
を

有
す
る
と
認
め
る
事
例

・
手
術
・
検
査
・
処
置
・
麻
酔
等
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も
な
う
予
期
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
合
併
症
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重
篤
な
事
例

・
転
倒
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落
に
よ
る
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折
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膜
下
血
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発
生
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呼
吸
状
態
悪
化
に
よ
る
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時
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人
工
呼
吸
器
装
着

・
プ
レ
ー
ル
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で
の
マ
ッ
ト
に
よ
る
窒
息
（
一
時
的
な
人
工
呼
吸
器
の
装
着
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・
熟
練
度
の
低
い
者
が
適
切
な
指
導
な
く
行
っ
た
医
療
行
為
を
原
因
と
し
た
有
害
事
象
で
重
篤
な
事
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・
絶
縁
被
覆
の
剥
が
れ
た
止
血
摂
子
の
使
用
に
よ
る
熱
傷

・
食
品
由
来
の
ア
レ
ル
ギ
ー
予
防
の
た
め
禁
止
食
品
と
し
て
の
オ
ー
ダ
ー
が
指
示
さ
れ
て
い
た
が
、
誤
配
膳
に
よ
り
ア
ナ

フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
シ
ョ
ッ
ク
が
発
生
し
た
事
例

・
精
神
科
患
者
の
病
棟
等
か
ら
の
飛
び
降
り
に
よ
る
骨
折
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又
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・
カ
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よ
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仮
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す
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・
手
術
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際
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異
物
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よ
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大
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続
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し
た
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・
手
術
中
の
神
経
損
傷
を
原
因
と
す
る
回
復
の
見
込
め
な
い
筋
力
の
低
下

・
人
工
呼
吸
器
の
装
着
ミ
ス
、
ﾁｭ
ｰﾌ
ﾞの
ゆ
る
み
等
に
よ
る
低
酸
素
症
脳
障
害
や
意
識
障
害

・
左
乳
房
切
除
術
後
の
病
理
組
織
検
査
に
よ
る
良
性
腫
瘍
で
あ
る
こ
と
の
判
明

・
重
要
な
徴
候
等
の
見
落
と
し
を
原
因
と
す
る
下
肢
ガ
ス
壊
疽
に
よ
る
下
肢
切
断

・
骨
盤
内
リ
ン
パ
節
郭
清
術
中
の
左
腎
動
脈
損
傷
に
よ
る
左
腎
臓
摘
出

・
心
臓
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
の
リ
ー
ド
感
染
か
ら
両
側
眼
球
摘
出
に
至
っ
た
事
例

・
そ
の
他
、
手
術
・
検
査
・
処
置
・
麻
酔
等
に
と
も
な
う
予
期
さ
れ
た
合
併
症
に
よ
り
、
永
続
的
障
害
が
発
生
し
た
可
能

性
が
あ
る
事
例
で
、
警
鐘
的
意
義
を
有
す
る
と
認
め
る
事
例

・
手
術
・
検
査
・
処
置
・
麻
酔
等
に
と
も
な
う
予
期
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
合
併
症
に
よ
り
、
永
続
的
障
害
が
発
生
し
た
可

能
性
が
あ
る
事
例

・
転
倒
・
転
落
に
よ
り
永
続
的
な
人
工
呼
吸
器
の
装
着
が
必
要
と
な
っ
た
事
例

・
転
倒
･転
落
に
よ
る
骨
折
が
原
因
で
寝
た
き
り
と
な
っ
た
事
例

・
酸
素
吸
入
中
の
患
者
が
ベ
ッ
ド
か
ら
の
転
落
し
た
こ
と
に
よ
る
意
識
喪
失
・
人
工
呼
吸
器
装
着

・
バ
ル
ー
ン
カ
テ
ー
テ
ル
使
用
患
者
の
転
倒
に
よ
る
カ
テ
ー
テ
ル
閉
塞
を
原
因
と
す
る
膀
胱
ろ
う
造
設

・
麻
酔
管
理
ミ
ス
に
よ
る
低
酸
素
脳
症
を
原
因
と
す
る
意
識
障
害

・
誤
嚥
、
又
は
そ
の
疑
い
に
よ
る
窒
息
を
原
因
と
し
た
永
続
的
な
意
識
障
害
や
植
物
状
態

・
プ
レ
ー
ル
ー
ム
で
の
マ
ッ
ト
に
よ
る
窒
息
を
原
因
と
す
る
永
続
的
な
人
工
呼
吸
器
装
着

・
留
置
針
に
よ
る
針
刺
し
事
故
で
肝
炎
等
永
続
的
な
有
害
事
象
が
発
生
し
た
可
能
性
が
あ
る
事
例

・
帝
王
切
開
に
よ
る
新
生
児
重
症
仮
死
状
態
で
の
出
生
に
よ
り
障
害
が
残
る
可
能
性
が
あ
る
事
例

・
熟
練
度
の
低
い
者
が
適
切
な
指
導
な
く
行
っ
た
医
療
行
為
を
原
因
と
し
た
有
害
事
象
で
永
続
的
障
害
が
発
生
し
た
可
能

性
が
あ
る
事
例

・
自
殺
企
図
に
よ
り
患
者
が
病
棟
等
か
ら
飛
び
降
り
た
こ
と
で
重
度
の
障
害
（
永
続
的
な
意
識
レ
ベ
ル
の
低
下
等
）
が
発

生
し
た
事
例

レ
ベ
ル
５

行
っ
た
医
療
又
は
管
理
が
死
因
と
な
っ
た

場
合

・
人
工
呼
吸
器
の
装
着
ミ
ス
、
チ
ュ
ー
ブ
の
ゆ
る
み
等
に
よ
る
患
者
の
死
亡

・
体
位
交
換
時
の
気
管
内
挿
管
カ
ニ
ュ
ー
レ
逸
脱
に
よ
る
死
亡

・
抗
ガ
ン
剤
の
過
剰
投
与
に
よ
る
副
作
用
を
原
因
と
す
る
死
亡

・
ニ
フ
レ
ッ
ク
投
与
に
よ
る
腸
閉
塞
発
生
な
ど
薬
の
副
作
用
を
原
因
と
す
る
死
亡

・
手
術
中
の
異
常
出
血
に
よ
る
多
臓
器
不
全
等
に
よ
る
死
亡

・
心
臓
カ
テ
ー
テ
ル
施
行
時
の
冠
動
脈
破
裂
・
心
タ
ン
ポ
ナ
ー
デ
に
よ
る
死
亡

・
手
術
後
の
肺
塞
栓
に
よ
る
死
亡

・
リ
ス
ク
の
低
い
妊
産
婦
の
死
亡

・
そ
の
他
、
手
術
・
検
査
・
処
置
・
麻
酔
等
に
と
も
な
う
予
期
さ
れ
た
合
併
症
に
よ
る
死
亡
で
、
警
鐘
的
意
義
を
有
す
る

と
認
め
る
事
例

・
手
術
・
検
査
・
処
置
・
麻
酔
等
に
と
も
な
う
予
期
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
合
併
症
に
よ
る
死
亡

・
手
術
後
３
０
日
以
内
の
死
亡

・
転
倒
・
転
落
に
よ
る
頭
蓋
骨
骨
折
や
呼
吸
状
態
の
悪
化
等
に
よ
る
死
亡

・
入
浴
中
の
溺
死

・
誤
嚥
、
又
は
そ
の
疑
い
に
よ
る
窒
息
を
原
因
と
す
る
死
亡

・
熟
練
度
の
低
い
者
が
適
切
な
指
導
な
く
行
っ
た
医
療
行
為
を
原
因
と
す
る
死
亡

・
入
院
中
の
自
傷
行
為
に
よ
る
死
亡

・
患
者
の
自
殺

※
　
本
表
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
例
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
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病院間相互チェック体制について 
 

 

１ 病院間相互チェック体制の目的と効果  

【目的】 

   各病院の医療安全対策の現状について評価を実施し、医療安全対策

の質の均一化 を図り、医療安全対策の質を向上させる。  

  

【期待される効果】   

 医療安全対策における自己評価と他者評価を実施することにより、 

（1）評価を実施することで、医療安全対策における自施設の課題が確 

 明確になり、他施設の良い取組みを吸収（情報共有）することで、 

機構全体の医療安全対策の向上を図るとともに、医療の質向上に 

  つながる。 

（2）単なる指摘だけでなく、評価する側も、評価を受ける側も医療安全 

に対する姿勢が高まり、同時に、より良い人材を育成することにもつ

ながる｡  

 

２ 進め方 

（1）「独立行政法人国立病院機構における医療安全管理のための指針」を

軸にした項目と、その他の評価項目（本部から発出されている事故報

告書の活用状況、各種医療安全に関する通知等の活用等）を加味した

チェックリストの作成。   

（2）チェックリストに沿って自己評価と他者評価の実施。   

（3）他者評価は県単位若しくは機能等の同じ施設間で実施。  

1 県 1 施設の場合は、隣県とともに実施できるよう調整。    

（4）他者評価の評価者は、医療安全管理者、医師、看護師、薬剤師、コ 

メディカル等でチームを構成。  

 



医
療

安
全

に
お
け
る
「
病

院
間

相
互

チ
ェ
ッ
ク
体

制
」
の

イ
メ
ー
ジ
図

①

Ａ
病

院

評
価

日
に
訪
問

評
価

日
に
訪
問

チ
ェ
ッ
ク
対
象
病
院

Ｂ
病
院

Ｃ
病
院

チ
ェ
ッ
ク
評

価
病

院
オ
ブ
ザ

ー
バ

ー
病

院
Ａ
→
Ｂ
→
Ｃ
病
院
の
順
に
チ
ェ
ッ
ク
対
象
病
院
と
な
る



医
療

安
全

に
お
け
る
「
病

院
間

相
互

チ
ェ
ッ
ク
体

制
」
の

イ
メ
ー
ジ
図

②

チ
ェ
ッ
ク
評

価
病

院
①
外
部
評
価
機
関
に
よ
る

「
病

院
機

能
評

価

オ
ブ
ザ

ー
バ

ー
病

院

「
病

院
機

能
評

価
」

②
「
医

療
監

視
」

な
ど

①
一
義
的
に
は
、

チ
ェ
ッ
ク
評

価
病

院
等
が
行

う

評 価 ・
院
等
が
行

う
②
し
か
し
、
一
方

通
行
で
は
な
く
、

互
い
に
学

び
合

う
両

面
通

行

相
乗
効
果

・ 指 導

対
象

病
院

チ
ェ
ッ
ク
対

象
病

院

う
両

面
通

行
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医療事故報告書の警鐘的事例





平成21年度の医療安全対策への取組み

医療事故報告の概要

『警鐘的事例』

平成21年５月 尿道カテーテルに関する事故について

平成21年９月 ノロウイルス発生時の対応について

平成21年11月 サリドマイド製剤誤投与について

平成21年12月 小児患者への薬剤過剰投与について

平成22年２月 人工呼吸器の不具合情報について



 

（１）尿道カテーテルに関する事故について  平成21年5月 

 

カテーテルを尿道から膀胱内へ挿入し、持続的に尿を排出させる目的で行わ

れる尿道カテーテルは、特に、①尿路閉鎖がある、②泌尿器等の術後の治癒を

促進する、③尿量を正確に把握する場合などに適応となり、カテーテルのサイ

ズも多様であることから本件に関する事故は、挿入時の事故や患者の自己抜去

など、一般日常的に起こっている医療事故であると言える。 

特に、体の構造上からも男性患者に多く見受けられる傾向であるが、尿道カ

テーテル留置を行う際、あるいは抜去の際の尿道損傷による出血、感染症など

の合併症を併発することもあるため、その取り扱いについては細やかな観察と

注意が必要である。 

国立病院機構では、３ｂ以上の医療事故報告は少ないものの、３ａ以下のヒ

ヤリ・ハット事例は相当数あるものと思われ、再度注意を促すという観点から

も平成２０年に発生した事例と過去に発生した事例の計６例を、今回は警鐘的

事例として取り上げ報告するものである。      

 

事故事例の紹介 

事例１．尿道カテーテル挿入時による尿道損傷の事例 

＜事故発生の状況＞ 

4 月 25 日 ①高カルシウム尿症・左腎・左尿管結石、②溺水後遺症・痙性四

肢麻痺、③陰嚢水腫 

 17 歳の男性患者 

6 時～7 時 腎・膀胱内エコーにおいて膀胱内蓄尿するため、医

師の指示にて看護師がチーマンカテーテル（12Fr）挿入を試みる。

１回目抵抗あり、２回目に挿入し排尿未確認のまま水５㏄で固定

後クランプ。検査後クランプ解放するが排尿見られず。バルン抜

去と同時に出血・血尿あり。 

同日、バルン再挿入留置。血尿消失。 

 4 月 30 日 バルン留置抜去。 

5 月 2 日  再出血あり。他院泌尿器科を受診、バルン再留置 

5 月 5 日  再々出血あり。 

5 月 6 日  輸血施行。 

5 月 7 日  5 月 2 日とは別の他院受診。前立腺尿道部損傷・膀胱タンポナー

ゼと診断される。３WAY 腎盂バルン留置。膀胱持続潅流開始。止

血剤・抗生剤投与。 

 



 

＜事故の背景・原因＞ 

① 4 月 25 日の出血は、チーマンカテーテル挿入による尿道損傷。 

② 5 月 2 日の出血は、その前に止血されていた部位が排尿による刺激で再出

血を起こす。 

③ 5 月 5 日以降の再々出血は、バルンカテーテルによる止血が不十分であっ

たためと考えられる。 

 

＜病院が実施した防止対策＞ 

① 男性患者のバルンカテーテル挿入については、主治医と相談して慎重に行

う。 

② 挿入時、困難であったら中止し、医師に報告する。 

③ 検査のための処置であれば、できるだけ日勤帯に行うよう時間調整をする。 

 

事例２．尿道カテーテル挿入時による尿道損傷の事例 

＜事故発生の状況＞ 

10 月 29 日 心室細動の 56 歳の男性患者 

意識障害のため緊急入院し、循環器科、心臓血管外科等で精査加

療中で、植え込み型除細動器植え込み術の前処置として尿道カテ

ーテルを挿入した際に、尿道を損傷。 

11 時 30 分 １年目の看護師が、術前処置として 14Fr 尿道留置カ

テーテルを病室で挿入する。看護師は、尿道カテーテル留置は初

めての経験であった。尿流出確認後、固定水を注入中に疼痛の訴

えがあり、固定水を抜き痛みが無くなってから再度注入。疼痛の

訴えなく、痰黄色の尿 30ml を認めたが、30 分後には淡血性の尿

を認めたため主治医に報告し、経過観察の指示を受ける。 

16 時 26 分 手術終了。尿量の増加がなく、泌尿器科医師により、

膀胱鏡を手術室で施行、球部尿道粘膜損傷を認める。 

出血点を確認後、22Fr 尿道留置カテーテルを挿入し、圧迫固定を

行い、経過観察となる。床上安静。 

 11 月 4 日 留置カテーテル抜去。 

 11 月 6 日 血尿なし、自尿良好。創部異常なし。 

 

＜事故の背景・原因＞ 

① 尿道カテーテル留置に関する手技の未熟さ。 

② 尿道カテーテル挿入長さが不足。 

 



 

＜病院が実施した防止対策＞ 

① 教育・指導体制の見直し（経験の浅い１年目の看護師は必ず先輩看護師と

実施する）。 

② 男性の尿留置カテーテル挿入時の再学習の実施。 

③ 疼痛時や血尿時は、中止して速やかに医師に報告し指示を確認する。 

 

事例３．バルンカテーテルが尿道で固定され、抜去不可となった事例 

＜事故発生の状況＞ 

  6 月 9 日  尿崩症、意識障害、認知症の 32 歳の男性患者  

尿道バルンカテーテルの定期交換（１ヶ月に１回）。4 月 8 日痙

攣発作を起こし挿入困難であった為、泌尿器科医師が 12Fr バル

ンカテーテルを初回挿入した。その後、4 月 18 日、5 月 9 日に

泌尿器科医師によって交換され、その後は看護師交換でも可能

であるとの指示があった。 

バルンカテーテルの交換日であったため、４年目の看護師が 1

年目看護師と共に患者を訪室。1年目看護師は見学のみで介助は

行っていない。バルンカテーテルを抜去後、ウルトラマーフォ

ーリーカテーテル クローズドトレイ 14Fr を取り出し、挿入前

にバルン部が破損していないかの確認（固定液の注入）をした。

滅菌手袋を装着し、右手の指にバルンカテーテルを巻きつけ、

左手は陰茎を持ち挿入した。最初はスムーズに挿入でき、約 30

㎝挿入したところで排尿を認めたため、固定液を注入した。 

５㏄注入したところで、尿道口から尿漏れがあったため、一旦

注入を中止した。再度固定液を注入しようとしたら、副管の根

元部分が膨らんできたためすぐに注入を中止した。それからは、

固定液を引こうとしても逆流できないので、バルンカテーテル

本体を切断したが変化なかったため、主治医に報告した。しか

し、主治医でも抜去不可能であったため、泌尿器科医師に依頼

した。泌尿器科医師も固定液の吸引を試みたが不可能であった。

超音波でバルンの先端を確認すると膀胱内には認められなかっ

た。尿道括約筋周辺で留まっていると考え、陰嚢裏側面より経

皮的に注射針を穿刺しバルン破裂させ抜去した。 

その後新しく泌尿器科医師にて 14Fr を再挿入した。亀頭部より

少量出血を認めたため、陰茎部をガーゼ保護し様子観察となっ

た。留置後翌日まで軽度の血尿（０～１）が続いたが夜間では



 

改善していた。陰嚢裏側の穿針部は出血なく異常はなかった。 

日本シャーウッド社に商品の欠陥について確認を依頼し 8 月 21

日に異常なしとの回答あり。 

 

＜事故の背景・要因＞ 

①  挿入時にバルンカテーテルを指に巻きつけており、尿の流出を確認した

後すぐに固定液を注入しており、流出確認後、カテーテルのカフ部分が膀

胱内に到達するようにさらに先に進めずに、そのまま固定してしまった。 

②  バルンカテーテルの長さは約 30 ㎝と思っているが、手に巻きつけた状

態で挿入しているため、実際に挿入した長さの把握は曖昧であったと思わ

れる。 

③  泌尿器科医師によると尿道内でカテーテルが折れ曲がり固定されてし

まっていたのではないかとのこと。 

 

＜病院が実施した防止対策＞ 

①  病棟看護師全員に、バルンカテーテル挿入の手技を確認。看護師全員が

男性の場合 16～20 ㎝挿入することは理解していたが、排尿を確認したそ

の段階で固定液を注入している看護師もいた。そのため、尿道損傷の危険

も考えると、排尿が確認されたあと 4～5 ㎝は先に進めてから固定液を注

入する必要性があることを指導した。 

② また、副管が膨らむのには、注入する時に抵抗感があることをデモ機を用

いて実際に体験させ、抵抗感があれば、すみやかに注入を中止することも

指導した。 

③ 今後、同じようなことが起こらないように、解剖を理解させながら、臨床

での根拠を踏まえた看護技術の指導を行っていく。 

④ 看護手順の内容を「尿の流出を確認してから、さらに 2～3 ㎝挿入する」、

「尿道損傷防止のために長めにバルンカテーテルを挿入する」と追加改正

した。 

 

事例４．尿道カテーテルの自己抜去の事例 

＜事故発生の状況＞ 

   4 月 16 日 上行結腸癌、認知症の 92 歳の男性患者  

右半結腸切除術後 

4 月 19 日  19:00 頃よりせん妄見られ、主治医報告後アタラックスＰ筋肉

注射で経過観察していたが、23:00 バルンカテーテル自己抜去し

ているのを発見する。亀頭部は止血していた。 



 

4 月 20 日 10:30 泌尿器科診察にて、尿道撮影し、スーパーキャスを膀胱

留置する。 

4 月 21 日 腰椎麻酔下にて膀胱鏡施行。経尿道的にバルンカテーテル挿入

し経過観察。 

 

＜事故の背景・要因＞ 

① 患者は 92 歳と高齢で認知症もあり、術後せん妄もみられた。 

② 精神安定剤使用後、経過観察していたが、深夜バルンカテーテル自己抜

去は避けられなかった。 

 

＜病院が実施した防止対策＞ 

高齢者や術後せん妄、認知症のある患者は、入眠までにリスクが高くなる

と考え、巡回時注意して観察する。 

 

事例５．尿道カテーテルの自己抜去の事例 

＜事故発生の状況＞ 

  11 月 20 日 ①高度房室ブロック、②ペースメーカー電池交換、③認知症 

86 歳の男性患者  

17:50 訪室すると、尿道カテーテルが途中からちぎれた状態で

抜去されているのを発見する。患者に尋ねたところ、「抜いたん

だ」とのことであった。 

カテーテルの先端が発見できなかったため、ＣＴ撮影したとこ

ろ、陰茎内後方から膀胱内に残留が確認されたので、翌日、泌

尿器科で膀胱鏡により抜去した。 

 

＜事故の背景・要因＞ 

  認知症がある患者であったが、尿留置バルンカテーテルが初めてであった。 

 

＜病院が実施した防止対策＞ 

認知症のある患者は、尿留置バルンカテーテルの時間を最小限にする。 

 

事例６．膀胱内留置カテーテルの挿入時における事故の事例 

＜事故発生の状況＞ 

5 月 20 日 脳梗塞、脳出血、正常圧水頭症で意識障害がある男性患者 

他院にて入院中であったが、発熱の精査加療目的で転院。 

入院中は心房細動が出現したが、薬物療法により改善。状態安定



 

により、8月 7日に他院に転院。 

 8 月 6 日  転院前日、膀胱内留置カテーテル入替えを、その日の受持ちの卒

後 2年目の看護師が行った。その卒後 2年目 

看護師は、男性の導尿に関する経験は 10 例ほどあった。この患

者に実施するのは初めてであった。 

15 ㎝挿入した時点で抵抗があったが、挿入の長さは十分と判断

し、蒸留水を 6㏄注入し固定を行った。その後、尿流出が無く、

尿道とカテーテルの間に少量血性膿状の液を認め膀胱内留置カ

テーテル抜去。 

（※当院看護手順で、15 ㎝～17 ㎝とされている） 

 看護師は、再度膀胱内留置カテーテルを 15 ㎝挿入し固定。尿流

出（－） 

 リーダー看護師（卒後 5年目）尿流出が無いことを報告。 

 血性排液があったことから、カテーテル先端が凝血により閉塞

していることを考え、受持ち看護師とリーダー看護師で生理食

塩水を注入し状況を観察した。 

 生理食塩水 30ml 注入したが吸引できず、引き続き 100ml に量を

増やし注入。吸引により排液が 30ml 引けた。様子を見ていると、

黄色尿が流出。肉眼的血尿はなく、その後も 5時間で尿が 400ml

流出し異状はなかった。 

8 月 7 日    9 時 30 分に他院へ転院。転院前、オムツ内の確認を看護師長も

共に行ったが、陰茎部腫脹はなかった。 

転院後、下腹部膨隆、陰茎陰部の腫脹を認める。ＣＴ検査で尿

道部分に膀胱内留置カテーテルのバルン固定を確認、血液検査

で炎症所見が高値で、尿道損傷に伴う炎症と判断。泌尿器科の

治療が必要であり、同日当院に転院になった。 

9月19日  尿道損傷部位に憩室を形成し膀胱内留置カテーテルの挿入は困難

であり、膀胱増設術を実施。 

 

＜事故の背景・原因＞ 

① 患者に前立腺肥大があった。 

② 挿入 15cm であれば膀胱内に達していると考えられる。 

・通常であれば膀胱内であるが、前立腺の前の部分でカテーテルが止まっ

ている。蛇行したか、屈曲してか、不明である。 

・蛇行の場合、挿入後たるみの分が戻ってくる状況である。 



 

・看護師は 15cm 挿入と思っているが、事実として何 cm かは不明である。 

③ 尿流出の確認をせずバルン固定を行っている。 

④ 1 回目 15cm 挿入し抵抗があった時点で、狭窄等を予見し挿入を中止しな

かった。 

⑤ 尿道損傷の発生が確認できた 8月 7日時点で、レベル３と判断し、臨時医

療安全会議を開催すべきであった。 

 

＜病院が実施した防止対策＞ 

① 男性の導尿時、挿入困難であれば医師に報告し挿入を依頼する。 

② 必ず、尿流出確認を行ってからバルンを固定する。 

③ 挿入に関しては、カテーテルを奥まで入れ固定。その後、牽引する方法と

する。 

（泌尿器科医師に確認） 

④ 看護手順の見直し（挿入の長さを含めた手順） 

⑤ 今後は、レベルの状況に関わらず医療者側の過失が原因と思われる事例に

ついては臨時医療安全会議を開催する。 

 

 

（２）ノロウイルス発生時の対応について  平成 21 年 9 月 

 

 ノロウイルスは、１１月から３月の冬期を中心に多発する感染性胃腸炎の一

つである。国立病院機構内でも、毎年ノロウイルスを起因とする集団感染が報

告されている。ノロウイルスはカキなどの二枚貝の不十分な加熱調理や感染し

た食品取扱者から汚染を受けた食品などを原因に食中毒が発生する。しかし、

病院内では病院食自体が起因となる事は少なく、感染した患者や職員を介して

の二次感染により集団感染が拡大する場合がほとんどである。病院食は平成２

０年６月１８日付「大量調理施設衛生管理マニュアル」の改正でノロウイルス

食中毒対策がさらに強化された。 

 現在報告されているノロウイルスによる院内集団感染の事例を検証し、集団

感染を拡大防止するにはどうすればよいか検討する。キーワードは、「入院患

者および職員への標準予防策（スタンダード・プリコーション）の徹底」であ

る。 

 

警鐘的事例１：入院患者１名から発症後、８日間で４１名（入院患者２５名、

職員１６名）まで院内集団感染が拡大。４１名中、検体摂取でき



 

た３２名中１７名（入院患者９名、職員８名）からノロウイルス

が検出された。 

（１）発生時の状況 

  ２月１日（日）に入院患者１名の嘔吐、下痢、発熱の症状が出現。翌日、

入院患者２名に同様の症状が出現。さらに翌日には入院患者１１名、職員２

名に嘔吐、下痢の同様な症状が出現した。この時点で、感染者の拡大防止の

ため院内感染制御チーム（ＩＣＴ）は動員され、院内感染委員会が感染拡大

防止に早々に動き始めている。しかし、病院ではノロウイルスの迅速検査キ

ットを常備していなかったため、翌日午後にノロウイルス迅速検査キット入

手し検査が行われて、はじめて数名からノロウイルス陽性が確認された。 

  早々に活動し始めた院内感染制御チーム（ＩＣＴ）は、①当該病棟の閉鎖、

②入院患者の病室隔離、③看護スタッフへの感染予防策の徹底、④聴診器や

体温計等のインクリティカル器具の可能な限りの個人使用、④トイレの使い

分け、⑤トイレや車いす、歩行器などの消毒指導を実施している。 

しかし、１名の発症者が出てから８日間で４１名（入院患者２５名、職員

１６名）まで院内集団感染が拡大。４１名中、検体摂取できた３２名中１７

名（入院患者９名、職員８名）からノロウイルスが検出された。なお、腸管

からのノロウイルス検出はなかったが「肺炎からの呼吸不全」による死亡者

が同時期にあり、ノロウイルスとの関係を疑われる結果となった。 

 

（２）背景および要因 

  １名の発症から２日後には集団感染を疑い、早々に院内感染制御チーム（Ｉ

ＣＴ）および院内感染委員会は動き始めている。しかし、結果としては８日

後に合計４１名の発症者を出すことになってしまう。最大の原因は、院内感

染制御チーム（ＩＣＴ）が早々に活動したにも関わらず、その前に多くの入

院患者および職員に感染が広まっていた可能性が高い。つまり、入院患者や

職員の標準予防策（スタンダード・プリコーション）が徹底されていなかっ

たことが考えられる。 

  病院内では、治療の副作用による嘔吐や下痢、経管栄養剤使用時の下痢な

どはよくある症状である。しかし、いつも見慣れているために、標準予防策

（スタンダード・プリコーション）がおろそかになってしまう現状も認識し

なくてはいけない。 

 

（３）今後の防止策 

① 日常的な標準予防策（スタンダード・プリコーション）の教育強化（啓



 

蒙活動） 

② 院内感染制御チーム（ＩＣＴ）による定期的な標準予防策（スタンダー

ド・プリコーション）実施の評価、指導 

③ 職員に対してノロウイルスに関する知識の教育（啓蒙活動） 

 

（４）警鐘的事例の特徴 

  今回の事例ではノロウイルスの迅速検査キットを常備していなかったため、

ノロウイルスが原因であるという判定が遅れたという背景はある。しかし、

判定前であっても、容易に感染症であると想定でき、早々に院内感染制御チ

ーム（ＩＣＴ）および院内感染委員会は動き始めている。今回の事例は、集

団感染が発生し始めてからの院内感染制御チーム（ＩＣＴ）が活動できる範

囲には限界があり、日々の感染予防対策の啓蒙活動がとても重要であること

を考えさせられる事例である。 

 

実態調査より：ノロウイルス検査に関するアンケート調査結果報告書（本部臨

床検査専門職作成 2009.2.25）から、現状が把握された。特に、

大量調理施設衛生管理マニュアルの改正版では、調理従事者等

の検便検査には「必要に応じ、１０月から３月にはノロウイル

スの検査を含めることが望ましいこと」とされているので、今

後の参考にして頂きたい。（調査対象施設は国立病院機構、ナシ

ョナルセンター、ハンセン療養所含む） 

（１）調理従事者等の検便検査には「必要に応じ、１０月から３月にはノロウ

イルスの検査を含めることが望ましいこと」とされているが、検査を実

施していますか？ 

○ 調査回答施設１６６施設 

  実施施設９５施設（５７％），未実施施設７１施設（４３％） 

 

（２）検査を実施している内容（回数）は？ 

○ 調査実施施設９５施設 

  定期的に実施１０施設，定期的＋必要時に実施２１施設，必要時に

実施６４施設 

 

（３）「必要に応じて検査を実施」の「必要に応じて・・・」とは、どのよう

な場合ですか？ 

○ 調理従事者が嘔吐、下痢症状を認めた場合 



 

○ 院内感染対策委員会で必要を認めた場合 

○ 調理従事者が嘔吐、下痢症状で受診した場合 

○ 調理従事者の中にノロウイルスに感染した職員がいた場合 

○ ノロウイルスが患者および職員から１名以上検出された場合 

○ 近隣施設や地域でノロウイルスの集団食中毒が発生している場合 

○ その他 

 

（４）実態調査結果の特徴 

  大量調理施設衛生管理マニュアルの改正版では、調理従事者等の検便検査

には「必要に応じ、１０月から３月にはノロウイルスの検査を含めることが

望ましいこと」とされている。実態としては、定期的検査実施にはおおくの

費用がかかるため、期間中に毎月定期的に実施している施設は１０施設のみ

である。冬季には毎月定期的に実施する事が理想であるが、現実的には「必

要に応じ」実施する施設が多い。ここで、ポイントは「必要に応じ・・・」

を院内感染委員会では、どのような場面を想定しているのかである。判断を

謝ると職員が入院患者に集団感染させてしまう恐れがあるので、各施設で十

分な判断のコンセンサスをはかっておく必要がある。 

 

（５）今後の対応 

  調理従事者の場合は、手洗い、消毒の実施がすべての基本となる。ノロウ

イルスに感染していても、症状が出現するまでは気がつかない場合がほとん

どである。日々の手洗い、消毒、加熱調理など「大量調理施設衛生管理マニ

ュアル」の遵守が大切である。 

  また、日々の体調チェックを実施し、下痢、嘔吐、発熱症状のある場合は、

必ず責任者に申し出て、調理作業にたずさわらないことの徹底も重要である。 

 

 

（３）サリドマイド製剤誤投与について  平成 21 年 11 月 

 

 薬剤に関する警鐘的事例については、これまで①「薬剤に関する医療事故・

事故発生の類型化とその対応策について（平成１９年９月報告分）」、②「転

倒・転落リスクを増大させる可能性のある薬剤について（平成１９年１２月報

告分）」、③「危険薬について（平成２０年３月報告分）」等において紹介し

てきたところである。 

国立病院機構内における３ｂ以上の医療事故報告においては、「薬の過剰投



 

与や誤用等薬剤に関わる事故（分類５）」は平成１９年度２６件（３．８％）、

平成２０年度３５件（３．５％）、平成２１年度１９件（２．８％）と全体の

割合からすれば、さほど多いという認識はないが、ともすれば患者の死亡に繋

がる案件もあること、３ａ以下のヒヤリ・ハット事例は相当数あるものと思わ

れることから、再度注意喚起を促す必要がある。 

今般、サリドマイド製剤という特殊な薬剤について、患者間違いによる誤投

与が発生し、保存すべきカプセルシートを廃棄するという二つの要因が重なっ

た医療事故が発生したことから、今回警鐘的事例として取り上げ報告するもの

である。 

 

事故事例の紹介 

サリドマイド製剤誤投与 

＜事故発生の状況＞ 

○ 患者紹介 

患者Ａ氏：59 歳  男性 多発性骨髄腫・肺炎 

            当院血液内科通院中。サレドカプセルは７月３１日

から内服を開始した。患者自身もサレド内服に対し

ての教育は受けており、知識もあり。 

眠前（２０時）：サレドカプセル１００ｍｇ１錠内服

あり。 

８月１９日：西６病棟（消化器病棟）入院 

患者Ｂ氏：59 歳  男性 早期胃がん・ギランバレー症候群  

            四肢麻痺あり   ベッド上の生活 

意識清明  コミュニケーション図れる。 

眠前（２０時）：プルセニド２錠内服あり。 

８月１８日：西６病棟に入院 

○ 事故発生時の状況 

８月２０日 

１８時００分 看護師Ｃが患者Ａ氏と患者Ｂ氏に眠前に内服させる薬の

準備をした。サレドはカプセルシートをトレイ

に準備し、ワゴン車に乗せ他患者のラウンドに

行った。 

２０時３０分 看護師Ｃは患者Ｂ氏の病室に行き与薬をしようとした。

その時、ナースコールが鳴り業務が一時中断した。その

後、再度Ｂ氏の病室を訪室。カプセルシートからサレド



 

１カプセルを取り出し、患者Ｂ氏に見せ「寝る前の薬で

す」と説明した。患者Ｂは「赤いのだね」と言い、口を

あけた。看護師Ｃはサレド１カプセルを患者Ｂ氏の口の

中に入れ、患者Ｂはサレド１カプセルを内服した。 

看護師Ｃはカプセルシートが空になったため廃棄した。 

   ２１時００分 患者Ａ氏より、「寝る前の薬を下さい」と話され、誤投

与に気がついた。 

 

＜事故の背景・原因＞ 

① 投薬時、カプセルシートの名前と患者氏名の確認を怠っていた。（※与薬

の３回確認となっていなかった） 

② 投薬時、患者Ｂ氏に氏名を名乗ってもらわなかった。 

③ サレドが毒薬で厳重な管理が必要な薬だという認識がなかったが、特殊な

薬だという思いはあった。 

④ 患者Ａ氏と患者Ｂ氏が年齢、格好もよく似ていた。 

⑤ 患者Ｂ氏の疾患（ギランバレー症候群）から特殊な薬を内服する人だと思

い込んだ。 

⑥ サレドは今年の４月から当院で使用許可がおりたが、管理の厳重な薬だと

いうことの情報提供が周知されていなかった。 

⑦ 持参薬にサレドがあったが、抗腫瘍剤との認識が強かったため、薬剤科に

鑑別依頼（その薬が何であるかの依頼）をしなかったため、薬剤科でもサ

レドを内服している患者の情報が伝わらなかった。（結果的に、患者持参

薬対応マニュアルをはじめ、持参薬の管理について周知徹底がされていな

かった。） 

⑧ 看護師Ｃはカプセルシートには薬がなくなったので、不要なものと思い空

のカプセルシートを廃棄した。 

⑨ 看護師Ｃはカプセルシートには廃棄厳禁と記載してあったが、そこまで見

られなかった。 

※  与薬の３回確認 

 誤薬を避けるために、薬物を準備するときには、指示表と照合しな

がら、患者氏名・薬品名・単位（量）・日時を声に出してレッテルを必

ず３回読む習慣をつけておく。すなわち、 

① 薬物を手に取る前 

② 手に取って容器から薬物を取り出す前 

③ 容器をもとに戻したり捨てたりする前 



 

    の３回である。 

 

＜病院が実施した防止対策＞ 

① 全職員を対象にサレドの研修会を実施しサレドの管理方法を共有した。 

② 与薬マニュアルに従って投薬時患者確認を徹底する。 

③ オーダリングシステムの患者情報画面にサレド服薬中の有無である情報

を明示させる。 

④ 薬剤科で毎日、オーダリングシステムにて患者入院情報を検索し、サレ

ド投薬患者の入院の有無を確認する。 

⑤ サレド内服中の患者が入院したら薬剤科が病棟に出向き患者、職員へ指

導を行う。 

⑥ 入院時、患者持参薬対応マニュアルを徹底する。 

 

＜機構本部としての情報発信＞ 

① 「医薬品の誤投与防止対策及び医療事故報告について（９月４日付医療

部長通知）」（各院長、各ブロック担当理事宛） 

② 「医薬品の誤投与防止対策について（９月１４日付事務連絡）」（各医

療安全管理室長、各薬剤科長宛 

③ 「医薬品安全管理に関する薬剤師の関与について（９月１５日付事務連

絡）」（各薬剤科長、各ブロック薬事専門職宛） 

 

 

（４）小児患者への過剰投与について  平成 21 年 12 月 

 

 薬剤に関する警鐘的事例については、先月も紹介したところであるが、今般、

小児の患者に１０倍量の薬剤を処方し、服用するという医療事故もあった。幸

い、身体への影響はみられなかったが、処方時の記載（入力）方法と調剤時の

確認方法に問題があったと思われる事例であった。 

また、本件に似た事例については、全国各地の機構病院以外の病院でも起こ

っていることであり、大事には至らないまでもヒヤリ・ハット事例は多数あり、

いつ、誰が経験してもおかしくない、言わば全国的な問題であることも事実で

ある。 

 しかしながら、各病院において「一定のルール」を作って病院全体として共

通認識を持っていれば防げる、あるいは被害を最小限に防げることでもあるの

で、各病院におかれては病院としてのルールをきちんと定め、対策をとってい

ただきたい。 



 

 

事故事例の紹介 

事例 小児への抗菌剤誤薬 

＜事故発生の状況＞ 

  ９月２０日 

２０時５３分 ２歳児が前額部裂傷により救急車で搬送された。医 

師は、処置後に抗菌剤を処方する際、力価の量（主 

薬量）ｍｇか倍散の量ｇでオーダするのかどちらな 

のかを薬剤科に問い合わせ、力価の量（主薬量）ｍ 

ｇであることを確認し、オーダリングへ力価の量（主

薬量）ｍｇで入力した。オーダ内容は「メイアクト 

ＭＳ小児用細粒 １０％ ９００ｍｇ 毎食後 ５ 

日分」で【体重１０ｋｇで計算しています】のコメ 

ントを付けオーダ発行した。（本来は９０ｍｇと入力

すべきであった《倍散の量で入力するなら１０％  

０．９ｇ》） 

薬剤師は、オーダどおり同薬剤を一日力価量９００ 

ｍｇ（*倍散量９ｇ）で分３、５日分調剤し交付した。

９月２１日 

１７時３０分頃患児の母親から病院へ「子供が薬を飲まない 苦み 

がきついようで何度も吐き出してしまう」と連絡が 

あった。対応した当直の薬剤師は、服用方法につい 

て説明を行ったが、電話対応後、処方内容を確認す 

ると１０倍量で調剤されていることに気が付いた。 

直ぐに当直医師に相談し、同薬剤を「９０ｍｇ 分 

２ 朝夕食後」で処方・調剤を行い、患者宅に調剤 

に間違いがあったことを連絡、身体への影響のない 

ことを確認し、病院職員が新たな薬剤を届け謝罪し 

た。 

※ 倍散とは、有効成分の量が少ない場合に乳糖等の賦形剤を加え希 

釈し、計量しやすくしたもので、この薬剤は１ｇ中に１００ｍｇ 

の有効成分が含まれている。 

 

＜事故の背景＞ 

① 休日であり、一人勤務であった。 



 

② 休日の調剤業務が集中する時間帯であった。 

③ オーダリングシステムに過量投与に対する「警告機能」があったが、本薬

剤については設定していなかった。 

 

＜原因＞ 

① 処方明記の方法が統一されていなかった。 

② 処方せんの患者年齢を見落とした。 

③ オーダ時に医師が薬剤科へ処方明記の方法について問い合わせを行い、薬

剤師が「力価の量（主薬量）ｍｇ」で記入と説明した。その後、コメント

欄に患者の体重を明記したオーダが発行されたが、先の問い合わせを意識

し小児への投与量として適切であるか否かの確認に繋がる情報とはなり得

なかった。 

④ 調剤室には「小児の年齢・体重別投与一覧表」を配置し、日頃から調剤時

に確認できるよう工夫していたが、本事例については一覧表を参照するこ

となくオーダどおりに調剤を行った。 

 

＜病院が実施した防止対策＞ 

① 散薬のオーダを力価の量（主薬量）ｍｇで入力するのか、倍散の量ｇで入

力するのか統一されていなかったので、力価の量（主薬量）ｍｇでオーダ

することを徹底する。 

② オーダリング上に投与量の上限値を設け、上限値を超える場合は、「処方

不可」となる警告を設定した。 

③ 調剤前に処方せんの患者年齢の確認を徹底する。 

④ 「小児の年齢・体重別投与一覧表」の活用を徹底し、投与量に誤りがない

かを確認する。 

⑤ 小児用細粒等散剤は、錠剤があるものについては錠剤に換算し投与量の確

認を行う。 

⑥ 薬品棚に、投与量（○mg／Kg／日）を明示した。 

 

 

※  なお、当該病院では、散薬の場合は、力価の量（主薬量）ｍｇでオ

ーダすることを徹底し、それを「病院のルール」としたが、記載のル

ールについては、現在厚生労働省の「内服薬処方せんの記載方法の在

り方に関する検討会」において検討中であることから、当面、各病院

においてルールを定め、関係者間の情報共有を図っていただきたい。 



 

     また、今回の事故は、処方量のオーダが原因であるが、医療安全の

観点からは、医師、薬剤師、看護師それぞれの職種が、疑問に思った

点を相互に連携し、基本的安全確認を忘れないことが重要である。 

 

  

（５）人工呼吸器の不具合情報について  平成 22 年 2 月 

 

 人工呼吸器に関する警鐘的事例は、これまで、平成１９年７月に「人工呼吸

器管理について」及び平成２０年２月に「人工呼吸器に係わる事故について」

により、紹介しているところである。 

また、長期療養患者が使用する人工呼吸器については、平成１８年度に取り

まとめられた報告書（長期療養患者が使用する人工呼吸器の標準化について）

を踏まえ、長期療養患者が使用する人工呼吸器の更新等整備を行う際には、原

則として標準６機種の中から整備を行うこととする旨の通知を発出（平成１９

年３月）するとともに、「長期療養患者が使用する人工呼吸の取扱い手順書」

についても平成２１年３月に作成し、運用を開始していることはご承知のとお

りである。 

さらに、機構内病院で稼働している人工呼吸器の不具合情報を迅速に共有す

ることで、患者の人工呼吸器管理に係るリスクを軽減させ、患者の療養上の安

全をより一層確保することを目的に、「人工呼吸器不具合情報共有システム」

の運用についても平成２１年３月から開始しているところ（別紙１）であり、

この情報は機構内ネットワーク掲示板（ＨＯＳＰｎｅｔ）において掲示してい

るが、今回はそれらを含め警鐘的事例として報告するものである。 

 

事故事例の紹介 

事例１．レジェンドエア 

 

＜不具合の内容＞ 

④ 設定の呼吸回数より多く送気が行われる。（オートトリガー状態） 

⑤ 圧力計の作動停止。（低圧アラームが鳴音） 

 

＜発生時の状況＞ 

チューブ内の水分を除去するため、気道内圧チューブを外し再度接続する

も、低圧アラームが鳴り続け、画面上気道内圧モニターが作動していない。

テストラングへ接続するも、呼吸回数も２０回／分の設定で３０回／分以上



 

のペースで作動。臨床工学技士へ連絡し、予備の人工呼吸器と交換した。 

 

＜調査内容及び原因＞ 

 調査内容及び結果 

試験項目 内 容 結 果 

不具合内容の確認 不具合内容発生時の設定に

おいて動作チェック実施 

指摘内容が再現するこ

とを確認 

機器内部確認 

 

各電子基板の目視確認、及び

内部コネクタ／ケーブル、 

チューブ等の接続状態確認 

気道内圧センサーに繋

がるチューブ 

外れを確認 

ランニング試験 チューブ再接続後、ランニン

グ試験実施 

異常なし 

全機能点検 全機能点検を実施 異常なし 

 

メーカーにおいて、当該器の動作確認を行ったところ、不具合内容であるオ

ートトリガー状態及び気道内圧を示すバーグラフが反応しないことが確認さ

れた。内部コネクタ、ケーブルの持続状態等、機器内部確認を行ったところ、

気道内圧センサーに繋がるチューブが外れていることが確認されたことから、

当該チューブを再接続し、あらためて動作確認を行ったところ不具合現象が改

善された。 

その後、当該チューブ外れの再発確認のため、気道内センサーへの圧力を高

負荷状態として設定にて、約一週間のランニング試験を行い、不具合現象が再

発しないことを確認した。 

上記のとおり、当該チューブ再接続後、再現性もなく、現状において当該器

に異常は認められないが、本件については当該チューブへの圧力負荷の影響に

より発生した可能性が考えられるため、予防安全の観点から当該チューブを交

換した。  

 

事例２．ＬＴＶ－９５０ 

 

＜不具合の内容＞ 

① 送気不良。 

② 「ＨＷ ＦＡＵＬＴ」アラームが発生し作動停止。 

③ 作動停止音量が低くなっていた。 

 



 

＜発生時の状況＞ 

「ＨＷ ＦＡＵＬＴ」アラームがあり、呼吸器から送気が行われていなかっ

た。臨床工学技士にて調査したところ、基板上、送気バルブ異常であること

をイベントレースにて確認。呼吸器本体から「カチャ、カチャ」という機械

音があった。アラーム音は小さく聞き取りにくい音であった。 

 

＜調査、検証及び原因＞ 

① 当該機器に記録・保存されているアラーム履歴（イベントリスト）を確

認したところ、ＨＷ ＦＡＵＬＴ（ＳＹＮＣ ＥＲ１、ＨＯＭＥ ＥＲ１、

ＲＡＣ ＥＲＲ１）イベントが複数回記録されていることを確認するとと

もに、「ＨＷ ＦＡＵＬＴ」の発生を確認 

② イベントコード「ＳＹＮＣ ＥＲ１」  

→ フローバルブを制御するモーター基板からの出力信号にフローバル

ブの作動が同調しない場合に発生 

   イベントコード「ＨＯＭＥ ＥＲ１」 

 → 換気を制御するフローバルブの動作基準位置が不適切な場合に発生 

  イベントコード「ＲＡＣ ＥＲ１」 

  →  アラーム回路に異常があった場合に発生 

  人工呼吸器ＬＴＶシリーズは、電源基板にアラーム回路が２系統になっ

ており、片方のアラーム回路に異常があった場合は、もう一方のアラーム回

路で異常を検知し、アラーム機能の誤作動を警告するシステムとなっている。  

③ 当該機器内部を調査したところ、電源基板に搭載されている電源供給回

路内の素子（ＩＣ）が故障し、モーター基板への供給電圧が低下してい

る事を確認。 

このことが原因により、モーター基板内に搭載されているフローバルブ

の駆動制御回路が正常に作動できなくなり、アラーム音及び作動停止に

よる送気不良が発生したと思われる。 

④ アラーム音量低下については、メーカーでは確認することが出来なかっ

たが、アラーム回路も同じく電源基板内に搭載されているため、前述の

電源基板の故障がアラーム鳴動及び制御回路に何らかの影響が波及した

ものと推測される。 

⑤ 電源基板の交換並びにアラームサウンダー（アラームのスピーカー）を

交換し、その後、総合的に調整・点検し、再度検証のために動作確認を

行い、正常に作動することを確認。 

⑥ 今回のトラブルは、製造元においても部品の突発的な故障と判断してお



 

り、その他の機器に波及性はないと考えている。 

メーカーから、製造元に対して今後同様のことがおきないよう品質管理

を徹底するよう要請した。  

 

事例３．ＬＴＶ－１２００ 

 

＜不具合の内容＞ 

① ＲＥＳＥＴアラームあり。 

 

＜発生時の状況＞ 

① ７０００時間を超えての連続使用であった。 

② イベントトレースにてＩＮＴＲＲＰＴ確認。 

③ その他の異常履歴なし。 

 

＜原因＞ 

長時間使用によるリセット（再起動）のための警告アラーム（異常ではない） 

 

＜メーカーの対応＞ 

今回のアラームは、異常を知らせるアラームではないことを病院に報告する

とともに、 

機構本部にも別紙２を持参し説明に来た。 

 

 

●  以上、３事例を紹介したが、これらを踏まえ（昨年３月から運用開始の）

「人工呼吸器不具合情報共有システム」の運用について、現時点での機構本

部の今後の課題と対応をまとめてみた。 

 

《機構本部の今後の課題と対応》 

「人工呼吸器不具合情報共有システム」の運用については、機構内病院で稼

働している人工呼吸器の不具合情報を迅速に共有することで、患者の人工呼吸

器管理に係るリスクを軽減させ、患者の療養上の安全をより一層確保すること

を目的に開始し、この情報は機構内ネットワーク掲示板（ＨＯＳＰｎｅｔ）に

おいて掲示しているところであるが、今後は、 

① その後の状況（原因及びメーカー等の対応） 

② 報告書の添付 等 



 

をメーカー側から報告を受けたと同時に、その都度、機構内ネットワーク掲示

板（ＨＯＳＰｎｅｔ）において情報提供し、前述のとおり情報共有することで、

患者の人工呼吸器管理に係るリスクを軽減させ、患者の療養上の安全をより一

層確保していきたいと考えている。 

同時に、メーカー側に、不具合が生じた１病院だけでなく機構本部からも照

会を行うことが、不具合の生じた病院だけでなく、機構本部として詳細な情報

を得る観点からも重要であると考える。 

  

◎「人工呼吸器不具合情報共有システム」の運用状況について 

 前述のとおり、昨年３月に運用を開始した「人工呼吸器不具合情報共有シス

テム」により、これまで（１月２５日現在）報告のあった件数及び内容は別添

のとおりである。 
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長期療養患者が使用する
人工呼吸器の取扱い手順書
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はじめに 

 

本手順書は、長期療養患者が人工呼吸器を装着する際の手順書

であり、装着することを同意した上で、どういう手順で行なっ

ていくのかを示したものである。 
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Ⅰ 長期療養患者が使用する人工呼吸器の目的、使用時の留

意点等 

１．人工呼吸器の目的 

（１）重症心身障害児（者）、筋ジストロフィー児（者）、ALS 患者等の長期療養患者の人

工呼吸器装着は、その多くが呼吸筋力の低下に伴う換気障害を原因とするものである。

患者の多くは気道、肺などの病変は診られないことから、これらの患者が装着する人

工呼吸器の目的は、大きく次の３点となる。 

  ①必要な肺胞換気量を維持し、SpO2（パルスオキシメーターで得られた動脈血酸素飽

和度）、PaCO2（動脈血炭酸ガス分圧）を改善する 

  ②換気仕事量（呼吸仕事量）を減らし、酸素やエネルギー消費量を少なくする。 

  ③肺機能の改善、少なくとも肺機能の低下を防ぐ。 

 

（２）人工呼吸器の装着の時期について、例えば神経学会の ALS 治療ガイドラインでは、％

FVC(予想努力性肺活量)が ALS 患者の呼吸機能評価法として多く用いられており、

「50％以下が呼吸補助の基準として挙げられている」としているが、一方で「患者が

換気不全に伴う症状を訴えたら、％FVC の検査値にとらわれずに呼吸補助の可能性を

考えていくべきである」ともしている。 

 

（３）「人工呼吸器装着中の在宅 ALS 患者の療養支援訪問看護従事者マニュアル」（平成 16

年 3 月日本看護協会）の中で紹介されている近藤の方法「肺活量（％VC）と呼吸管理

の段階」によれば、 

①80％以下となった段階で人工呼吸器装着について患者及び家族との相談を開始する、 

②60％以下で呼吸器の軽減と呼吸不全の進行を遅くするために NPPV の使用を開始す

る（間欠的使用）、 

③40％以下になると気管切開による人工呼吸器（TPPV）について検討する、 

  としており、長期療養患者の人工呼吸器装着による呼吸補助を開始する時期について

の一つの目安となるであろう。 

 

（４）いずれにしても上記検査値とともに、患者の臨床的な呼吸機能低下症状（呼吸不全

を原因とする起床時の頭痛、昼間の眠気、疲労感、昼間のイライラ感、不眠、苦悶様

顔貌、会話時の息切れ、努力呼吸、呼吸数の増加、頻脈等）が出現した場合には、患

者及びその家族と相談をしながら人工呼吸器装着（状態に応じた NPPV 又は TPPV の選

択）について検討することが必要である。なお、NPPV の適応基準、NPPV から TPPV へ

の移行基準については後述するが、％VC が 40％以下、痰、唾液の喀出困難、呼吸数増

加、頻脈、動脈中の PaCO2 の増加などの症状の出現が一つの目安といえる。 

 



 

２．人工呼吸器の分類 

人工呼吸器を人工呼吸法の侵襲度により分類すると、「非侵襲的陽圧換気療法」と「経

気管切開下陽圧換気療法」の 2 分類となる。それぞれの方法の特徴を整理すると次のと

おりである。 

（１）非侵襲的陽圧換気療法（NPPV：noninvasive positive pressure ventilation） 

気管内挿管や気管切開による侵襲的方法を伴わない人工呼吸法であり、一般的には

マスクによる人工呼吸を行うもの。NPPV は気管内挿管なしに人工呼吸が行えるため、

着脱が容易であり会話や食事が可能である一方で、気道の確保について確実性に欠け

る面があり、気管内吸引ができないことや誤嚥の可能性がある。このため、使用に当

たっては、患者・家族への十分な説明と意思確認、患者によるマスク換気の協力を得

ることが必須の条件となる。 

 

（２）経気管切開下陽圧換気療法（TPPV：tracheal positive pressure ventilation） 

   気管切開による人工呼吸法。NPPVと比べて死腔が少なくリークもほとんどないため，

より確実な換気法であると言えるが、気管切開孔は閉鎖できず呼吸器も外せないこと、

会話を行うためには訓練が必要であり言葉以外のコミュニケーションの手段が必要に

なること、出血、感染等の合併症の発生や患者の体動等による気管内チューブの深さ

の変動、屈曲の発生、カフ漏れなどには十分な注意が必要となる。 

 《TPPV 使用下の発声について》 

TPPV 使用下であっても舌や咽頭などの発声筋が保たれ、気管切開の直前まで発声が

可能であった患者であるなら、発声が可能となることが多い。発声の方法として、 

 ①カフエアを減量し口腔へのエアリークを利用する方法、 

 ②スピーキングバルブを回路内に接続する方法、 

 ③カフと声帯の間に外から空気を注入し発声する方法、 

 がある。①、②の場合は唾液や気管内分泌物の肺への流入に注意して行うことが必要

となるが、患者の QOL を考慮して、出来るだけ発声が行えるよう配慮することが重要

であろう。 

 

３．人工呼吸器の基本構造 

人工呼吸器は大きく、①動力部分（電源、呼吸器を動かす部分）、送気部分（ガスを送

り出す部分）、操作パネル（条件設定を行う部分）からなる「人工呼吸器本体」、②加湿

器、鼻マスク、気管カニューレ等のインターフェイスを含む「呼吸器回路」から構成さ

れている。 

（１）人工呼吸器本体 

・ モード選択、トリガー感度、一回換気量、呼吸回数、I:E 比、感度、アラーム等の

「設定部」、気道内圧計、電源などの「表示部」及び「送気口」から構成されている。 



 

・ 長期療養患者の多くが使用するポータブル型呼吸器の大多数は、外部空気をフィル

ターを通して本体内に取り込むタイプであり、設定した換気方式で空気を患者側に送

り出す役割を担う。 

・ 動力源は基本的には家庭用電源（AC/100V ）であるが（圧縮空気により駆動するタ

イプもある）、停電時等に備えて内部バッテリーや専用の外部バッテリーも備えている。

人工呼吸器と共に生活する長期療養患者の QOL を考えた場合、災害時の停電等への対

応はもちろん、外出・外泊等においても安心して人工呼吸管理を行うことができるよ

うにするため、家庭内電源、内部バッテリー、外部バッテリーの 3電源の使用が可能

な機種であることが重要である。 

・ 設定部分の主な機能を整理すると次のとおりである。 

①基本動作 

   ◇従量式：一回又は分時換気量を設定し、設定された量の空気を送る 

   ◇従圧式：圧をターゲットとして、陽圧を送る 

②モード選択（基本的なもの） 

   ◇Control（調節呼吸） 

    患者の呼吸努力に関係なく、設定した一回換気量、換気回数、吸気流量が供給さ

れる。自発呼吸が全くない時又は自発が弱い時、呼吸のパターンが悪い時に適応。

トリガーは作動しない 

   ◇Assist/Control（補助/調節呼吸） 

    患者の吸気努力に誘発されて、設定した一回換気量・吸気流量が供給される。患

者に誘発された補助呼吸がない時は、設定した呼吸回数で調節呼吸が供給される。

自発呼吸はあるが吸気力が弱く十分な換気量が得られない場合に適応。トリガー

が作動する 

   ◇SIMV（synchronized intermittent mandatory ventilation） 

    自発呼吸の合間に補助呼吸が供給される。設定された一回換気量・吸気流量は、

患者の自発呼吸と同期して供給される 

③トリガー感度 

自発呼吸に反応するレベル。自発呼吸がこの設定レベルに達するとガスが送られる。

人工呼吸器が患者の吸気に反応して送気を開始する。 

  ④１回換気量 

人工呼吸器から送られる１回換気量。換気量は、体型、体重、NPPV か TPPV か、な

どの条件で決定される。基本は体重１㎏＝10ml が目安。ただし、NPPV の場合は、リ

ークがあり送気量の 1/2～1/3 の量しか肺に入っていない場合もあるので、換気量は

やや多めに設定する。 

 

 



 

  ⑤呼吸回数 

人工呼吸器が１分間に供給する回数。最低分時呼吸回数。通常成人では 12～15 回。

A/C では、設定した呼吸回数にプラス自発トリガー回数が実際の呼吸回数となる。

A/C での設定値は、バックアップ呼吸数となる。 

  ⑥I:E 比 

   吸気と呼気の時間比。 

  ⑦アラーム 

   ◇気道内圧上限アラーム 

    気道内圧の上限を設定するアラームである。気道内圧が設定圧に達したらアラー

ムを発し呼気に切り替わる。高い気道内圧による気胸や肺胞の過伸展から肺障害

が引き起こされることを回避するためのアラームである。 

   ◇気道内圧低下アラーム 

    気道内圧が設定した圧に達しない場合にアラームを発する。気道内圧が上昇しな

い原因は、回路の外れや回路リーク、無呼吸などである。 

   ◇無呼吸アラーム 

    SIMV、CPAP、PSV などの自発呼吸を残した換気モードの際、気道内圧低下アラー

ムと連動して設定無呼吸時間の間に設定気道内圧に達しなければ、アラームを発

する。無呼吸、回路外れ、リーク、カフ漏れなどが原因となる。 

 

（２）呼吸器回路 

呼吸器回路は、送気された空気を確実に患者の肺まで送り込むためのもので、空気

が通過する蛇管部と呼出の際の呼気チューブ、呼気弁及び気道内圧を測定する気道内

圧チューブからなる。 

①加温加湿器使用の場合は、次のパーツを組み立てる 

   バクテリアフィルター、蛇管、加温加湿器用チェンバー、熱線、ウォータートラッ

プ、気道内圧チューブ、呼気弁、呼気弁チューブ 

②加温加湿器を使用しない場合は、次のパーツを組み立てる。 

   バクテリアフィルター、蛇管、気道内圧チューブ、呼気弁、呼気弁チューブ、 

人工鼻 

 

４．人工呼吸器の操作 

（１）設定条件の指示 

設定条件の指示は、医師がカルテへの記載、指示票の作成等により行う。指示内容

は、患者毎に異なるので、指示カード等を作成し当該患者の人工呼吸器の傍らに置い

ておくことで、常に設定条件どおり作動しているか確認できるようにしておくことが

必要である。 



 

 

（２）準備 

①必要物品をそろえる 

・人工呼吸器本体 ・呼吸器回路 ・加温加湿器 ・加温加湿器用チェンバー 

   ・バクテリアフィルター ・二重回転コネクター ・気道内圧フィルター 

 ・滅菌精製水 

  ②器機の設置場所 

   ・器機周辺の清潔保持に努め、安定した台の上に本体の空気取り入れ口を塞がない

よう設置する。 

③電源の確認 

   ・電源コード、電源プラグ、アース線などに亀裂・破損がないか点検した後、電源

プラグを接続する。原則として呼吸器は非常用コンセントに接続する。 

④人工呼吸器本体の点検 

   ・人工呼吸器本体に亀裂・破損、付属品の紛失などがないか確認する。 

⑤呼吸器回路の組み立て 

   ・回路、付属品に亀裂・破損、紛失がないか確認をした上で正しく組み立てる。ま

た、緩みやねじれがないよう接続するとともに、加温加湿器は確実に吸気側に接

続する。 

⑥加温加湿器の点検 

   ・加温加湿器本体及び付属品などに亀裂・破損がないか点検し、線まで滅菌精製水

を入れる。加温加湿器の温度を設定した後、サーモスタットの作動状況及び温度

を点検する。 

⑦回路にテスト肺を取り付ける。 

⑧人工呼吸器を作動させていない状態で気道内圧計がゼロを示している事を確認する。 

 

（３）操作手順 

①電源スイッチをＯＮにする。 

 ②動作テストをする。テスト肺が脹らみ、気道内圧計の針が振れるか、回路にリーク

がないか、回路の接続に間違いがないか、ねじれや緩みがないか、加温加湿器の作

動に異常がないか確認する。又、異常な作動音や異臭がないかを確認する。 

  ③各機能の設定を行う。初回の設定、設定変更時は医師が行う。使用開始時、回路交

換時は医師と一緒に点検、確認する。その後は看護師が医師の指示表に従って点検

する。 

・換気モードの選択、一回換気量、呼吸回数、I:E 比、トリガー感度等の設定 

   ・気道内圧上限アラーム、気道内圧低下アラーム等アラームの設定 

・アラーム作動確認 



 

   ・加温加湿器の設定確認 

④テスト肺を軽く握りしめ、素早く離すことで回路内に陰圧をつくり、この陰圧が設

定トリガー圧に達してトリガーされ、トリガーランプが点滅して補助呼吸になるこ

とを確認する。 

⑤患者に呼吸回路を接続する。 

⑥酸素飽和度(SpO2)、患者の状態(呼吸の同調性、胸郭の動き、違和感の有無等)をチ

ェックする。 

 

５．人工呼吸器の安全管理 

（１）正常動作のためのチェックポイント 

人工呼吸器は、機器本体と呼吸器回路からなるため、両者の正常動作を確認しなけ

ればならない。メーカーによる定期点検を器機毎に定め確実に実施するほか、正常動

作を維持するための日常的な点検として、 

①呼吸器回路内の水滴の除去、 

②加温加湿器チェンバーの滅菌精製水の補充、 

③呼吸器回路の定期交換、 

④器機を清潔に保つこと、 

等が重要となる。人工呼吸器の安全チェックのポイントを部位毎に整理すると次のと

おり。 

 【人工呼吸器の安全チェックポイント】 

気管内チューブ 
カフ漏れ、屈曲、分泌物の貯留、閉塞、位置異常、チューブ抜去、

固定部のゆるみ 

呼吸器回路 

各接続部の緩み・外れ・亀裂・破損、回路のリーク又は閉塞、組

立て間違い、吸気・呼気接続ミス、回路内、ウォータートラップ、

チューブ内への水の貯留 

＊貯留している水は、貯留している水が患者の気管内に入らない

よう注意しながら、除去する。 

呼吸器設定 
指示どおりの設定となっているか、ダイヤルのズレはないか、呼

吸器条件、呼吸状態の観察 

加温加湿器 

水位、設定温度、加湿効果、適切なスイッチ ON・OFF、回路内水

分貯留 

＊加温加湿器を使用する場合は、誤って加温加湿器内の水が回路

内に逆流し（た場合に）、気管内に（水が）流入するのを防止す

るため、必ず患者の気管切開孔よりも低い位置に固定して設置

モニターとアラー

ム 

モニター設定の誤り、アラームの消音設定の有無 



 

呼吸器本体 
亀裂・破損、異常音、発熱、異常な臭い、安定した台の上への設

置、空気の取り込み口を塞いでいないか 

駆動源 
電源コード・コンセントの亀裂・破損、非常電源への接続、メイ

ンスイッチの確認、外部バッテリー・内部バッテリーの確認 

 

（２）人工呼吸器点検表 

   各病院において「人工呼吸器点検表」を作成し、使用開始時、設定変更時、ケア・

処置の終了時、勤務開始・終了時等に点検を行う。点検表に盛り込む主な項目には、

次のものが考えられる。また、点検実施者は、点検後に点検時間とサインを行う。 

   〔器機の設定〕 

   ・機種名 

   ・電源コード・プラグ 

   ・呼吸回路の貯留水 

   ・加温加湿器用チャンパーの水量レベル 

   ・気道内圧上限アラームレベル、気道内圧下限アラームレベル 

   ・換気モード 

   ・最高気道内圧レベル 

   ・PEEP レベル 

   ・１回換気量、分時換気量、呼吸数 

   ・トリガー感度レベル 

   ・呼気弁ユニット動作 

   ・フィルターの汚損 

   ・装置本体からの異常音、発熱、異臭 等 

   〔患者の状態〕 

・胸郭の動き 

   ・聴診 

   ・呼吸数 

   ・脈拍数、血圧、SpO2 等 

 

（３）患者の反応の確認 

人工呼吸器を使用している長期療養患者にとっては、器機が正常に作動しているだ

けではなく、快適に作動しているかが重要な意味を持つ。このため、呼吸の同調性、

胸郭の動き、違和感の有無等患者にとって不快なく適切に作動しているかのアセスメ

ントを行うことも必要である。ごく僅かな変化なども敏感に察知し、頭痛、発熱、疲

労感といった症状を呈する場合があることを念頭に置くことが必要であり、特に人工

呼吸器本体や回路交換後には、患者の反応を十分に確認することが重要である。 



 

 

（４）早期発見 

①異常アラーム：各種の異常の状況を知り、迅速に対応する。 

②生体情報モニター：生体モニター監視を原則とする。 

③巡視：巡視は原則１時間１回として、呼吸状態や呼吸器の装着状態を観察する。 

④動線：呼吸器のアラーム等の確認ができる病室配置に配慮する。 

 

（５）迅速対応 

呼吸器の異常に対しては、速やかに医師及び看護師長に報告を行い、必要により臨

床工学技士にも報告を行い、対応を要請する。 

 

（６）人工呼吸器のトラブル発生時の留意点 

   トラブルが発生した際には、適切かつ迅速な原因追及とその対処が必要である。「人

工呼吸器装着中の在宅 ALS 患者の療養支援訪問看護従事者マニュアル」（平成 16 年 3

月日本看護協会）で示されているトラブルシューティングの例を紹介する。留意すべ

きは、機器的なトラブルへの対処に気持ちが奪われてしまって、患者の呼吸確保が後

回しになってしまわないようにすることである。アラームとその対処だけに気を取ら

れず、蘇生バックでの換気等まず患者の呼吸確保を第一に考えることが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【トラブルシューティングの例】 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

６．人工呼吸器使用時の看護の留意点 

（１）アセスメント項目 

①バイタルサイン（血圧、脈拍、呼吸状態、体温） 

②呼吸状態 

・自発呼吸が残存している場合は、人工呼吸器との同調性を確認 

・自発呼吸がほぼ消失している場合は、胸郭の動きが人工呼吸器の吸気に合わせ、

左右対称に脹らんでいるかを確認 

③呼吸音 

④換気量（一回換気量、最大強制吸気量、最大呼気流量、介助咳の呼気流量） 

⑤人工呼吸器の作動状況 

⑥酸素飽和度（SpO2 値）、皮膚の色、血行動態（末梢冷感、浮腫の有無、頚動脈怒張

の有無） 

⑦低換気症状、過換気症状の有無 

⑧喀痰の量、性状 

⑨加湿の状態 

 

（２）気道クリアランス（排痰） 

①肺のコンプライアンス（肺機能の健全性）を維持し、感染などの合併症を発症させ



 

ないようにするためには、気道クリアランス（排痰）を適切に行うことが必要であ

る。 

②痰の貯留は、患者の訴えによって確認するほか、気道内圧の上昇、聴診によって存

在部位と性状を見極め、必要な時に的確に吸引を実施することが重要である。 

【分泌物の存在を示す呼吸音】 

音 の 特 徴 等 聴取時期 解 釈 と 対 応 

粗い断続性ラ音 ボコボコ 

ゴロゴロ 

呼気 流動性のある分泌物の存在 

→排痰体位での移動が可能 

低音性連続性ラ音 グーグー 呼気、 

吸気 

比較的大きな粘性の分泌物が気道の内腔を閉塞するよう

な形で附着 

→移動には時間がかかる 

呼吸音の低下、消失 粘稠な分泌物で気道を閉塞→排痰体位 

無気肺（時間がたつと気管支呼吸音の伝達が生じる 

気管支呼吸音の伝達音 下側肺障害などの肺硬化 

→分泌物の移動、排出は容易でなくかなり時間を要する。

  ＊「人工呼吸器装着中の在宅 ALS 患者の療養支援訪問看護従事者マニュアル」（平成

16 年 3 月日本看護協会）より 

 ③また、TPPV 実施下では、繊毛運動が阻害されるため、加湿により分泌物の粘性をコ

ントロールする。加湿状態の目安は、ａ痰が柔らかい、ｂ吸気側回路の終末部内側

に結露がついている、ｃ気管チューブの内壁に結露、水滴がついている状態である。 

  ④排痰の方法は、一般的には吸引による場合が多いが、気道内分泌物が特に多い場合

などを除いて、患者の咳嗽力を補助することで排痰を促す手技がある。以下の各手

技を、患者の状況等を踏まえながら活用していくことも有効である。 

 ◇徒手的咳介助 

吸気時に、蘇生バックによる送気などの吸気補助により肺活量以上の吸気量を得

てから、吸気時にタイミングを合わせ徒手的に胸郭を圧迫する。これにより、自

力の咳嗽の 2～5倍の咳の最大呼気流量を得ることができる。タイミングが合わな

いと痛みや不快、さらには肋骨骨折の原因になるため注意する。 

  ◇器械的咳嗽介助(MAC：mechanical assisted coughing) 

通称「カフマシーン」とも呼ばれるもので、マスクや挿管チューブを通じて、吸

気時には陽圧が（これにより深吸気となる）、呼気時には陰圧となることにより、

咳嗽の代償となる。 

  ◇体位排痰法（体位ドレナージ） 

重力を利用して、気道内分泌液の移動を促すもので、喀痰貯留部の肺区域を気管

支分岐部より上位となるような姿勢をとらせる。これにより、末梢の分泌物の移

動が可能となる。人工呼吸器の装着中、回路や気管切開挿入部への負担を避ける



 

ため、体位を修正することが多い。その際、皮膚損傷や循環器合併症、脳血流や

頭蓋内圧の変化、食道胃逆流に注意する。 

   ◇排痰手技 

施行者の手を胸壁に置きその手を細かく振動（12～20 回/秒）させ、呼気に振動

を与える手技をいう。呼気のはじめに振動に伴った気流の細やかな動揺がみられ

る。これを、器械的（チェストバイブレーションなど）に行うことがある。臥床

中の患者では、装着が困難な場合もある。 

 

（３）TPPV 実施下の気道管理 

TPPV 実施下の気道の状態は、ａ物理的刺激を受けやすい、ｂ乾燥した空気が出入り

する、ｃ病原体が気道内に侵入しやすい、ｄ咳嗽しにくいことが特徴的で、出血や感

染などの合併症を引き起こす危険がある。このため部位等毎に次のケアを行っていく

ことが必要である。 

 

 ア．気管切開下の気管内チューブの管理 

①カフエアの管理 

   カフは気管内チューブを固定し、十分な換気を維持し、口腔、鼻腔内からの分泌物

の気管内への誤嚥を防ぐために重要である。一方、高いカフ内圧による気道粘膜の

出血、潰瘍、圧迫壊死が発生する危険もあり、カフは気管をシールする最小の圧と

することが必要である。経験的には、耳たぶ程度といわれるが、気管静脈圧（25～

35 ㎜ Hg）を超えないようカフ圧計で実測することが望ましい。また、その際の容量

を記録し、日常の管理の目安とする。 

②挿入部管理  

   気管内チューブガーゼの交換は、チューブ周囲への分泌物貯留を防ぎ、感染を予防

し、清潔を保つために行い、気管切開創の観察を合わせて行う。 

③チューブ交換 

   気管内チューブは、長時間の使用により、閉塞または狭窄の原因になるため、定期

的に交換する必要がある。 

 

イ．加温・加湿 

   TPPV 実施下において、繊毛運動の障害、分泌物の粘稠化による気管チューブの閉塞

や気道抵抗の増大を避けるためには、吸入器の加湿が必要不可欠である。その方法は、

「加温加湿器」「人工鼻」「ネブライザー」がある。 

①加温加湿器 

加温加湿器は、温度設定が可能なヒーターベースとチェンバーで構成されている。

チェンバーの中の水温は、熱平衡的にコントロールされていて 100％の相対湿度と



 

体温に近い温度が得られる。チェンバーの水は、感染の原因とならないよう滅菌水、

または蒸留水を使用し、定期的に補給して、きらさない注意が必要である。また、

呼吸回路内に生じる結露の逆流を防ぎ、頻回に取り除くことも重要である。 

②人工鼻 

人工鼻は、人工呼吸器装着者自身の呼気から温度と湿度を取り入れ、吸気時に変換

する役割をもつ。人工鼻は、熱と湿度の変換器の役割を果たすカートリッジとそれ

を覆う固いプラスティックで構成されており、電源を一切使わないので、特に移動

時には有効である。一定期間毎に新しいものと交換することが必要である。加温加

湿器とネブライザーは併用しない。 

 ③ネブライザー 

   通常の加湿では不十分な場合に、喀痰喀出の促進や気道狭窄の改善を目的とする。

種類は、ジットネブライザーと超音波ネブライザーが主流である。施行中は、人工

呼吸器の換気量や気道内圧が変化することがあることを認識しておく。また、細菌

汚染の原因となることもあるため、取扱いに注意する。 

 

ウ．気道分泌物管理 

気管切開下では、自力での排痰が困難となるため、気道分泌物の吸引は必要不可欠

であるが、その実施に当たっては、次の点などに注意しながら行うことが必要である。 

①吸引圧 

吸引量は、吸引圧と分泌物の粘稠度に影響を受けるため、喀痰の性状を見極め適切

な吸引圧を調整することが必要である。吸引圧が低いと吸引に時間がかかり、効果

的に吸引できない。このために頻回に吸引を行うことになり、患者への苦痛・低酸

素血症などの合併症の危険となる。反対に吸引圧が高いと、空気を多量に吸引し、

無呼吸状態が続き低酸素血症につながる。さらに気管壁に接触した場合は、高い吸

引圧が一点に集中し、気管粘膜を損傷させる危険があるので注意が必要である。 

②吸引時間 

吸引時間が長いと肺内の酸素濃度の低下や肺胞の虚脱から低酸素血症に陥りやすく

なる。また、吸引時間が長いほど、動脈血酸素飽和度が吸引の前の値まで回復する

のに時間がかかる。多くの長期療養患者の場合は、高濃度酸素が付加されるわけで

はないが、吸引中は呼吸ができないだけではなく、肺内の酸素が低下するため、呼

吸を止めるより苦しい状態になることを踏まえ、短時間（全操作を 20 秒以内）です

ませるよう心がけることが重要である。 

③吸引チューブ挿入の深さ 

吸引チューブ挿入による合併症は、気管支壁の刺激により、迷走神経反射からの叙

脈・血圧低下・ファイティングなどがある。また吸引チューブを無理に挿入すると

気管粘膜を損傷し、出血することがある。このため、吸引チューブの挿入の深さは、



 

気管内チューブの先端から 3～5cm までの気管分枝部程度に留め、決して奥まで挿入

しない。前述の排痰を促進する各手技を利用して、この位置まで気管分泌物を集め

ることも有効である。 

 

７．停電時の対応 

（１）必要物品 

   テスト肺、アンビューバック、懐中電灯 

 

（２）対応手順 

 〔昼間〕 

①看護師長又は代行者は、直ちに停電の第一報を所定の緊急時連絡方法（主治医、看

護部長室など）で報告し、応援を依頼する。 

 ②日勤者は、担当する人工呼吸器装着患者の人工呼吸器の作動状況を確認する。 

 ③短時間呼吸器を外すことができる患者は、呼吸器を外す（車椅子に移乗させる）。 

 ④内部バッテリーが正常に作動しているか確認する。内部バッテリーがない場合は、

呼吸器を外しアンビューバックによる補助呼吸を行う間に外部バッテリーに接続す

る。 

 ⑤人工呼吸器が作動停止した患者では、速やかに呼吸器を外し、用手補助呼吸に切替

える。 

 ⑥看護師長又は代行者が作動停止した呼吸器の台数・機種、内部バッテリー搭載機器

の作動状況を確認し、看護部長室へ報告する。 

⑦患者の呼吸状態や一般状態を確認し、パニックに陥らないよう声かけする。 

  ⑧看護師長又は代行者は、応援者を指揮する。 

  ⑨電源復旧後、２人から構成されるチームが人工呼吸器にテスト肺をつけて、人工呼

吸器点検表を用いて人工呼吸器の作動状況を確認する。 

  ⑩患者に人工呼吸器を装着し、呼吸状態を確認する。 

 

〔夜間〕 

 ①リーダーは、直ちに停電の第一報を所定の緊急時連絡方法（当直医師、当直師長な

ど）で報告し、応援を依頼する。 

 ②他の勤務者は、人工呼吸器を外すことのできない患者から順番に呼吸状態と人工呼

吸器の作動状況を確認する。 

 ③短時間人工呼吸器を外すことができる患者は人工呼吸器を外す（患者を覚醒させ、

車椅子に移乗させる）。 

  ④内部バッテリーのない機種は、外部バッテリーに接続する。 

  ⑤自力呼吸が極めて弱い患者から順番にアンビューバックによる補助呼吸を行う。 



 

  ⑥リーダーは作動停止した呼吸器の台数・機種・内部バッテリー搭載機器の作動状況

を確認し、当直看護師長へ報告する。 

  ⑦患者の呼吸状態や一般状態を観察し、パニックに陥らないよう声かけする。 

  ⑧リーダーは、駆けつけた応援者を指揮し、状況把握に努める。 

 ⑨電源復旧後、２人から構成されるチームが人工呼吸器にテスト肺をつけて、人工呼

吸器点検表を用いて人工呼吸器の作動状況を確認する。 

  ⑩患者に人工呼吸器を装着し、呼吸状態を観察する。 

 

（３）留意事項 

  ①呼吸状態の観察と共に精神的な動揺を最小限にする為に、落ち着いた対応を行う。 

 ②非常用電源が使用可能となった際は、通電を確認する。 

 ③使用機種毎のバッテリーの接続方法やバッテリーの消費時間等を整理し、不測の事

態にも迅速に対応できるよう準備しておく。また、バッテリー使用中は、消費時間

内であっても、頻回の作動確認を行うことが必要。 

 ④中央配管の吸引機が作動しない時は、中材よりポータブル吸引器を借用する（当直

師長に依頼）。 

  ⑤ネットサット（患者監視モニター）は患者の状況把握の為につけたままにしておく。 

 

８．装着に係る説明書及び同意書 

装着開始に当たっては、患者及び家族に装着目的、注意点、合併症等について説明

を行い、別紙１「人工呼吸器装着(経気管切開下)に関する説明書及び同意書」に署名

してもらい、患者と医療者の双方が持つことが必要である。 



 

Ⅱ 非侵襲的陽圧換気療法（NPPV） 

非侵襲的陽圧換気療法(NPPV＝noninvasive positive pressure ventilation)は、気管

内挿管や気管切開など侵襲的な方法で身体の中にチューブを留置するのではなく、鼻マ

スクなどの非侵襲的なインターフェイスによって、人と人工呼吸器を装着し人工呼吸療

法を行うものである。呼吸筋の筋力低下に伴う低酸素血症や高炭酸ガス血症を改善し、

呼吸を管理することを目的としている。 

NPPV は気管内挿管なしに人工呼吸が行えるため、着脱が容易であり会話や食事が可能

である一方で、気道の確保について確実性に欠ける面があり、気管内吸引ができないこ

とや誤嚥の可能性がある。このため、使用に当たっては、患者・家族への十分な説明と

意思確認、患者がマスク換気に協力してくれることが必須の条件となる。 

以下に、装着患者の安楽と生活の質の向上、そして医療の安全を保持するため、NPPV

による呼吸管理を行うに当たっての知識・技術として確認をしておくべき事項を整理し

た。 

 

１．NPPV の適応基準 

①自覚症状として慢性の呼吸不全を有する患者で、呼吸不全が元になる起床時の頭痛、    

昼間の眠気、疲労感、不眠、昼間のイライラ感、性格変化、学習能力の低下、夜間頻  

尿、労作時呼吸困難、体重減少、頚動脈の怒張、頻脈、下肢の浮腫などの肺性心の兆 

候いずれかがある場合で、以下の(ａ)(ｂ)の両方あるいはどちらか一方を満たす場合 

   (ａ)昼間覚醒時低換気：PaCO2 > 45mmHg 及びまたは SpO2 < 90% 

(ｂ)夜間睡眠時低換気：室内気吸入下の睡眠で SpO2 < 90%が 5 分以上継続するか、

あるいは全体の 10％以上を占める）及びまたは PaCO2（経

皮、呼気の CO2 でも可） > 45mmHg 

②肺活量の著しい低下（VC50%）などのある患者で①の（a）、（b）を満たす場合 

③呼吸不全、急性増悪入院を繰り返す場合 

④気道確保が可能、咳・痰喀出が可能 

⑤咽喉頭反射が保たれ、誤嚥の危険性が少ない 

⑥循環動態が不安定ではない 

⑦消化管出血やイレウスがない 

⑧マスクがしっかりと装着できる 

⑨理解、協力が良好。「説明と同意」を取得できること 

 

２．NPPV の長所・短所 

【長所】 

①気管切開や気管内挿管が不要で負担が少ない 

②呼吸器感染症の減少 



 

③食事及び会話が可能で QOL に優れる 

④着脱が容易で、患者の状態に応じて装着時間を調整できる 

⑤小型・軽量で場所をとらず移動しやすい 

 

 

【短所】 

①患者の協力が必要（意識のない患者、反射のない患者には禁忌） 

②操作に手間がかかる(医療者側の熟知必要) 

③気道は確保されない 

④気道と食道が分離できない、誤嚥が起こる 

⑤呼吸器装着中は喀痰吸引が困難（痰が多い例は不適） 

⑥高い気道内圧がかけられない 

⑦酸素濃度を要する例は不適 

⑧マスク装着に伴う合併症、不快感（皮膚炎、潰瘍、口渇、乾燥） 

 

３．代表的な換気様式 

（１）CPAP 

   一定の圧で持続的な陽圧の補助を行う換気様式。自発呼吸の十分ある患者に使用可

能な換気様式である。 

 

（２）Sモード（I/E モード） 

二つの圧レベルで換気の補助を行うもの。二つの圧とは、EPAP（expiratory positive 

airway pressure）と IPAP（inspiratory positive airway pressure）であり、EPAP

と IPAP の圧格差を PS（プレッシャーサポート）と呼ぶ。 

機械が患者の呼吸努力を感知すると、その自発呼吸に同調して、EPAP よりも高い

IPAP の圧で患者の呼吸努力を補助する。呼吸時間も患者の自発呼吸の吸気流速によっ

て決定されるので、一定とはならない。自発呼吸のある患者を対象とした換気モード

で、強制換気の回数は設定できない。 

 

           PS[プレッシャーサポート] 

 （IPAP）        

              

              

（EPAP）                 

         

 



 

（３）ST モード（A/C モード） 

ST モードも、二つの圧レベルで換気の補助を行う換気モードであるが、ある一定時

間を経過しても患者の自発呼吸がなければ強制的な換気を行う。ここで言う強制的な

換気とは、EPAP や IPAP の圧格差である PS を１分間に最低何回何秒間換気させるかと

いう意味になる。 

  （例）呼吸回数を 10 回/分、呼気時間を 1.0 秒に設置した場合 

     呼吸回数=10 回/分だから、6 秒に 1 回の呼吸サイクルになるので、自発呼吸が

6秒以上検出されなければ、吸気時間 1.0 秒の PS 圧強制換気が送られる。 

                          PS[プレッシャーサポート] 

         

            

     強制換気     

                 

         

 

（４）Tモード 

  T モードも、二つの圧レベルで換気の補助を行う換気モードであるが、S や ST モー

ドと違って、自発呼吸を無視した強制的換気様式となる。つまり、呼吸回数を 12 回/

分、吸気時間を 1.0 秒と仮に設定したら、自発呼吸の有無に関わらず、常に呼吸回数

=12 回/分、吸気時間＝1.0 秒の一定した PS 圧の強制換気が行われるようになる。 

       

          

 強制換気  強制換気  強制換気  

              

       

 

 

 

４．NPPV の安全管理対策 

「１．NPPV の適応基準」を踏まえ、装着にあたっては適応の有無を評価し決定する。 

 

（１）事故防止対策 

①電源の確保 

   ・コンセントの確認を行う。 

   ・呼吸器接続部の脱落を防止する。 

   ・スイッチには外力が加わらないようにする。停電等発生時、バッテリー切り替え

無呼吸状態 



 

がスムーズにできるようにバッテリーの使用方法について習熟しておく。 

②呼吸器設定モードの確認 

   ・設定モードの設定値については、医師が診療録及び呼吸器設定指示票に明確に記

載する。 

③気道の確保 

   ・呼吸器回路等の脱落がないか観察を強化し防止策（マジックベルトの使用）を講

じる。 

   ・患者の状態に応じて痰吸引やカフマシーン等を利用して排痰に務める。 

 

（２）早期発見 

①異常アラーム：各種の異常の状況を知り、迅速に対応する。 

②生体情報モニター：生体モニター監視を原則とする。 

③巡視：巡視は原則１時間１回として、呼吸状態や呼吸器の装着状態を観察する。 

④動線：呼吸器のアラーム等の確認ができる病室配置に配慮する。 

 

（３）迅速対応 

呼吸器の異常に対しては、速やかに医師及び看護師長に報告を行い、必要により臨

床工学技士にも報告を行い、対応を要請する。 

 

５．NPPV 使用時の看護の留意点 

（１）日常点検 

日常点検は、人工呼吸器点検表及び呼吸器設定指示票に沿って各勤務始業時に行う

（定時のみの使用者の場合は、装着時と各勤務始業時）。 

  《確認事項》 

①呼吸器設定指示票の内容どおり作動しているか  

②異常音は聞かれないか 

  ③蛇管、マスク、酸素接続部分のゆるみやもれはないか 

  ④電源は非常用コンセントに差し込まれているか 

  ⑤周囲の環境整備は。落下物の可能性はないか 

 

（２）NPPV 使用時に想定される問題点と対応策の整理 

《看護師による対処できるもの》 

問 題 点 対          応 

圧迫感 必要性の説明、マスク・ベルトの交換、ベルトをゆるめる、

酸素マスクへの変更、NPPV の間欠的使用、マッサージ 

口渇、口腔内汚染、口腔内 オーラルケアの徹底、含嗽を頻回に行う、制限内での水分



 

乾燥、口腔内潰瘍、鼻の疼

痛 

補給、加温加湿器の温度調整、マスクの交換 

腹部膨満、呑気 胃管挿入による脱気、排便コントロール、排気 

皮膚トラブル ビニールテープ、皮膚保護剤、創傷保護剤の使用、軟膏塗

布 

装着拒否 酸素マスクへの変更、NPPV の間欠使用 

圧が高い、咽頭痛 NPPV 圧の調整を医師に依頼 

 

 《医師による処置を必要とするもの》 

問 題 点 対          応 

不眠 原因除去、モードの変更 

嘔気・嘔吐 制吐剤投与 

自発呼吸の減弱 S/T、T モードへの変更 

SpO2、PaO2 が改善しない 酸素流量の調整、NPPV 圧の調整、マスクの交換、S/T、T

モードへの変更 

不穏 マスクの交換、鎮静剤の投与、家族との面会、抑制、処置

の制限 

痰喀出不良 経鼻エアウェイの挿入、吸入・体位変換・腹臥位・呼吸介

助により排痰を促す、加湿の強化、酸素マスクへの変更、

他の呼吸補助への変更 

循環不全 薬物療法 

呼吸困難 マスクの交換、酸素マスクへ変更、NPPV 間欠使用 

意識消失 S/T、T モードへの変更、他の人工呼吸療法への変更の検討

無呼吸 S/T、T モードへの変更、他の人工呼吸療法への変更の検討

NPPV と呼吸が合わない 鎮静剤投与、酸素マスクへ変更、他の人工呼吸療法への変

更の検討 

全身痙攣 薬物療法、気管内挿管等への変更 

マスクの装着困難 ベルトをゆるめる、マスクの交換 

二酸化炭素の蓄積 S/T、T モードへの変更、他の人工呼吸療法への変更の検討

誤嚥 気管内挿管等への変更 

緊急手術 気管内挿管等への変更 

 

（３）マスク装着の手順 

ア．接続前の確認事項 

①マスクに破損や汚れ等がないことを確認する。 

  ②マスクに呼気ポートがついていることを確認する。 



 

③マスクのヘッドベルトは取り外しておく。 

 

イ．鼻マスク・口鼻マスクの装着法 

①気道がしっかり確保されていることを確認する。 

②鼻下部（口鼻マスクは下唇）をベースに鼻梁までマスククッションを当てる（顔に

対してマスクが平行になるように）。 

③器械を作動させ、マスクを医療者が保持した状態で、患者に器械から送気されるガ

スの感覚をつかんでもらう。なお、マスクを保持する時は、医療者の手で視界を妨

げると恐怖感を抱くので、マスクの下を保持する。 

  ④額部分にクッションがあたるようにサポートアームを調整する。 

  ⑤左右均等になるように上下ベルトを締める。 

  ⑥頭とストラップの間に指が２本程度入るくらいにきつさを調整する。 

 ⑦装着状態・リークの有無を確認する。 

 

ウ．マスクリークのポイント 

 ①ベストポジション：顔とマスク面が平行 

 ②上部ストラップがきつい、サポートアームの高さ調整が不適切→口側へのリーク 

  ③下部ストラップがきつい、サポートアームの高さ調整が不適切→目側へのリーク 

 

エ．マスク洗浄について 

 ①週１回、曜日を決めて行う。 

  ②中性洗剤を使いガーゼを濡らしてやさしく洗浄する（細かい部品があるため慎重に

扱う）。 

 

《インターフェイスの種類と特徴の整理》 

マスクの種類 特            徴 

鼻マスク 長期使用患者、意識清明で口を開けずに換気ができる患者に適す

る。装着したまま飲水・食事ができるが、誤嚥に注意する必要が

ある 

口鼻マスク 鼻マスクになじめない患者、呼吸を主に行っている患者に使用す

る。鼻梁部や額等マスクが接触する部分に皮膚トラブルが起きや

すい。飲水・食事時はマスクを外す必要がある 

トータルフェイス

マスク 

他のマスクではリークが発生する患者、過去に皮膚のトラブルが

あったり、閉所恐怖がある患者に適する。ワンサイズで素早くフ

ィットさせられるため、特に救急の現場で使用される 



 

マウスピース 個人用に作ったものは患者の口にあわせて作られるため、ストラ

ップを必要とせず、夜間も使うことができる。 

 

《マスクサイズの選択》 

マスクの種類 サ  イ  ズ  選  択 

鼻マスク 鼻孔、鼻梁、上唇の３点を目印にして、鼻孔が狭まったり、閉塞す

ることがない鼻周りにフィットするサイズを選ぶ。２種類のサイズ

で迷ったら、小さいサイズのものから選択する 

口鼻マスク 口角、鼻梁、下唇の下の３点を目印とし、口をしっかりと覆うこと

ができる最小のサイズを選ぶ（顎の下にマスクがずり落ちないよう

にする）。この際、わずかに口を開けた状態で行う 

トータルフェイ

スマスク 

顔全体を覆うトータルフェイスマスクは、ワンサイズのみ 

マウスピース 口唇を塞ぐシールとストラップが一体になった市販のものと、患者

用に特注するものがある 

 

（４）NPPV 使用中の食事 

ア．摂食・嚥下運動と NPPV（鼻マスク）の呼吸の関係 

  ①認知期：食物が口に入る前に何を、どのくらい、どのように食べるかを決めて行動

する。 

（意識的な運動）：NPPV の吸気でも呼気でもよく、本人のタイミング次第 

  ②咀嚼期：食物を口に入れて噛み砕き、舌でまとめて咽頭へ送りやすい形にする。 

      （意識的な運動）：のどに食べ物が流れ落ちないように注意しながら NPPV を

続行可能 

  ③口腔期：食物を口腔から咽頭の方向へ移動させる。 

      （意識的な運動）：呼気時に早めの吸気後に飲み込む（次の吸気の前に、口腔

期と咽頭期を完了させる） 

 ④咽頭期：食物を反射運動により咽頭から食道へ移送させる。 

      （無意識な運動、嚥下反射）：呼気時に次の吸気前に完了 

           ａ．鼻腔との交通遮断→軟口蓋が咽頭後壁に押しつけられる。 

           ｂ．気管との交通遮断→喉頭蓋で気管を防ぎ、声門が閉じる。 

           ｃ．食道への開通→上部食道括約筋が弛緩し、食道へ入る。 

⑤食道期：食物を蠕動運動により食道から胃へ移送される 

      （無意識的な運動）：NPPV の吸気でも呼気でも関係ない。 

 

 



 

イ．条件設定 

原則として従量式の呼吸器を使用する。（慣れた患者では従圧式でも可）鼻マスク使

用時のモードは、コントロールにする。呼気時には、陽圧はかからないようにする。

あまり過呼吸ではなく呼気時間がゆっくりしている方が飲み込みやすい。呼気時にタ

イミングを見計らって、次の呼気時の前までに食べ物を飲み込む。 

 

ウ．安全に食事を行うための留意点 

 ①鼻マスク使用での食事の実際（他の患者の動作をみていただく、あるいはビデオ等）、

利点、注意点等を患者に説明する。 

  ②嚥下しやすい物と誤嚥しやすい物を理解する。水物、ぱさつく物、口腔内でひとま

とめにしにくい物、口腔内で水分と固形に分かれる物は、誤嚥する可能性が高いこ

とに留意。 

  ③むせや空気を飲み込んで腹部膨満となった際の伝え方について、打ち合わせを行う。 

  ④エアスタック（息留め）の習得（誤嚥防止にもなる）。 

  ⑤誤嚥に備えての口鼻吸引、徒手介助排痰や MAC 習得。 

  ⑥座位・ギャッジアップ・臥位により接触姿勢を安定させる。 

 

６．NPPV から TPPV への移行 

   自己排痰不良により気管内分泌物の吸引が困難となり窒息のリスクが増加した場合

や、呼吸状態の悪化に伴い意識レベルの低下や不穏状態等が見られた場合には、速や

かに本人、家族への病状説明を行い、TPPV（tracheostomy positive pressure 

ventilation-経気管切開下陽圧換気療法-）への移行を検討する。 

 

７．装着に係る説明書及び同意書 

装着開始に当たっては、患者及び家族に装着目的、注意点、合併症等について説明

を行い、別紙２「非侵襲的人工呼吸器装着に関する説明書及び同意書」に署名しても

らい、患者と医療者の双方が持つことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙１） 

人工呼吸器装着（経気管切開下）に関する説明書及び同意書 

 

 独立行政法人国立病院機構 ○○ 病院  院 長 殿  

担当医 殿  

 

私は、独立行政法人国立病院機構 ○○病院における人工呼吸器装着（経気管切開下）

に関する事項について、担当医より以下の説明を受け了解しました。人工呼吸器装着（経

気管切開下）について、 

承諾します 

 

平成  年  月  日 

住所                              

患者(自署名)                           

住所                              

家族・代理人(自署名)            （続柄：    ） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

人工呼吸器（経気管切開下）を装着される患者様へ 

 

１．目的 

  人工呼吸器（気管切開下）は、気管前壁に穴を開け、そこに挿入した気管内チューブ

を人工呼吸器と接続することで行う人工呼吸法です。呼吸筋力の低下に伴う換気障害を

原因とする低酸素血症や高炭酸ガス血症をコントロールし、呼吸を管理することを目的

としています。気管切開は、頚部の皮膚を数㎝程度切開した後、気管前壁に穴を開け気

管内チューブを挿入します。 

 

２．装着理由 

  □ 気道に間欠的に陽圧を加えて胸郭の換気運動の低下を防ぐ 

  □ 肺のガス交換の改善を図る 

  □ 肺病変の改善を図る 

  □ 呼吸仕事量の軽減を図る 

  □ 人工呼吸を行い、肺砲換気量を維持し、ガス交換障害を是正することにより代謝性

アシドーシスの改善を図る 

  □ 自活呼吸が弱い場合、換気量を維持するために調節換気か補助換気を行う 



 

  □ 気道障害により換気不全を生じた時の肺胞低換気に対し、適切な肺胞換気が維持で

きるように補助する 

 

 

４．使用機種  

   □ ニューポート HT50   □ アチーバ plusPSO2   □ レジェンドエア   

□ LTV  □ モバイル 1000  □その他（         ） 

 

５．注意点 

 ①一旦装着すると原則として外すことはできません 

②気管切開時の麻酔により合併症が生ずる可能性があります 

 ③術中、血管の損傷により多量の出血が起こる場合があります 

 ④術後出血することがあります。出血を止めるために再手術を要することがあります 

 ⑤術中・術後の出血が気管内に流れ込み換気不全、窒息に陥ることがあります 

 ⑥気管内チューブ内に痰が固着し換気不全に陥ることがあります 

 ⑦皮下に空気がたまることがあります 

 ⑧術後の発声は訓練が必要です。言葉以外のコミュニケーションの手段が必要となりま

す 

 ⑨痰の量が多い場合は頻回にカテーテルでの痰の吸引が必要となります 

 ⑩長期間にわたるチューブの留置により、チューブの刺激により気管が狭窄し様々な処

置が必要となる場合があります。その際は、改めてご相談させていただきます。 

 ⑪上記以外にも予見不可能な合併症・偶発症が生じる可能性があります 

 

６．人工呼吸器装着中のモニタリング 

  機器装着中は、パルスオキシメーターにより酸素飽和度（SpO2）や心拍数（HR）のモ

ニタリングを行います。 

何かご不明な点がありましたら、担当医にご相談ください。 

 

  独立行政法人国立病院機構  ○○ 病院 担当医               

                           同席者               



 

（別紙２） 

非侵襲的人工呼吸器装着に関する説明書及び同意書 

 

 独立行政法人国立病院機構 ○○ 病院  院 長 殿  

担当医 殿  

 

私は、独立行政法人国立病院機構 ○○病院における非侵襲的人工呼吸器装着に関する

事項について、担当医より以下の説明を受け了解しました。人工呼吸器装着について、承

諾します。 

 

平成  年  月  日 

住所                              

患者(自署名)                          

住所                              

家族・代理人(自署名)            （続柄：    ） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

非侵襲的人工呼吸器を装着される患者様へ 

 

１．目的 

  非侵襲的人工呼吸（NPPV）は、マスクを用いて行う人工呼吸法の１つです。呼吸筋の

筋力低下に伴う低酸素血症や高炭酸ガス血症をコントロールし、呼吸を管理することを

目的とします。 

 

２．装着理由 

  □ 気道に間欠的に陽圧を加えて胸郭の換気運動の低下を防ぐ 

  □ 肺のガス交換の改善を図る 

  □ 肺病変の改善を図る 

  □ 呼吸仕事量の軽減を図る 

  □ 人工呼吸を行い、肺砲換気量を維持し、ガス交換障害を是正することにより代謝性

アシドーシスの改善を図る 

  □ 自活呼吸が弱い場合、換気量を維持するために調節換気か補助換気を行う 

  □ 気道障害により換気不全を生じた時の肺胞低換気に対し、適切な肺胞換気が維持で

きるように補助する 

３．使用機種  



 

   □ バイパップ・シンクロニ  □ アコマ  □ レジェンドエア  □ LTV 

  □その他（         ） 

４．装着時間 

   □ 睡眠時（     ）時～起床時    □ 安静臥床時 

   □ その他（              ） 

 

５．NPPV の利点・注意点 

【利点】 

 ①気管挿管・気管切開に伴う合併症を回避できる 

 ②換気開始までの時間が短い 

 ③換気の中断が容易にできる 

 ④感染症などの合併症の機会を減らすことができる 

 ⑤鎮痛剤の必要性が少なくなる 

⑥会話によるコミュニケーションが保たれる 

⑦飲食ができる 

⑧日常生活動作（ADL）が保たれやすい 

 

 【注意点】 

 ①気管内分泌液の吸引が難しい 

 ②気道内圧を高く維持できない 

 ③気道と食道が分離できず、空気嚥下や誤嚥の危険が残る 

 ④マスクによる圧迫感がある 

 ⑤マスクや固定ベルトによる合併症（皮膚障害）が出現する 

⑥状態悪化に備えて、気管挿管ができるように準備する必要がある 

 ⑦経鼻胃チューブの挿入でマスク装着の工夫ができる 

 ⑧空気漏れの程度を観察し、患者の呼吸状態を確認する 

（合併症として） 

・ 陽圧換気によるもの 

・ 皮膚トラブルによるもの 

・ 精神的ストレスによるもの 

 ⑨上記以外にも予見不可能な合併症・偶発症が生じる可能性がある 

 

６．人工呼吸器装着中のモニタリング 

  NPPV 装着中は、パルスオキシメーターにより酸素飽和度（SpO2）や心拍数（HR）のモ

ニタリングを行います。 

７．病状の変化が生じ、気管内挿管や気管切開等の侵襲的処置が必要な場合には、再度ご



 

家族と相談させていただきます。 

何かご不明な点がありましたら、担当医にご相談ください。 

 

  独立行政法人国立病院機構  ○○ 病院 担当医               

                           同席者             
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人工呼吸器不具合情報共有システム





医発第０３１７００３号

平成２１年３月１７日

各 病 院 長
殿

各ブロック担当理事

国立病院機構本部医療部長

（ 押 印 省 略 )

人工呼吸器不具合情報共有システムの運用について

人工呼吸器は患者の生命維持装置であり、その機械的な不具合の発生は患者に

対し致命的な影響を及ぼす可能性があります。このため、例えば特定の機種につ

いて、使用方法等により発生しやすい不具合がある場合などは、その情報を速や

かに国立病院機構全病院で共有することが、医療安全対策上重要です。また、不

具合の内容によっては、業界団体や製造業者等に対してもその情報を提供するこ

とも必要と考えます。

このような観点から、各病院から人工呼吸器(「呼吸補助装置」と含む。以下

同じ。)に係る不具合情報を機構本部に報告していただき、その情報を機構全病

院へ迅速に提供するシステムの必要性について、中央医療安全管理委員会の下に

「 」 、置かれた 人工呼吸器の取扱い等に関する専門委員会 においてご議論いただき

必要である旨の結論を得るとともに、その結論を中央医療安全管理委員会に報告

し了承を得たところであります。

ついては 「人工呼吸器不具合情報共有システム」の運用を、本通知発出後、、

別紙「人工呼吸器不具合情報共有システム運用要領」に基づきの開始することと

します。

各院長におかれましては、本システムの主旨についてご理解いただき、医療機

器保守管理責任者や臨床工学技士等関係者に周知するとともに、適切な運用が図

られるようご配慮願います。

なお 人工呼吸器を含む医療機器の不具合情報の報告制度としては 薬事法(昭、 、

和35年法律第１４５号)第７７条の４の２第２項に基づく「医薬品・医療機器等

安全性情報報告制度」がありますが、本制度に基づく厚生労働省への報告につい

ても、引き続き適切にご対応いただくよう併せてお願いします。



（別紙）

人工呼吸器不具合情報共有システム運用要領

１．目的

・人工呼吸器(「呼吸補助装置」を含む。以下同じ。)の不具合情報を、国立病院

機構全病院で迅速に共有するシステムを運用することで、患者の人工呼吸管理

、 。に係るリスクを低減させ 患者の療養上の安全を高めていくことを目的とする

２．報告内容

・本システムで報告を求める情報は、人工呼吸器の機械的な不具合情報とする。

従って、人工呼吸器の使用時における人為的ミスから生じた事故や人工呼吸器

装着患者へのケアの最中の事故等については、これまでどおり「独立行政法人

国立病院機構における医療安全管理のための指針」に基づく医療事故の報告体

制の中で対応する。

〔報告内容の例〕

画面表示の消失、蛇管端部の亀裂、アラーム故障、換気動作停止、ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

の不良 等

３．具体的報告事項

・具体的報告事項は、①メーカー名、②機種名、③購入年月（使用期間 、④不）

具合の内容、⑤不具合が発生した時の使用状況、等とし、別添様式による。

４．報告担当者

・各病院の報告担当者は、医療機器保守管理責任者又は臨床工学技士とする。な

お、報告担当者による機構本部への報告は、院長並びに医療安全管理室長の確

認を経た上で行うものとする。

５．報告時期及び報告先等

・各病院は人工呼吸器に係る不具合発見後、可及的速やかに国立病院機構本部医

療部サービス・安全課まで、ＨＯＳＰｎｅｔを通じて報告を行う。

６．不具合情報の機構各病院への情報提供等

・機構本部は、病院から報告された不具合情報について 「人工呼吸器の取扱い、

等に関する専門委員会」委員等の協力を得て、当該機種全般での発生可能性等

専門的観点からの評価を行った上で、速やかに機構全病院に情報提供を行う。

その際、病院名や報告情報にある患者のプライバシー等に関する情報について

は削除する。

・また、不具合の内容等を踏まえ、必要に応じて業界団体や製造業者等に対して

も、機構本部から情報提供を行う。
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転倒・転落事故防止プロジェクト
について





平成２０年３月２６日 

独立行政法人国立病院機構 

 

転倒・転落事故防止プロジェクトの推進について 

 

１．目的 

（１）国立病院機構における医療事故の約３０％を転倒・転落事故が占めている。転倒・

転落事故と他の医療事故との大きな違いは、その発生が必ずしも医療者側のエラーに

よるものではないという点にある。患者の遠慮がちな性格や認知機能障害等の要因に

よる看護師の目が届かないところでの自力歩行が、転倒・転落に繋がるケースが非常

に多くあり、また、その中の多くのケースでは、移動する際はコールするよう指導を

行っていたケースでもある。 

 

（２）この様なタイプの転倒・転落事故を減少させていくためには、患者の身体状況の把

握、患者への働き掛け、環境整備などの対策を医療者側が着実に行っていく中で、患

者のニーズを先取りしながら看護サービスを提供していくことが必要である。また、

患者が自らのニーズについて躊躇することなく医療者側に伝えられるような、患者と

の良好な関係性を構築していくことも重要となるであろう。 

 

（３）転倒・転落事故防止プロジェクトは、患者・家族との良好なコミュニケーションや

観察を通じて得た情報を医療チーム内で適切に共有しながら、患者ニーズを先取りし

たケアを提供していく過程である。この意味で、本プロジェクトは、国立病院機構内

おいて最大の発生件数を占めている転倒・転落事故を大幅に減少させることを直接的

な目的としつつ、一方で、医療・看護の提供に係る基礎的能力である観察力やコミュ

ニケーション能力を最大限活用し患者のニーズを的確に把握し対処していく過程とそ

の継続を通じて、国立病院機構における医療・看護の質全体を高めていくことにも繋

げていくものであると考えられる。 

 

２．目標値の設定 

転倒・転落事故防止プロジェクトは、平成２０年４月から２ヶ月間の院内体制を整え

るための準備期間を経て、６月から本格実施していくこととし、２年間で影響レベル 3b

以上の「転倒・転落事故発生率」の半減（平成１９年度の「転倒・転落事故発生率」の

△５０％）を目指す。また、アセスメント実施率については初年度で９５％以上の実施

率を目指すものとする。 



３．定義 

  本プロジェクトにおいて、「転倒」「転落」「転倒・転落事故」を次のとおり定義する。 

 ①「転倒」 

自分の意思に反してバランスを崩してしまうことにより、足底以外の身体が地面や床

面についてしまった状態 

②「転落」 

高い場所から低い場所に転げ落ちること 

 ③「転倒・転落事故」 

転倒又は転落により、国立病院機構における統一的な患者影響レベルで 3b 以上の影響

が生じた事象 

 

４．転倒・転落事故臨床指標 ＊全ての数値から、NICU、GCU の患者数は除く 

  転倒・転落事故防止プロジェクトの進捗状況を定量的に把握するため、次の「転倒・

転落事故臨床指標」を定める。 

 ①アセスメント実施率＝(入院時アセスメント実施患者数/新入院患者数)×100 

 ②転倒・転落発生率＝(転倒・転落件数/入院延べ患者数)×100 

 ③重大事象発生率 

◇影響レベル 3b 以上事象発生率＝(3b 以上転倒・転落件数/入院延べ患者数)×100 

◇影響レベル 3b 事象発生率＝(3b 転倒・転落件数/入院延べ患者数)×100 

◇影響レベル 4事象発生率＝(4 転倒・転落件数/入院延べ患者数)×100 

  ◇影響レベル 5事象発生率＝(5 転倒・転落件数/入院延べ患者数)×100 

 ④傷害の指標＝(影響レベル 3b 以上事象発生件数/転倒・転落件数)×100 

 

５．転倒・転落事故防止マニュアル 

・転倒・転落事故防止に係る業務を標準化し、プロジェクトの効果的・効率的推進を図

るため、統一的な「転倒・転落事故防止マニュアル」（別添）を策定する。 

・各病院は、本マニュアルを参考に、各病院の患者状況等に応じた修正を行った上で自

病院版「転倒・転落事故防止マニュアル」を完成させるものとする。 

・ただし、「転倒・転落アセスメントシート」については、全病院が同じアセスメントシ

ートを使用することでシートに係るデータの集計・分析を行うことにより、転倒・転

落に係る高リスク項目を特定する等の使用を考えていることから、「統一マニュアル」

で示すアセスメントシートを使用することを基本とする。 

 

 



６．プロジェクト実施体制 

（１）平成２０年４月から２ヶ月間の準備期間中に、各病院はプロジェクト実施のための

院内体制を整える。また、各病院が問題認識を共有する中で円滑にプロジェクトが推

進されていくようにするため、この準備期間中の適当な時期に、各ブロック単位で医

療安全管理者等実務担当者による打ち合わせ会議を開催する。 

 

（２）各病院の医療安全管理委員会による方針の決定等 

・プロジェクト推進体制の確立 

＊別添「統一マニュアル」を活用した院内マニュアル策定、各部門の協力体制の確

立、病棟等毎のプロジェクトリーダーの指名、転倒・転落臨床指標の報告体制等 

 ・事務部門を含む多職種で構成された“転倒・転落対策チーム”による定期的な院内ラ

ウンド等の実施 

・進捗状況の把握及び評価（最低月１回）と部門間での情報共有 

   ＊年齢、発生時間、発生原因、発生場所、発生病棟、診療科等別に整理・分析 

   ＊病院全体、病棟毎の転倒・転落事故臨床指標の推移 

 ・進捗状況や機構全病院の転倒・転落事故臨床指標を踏まえた防止対策の改善 

 

（３）機構本部への報告とフィードバック 

 ・転倒・転落事故臨床指標の各病院から機構本部への報告（月毎） 

 ・機構本部から転倒・転落事故臨床指標の集計・分析結果のフィードバックする 

   ＊転倒・転落事故臨床指標の推移(全体・病院類型別等) 

 

（４）「転倒・転落アセスメントシート」の集計・分析による高リスク要因の特定 

・一定期間毎に「転倒・転落アセスメントシート」を各病院から機構本部に提出 

・提出されたシートを病棟種別毎（一般、精神、障害者系、小児等）に集計、統計的処

理を行うことで、転倒・転落に関する高リスク項目を特定するとともに、その結果に

ついては、「転倒・転落アセスメントシート」や防止対策の改善のために活用すること

で、本プロジェクトの一層効果的な進捗を図る 



（別添） 

転 倒 ・ 転 落 事 故 防 止 マ ニ ュ ア ル 

※マニュアル中の「別紙」は省略 

１．転倒・転落事故防止のための基本フロー  

（１）転倒・転落アセスメントシートによるリスクの評価 

 ・入院時オリエンテーションの際、必要に応じて「転倒・転落に関する入院時意識調査

表（別紙１）」等を用いながら患者情報を把握する。 

 ・「入院時意識調査表」などによる患者情報等を踏まえ、入院から２４時間以内に「転倒・

転落アセスメントシート（別紙２）」により転倒・転落リスクを評価する。「アセスメ

ントシート」については、看護記録の中に綴じることにより、スタッフ間で情報の共

有を図る。 

  

（２）患者毎の転倒・転落防止計画の策定 

・「転倒・転落事故防止計画表（別紙３）」の各項目のチェックや【記述欄】への必要な

情報の記述を行いながら、判定されたリスクに応じた防止計画を策定する。本計画表

についても、看護記録の中に綴じることにより、スタッフ間で情報の共有を図る。 

 

（３）患者及び家族への説明 

 ・「アセスメントシート」「計画表」及び「患者・家族への標準的な説明内容(別紙４)」

を示しながら、患者及び必要に応じて家族に対して、 

   a 転倒・転落のリスク、 

   b 事故防止のために実施することが必要な対策、 

   c 患者・家族の協力が必要な事項、 

   d 使用薬剤に伴うリスク（リスクが高くなる薬剤を使用している患者）、 

  等について説明を行い理解を得る。 

 ・また、身体抑制が必要な場合は、「抑制・拘束が必要な場合の説明内容・同意書（別紙

５）」を活用し、抑制の必要性等について十分説明を行うとともに、患者・家族の承諾

又は同意を得る。説明内容及び承諾書についても、看護記録の中に綴じることにより、

スタッフ間で情報の共有を図る。 

  

（４）アセスメントシートによるリスクの再評価 

 ・アセスメントシートによるリスクの評価は入院時（２４時間以内）に行う他、１週間

後、手術後、転室時、転倒・転落時、病状の変化があった時、使用薬剤の変更があっ

た時等には再評価を行い、結果に応じた防止計画の見直しを行う。また、再評価及び

見直し後の防止対策の内容については、患者及び必要に応じて家族に対して説明を行

い理解を得るとともに、それらの内容についてスタッフ間で情報の共有を図る。 

 

（５）リスクの高い薬剤リストの作成 

・薬剤部門が中心となって、「転倒・転落を起こしやすい薬剤リスト（別紙６）」を参考

に、自病院が使用している薬剤の内容に応じ転倒・転落リスクが高くなる薬剤リスト

を作成することにより、薬剤使用に係るリスク低減のために活用する。 

 

（６）転倒・転落防止体操等 

 ・添付している DVD を、転倒・転落防止体操の指導や患者用テレビに映像を流すなど各



病院の状況に応じた活用を行うことで患者の筋力の維持・向上を図る。 

 ・「注意喚起のためのステッカー等事例集（別紙７）」を活用し、転倒・転落事故防止の

ための注意喚起等環境の整備を図る。 

 

２．転倒・転落の発生要因の整理  

（１）患者側の要因（主なもの） 

①環境等変化：手術実施後（３日以内）、病状・ADL が急速に回復又は悪化している、入

院・転棟・転室後（７日以内）、リハビリ開始時期・訓練中、ベッドでの

生活は初めて 

②性   格：羞恥心が強い、よく遠慮する、依存できない、自分でしないと気がすま

ない、ナースコールを押さないで行動しがち 

③身体的機能：麻痺、痺れ感、拘縮や変形、足腰や筋力の低下、ふらつき、立位不安定、

自力によるベッド昇降不能、自立端座位不可、ベッド上での体動著明 

④感   覚：平衡感覚障害、視力障害、聴力障害 

⑤認知機能 ：記憶力・判断力低下、見当識障害、意識混濁・混乱、不穏行動 

⑥活動状況 ：車椅子・杖・歩行器・手すりの使用、移動・排泄に介助が必要、ベッド

サイドでの排泄、点滴・胃管・ドレーン・尿道カテーテル使用、衣服着

脱に介助が必要 

⑦薬剤の使用：睡眠鎮静剤、抗精神病薬、抗パーキンソン薬、筋弛緩剤、麻薬、下剤、

降圧利尿剤、抗悪性腫瘍薬 

⑧排   泄：尿・便失禁がある、便秘・下痢である、頻尿・夜間排尿が多い、尿意・

便意を訴えられない、排泄行為に時間を要する 

 

（２）医療者側の要因（主なもの） 

①リスクに対する意識が低い 

②患者の危険度の把握が不十分 

③監視体制（計画）が不十分 

④患者・家族へのリスクに関する説明が不十分 

⑤睡眠鎮静薬等与薬後の注意と観察が不十分 

⑥適切な履物・衣服の選択、歩き方の指導が不十分 

⑦補助具、ポータブルトイレ、点滴架台の選択や設置場所が不適切 

⑧車椅子のストッパー、安全ベルトのし忘れ、介助運転不慣れ 

⑨患者の状態に合わせた援助の変更が適切な時期にできていない 

⑩患者の状況にあった看護計画が立案されていない 

⑪排泄パターンの把握不足 

⑫歩行中の患者に後から声を掛ける行為を行う 

 

（３）環境(施設、設備)の要因（主なもの） 

①環境整備 ：廊下、ベッドサイド等の障害物 

②ベッド  ：高さ、柵の不適切な使用 

③ナースコール、オーバーテーブル、床頭台：位置が不適切 

④床の状況 ：滑りやすい、つまずきやすい(清掃中、床の材質、敷物、段差等) 

⑤構造、表示：そこに何があるか分りにくい、暗い(照明の不足)、危険な場所への立ち

入りの物理的排除の不備 

 



３．看護師等医療者側の基本的留意事項等  

（１）基本的留意事項 

 ①転倒・転落アセスメントの実施は、患者及び家族との十分なコミュニケーションの中

で実施する。 

 ②アセスメント結果や防止計画等についての説明内容及び患者・家族の反応については、

出来る限り看護記録に記載する。 

 ③また、説明済みの防止計画からの逸脱（防止計画を患者に説明することなく変更する

こと）は、患者を混乱させる結果に繋がることに留意が必要である。 

 ④リスク判定 A・Bの高リスクの患者の情報は、患者リストの作成やナースステーション

の患者ネームプレートへのマグネット貼付、勤務引継ぎ時の読上げ等により、医療者

間での情報を確実に共有することが重要である。 

⑤介助を行う際は麻痺側に立って行い、患者の腰部を十分固定した上で行う。車椅子や

ベッド、トイレへの適切な移乗技術の習得に努める。 

⑥使用薬剤毎の転倒・転落リスクについて知識（１回使用量、作用発現時間、作用時間、

半減期等）の習得に努める。 

⑦歩行補助器の使用は、理学療法士等と一緒にアセスメントを行い決定する。また、歩

行補助器、車椅子の定期点検を行う(概ね１回/月)。 

⑧転倒・転落防止を優先するあまり患者の生活そのものが味気ないものにならないよう、

さりげなく、しかも確実に転倒・転落事故防止対策を組み込む姿勢が重要である。 

⑨患者が「したい行動」と「できる行動」の間には乖離が生じやすいことを理解する。 

 

（２）ベッドの設定に係る留意事項 

①ベッドのストッパーは必ず固定しておく。 

②ベッドのキャスターは内側に向けた状態で固定する。 

③ギャッジベッドのハンドルは、使用の都度必ず収納する。 

 

（３）検査時、リハビリテーション時等病棟外での留意事項 

①看護部門と他部門とのリスク情報の共有により、他部門の担当者も患者毎の転倒・転

落リスクを十分承知した上での対応を行う。 

②撮影台への乗り降りは、台を最低の高さにした上で行い、撮影台の中央に患者の正中

線を置いた上で撮影する。また、立位での撮影時は、固定用具を使用するなど不安定

な状態のままでの撮影は行わない。 

③乳児を撮影する際は、必ず２人で行う。 

④絶食・延食での治療、検査や術前投薬の影響で、ふらつきや立ちくらみ等を起こしや

すいので留意する。 

 

（４）環境面での留意事項 

 ①病室、廊下、浴室の環境整備を行い、歩行等の障害になるものを置かない。 

 ②段差や障害物へのマーキングを行う。 

③病室、廊下の床の水漏れ（配茶、配膳、雨天時は注意）は、直ちに拭き取る。 

 ④清掃後、床が濡れたままの状態にならないよう業者を指導する。 

 

４．転倒・転落に関する入院時意識調査票 [別紙１] 

 ・本調査票は、入院オリエンテーション時に、必要に応じて患者・家族に記入してもら



うことで、患者の身体状況や患者の性格等の情報を把握するために活用するものであ

り、そのための基本的事項について整理したものである。 

 ・各病院が既に使用している問診票がある場合には、本調査票を参考に必要な修正等を

行ったうえで使用するものとする。 

 

５．転倒・転落アセスメントシート [別紙２] 

（１）目的 

・転倒・転落アセスメントシートは、入院時の患者及び家族へのオリエンテーション時

等に患者・家族との適切なコミュニケーションの中で実施することで、転倒・転落に

係る患者毎のリスク判定を行うものである。 

・アセスメントの結果については、患者・家族にも十分な説明を行い、患者・家族側と

医療者側の共通のリスク認識の中で、転倒・転落防止計画を円滑に実施していくため

の基礎となるものである。 

 

（２）アセスメントの対象 

・本シートによるアセスメントは、NICU、GCU 入院患児を除く全患者に対して行う。 

 

（３）アセスメントの実施者 

 ・基本的には患者の受け持ち看護師が責任を持って実施する。 

 

（４）アセスメントの実施時点 

・入院時には、２４時間以内に必ず実施する。 

・入院１週間後、手術後や転室時、転倒・転落時、病状の変化があった時、睡眠鎮静薬・

抗精神病薬等の使用開始及びそれら薬剤の変更時等には、必ず再評価を実施するとと

もに、次項の「転倒・転落事故防止計画表」による対策の見直しを行う。 

 

（５）アセスメントによるリスク判定 

・アセスメントに基づく「リスク判定」の考え方は次のとおり。 

◇リスク A：リスク判定Ｂの患者で「薬剤の使用」の「単独高リスク項目」がチェッ

クされている患者（「薬剤の使用」の「単独高リスク項目」のみにチェッ

クが付いている患者を含む） 

  ◇リスク B：「薬剤の使用」以外の「単独高リスク項目」にチェックが付いている患者 

  ◇リスク C：「単独高リスク項目」にチェックが付いていない患者 

 ・アセスメント実施後は、判定リスクに応じた対策を「転倒・転落事故防止計画表」に

基づき策定・実施する。 

 ・リスク判定が A・Bであった患者については、患者リストの作成やナースステーション

の患者ネームプレートへのマグネット貼付、勤務引継ぎ時の読上げ等により、医療者

間での情報を確実に共有することが重要である。 

 

（６）アセスメントシートの看護記録への保管 

・本シートは、アセスメント実施後、看護記録にはさみ込み、常に確認できるようにし

ておくことが、医療者間の情報共有の観点からも必要である。 

 

 



６．転倒・転落事故防止計画表 [別紙３] 

（１）目的 

・「転倒・転落事故防止計画表」は、転倒・転落アセスメントシートによる判定リスクに

応じて、患者毎の転倒・転落防止のための計画を策定するために活用する。 

・本表は、患者の転倒・転落リスク毎の標準的な防止計画を整理したものであり、経験

年数等の異なる看護師等であっても同水準の防止計画を策定し実施することで、転

倒・転落事故の大幅な低減を目指すものである。 

 

（２）判定リスクに応じた「対策」の考え方 

・判定されたリスク毎の対策を整理すると、次のとおり。 

  ◇リスク判定 C：「標準的対策」を実施 

◇リスク判定 B：「標準的対策」に加え「高リスク患者への対策」を実施 

  ◇リスク判定 A：「標準的対策」及び「高リスク患者への対策」に加え「薬剤使用者へ

の対策」を実施 

・防止対策の実施を意識付けるため、実施する対策については項目チェックを行うとと

もに、【記述欄】には、患者の状態に合わせた具体的な対策や説明内容、患者の反応等

を適宜記入し、スタッフ間での情報の共有を図る。 

 

（３）アセスメントシートによる再評価と対策の見直し 

 ・アセスメントシートによる再評価を行った場合には、必ず本計画表に基づく転倒・転

落防止計画についても見直しを行う。 

 

（４）活用に当たっての留意点 

・本計画表は、患者毎のリスク判定に応じた標準的な転倒・転落防止対策を整理したも

のであるが、これを絶対視することなく弾力的に運用していくことが肝要である。 

・例えば、「単独高リスク項目」へのチェックが無い場合でも、それ以外のチェック項目

が多くリスクが高いと判断される場合には、「高リスク患者への対策」を防止対策に加

えることが必要となる場合があることに留意する。 

 

７．患者・家族への標準的な説明内容 [別紙４] 

・患者が入院する際の転倒・転落リスクの標準的な説明内容について、整理を行ってい

る。説明者は、本標準的説明内容を参考に、患者の個別の事情を考慮しながら、十分

な説明を行い、そして理解を得ることが必要である。 

 

８．抑制・拘束が必要な患者への説明内容・承諾書 [別紙５] 

・患者の抑制・拘束には慎重になるべきであるが、一方で、患者の認知機能の低下と不

穏行動の多発化等により、一定の抑制・拘束が止むを得ない場合もある。 

・その際には、患者及びその家族に対し必要性を十分に説明し、理解を得ることが極め

て重要であり、本説明資料は、この様な観点から、患者の抑制・拘束を行わざるを得

ない場合に、患者及びその家族に対して行うことが必要な説明内容及び承諾書につい

て、標準的な内容を整理したものである。 

 



９．転倒・転落を起こしやすい薬剤リスト [別紙６] 

・患者の認知機能を低下させ、身体機能に大きな影響をもたらす要素として、睡眠鎮静

剤等転倒・転落リスクを増大させる薬剤の使用がある。 

・睡眠鎮静剤等を処方する際は、患者の状態について十分に検討した上で行うことが重

要である。また、看護師等医療者が、各患者が使用している薬剤について正確に把握

しておくことは当然のこととして、その薬剤がどの様な副作用を発生させ転倒・転落

リスクを高めることになるのかを明確に知識として持った上で対策を講じていくこと

が、転倒・転落事故防止対策を進めていくための必須の要件である。 

・本リストは、その使用により特に転倒・転落リスクが高くなると考えられる薬剤のリ

ストであり、本リストを参考に、薬剤部門が中心となり、各病院で実際に使用されて

いる薬剤に応じてリストを完成させるとともに、薬剤使用患者に対する説明を行って

いくことが必要である。 

 

１０．転倒・転落防止体操(ＤＶＤ版)  

・転倒・転落事故を減少させていくためには、患者自らがその予防をしていくことが必

要である。そのためには、ベッド上の生活が長くならざるを得ない患者の身体機能、

特に脚力を出来るだけ減退しないよう配慮していくことが重要なポイントとなる。 

・この DVD はこの様な観点から作成しているものであり、看護師による指導や映像を常

に流し続ける等各病院の状況に応じて活用するものである。 

 

１１．注意喚起のためのステッカー等事例集 [別紙７] 

・患者の自力行動を予防するため、患者への注意喚起のためのポスター・ステッカー等

を例示している。各病院は、これらのポスターやステッカー等を、病室、ベッドサイ

ド、トイレ等に貼付することで、転倒・転落リスクの高い患者が自力での移動を行わ

ず、看護師等による介助を依頼するように方向付けていくことが必要である。 

 

１２．転倒・転落事故事例集 [別紙８] 

・国立病院機構において過去に発生した転倒・転落事故について、大まかな類型を行い

対策を整理したものであり、これらの事例集も参考としながら、転倒・転落防止対策

を推進していくことが必要である。 
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標準的医薬品（'１０）の概要について





 1

標準的医薬品（‘１０）の概要について 

 

 

 

 

１．標準的医薬品の検討経緯 

  平成１８年度より医療安全への寄与、医薬品管理の効率化の観点から本部 

 に「標準的医薬品検討委員会」を設置し、使用医薬品の標準化に取り組んで 

 きたところである。 

 

 

 

 

２．今回の検討概要 

薬効区分が「末梢神経系用薬」と「感覚器官用薬」について、購入実績（平

成１９年度、平成２１年度４～６月）のある２９２品目に対して、以下の点を

基準として小委員会で採否を検討。 

・診療上の必要性 

・採用施設数 

・購入数量 

 

  

 

 

 

  

 

区分 品目数 

新たな薬効区分の

検討 

末梢神経系用薬 １１０ 

感覚器官用薬 １０９ 

小計 ２１９ 

他の薬効区分 ２，３７０ 

合計 ２，５８９ 
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拡大医療安全管理委員会





「拡大医療安全委員会」の開催  

 
○医療事故発生時の院内での対応 
１．医療安全管理委員会の開催 
２．事故に至った経緯の検証作業 
３．事実を踏まえた原因分析と再発防止策の検討 
４．職員へのフィードバック 
５．患者・家族等への対応 

 
○検証作業を事故発生病院のみで行うことの限界 
１．同じ職場の職員同士であるための遠慮 
２．医療行為が、適切な行為（一般的医療水準の実施）であったか否か

を当事者自らが検証することの限界 
３．事故当事者以外に専門医がいないことなどによる人的限界 
４．検証の誤りは、原因分析及び有効な再発防止策に係る検討の方向性

の誤りとなり対策の推進を阻害 
 

国立病院機構の病院ネットワークを活用し、事故発生病院以外の 
病院の専門医も参加した「拡大医療安全委員会」の開催が必要 

 
○拡大医療安全委員会の役割 
１．医療事故に至るまでの医療行為等を、事故発生病院以外の専門医が

時系列に審査。いわば院外カンファレンスと言えるものの実施により、

どの点（時点）が事故の原因であったのか等についての検証を実施 
２．弁護士も参加。弁護士は、検証された事実関係の中から、特に訴訟

上の争点になりそうな点を指摘 
３．事故当事者も委員会には参加。当事者の参加は、委員会の目的が、

事故責任の追及ではなく、当事者を守るため、あるいは再発防止を検

討し医療安全対策を進めていくためであることを納得の上参加 
４．委員に対しては、事前に事当該医療事故に係る診療記録、看護記録

等を配布。十分に目を通した上で参加し審査を実施 
５．委員の指名は、当該医療事故に関連する専門医をその都度、各病院

長の協力を仰ぎながら指名 
６．拡大医療安全委員会で審査する事案は、事故発生病院の申し出があ

ることに加え、当該事故の重大性、周知することの警鐘的意義が高い

と考えられる点等の観点から選定 
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医療安全管理対策に係る研修





医 療 安 全 対 策 に 係 る 研 修

Ⅰ 平成１９年度より医療事故の報告範囲の徹底や、日本医療 機能評
価機構が行う医療事故情報収集等事業へのより一層の協力等医療安全
管理の強化充実を図るため、「国立病院機構における医療安全管理の
ための指針」を見直した。

Ⅱ 医療安全に関する制度の理解、取り組み、評価及び対策に係る知識
・技能の習得することを目的に、各ブロック事務所において、医療安
全対策に係る研修を実施

Ⅲ 平成２１年度研修実施状況（概要）

①研修参加人数・・・４５０名
②参加者の職種・・・各研修の目的、主旨に応じて院長等の医師、医療

安全管理室の担当者、コメディカル全般、事務職
員等

③各ブロック事務所での実施状況

○北海道東北ブロック事務所主催
日 程：平成２１年１１月９日～１３日
参加人数：３６名

（今後、医療安全管理係長に就任が見込まれる看護師長）
主な研修内容

講義：医療安全の基本的な考え方
医療安全教育の要点
医療安全のための組織的な取組の実例

○北海道東北ブロック事務所主催
日 程：平成２２年２月９日
参加人数：２４名

（今後、医療安全管理係長に就任が見込まれる看護師長）
主な研修内容

講義：医療事故当事者のケア
医療訴訟の現状とチーム医療



○関東信越ブロック事務所主催
日 程：平成２１年１１月１６日～２０日
参加人数：５６名

（今後、医療安全管理係長に就任が見込まれる看護師長、
医療安全活動に従事している医師、薬剤師等）

主な研修内容
医療安全管理体制に必要な組織作りとその運営
患者参加型の医療安全管理
事故発生時の対応
インシデントレポート分析の意義と考え方
事例分析演習
分析手法の紹介

○東海北陸ブロック事務所主催
日 程：平成２２年１月２５日～２９日
参加人数：５５名

（医師、技師長等、看護師長、専任RM、事務職員（課
長クラス）、教員等）

主な研修内容
※携わる役割別に３コースを設定
講義：医療安全管理の基本的考え方

医薬品の安全管理
医療機器安全管理の実際
医療安全管理者の役割
医療事故と法的責任
医療ＡＤＲとしてのメディエーションの実践

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ：「ＲＣＡ事例分析」
ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲ ：「医療事故後の対応」

○近畿ブロック事務所主催
日 程：平成２１年１２月７日～９日
参加人数：３０名

（医療安全管理係長候補者）
主な研修内容

講義：医療安全の基礎知識、医療安全管理者の業務の実際
根本原因分析について事例討議



○近畿ブロック事務所主催
日 程：平成２１年１２月１０日～１１日
参加人数：３６名

（医療安全係長候補者及び医療安全推進担当者としての
実務経験のある医師、看護師、コメディカル）

主な研修内容
講義：医療現場におけるトラブルに実態について

各職種からみた医療安全
法から見た医療安全における院内事故調査報告書の作
成方法

○中国四国ブロック事務所主催
日 程：平成２１年６月２２日～２６日
参加人数：３８名

（医師、看護師、コメディカル）
主な研修内容

講義：医療安全のための組織的な取り組みの実際
医療安全の実践に必要なスキル
医療安全の基本的な考え方

グループ討議

○中国四国ブロック事務所主催
日 程：平成２１年１２月１７日～１８日
参加人数：３７名

（医療安全管理係長）
主な研修内容

講義：院内暴力に立ち向かう基本姿勢
院内暴力に対する法的対応策

グループワーク（患者・家族からの暴力の対策）
メディエーションの基本的考え方・実際

○九州ブロック事務所主催
日 程：平成２１年６月１６日～１７日
参加人数：２９名

（医師、看護師）
主な研修内容

講義：院内暴力の実態
病院内における自傷他害事故について
企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針



○九州ブロック事務所主催
日 程：平成２１年７月１４日～１５日
参加人数：５６名

（医師、看護師、事務職員）
主な研修内容

講義：医療事故について

○九州ブロック事務所主催
日 程：平成２１年１０月２９日～３０日
参加人数：２７名

（医師、看護師）
主な研修内容

講義：医療メディエーション講座
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ：拡大医療安全管理委員会について

○九州ブロック事務所主催
日 程：平成２１年１１月３０日～１２月１日
参加人数：２６名

（医療安全管理係長）
主な研修内容

事例検討
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新型インフルエンザに係る
院内感染対策の徹底について





医 発 第 0 8 2 0 0 0 1 号

平成２１年 ８ 月２０日

各 院 長
殿

各 ブ ロ ッ ク 担 当 理 事

独立行政法人国立病院機構本部
医 療 部 長

（ 押 印 省 略 ）

新型インフルエンザに係る院内感染対策の徹底について

（注意喚起）

新型インフルエンザが発生した場合の医療体制については、通知等に基づき、既に各病

院において適切に対応いただいているところです。

現在、新型インフルエンザの感染は拡大している状況にあり、「本格的な流行がすでに

始まっている可能性がある（８月19日厚生労働大臣会見）」ことから、感染防止対策の充

実が求められています。

また、今般、機構内の病院において、新型インフルエンザの発生に伴う国内の３人目の

死亡が確認されたと同時に同病院において院内感染事例が発生しました。

つきましては、各病院におかれましては、特に下記の点（「別紙１」通知の抜粋）に留

意されるとともに、「別紙１」及び「別紙２」を参考とし、新型インフルエンザに係る院

内感染対策に遺漏なきようお願いいたします。

記

別紙１『「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」

の改定について』より抜粋

第１ 改定の趣旨

（略）

第２ 運用指針の改定に伴う取扱いの変更点について

１．地域における対応について

（１）発生患者と濃厚接触者への対応

①患者の診療

○新型インフルエンザの患者は原則として外出自粛・自宅療養。

○基礎疾患を有する者等に対しては、早期から抗インフルエンザウイルス薬を投与。

重症化するおそれがある者については優先的にＰＣＲ検査を実施し、必要に応じ

入院治療。



②濃厚接触者への対応

○新型インフルエンザ患者の濃厚接触者については、外出自粛など感染拡大防止行

動の重要性をよく説明して協力を求めるとともに、一定期間に発熱等の症状が出

現した場合は、保健所への連絡を要請。

○原則として予防投与は行わないが、基礎疾患を有する者等については、医師によ

り重症化の危険性があると判断される場合には、抗インフルエンザウイルス薬の

予防投与を実施。

（２）医療体制

②外来部門における対応

○発熱外来のほか、全ての医療機関で発熱患者の診療を実施。その際、外来部門に

おける院内感染対策を徹底。

⇒ ・季節性インフルエンザと同様に発熱患者はマスクを着用する

⇒ ・医療従事者は可能な限り常時サージカルマスクを着用する

⇒ ・発熱患者については、他の患者からできるだけ離れた場所（可能なら別室）

で診察を待つようにする、発熱患者とその他の患者について医療機関内の受

診待ちの区分を分ける、診療時間を分けるなど、空間的・時間的に発熱患者

とその他の患者を分離するよう努める

⇒ ・特に基礎疾患を有する者等へ感染が及ばないよう十分な感染防止措置を講じ

る必要がある

③入院部門における対応

○重症患者については、院内感染の拡大防止に努めつつ、感染症指定医療機関以外

の一般医療機関においても入院の受入れを実施。

○原則として陰圧病床での管理は不要であるが、人工呼吸器を使用する場合には、

陰圧病床の使用を検討。

⇒ ・発熱している入院患者については新型インフルエンザの可能性があるものと

して当該患者が入院する病室や病棟を集約する

⇒ ・基礎疾患を有する者等が発熱した場合についても集約している病室や病棟に

移動させる

以下 略

（参考）関連する通知等については、厚生労働省のホームページを参照下さい。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/inful_taisho.html



資料　22

地域連携クリティカルパス実施状況





大腿骨頸部骨折 脳卒中 その他
1 北海道医療センター × ○
2 弘前病院 ○ ○
3 青森病院 × ○
4 盛岡病院 × ○
5 岩手病院 ○ ○
6 仙台医療センター ○ ○
7 山形病院 ○ ○
8 米沢病院 × ○
9 福島病院 ○ ×

10 いわき × ○
11 水戸医療センター ○ ○
12 霞ヶ浦医療センター × × 経内視鏡的胃瘻造設術
13 宇都宮病院 × ○ 糖尿病
14 高崎総合医療センター × ○
15 沼田病院 × ○
16 埼玉病院 × ○
17 東埼玉病院 ○ ○
18 千葉医療センター × ○ 前立腺生検
19 東京医療センター ○ ○ 乳ガン
20 災害医療センター ○ ○
21 東京病院 × ○
22 村山医療センター ○ ○
23 横浜医療センター × ○ 糖尿病
24 相模原病院 ○ ×
25 神奈川病院 × ○
26 さいがた病院 × ○
27 長野病院 ○ ○ ＤＡ・胃ろう造設・PCI施行後
28 北陸病院 × × 統合失調症
29 名古屋医療センター ○ ○
30 東名古屋病院 ○ ○
31 滋賀病院 × ○
32 紫香楽病院 × × 大腸がん
33 京都医療センター ○ ○
34 大阪医療センター × ○
35 刀根山病院 × × 結核
36 姫路医療センター ○ ○
37 兵庫中央病院 ○ ×
38 奈良医療センター × ○
39 南和歌山医療センター ○ ○ 肺癌、C型慢性肝炎
40 和歌山病院 × × 肺結核、ＣＯＰＤ、虚血性心疾患
41 鳥取医療センター × ○
42 米子医療センター × × 胃がん、大腸がん
43 浜田医療センター × ○
44 岡山医療センター ○ ○ 糖尿病、ＨＯＴ、ＣＫＤ
45 呉医療センター ○ ○
46 福山医療センター ○ ○ 心筋梗塞
47 東広島医療センター × ○
48 関門医療センター ○ ×
49 岩国医療センター ○ ○ 心筋梗塞
50 東徳島病院 × × 糖尿病、内視鏡検査
51 善通寺病院 ○ ×
52 四国がんセンター × × 肺・胃・大腸・肝・乳がん術後
53 愛媛病院 ○ ○
54 高知病院 × ○ 胃瘻増設
55 九州医療センター ○ ○
56 福岡病院 × × レミケード
57 福岡東医療センター ○ ○ 結核
58 嬉野医療センター ○ ○ 冠動脈バイパス術、弁置換術
59 長崎病院 ○ ×
60 長崎医療センター ○ ○ ＰＣＩ（冠動脈カテーテル）
61 長崎川棚医療センタ－ × ○ 脳梗塞

62 熊本医療センター ○ ○
TKA、THA、ﾍﾟｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ・ﾘﾊﾞﾘﾝ、
下腿骨折

63 宮崎東病院 × × 胃ろう交換
64 都城病院 ○ × 緩和ケア
65 指宿病院 × × ＥＳＤ後

32 47 27

地域連携クリティカルパスの種類
病院名

合　　計

地域連携クリティカルパス実施状況
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医療の標準化に向けた取組
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２００９臨床評価指標の概要
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臨床評価指標の改善に関する
検討委員会中間報告書
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ＥＢＭの普及のための研修会実施状況





受講者数

初級ＣＲＣ対象研修会（ＣＲＣ初任者研修：講義） 86名

初級ＣＲＣ対象研修会（ＣＲＣ初任者研修：実習） 50名

ＣＲＣアドバンスド研修会（ＣＲＣスキルアップ研修会） 33名

治験及び臨床研究倫理審査委員に関する研修 59名

ブロック治験研修会 200名

臨床研究のデザインと進め方に関する研修 47名

計 475名

口腔ケア研修会 25名

ＨＩＶ感染症研修 19名

災害医療従事者研修会 90名

長期入院患者のＡＤＬ向上に関する研修 20名

ＥＢＭに関する研修 51名

放射線安全管理研修 34名

診療放射線技師研修会 266名

計 505名

医療安全に関する研修会 547名

小児救急研修会 59名

臨床研修指導医研修会 131名

計 737名

合　　計 1,717名

ＥＢＭの普及のための研修会実施状況

研　　　修　　　名

１．質の高い治験・臨床研究を推進するための研修

２．臨床研究センター等を中心とした研修

３．ブロック単位での研修
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総合研究センターの概要





国
立

国
立

病
院

機
構

総
合

研
究

セ
ン
タ

に
つ
い
て

病
院

機
構

総
合

研
究

セ
ン
タ

に
つ
い
て

国
立

国
立

病
院

機
構

総
合

研
究

セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

病
院

機
構

総
合

研
究

セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

１
．
趣

旨
「
臨
床
研
究
、
治
験
、
診
療
情
報
の
分
析
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
本
部
に
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

を
設
置
し
、
政
策
医
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た
調
査
研
究
・
情
報
発
信
機
能
の
強
化
を
図
る
。
」
（
中
期
計
画
）

２
組

織
２
．
組

織
（
１
）
総
合

研
究

セ
ン
タ
ー
長
（
理
事
長
併
任
）
の
下
、
３
部
体
制
。

臨
床
研
究
統
括
部

臨
床
研
究
統
括
部

セ
ン
タ
ー
長

治
験
研
究
部

セ
ン
タ
ー
長
補
佐

診
療
情
報
分
析
部

（
２
）
臨
床
研
究
統
括
部
と
治
験
研
究
部
は
、
こ
れ
ま
で
の
医
療
部
研
究
課
を
移
管
・
拡
充
。

（
３
）
診

療
情

報
分

析
部

に
は
、
研
究
員
（
任
期
付
常
勤
）
及
び
Ｓ
Ｅ
を
採
用
。

（
）
診
療
情
報
分
析
部

は
、
研
究
員
（
任
期
付
常
勤
）
及
び

を
採
用
。

３
．
診
療
情
報
分
析
部
の
平
成
２
２
年
度
業
務
計
画
（
別
紙
）



診
療

情
報

分
析

部
門

の
ミ
ッ
シ
ョ
ン

診
療

情
報

分
析

部
門

の
ミ
ッ
シ
ョ
ン

「
政

策
医

療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活

用
し
た
診

療
情

報
の

収
集

・
分

析
に
よ
り
、
医

療
の

質
「
政

策
医

療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活

用
し
た
診

療
情

報
の

収
集

・
分

析
に
よ
り
、
医

療
の

質

の
向
上
と
均

の
向
上
と
均
て
ん
化
に

て
ん
化
に
つ
な
が

る
エ
ビ
デ
ン
ス
を
集

積
つ
な
が

る
エ
ビ
デ
ン
ス
を
集

積
の
向
上
と
均

の
向
上
と
均
て
ん
化
に

て
ん
化
に
つ
な
が

る
エ
ビ
デ
ン
ス
を
集

積
つ
な
が

る
エ
ビ
デ
ン
ス
を
集

積

す
る
と
と
も
に
、
医

療
政

策
に
貢

献
」

す
る
と
と
も
に
、
医

療
政

策
に
貢

献
」

①
臨
床
評
価
指
標
の
継
続
的
提
示
を
通
じ
て
、
国
立
病
院
機
構
各
病
院
の
医
療
の
質
を
計
測
し
、
そ
の

向
上
を
図
る
。

②
患
者
の
病
態
に
あ
っ
た
適
切
な
医
療
（
標
準
的
な
医
療
）
を
提
供
し
て
い
く
た
め
の
標
準
的
医
療
プ
ロ

セ
ス
を
提

示
す
る

セ
ス
を
提

示
す
る
。

③
国
立
病
院
機
構
各
病
院
に
お
け
る
政
策
医
療
の
実
施
状
況
の
検
証
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
政
策
医
療
遂

行
能
力
を
向
上
さ
せ
る
。

④
国
立
病
院
機
構
各
病
院
の
地
域
医
療
に
お
け
る
役
割
の
明
確
化
、
存
在
意
義
の
検
証
を
行
う
こ
と
で
、

国
立
病
院
機
構
各
病
院
の
地
域
医
療
に
お
け
る
役
割
を
一
層
向
上
さ
せ
る
。

⑤
地
域
、
あ
る
い
は
地
域
類
型
毎
の
医
療
・
健
康
情
報
の
提
供
等
を
通
じ
て
国
の
医
療
政
策
立
案
に
貢

献
す
る
。

⑥
民
間
企
業
等
か
ら
の
要
請
に
応
じ
た
研
究
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
（
受
託
研
究
）
に
よ
り
、
医
療

・
健

康
産

業
⑥

民
間
企
業
等
か
ら
の
要
請
に
応
じ
た
研
究
レ
ポ

ト
の
作
成
（
受
託
研
究
）
に
よ
り
、
医
療

健
康
産
業

の
活
性
化
に
貢
献
す
る
。



診
療

情
報

分
析

部
平

成
診

療
情

報
分

析
部

平
成
2222

年
度

業
務

計
画

年
度

業
務

計
画

（
別
紙
）

【
運

営
体

制
の

整
備

】
①
診
療
情
報
収
集
・
分
析
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
安
定
的
運
営
の
確
保

②
診
療
情
報
収
集
等
に
係
る
運
用
ル
ー
ル
等
各
種
規
程
の
検
討
・
整
備

③
各
病
院
に
対
す
る
診
療
情
報
分
析
部
の
業
務
内
容

デ
タ
収
集
体
制
等
の
説
明

③
各
病
院
に
対
す
る
診
療
情
報
分
析
部
の
業
務
内
容

、
デ
ー
タ
収
集
体
制
等
の
説
明

新
シ
ス
テ
ム
で
収

集
を
開

始
す
る
診

療
情

報
の

種
類

【
D
P
C
病

院
】

①
D
P
C
調
査
デ
ー
タ
（
入
院
）
⇒
既
に
M
E
D
I-
A
R
R
O
W
S
に
よ
り
収

集
②

D
P
C
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
（
入

院
）

②
D
P
C
レ
セ
プ
ト
デ

タ
（
入

院
）

③
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
（
入

院
・
外

来
）

【
非

D
P
C
病

院
】

①
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
（
入

院
・
外

来
）

②
レ
セ
プ
ト
E
/
F
フ
ァ
イ
ル

形
式

デ
ー
タ
（
入

院
）

【
究

事
業

】
【
研

究
事

業
】

①
D
P
C
調
査
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
研
究

［
課

題
例

］
・
N
H
O
の
急
性
期
医
療
機
能
と
地
域
で
の
役
割
を
評
価
す
る
と
と
も
に

我
が
国
の
急
性
期
医
療
の
標
準
化
と

・
N
H
O
の
急
性
期
医
療
機
能
と
地
域
で
の
役
割
を
評
価
す
る
と
と
も
に
、
我
が
国
の
急
性
期
医
療
の
標
準
化
と

質
の

向
上

を
リ
ー
ド
す
る
診

療
プ
ロ
セ
ス
の

ベ
ス
ト
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の

あ
り
方

を
示

す
等

②
厚
労
科
研
費
に
よ
る
研
究
事
業

［
申

請
課

題
］

「
保
存

診
療
デ

次
適

療
提
供
プ

び
・
「
保

存
さ
れ
た
診

療
デ
ー
タ
の
二
次
利
用
適
用
レ
ベ
ル
に
準
じ
た
、
医

療
提
供
プ
ロ
セ
ス
及

び
ア
ウ
ト
カ
ム
の

病
院
横
断
比
較
、
年
次
縦
断
比
較
に
関
す
る
多
施
設
共
同
研
究
」

③
診
療
情
報
収
集
・
分
析
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
新
臨
床
評
価
指
標
に
係
る
デ
ー
タ
収
集
を
開
始
し
、
新
指
標
の
妥
当

性
等
に
つ
い
て
検
証
を
行
う
と
と
も
に
必
要
な
修
正
を
行
う

性
等
に
つ
い
て
検
証
を
行
う
と
と
も
に
必
要
な
修
正
を
行
う

④
傷
病
別
患
者
数
・
医
療
費
等
基
礎
統
計
の
把
握
を
通
じ
た
N
H
O
の
位
置
付
け
の
明
示

⑤
医
療
安
全
対
策
を
は
じ
め
と
し
た
医
療
の
質
に
関
す
る
研
究
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に
M

ed
ic

al
E

vi
de

nc
e 

M
at

te
rs

収
録

す
る

こ
と

に
よ

り
更

に
臨

床
現

場
の

医
師

に
有

用
な

コ
ン

テ
ン

ツ
強

化
を

図
っ

て
い

ま
す

。
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P
ro

Q
ue

st
は

画
像

化
し

て
参

照
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

る
論

文
も

多
い

た
め

、
P

D
Fフ

ァ
イ

ル
が

数
メ

ガ
バ

イ
ト

 に
及

ぶ
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
 

現
在

の
H

O
S

P
ne

tの
ス

ピ
ー

ド
で

は
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
が

困
難

な
場

合
も

多
く
み

ら
れ

ま
す

。
画

面
の

表
示

方
法

を
TE

X
T＋

G
ra

ph
ic

sに
し

て
い

た
だ

け
れ

ば
小

さ
い

か
と

は
思

い
ま

す
が

P
D

Fで
保

存
し

た
い

こ
と

も
多

い
か

と
思

い
ま

す
。

P
ro

Q
ue

st
に

は
参

照
し

た
い

論
文

を
メ

ー
ル

と
し

て
転

送
す

る
機

能
が

あ
り

ま
す

！
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図
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択
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ea
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ク

リ
ッ

ク
す
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論
文

が
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択
さ
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ま

す
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長期療養者のＱＯＬの向上等





○
長

期
療

養
者

の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の

向
上

等

長 期 療 養 者

積
極

的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等

の
受

け
入
れ

※
受

入
施

設
数

平
成

２
０
年

度
１
３
６
施

設
平

成
２
１
年

度
１
３
８
施

設

在
宅

支
援

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
協

力

※
都

道
府

県
が

実
施

す
る
重

症
難

病
患

者
入
院

施
設

確
保

事
業

の
拠

点
・協

力
施

設
数

平
成

２
０
年

度
７
４
施

設
（
拠
点

２
４
、
協

力
５
０
）

平
成

２
１
年
度

７
７
施

設
（
拠
点

２
４

協
力
５
３
）

受
入

施
設

の

拡
大

協
力

施
設

の

増
加

者 の Ｑ Ｏ Ｌ の 向 上 等

平
成

２
１
年
度

７
７
施

設
（
拠
点
２
４
、
協

力
５
３
）

重
症

心
身

障
害
児

（
者
）
等
の
在

宅
療

養
の
支

援

・
通

園
事

業
等

の
推

進

・
在

宅
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
協

力

※
通

園
事

業
実

施
施

設
数

平
成

２
０
年

度
２
８
施

設
（
A
型

３
、
B
型

２
５
）

平
成

２
１
年

度
２
８
施

設
（
A
型

４
、
B
型

２
４
）

障
害

者
自

立
支
援

法
に
基
づ
く
療

養
介
護

事
業

の
体
制

の
強
化

※
療

養
介
助

職
配
置

数

平
成

２
０
年
度

４
９
病

院
５
６
３
名

平
成

２
１
年
度

５
３
病

院
７
２
９
名

療
養

介
護

職

の
増

員

支
援

事
業

の

充
実





資料　30

重症心身障害児（者）通園事業の推進





重
症
心
身
障
害
児
（
者
）
通
園
事
業
の
推
進

○
対

象
：
重

症
心

身
障

害
児

（
者

）

○
実

施
主

体
：
都

道
府

県
・
指

定
都

市
・
中

核
都

市

○
目

的
：
在

宅
の

重
症

心
身

障
害

児
（
者

）
に
対

し
、
通

園
の

方
法

に
よ
り
必

要
な
療

育
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
運

動
機

能
等

の
低

下
を
防

止
す
る
と
と
も
に
そ
の

発
達

を
促

し
、
併

せ
て
保

護
者

等
に
家

庭
に
お
け
る
療

育
技

術
を
習

得
さ
せ

、
も
っ
て
在

宅
重

症
心

身
障

害
児

（
者

）
の

福
祉

の
増

進
に
資

す
る
こ
と

○
指

導
・
訓

練
内

容
：
理

学
療

法
、
作

業
療

法
、
言

語
療

法
等

に
よ
る
機

能
回

復
訓

練
、
日

常
生

活
に
お
け
る
基

本
的

動
作

の
指

導
、
集

団
生
活
へ
の
適
応
等

の
訓

練

○
種

別
：
Ａ
型

（
利

用
人

員
１
５
人

）
→

リ
フ
ト
付

き
通

園
バ

ス
等

の
設

備
が

必
要

○
種

別
：
Ａ
型

（
利

用
人

員
１
５
人

）
リ
フ
ト
付

き
通

園
ス
等

の
設

備
が

必
要

平
成

２
１
年

度
は

、
南

岡
山

医
療

、
鳥

取
医

療
、
香

川
小

児
、
福

岡
の

４
病

院
が

実
施

Ｂ
型
（
利
用
人
員
５
人
）
→
既

存
施

設
の

設
備

を
利

用
平

成
２
１
年

度
は

、
青

森
、
下

志
津

、
甲

府
、
ま
つ
も
と
医

療
（
中

信
松

本
病

院
）
、
富

山
、
医

王
、
七

尾
、

静
岡
て
ん
か
ん
・
神

経
医

療
、
静

岡
富

士
、
三

重
、
鈴

鹿
、
福

井
、
あ
わ

ら
、
兵

庫
青

野
原

、
松

籟
荘

、
和

歌
山

、
静

岡
て
ん
か

ん
神

経
医

療
、
静

岡
富

士
、

重
、
鈴

鹿
、
福

井
、
あ
わ

ら
、
兵

庫
青

野
原

、
松

籟
荘

、
和

歌
山

、
山

口
宇

部
医

療
、
高

知
、
肥

前
精

神
医

療
、
長

崎
、
熊

本
再

春
荘

、
西

別
府

、
宮

崎
、
南

九
州

の
２
４
病

院
が

実
施

○
１
日

の
流

れ
（
例

）
９
：
３
０

登
園

登
園

１
０
：
０
０

診
察

１
０
：
３
０

朝
の

集
い
・
療

育
活

動
・
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー

１
２
：
０
０

昼
食

１
３
：
３
０

療
育
活
動

・
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー

療
育
活
動

イ
ラ

１
４
：
３
０

お
や

つ
タ
イ
ム

１
５
：
０
０

終
わ

り
の

会
・
お
迎

え
１
５
：
３
０

降
園
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療養介助職の配置による効果





療 養 介 助 職 の 配 置 に よ る 効 果

１．療養介助員の配置状況

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

24病院 39病院 43病院 49病院 53病院
143人 314人 409人 563人 729人

２．療養介助員を採用した病院での活動状況

（１）採用による主な効果

① 直接的効果（療養介助員が実施する業務による効果など）

・日常生活ケア（食事介助、口腔ケア、清拭、フットケア、ベッドの周り
の環境整備等）の充実が図られた。

・手足の清拭、マッサージを行なうなど、就寝までのケアの充実が図られ、
患者の就寝がスムーズになった。

・排泄や食事介助に患者を待たせることが大幅に少なくなった
・療養環境の調整に花を生けるなど従来にない配慮ができるようになっ
た。

・パジャマから日常着への着替えが確実にでき、患者が生活のメリハリを
つけることができるようになった。

・看護師や療養介助員が患者のそばに多く行けるようになり、患者の安心
感につながっている。

・家人とのコミュニケーションがとれるようになった。
・「診療補助に関わる周辺業務」としてメッセンジャー業務を入れ、スム
ーズに業務ができている。 など



② 間接的効果（看護職が看護業務に集中特化できるようになったなどの効
果など）

・看護師は、日常生活のケアのほか、呼吸リハビリテーションや重症児へ
のケアの充実が図られた。

・食事介助を介助員が行う間、看護師は摂食訓練へのケアができるように
なった。

・介護職導入により職員を再配置し、２施設でＡ型通園事業を開始した。
・看護師が急変患者、重傷者等に対応している際、介助員が他の患者に関
わることにより安心して看護業務にあたることができるようになった。

・介護員の指導が必要となり看護師の教育の場となり業務への責任感が強
くなった。

・車いす移乗時に看護師の負担が軽減した。 など

（２）採用された療養介助員の評価

・ヘルパー２級、介護福祉士という資格を持っているため、介助の方法につ
いて知識があり、少しの助言で患者の介助ができる。

・看護補助業務を行なう上で看護助手に比べると、チームメンバーの一員と
しての認識が強いように感じる。

・有資格者なので指導すれば適切な援助ができる。
・福祉という医療者とは別の視点で環境を見てくれるなど、看護師への刺激
となっている。

・これまでの経験が生かされ、積極的に取り組む姿勢がある。
・老人施設関係で勤務経験のあるやる気のある人を採用できた。 など

（３）その他

看護師の採用困難病院においても、療養介助員は応募者も多く円滑に採用で
きた。



療養介助職導入による効果の具体事例

１．離床意欲が低下してきた患者への声かけと気分転換による離床意欲を高

める働きかけ

【概 要】
○ 電動車椅子で病棟の中や外を事由に移動しながら出会う人々と会話した
り、素敵な笑顔を見せてくれていた患者が、最近ベッドからあまり離床し

なくなり、日中もベッド上で生活することが多くなった。この患者が離床

したくなくなった原因を考え、今後の離床時間を増やす方法についての取

組みを行った。

【原因についての検討】

○ 患者の１週間の離床状況を調べるためのチェック表を作成し、その時に
対応したスタッフの情報等から、離床しやすい時間帯、離床に繋がりやす

い患者の状態や意思について整理し、「離床することは楽しい時間である」

という意識を持ってもらうための取組み行った。

【介助計画】

① 抱っこをしたり、患者の笑顔が多く見られた散歩、買い物に誘い積極的
に離床を促すよう声掛けを行う。

② 離床を行う前は、患者が興味のある話（テレビドラマ等）をして気分を
盛り上げる。

③ 離床時間を特に指定することなく、患者の体調や気分を考慮した上で様
子を見ながら常時行う。

④ 療育時に離床しなかった日や離床機会の少ない土日は、積極的に声掛け
を行い離床を促す。

【結果と考察】

○ 以上の結果、離床をすることで楽しみを感じてもらうことができ、離床
意欲が高まり、離床する時間が増えた。これは、今回の取組み前と比較し

て声掛けが多くなったこと等コミュニケーションを図る機会が増えたこと

が大きな理由と考えられる。

○ コミュニケーションの不足は患者の不満、怒り、さらに不安に陥り、外
出しない、ベッドから出てこないなど他者との接触を拒むこととなり、時

に離床は患者に苦痛を与えるものでもあることを感じた。



２．トイレ誘導を行って（患者サインとリズムを掴むまで）

【概 要】
○ 排泄介助は、健康状態のチェックと異状の早期発見、合併症の予防、ADL
自立への第一歩（快・不快の意識）という点で、大きな意義がある。また、

重症児のコミュニケーションの重要な機会でもあるため、トイレでの排泄

が自立していない患者の排泄パターンを理解するため、排泄誘導時、排泄

の有無のチェックを行った。その際、患者と療養介助職との間でサインを

取り決め、トイレに行くときにはサインを送るように働きかけた。結果、

患者の排泄に関する問題点と方向性が明らかになった。

【介助計画】

① 食後、オムツ交換時、活動の前後、睡眠の前後に介助職がトイレ誘導を
行う。

② トイレ誘導後、トイレで排泄ができたら頭を撫でたり抱きしめたりし、
たくさん褒めることにより次回への意欲を高める。

③ トイレ誘導修了後、介助職が患者のトイレでの様子や排泄の有無、サイ
ンの有無、誘導時間、誘導前におむつ内に排泄があったかをチェック表に

３ヶ月間チェックし、排泄時間帯を把握する。

④ トイレに行く前に療養介助職が患者のオムツの前辺りをトントンと叩き、
声掛けをしながらトイレに行くことを伝える。

【結果と考察】

○ トイレに行く前に療養介助職がサインを出すと患者も自らサインを出し、
ベッドから降りることや立ち上がったりすることがあった。また、トイレ

で排泄ができた時に撫でたり抱きしめたりし、褒めると笑顔が見られた。

○ 褒めるとは「行動を褒めること。又、褒めるタイミングはその最中か直
後が有効的」と言われているように、トイレで排泄ができた時に療養介助

職に褒められ患者に笑顔が見られたことにより、褒めるという行為は効果

があったと考えられる。トイレで排泄すると褒められるという喜びを感じ

ることにより、次回への意欲を高めることができた。



３．脱気及び腹部マッサージによる腹部膨満及び不快の軽減

【概 要】
○ 患者は、日中のほとんどをベッド上で生活し、ほぼ寝たきりの状態であ
る。呑気症があるため、覚醒時は腹部膨満になっていることが多く、症状

がひどくなると座位を取ることが苦痛になったり、嘔吐したりすることが

あった。そこで、定期的に腹部マッサージやタッピングを取り入れること

で、胃部、腸管の脱気、腸蠕動の亢進により腹部膨満の軽減につながり、

快適な日常生活を送れるのではないかと考え取り組んだところ、効果が見

られた。

【介助計画】

①食事前にベッドのギャッジを上げてから介助を行う。

②食事の後は座位にし、背部をタッピングして脱気を促す。

③ベッド上又は畳の上で腹部マッサージを行う。

【結果と考察】

○ 取組みを行う前と比べ取組みを行った後は、腹部膨満の日が少なくなり、
腹部膨満なしの日が多くなっていた。これは、脱気やマッサージを行うこ

とで胃の膨満や腸の鼓腸が軽減したためだと考えられる。腹囲測定の結果

から、腹部膨満のある時と無い時では復位に１０㎝近く差があることが確

認できた。

○ また、自然排便がほとんど見られなかった患者であったが、食事後に座
位をとらせたことの効果もあり、取組み開始後２０日間に自然排便が３回

見られた。

○ 背部タッピングや腹部マッサージは、タッチングの効果による精神的落
ち着きにもつながり、スキンシップや話しかけるなど接する時間が増えた

ことで、笑顔を見せてくれるなど患者の表情にも変化が見られた。



４．口腔ケアを嫌がる患者へのアプローチ

【概要】

○ 口腔ケアとは、口腔の疾病予防、健康の保持増進、リハビリテーション
などによって、その患者のＱＯＬの向上を目指した看護や介助をいい、広

義には口腔疾患治療及び予後管理、教育、相談、予防処置を含んだ、単に

口腔領域にとどまらず全人間的支援を意味するものであり、重症心身障害

者（児）にとっても、口腔ケアは日常生活に欠かせないケアの一つである。

○ 今回、自己主張が強く、他人に口腔内を触れられることを嫌がる患者に
対し、患者自身が歯磨きに興味を示すような取組みを行った。

【介助計画】

① 好きな紙を持たせる、外の景色を見せるなどにより、患者の喜ぶ環境を
作る。

② ハブラシを手渡し、口元まで動かすかを観察する。手を動かさない場合
は、声掛けや本人の手に療養介助職が手を添えて口元まで手を動かす。

③ はじめは一緒に手を動かし、歯磨きを行う。本人の様子を見ながら途中
で手を離し、手を動かすかを観察する。

④ 手を動かし始めたら、ハブラシの向きを変える介助を行い、口腔全体が
磨けるようにする。

⑤ 最後に療養介助職が歯磨きを行い口腔内を清潔にした後、本人を褒める。

【結果と考察】

○ 環境作りや習慣づくりを行うことにより、ハブラシを持つようになって
きた。ハブラシを持たない場合でも、療養介助職と一緒に歯磨きを行うう

ちにハブラシを本人が持つこともあった。

○ ハブラシを口腔内に入れるが動かさないという行動も見られたが、「ごし
ごし」と声掛けを行うと、手を前後に動かし始めることもあった。また、

むらはあるが、本人が進んで手を動かす動作も見られるようになった。

○ ハブラシを持つことに関して、同じ動作を繰り返す習慣づけが効果的だ
ったと考える。本人の喜ぶ環境づくりに配慮し、遊び感覚で歯磨きを行え

るよう関わりを持つことが変化に繋がったと考える。
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療養介助職配置病院





病床種別 人数 病床種別 人数 病床種別 人数 病床種別 人数 病床種別 人数

道北 筋ジス 3 筋ジス 3 筋ジス 3 筋ジス 5

八雲 筋ジス 8 筋ジス 8 筋ジス 8 筋ジス 12 重心、筋ジス 15

青森 筋ジス 10 筋ジス 10 筋ジス 12 筋ジス 21

西多賀 筋ジス 7 筋ジス 16 筋ジス 32 筋ジス 50

あきた 筋ジス 10 筋ジス 10 筋ジス 10 筋ジス 22

米沢 重心 4 重心 4 重心 4 重心 4 重心 4

西群馬 重心 4 重心 4 重心 4 重心 4 重心 4

東埼玉 筋ジス 12 筋ジス 18 筋ジス 36 筋ジス 36

千葉東 重心 8 重心 12 重心 15 神経難病、重心 26 神経難病、重心 26

下志津 重心、筋ジス 8 重心、筋ジス 20 重心、筋ジス 20 重心、筋ジス 22 重心、筋ジス 25

箱根 筋ジス 8 筋ジス 17 筋ジス 17 筋ジス 20 筋ジス 25

神奈川 重心 4 重心 8 重心 8 重心 8 重心 8

西新潟中央 重心 4 重心 4 重心 4 神経難病、重心 14 神経難病、重心 14

新潟 筋ジス 8 筋ジス 12 筋ジス 12 筋ジス 12 筋ジス 21

東長野 0 重心 4

まつもと医療（中信松本） 重心 4 重心 8 重心 16 重心 16 神経難病、重心 24

小諸高原 重心 4 重心 4 重心 4 重心 4 重心 4

富山 重心 8 重心 8 重心 8

医王 神経難病、筋ジス 12 神経難病、筋ジス 12 神経難病、筋ジス 18 神経難病、筋ジス 27

石川 重心 4 重心 3 重心 3 重心 1

長良医療 筋ジス 12 筋ジス 17

静岡てんかん 神経難病 4 神経難病 4

豊橋医療 0 重心 4

三重 重心 4 重心 4 重心 4 重心 4 重心 4

鈴鹿 重心 4 重心、筋ジス 20 重心、筋ジス 20 重心、筋ジス 20 重心、筋ジス 21

福井 重心 4 重心 8 重心 8 重心 12 重心 12

あわら 療養病棟 9 療養病棟 6 療養病棟 6 療養病棟 6

宇多野 筋ジス 8 筋ジス 20

南京都 重心 4 重心 4 重心 4 重心 8 重心 8

兵庫青野原 重心 4 重心 4 重心 4 重心 4 重心 4

兵庫中央 神経難病、重心、筋ジス 28 神経難病、重心、筋ジス 28

奈良医療 神経難病 4 神経難病 4 神経難病 4

和歌山 重心 4 重心 5

鳥取医療 神経難病 8 神経難病 8

松江医療 筋ジス 1 重心、筋ジス、神経難病 16 重心、筋ジス、神経難病 16 重心、筋ジス、神経難病 19

浜田医療 0 回復期リハ 8

南岡山医療 神経難病 16 神経難病 16 神経難病 16

広島西医療 0 筋ジス 8

東徳島 重心 4 重心 4 重心 4 重心 4 重心 4

徳島 神経難病、筋ジス 16 神経難病、筋ジス 16 神経難病、筋ジス 16 神経難病、筋ジス 22

香川小児 重心 4 重心 4 重心 4 重心 8 重心 16

愛媛 重心 4 重心 4 重心 10 重心 10 重心 10

福岡 重心 24 重心 24 重心 24 重心 24 重心 24

大牟田 筋ジス 2 筋ジス 10 筋ジス 16 筋ジス 24

肥前精神医療 精神 10 精神 10 精神 10 精神 10 精神 10

長崎 神経難病 4 神経難病 4 神経難病 4 神経難病 4

長崎川棚医療 筋ジス 16 筋ジス 16 筋ジス 16 筋ジス 16

菊池 精神 5 精神 5 精神 5 精神 5 精神 5

熊本再春荘 筋ジス 3 筋ジス 3 筋ジス 3 筋ジス 3

西別府 重心 4 重心 4 重心 4 重心 4 重心 15

宮崎東 筋ジス 5 筋ジス 5 筋ジス 5 筋ジス 4

南九州 重心 4 重心 4 重心 4 重心 4 重心、筋ジス 16

沖縄 0 筋ジス 16 筋ジス 16 筋ジス 16

合　計 24 病院 143 人 39 病院 314 人 43 病院 409 人 49 病院 563 人 53 病院 729 人 29 病院 586 人

対１７年度

療養介助職の導入施設と配置定数

病院名
17' 18' 19' 20' 21'
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地域医療への一層の取組
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公表なし
今後

公表予定

がん 脳卒中 心疾患 糖尿病 救急 災害 へき地 周産期 小児

北がん
地域連携拠点 急性期 急性期 三次、二次（その

他）
災害拠点、
DMAT指定

エイズ拠点

札幌南 エイズ拠点

西札幌
回復期 急性期 二次（輪番） 標榜、二次救

急、小児救急支

函館 急性期 二次（輪番） 標榜 標榜

道北 急性期、回復期 二次（輪番） 標榜 エイズ拠点

帯広 急性期 標榜

八雲 標榜

弘前
診断機能、標準
的治療、集学的
治療

急性期、回復期 再発予防 初期・安定期 救急病院輪番、
救急告示

臨床研修病院 地域センター、
障害児受入機関

二次救急輪番 二次被ばく医療機関、
エイズ拠点

八戸
がんの診断機能 回復期 初期・安定期、

専門治療、急
性・慢性合併症

障害児の受入
（重心）

一般小児医療 被ばく医療救護所関係機
関

青森
回復期 救急告示 障害児の受入

（重心）
二次救急輪番 初期被ばく医療機関、結

核指定機関

盛岡
予防、回復期、
維持期

予防 初期・安定期、
専門治療、急
性・慢性合併症

二次（輪番） エイズ拠点

花巻
うつ対策、
医療観察法病棟

岩手
予防、回復期、
維持期

維持期 初期・安定期 二次（輪番） エイズ拠点

釜石 予防 初期・安定期

仙台
地域連携拠点、
専門診療

急性期、回復期 急性期 初期・安定期、
専門、急性増悪

三次 災害拠点 二次地域ｾﾝﾀｰ 地域小児科ｾﾝ
ﾀｰ

エイズブロック拠点、地
域医療支援病院

西多賀 回復期 再発予防 エイズ拠点

宮城 標準的診療 急性期、回復期 再発予防 告示 エイズ拠点

秋田県 20年4月 20年4月 あきた
発症予防、回復
期

初期安定期 一般小児医療
重心

結核病床

山形
回復期、維持期 回復期、再発予

防
初期、安定期 救命期後 健康管理

・4疾病であるがんについては73病院、脳卒中については86病院、急性心筋梗塞については56病院、糖尿病については51病院が記載

・5事業である救急医療については98病院、災害医療については48病院、へき地医療については10病院、周産期医療については46病院、
小児救急医療については66病院が記載

山形県 20年3月 20年3月

宮城県 20年4月 20年4月

20年4月

医療計画の策定状況

４疾病
策定状況

各病院の記載状況

都道府県

20年4月

岩手県 20年4月

各都道府県の医療計画における、国立病院機構の各病院の記載状況について（22年1月現在）

青森県 20年7月 20年7月

医療機関名
の公表

病院名

北海道 20年3月

５事業 その他

防

米沢 回復期 回復期 初期、安定期 救命期後 健康管理 重心

福島 二次 地域センター 結核、エイズ拠点

いわき

水戸
茨城県がん診療
指定病院

急性期 急性期 救命救急ｾﾝﾀｰ、
二次救急

協力機関 エイズ拠点、地域医療支
援病院

霞ヶ浦
標準的ながん診
療

輪番制 協力機関 エイズ拠点、女性専門外
来、地域医療支援病院

茨城東
標準的ながん診
療

二次救急 エイズ拠点、地域医療支
援病院

栃木

標準的診療 急性期 二次救急
（輪番）

地域災害拠点 ローリスク妊娠 小児専門医療
二次救急

エイズ拠点、地域医療支
援病院

宇都宮

標準的診療 回復期 専門治療、
初期、安定期

二次救急
（輪番）

療養・養育支援 重症心身障害施
設

エイズ拠点

高崎
地域がん診療拠
点病院

急性期 急性期 診断治療及び教
育指導

二次救急 三次救急 支援機関 協力医療機関 エイズ拠点、地域医療支
援病院

沼田
地域がん診療拠
点病院

回復期 急性期 専門治療 二次救急 地域災害拠点
ＤＭＡＴ

拠点病院

西群馬
地域がん診療拠
点病院

二次救急 エイズ拠点

西埼玉
回復期 急性期 二次救急（輪番） 周産期母子医療

ｾﾝﾀｰ、NICU
二次救急（小児
輪番）

エイズ拠点

埼玉
急性期 急性期 二次救急（輪番） 二次救急（小児

輪番）
地域医療支援病院、
エイズ拠点

東埼玉 回復期 エイズ拠点

千葉
地域連携拠点、
対応医療機関、
緩和ケア診療

連携拠点病院、
対応医療機関、
脳血管ﾘﾊﾋﾞﾘ

連携拠点病院、
対応医療機関

連携拠点病院、
専門医と連携

二次救急、ﾘﾊﾋﾞﾘ
機能

協力病院 対応病院 救急輪番 エイズ拠点、地域医療支
援病院

千葉東
対応医療機関 脳血管ﾘﾊﾋﾞﾘ 対応医療機関 連携拠点病院、

専門医と連携
二次救急、ﾘﾊﾋﾞﾘ
機能

協力病院 結核、エイズ拠点、難病
相談・支援センター、腎
移植

下総精神
精神科救急基幹
病院

医療観察法病棟

下志津
対応医療機関 亜急性期、

脳血管ﾘﾊﾋﾞﾘ
亜急性期 専門医と連携 ﾘﾊﾋﾞﾘ機能 地域小児科セン

ター

東京医療
都認定がん診療
病院

急性期 CCUﾈｯﾄﾜｰｸ加
盟施設

救命救急ｾﾝﾀｰ、
二次救急

災害拠点 周産期連携病院 エイズ拠点

災害医療
急性期
回復期

CCUﾈｯﾄﾜｰｸ加
盟施設

救命救急ｾﾝﾀｰ、
二次救急

災害拠点、東京
DMAT指定

都認定がん診療病院申
請中、地域医療支援病

東京  回復期 エイズ拠点

村山 回復期

横浜
地域中核病院 地域中核病院 地域中核病院 地域中核病院 三次救急、（救

命救急ｾﾝﾀｰ）
災害拠点 協力病院 三次救急 エイズ拠点､地域医療支

援病院

久里浜
精神病床、医療観察法
病棟

箱根 一般病床

相模原
二次救急（輪番） 二次救急（小児

輪番）
エイズ拠点､ｱﾚﾙｷﾞｰ集学
的医療

神奈川
二次救急（輪番） 結核病床、地域医療支

援病院

西新潟

専門診療
標準的診療
療養支援

急性期
回復期

初期・安定期
専門・急性憎悪

初期救急医療、
第二次救急医
療、救命期後医
療

応援派遣 療養・養育支援 第二次小児医療
-小児専門医療

エイズ拠点

新潟

標準的診療
療養支援

急性期
回復期
維持期（ﾘﾊ)

回復期
再発予防

初期･安定期
専門･急性増悪
慢性合併症

初期救急医療、
第二次救急医
療、救命期後医
療

応援派遣 へき地診療 療養･療育支援 第二次小児医療
-専門医療
-入院救急

さいがた 回復期 療養・療育支援 医療観察法病棟

山梨県 20年3月 20年3月 甲府
専門医療 急性期 慢性期 専門治療、合併

症
二次救急 高度周産期（三

次）
二次救急 エイズ拠点

新潟県
20年12月
（一部改定）

20年12月

東京都 20年3月
20年3月
（順次更新）

神奈川県 20年3月

20年3月
（この他保健医療
計画に記載する医
療機関について
H.Pで公開：22年1
月更新）

埼玉県 20年2月 20年2月

千葉県 20年4月 20年4月

栃木県 20年3月

20年3月
(この他４疾病５事
業の機能別医療
機関一覧をＨＰで
公表：22年1月公
開)

群馬県

21年4月
（がん、糖尿病、救
急医療、災害医
療、へき地医療、
周産期医療を追

21年4月

福島県 20年3月 20年3月

茨城県 20年4月

20年4月
(この他４疾病５事
業に係る医療機関
一覧をＨＰで公表：
21年7月更新)

山形県 20年3月 20年3月
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４疾病
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病院名 ５事業 その他

東長野
回復期 救急告示 療養・療育支援 専門医療、入院

救急
重症心身障害

松本
療養支援 回復期 専門治療、急性

期・慢性期
救急告示、二次
輪番

エイズ拠点、地域医療支
援病院

中信松本
回復期 救急告示、二次

輪番
療養・療育支援 専門医療、入院

救急
重症心身障害

長野
療養支援 急性期

回復期
急性期 専門治療 救急告示 災害拠点 地域周産期母子

医療ｾﾝﾀｰ
専門医療、入院
救急

エイズ拠点、地域医療支
援病院

小諸高原
回復期 専門治療 療養・療育支援 一般小児 重症心身障害

精神科救急、医療観察
法病棟

富山
予防、維持期 二次救急 派遣要請機関 成育医療、呼吸器、重症

心身障害の専門医療施
設

北陸
精神科救急基幹
病院

派遣要請機関 精神疾患、神経・筋疾
患、重症心身障害の専
門医療施設、医療観察

金沢
地域がん診療連
携拠点

急性期、回復期 急性期、回復期 二次救急 災害拠点、災害
派遣機関

高度周産期 高度専門小児医
療

地域医療支援病院、移
植医療、エイズ拠点

医王
二次救急 難病医療（神経系）、

エイズ拠点

七尾 回復期 二類感染症（結核）

石川 エイズ拠点

岐阜県 20年3月 20年3月 長良
回復期 救急医療 二次救急 地域周産期母子

医療センター
二次救急 エイズ拠点

静岡てん
回復期 精神疾患

「身体合併症治療」

静岡富士 救護病院

天竜
専門治療・急性
憎悪治療

二次救急 救護病院 へき地拠点 喘息専門

静岡医療
集中的治療 救急医療 救急医療 専門治療・急性

憎悪治療
二次救急 災害拠点 正常分娩 入院小児救急医

療
喘息専門、肝疾患拠点、
エイズ拠点

名古屋
地域がん診療拠
点

脳血管疾患治療 急性心筋梗塞治
療

救急救命 災害拠点 エイズブロック拠点、移
植医療、難病医療協力、
地域医療支援病院

東名古屋
入院脳血管疾患
リハビリ病院

難病医療協力、
エイズ拠点

東尾張
精神医療、
医療観察法病棟

豊橋 急性期治療 急性期治療 急性期治療 二次救急 地域災害拠点 二次救急

三重
がん対策医療
（呼吸器）

教育入院、教室
実施

小児救急医療拠
点

神経難病拠点病院

鈴鹿 回復期 栄養、生活指導

三重中央
地域がん診療拠
点

急性期、回復期 教育入院 二次救急 総合周産期母子
医療センター

エイズ拠点

榊原 回復期 医療観察法病棟

福井
地域がん診療拠
点

急性憎悪治療 救急 初期
救護班

輪番 重心通園・重心病棟
緊急被ばく医療・エイズ
拠点

あわら
回復期 重心通園

重心病棟

滋賀
専門診療 急性期 専門治療

合併症
二次 二次 エイズ拠点

検査 神経障害 小児救急協力病 重症心身障害児（者）医
滋賀県 20年3月 20年3月

三重県 20年3月 20年3月

福井県 20年3月 20年3月

静岡県 20年3月 20年3月

愛知県 20年3月 20年3月

富山県 20年3月 20年3月

石川県 20年4月 20年4月

長野県
21年3月
（一部変更）

21年3月
（一部変更）

紫香楽
検査 神経障害

合併症
小児救急協力病
院

重症心身障害児（者）医
療、難病医療拠点病院

京都
地域がん診療連
携拠点病院

急性期 急性期 救命救急 連携活動 二次 地域医療支援病院、
エイズ拠点

宇多野 急性期 、維持期 救急告示 難病医療拠点病院

舞鶴
地域がん診療連
携拠点病院

急性期 急性期 二次輪番 ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ 地域医療支援病院、精
神科基幹病院、難病医
療協力病院、エイズ拠点

南京都 回復期、維持期 二次輪番 難病医療協力病院

大阪
大阪府がん診療
拠点病院

急性期 急性期 教育入院、合併
症

救命救急 災害拠点 周産期緊急、医
療体制参加

小児医療（救急
含む）

三次救急、エイズブロッ
ク拠点、地域医療支援病

近畿中央
肺がん、ｾｶﾝﾄﾞｵ
ﾋﾟﾆｵﾝ窓口、ﾁｰ
ﾑ緩和医療

急性期 多剤耐性を含む結核医
療、エイズ拠点

刀根山
肺がん、ﾁｰﾑ緩
和医療

多剤耐性を含む結核医
療、エイズ拠点

大阪南
地域連携拠点、
ﾁｰﾑ緩和医療、
ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝ窓

急性期 急性期 教育入院、専門
治療

二次救急 協力病院 周産期緊急、医
療体制参加

二次 エイズ拠点、地域医療支
援病院

神戸 専門診療 急性期 急性期 急性憎悪 二次輪番 二次輪番 エイズ拠点

姫路
専門診療、緩和
ケア実施

急性期 急性期 専門治療 二次輪番 エイズ拠点

青野原 標準的診療 救護班 政策医療

兵庫中央 緩和ケア実施 回復期 専門治療 エイズ拠点

奈良

松籟荘
医療観察法病棟開棟予
定

南和歌山
地域連携拠点 高度・専門的治

療実施病院
高度・専門的治
療実施病院

治療実施病院 救命救急セン
ター

災害支援 医師派遣 二次 在宅（訪問診療）、エイズ
拠点、地域医療支援病

和歌山
ﾁｰﾑ緩和ｹｱ 回復期、維持期 高度・専門的治

療実施病院
療育指導
合併症

救急告示 災害支援 地域医療支援病院、開
放型病院

鳥取 回復期 精神科救急 小児科医勤務

米子
地域連携拠点 急性期、回復期 急性憎悪時治

療、専門治療、
透析

二次輪番 二次輪番

松江
専門診療、緩和
ｹｱ(肺がん中心)

維持期 二次(呼吸器疾
患のみ)

在宅（増悪時）

浜田

専門診療、緩和
ｹｱ、地域連携拠
点

急性期、回復期 急性期、回復期 専門治療、合併
症

救命救急 地域拠点 二次 三次 在宅（増悪時）、眼球摘
出協力、難病医療協力、
二種感染症、エイズ拠
点、地域医療支援病院

岡山
地域連携拠点 急性期

（超急性期）
専門治療、合併
症、急性憎悪時
治療

二次救急 総合周産期 救急医療支援 地域医療支援病院、エイ
ズ拠点

南岡山
エイズ拠点、重心、難病
医療協力

呉
地域連携拠点、
緩和ｹｱ

急性期 急性期 三次救急、救命
救急ｾﾝﾀｰ

拠点病院、ﾍﾘ
ﾎﾟｰﾄ

地域周産期母子
医療ｾﾝﾀｰ

三次救急、救命
救急ｾﾝﾀｰ

地域医療支援病院、難
病協力、感染症協力、ｴｲ
ｽﾞ拠点

福山
急性期 急性期 二次輪番 地域周産期母子

医療ｾﾝﾀｰ
二次救急 地域医療支援病院、感

染症協力、ｴｲｽﾞ拠点

広島西
回復期
再発予防

二次輪番 協力病院 拠点病院 初期救急 難病拠点、ｴｲｽﾞ協力

東広島
地域連携拠点、
緩和ｹｱ

急性期
回復期

急性期 二次輪番 協力病院 二次救急 地域医療支援病院、難
病協力

賀茂
精神科救急 結核モデル病床、

医療観察法病棟

関門
専門医療 急性期

（高度専門医療）
急性期 専門・集中的総

合的治療
三次救急(救命
救急センター)

正常分娩 連携病院 エイズ拠点

山口宇部
初期診療、標準
的、専門、療養

初期・安定期治
療

エイズ拠点

岩国
専門医療 急性期

（高度専門医療）
急性期、回復期 専門治療 三次救急(救命

救急センター)
ＤＭＡＴ体制
整備病院

支援医療 地域周産期医療
（連携強化病院）

連携強化病院 地域医療支援病院
エイズ拠点

柳井
標準的、専門医
療

初期診療（予
防） 急性期（専

初期診療（予
防） 再発防止

初期・安定期、
慢性治療

山口県 20年5月
20年5月
（一部）

岡山県
20年4月
（追加・増補）

20年4月
（一部）

広島県 20年3月
20年3月
（一部）

鳥取県 20年4月 20年4月

島根県 20年4月 20年4月

奈良県 未定 未定

和歌山県 20年3月 20年3月

大阪府
20年3月
(20年8月更新)

20年3月
(21年12月更新)

兵庫県 20年4月
20年4月
(21年12月更新)

滋賀県 年 月 年 月

京都府
20年3月
(20年9月更新)

20年3月
(20年11月更新)

柳井 療 防）、急性期（専
門医療）、回復

防）、再発防止 慢性治療

東徳島
標準診療 急性期、再発予

防
専門、慢性合併
症治療

二次 療養・養育支援 専門医療

徳島 回復期 専門医療 難病（拠点）
徳島県 20年5月

20年5月
（一部）
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高松 予防 救急告示 広域救護

善通寺
予防、回復期、
維持期

２次救急 災害拠点 ＳＡＲＳ・エイズ拠点

香川小児
総合周産期母子
医療センター

広域救護病院等 三次 三次 SARS入院対応医療機
関、SARS発生時協力医
療機関、エイズ拠点

四国がん 県拠点病院

愛媛
回復期、維持期 難病医療拠点病院・エイ

ズ拠点

高知県 20年3月 20年3月 高知
集学的治療・放
射線治療

支援 救急告示 災害支援 へき地医療拠点 二次 二次 エイズ拠点

小倉 二次 二次 地域医療支援病院

九州がん 県拠点病院

九州医療
地域拠点病院 二次 基幹災害拠点 地域周産期母子

医療センター
二次 エイズブロック拠点、地

域医療支援病院

福岡 二次 二次

大牟田 結核病床保有

福岡東
地域拠点病院 二次 結核病床保有、地域医

療支援病院

佐賀
専門診療
緩和ケア

急性期 急性期 専門治療
合併症

二次 応援派遣 総合周産期 地域小児

肥前 精神科救急 応援派遣 医療観察法病棟

東佐賀
専門診療
緩和ケア

回復期
亜急性期

専門治療
合併症

二次 応援派遣 一般小児 エイズ拠点

嬉野
専門診療
緩和ケア

超急性期
急性期

超急性期
急性期

専門治療
合併症

二次 応援派遣 地域周産期 地域小児 地域医療支援病院

長崎 二次

長崎医療
地域拠点病院 急性期 急性心筋梗塞に

関する機能
三次
救命救急ｾﾝﾀｰ

基幹災害拠点
二次被爆医療機
関

総合周産母子医
療センター

二次・三次 エイズ拠点、肝疾患診療
連携拠点、地域医療支
援病院

長崎川棚
急性期 急性心筋梗塞に

関する機能
二次 難病拠点病院、地域医

療支援病院

熊本
がん診療拠点病
院

三次
救命救急セン
ター

ＤＭＡＴ保有 地域医療支援病院
ｴｲｽﾞ拠点

熊本南
（宇城地域）
救急告示、感染症対策

菊池 初期救急医療 医療観察法病棟

再春荘 二次

大分
専門診療
緩和治療

初期・再発防止
急性期

初期、安定期、
専門治療、急性
増悪、合併症

二次輪番 エイズ拠点

別府
地域連携拠点
専門診療
緩和治療

急性期 初期・再発防止
急性期

初期、安定期、
専門治療、急性
増悪、合併症

二次輪番 二次施設 地域小児科ｾﾝ
ﾀｰ、二次

エイズ拠点、地域医療支
援病院

西別府
専門診療
緩和治療

初期、安定期 エイズ拠点、結核拠点

宮崎東
二次 医療救護及び派

遣
重症難病拠点病院

都城
地域拠点病院 二次（中核） 医療救護及び派

遣
二次 二次 エイズ拠点、地域医療支

援病院

宮崎
二次 医療救護及び派

遣
二次 重症難病基幹協力病院

宮崎県 20年3月

20年3月
（4疾病については
拠点、急性期の
み）

21年3月

熊本県 20年4月 20年4月

20年4月20年4月

長崎県

21年3月（心疾患、
糖尿病、小児、周
産期、災害のみ改
訂）

大分県

福岡県 20年3月
20年3月
（一部）

佐賀県 20年4月 20年4月

香川県 20年3月
20年4月
（一部）

愛媛県 20年3月
20年4月
（一部）

遣

鹿児島 拠点病院 CCUﾈｯﾄﾜｰｸ 入院医療 地域医療支援病院

指宿 二次 入院医療 地域医療支援病院

南九州 拠点病院 地域拠点

沖縄 専門診療 緩和ケア病棟

琉球 医療観察法病棟
沖縄県 20年3月 20年3月

鹿児島県 20年3月
20年3月
（4疾病については
がん拠点のみ）
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地域医療支援病院一覧





　　　

都道府県名 医療機関名 病床数(床) 承認年月日 二次医療圏名

1 宮城県 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 698 平成17年11月25日 仙台医療圏

2 茨城県 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 500 平成18年8月11日 水戸医療圏

3 茨城県 独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター 250 平成20年5月30日 土浦医療圏

4 茨城県 独立行政法人国立病院機構茨城東病院 428 平成19年7月13日 常陸太田・ひたちなか医療圏

5 栃木県 独立行政法人国立病院機構栃木病院 462 平成21年6月12日 県東・央保健医療圏

6 群馬県 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター 451 平成17年2月28日 高崎・安中医療圏

7 群馬県 独立行政法人国立病院機構西群馬病院 380 平成22年3月26日 渋川保健医療圏

8 埼玉県 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 350 平成19年11月2日 西部第一医療圏

9 千葉県 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター 455 平成20年6月25日 千葉医療圏

10 東京都 独立行政法人国立病院機構災害医療センター 455 平成20年7月23日 北多摩西部医療圏

11 神奈川県 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター 510 平成19年9月26日 横浜西部医療圏

12 神奈川県 独立行政法人国立病院機構神奈川病院 370 平成21年10月21日 湘南西部医療圏

13 長野県 独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター松本病院 243 平成21年10月14日 松本医療圏

14 長野県 独立行政法人国立病院機構長野病院 420 平成14年11月14日 上小医療圏

15 石川県 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 650 平成20年4月1日 石川中央医療圏

16 愛知県 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 800 平成19年9月27日 名古屋二次医療圏

17 京都府 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 600 平成20年8月19日 京都・乙訓医療圏

18 京都府 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター 494 平成20年8月19日 中丹医療圏

19 大阪府 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 694 平成20年11月21日 大阪市医療圏

20 大阪府 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 520 平成20年11月21日 南河内医療圏

21 和歌山県 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター 316 平成19年6月7日 田辺医療圏

22 和歌山県 独立行政法人国立病院機構和歌山病院 375 平成18年6月12日 御坊医療圏

23 島根県 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 365 平成17年12月22日 浜田医療圏

24 岡山県 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 580 平成19年10月2日 県南東部二次保健医療圏

25 広島県 独立行政法人国立病院機構呉医療センター 700 平成19年8月27日 呉二次医療圏

26 広島県 独立行政法人国立病院機構福山医療センター 410 平成18年8月31日 福山・府中医療圏

27 広島県 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター 431 平成21年8月12日 広島中央二次医療圏

28 山口県 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 580 平成20年4月30日 岩国医療圏

29 福岡県 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 400 平成20年4月1日 北九州医療圏

30 福岡県 独立行政法人国立病院機構九州医療センター 700 平成16年2月27日 福岡・糸島医療圏

31 福岡県 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター 591 平成19年4月19日 粕屋二次医療圏

32 佐賀県 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 424 平成18年10月31日 南部保健医療圏

33 長崎県 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 643 平成15年3月25日 県央医療圏

34 長崎県 独立行政法人国立病院機構長崎川棚医療センター 315 平成16年6月28日 県央医療圏

35 熊本県 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター 550 平成14年3月28日 熊本医療圏

36 大分県 独立行政法人国立病院機構大分医療センター 300 平成21年10月27日 中部医療圏

37 大分県 独立行政法人国立病院機構別府医療センター 550 平成18年10月5日 東部医療圏

38 宮崎県 独立行政法人国立病院機構都城病院 307 平成21年3月27日 都城北諸県医療圏

39 鹿児島県 独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 370 平成18年2月28日 鹿児島医療圏

40 鹿児島県 独立行政法人国立病院機構指宿病院 271 平成20年3月25日 南薩保健医療圏

地　域　医　療　支　援　病　院　一　覧

　　　（平成２２年３月３１日現在）
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がん診療連携拠点病院一覧





都道府県名 医療機関名 所 在 地 指定年月日

愛媛県 四国がんセンター 愛媛県松山市南梅本町甲１６０番 平成19年1月31日

福岡県 九州がんセンター 福岡県福岡市南区野多目３丁目１番１号 平成20年2月8日

北海道 北海道がんセンター 北海道札幌市白石区菊水４条２丁目３番５４号 平成21年4月1日

計 ３病院

都道府県名 医療機関名 所 在 地 指定年月日

三重県 三重中央医療センター 三重県津市久居明神町２１５８－５ 平成14年8月13日

山口県 岩国医療センター 山口県岩国市黒磯町２－５－１ 平成14年8月13日

大阪府 大阪南医療センター 大阪府河内長野市木戸東町２－１ 平成14年12月9日

島根県 浜田医療センター 島根県浜田市浅井町７７７－１２ 平成14年12月9日

群馬県 西群馬病院 群馬県渋川市金井２８５４ 平成15年8月26日

愛知県 名古屋医療センター 愛知県名古屋市中区三の丸４－１－１ 平成15年8月26日

福岡県 福岡東医療センター 福岡県古賀市千鳥１丁目１番１号 平成15年12月16日

鳥取県 米子医療センター 鳥取県米子市車尾４－１７－１ 平成17年1月17日

長崎県 長崎医療センター 長崎県大村市久原２丁目１００１番地１ 平成17年1月17日

宮崎県 都城病院 宮崎県都城市祝吉町５０３３－１ 平成17年1月17日

宮城県 仙台医療センター 宮城県仙台市宮城野区宮城野２丁目８－８ 平成18年8月24日

和歌山県 南和歌山医療センター 和歌山県田辺市たきない町２７番１号 平成18年8月24日

広島県 呉医療センター 広島県呉市青山町３番１号 平成18年8月24日

広島県 東広島医療センター 広島県東広島市西条町寺家５１３番地 平成18年8月24日

鹿児島県 鹿児島医療センター 鹿児島県鹿児島市城山町８番１号 平成18年8月24日

群馬県 高崎総合医療センター 群馬県高崎市高松町３６ 平成19年1月31日

石川県 金沢医療センター 石川県金沢市下石引町１番１号 平成19年1月31日

福井県 福井病院 福井県敦賀市桜ヶ丘町３３番１号 平成19年1月31日

京都府 舞鶴医療センター 京都府舞鶴市字行永２４１０番地 平成19年1月31日

京都府 京都医療センター 京都府京都市伏見区深草向畑町1-1 平成19年1月31日

兵庫県 姫路医療センター 兵庫県姫路市本町６８番地 平成19年1月31日

佐賀県 嬉野医療センター 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丙２４３６ 平成19年1月31日

埼玉県 埼玉病院 埼玉県和光市諏訪２－１ 平成20年2月8日

千葉県 千葉医療センター 千葉県千葉市中央区椿森４－１－２ 平成20年2月8日

岡山県 岡山医療センター 岡山県岡山市北区田益１７１１－１ 平成20年2月8日

福岡県 九州医療センター 福岡県福岡市中央区地行浜１丁目８番地１号 平成20年2月8日

熊本県 熊本医療センター 熊本県熊本市二の丸１－５ 平成20年2月8日

大分県 別府医療センター 大分県別府市大字内竈１４７３番地 平成20年2月8日

鹿児島県 南九州病院 鹿児島県姶良市加治木町木田１８８２ 平成20年2月8日

兵庫県 神戸医療センター 兵庫県神戸市須磨区西落合３－１－１ 平成21年4月1日

大阪府 大阪医療センター 大阪府大阪市中央区法円坂２－１－１４ 平成22年4月1日

計 ３１病院

※指定年月日は最初に指定された年月日

【都道府県がん診療連携拠点病院】

【地域がん診療連携拠点病院】

がん診療連携拠点病院一覧
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災害等における活動





災
害

等
に
お
け
る
活

動
（
国

立
病

院
機

構
防

災
業

務
計

画
）

【
医
療
班

の
編

成
】

地
域

拠
点

病
院

医
療
班
の
確
保

北
海

道
北
海
道
が
ん
セ
ン
タ
ー

常
時
２
班

【
医
療
班

の
編

成
】

医
師

１
名

、
看

護
師

２
名

、
事

務
官

１
名

（
必
要
に
応
じ
薬
剤
師
１
名
を
班
の
構
成
員
と
し
て

加
え
る

）
東

北
仙
台
医
療
セ
ン
タ
ー

常
時
２
班

関
東

信
越

災
害
医
療
セ
ン
タ
ー

常
時
３
班

加
え
る
。
）

【
初

期
災

害
医

療
班

】

災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
、
大
阪
医
療
セ
ン
タ
ー

【
拠
点
病

院
医

療
班
】

東
海

名
古
屋
医
療
セ
ン
タ
ー

常
時
２
班

北
陸

金
沢
医
療
セ
ン
タ
ー

常
時
２
班

【
拠
点
病

院
医

療
班
】

そ
の
他
の
拠
点
病
院

【
医

療
班

】

拠
点
病
院

外
病

院
近

畿
大
阪
医
療
セ
ン
タ
ー

常
時
２
班

中
国

呉
医
療
セ
ン
タ
ー

常
時
２
班

拠
点
病
院
以

外
の

病
院

【
医

療
班

の
派

遣
】

各
病
院
は
、
本
部
の
派
遣
指
令
を
受
け
た
と
き
、

四
国

善
通

寺
病

院
常

時
２
班

九
州

九
州

医
療
セ
ン
タ
ー

常
時
２
班

又
は
、
初
期
災
害
医
療
を
早
急
に
実
施
す
る
必
要

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通
信
の
途
絶
等
に
よ

り
本
部
の
指
令
を
待
つ
時
間
的
猶
予
が
な
い
と
認

医
療

時
班

め
た
と
き
に
は
、
医
療
班
を
被
災
地
域
へ
派
遣
す

る
。
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災害等医療研修の実施





災
害

医
療

研
修

の
実
施

災
害

医
療

研
修

の
実
施

【
災
害
医
療
従
事
者
研
修

会
】
（
本

部
主

催
）

【
災
害
医
療
従
事
者
研
修

会
】
（
本

部
主

催
）

日
時

：
平

成
２
１
年

１
０
月

６
日

～
９
日

（
４
日

間
）

会
場

：
国

立
病

院
機

構
災

害
医

療
セ
ン
タ
ー

参
加

数
名

災
害
拠

点
病

院
師

看
護

師
等

参
加
人
数

：
９
０
名

（
災
害
拠

点
病

院
の

医
師

、
看

護
師

等
）

主
な
研
修
内
容
：

○
災
害
医
療
概
論

○
国
立
病
院
機
構
の
取
り
組
み

○
地
震
に
つ
い
て

○
ト
リ
ア
ー
ジ

○
ト
リ
ア

ジ
○
災
害
時
職
種
別
対
応

○
病
院
の
脆
弱
性

○
災
害
マ
ニ
ュ
ア
ル

○
災
害
マ
ニ
ュ
ア
ル

○
Ｎ
Ｂ
Ｃ
災
害

○
災
害
時
の
初
動
体
制

○
机

上
シ
ミ

レ
シ
ョ
ン

○
机
上
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

○
多

数
傷

病
者

受
入

演
習

（
エ
マ
ル

ゴ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
）

○
国

立
病

院
機

構
災

害
医

療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

活
動
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新型インフルエンザに関する検疫所・
停留施設への応援実績





新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
す
る
検
疫
所
・
停
留
施
設
へ
の
Ｎ
Ｈ
Ｏ
の
応
援
実
績

関
西

国
際

空
港

福
岡

空
港

平
成

２
１
年
６
月
２
１
日
現
在

・
検
疫
（
5
/2
～
5
/3
1
）
医
師
2
～
3
人
・
看
護
師
2
～
3
人
/日

・
停
留
施
設
（
5
/8
～
5
/2
0
）
医
師
1
人
・
看
護
師
1
人
/日

＜
派
遣
病
院
＞

大
阪

医
療

セ
ン
タ
ー
、
近

畿
中

央
胸

部
疾

患
セ
ン
タ
ー
、
大

阪
南

医
療

セ
ン
タ
ー

京
都

医
療

セ
ン
タ
ー

兵
庫
中
央
病
院

刀
根

福
岡

空
港

・
検
疫
（
5
/1
～
5
/2
4
）
医
師
1
人
・
看
護
師
1
人
/日

＜
派
遣
病
院
＞

九
州

医
療

セ
ン
タ
ー
、
九

州
が

ん
セ
ン
タ
ー
、

福
岡

病
院

、
福

岡
東

医
療

セ
ン
タ
ー

医
療

セ
ン
タ

、
京

都
医

療
セ
ン
タ

、
兵
庫
中
央
病
院
、
刀
根

山
病

院
、
神

戸
医

療
セ
ン
タ
ー
、
姫

路
医

療
セ
ン
タ
ー
、
南

和
歌

山
医

療
セ
ン
タ
ー
、
奈

良
医

療
セ
ン
タ
ー
、
南

岡
山

医
療

セ
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救急医療・小児救急医療の充実
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０
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９
，
７
６
６
件

）

平
成

２
１
年

度
５
９
３
，
２
３
５
件

（
う
ち
小

児
救

急
患

者
数

１
６
１
，
４
４
３
件

）

【
救
急
車
に
よ
る
受
入
数
】（

＋
０
．
２
％
）

平
成

２
０
年

度
１
３
３
，
９
０
０
件

（
う
ち
小

児
救

急
患

者
数

９
，
４
６
１
件

）

平
成

２
１
年

度
１
３
４
，
１
８
９
件

（
う
ち
小

児
救

急
患

者
数

１
０
，
８
２
２
件

）

【
救
急
受
診
後
に
入
院
し
た
患
者
数
】（
＋
３
．
０
％
）

平
成

２
０
年

度
１
４
９
，
０
０
８
件

（
う
ち
小

児
救

急
患

者
数

２
０
，
２
８
９
件

）

平
成

２
１
年

度
１
５
３
，
４
３
３
件

（
う
ち
小

児
救

急
患

者
数

２
４
，
２
６
０
件

）

中
期

目
標

期

間
中

に
５
％

以
上

の
増

を

目
指

す

地 域 医 療 に 貢 献 す る た

療 ・ 小 児 救 急 医 療 等

取 り 組 む

自
治

体
や

一
次
救

急
医

療
と
の

連
携
に

よ
り
重

篤
な
患

者
の

受
入

を
行
う





資料　40

国立病院機構のネットワーク
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新型インフルエンザ
Ａ（Ｈ１Ｎ１）ワクチンの臨床研究
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イ
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６
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国産ワクチン臨床試験の中間報告（速報） 
 

（治験概要） 

9 月 17 日より 200 名の健康成人を対象に国立病院機構病院 4施設で、新型インフルエン

ザ国産ワクチンの免疫原性についての臨床試験を実施した。 

本臨床試験では、国産ワクチン（北里研究所）を通常量（15μg：皮下注射）と倍量（30μ

g：筋肉注射）を接種した。今回、1回目接種の 3週間後の結果（HI抗体価）が判明したの

で報告する。 

 

（本治験の中間報告） 

  ●本件の被験者の性別は男 41.5％ 女 88.5％、年齢は 20-29 歳 30.5％、30-39 歳 

21％、40-49 歳 31.5％、50-59 歳 17％ 

 ●接種前の H1N1 の HI 抗体保有者（≧40倍）は、194 人中 7 人（3.6％）でした。 

 ●抗体保有率（接種後≧40倍）：15μg1 回接種群では、HI 抗体価 40 倍以上の人が 96人

中75人（78.1％）、30μg1回接種群では、HI抗体価40倍以上の人が98人中86人（87.8％） 

 ●抗体陽転率：抗体価４倍以上上昇し HI抗体価が 40倍以上の方の割合は、15μg1 回接

種群では 96 人中 72人（75.0％）、30μg1 回接種群では 98 人中 86人(87.8%) 

 ●抗体価変化率は、15μg1 回接種群は 14.5 倍、30μg1 回接種群 35.0 倍 

●抗体有意上昇率：「HI抗体価の変化率が 4倍以上の割合」は、15μg1 回接種群は 83.3％

（96人中 80 人）、30μg1 回接種群 93.9％（98 人中 92人）  

 ●副反応については、接種者全体のうち 45.9％にみられた。H5N1 ワクチンの 66.1％に比

べて低かったが、15μg皮下注群は 58.8％と 30μg 筋注群 33.3％に比べ、発赤、腫脹

の頻度が高かった。 

 ●高度の有害事象として、アナフィラキシー反応、中毒疹がそれぞれ 1例認められた。 

 

※なお 200 人の差の 6人については 10月 9日までに血清採取がされていなかったので

HI 抗体価はまだ測定されておりません。 

 

（治験調整医師からの結果に対するコメント） 

１）１回接種後の抗体保有率、抗体陽転率、抗体価変化率とも 30μg接種群の方が優れて

いるが、15μg接種群も 30μg接種群も１回接種で EMEA の評価基準を満たす。 

２）CSL（スプリット、アジュバントなし）のデータ、Novartis（スプリット、MF59 入り）

のデータと比較しても遜色はない(comparable) 

３）15μg１回接種で EMEA の評価基準を満たすこと等を考慮すると、HAタンパク量 15μg

１回接種で効果的な免疫反応が期待できる。 

hospnet
テキストボックス
厚生労働省・新型インフルエンザワクチンに関する意見交換会（平成２１年１０月１６日・１９日）資料



（参考１） 

ワクチン接種前後の HI抗体価の変化（MNT 抗体価の方が陽性率が高い） 

「ノバルティス（細胞培養法・スプリット（HA）・アジュバント（M59）入）」 

Day 21            標準量(7.5μg)  倍量（15μg） 

抗体陽転率(serovonversion）   ７６％      ８８％ 

抗体保有率(seroprotection)    ８０％      ９２％ 

変化率              ２７.９      ４２.７ 

NEJMoa0907650 

CSL                           標準量(15μg)   倍量（30μg） 

抗体陽転率(serovonversion）   ７１％      ７８％ 

抗体保有率(seroprotection)    ９８％      ９３％ 

変化率              １０.７      １８.６ 

NEJMoa0907413 

Kitasato           標準量（15μg）  倍量（30μg） 

抗体陽転率(serovonversion）   ７５％      ８８％ 

抗体保有率(seroprotection)    ７８％      ８８％ 

変化率              １４.５      ３５.０ 

 

（参考２） 

 

インフルエンザワクチンの有効性の国際的な評価基準  

参考：EMEA 評価基準（HI抗体価） 

1) 抗体陽転率 「HI 抗体価が接種前に＜10 倍かつ接種後 40 倍以上」または「HI 抗体価

の変化率が 4倍以上」の割合 ＞40％  

18-60 歳 以下の 3つのうち少なくとも一つを満たすこと 

2) 抗体変化率 幾何平均抗体価（GMT）の接種前後の増加倍率 ＞2.5 倍 、 

3）抗体保有率 HI 抗体価 40 倍以上の割合 ＞70％  

 

1)抗体陽転率 「HI 抗体価が接種前に＜10 倍かつ接種後 40 倍以上」または「HI 抗体価の

変化率が 4倍以上」の割合 ＞30％ 

60 歳以上 以下の 3 つのうち少なくとも一つを満たすこと 

2)抗体変化率 幾何平均抗体価（GMT）の接種前後の増加倍率 ＞2倍 

3）抗体保有率 HI 抗体価 40 倍以上の割合 ＞60％ 

 



国産ワクチン臨床試験の中間報告（第２報） 

 

（治験概要） 

9月 17 日より 200 名の健康成人を対象に国立病院機構病院 4 施設で、新型インフルエン

ザ国産ワクチンの免疫原性についての臨床試験を実施した。本臨床試験では、国産ワクチン

（北里研究所）を通常量（15μg：皮下注射）と倍量（30μg：筋肉注射）を接種した。今回、

1回接種後の 3 週間後の（HI 抗体価、中和抗体価）ならびに 2回接種後の HI 抗体価が判明

したので報告する。なお、HI 抗体価は各被験者の接種前、1回接種後、2回接種後の 3検体

を同時に測定した。15μg 接種群の 2例の検体が未回収のため 2例が未測定のため 198 例の

結果である。そのため前回報告の結果と一部異なっている。 

 

（本治験の中間報告第 2報） 

●本件の被験者の性別は男 41.5％ 女 58.5％、年齢は 20-29 歳 30.5％、30-39 歳 21％、

40-49 歳 31.5％、50-59 歳 17％。 

 

●接種前の H1N1 の HI 抗体保有者（≧40 倍）は、198 人中 11 人（5.6％）であった。 

 

●抗体保有率（接種後≧40 倍）：15μg1 回接種後では、HI 抗体価 40 倍以上の人が 98 人

中77人（78.6％）、30μg1回接種後では、HI抗体価40倍以上の人が100人中88人（88.0％）。

15μg2 回接種後では、HI 抗体価 40 倍以上の人が 98 人中 76 人（77.6％）、30μg2 回接

種後では、HI 抗体価 40 倍以上の人が 100 人中 88 人（88.0％）でほぼ変わりがなかった。 

 

●抗体陽転率：抗体価４倍以上上昇し かつ HI 抗体価が 40 倍以上の方の割合は、15μg1

回接種後では 98 人中 72 人（73.5％）、30μg1 回接種後では 100 人中 87 人(87.0%)。

15μg2 回接種後では 98 人中 70 人（71.4％）、30μg2 回接種後では 100 人中 88 人

(88.0%)であった。 

 

●接種前の抗体価を基準とした抗体価変化率は、15μg1 回接種後は 9.28 倍、30μg1 回

接種群後 20.97 倍。15μg2 回接種後は 8.65 倍、30μg2 回接種群後 17.75 倍であった。 

 

●抗体有意上昇率：「HI 抗体価の変化率が 4 倍以上の割合」は、15μg1 回接種後は 80.6％

（98 人中 79 人）、30μg1 回接種群 92.0％（100 人中 92 人）。15μg2 回接種後は 80.6％

（98 人中 79 人）、30μg2 回接種群 96.0％（100 人中 96 人）であった。 
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●1 回接種後中和抗体も HI 抗体価同様、15μg 接種群より 30μg 接種群が高い抗体価を

示した。 

 

●副反応・有害事象（局所反応、全身反応）は 2回の接種期間を通じて、15μg（皮下注）

群は 80％、30μg（筋注）群では 61%の被験者に１，２回いずれか一方あるいは両方で

何らかの有害事象がみられた。1 回目接種時の局所反応は 15μg 皮下注群では 57％と

30μg 筋注群の 33％に比べ、発赤、腫脹の頻度が高かった。2回目接種時の局所反応（両

群を合わせて）は 44.2％、1回目接種時の 45％とほぼ変わりがなかった。 

 

●高度の有害事象として、アナフィラキシー反応、中毒疹がそれぞれ 1例認められた（詳

細は別紙）。 

 

●中毒疹の 1例は 2回目接種を見合わせた。 

 

（治験調整医師からのコメント） 

●以上の結果から、15μg 接種群、30μg 接種群ともに、２回目接種による抗体保有率、

抗体陽転率、抗体価変化率、抗体有意上昇率の上乗せは認められなかった。また、局所

反応出現率は１回目接種と２回目接種とは同等であった。 











 
 

 

 

 

 

 

 

国産ワクチン小児臨床試験の中間報告について 

 

 

厚生労働省からの依頼を受けて、国立病院機構において新型インフルエンザワクチン

（A/H1N1）の免疫原性に関する小児臨床試験が、平成２１年１０月３０日（金）から実施され

ています。 

今般、当該臨床試験について、ワクチン２回接種後の中間報告を別添のとおりお知らせし

ます。 

平成２１年１２月２８日（月） 

照会先：独立行政法人国立病院機構本部 

医療部研究課 伊藤 

電話 03-5712-5075（直通） 



 

国産ワクチン小児臨床試験の中間報告 

 

（治験概要） 

10 月 30 日より 360 名の 6 か月以上 13 歳未満の小児 360 名を対象に国立病院機構病院 8

施設で、新型インフルエンザ、季節性インフルエンザ国産ワクチンの免疫原性についての臨

床試験を実施した。本臨床試験では、国産ワクチン（北里研究所、阪大ビケン、化血研、デ

ンカ生検）の WHO 推奨用量（6 か月以上 3 歳未満 0.25mL、3 歳以上 13 歳未満 0.5ｍL）にお

ける免疫原性、安全性を検討した。その際、H1N1 ワクチン単独接種群、H１N1 と季節性イン

フルエンザ同時接種群を設定した。阪大ビケンの H1N1 ワクチンを用いて、既承認用量（3

歳以上 6 歳未満 0.2ｍL、6 歳以上 13 歳未満 0.3ｍL、それぞれ 20 名）の免疫原性・安全性

を検討した。なお、HI 抗体価は各被験者の接種前、1回接種後、2回接種後の 3検体を同時

に測定した。12 月 25 日までに回収できた 1回接種後 359 名、2回接種後 336 名の HI 抗体価

である（1名は 1回目接種量違いのため削除）。 

 

（本治験の中間報告） 

●本件の被験者の性別は男 50.6％ 女 49.4％、年齢は 6か月以上 3歳未満 160 名、3歳以上

6歳未満 89 名、6歳以上 13 歳未満 111 名であった。 

 

●接種前の H1N1 の HI 抗体保有者（≧40 倍）は、6 か月以上 3 歳未満 1.2％、3 歳以上 6

歳未満 5.7％、6歳以上 13 歳未満 4.5％であった。 

 

●抗体保有率（接種後≧40 倍）：2回接種後の抗体保有率は 6か月以上 3歳未満 H1N1 単独接

種群で65.8％、H1N1+季節性同時接種群66.2％、3歳以上6歳未満H1N1単独接種群で72.4％、

H1N1+季節性同時接種群 75.0％、既承認用量群 65.0％、6歳以上 13 歳未満 H1N1 単独接種群

で 74.5％、H1N1+季節性同時接種群 69.4％、既承認用量群 77.8％であった。 

 

●抗体陽転率：抗体価４倍以上上昇し かつ HI 抗体価が 40 倍以上の方の割合は、6 か月以

上 3 歳未満 H1N1 単独接種群で 64.5％、H1N1+季節性同時接種群 66.2％、3 歳以上 6 歳未満

H1N1 単独接種群で 69.0％、H1N1+季節性同時接種群 72.2％、既承認用量群 65.0％、6 歳以

上 13歳未満 H1N1 単独接種群で 74.5％、H1N1+季節性同時接種群 63.9％、既承認用量群 66.7%

であった。 



 
 

 

●接種前の抗体価を基準とした抗体価変化率(幾何平均抗体価倍率)は、6か月以上 3歳未満

H1N1 単独接種群で 9.2 倍、H1N1+季節性同時接種群 9.6 倍、3歳以上 6歳未満 H1N1 単独接種

群で 9.9 倍、H1N1+季節性同時接種群 14.8 倍、既承認用量群 9.5 倍、6歳以上 13 歳未満 H1N1

単独接種群で 17.5 倍、H1N1+季節性同時接種群 14.3 倍、既承認用量群 10.9 倍であった。 

 

●1 回接種後の副反応・有害事象（局所反応、全身反応）：37.5℃以上の発熱は 6か月以上 3

歳未満で 13.7％、3歳以上 6歳未満で 15.9％、6歳以上 13 歳未満で 10.8％認められた。局

所反応は H1N1 単独接種群では 6か月以上 3歳未満で 9.9％、3歳以上 6歳未満で 46.0％、6

歳以上 13 歳未満で 52.2％（全体では 33.5％）に認められた。同時接種群では季節性インフ

ルエンザワクチン、H1N1 ワクチンの両方に局所反応が認められたのは 32.5％、季節性イン

フルエンザワクチンのみに局所反応が認められたものは 11.3％、H1N1 ワクチンのみに認め

られたのは 4.4％であった。 

 

●高度の有害事象として、A 型インフルエンザによる肺炎（4 歳女児）、RS ウイルスによる

肺炎（細菌感染症合併、1歳女児）の入院があったが、いずれも軽快退院した。 

 

 

 なお、H1N1 中和抗体価ならびに季節性インフルエンザウイルス HI 抗体価については現在

測定中である。 
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け

る
原

発
性

ア
ル

ド
ス

テ
ロ

ン
症

（
）
の

実
態

調
査

研
究

（
PH

A
S

J研
究

）

研
究

期
間

：
平

成
1
6
年

9
月

～
平

成
2
0
年

3
月

終
了

課
題

H
16

年
度

課
題

（
P

A
）
の

実
態

調
査

研
究

（
PH

A
S-

J研
究

）
」

実
施

機
関

：
N

H
O

京
都

医
療

セ
ン

タ
ー

プ
ロ

ジ
ク

ト
リ

ダ
成

瀬
光

栄

研
究

目
的

：
原

発
性

ア
ル

ド
ス

テ
ロ

ン
症

（
P

A
）
は

治
癒

可
能

で
あ

る
一

方
、

標
的

臓
器

障
害

が
多

い
こ

と
か

ら
、

適
切

な
診

断
・
治

療
が

重
要

な
二

次
性

高
血

圧
の

代
表

で
あ

る
。

近
年

全
高

血
圧

の
5

2
0
%
と

の
高

頻
度

が
報

告
さ

れ
て

い
る

が
わ

が
国

の
高

血
圧

に
お

け
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
リ

ー
ダ

ー
：
成

瀬
光

栄

参
加

施
設

：
N

H
O

 4
6
病

院

年
、

全
高

血
圧

の
5
-
2
0
%
と

の
高

頻
度

が
報

告
さ

れ
て

い
る

が
、

わ
が

国
の

高
血

圧
に

お
け

る
有

病
率

は
不

明
で

あ
る

。
本

研
究

の
目

的
は

N
H

O
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

活
用

し
て

わ
が

国
の

高
血

圧
に

占
め

る
P

A
の

割
合

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
で

あ
る

。

研
究

成
果

：
研

究
概

要
：

高
血

圧
患

者
（

1
2
36

）
研

究
成

果
１

．
平

成
1
7
年

6
月

か
ら

3
年

間
の

有
効

登
録

症
例

は
1
2
3
6
例

。
２

．
血

漿
ア

ル
ド

ス
テ

ロ
ン

と
レ

ニ
ン

活
性

に
よ

る
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

陽
性

率
（
P

A
疑

い
）
は

8
.7

%
、

そ
の

内
、

3
7
.9

%
を

P
A

と
診

断
。

３
．

全
高

血
圧

に
お

け
る

P
A

の
割

合
は

3
.3

%
。

４
P

A
で

は
‘
そ

の
他

の
高

血
圧

’
と

比
較

し
て

低
K

血
症

（
8

3
%

研
究

概
要

（
ｎ

＝
1
2
36

 ）

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
検

査
（
P

R
A

<
1
.0

n
g/

m
l/

h
＆

P
A

C
≧

 1
2
n
ｇ
/
d
l

＆
A

R
R

≧
 2

0
）

Ｙ
e
s

N
o

４
．

P
A

で
は

そ
の

他
の

高
血

圧
と

比
較

し
て

低
K

血
症

（
8
.3

%
vs

.
4
.5

%
）
、

治
療

抵
抗

性
（
1
1
.2

%
vs

.
6
.2

%
）
の

頻
度

が
高

い
傾

向
を

示
し

た
が

有
意

差
は

な
く

、
年

齢
、

性
別

、
血

圧
、

罹
病

期
間

に
も

差
な

し
。

通
常

の
臨

床
所

見
に

は
差

を
認

め
な

い
。

５
．

P
A

の
1
3
.4

%
の

み
副

腎
Ｃ

Ｔ
上

の
副

腎
腫

瘍
が

確
認

可
能

。

結
論

Ｙ
e
s

N
o

P
A

疑
い

（
n
=
1
0
8 

）
そ

の
他

の
高

血
圧

（
n
=
1
1
28

 ）
8.

7%

Ｃ
Ｔ

ス
キ

ャ
ン

（
n
=9

5
)

結
論

：
一

般
診

療
外

来
を

対
象

と
し

た
多

施
設

共
同

研
究

に
て

、
わ

が
国

の
高

血
圧

に
お

け
る

P
A

の
有

病
率

を
初

め
て

明
ら

か
に

し
た

。
高

血
圧

の
有

病
者

数
が

約
３

０
０

０
万

人
と

さ
れ

る
事

を
考

慮
す

る
と

、
高

血
圧

の
日

常
診

療
に

お
い

て
ア

ル
ド

ス
テ

ロ
ン

、
レ

ニ
ン

腫
瘍

≧
10

m
m

N
o

( 
n
=
8
7)

Ｙ
e
s

( 
n
=
8
)

少
な

く
と

も
２

つ
陽

性
( 

n
=
2
6)

少
な

く
と

も
１

つ
陽

性
ま

た
は

シ
ン

チ
、

Ａ
Ｖ

Ｓ
陽

性
少

な
く
と

も
１

つ
が

陽
性

か
つ

機
能

確
認

検
査

る
と

、
高

血
圧

の
日

常
診

療
に

お
い

て
ア

ル
ド

ス
テ

ロ
ン

、
レ

ニ
ン

測
定

に
よ

る
P

A
の

適
切

な
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

が
重

要
と

い
え

る
。

研
究

成
果

の
発

表
状

況
：

・
第

6
2
回

国
立

病
院

総
合

医
学

会
（
2
0
0
8
年

1
1
月

）

原
発

性
ア

ル
ド

ス
テ

ロ
ン

症
（

n
=
3
6
 ）シ

ン
チ

、
Ａ

Ｖ
Ｓ

陽
性

(n
=5

)
N

o
Ｙ

e
s

N
o

そ
の

他
の

高
血

圧

( 
n
=
 3

 )

そ
の

他
の

高
血

圧

（
n
=
5
6
 ）

3.
3%

局
在

診
断

・
第

6
2
回

国
立

病
院

総
合

医
学

会
（
2
0
0
8
年

1
1
月

）
・
第

8
2
回

日
本

内
分

泌
学

会
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
（
2
0
0
9
年

4
月

）
・
第

9
1
回

米
国

内
分

泌
学

会
（
2
0
0
9
年

6
月

）
ア

ル
ド

ス
テ

ロ
ン

産
生

腫
瘍

（
n
=
6
 ）

特
発

性
ア

ル
ド

ス
テ

ロ
ン

症
（

n
=
 1

2
 ）

局
在

診
断

未
実

施
（

n
=
1
8
 ）

実
施

（
n
=
18

 ）

２



終
了

課
題

H
16

年
度

課
題

研
究

事
業

名
：
平

成
16

年
度

EB
M

推
進

の
た

め
の

大
規

模
臨

床
研

究

研
究

課
題

名
「
急

性
心

筋
梗

塞
全

国
共

同
悉

皆
調

査
に

よ
る

臨
床

評
価

指
標

と
そ

の
評

価
（
ST

A
M

IN
H

O
研

究
)」

研
究

期
間

症
例

登
録

：
2
0
0
5
/
0
2
/
0
1
～

2
0
0
6
/
1
2
/
3
1

追
跡

：
2
0
0
5
/
0
2
/
0
1
～

2
0
0
8
/
0
1
/
3
1

実
施

体
制

：

研
究

責
任

者
：
楠

岡
英

雄
（
大

阪
医

療
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

）
デ

ー
タ

セ
ン

タ
ー

：
国

際
協

力
医

学
研

究
振

興
財

団
日

本
臨

床
研

究
支

援
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

（
J
C

R
A

C
）

研
究

目
的

：

本
研

究
は

、
国

立
病

院
機

構
病

院
に

急
性

心
筋

梗
塞

発
症

後
7
2
時

間
以

内
に

入
院

し
た

患
者

全
て

を
対

象
と

し
、

急
性

心
筋

梗
塞

の
急

性
期

治
療

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

並
び

に
ア

ウ
ト

カ
ム

の
実

態
実

施
機

関
：
北

海
道

が
ん

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

他
、

4
4
病

院
塞

の
急

性
期

治
療

に
お

け
る

プ
ロ

セ
ス

並
び

に
ア

ウ
ト

カ
ム

の
実

態
調

査
と

そ
の

評
価

、
な

ら
び

に
当

該
情

報
の

提
供

に
よ

る
診

療
行

動
の

変
容

の
評

価
を

目
的

と
し

て
い

る
。

研
究

概
要

：

早
期

血
行

再
建

術
の

実
施

率
早

期
の

抗
血

小
板

薬
投

与
率

研
究

成
果

：
早

期
血

行
再

建
術

の
実

施
率

早
期

の
抗

血
小

板
薬

投
与

率
研

究
成

果
：

本
研

究
は

、
先

行
研

究
で

あ
る

C
A

M
P

A
IG

N
研

究
（
1
:1

9
9
9
/
0
7
 

～
2
0
0
2
/
0
1
、

2
:2

0
0
2
/
1
0
 ～

1
2
、

3
:2

0
0
3
/
1
0
 ～

1
2
)を

継
承

す
る

も
の

で
あ

る
。

前
半

期
（
S
T
A

M
IN

H
O

-
1
、

2
0
0
5
/
1
 ～

1
2
)に

1
7
6
8

8
0

8
5

9
0

9
5

1
0
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

急
性

期
死

亡
率

病
院

間
で

の
較

差
（
ｱ

ｽ
ﾋ
ﾟﾘ

ﾝ
投

与
率

）

例
、

後
半

期
(S

T
A

M
IN

H
O

-
2
、

2
0
0
5
/
1
 ～

1
2
)に

1
2
9
1
例

が
登

録
さ

れ
た

。
入

院
後

2
4
時

間
以

内
の

血
行

再
建

術
の

実
施

率
、

2
4

時
間

以
内

の
ア

ス
ピ

リ
ン

投
与

の
実

施
率

な
ど

の
プ

ロ
セ

ス
の

指
標

、
入

院
中

死
亡

率
等

の
ア

ウ
ト

カ
ム

の
指

標
に

つ
い

て
病

院
毎

7
0

7
5

C
A
M

P
A
IG

N
1

C
A
M

P
A
IG

N
2
&

3
S
T
A
M

IN
H

O
-
1

S
T
A
M

IN
H

O
-
2

5
0

6
0

C
A
M

P
A
IG

N
1

C
A

M
P

A
IG

N
2
&
3

S
T

A
M

IN
H

O
-
1

S
T

A
M

IN
H

O
-
2

1
5

S
T
A

M
IN

H
O

-1

11
0

S
T
A

M
IN

H
O

研
究

で
は

多
く
の

臨
床

評
価

指
標

に
お

い
て

の
評

価
を

行
っ

た
。

各
指

標
は

時
期

の
進

行
と

共
に

改
善

を
示

し
た

が
、

病
院

間
で

の
較

差
は

依
然

と
大

き
く
存

在
し

た
。

急
性

心
筋

梗
塞

診
療

の
標

準
化

の
た

め
に

も
今

後
と

も
臨

床
評

価
指

標
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

が
重

要
で

あ
る

こ
と

が
示

さ
れ

た
。

05

1
0

C
A
M

P
A
IG

N
1

C
A
M

P
A

IG
N

2
&

3
S
T

A
M

IN
H

O
-
1

S
T

A
M

IN
H

O
-
2

506070809010
0

A
B

E
F

G
H

I
M

N
O

P
Q

R
S

U
V

W
b

S
T
A

M
IN

H
O

研
究

で
は

、
多

く
の

臨
床

評
価

指
標

に
お

い
て

C
A

M
P

A
IG

N
研

究
時

よ
り

も
改

善
。

し
か

し
な

が
ら

、
C

A
M

P
A

IG
N

研
究

で
認

め
ら

れ
た

病
院

間
の

較
差

は
S
T
A

M
IN

H
O

研
究

で
も

同
様

に
認

め
ら

れ
た

。
３



研
究

事
業

名
：
平

成
１

６
年

度
Ｅ

Ｂ
Ｍ

推
進

の
た

め
の

大
規

模
臨

床
研

究
事

業

「
心

房
細

動
に

よ
る

心
原

性
脳

塞
栓

予
防

に
お

け
る

抗
血

栓
療

法
の

実
態

調
査

研
究

期
間

平
成

16
年

9月
-1

9年
3月

終
了

課
題

H
16

年
度

課
題

「
心

房
細

動
に

よ
る

心
原

性
脳

塞
栓

予
防

に
お

け
る

抗
血

栓
療

法
の

実
態

調
査

（
JN

H
O

A
F研

究
) 
」

実
施

体
制

：
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
リ

ー
ダ

ー

研
究

目
的

：

非
弁

膜
性

心
房

細
動

（
Ｎ

Ｖ
Ａ

Ｆ
）
患

者
に

お
け

る
抗

血
栓

療
法

の
実

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

リ
ー

ダ
ー

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

是
恒

之
宏

全
国

国
立

病
院

機
構

病
院

41
 施

設
共

同
研

究

非
弁

膜
性

心
房

細
動

（
Ｎ

Ｖ
Ａ

Ｆ
）
患

者
に

お
け

る
抗

血
栓

療
法

の
実

態
調

査
を

国
立

病
院

機
構

で
全

国
規

模
で

行
な

う
こ

と
に

よ
り

、
基

礎
疾

患
別

、
発

作
性

・
持

続
性

別
、

脳
塞

栓
リ

ス
ク

別
、

病
院

別
、

医
師

専
門

別
に

よ
る

抗
凝

固
薬

の
使

用
実

態
を

調
査

し
、

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
沿

っ
た

治
療

が
行

な
わ

れ
て

い
る

か
ど

う
か

を
検

討
す

る
。

さ
ら

に
投

薬
に

よ
た

治
療

が
行

な
わ

れ
て

い
る

か
ど

う
か

を
検

討
す

る
。

さ
ら

に
投

薬
に

よ
る

血
栓

塞
栓

症
、

出
血

性
合

併
症

、
予

後
に

つ
き

前
向

き
に

検
討

す
る

。

研
究

概
要

：
研

究
成

果
：

１
．

Ｃ
Ｈ

Ａ
Ｄ

Ｓ
２

ス
コ

ア
０

で
も

6割
の

症
例

に
ワ

ル
フ

ァ
リ

ン
が

投
与

さ
れ

て
い

ワ
ル

フ
ァ

リ
ン

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

の
安

定
度

Ｃ
Ｈ

Ａ
Ｄ

Ｓ
２

ス
コ

ア
別

抗
血

栓
療

法

た
。

リ
ス

ク
が

高
く
な

る
に

従
い

ワ
ル

フ
ァ

リ
ン

投
与

率
も

増
加

し
た

。
２

．
高

齢
者

で
も

PT
-IN

R
の

平
均

値
は

変
わ

ら
な

か
っ

た
が

、
ワ

ル
フ

ァ
リ

ン
投

与
量

は
減

少
し

た
。

70
歳

未
満

で
も

、
8割

の
症

例
で

PT
-IN

R
の

目
標

は
1.

6-
2.

6で
あ

っ
た

。
目

標
が

1.
6-

2.
6、

2.
0-

3.
0い

ず
れ

で
あ

っ
て

も
実

際
の

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

の
平

均
は

1.
9-

2.
0で

あ
っ

た
。

5
292
2

1
7

5
3

1
6

1
3

1
8

6
1

1
4

1
3

1
2

5
9

2
281
1

7
0

2
316

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
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ン
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9
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0で
あ

っ
た
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３
．

ワ
ル

フ
ァ

リ
ン

投
与

量
変

更
の

結
果

か
ら

、
出

血
の

リ
ス

ク
は

気
に

な
る

が
、

梗
塞

の
リ

ス
ク

に
は

甘
い

傾
向

が
あ

っ
た

。
４

．
安

定
度

の
結

果
か

ら
、

0.
4以

内
の

範
囲

で
の

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

は
多

く
の

症
例

で
困

難
で

あ
る

こ
と

が
明

ら
か

と
な

っ
た

。
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研
究

事
業

名
：
平

成
16

年
度

EB
M

推
進

の
た

め
の

大
規

模
臨

床
研

究
研

究
課

題
名

「
消

化
器

外
科

手
術

の
施

設
間

技
術

評
価

法
の

確
立

（
究

)

研
究

期
間

20
05

年
4月

1日
～

20
12

年
4 

月
8日

継
続

課
題

H
16

年
度

課
題

（
E-

PA
SS

研
究

) 
」

実
施

体
制

：
研

究
責

任
者

：
芳

賀
克

夫
実

施
機

関
：

43
施

設
デ

ー
タ

セ
ン

タ
ー

：
JC

R
A

C
研

究
目

的
：

1.
我

々
が

開
発

し
た

手
術

リ
ス

ク
評

価
法

E
-P

A
S

S
 を

用
い

て
我

が
国

の
医

療
事

情
に

即
し

た
短

期
的

な
外

科
技

術
評

価
法

を
確

立
す

る
医

療
事

情
に

即
し

た
短

期
的

な
外

科
技

術
評

価
法

を
確

立
す

る
。

2.
消

化
器

癌
手

術
の

長
期

生
存

率
を

評
価

す
る

シ
ス

テ
ム

を
新

規
に

開
発

す
る

。

研
究

中
間

結
果

報
告

：
（
研

究
目

的
1に

つ
い

て
解

析
）

研
究

概
要

：

E
-P

A
S

S
A

S
A

-
ba

se
d 

d
l

P
-

P
O

S
S

U
M

表
1
. 
各

シ
ス

テ
ム

の
精

度

登
録

さ
れ

た
予

定
消

化
器

外
科

手
術

症
例

5,
27

1例
で

、
E

-P
A

S
S

と
イ

ギ
リ

ス
で

開
発

さ
れ

た
P

-P
O

S
S

U
M

、
イ

タ
リ

ア
で

開
発

さ
れ

た
A

S
A

-b
as

ed
m

od
el

を
解

析
し

、
技

術
評

価
法

と
し

て
の

妥
当

性
を

比
較

検
討

し
た

。
エ

ン

ド
ポ

イ
ン

ト
は

在
院

死
亡

で
あ

る
予

測
死

亡
率

算
出

の
た

め
に

要
す

る
変

m
od

el
R

 v
al

ue
s

0.
96

, 
P

<0
.0

00
1

0.
93

, 
P

<0
.0

00
1

0.
81

, 
P

=0
.0

04
6

A
U

C
 (9

5%
C

I)
0.

86
 

(0
.7

9-
0.

73
(0

.6
3-

0.
81

 
(0

.7
5-

0.
88

)

E‐
PA

SS

P‐
PO

SS
U
M

ド
ポ

イ
ン

ト
は

在
院

死
亡

で
あ

る
。

予
測

死
亡

率
算

出
の

た
め

に
要

す
る

変
数

の
数

は
、

E
-P

A
S

S
は

8、
A

S
A

-b
as

ed
m

od
el

は
4、

P
-P

O
S

S
U

M
は

20
で

あ
る

。
対

象
患

者
を

各
シ

ス
テ

ム
の

予
測

死
亡

率
で

均
等

に
10

グ
ル

ー
プ

に
分

け
、

実
死

亡
率

と
予

測
死

亡
率

の
相

関
係

数
(R

va
lu

es
)を

比
較

す
る

と
E-

PA
S

S
が

最
も

高
い

値
を

示
し

た
(表

1)
。

同
様

に
在

院
死

亡
予

0.
92

)
0.

83
)

図
1

A
SA

‐b
as
ed

 
m
od

el

る
と

、
E

PA
S

S
が

最
も

高
い

値
を

示
し

た
(表

1)
。

同
様

に
、

在
院

死
亡

予
測

の
精

度
を

表
す

R
O

C
曲

線
下

面
積

(A
U

C
)も

、
E

-P
A

S
S

が
最

も
高

い
値

を
示

し
た

（
表

1及
び

図
1）

。
20

0例
以

上
患

者
を

登
録

し
た

施
設

で
、

そ
の

施
設

の
技

術
水

準
を

示
す

O
bs

er
ve

d-
to

E
xp

ec
te

d-
m

or
ta

lit
y

ra
tio

を
各

シ
ス

テ
ム

で
求

め
シ

ス
テ

ム
間

の
相

関
係

数
を

求
め

る
と

有
意

な
正

を
各

シ
ス

テ
ム

で
求

め
、

シ
ス

テ
ム

間
の

相
関

係
数

を
求

め
る

と
、

有
意

な
正

の
相

関
を

示
し

た
（

E
-P

A
S

S
vs

.
P

-P
O

S
S

U
M

:
R

=0
.9

6,
N

=6
,

P
=0

.0
02

1;
E

-P
A

S
S

vs
.

A
S

A
-b

as
ed

m
od

el
:

R
=0

.8
3,

N
=9

,
P

=0
.0

05
1)

。
以

上
よ

り
、

E
-P

A
S

S
は

精
度

が
高

く
、

簡
便

で
あ

り
、

我
が

国
で

大
規

模
な

O
ut

co
m

e
re

se
ar

ch
を

行
う

の
に

適
し

た
シ

ス
テ

ム
で

あ
る

国
で

大
規

模
な

O
ut

co
m

e
re

se
ar

ch
を

行
う

の
に

適
し

た
シ

ス
テ

ム
で

あ
る

こ
と

が
示

唆
さ

れ
た

。

今
後

の
計

画
：

研
究

目
的

1に
つ

い
て

は
、

In
te

rn
at

io
na

l S
ur

gi
ca

l W
ee

k 
20

09
及

び
医

学
雑

誌
A

nn
al

s 
of

 S
ur

ge
ry

(2
01

0)
で

成
果

の
発

表
を

行
っ

た
。

研
究

目
的

2に
つ

い
て

は
、

デ
ー

タ
を

順
調

に
取

得
し

て
い

る
。
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研
究

期
間

: 2
00

5年
4月

か
ら

20
09

年
3月

ま
で

実
施

体
制

継
続

課
題

H
１

７
年

度
課

題

研
究

事
業

名
：
平

成
17

年
度

EB
M

推
進

の
た

め
の

大
規

模
臨

床
研

究
研

究
課

題
名

：

実
施

体
制

：
研

究
責

任
者

：
N

H
O

近
畿

中
央

胸
部

疾
患

セ
ン

タ
ー

井
上

義
一

研
究

参
加

施
設

：
N
H
O
 6
3
 施

設
。

デ
ー

タ
セ

ン
タ

ー
：
Ja

pa
n 

C
lin

ic
al

 R
es

ea
rc

h 
A

ss
is

t C
en

te
r（

JC
R

AC
）
、

責
任

者
山

崎
力

、
統

計
解

析
責

任
者

：
石

塚
直

樹
「
慢

性
呼

吸
器

疾
患

に
お

け
る

、
機

械
的

人
工

換
気

療
法

の
適

用
基

準
、

安
全

性
、

患
者

予
後

、
Q

O
L、

医
療

経
済

効
果

に
関

す
る

観
察

研
究

Ja
pa

n 
N

H
O

 E
B

M
 s

tu
dy

 fo
r P

os
iti

ve
 P

re
ss

ur
e 

Ve
nt

ila
tio

n 
(J

N
EP

PV
研

究
)」

研
究
概
要
：

対
象
：
慢
性
呼
吸
器
疾
患
と
し
て
、
C
O
P
D
、
間
質
性
肺
炎
/
肺
線
維
症
、

肺
結
核

後
遺
症

そ
の
他
｛
塵
肺

胸
郭
異
常

気
管
支
等
拡
張
症
（
十

研
究

目
的

：

慢
性

呼
吸

器
疾

患
患

者
に

侵
襲

的
(IP

P
V

)、
非

侵
襲

的
（
N

PP
V）

人
工

換
気

療
法

を
実

施
す

る
場

合
の

(1
) 適

応
基

準
、

(2
) 短

期
お

よ
び

後
遺
症
、
そ
の
他
｛
塵
肺
、
胸
郭
異
常
、
気
管
支
等
拡
張
症
（
十

N
T
M
）
｝
。

研
究

デ
ザ

イ
ン

：
前

向
き

コ
ホ

ー
ト

研
究

。
方

法
：
人

工
換

気
導

入
時

（
登

録
時

、
1日

後
）
に

患
者

要
因

（
基

礎
疾

患
、

重

症
度

、
急

性
の

増
悪

に
よ

る
導

入
か

慢
性

期
導

入
か

、
合

併
症

、
社

会
的

特
性

）
施

設
要

因
（
病

院
の

特
性

導
入

の
曜

日
時

間
帯

主
治

医
特

性
）
を

長
期

的
な

安
全

性
、

患
者

予
後

、
PS

、
Q

O
L、

(3
)医

療
経

済
効

果
に

つ
い

て
前

向
き

コ
ホ

ー
ト

調
査

を
行

い
、

有
用

性
と

問
題

点
を

基
礎

疾
患

別
に

明
ら

か
に

す
る

（
本

研
究

期
間

）
。

病
院

特
性

、
重

症
度

、
基

礎
疾

患
等

を
加

味
し

、
エ

ビ
デ

ン
ス

に
基

づ
い

た
人

工
換

気
療

法
の

適
応

基
準

と
そ

れ
に

合
致

す
る

体
制

作
り

を
提

案
す

る
。

性
）
、

施
設

要
因

（
病

院
の

特
性

、
導

入
の

曜
日

、
時

間
帯

、
主

治
医

特
性

）
を

調
査

し
治

療
選

択
（
IP

P
V

か
N

PP
V）

に
影

響
を

与
え

る
因

子
を

調
査

す
る

。
短

期
（
1ヶ

月
）
、

長
期

（
12

ヶ
月

）
経

過
時

点
で

の
、

①
患

者
の

状
態

：
予

後
、

E
C

O
G

 p
er

fo
rm

an
ce

 s
ta

tu
s(

P
S

)、
H

ea
lth

 re
la

te
d 

qu
al

ity
 o

f l
ife

 
(H

R
-Q

O
L:

 S
F-

36
)、

②
人

工
換

気
療

法
関

連
合

併
症

と
他

の
合

併
症

、
お

基
準

と
、

そ
れ

に
合

致
す

る
体

制
作

り
を

提
案

す
る

。
(

)
よ

び
事

故
、

③
医

療
経

済
効

果
（
入

院
期

間
、

IC
U

滞
在

期
間

、
挿

管
、

気
管

切
開

率
）
を

調
査

し
、

疾
患

別
、

初
期

の
人

工
換

気
の

タ
イ

プ
等

で
比

較
す

る
。

途
中

で
人

工
換

気
を

離
脱

し
た

患
者

も
12

ヶ
月

ま
で

観
察

す
る

。
3ヶ

月
、

6ヶ
月

目
に

も
患

者
状

態
、

合
併

症
に

つ
い

て
観

察
す

る
。

研
究

中
間

結
果

報
告

：
20

06
年

5月
15

日
か

ら
20

08
年

3月
ま

で
18

8
名

登
録

さ
れ

た
。

内
訳

は
C

O
P

D
80

例
、

間
質

性
肺

炎
/肺

線
維

症
25

例
、

肺
結

核
後

遺
症

43
例

、
そ

の
他

の
慢

性
呼

吸
器

疾
患

32
例

、
合

例
、

肺
結

核
後

遺
症

例
、

そ
他

慢
性

呼
吸

器
疾

患
例

、
合

計
18

8例
登

録
さ

れ
た

。

今
後

の
計

画
：

20
09

年
3月

ま
で

患
者

の
追

跡
を

し
入

力
を

終
了

す
る

。
現

在
未

入
力

20
09

年
3月

ま
で

患
者

の
追

跡
を

し
入

力
を

終
了

す
る

。
現

在
未

入
力

項
目

の
確

認
し

入
力

終
了

に
向

け
て

デ
ー

タ
収

集
中

。
20

09
年

3月
か

ら
統

計
解

析
を

開
始

す
る

。
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研
究

事
業

名
：
平

成
１

７
年

度
EB

M
推

進
の

た
め

の
大

規
模

臨
床

研
究

研
究

課
題

名
「
EB

M
に

基
づ

く
胃

潰
瘍

診
療

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
の

妥
当

性
に

関
す

る
臨

床
的

研
究

期
間

：
平

成
17

年
4月

～
平

成
21

年
3月

実
施

体
制

：

終
了

課
題

H
１

７
年

度
課

題

研
究

課
題

名
EB

M
に

基
づ

く
胃

潰
瘍

診
療

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
の

妥
当

性
に

関
す

る
臨

床
的

検
討

—
ア

ウ
ト

カ
ム

研
究

を
中

心
と

し
て

ー
(E

G
G

U
研

究
)」

研
究

責
任

者
：
谷

山
清

己
(呉

医
療

セ
ン

タ
ー

・
中

国
が

ん
セ

ン
タ

ー
）

施
設

外
協

力
者

：
上

村
直

美
(国

立
国

際
医

療
セ

ン
タ

ー
）

統
計

解
析

責
任

者
：
石

塚
直

樹
（
国

立
国

際
医

療
セ

ン
タ

ー
研

究
所

）

デ
ー

タ
管

理
責

任
者

：
山

崎
力

（
東

京
大

学
大

学
院

医
学

系
研

究
科

）

研
究

目
的

：
「
EB

M
に

基
づ

く
胃

潰
瘍

診
療

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
（
以

下
、

G
L）

の
認

知
度

、
普

及

度
を

調
査

し
、

そ
の

中
に

記
載

さ
れ

て
あ

る
諸

項
目

の
中

で
、

特
に

宿
主

側
の

要
因

で
あ

る
ピ

ロ
リ

菌
の

感
染

と
治

療
行

為
で

あ
る

除
菌

治
療

N
S

A
ID

使
用

の
状

況
と

従
来

型
治

療
デ

タ
管

理
責

任
者

：
山

崎
力

（
東

京
大

学
大

学
院

医
学

系
研

究
科

）

研
究

主
体

：
独

立
行

政
法

人
国

立
病

院
機

構
医

療
部

研
究

課

ピ
ロ

リ
菌

の
感

染
と

治
療

行
為

で
あ

る
除

菌
治

療
、

N
S

A
ID

使
用

の
状

況
と

従
来

型
治

療
の

効
果

に
焦

点
を

あ
て

て
、

そ
れ

ら
の

有
用

性
の

確
認

と
問

題
点

の
抽

出
を

行
う

。

研
究

成
果

：
62

施
設

か
ら

94
4人

が
登

録
さ

れ
た

。
男

性
65

2人
、

女
性

29
2人

、
平

均
年

齢
64

0(
18

~9
9)

歳
で

あ
っ

た

研
究

成
果

の
発

表
状

況
：

平
成

19
年

度
第

61
回

国
立

病
院

総
合

医
学

会
口

演
発

表

研
究

概
要

：

齢
64

.0
(1

8~
99

)歳
で

あ
っ

た
。

N
S

A
ID

起
因

性
潰

瘍
は

16
2例

(1
7.

2%
)で

あ
り

、
そ

の
う

ち
83

例
(5

1.
2%

)
で

N
S

A
ID

が
中

止
さ

れ
、

12
8例

(7
9.

0%
)が

PP
Iで

治
療

さ
れ

て
い

た
。

H
P

感
染

診
断

は
、

94
4例

中
62

3例
(6

6.
0%

)で
実

施
さ

れ
、

そ
の

内
47

0例
(7

5.
4%

)が
H

P
陽

性
で

あ
っ

た
。

47
0例

の
内

35
2例

(7
4.

9%
)で

除
菌

が
施

行
さ

れ
除

菌
判

定
さ

れ
た

例
中

例
除

菌
が

成

平
成

20
年

度
第

62
回

国
立

病
院

総
合

医
学

会
ポ

ス
タ

ー
発

表

・
胃

潰
瘍

治
療
の
適

正
化
を

目
的

・
厚

生
労

働
省
主
導

で
20

03
年

に
策

定

内
外

の
55

29
論

文
か

ら
ビ

デ
ン

抽
出

行
さ

れ
、

除
菌

判
定

さ
れ

た
28

8例
(8

1.
8%

)中
25

0例
(8

6.
8%

)で
除

菌
が

成
功

し
た

。
25

0例
中

18
9例

(7
5.

6%
)で

は
維

持
療

法
が

行
わ

れ
な

か
っ

た
。

ま
た

、
94

4例
中

、
内

視
鏡

的
再

発
無

し
な

ら
び

に
症

状
再

発
無

し
(再

発
無

群
)は

75
9例

(8
0.

4%
)、

内
視

鏡
的

再
発

有
り

又
は

症
状

再
発

有
り

(再
発

有

・
内

外
の

55
29

論
文

か
ら

エ
ビ

デ
ン

ス
抽

出

・
臨

床
現

場
へ
の
フ

ロ
ー
チ

ャ
ー
ト

が
特
徴

・
問

題
点

の
抽
出
と

検
証
過

程
は
含

ま
れ
な

い
！

群
)

例
(

)、
内

視
鏡

的
再

発
有

り
又

症
状

再
発

有
り

(再
発

有
群

)は
17

9例
(1

9.
0%

)で
あ

り
、

そ
れ

ぞ
れ

の
平

均
年

齢
は

、
64

.2
歳

と
63

.1
歳

で
あ

っ
た

。
N

S
A

ID
投

与
無

し
群

に
お

い
て

、
除

菌
成

功
例

は
失

敗
例

よ
り

再
発

率
（
内

視
鏡

的
な

ら
び

に
症

状
）
が

有
意

に
低

か
っ

た
。

医
師

専
門

性
並

び
に

G
L周

知
度

と
再

発
有

無
群

に
有

意
な

関
連

は
見

ら
れ

医
師

専
門

性
並

び
に

G
L周

知
度

と
再

発
有

無
群

に
有

意
な

関
連

は
見

ら
れ

な
か

っ
た

。
な

お
、

胃
癌

は
7例

(0
.7

%
)に

認
め

ら
れ

た
。

結
論

：
G

Lに
即

し
た

除
菌

は
、

胃
潰

瘍
再

発
を

抑
え

る
こ

と
が

明
ら

か
と

な
っ

た
。

再
発

無
群

75
9例

に
対

し
H

P除
菌

後
維

持
療

法
無

し
が

18
9例

と
少

な
い

の
は

発
無

群
75

9例
に

対
し

て
H

P除
菌

後
維

持
療

法
無

し
が

18
9例

と
少

な
い

の
は

、
主

に
H

P
感

染
診

断
率

と
関

連
し

て
お

り
、

担
当

医
師

の
G

L周
知

度
は

高
く
な

い
と

推
定

さ
れ

る
。

G
L準

拠
度

、
医

療
経

済
効

果
に

つ
い

て
は

更
に

検
討

中
で

あ
る

。
７



研
究

事
業

名
：
平

成
17

年
度

EB
M

推
進

の
た

め
の

大
規

模
研

究
事

業

「
ス

テ
ロ

イ
ド

療
法

の
安

全
性

の
確

立
に

関
す

る
研

究
（
N

H
O

SA
C

研
究

)
」

研
究

期
間

20
06

年
4月

1日

H
１

７
年

度
課

題
終

了
課

題

ス
テ

ロ
イ

ド
療

法
の

安
全

性
の

確
立

に
関

す
る

研
究

（
N

H
O

SA
C

研
究

) 
」

20
06

年
4月

1日
～

実
施

体
制

：
N

H
O

 5
7施

設

研
究

目
的

：

本
研

究
の

目
的

は
、

自
己

免
疫

疾
患

患
者

に
対

す
る

ス
テ

ロ
イ

ド
療

法
が

原
因

と
考

え
ら

れ
る

有
害

事
象

を
、

国
立

病
院

機
構

で
全

国
規

模
の

解
析

を
行

①
長

崎
医

療
セ

ン
タ

ー
右

田
清

志
い

、
①

有
害

事
象

の
発

生
頻

度
と

患
者

要
因

、
治

療
要

因
(ス

テ
ロ

イ
ド

投
与

法
、

投
与

量
な

ど
)の

関
係

を
明

ら
か

に
す

る
②

ス
テ

ロ
イ

ド
療

法
に

伴
う

有
害

事
象

発
生

の
リ

ス
ク

フ
ァ

ク
タ

ー
を

明
ら

か
に

す
る

③
有

害
事

象
を

回
避

す
る

た
め

に
予

防
投

薬
の

有
用

性
を

検
証

し
、

ス
テ

ロ
イ

ド
療

法
の

安
全

性
を

確
立

す
を

す
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

研
究

概
要

：
研

究
成

果
：

①
ス

テ
ロ

イ
ド

治
療

と
関

連
が

あ
る

有
害

事
象

を
24

8例
（
41

.6
％

）
に

認
め

た
に

認
め

た
。

②
発

生
頻

度
の

高
い

有
害

事
象

は
、

①
感

染
症

14
2例

（
23

.5
％

）
、

②
代

謝
異

常
79

例
（
13

.1
％

）
、

③
筋

骨
格

系
障

害
34

例
（
5.

7％
）
、

④
心

血
管

イ
ベ

ン
ト

24
例

（
4.

0％
）
、

⑤
精

神
症

状
23

例
（
3

8％
）
で

あ
っ

た
23

例
（
3.

8％
）
で

あ
っ

た
。

③
最

も
発

生
頻

度
の

高
か

っ
た

感
染

症
に

お
い

て
は

、
真

菌
感

染
症

（
34

例
）
、

サ
イ

ト
メ

ガ
ロ

感
染

症
（
18

例
）
、

ニ
ュ

ー
モ

シ
ス

チ
ス

肺
炎

（
7例

）
、

結
核

（
2例

）
な

ど
日

和
見

感
染

が
多

く
観

察
さ

れ
たた

。

④
基

礎
疾

患
別

で
は

、
間

質
性

肺
疾

患
に

お
い

て
、

有
害

事
象

の
発

生
が

高
い

傾
向

に
あ

り
、

生
存

率
も

有
意

に
低

か
っ

た
。

研
究

成
果

の
発

表
状

況
：

研
究

成
果

の
発

表
状

況
：

右
田

清
志

：
「
ス

テ
ロ

イ
ド

療
法

の
安

全
性

の
確

立
に

関
す

る
研

究
（
J-

N
H

O
S

A
C

）
」
．

第
63

回
国

立
病

院
総

合
医

学
会

．
仙

台
20

09
.1

0.
23

-2
4.

８



研
究

事
業

名
：
平

成
17

年
度

EB
M

推
進

の
た

め
の

大
規

模
臨

床
研

究

研
究

課
題

名
「
急

性
腸

間
膜

虚
血

症
の

疫
学

調
査

（E
R

A
M

I-J
研

究
）
」

研
究

期
間

20
07

年
2月

1日
～

20
07

年
3月

31
日

終
了

課
題

H
１

７
年

度
課

題

研
究

課
題

名
急

性
腸

間
膜

虚
血

症
の

疫
学

調
査

（E
R

A
M

IJ
研

究
）
」

実
施

体
制

：
研

究
責

任
者

：
芳

賀
克

夫
実

施
機

関
：

26
施

設
デ

ー
タ

セ
ン

タ
ー

：
JC

R
A

C
研

究
目

的
：

急
性

虚
血

性
腸

疾
患

（
A

M
I）

の
在

院
死

亡
の

予
測

因
子

を
明

ら
か

に
す

る
。

研
究

成
果

：

過
去

5年
間

の
後

ろ
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究
で

、
11

0例
の

デ
ー

タ
を

集
積

し
た

。

全
患

者
の

死
亡

率
は

51
%

で
あ

っ
た

。
ロ

ジ
ス

テ
ィ

ッ
ク

回
帰

分
析

で
在

院
死

研
究

概
要

：

表
1
.

在
院

死
亡

率
の

予
測

式
（
R

）

ln
(R

/1
-R

)=
0

25
(a

ge
sc

or
e)

+
0

56
(E

C
G

sc
al

e)
亡

の
予

後
因

子
を

検
討

す
る

と
、

心
電

図
所

見
(E

C
G

sc
al

e)
及

び
シ

ョ
ッ

ク
・

イ
ン

デ
ッ

ク
ス

(S
I)

が
独

立
し

た
予

後
因

子
で

あ
る

こ
と

が
判

明
し

た
。

オ
ッ

ズ

比
(9

5%
信

頼
区

間
)は

、
EC

G
sc

al
eが

1.
7(

1.
2-

2.
4)

、
SI

が
11

(1
.5

-8
0)

で
あ

っ
た

さ
ら

に
ス

テ
ッ

プ
ワ

イ
ズ

分
析

を
行

い
表

1に
示

す
在

院
死

亡

ln
 (R

/1
R

) 
 0

.2
5 

(a
ge

 s
co

re
) 

 0
.5

6 
(E

C
G

 s
ca

le
) 

+ 
3.

1 
(S

I) 
–

5.
7

表
2
.

在
院

死
亡

率
の

予
測

ス
コ

ア
（
S
）

ス
ア

年
齢

心
電

図
所

見
S
I

で
あ

っ
た

。
さ

ら
に

、
ス

テ
ッ

プ
ワ

イ
ズ

分
析

を
行

い
、

表
1に

示
す

在
院

死
亡

率
の

予
測

式
R

を
得

た
。

我
々

は
、

こ
の

R
を

簡
略

化
し

、
足

し
算

だ
け

で
算

出

で
き

る
予

測
ス

コ
ア

S
を

作
成

し
た

（
表

2）
。

こ
の

ら
予

測
法

の
精

度
を

R
O

C
曲

線
下

面
積

(9
5%

信
頼

区
間

)で
検

討
す

る
と

、
R

は
0.

83
(0

.7
4-

0.
91

)、
S

値
究

ス
コ

ア
年

齢
心

電
図

所
見

S
I

1
≥7

0

2
心

房
細

動
6
0
-
9
0
/
m

in
≥
0
.7

4
他

の
不

整
脈

は
0.

82
(0

.7
4-

0.
91

)と
良

好
な

値
を

示
し

た
。

本
研

究
で

得
ら

れ
た

死
亡

率

の
予

測
式

は
、

如
何

な
る

施
設

で
も

使
用

で
き

、
治

療
方

針
の

決
定

や
イ

ン

フ
ォ

ー
ム

ド
コ

ン
セ

ン
ト

に
有

用
で

あ
る

。

他
の

不
整

脈
5
回

/
分

以
上

の
期

外
収

縮
異

常
Q

波
、

S
T
/
T
変

化

研
究

成
果

の
発

表
状

況
：

（
論

文
発

表
）

H
ag

a 
Y,

 O
do

M
, H

om
m

a 
M

, K
om

iy
am

a 
K

, T
ak

ed
a 

K
, K

oi
ke

 S
, T

ak
ah

as
hi

 T
, H

ira
ka

K,
 Y

am
as

hi
ta

 H
, T

an
ak

ay
a 

K
: 

N
ew

 p
re

di
ct

io
n 

ru
le

 fo
r m

or
ta

lit
y 

in
 a

cu
te

 m
es

en
te

ric
 is

ch
em

ia
. D

ig
es

tio
n,

 2
00

9;
80

(2
):1

04
-1

11
.

（
学

会
発

表
）

1)
Th

43
d

W
ld

C
ft

h
I

t
ti

lS
i

t
fS

(IS
S

)
S

8
20

09
A

d
l

id
A

t
li

H
Y

（
学

会
発

表
）

1)
 T

he
 4

3r
d 

W
or

ld
 C

on
gr

es
s 

of
 th

e 
In

te
rn

at
io

na
l S

oc
ie

ty
 o

f S
ur

ge
ry

 (I
S

S
), 

Se
p 

8,
 2

00
9 

Ad
el

ai
de

, A
us

tra
lia

.  
H

ag
a 

Y,
 

O
do

M
, H

om
m

a 
M

, K
om

iy
a 

K
, T

ak
ed

a 
K

, K
oi

ke
 S

, T
ak

e-
sh

ita
T,

 H
ira

ka
K:

 N
ew

 p
re

di
ct

io
n 

ru
le

 fo
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 m
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2)

 第
10

9回
日

本
外

科
学

会
定

期
学

術
集

会
平

成
21

年
4月

4日
福

岡
市

.
芳

賀
克

夫
、

大
堂

雅
晴

、
本

間
正

人
、

古
宮

憲
一

、
武

田
和

憲
、

小
池

祥
一

郎
、

高
橋

忠
照

、
平

賀
聖

久
、

山
下

晴
弘

、
田

中
屋

宏
爾

：
急

性
腸

間
膜

虚
血

症
に

お
け

る
予

後
予

測
法

の
開

発
.

９



平
成

1
8
年

度
国

立
病

院
機

構
E
B

M
推

進
の

た
め

の
大

規
模

臨
床

研
究

糖
尿

病
性

腎
症

発
症

進
展

阻
止

の
た

め
の

家
庭

血
圧

管
理

指
針

の
確

立 究

研
究

期
間

登
録

：
H

2
1
年

6
月

末
日

ま
で

追
跡

期
間

：
3
年

間

H
１

８
年

度
課

題
継

続
課

題

H
o
m

e
 b

lo
o
d 

pr
e
ss

u
re

 f
o
r 

di
ab

e
ti
c
 n

e
ph

ro
pa

th
y.

(H
B

P-
D

N
研

究
)

登
録

：
H

2
1
年

6
月

末
日

ま
で

、
追

跡
期

間
：
3
年

間

実
施

体
制

：

研
究

責
任

者
：

研
究

目
的

：

糖
尿

病
性

腎
症

第
2
期

（
微

量
ア

ル
ブ

ミ
ン

尿
期

）
は

、
厳

格
な

管
理

に
よ

り
re

m
is

si
o
n
、

国
立

病
院

機
構

千
葉

東
病

院
西

村
元

伸

参
加

施
設

数
：
4
9
施

設
（
症

例
登

録
は

3
1
施

設
）

re
gr

e
ss

io
n
が

期
待

で
き

る
病

期
で

あ
る

。
本

研
究

は
、

re
m

is
si

o
n
、

re
gr

e
ss

io
n
導

入
の

た
め

の
家

庭
血

圧
の

目
標

値
を

確
立

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
た

、
観

察
研

究
で

あ
る

。

研
究

概
要

：
研

究
中

間
結

果
報

告
：

第
2期

は
厳

格
な

管
理

で
研

究
概

要
H

2
1
年

6
月

で
登

録
終

了
。

3
1
0
人

が
登

録
さ

れ
、

内
2
5
8
人

が
登

録
基

準
を

満
た

し
た

。
観

察
開

始
時

デ
ー

タ
を

示
す

（
デ

ー
タ

が
入

力
さ

れ
た

2
3
1
人

分
）
。

平
均

年
齢

6
4
.5

歳
、

H
bA

1
c
 7

.0
%
、

A
C

R
 9

9
.9

m
g/

g 
C

r、
e
G

F
R

 7
1
.5

 
m

l/
m

in
/
1
.7

3
m

2
、

C
B

P
(外

来
血

圧
) 

1
4
2
/
7
6
, 
起

床
時

H
B

P
(家

庭
血

圧
)1

3
7
/
7
5

就
寝

時
H

B
P

1
3
1
/
7
1

白
衣

現
象

(C
B

P
-
朝

H
B

P
>
1
0
m

m
H

g)
は

第
１

期

第
２

期

第
３

期

第
2期

は
厳

格
な

管
理

で
病

期
の

改
善

が
期

待
で

き
る

圧
)1

3
7
/
7
5
, 
就

寝
時

H
B

P
1
3
1
/
7
1
。

白
衣

現
象

(C
B

P
朝

H
B

P
>
1
0
m

m
H

g)
は

3
8
.8

%
、

逆
白

衣
現

象
(C

B
P

-
朝

H
B

P
<
-
1
0
m

m
H

g)
 は

2
3
.8

%
で

認
め

た
。

朝
と

夜
の

H
B

P
差

が
1
0
m

m
H

g以
上

の
者

も
3
1
.6

%
存

在
。

以
上

よ
り

、
H

B
P

測
定

併
用

に
よ

り
、

投
薬

量
、

投
薬

の
タ

イ
ミ

ン
グ

を
調

整
す

る
こ

と
の

必
要

性
が

確
認

さ
れ

た
。

ま
た

、
1
年

目
ま

で
の

デ
ー

タ
が

入
力

さ
れ

た
1
2
8
人

の
エ

ン
ド

ポ
イ

ン
ト

発
生

率
は

R
i

i
1
7

9
%

R
i

2
7

3
%

P
i

6
3

%

第
３

期

第
４

期

第
５

期

p
o
i
nt
 o
f
 n
o
 r
e
t
ur
n

透
析

導
入

発
症

後
期

間

re
m

is
si

on
、

re
gr

es
si

on
導

入
に

は
、

血
糖

と
共

に
血

圧
の

管

理
が

重
要

で
あ

る
。

家
庭

血
圧

測
定

は
、

白
衣

現
象

が
な

い
こ

と
、

早
朝

高
血

圧
に

対
応

で
き

る
こ

と
、

複
数

日
の

測
定

で
血

圧
変

動

ン
ト

発
生

率
は

、
R

e
m

is
si

o
n
 1

7
.9

%
, 
R

e
gr

e
ss

io
n
 2

7
.3

%
, 
P

ro
gr

e
ss

io
n
 6

.3
 %

と
、

ほ
ぼ

予
想

さ
れ

た
頻

度
で

あ
っ

た
。

今
後

の
計

画
：

発
症

後
期

間

早
朝

高
血

圧
に

対
応

で
き

る
と

、
複

数
日

の
測

定
で

血
圧

変
動

を
把

握
し

な
が

ら
処

方
の

調
整

が
出

来
る

、
な

ど
の

利
点

が
あ

る
が

、
そ

の
目

標
値

に
関

し
て

は
十

分
な

エ
ビ

デ
ン

ス
が

な
い

。

登
録

基
準

を
満

た
し

た
症

例
が

、
予

定
数

に
満

た
な

か
っ

た
た

め
、

ド
ロ

ッ
プ

ア
ウ

ト
が

１
例

で
も

減
る

よ
う

、
班

員
と

デ
ー

タ
入

力
状

況
の

確
認

を
密

に
行

う
（
H

21
年

度
に

は
入

力
状

況
一

覧
画

面
を

作
成

し
た

）
。

ま
た

、
re

m
is

si
on

、
re

gr
es

si
on

の
頻

度
が

増
え

る
よ

う
、

早
朝

高
血

圧
の

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

方
な

ど
に

つ
い

て
、

班
員

に
情

報
を

提
供

す
る

。
中

間
解

析
は

１
年

毎
に

行
っ

て
い

く
。

第
つ

い
て

、
班

員
に

情
報

を
提

供
す

る
。

中
間

解
析

は
１

年
毎

に
行

っ
て

い
く
。

第
１

回
中

間
解

析
結

果
（
観

察
開

始
時

の
デ

ー
タ

解
析

結
果

）
を

、
H

22
年

度
日

本
糖

尿
病

学
会

で
発

表
予

定
で

あ
る

（
口

演
）
。

１
０



研
究

事
業

名
：
平

成
１

８
年

度
E

B
M

推
進

の
た

め
の

大
規

模
臨

床
研

究

研
究

課
題

名
「
重

症
褥

瘡
（
Ⅲ

度
以

上
）
に

対
す

る
局

所
治

療
・
ケ

ア
の

適
切

性
関

す
る

研
究

ポ
ケ

切
開

洗
浄

消
毒

処
置

を
中

心

研
究

期
間

20
07

.4
-2

01
0.

3

実
施

体
制

：
独

立
行

政
法

人
国

立
病

院
機

構

H
１

８
年

度
課

題
継

続
課

題

に
関

す
る

研
究

－
ポ

ケ
ッ

ト
切

開
・
洗

浄
消

毒
処

置
を

中
心

に
－

（
A

SP
U

研
究

) 
」

実
施

体
制

：
独

立
行

政
法

人
国

立
病

院
機

構
村

山
医

療
セ

ン
タ

ー
町

田
正

文
臨

床
研

究
セ

ン
タ

ー
長

を
リ

ー
ダ

ー
と

す
る

全
国

６
６

施
設

に
よ

る
共

同
研

究
研

究
目

的
：

国
立

病
院

機
構

全
体

で
ア

メ
リ

カ
褥

瘡
諮

問
委

員
会

（
N

P
U

A
P）

深
達

度
分

国
立

病
院

機
構

全
体

で
、

ア
メ

リ
カ

褥
瘡

諮
問

委
員

会
（
N

P
U

A
P）

深
達

度
分

類
に

お
け

る
Ⅲ

度
以

上
の

褥
瘡

を
対

象
に

、
観

察
期

間
１

ヵ
月

（
基

本
）
の

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究
を

行
い

、
以

下
の

仮
説

2 
点

を
検

証
す

る
。

1)
 ポ

ケ
ッ

ト
(u

nd
er

m
in

in
g)

を
有

す
る

褥
瘡

に
お

い
て

、
ポ

ケ
ッ

ト
の

外
科

的
切

開
が

治
癒

を
促

進
す

る
か

？

研
究

概
要

：

全
登

録
数

38
9例

ポ
ケ

ッ
ト

無
23

3例
切

開
が

治
癒

を
促

進
す

る
か

？
2)

 褥
瘡

部
位

の
局

所
治

療
に

お
い

て
、

消
毒

処
置

が
治

癒
を

阻
害

す
る

か
？

研
究

成
果

：

ポ
ケ

ッ
ト

有
15

6例

切
開

有
37

例
切

開
無

11
9例

ポ
ケ

ッ
ト

無
23

3例

研
究

期
間

中
に

38
9例

と
ほ

ぼ
当

初
計

画
通

り
の

登
録

数
が

得
ら

れ
た

。
但

し
上

記
仮

説
2）

に
つ

い
て

は
消

毒
処

置
を

行
っ

た
症

例
数

が
極

め
て

少
な

く
検

証
困

難
で

あ
っ

た
。

一
方

、
仮

説
1）

に
つ

い
て

は
ポ

ケ
ッ

ト
あ

り
症

例
総

数
15

6例
（
う

ち
非

切
開

群
11

9例
、

切
開

群
37

例
）
と

十
分

な
症

例
が

得
ら

れ
た

。
褥

瘡
4
4

5
5

6
6

切
開

無

切
開

有

p
=
0
.1
48

p
=
0
.0
06

p
=
0
.0
01

p
<
0
.0
01

p
=
0
.0
16

重
症

度
の

ア
ウ

ト
カ

ム
を

20
09

年
日

本
褥

瘡
学

会
の

発
表

し
た

D
E

S
IG

N
-R

総

得
点

の
一

ヶ
月

間
の

総
得

点
と

し
、

両
群

間
の

統
計

学
的

比
較

を
線

形
混

合
モ

デ
ル

に
て

行
っ

た
と

こ
ろ

、
1-

4週
後

に
か

け
て

ポ
ケ

ッ
ト

切
開

群
の

ほ
う

が
非

切
開

群
に

比
べ

有
意

に
D

E
S

IG
N

-R
総

得
点

の
減

少
が

認
め

ら
れ

、
ポ

ケ
ッ

ト
切

1
1

2
2

3
3

DESIGN‐R ポ
ケ

ッ
ト

切
開

有
無

別
の

褥
瘡

重
症

度
（
D

E
S

IG
N

-R
総

得
点

）
の

推
移

。
横

軸
は

開
の

有
効

性
が

示
唆

さ
れ

た
。

今
後

他
の

変
数

も
加

え
さ

ら
に

詳
細

な
解

析
を

予
定

し
て

い
る

。

研
究

成
果

の
発

表
状

況
：

0

0
1

2
3

4
時

点

週
を

表
す

。
点

と
バ

ー
は

最
小

二
乗

平
均

と
95

%
信

頼
区

間
。

1-
4週

で
切

開
有

群
が

有
意

に
褥

瘡
が

改
善

し
て

い
る

。

症
例

登
録

の
遅

れ
に

よ
り

デ
ー

タ
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
が

20
10

年
4月

ま
で

ず
れ

こ
ん

だ
た

め
、

学
会

発
表

は
未

実
施

で
あ

る
。

今
後

本
年

度
の

国
立

病
院

医
学

会
を

は
じ

め
、

関
連

学
会

で
順

次
報

告
予

定
で

あ
る

。
１

１



継
続

課
題

H
１

８
年

度
課

題

１
２



研
究

事
業

名
：
平

成
18

年
度

EB
M

推
進

の
た

め
の

大
規

模
臨

床
研

究
研

究
課

題
名

「
胃

静
脈

瘤
に

対
す

る
治

療
指

針
の

確
立

に
関

す
る

研
究

研
究

期
間

症
例

登
録

期
間

：
胃

静
脈

瘤
破

裂
例

（
B群

）
20

07

H
１

８
年

度
課

題
継

続
課

題

研
究

課
題

名
「
胃

静
脈

瘤
に

対
す

る
治

療
指

針
の

確
立

に
関

す
る

研
究

R
is

k 
Fa

ct
or

s 
an

d 
Th

er
ap

ie
s 

fo
r G

as
tr

ic
 V

ar
ic

ea
l B

le
ed

in
g 

in
 J

ap
an

 
(R

IF
T-

B
研

究
) 」

症
例

登
録

期
間

：
胃

静
脈

瘤
破

裂
例

（
B群

）
20

07
年

７
月

～
20

09
年

6月
追

跡
期

間
：

20
07

年
7月

～
20

12
年

6月

実
施

体
制

：
研

究
責

任
者

：
庄

司
凡

独
立

行
政

法
人

国
立

病
院

機
構

岩
国

医
療

セ
ン

タ
ー

内
科

研
究

目
的

：

胃
穹

窿
部

静
脈

瘤
破

裂
例

に
対

し
て

は
一

時
止

血
法

と
止

血
率

、
再

出
血

予
防

治
療

施
行

の
有

無
と

効
果

（
再

出
血

率
）
お

よ
び

治
療

法
別

効
果

、
合

併
症

、
予

後
に

つ
い

て
検

討
（
前

向
き

研
究

）
事

務
局

：
林

学
独

立
行

政
法

人
国

立
病

院
機

構
岩

国
医

療
セ

ン
タ

ー
臨

床
研

究
部

統
計

解
析

責
任

者
尾

藤
誠

司

つ
い

て
検

討
（
前

向
き

研
究

）

研
究

中
間

結
果

報
告

：
統

計
解

析
責

任
者

：
：
尾

藤
誠

司
独

立
行

政
法

人
国

立
病

院
機

構
本

部
医

療
部

研
究

課

研
究

中
間

結
果

報
告

20
08

 年
12

月
現

在
10

例
登

録
済

み
予

定
15

0例
を

大
幅

に
下

回
っ

て
い

る

研
究

概
要

：

今
後

の
計

画
：
R

IF
T-

B
 は

20
09

 年
6 

月
ま

で
の

登
録

で
あ

る
。

現
在

患
者

登
録

数
は

10
 症

例
の

み
で

あ
る

。
20

09
 年

9 
月

12
 日

の
中

央
倫

理
審

査
委

員
会

で
R

IF
TG

V-
B

 に
つ

い
て

は
こ

の
ま

ま
継

続
す

る
の

が
困

難
だ

ろ
う

と
の

判
断

を
い

た
だ

い
て

い
る

。

１
３



研
究

事
業

名
：
平

成
18

年
度

EB
M

推
進

の
た

め
の

大
規

模
臨

床
研

究

研
究

課
題

名
「
冠

動
脈

疾
患

治
療

に
お

け
る

イ
ン

タ
ー

ベ
ン

シ
ョ

ン
療

法
の

妥
当

性
に

研
究

期
間

：
20

07
年

8月
1日

～
20

12
年

3月
31

日

H
１

８
年

度
課

題
継

続
課

題

つ
い

て
の

検
討

（
AV

IT
-J

研
究

)」

実
施

体
制

中
央

研
究

施
設

：
九

州
医

療
セ

ン
タ

ー
研

究
責

任
者

冷
牟

田
浩

司

研
究

目
的

：

国
立

病
院

機
構

の
各

施
設

で
行

わ
れ

た
冠

動
脈

イ
ン

タ
ー

ベ
ン

シ
ョ

ン
療

法
や

研
究

責
任

者
：

冷
牟

田
浩

司
共

同
研

究
施

設
：

独
立

行
政

法
人

国
立

病
院

機
構

42
施

設

国
立

病
院

機
構

の
各

施
設

で
行

わ
れ

た
冠

動
脈

イ
ン

タ
ン

シ
ョ

ン
療

法
や

冠
動

脈
バ

イ
パ

ス
術

施
行

の
治

療
情

報
を

集
積

し
、

薬
物

溶
出

性
ス

テ
ン

ト
が

冠
動

脈
療

法
治

療
に

お
よ

ぼ
す

影
響

を
明

ら
か

に
す

る
。

研
究

中
間

結
果

報
告

：

平
成

18
年

度
EB

M
推

進
の

た
め

の
大

規
模

臨
床

研
究

と
し

て
承

認
さ

れ
、

研
究

計
画

の
見

直
し

後
、

平
成

19
年

8月
1日

よ
り

症
例

研
究

概
要

：

1.
 冠

動
脈

疾
患

の
治

療
と

し
て

各
種

冠
動

脈
イ

ン
タ

ー
ベ

ン
シ

ョ
ン

療
法

、
冠

動
脈

バ
イ

パ
ス

術
施

行
例

の
臨

床
評

認
さ

れ
、

研
究

計
画

の
見

直
し

後
、

平
成

19
年

8月
1日

よ
り

症
例

登
録

作
業

を
開

始
し

た
。

全
国

の
国

立
病

院
機

構
42

施
設

よ
り

登
録

が
開

始
さ

れ
、

20
09

年
3月

31
日

ま
で

に
2,

89
5例

の
初

期
登

録
が

終
了

し
た

。

ン
シ

ョ
ン

療
法

、
冠

動
脈

バ
イ

パ
ス

術
施

行
例

の
臨

床
評

価
・
観

察
項

目
を

初
期

登
録

し
、

初
回

入
院

時
の

成
績

（
成

功
率

、
合

併
症

発
症

頻
度

）
、

投
入

医
療

資
源

を
解

析
し

た
。

今
後

の
計

画
：

2 
. 現

在
、

1年
以

内
の

追
跡

調
査

（
合

併
症

、
再

狭
窄

率
、

再
治

療
率

等
）
中

で
あ

る
。

今
後

の
計

画
：

登
録

終
了

後
の

初
期

成
績

の
解

析
が

終
了

し
、

現
在

、
追

跡
調

査
中

で
あ

る
。

今
後

、
登

録
終

了
後

3年
ま

で
の

追
跡

調
査

を
予

定
し

、
治

療
効

果
判

定
と

医
療

資
源

投
資

の
実

態
解

析
を

行
う

。

3.
 今

後
、

初
回

治
療

後
、

3年
間

に
わ

た
り

追
跡

調
査

を
実

施
す

る
。

１
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研
究

事
業

名
：
平

成
18

年
度

EB
M

推
進

の
た

め
の

大
規

模
臨

床
研

究

研
究

課
題

名
「
人

工
呼

吸
器

装
着

患
者

の
体

位
変

換
手

技
と

気
管

チ
ブ

逸
脱

事
故

に
関

す
る

研
究

（
VE

N
TI

L研
究

)」

継
続

課
題

H
１

８
年

度
課

題

気
管

チ
ュ

ー
ブ

逸
脱

事
故

に
関

す
る

研
究

（
VE

N
TI

L研
究

) 」

研
究

期
間

：
20

07
.7

.1
~2

00
9.

9.
30

実
施

体
制

：

研
究

目
的

：

1.
人

工
呼

吸
器

装
着

患
者

の
体

位
変

換
時

に
お

け
る

気
管

チ
ュ

ー
ブ

逸
脱

事

故
及

び
低

酸
素

血
症

回
路

の
接

続
忘

れ
事

故
自

然
離

脱
事

故
の

実
態

を
国

立
病

院
機

構
熊

本
医

療
セ

ン
タ

ー
医

療
安

全
管

理
係

長
吉

岡
薫

九
州

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所
医

療
課

主
査

深
野

久
美

故
及

び
低

酸
素

血
症

・
回

路
の

接
続

忘
れ

事
故

・
自

然
離

脱
事

故
の

実
態

を
明

ら
か

に
す

る
。

(発
生

頻
度

)

2.
上

記
の

事
故

が
回

路
を

一
時

は
ず

し
て

行
う

手
技

と
回

路
を

は
ず

さ
ず

に
行

う
手

技
に

関
連

が
あ

る
の

か
を

明
ら

か
に

す
る

。
医

療
課

主
査

深
野

久
美

研
究

概
要

：
研

究
中

間
結

果
報

告
：

登
録

状
況

73
施

設
(7

5%
)

一
時

は
ず

す
登

録
状

況
：
73

施
設

(7
5%

)

目
標

登
録

数
に

対
す

る
達

成
率

：
19

.9
%

(8
00

0例
→

15
97

例
)

エ
ン

ド
ポ

イ
ン

ト
事

象
の

発
生

状
況

：
0件

は
ず

す

体
位

変
換

手
技

の
状

況
：
回

路
を

一
時

は
ず

し
た

手
技

(3
7%

)

回
路

を
は

ず
さ

な
い

手
技

(6
3%

)
向

き
を

変
え

る

人
工

呼
吸

器
装

着
患

者
の

体
位

変
換

時
に

回
路

を

今
後

の
計

画
：

1.
登

録
数

が
15

00
例

を
超

え
て

い
る

が
、

エ
ン

ド
ポ

イ
ン

ト
事

象
は

1例
も

登
録

さ
れ

な
か

っ
た

。

変
え

る

接
続

す
る

人
工

呼
吸

器
装

着
患

者
の

体
位

変
換

時
に

、
回

路
を

一
時

は
ず

し
て

行
う

と
気

管
チ

ュ
ー

ブ
の

逸
脱

事
故

を
回

避
で

き
る

。

録

2.
今

後
は

デ
ー

タ
を

集
計

し
て

、
人

工
呼

吸
器

装
着

患
者

の
体

位
変

換
手

技
に

つ
い

て
結

果
を

発
表

す
る

。
１

５



研
究

事
業

名
：
平

成
１

９
年

度
E

B
M

推
進

の
た

め
の

大
規

模
臨

床
研

究

研
究

課
題

名
「
心

房
細

動
に

よ
る

心
原

性
脳

塞
栓

予
防

に
お

け
る

抗
血

栓
療

法
標

準
的

医
療

の
確

立
に

向
け

て
（
N

H
O

A
F研

究
)

研
究

期
間

H
20

.4
.1

-H
23

.3
.3

1

H
１

９
年

度
課

題
継

続
課

題

法
－

標
準

的
医

療
の

確
立

に
向

け
て

－
（
N

H
O

A
F研

究
) 」

実
施

体
制

：
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
リ

ー
ダ

ー

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

是
恒

之
宏

研
究

目
的

：

１
）
N

H
O

A
F研

究
で

登
録

さ
れ

た
心

房
細

動
患

者
の

予
後

調
査

を
1年

3ヶ
月

全
国

国
立

病
院

機
構

病
院

41
 施

設
共

同
研

究

１
）
N

H
O

A
F研

究
で

登
録

さ
れ

た
心

房
細

動
患

者
の

予
後

調
査

を
1年

3ヶ
月

延
長

し
、

抗
血

栓
療

法
と

脳
梗

塞
予

防
効

果
、

出
血

合
併

症
に

つ
き

検
討

（
R

）

２
）
よ

り
適

正
な

ワ
ル

フ
ァ

リ
ン

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

を
め

ざ
し

て
、

一
定

の
ル

ー
ル

を
設

け
、

投
与

量
を

調
整

。
前

向
き

に
ア

ウ
ト

カ
ム

を
検

討
（
P)

。

３
）
心

房
細

動
患

者
に

お
け

る
脳

梗
塞

合
併

例
の

遺
伝

的
素

因
を

検
討

し
、

よ
り

効
率

的
な

抗
血

栓
療

法
の

可
能

性
を

探
る

（
G

)。

研
究

概
要

：
１

）
R

研
究

は
N

H
O

A
F登

録
症

例
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
延

長
２

）P
研

究
は

前
向

き
に

よ
り

良
好

な
抗

凝
固

療
法

ト
を

め
ざ

す
）
G

研
究

は
シ

研
究

中
間

結
果

報
告

：
前

向
き

に
よ

り
良

好
な

抗
凝

固
療

法
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
を

め
ざ

す
３

）
G

研
究

は
シ

ェ
ー

マ

に
示

す
方

法
で

、
血

液
凝

固
線

溶
関

連
、

血
管

内
皮

関
連

、
炎

症
性

サ
イ

ト
カ

イ
ン

関
連

の
遺

伝
子

多
型

解
析

を
脳

梗
塞

発
症

患
者

と
リ

ス
ク

を
有

し
な

が
ら

発
症

し
て

い
な

い
患

者
で

比
較

１
）
R

研
究

の
登

録
期

間
は

H
20

年
度

末
と

し
、

可
能

な
限

り
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

率
の

上
昇

を
め

ざ
す

。
目

標
12

12
例

の
う

ち
11

50
例

近
く
の

登
録

と
な

っ
て

い
る

が
、

登
録

内
容

が
十

分
で

な
い

ケ
ー

ス
も

あ
り

、
現

在
最

終
デ

ー
タ

固
定

を
お

こ
な

っ
て

い
る

。
研

究
参

加
施

設

２
）
P研

究
は

、
20

09
年

1月
よ

り
開

始
と

な
り

、
現

在
デ

ー
タ

入
力

お
よ

び
漸

次
固

定
の

段
階

で
あ

る
。

３
）
G

研
究

に
つ

い
て

も
、

20
08

年
12

月
よ

り
開

始
と

な
り

、
現

在
心

原
性

脳
塞

栓
症

症
例

の
登

録
と

遺
伝

子
解

析
の

た
め

の
血

液
サ

ン
プ

リ
ン

グ
を

行
な

っ
て

臨
床

デ
ー

タ
C

S
E

C
R

施
設

内
で

連
結

可
能

匿
名

W
eb

入
力

臨
床

デ

E
D

TA
採

血
(7

m
l)

い
る

が
、

共
同

研
究

者
と

の
調

整
が

続
い

て
い

る
。

今
後

の
計

画
：
デ

ー
タ

固
定

に
時

間
を

要
し

て
い

る
が

来
年

度
中

に
は

解
析

が
可

能
と

な
る

予
定

S
N

P
s解

析
施

設
大

阪
医

療
セ

ン
タ

ー
事

務
局

名
化

解
析

デ
ー

タ

臨
床

デ
ー

タ

は
解

析
が

可
能

と
な

る
予

定

１
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研
究

事
業

名
：
平

成
１

９
年

度
E

B
M

推
進

の
た

め
の

大
規

模
臨

床
研

究

研
究

課
題

名
「
人

工
関

節
置

換
術

後
の

静
脈

血
栓

塞
栓

症
の

実
態

と
予

防
に

研
究

期
間

H
１

９
年

度
課

題
継

続
課

題

研
究

課
題

名
「
人

工
関

節
置

換
術

後
の

静
脈

血
栓

塞
栓

症
の

実
態

と
予

防
に

関
す

る
臨

床
研

究
（
J-

PS
VT

研
究

) 」
平

成
20

年
7月

1日
～

平
成

22
年

4月
30

日

実
施

体
制

：
研

究
目

的
：

人
工

関
節

置
換

術
後

に
発

生
す

る
静

脈
血

栓
塞

栓
症

（
V

TE
）
に

対
す

る
本

邦
国

立
病

院
機

構
関

連
施

設
39

施
設

研
究

責
任

者
：

長
崎

医
療

セ
ン

タ
ー

本
川

哲

人
工

関
節

置
換

術
後

に
発

生
す

る
静

脈
血

栓
塞

栓
症

（
V

TE
）
に

対
す

る
本

邦

で
の

予
防

法
を

調
査

し
各

予
防

法
の

効
果

を
検

証
し

日
本

人
に

適
切

な
人

工
関

節
術

後
VT

E予
防

法
を

確
立

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
る

。

研
究

概
要

：

研
究

中
間

結
果

報
告

：

平
成

20
年

7月
よ

り
研

究
開

始
し

て
い

る
。

研
究

開
始

に
あ

た
り

画

像
診

断
の

精
度

お
よ

び
標

準
化

を
図

る
た

め
エ

コ
ー

講
習

会
を

開
像

診
断

の
精

度
お

よ
び

標
準

化
を

図
る

た
め

エ
コ

講
習

会
を

開
催

し
そ

の
後

症
例

登
録

を
開

始
し

て
い

る
。

平
成

22
年

1月
25

日
現

在
ま

で
の

登
録

数
は

18
24

例
で

あ
り

手
術

報
告

で
は

人
工

股
関

節
手

術
症

例
54

7例
人

工
膝

関
節

手
術

症
例

92
5例

で
あ

る
。

今
後

の
計

画
：

平
成

22
年

3月
31

日
ま

で
症

例
登

録
行

い
計

画
し

て
い

た
24

00
例

の
症

例
登

録
を

予
定

し
て

い
る

。
そ

の
後

TK
A

群
TH

A
群

に
対

し
超

音
波

検
査

に
よ

り
薬

物
の

有
無

、
薬

物
の

種
類

に
よ

り
症

候
性

D
VT

無
症

候
性

D
VT

症
候

性
P

Eの
発

生
率

を
調

べ
る

予
定

で
あ

D
VT

無
症

候
性

D
VT

,症
候

性
P

Eの
発

生
率

を
調

べ
る

予
定

で
あ

る
。

ま
た

H
IT

抗
体

の
有

無
を

調
査

し
V

TE
の

発
生

に
影

響
が

あ
る

か
検

討
す

る
予

定
で

あ
る

。

１
７



研
究

事
業

名
：
平

成
1
9年

度
E
B

M
推

進
の

た
め

の
大

規
模

臨
床

研
究

「
無

症
候

性
微

小
脳

出
血

m
ic

ro
b
le

e
d
s 

に
関

す
る

大
規

模
前

向
き

調
査

－
発

生
率

や
発

生
子

把
握

お
よ

び
症

候
性

脳
卒

中
（
再

発
）

対
す

る
ク

研
究

期
間

：

平
成

2
0
年

6
月

1
5

日
～

平
成

2
3

年
6

月

H
１

９
年

度
課

題
継

続
課

題

発
生

率
や

発
生

因
子

の
把

握
お

よ
び

症
候

性
脳

卒
中

（
再

発
）
に

対
す

る
リ

ス
ク

評
価

－
（
M

A
R

S研
究

) 」

平
成

2
0
年

6
 月

1
5
 日

平
成

2
3
 年

6
 月

3
0
 日

実
施

体
制

：
（
参

加
施

設
）

機
構

傘
下

の
神

経
内

科
と

研
究

目
的

：
撮

診
さ

れ
が

将
来

生
す

症
（
参

施
設

）
機

構
傘

神
経

科

脳
神

経
外

科
計

4
3
施

設

（
研

究
責

任
者

）
熊

本
医

療
セ

ン
タ

ー

脳
神

経
外

科
大

塚
忠

弘

M
R

I 
撮

影
（
T
2
*
）
に

て
診

断
さ

れ
る

m
ic

ro
b
le

e
d
s（

Ｍ
Ｂ

ｓ
）
が

将
来

発
生

す
る

症
候

性
脳

卒
中

（
特

に
脳

出
血

）
を

予
測

し
得

る
か

否
か

検
討

し
、

併
せ

て
抗

血
小

板
/
凝

固
薬

の
影

響
に

つ
い

て
も

解
析

す
る

。
ま

た
、

Ｍ
Ｂ

ｓ
の

発
生

率
と

発
生

因
子

を
明

ら
か

に
す

る
。

脳
神

経
外

科
大

塚
忠

弘

研
究

概
要

：
研

究
中

間
結

果
報

告
：

計
画

２
年

度
で

患
者

を
登

録
か

つ
追

跡
中

。
平

成
2
0
年

9
月

か
ら

実
質

的
に

登
録

作
業

を
開

始
現

在
の

登
録

数
は

ほ
ぼ

1
0
0
0
名

（
9
8
0
名

）
登

録
期

限
の

6
月

末
抗

血
小

板
/
凝

固
薬

作
業

を
開

始
。

現
在

の
登

録
数

は
ほ

ぼ
1
0
0
0
名

（
9
8
0
名

）
。

登
録

期
限

の
6
月

末
で

、
最

終
の

登
録

数
を

約
1
2
0
0
名

と
見

込
む

。

本
研

究
の

プ
ロ

ト
コ

ー
ル

を
発

表
し

た
。

第
3
4
回

日
本

脳
卒

中
学

会
総

会
（
平

成
2
1
年

3
月

2
0
日

、
松

江
市

）
、

「
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
大

規
模

臨
床

研
究

の
現

状
」
、

卒
病

傘

Ｍ
Ｂ

ｓ
－

Ｍ
Ｂ

ｓ
＋

Ｍ
Ｂ

ｓ
－

Ｍ
Ｂ

ｓ
＋

脳
出

血
脳

梗
塞

M
A

R
S
 r

e
se

ar
c
h
ー

脳
卒

中
再

発
と

m
ic

ro
b
le

e
d
s、

国
立

病
院

機
構

傘
下

の
4
3

施
設

に
よ

る
大

規
模

前
向

き
共

同
研

究
の

開
始

ー

今
後

の
計

画
：

脳 出 血

脳 梗 塞

脳 出 血

脳 梗 塞

脳 出 血

脳 梗 塞

脳 出 血

脳 梗 塞

研
究

仮
説

：

Ｍ
Ｂ

ｓ
を

有
す

る
患

者
は

そ
う

で
な

い
患

者
と

平
成

2
2
年

6
月

末
ま

で
に

脳
卒

中
を

発
症

し
た

患
者

を
登

録
す

る
。

同
年

7
月

初
旬

に
中

間
ア

ン
ケ

ー
ト

を
送

付
し

、
結

果
を

9
月

末
ま

で
に

登
録

す
る

。
同

期
日

を
も

っ
て

全
て

の
登

録
デ

ー
タ

を
固

定
し

、
以

後
の

追
跡

期
間

中
の

変
更

を
禁

止
す

る
。

血
血

血
血

比
較

し
て

、
脳

卒
中

、
特

に
脳

出
血

の
発

生
率

が
高

い
。

抗
血

小
板

/
凝

固
薬

は
さ

ら
に

脳
出

血
の

発
生

比
率

を
高

め
る

。

最
終

の
追

跡
期

限
を

2
3
年

6
月

末
と

す
る

。
同

年
7
月

初
旬

に
最

終
ア

ン
ケ

ー
ト

を
送

付
す

る
。

同
年

9
月

末
を

も
っ

て
最

終
追

跡
デ

ー
タ

を
回

収
し

、
結

果
の

登
録

作
業

を
終

了
す

る
予

定
。

１
８



H
２

０
年

度
課

題
継

続
課

題

１
９
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平成１８～２０年度ＥＢＭ推進研究
登録状況一覧





国
立

病
院

機
構

の
EB

M
推

進
の

た
め

の
大

規
模

臨
床

研
究

N
H
O
独

自
研

究

研
究
課
題
名

主
任
研
究
者

目
標
症
例
数

登
録
数

糖
尿

病
性

腎
症

発
症

阻
止

の
た
め

の
家

庭
血

圧
管

理
指

針
の

確
立

＜
H
Ｂ
P
-

D
N
＞

千
葉
東

病
院

西
村
元

伸
6
0
0
例

5
0
施

設
3
1
0
（
症
例
）

平 成

D
N
＞

西
村
元

伸
3
1
0
（
症
例
）

重
度
褥
瘡
に
対
す
る
局
所
治
療
・
ケ
ア
の
適
切
性
に
関
す
る
研
究
＜
A
S
P
U
＞

村
山

医
療

セ
ン
タ
ー

町
田

正
文

4
0
0
例

66
施

設

3
9
0
（
症

例
）

気
管
支
鏡
検
査
の
感
染
症
合
併
と
抗
菌
薬
投
与
に
関
す
る
多
施
設
調
査
研
究

＜
J
-
B
R
O
N
C
H
O
＞

名
古

屋
医

療
セ
ン
タ
ー

坂
英
雄

5
,0
0
0
例

61
施

設
5,

21
6
（
症
例
）

成 1
8

年 度

＜
J

B
R
O
N
C
H
O
＞

坂
英
雄

5,
21

6
（
症
例
）

胃
静

脈
瘤

に
対

す
る
治

療
方

針
の

確
立

に
関

す
る
研

究
＜

R
IF
T
－

G
V
＞

岩
国

医
療

セ
ン
タ
ー

牧
野

泰
裕

3
0
0
＋

1
6
0
例

40
施

設
22

3＋
1
2
（
症

例
）

冠
動

脈
疾

患
治

療
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
療

法
の

妥
当

性
に
つ
い
て
の

検
討
＜
A
V
IT
-
J
＞

九
州

医
療

セ
ン
タ
ー

冷
牟
田

浩
二

3
,0
0
0
例

42
施

設
2,

79
8（

症
例
）

検
討
＜
A
V
IT

J
＞

冷
牟
田

浩
二

2,
79

8（
症
例
）

人
工

呼
吸

器
装

着
患

者
の

体
位

変
換

技
術

と
チ
ュ
ー
ブ
逸

脱
事

故
に
関

す
る
研

究
＜

V
E
N
T
IL
＞

南
九
州
病
院

吉
岡

薫
8
,4
0
0
例

97
施

設
1,

99
9（

症
例

）

心
房

細
動

に
よ
る
心

原
性

脳
塞

栓
症

予
防

に
お
け
る
抗

血
栓

療
法

－
標

準
的

医
療
の
確
立
に
む
け
て
＜

N
H
O
A
F
-
E
X
T
＞

大
阪

医
療

セ
ン
タ
ー

是
恒
之

宏

1
,5
0
0
例

＋
1
,5
0
0
例

41
施

設
1
1
8
0
+5

95
平 成 1
9

年 度

医
療
の
確
立
に
む
け
て
＜

N
H
O
A
F

E
X
T
＞

是
恒
之

宏
＋

1
,5
0
0
例

＋
3
7
6
例

1
1
8
0

59
5

+4
6（

症
例

）

人
工

関
節

置
換

術
後

の
静

脈
血

栓
塞

栓
症

の
実

態
と
予

防
に
関

す
る
臨

床
研

究
＜

J
-
P
S
V
T
＞

長
崎

医
療

セ
ン
タ
ー

本
川

哲
2
,2
0
0
例

39
施

設
2
,2
1
9
（
症

例
）

無
症

候
性

微
脳

出
血

m
ic
ro
bl
e
e
ds
に
関

す
る
大

規
模

前
向

き
調

査
－

発
生

率
熊

本
医

療
セ
ン
タ
ー

43
施

設
や
発
生
因
子
の
把
握
お
よ
び
症
候
性
脳
出
血
に
対
す
る
リ
ス
ク
評
価
－

＜
M
A
R
S
＞

熊
本

医
療

セ
ン
タ

大
塚
忠

広
2
,0
0
0
例

43
施

設
82

5(
症

例
)

平 成 2
0

既
治
療
進
行
小
細
胞
肺
癌
に
対
す
る
エ
ル
ロ
ニ
チ
ブ
と
ド
セ
タ
キ
セ
ル
の
無
作
為

化
比
較
第
Ⅲ
相

試
験

＜
D
E
L
T
A
＞

近
畿
中
央
胸
部
疾
患

セ
ン
タ
ー

川
口
知

哉

3
0
0
例

(各
群

1
5
0
例

）

5
1
施

設
7
9
（
症

例
）

2
0

年 度

川
口
知

哉

糖
尿
病
性
腎
症
発
症
進
展
予
防
の
た
め
の
抗
血
小
板
薬
の
効
果
の
検
討

＜
A
T
P
-
D
N
＞

千
葉
東
病
院

関
直
人

2
0
0
例

（
各

群
1
0
0
例

）
4
3
施

設
登

録
準

備
中

登
録

数
は
20
10

年
3月

現
在
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ＥＢＭ推進研究
平成２１年度採択課題





課
題

名
略

称
主

任
研

究
者

施
設

名

眼
手

術
周

術
期

の
抗

凝
固

薬
、

抗
血

小
板

薬
休

薬
に

よ
る

眼
合

併
症

、
全

身
合

併
症

に
関

す
る

研
究

M
A

C
-
O

S
山

田
　

昌
和

東
京

医
療

セ
ン

タ
ー

医
療

・
介

護
を

要
す

る
在

宅
患

者
の

転
倒

に
関

す
る

多
施

設
共

同
前

向
き

研
究

J
-
F
A

L
L
S

饗
場

　
郁

子
東

名
古

屋
病

院

国
立

病
院

機
構

に
お

け
る

 C
lo

st
ri
di

u
m

 d
if
fi
c
ile

関
連

下
痢

症
の

発
生

状
況

と
発

生
予

防
に

関
す

る
研

究
C

D
-
N

H
O

田
中

　
伸

東
京

医
療

セ
ン

タ
ー

Ｅ
Ｂ

Ｍ
推

進
研

究
 平

成
2
1
年

度
採

択
課

題
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国立病院総合医学会の開催状況





No.No.No.No.

070070

▲「第63回国立病院総合医学会」 仙台医療センター 管理課長 宗像 広

2009年10月23日・24日の２日間にわたり杜の都仙台で開催されました。メインテーマは、「国立医療の新たなる展開－

過去を見つめ未来を考える－」。

仙台駅に降り立つとすぐに、仙台七夕で飾られた「国立病院機構PRブース」が参加者を出迎え、仙台の街全体で大

歓迎している雰囲気そのままで開会式（掲載写真）が始まり、熱気に満ちあふれた２日間となりました。

特集
第63回国立病院総合医学会を開催して（仙台医療センター） ２
・第63回国立病院総合医学会を振り返って（仙台医療センター） ４
・第63回国立病院総合医学会を終えて（仙台医療センター） ６
・第63回国立病院総合医学会開催までの３年間の思い（仙台医療センター） ８
・『臨床検査部門合同懇親会』（宮城病院） 10
・ベストポスター賞をいただきました（宮城病院） 11
・第63回総合医学会にスタッフとして学生と共に参加して

（仙台医療センター附属仙台看護助産学校） 12
・仙台医療センターの学生として学会の案内係を経験して

（仙台医療センター附属仙台看護助産学校） 13

トピックス
昭和の時代から連綿と続く国立病院総合医学会 14
お知らせ 次回（第64回）の国立病院総合医学会は11月に福岡で開催！ 16
建物・設備の豆知識⑤（近畿ブロック事務所改善指導課施設整備室） 16

…………………………
…………………

………………………
……

……………………………………………
…………………………………

……

……

…………………………………………
………………
………………

目

次



No.070 平成22年１月

当院附属看護助産学校の学生による病院旗の入場行進を

中心に何度か練習を行い本番に備えました。新型インフ

ルエンザ流行による中止が何度も頭によぎりましたが、

10月23日の青空の下、無事に開会式を迎えることが出来

ました。最初に、場内満席の中、各機構病院の旗を抱え

て堂々と入場行進する看護学生達は、堂々としておりプ

ロのスタッフと見間違うほどの出来映えでした。

プログラムの作成にあたっては、院内外の多くの方々

の御協力を得て和田副院長を中心にメインテーマに沿っ

た形で構成して頂きました。開会宣言に続いて初めに矢

崎理事長から開会の辞を賜り、その後各界から一連の祝

辞をいただいて開会式は終わりました。小休止の後、矢

崎理事長によるオープニングリマークス「これからの国

立病院機構」があり、今後の国立病院機構のあり方に思

いを馳せる中、次の特別講演では、「脳トレ」で有名な

東北大学加齢医学研究所教授川島隆太先生による「脳科

学と社会」と題してのお話しでしたが、大変好評で、学

会終了後そう日を置かずして講演の打診依頼が寄せられ

たほどでした。２日目の特別講演は、早稲田大学教授棟

近雅彦先生による「ISO9001を基盤とした医療の質向上

活動」で、医療の質向上の観点からのお話でした。シン

ポジウムは、各協議会のご協力により30題、一般演題は

各病院から1670題が発表されました。なお、一般演題で

は昨年には無かった口演形式も復活させました。また、

本学会は国立高度専門医療センター、ハンセン病療養所

2

平成21年10月23日、24日の両日、

青葉城址下の仙台国際センターをメ

イン会場として、5,700余名の参加

者のもと、第63回国立病院総合医学

会が開催されました。

本学会は、大変歴史のある学術集

会ですが、当院が会長施設となっての開催は、昭和42年

10月に開催されました「第22回国立病院療養所総合医学

会」以来であり、実に42年ぶりのことで、大変な名誉と

責任のある機会となりました。

開催に当たっては、お持て成しの心と気配りとで参加

者を迎えるべく、副会長施設である宮城病院と共に約３

年に亘る準備期間を経ての開催となりました。全国各地

から参加された皆さん方のご感想は如何だったでしょう

か。

今回のメインテーマは、21年４月には国立病院機構の

第２期中期計画がスタートするという新たな出発点とな

る節目の年を迎えることから、「国立医療の新たなる展

開－過去を見つめ未来を考える－」としました。ポスター

もこのメインテーマに沿うように表現して作成しました。

ちなみに、原案の作成は当院管理課職員の手によるもの

です。

抄録集も関係各位に配布し、やっと参加登録者や寄付

の目途もついた学会開催に先立つこと１週前の日曜日夕

刻に、メイン会場で開会式のリハーサルを行いました。

第63回国立病院総合医学会を開催して

学会長 仙台医療センター 院長 菊地 秀
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トンを引き繋ぐことができました。２日間のプログラム

は総じて盛り沢山だったと思います。ご参加いただいた

方々も本当にお疲れ様でございました。

プログラム以外では、仙台駅の全面的な協力（でも有

料）により仙台駅構内に、天井からつり下げた七夕飾り

で縁取られた「国立病院機構PRブース」が大好評で、

市民に大胆かつ大々的に国立病院機構病院の宣伝が出来

た意義は大きかったと思います。

２日間の学会を通して、国立病院機構が一つの法人で

あり皆様方と仲間であることを改めて認識するとともに、

会長という大役を無事に果たして、胸を撫で下ろしてい

るところです。特に会長施設として、仙台医療センター

の力量が問われる中、職員「みんなの力」を結集して成

功に導けたものと思います。

最後に、２日間の会期中、熱心なご討議をしてくださ

いました参加者の皆様に敬意と謝意を表しますとともに、

運営に当り奮闘していただいた関係者をはじめとする、

全ての方々に紙面をお借りして心より厚く御礼申し上げ

ます。

の方々も一同に会することから、指定講演として「ナショ

ナルセンター・ハンセン療養所の今後の展開」を厚生労

働省にお願いしました。企業の全面的な協力を得て行う

ランチョンセミナーや企業展示は、世界的な大不況の中、

寄付集めは難渋しました。職員みんなの努力により目標

額が確保されました。しかし地方での寄付集めには限界

があり、今後一考を要すると思われます。

初日の夕方に開催されました記念コンサートでは、若

い柴田三兄妹による津軽三味線の情熱溢れる演奏を聴き、

その勢いでしょうかその後の全員交流会には予想の倍の

方々が集まり、会場は熱気に包まれました。二日目には、

今回初めての試みとして新型インフルエンザについての

市民公開講座も設けました。後日「あんなにいい講演な

のに宣伝が足りない」と市民から苦情が寄せられました。

昨年の東京大会ではタレントの山田邦子さんの特別講演

が大変好評でしたが、今回は、雪村いずみさんと前田憲

男さんによる特別公演を企画しました。お二人の円熟し

たトークとピアノ演奏や歌に魅了され、愉悦感がいつま

でも漂う会場で閉会式を迎え、次期会長施設に無事にバ
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本として、その内容を確認しながら一般演題やシンポジ

ウムをイメージし、これまでのスタイルを踏襲する中に

新規のスタイルが加えられていきました。たとえば、今

回は会長の意向もあり、一般演題としてポスターセッショ

ンのほかにオーラルセッションを復活させ、またISO/

TQM特別パネル展を企画致しました。今年は新型イン

フルエンザがパンデミックとなったことから、トピック

テーマとしてシンポジウムと市民公開講座に新型インフ

ルエンザを取り上げました。さらに、会長による指定講

演として「ナショナルセンターとハンセン療養所の今後

の動向について」の講演を企画し、厚労省に講演を依頼

しました。一方、国立病院機構の指定研究からは「国立

病院機構職員の麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、水痘ウイ

ルス抗体価測定と抗体価の低い職員に対するワクチン接

種の有効性の検討」「国立病院機構における入院中の転

倒・転落事象及びそれらに伴う有害事象に関する要因の

分析研究」を指定研究報告としてとりあげました。

シンポジウムのテーマは、仙台医療センターと宮城病

院の職員および国立病院各種協議会に依頼して募集した

結果お陰様で50題を超す演題が寄せられました。その中

で類似したテーマをまとめ、あるいは職種別に偏りが出

ないように配慮して30前後の演題が選択されました。国

立病院機構第２期中期計画、医療安全や医療の質、変化

する機構の臨床研究体制、地域連携～クリティカルパス、

看護師の卒後研修を始めとして、いずれも重要なテーマ

が網羅されたと思っております。これら演題の提案者に

あらためて演題名、演者、座長を推薦頂き、最終的に平

成21年３月中旬に29のシンポジウムと１つのパネルディ

スカッションが最終採択されました。それぞれのシンポ

ジウム内容決定までのとりまとめは、医師、看護、薬剤、

リハビリテーション、放射線、臨床検査、事務それぞれ

のテーマに関連する部門の職員が行いました。とくに重

第63回国立病院総合医学会が無事

終了してホッとしています。随分前

のことのように感じられる一方で、

総合医学会プログラムの準備に取り

かかった約１年前のことが、つい昨

日のことのようにも思い出されます。

第63回総合医学会開催の約１年前、平成20年10月30日

に大会会長施設の仙台医療センター、副会長施設の宮城

病院、北海道東北ブロック事務所から第63回国立病院総

合医学会準備担当スタッフが集まり第１回の準備合同会

議が開催されました。ここでは学会運営の大枠や開催ま

でのタイムスケジュールが提示され、また、特別講演と

その演者が決定されました。その後は１～２カ月に１回、

節目に集まって準備の進捗状況を確認し、意見交換する

ことによって学会開催に向けスタッフの情報共有と結束

が図られました。

第１回プログラム委員会は平成20年11月13日に開催さ

れました。「国立医療の新たなる展開～過去を見つめ未

来を考える～」という学会のメインテーマを念頭におき

ながらプログラム編成についてディスカッション致しま

した。過去数回の国立病院総合医学会のプログラムを手

第63回国立病院総合医学会を振り返って
～学会プログラムのことなど～

仙台医療センター 副院長 和田 裕一



No.070 平成22年１月

5

３つの会場に分散して講演を行わざるを得ませんでした。

シャトルバスを頻回に出すことでご不便はおかけしない

ようにしたつもりです。しかし、アクセスはともかくポ

スター会場がやや混雑したなどの声も聞かれました。ま

た、一般演題募集の際には口演かポスターかの発表形式

の希望を書いて頂きましたか、会場割り振りの関係で一

部ご希望に沿うことができませんでした。この場をお借

りしてお詫びいたします。

最後になりますが、今回の学会が開催された時期はちょ

うど新型インフルエンザのパンデミックの時期と重なり、

間近まで大会の開催への影響が大変心配され気をもみま

したが、何とか大きな影響を受けることもなく多数の会

員の参加を頂き学会は無事終了することができました。

本当に有難うございました。

症心身障害、神経難病、障害者自立支援法、口腔ケ

アーは宮城病院スタッフの方々に全面的にまとめて

頂きました。

一般演題は平成21年３月25日から募集を開始し４

月30日に締め切ったものの、その段階での応募数は

805題にすぎませんでした。62回総合医学会の演題

数が1587題でしたから、締め切りの時点で予定の約

半数しか集まっておらず心配しましたが、２週間ほ

ど締め切りを延期した結果最終的には1660題と前回を上

回る演題が集まりました。６月～７月には応募された一

般演題の査読と演題のセッションごとの振り分け、座長

の決定を行いました。

いずれも仙台医療セ

ンターと宮城病院のス

タッフがそれぞれの専

門の領域の座長の決定

を担当しました。

残念ながら仙台市に

は参加者が5000人を超

す学会を一か所で可能

にする会場がないため、

メイン会場である仙台

国際センターのほかに
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当仙台医療センターが学会長施設として担当致しまし

たのは昭和42年以来という事でしたし昨年度の国立病院

看護研究学会の学会長施設（副学校長）に引き続いての

学会長施設だっただけに「大当たり」の密かな戸惑いを

感じながらの運営でした。最初はどうなる事やら心配で

始めた学会企画運営会議でしたが打ち合わせが進むにつ

れ、学会長・副学会長施設ばかりではなく外部講師やシ

ンポジストの皆様、参加者を含んだ「みんなで」作り上

げていく学会を感じてその心配は吹き飛びました。宮城

県看護協会長の上田笑子さんからは「プログラムを見て

びっくりした。興味深い内容と今日的医療の課題にしっ

かり取り組んでいる。この学会を通して機構病院全体の

連携強化が伝わってきます。機構病院のチーム医療を感

じます。」と嬉しい感想をいただきました。

柴田三兄弟による津軽三味線「三本の絃」も前田・雪

村氏による「杜の都の素敵なコンサート」も、参加され

た方々に東北を感じていただくと共に、世代を超えた本

物にふれていただきたかったものです。

学会終了後多くの方々に感想をお寄せいただきました

が、その中から、医療者としての充実感と感動を与える

事が出来喜んでもらえたかなと感じました。

平成21年10月23日・24日の２日間、

仙台国際センターをメイン会場に第

63回国立病院総合医学会が盛大に開

催されました。学会長施設である仙

台医療センターと副学会長施設の宮

城病院、全国5726名の参加の下各種

シンポジウム30演題、一般演題1600題もの日頃の成果や

課題検討など皆様のご支援ご協力のお陰で無事終了する

ことが出来ました。心より感謝申し上げます。

第63回国立病院総合医学会を終えて
～未来をしっかり見据えて開催～

仙台医療センター看護部長 髙橋 滝子
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今回の学会は国立病院機構の第

１期中期計画期間をしっかり振り

返り、見つめて、これからの国立

病院機構の運営を考えていきたい、

これからの日本の医療の質を支え

ていきたい、と言う気持ちを表現

したものでした。変革の時こそ本

物の持つ意味があることを確認し

全職種全職員「みんなで」連携・

専門性の発揮・協働が地域を巻き

込んだチーム医療に発展すること

を実感しました。そして、学会の

運営全てが医療の提供そのもので

あり「看護」であるとより一層強

く感じました。

学会運営にご支援・ご協力をい

ただきました学会長・副学会長の

担当施設、多くの参加者の皆様に

改めて感謝申し上げます。そして

福岡での第64回国立病院総合医学

会がさらに有意義なものになりま

すことを祈念致します。
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ないとの担当者からのつれない返事、これは一大事でし

た。その後、再々お願いしたところ何とか市の理解を得

て無事借りられることになりました。

３．地方には地方の味が…

「すばらしかった。」

聴衆は感動していました。初日の夕方に開催された柴

田三兄妹による津軽三味線のコンサート。昨年の東京大

会での歌手「平原綾香さん」に対抗して誰を呼ぶのか。

地方色を出したいということで津軽三味線に決定。

有名な吉田兄弟や浅野祥の名前も挙がる中、津軽三味

線の地元、弘前病院長のご紹介による「柴田三兄妹」の

自宅に事務部長と出向き出演交渉。その場で快諾してい

ただきました。まだデビュー前の若い三人でしたがある

意味三人に賭けていました。

４．仙台駅が歓迎

「まるで仙台の街全体が学会を歓迎しているようです。」

開会式での来賓の方のお言葉。それは、仙台駅の２階

コンコースに出現した「国立病院機構PRブース」。JR

仙台病院長のご紹介により当院菊地院長が仙台駅長と直

接交渉。快諾していただきしかも全面協力していただく

ことに。市民の方々が用意した各病院のパンフを持ち帰っ

ていました。宣伝効果絶大でした。

５．七夕と蒲鉾（かまぼこ）

「パチリ。」

七夕の下で記念写真を撮る音。仙台駅のPRブースと

仙台国際センターに七夕飾りを飾ることに。ある日、院

長を訪ねて「蒲鉾の鐘崎」の吉田社長が当院の応接室に。

その場で夏の仙台七夕まつりで飾る七夕の借用を依頼し

たのでした。ちなみに鐘崎さんからお借りした七夕飾り

は本年の仙台七夕まつりで最優秀賞の作品でした。

10月23日（金）学会当日の朝。空は

一面の青空。まるで今回の学会のポ

スターの背景に描かれた空と同じよ

うなすがすがしい青さでした。空を

見上げながら私の思いは一瞬にして

準備を始めた３年前まで遡りました。

１．特異日を信じて

「やはり雨は降らなかった。」

それは、そろそろ学会の日

程を決めようかという３年前

の11月のある日。菊地秀院長

から「気象庁に確認して仙台

市内の雨の降らない日、特異

日を調べてくれ。」というご

指示。ネットで過去30年間の

仙台市内の天気出現率をもとに学会の期日を10月23日、

24日に決定したのでした。（ちなみに、昨年は雨でした

が…。）

２．シャトルバスが杜の都を走る

「もうすぐ仙台メディアテーク行きのシャトルバスが

発車します。」

メイン会場の仙台国際センター前で元気よく案内する

仙台医療センター附属仙台看護助産学校の学生の声が今

でも耳に残っています。仙台市内には6000人を収容する

施設が無く、４会場に分散しシャトルバスを走らせるこ

とに。学会の期日を決めて、すぐに会場の予約をしまし

たが市運営の仙台メディアテークだけは学会に使用でき

第63回国立病院総合医学会開催までの
３年間の思い

仙台医療センター 管理課長 宗像 広
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かけられたお言葉。基本的には「愉しく」学会の準備が

出来たと思っていますが、不安が３つありました。一つ

は、演題が集まるのか。二つ、寄付が集まるのか。そし

て三つ目は参加者が集まるのか。演題と参加者はお陰様

で前回を上回りましたが、百年に一度の不況と言われる

中での企業からの寄付集めは至難の業で一番大変でした。

それでも学会の期日前に職員の協力により寄付の目標額

を達成し、その日以降私は、熟睡することが出来たので

した。

８．出会いとみんなの協力

仙台医療センターに赴任してすぐの４年前の第60回京

都大会では、４年後のことなど何も知らずに鴨川の川床

で京料理を美味しくいただき、３年前の第61回名古屋大

会では事務部初のシンポジストとして発表し、２年前の

第62回東京大会では大挙して視察に行き、そして今回の

第63回仙台大会の事務局。開会式で看護学生が病院旗を

もって入場が始まった瞬間、目頭が熱くなりました。大

変名誉ある仕事でしたが、色々な方との出会いと協力に

よって開催された総合医学会でした。本当にありがとう

ございました。第64回大会、福岡で再会しましょう。

６．ヒット商品「むすび丸」

「学会の記念にむすび丸のUSBはいかがですか。」

会場の特設売り場での売り子

に扮した看護師さんの声。限定

1000個のお土産用として販売し

た宮城県観光PRキャラクター

「むすび丸」をかたどったオリ

ジナルUSB2GB。１個1500円。

「学会に何かお土産があると

喜ばれるのよ。看護部で販売し

ますから。」

という高橋看護部長の話をきっかけ

に日本コンベンションサービスの長

谷川・石山さんとの共同開発でした。

見事２日目の午後一番で完売。あま

りの可愛さに未だにパッケージを開

けていない方が多いと聞きます。

７．不安とともに…。

「愉しくやろう。」

院長室に学会の準備状況について報告にいく度に私に 「二日間を無事終え、スタッフで "パチリ"」
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総合医学会１日目の夜、国分町に

程近いホテルで臨床検査科（部）長

会と国立病院臨床検査技師協会によ

る合同懇親会が開催されました。例

年、医学会開催地の担当支部が企画

し執り行いますが、今回は東北支部に回ってきました。

前日に開かれる諸会議場の設置、懇親会、宿泊の手配な

ど一年以上も前から支部役員が中心になり、東北支部一

丸となって準備を進めてきました。学会まで半年を切っ

た時期に会場変更を余儀なくされ、再度、場所探しなど

スムーズにはいかないこともありましたが、そのような

時でも連絡を取り合いながら打ち合わせ会議を重ねてな

んとか当日を迎えることができました。

午後六時、懇親会の幕が開きました。参加者は110数

名を数え、乾杯の後は食べて飲んで語って、と和やかな

雰囲気に終始しました。宴も半ばを過ぎ、いよいよアト

ラクションの目玉「仙台すずめ踊り」が始まりました。

会場には多くの「雀（踊り子）」たちが登場し、大小

の太鼓と篠笛のお囃子に合わせ両手に持った扇子をひら

『臨床検査部門合同懇親会』
～楽しかったひと時～

宮城病院 臨床検査技師長 高石 俊一

ひらさせて踊っています。その姿はまるで雀が餌をつい

ばむ姿のようで、特に小さな子供たちが一生懸命に踊る

小雀姿はとてもかわいらしく参加者一同から喚声が沸き

起こりました。伊達政宗公の御前で披露した即興の踊り

が400年もの間、綿々と伝承されてきたことは私自身も

驚きでした。と同時にこの郷土芸能をこれからも子供た

ちが守り通してくれると確信しました。

続いてのアトラクションは、１位の牛タン、２位の笹

かま、宮城そして東北各地の名産品を数多く用意したビ

ンゴ大会でした。こちらも大いに盛り上がりましたが、

あっという間に２時間が過ぎてしまい次回の開催地、福

岡での再会を約束してお開きとなりました。

東北地区は小規模施設が多いため限られたスタッフで

の対応となりましたが、持ち前のチームワークと若手技

師のパワーで無事に終えることができました。一つの目

標に立ち向かい、それが成し遂げられたことは今後、東

北支部会員の糧になると信じています。ある参加者から

「真心のこもった懇親会だったね」と言葉を掛けていた

だき、達成感と安堵感に浸りながら会場を後にした次第

です。

ご協力いただいた東北支部役員、会員の皆様にあらた

めて深謝申し上げます。
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10月23、24日に地元仙台で開催された第63回国立病院

総合医学会のポスターセッションに参加させていただき、

「筋萎縮性側索硬化症による人工呼吸器装着患者の在宅

介護へ向けた吸引指導」の研究を発表しました。

これまで院内の研究発表は経験していますが、病院外

での発表は初めての経験であり、また、ポスターセッショ

ンの発表形式も初めてでしたので、準備の段階から分か

らないこともありましたが、病棟師長をはじめ多くの方

のアドバイスを受けながらまとめることができました。

当日は、全国規模の学会ということもあり、大勢の参

加者の中とても緊張しました。限られた時間で内容をう

まく伝えられたかどうか不安でしたが、思いがけずベス

トポスター賞をいただくことができて、とても嬉しかっ

たです。記念品の「むすび丸」のＵＳＢは、今は大切に

病棟に飾っていますが、今後有効に活用したいと思いま

す。

ベストポスター賞をいただきました

宮城病院 看護師 土田 千鶴

今回の学会では、今後の研究の参考になるものや実践

に活かせる看護ケアなど、全国の各病院が取り組んだ研

究発表を聞き、多くのことを学ぶことができました。

また、発表後には他病院の方々から吸引指導について

貴重なアドバイスもいただきましたので、今後の退院指

導に活かしていきたいと思います。

最後に、総合医学会に参加し発表する機会を与えてい

ただいた職場の皆様や関係者の方々に厚く感謝いたしま

す。ありがとうございました。

「筆者は前列右から２番目」
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護助産学校の名前を背負っ

て頑張りました。１日目を

張り切りすぎて、２日目に

ダウンした学生もおります。

助産学科の学生の中には、

受持ち妊婦さんが入院され

た時は、実習場に戻った学

生もおります。また、学生

の対応がすばらしかったか

らでしょうか、プロに間違えられたためか、参加者の方

から運営に関する心ない言葉を直接受け、学生が落ち込

んだ場面もありました。

学会運営に協力することは、職員のマネージメント能

力を育成する機会になると言われます。学生は自分たち

の役割を果たすべく、より良い方法を模索しながらお互

いに協力しあいました。ここでの経験が学生の成長の糧

になったことでしょう。また仙台医療センターの学生と

してこのような場で役割を果たすことにより、学生の帰

属意識が高まったものと思われます。スタッフとしての

２日目は体力的にも辛かったと思います。しかし、参加

者の方が会場で学生にかけてくださる労いの言葉、そし

て、閉会式のご挨拶の中で学生を褒めていただき、この

お言葉で疲れが吹き飛んだとの学生の感想でした。

心残りは、学生はスタッフとしては活躍しましたが、

他の会場の様子、研究発表などを見学する機会が少なかっ

たと思います。今後看護職として社会に出たときに、積

極的に学会に参加し、自己研鑽に努めていけるよう願っ

てやみません。日頃学校長は病院と一体となり機構の看

護学生として育てることが重要であると話しております。

今後も母体病院と一体となり、学生の教育に力を尽くし

てまいりたいと思います。

今までに何度も国立病院総合医学

会に参加させていただき、この学会

に学生ボランティアは必要不可欠で

あると感じておりました。今までの

会場は、東京国際フォーラム、名古

屋国際会議場、国立京都国際会館と

ひとつの会場であり、それに比べ仙台は４箇所の会場で

あり、学生をどのように配置したら効果的なのか頭を痛

めました。そこで、看護学科１年・２年・３年・助産学

科の４グループとして、教官とともに会場毎に配置し、

学生と教員が一丸となって行動できるようにしました。

しかし、一人一人の学生の業務量を同じように割り振る

ことはとても難しいものでした。

それにも増して、一番の心配の種は、インフルエンザ

の流行でした。開会式に病院旗を持つ学生は、事前に舞

台監督の指導のもとリハーサルを行ったのですが、１名

が罹患し、急遽変わりを立てました。役割毎に配置され

た学生は、お互いの業務量を考え協力しながら、仙台看

第63回総合医学会にスタッフとして
学生と共に参加して

仙台医療センター附属仙台看護助産学校 副学校長 吉家 裕子
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今回、私たち仙台医療センター附

属看護助産学校の学生は、国立病院

総合医学会にスタッフとして参加さ

せていただき、とても貴重な体験を

させていただきました。

私たちは開会式での各病院の旗手

をはじめ、受付、各講演会場での照明、アナウンス、誘

導、クロークでの対応等々、会場毎に幅広くスタッフと

して役割を果たさせていただきました。

私達看護学科３年生が担当した仙台国際センターは、

全国からの大勢の参加者であふれており、それだけでと

ても緊張し、自分の役割がしっかり果たせるのか不安で

した。私に与えられた役割は２日間とも会場案内係の一

員として国際センターの玄関とバス乗り場の間での案内

係でした。学生同士でお互いに協力し、会場に来られた

方には挨拶と総合受付への案内を、帰られる方や別会場

に移動なさる方にはバスの案内をしました。当日は、前

日までの陽気とはうって変わり、寒さが身にしみました

が、ホッカイロを片手に笑顔を絶やさず丁寧に対応する

ことを心がけました。

日々の病院実習着の白衣とは異なり、スーツ姿に、学

生スタッフのシンボルであるスカーフを身につけて大勢

の人の前に立つという日常とはあまりにもかけ離れた環

境でした。仙台のことについて事前学習をして望んだの

ですが「会場近くで牛タンのおいしい店はどこですか」

と尋ねられるなど、戸惑うこともありました。しかし、

会場に来られた方々にとっては、私達はスタッフのひと

りとなるので、気持ちを引き締めて対応しました。特に、

私の立ち位置は会場の入り口でしたので、会場に入られ

る方が最初に目にする場所であり、また、会場をあとに

する方も最後に目にする場所でした。この会場、この学

会のイメージが私によって悪くならないよう、自分が、

環境の一部であるということを忘れないようにしました。

仕事をするにあたり、責任を持つことは当たり前のこ

とですが、この学会での学生一人ひとりに与えられた役

割はどれも皆、責任を持ってやり遂げなければならない

ものでした。これから臨床で働くこととなる私たちに、

改めて仕事の責任の重さと、自分の役割を自覚して責任

を果たすことの大切さを考えさせられる機会となりまし

た。国立病院機構の一員としての自覚が深まる、とても

貴重な機会であり、充実した２日間でした。今後は国立

病院機構の一員として自分自身が役割を果たしていける

よう、日々精進していきたいと思います。貴重な体験を

ありがとうございました。

仙台医療センターの学生として
学会の案内係を経験して

仙台医療センター附属仙台看護助産学校 看護学科３年 高島 望
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昭和の時代から連綿と続く国立病院総合医学会

昭和21年の第１回大会から、この仙台大会で第63回目

が終了した国立病院総合医学会。医療を取り巻く環境が

時代の中で絶え間なく変化し続ける中、国立医療のあり

方を追究し、医療の質向上を目指す仲間達が一同に集ま

る重要なイベント。

独法化後も継続して開催され、学会長施設や副会長施

設が努力し、創意工夫を凝らした大会の企画、運営が行

われています。

国立病院総合医学会歴代開催地一覧

回次 年次 開催局／ブロック （開催地） 会長施設 副会長施設 回次 年次 開催局／ブロック （開催地） 会長施設 副会長施設

第１回 昭和21年 関東信越 （横須賀） 久里浜 第34回 昭和54年 東北 （仙台） 宮城 仙台

第２回 昭和22年 近畿 （大阪） 大阪 第35回 昭和55年 関東信越 （東京） がんセンター 東京

第３回 昭和23年 九州･東海北陸 （別府･静岡県浜北）別府 天竜荘 第36回 昭和56年 九州 （福岡） 南福岡 九州がん

第４回 昭和24年 関東信越･東海北陸 （東京･静岡県浜北）東京第二 天竜荘 第37回 昭和57年 北海道 （札幌） 札幌 西札幌

第５回 昭和25年 近畿･東海北陸 （大阪･静岡県浜北）大阪 天竜荘 第38回 昭和58年 東海北陸 （名古屋） 東名古屋 名古屋

第６回 昭和26年 関東信越 （東京） 東京第一 第39回 昭和59年 近畿 （大阪） 大阪南 近畿中央

第７回 昭和27年 近畿 （京都） 京都 宇多野 第40回 昭和60年 中国 （広島） 広島 福山

第８回 昭和28年 九州 （熊本） 再春荘 熊本 第41回 昭和61年 関東信越 （東京） 医療センター 中野

第９回 昭和29年 東北 （仙台） 宮城 第42回 昭和62年 九州 （熊本） 再春荘 熊本

第10回 昭和30年 関東信越 （東京） 東京第二 第43回 昭和63年 四国 （松山） 四国がん 愛媛

第11回 昭和31年 東海北陸 （名古屋） 名古屋 大府荘 第44回 平成元年 東北 （仙台） 西多賀 仙台

第12回 昭和32年 中国 （岡山） 岡山病 岡山療 第45回 平成２年 関東信越 （横浜） 横浜 南横浜

第13回 昭和33年 近畿 （京都） 宇多野 京都 第46回 平成３年 東海北陸 （名古屋） 中部 名古屋

第14回 昭和34年 東海北陸 （金沢） 金沢 石川･北陸荘 第47回 平成４年 近畿 （大阪） 大阪 刀根山

第15回 昭和35年 関東信越 （東京） 中野 東京第一 第48回 平成５年 北海道 （札幌） 西札幌 札幌

第16回 昭和36年 北海道 （札幌） 札幌 小樽 第49回 平成６年 九州 （長崎） 長崎中央 長崎

第17回 昭和37年 中国 （広島） 広島 呉 第50回 平成７年 中国 （岡山） 南岡山 岡山

第18回 昭和38年 九州 （長崎） 大村 長崎 第51回 平成８年 関東信越 （千葉） 千葉 千葉東

第19回 昭和39年 関東信越 （横浜） 浩風園 横浜 第52回 平成９年 四国 （高松） 香川小児 善通寺

第20回 昭和40年 関東信越 （東京） 東京第一 武蔵 第53回 平成10年 東海北陸 （金沢） 金沢 医王

第21回 昭和41年 四国 （松山） 愛媛 松山 第54回 平成11年 近畿 （大阪） 近畿中央 循環器病センター

第22回 昭和42年 東北 （仙台） 仙台 宮城 第55回 平成12年 関東信越 （東京） 東京医療 東京

第23回 昭和43年 近畿 （大阪） 刀根山 大阪南 第56回 平成13年 東北 （仙台） 宮城 仙台

第24回 昭和44年 九州 （福岡） 福岡中央 福岡東 第57回 平成14年 九州 （福岡） 九州医療センター 南福岡

第25回 昭和45年 関東信越 （東京） 東京第二 村山 第58回 平成15年 北海道 （札幌） 札幌南 札幌

第26回 昭和46年 北海道 （札幌） 北海道第二 札幌 － 平成16年 － － － －

第27回 昭和47年 東海北陸 （名古屋） 名古屋 中部･東名古屋 第59回 平成17年 中国四国 （広島） 呉医療センター 東広島医療センター

第28回 昭和48年 中国 （山口） 山陽荘 岩国 第60回 平成18年 近畿 （京都） 宇多野病院 京都医療センター

第29回 昭和49年 九州 （別府） 別府 西別府 第61回 平成19年 東海北陸 （名古屋） 名古屋医療センター 三重中央医療センター

第30回 昭和50年 関東信越 （東京） 中野 医療センター 第62回 平成20年 関東信越 （東京） 東京医療センター 東京病院

第31回 昭和51年 四国 （高松） 善通寺 高松 第63回 平成21年 北海道･東北 （仙台） 仙台医療センター 宮城病院

第32回 昭和52年 近畿 （京都） 宇多野 京都

第33回 昭和53年 中国 （岡山） 岡山病 岡山療

■平成17年度 第59回（in広島）

「あらたなる旅立ち
～チーム医療で取り組む医療の質の向上～」

会 期：2005年10月14日（金）・15日（土）
会 場：広島国際会議場、広島県立総合体育館
会 長：佐治文隆 院長（呉医療センター）
副会長：児玉安紀 院長（東広島医療センター）
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■平成18年度 第60回（in京都）

「自律と自立の３年目を迎えて
～歩み続ける国立病院の医療～」

会 期：2006年９月22日（金）・23日（土）
会 場：国立京都国際会館
会 長：齊田孝彦 院長（宇多野病院）
副会長：葛谷英嗣 院長（京都医療センター）

■平成19年度 第61回（in名古屋）

■平成20年度 第62回（in東京）

■平成21年度 第63回（in仙台）

「自立と連携の新たなステージへ
～国立医療の飛翔～」

会 期：2007年11月16日（金）・17日（土）
会 場：名古屋国際会議場
会 長：堀田知光 院長（名古屋医療センター）
副会長：新谷宇一郎 院長（三重中央医療センター）

「医療の心を求めて」

会 期：2008年11月21日（金）・22日（土）
会 場：東京国際フォーラム
会 長：松本純夫 院長（東京医療センター）
副会長：四元秀毅 院長（東京病院）

「国立医療の新たなる展開
～過去を見つめ未来を考える～」

会 期：2009年10月23日（金）・24日（土）
会 場：仙台国際センター、仙台市民会館、せんだい

メディアテーク、東京エレクトロンホール宮
城（宮城県民会館）

会 長：菊地 秀 院長（仙台医療センター）
副会長：木村 格 院長（宮城病院）
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建物・設備の豆知識⑤ ～これ、なんだろう～

近畿ブロック事務所改善指導課施設整備室

おお知知ららせせ

次回（第64回）の国立病院総合医学会は11月に福岡で開催！

第64回国立病院総合医学会

2010年11月26日金�・27日土�

会 場：福岡国際会議場

福岡サンパレスホテル＆ホール

会 長：米倉正大 院長 （長崎医療センター）

副会長：上野道雄 院長 （福岡東医療センター）
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データセンターの概要
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臨床研究センター・臨床研究部の
評価概要
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ＮＨＯ研究ネットワーク評価の
実施状況





評価対象臨床研究分野一覧

候補分野 備考（読み替え可能分野）

1 がん

2 循環器 循環器内科・循環器外科

3 精神疾患 メンタルクリニック、触法

4 神経・筋疾患 神経内科

5 国際医療協力

6 国際的感染症 感染症

7 成育医療 新生児、小児、産科

8 長寿医療 高齢者医療、高齢者の保健、生活機能

9 腎疾患

10 感覚器 眼科、耳鼻咽喉科

11 骨・運動器疾患 整形外科

12 免疫異常 自己免疫疾患、アレルギー

13 血液疾患

14 内分泌代謝疾患 内分泌、代謝、糖尿病

15 呼吸器疾患 結核

16 肝疾患

17 重症心身障害児（者）

18 災害医療

19 エイズ

20 消化器疾患（肝以外） 消化管、膵、胆

21 外科・麻酔科

22 救急・プライマリケア

23 婦人科

24 泌尿器科

25 皮膚科

26 歯科

27 経営管理 医療安全、DPC、経営管理、人事管理、医療マネージメント、医学教育

28 病理

29 放射線 放射線診断、放射線治療

ＮＨＯ研究ネットワークの構築にかかる



別紙１

臨床研究組織領域別研究力ポイント表（平成１９、２０年度実績の平均）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

がん
（呼吸器）

がん
（消化器）

がん
（一般）

循環器 脳卒中 精神疾患
神経・筋
疾患

感染症 成育医療
重症心身
障害児
（者）

エイズ 糖尿病 感覚器
骨・運動
器疾患

免疫異常 血液疾患
呼吸器疾

患
肝疾患

消化器疾
患

外科・麻酔科経営管理 その他

北海道がんセンター 部 1,481 94 71 629 125 3 25 83 4 2 37 17 53 34 11 18 152 65 57

西札幌病院 院内標榜 261 225 1 14 4 16 1

函館病院 部 801 18 10 37 302 21 15 28 40 0 0 6 30 4 52 101 67 71

道北病院 部 712 123 1 10 24 161 49 2 14 13 1 4 5 0 216 7 6 10 30 37

帯広病院 院内標榜 207 141 16 4 6 41

弘前病院 部 465 34 15 38 4 28 97 3 111 24 15 9 2 50 35

青森病院 院内標榜 118 2 56 19 9 2 11 2 5 1 4 1 5 2

盛岡病院 院内標榜 211 2 3 23 74 82 22 7

花巻病院 院内標榜 98 98

岩手病院 院内標榜 103 1 2 1 73 14 3 3 0 0 1 1 5

釜石病院 院内標榜 95 4 36 15 6 19 1 1 5 10

仙台医療センター 部 2,321 8 98 85 326 78 7 110 242 125 201 44 45 65 12 17 88 54 169 239 67 244

西多賀病院 部 826 3 1 527 21 10 15 204 5 4 0 28 8

宮城病院 部 675 2 84 478 41 21 4 2 4 1 1 12 25

山形病院 院内標榜 271 2 1 129 22 2 50 0 10 3 1 1 18 34

米沢病院 院内標榜 169 0 162 5 0 2

いわき病院 院内標榜

水戸医療センター 部 1,451 13 29 59 197 142 65 50 166 3 134 6 16 1 52 65 13 80 237 25 97

霞ヶ浦医療センター 院内標榜 256 3 10 5 16 12 20 1 5 4 128 1 23 19 11

茨城東病院 院内標榜 757 36 2 21 1 92 8 118 0 470 5 1 3

栃木病院 院内標榜 643 1 36 20 78 1 181 51 19 2 61 3 42 16 62 10 63

宇都宮病院 部 547 1 17 37 0 0 176 121 24 41 3 12 91 24

高崎病院 院内標榜 415 11 0 79 120 2 7 5 1 30 4 1 3 2 32 39 9 18 15 38

西群馬病院 部 853 188 21 34 1 7 58 1 55 13 1 10 1 5 329 24 53 13 11 30 1

西埼玉中央病院 院内標榜 505 1 43 41 1 40 126 5 107 37 4 1 31 30 13 7 21

埼玉病院 部 563 3 62 115 39 1 31 51 24 65 1 45 9 3 3 5 21 17 29 39

東埼玉病院 部 972 38 1 1 1 31 534 141 9 13 50 2 2 2 1 46 3 1 42 55

千葉医療センター 部 1,051 0 1 178 98 51 8 31 46 38 2 13 121 61 6 28 51 38 47 55 178

千葉東病院 センター 2,207 2 10 13 244 27 0 1,165 8 244 2 61 31 43 52 0 305

下総精神医療センター 院内標榜 203 1 192 4 1 5 1

下志津病院 部 997 1 3 0 28 34 285 28 43 65 444 11 1 13 14 2 27

東京医療センター センター 5,479 5 5 222 162 12 50 389 154 92 3,494 17 68 137 60 36 93 85 169 231

災害医療センター 部 1,733 22 36 46 92 164 131 119 78 4 1 41 14 41 13 41 47 51 27 69 20 679

東京病院 部 1,343 53 12 11 56 22 7 63 51 21 5 7 22 56 3 709 135 27 6 30 49

村山医療センター センター 998 2 5 84 27 10 4 737 42 1 4 14 4 5 60

横浜医療センター 部 893 2 9 22 178 19 4 34 3 77 172 2 12 61 12 75 28 53 4 128

久里浜アルコール症センター 部 1,590 221 2 2 1,283 31 23 7 8 13 3

箱根病院 院内標榜 59 2 38 10 7 1 0 1

相模原病院 センター 6,338 91 13 36 17 15 497 63 658 0 37 498 3,642 8 545 25 36 3 13 141

神奈川病院 院内標榜 19 1 2 7 1 2 1 1 2 1 1 1 1

西新潟中央病院 部 914 8 1 10 0 11 573 70 42 8 8 6 4 140 4 2 3 23

新潟病院 部 736 20 7 7 464 26 40 14 85 20 4 16 3 11 19

さいがた病院 部 321 11 31 55 103 3 1 2 36 23 29 0 18 1 9

まつもと医療センター 部 727 32 12 12 102 5 59 67 26 7 8 41 4 24 19 37 28 17 58 40 29 102

長野病院 院内標榜 411 41 48 5 18 162 5 29 1 56 11 17 20

小諸高原病院 院内標榜 47 38 1 1 1 7

北陸病院 院内標榜 66 55 6 2 1 0 1

金沢医療センター 部 1,523 134 26 116 314 46 29 20 66 78 155 16 137 33 8 52 51 15 40 39 150

医王病院 院内標榜 315 2 9 166 28 12 8 10 1 1 0 7 2 33 38

七尾病院 院内標榜 127 5 2 12 14 3 12 1 2 9 1 3 2 10 1 11 22 19

長良医療センター 院内標榜 402 84 85 19 136 19 60

静岡てんかん・神経医療センター 部 2,161 143 1,266 23 549 4 2 8 104 64

天竜病院 院内標榜 403 41 0 2 15 11 21 8 6 30 1 2 3 228 11 17 8

静岡医療センター 部 834 55 25 253 38 16 84 3 51 13 8 8 9 10 60 30 104 8 61

名古屋医療センター センター 7,218 220 112 733 155 64 0 151 302 1,209 1,265 294 76 173 154 1,323 246 31 50 220 130 309

東名古屋病院 部 732 1 2 3 19 406 7 2 6 254 3 8 15 7

東尾張病院 院内標榜 141 141

豊橋医療センター 部 441 0 7 24 163 19 1 5 4 3 1 12 10 55 11 8 6 2 11 21 57 21

三重病院 部 3,080 3 7 1,286 1,186 8 45 22 3 469 1 2 1 0 48

鈴鹿病院 院内標榜 303 44 1 179 21 4 0 1 46 4 3

三重中央医療センター 部 1,895 38 15 6 44 40 2 19 175 798 195 18 105 107 33 99.98 7 17 12 136 29

榊原病院 院内標榜 20 14 3 3 1

あわら病院 院内標榜 104 2 3 16 50 26 8

京都医療センター センター 5,096 5 86 100.1 1,225 156 3 5 110 59 2,762 6 188 1 2 16 54 45 55 28 192

宇多野病院 部 1,283 6 69 3 858 2 2 20 18 157 7 2 3 1 138

舞鶴医療センター 部 607 19 5 101 129 10 116 50 48 9 1 1 2 2 1 52 41 12 10

南京都病院 院内標榜 288 3 7 50 35 15 18 46 1 1 1 94 1 2 16

大阪医療センター センター 7,809 77 1,197 278 716 414 224 842 8 103 1,361 85 248 298 4 78 9 423 26 1,036 225 157

近畿中央胸部疾患センター センター 3,556 906 37 4 2,603 2 4

刀根山病院 部 1,043 122 1 450 11 2 7 3 379 1 67 0 1

大阪南医療センター 部 2,231 4 21 74 459 8 1 16 22 94 2 315 727 95 61 94 21 200 4 12

神戸医療センター 院内標榜 549 22 74 114 2 28 6 11 1 175 1 13 3 3 33 3 64

姫路医療センター 院内標榜 530 46 14 2 13 2 59 34 2 35 142 12 48 11 111

松籟荘病院 院内標榜 69 69

南和歌山医療センター 院内標榜 283 1 2 6 56 2 1 5 8 2 0 32 3 5 13 28 11 62 11 36

鳥取医療センター 部 572 13 8 147 187 1 11 71 11 2 9 1 4 1 11 98

米子医療センター 部 645 9 102 46 27 4 19 42 12 69 31 18 61 30 21 25 28 52 50

松江医療センター 院内標榜 431 134 6 3 65 13 5 2 2 0 194 1 5

浜田医療センター 院内標榜 492 9 3 24 124 13 1 118 16 22 1 5 1 5 9 1 6 19 46 72

岡山医療センター 部 2,550 185 8 98 587 67 14 69 107 376 256 34 220 17 98 97 8 44 60 43 162

南岡山医療センター 部 1,261 1 1 270 46 11 32 16 0 1 571 72 184 18 15 12 13

呉医療センター 部 2,777 54 123 664 293 32 195 81 59 98 306 29 202 17 43 40 127 42 99 117 156

福山医療センター 部 749 23 29 49 34 1 7 16 95 203 1 13 4 40 26 6 64 10 24 34 61 11

広島西医療センター 院内標榜 272 1 15 28 155 12 5 1 3 11 4 3 0 4 0 31

東広島医療センター 部 471 28 11 20 87 76 73 9 4 10 2 9 1 28 20 29 30 2 34

賀茂精神医療センター 院内標榜 73 40 4 29

関門医療センター 部 691 102 15 131 104 4 17 3 6 7 5 2 102 4 1 1 2 43 22 25 98

山口宇部医療センター 部 728 393 0 42 14 0 0 35 5 4 1 5 154 0 45 7 23

岩国医療センター 部 1,200 32 158 103 334 43 25 41 48 20 22 27 6 7 5 47 39 69 111 17 44

東徳島病院 院内標榜 226 3 1 36 131 19 1 2 15 3 0 6 2 3 4

徳島病院 部 1,040 2 8 1 8 50 24 578 39 46 21 9 23 44 68 2 72 47

高松医療センター 院内標榜 284 71 28 56 2 4 12 0 58 2 13 24 14

善通寺病院 部 734 2 5 334 6 4 43 40 20 119 30 4 6 2 10 12 73 26

香川小児病院 部 969 17 8 47 88 609 22 90 3 4 5 6 1 45 13 9

四国がんセンター 部 3,771 483 767 915 34 35 9 11 757 26 68 62 126 53 5 1 6 402 13

愛媛病院 院内標榜 466 13 3 90 28 1 20 53 4 38 42 2 24 3 1 88 1 6 4 34 15

高知病院 部 1,203 115 25 13 37 5 8 14 122 28 117 27 1 78 228 8 233 16 68 27 10 24

小倉医療センター 部 808 3 45 19 12 33 0 61 75 159 16 16 2 28 27 120 46 38 62 45

九州がんセンター 部 4,600 795 811 594 3 114 3 81 291 309 59 71 4 957 53 167 50 49 168 22

九州医療センター センター 6,820 234 155 566 1,176 926 9 123 96 229 2 263 279 120 214 383 266 61 644 215 289 275 294

福岡病院 部 1,974 33 10 592 2 12 2 7 0 743 521 1 5 18 28

大牟田病院 部 633 20 3 11 2 237 4 2 7 6 2 12 164 105 1 20 17 21

福岡東医療センター 部 932 20 10 13 118 154 3 125 46 15 13 51 2 11 5 5 117 3 22 66 25 110

佐賀病院 院内標榜 152 24 1 31 56 2 20 3 1 1 7 3 5

肥前精神医療センター 部 648 7 602 31 6 1 2

嬉野医療センター 部 829 27 4 20 178 4 0 27 11 10 30 11 88 46 2 102 14 14 115 65 61

長崎医療センター センター 6,122 130 92 201 222 66 18 171 256 239 2 220 91 242 480 198 162 2,002 139 397 212 584

長崎川棚医療センター 部 692 1 15 61 19 3 305 147 7 2 5 12 1 42 1 4 17 35 19

熊本医療センター 部 3,024 24 4 58 444 112 16 30 433 18 198 48 140 47 405 115 70 42 159 290 372

熊本南病院 院内標榜 212 20 41 37 1 2 5 48 1 6 34 13 5

菊池病院 部 496 1 294 2 73 8 5 5 1 107

熊本再春荘病院 部 778 5 1 6 37 9 128 7 68 29 7 10 205 94 2 93 17 34 13 15

大分医療センター 院内標榜 338 4 5 54 3 30 3 34 3 22 127 5 16 3 30

別府医療センター 部 731 5 40 40 64 28 14 15 58 21 1 40 14 43 70 4 10 61 47 106 19 33

西別府病院 院内標榜 143 14 1 16 12 21 4 2 1 1 1 24 1 4 6 36

宮崎東病院 院内標榜 89 3 30 1 14 1 29 2 10

都城病院 院内標榜 167 1 2 3 2 11 39 65 25 1 0 9 3 7

鹿児島医療センター 部 1,313 8 15 4 712 87 20 49 140 54 2 0 148 5 31 21 7 10

南九州病院 院内標榜 393 13 16 86 1 37 61 4 2 0 125 5 20 25

沖縄病院 院内標榜 345 37 2 16 2 53 64 1 3 3 84 2 1 46 24 9

合計 138,786 5,164 4,777 6,796 11,782 3,742 4,433 12,610 7,744 8,633 685 3,240 9,435 4,770 6,064 9,717 5,071 10,336 4,875 2,311 5,498 3,914 7,188

AV1００Ｐ以上施設数 11 7 7 26 7 9 20 14 11 1 2 14 3 19 7 7 18 5 3 14 9 19
AV4００Ｐ以上施設数 3 3 6 7 2 2 12 3 6 2 3 1 2 7 3 5 3 1 1 2

100ポイント以上 400ポイント以上 ：領域別ポイント1位

　　　　　　　　　　領域

　　　病院名
合計
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H
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2
0
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平
均
）

北 海 道 が ん セ ン タ

西 札 幌 病 院

函 館 病 院

道 北 病 院

帯 広 病 院

弘 前 病 院

青 森 病 院

盛 岡 病 院

花 巻 病 院

岩 手 病 院

釜 石 病 院

仙 台 医 療 セ ン タ ー

西 多 賀 病 院

宮 城 病 院

山 形 病 院

米 沢 病 院

い わ き 病 院

水 戸 医 療 セ ン タ ー

霞 ヶ 浦 医 療 セ ン タ

茨 城 東 病 院

栃 木 病 院

宇 都 宮 病 院

高 崎 病 院

西 群 馬 病 院

西 埼 玉 中 央 病 院

埼 玉 病 院

東 埼 玉 病 院

千 葉 医 療 セ ン タ ー

千 葉 東 病 院

下 総 精 神 医 療 セ ン タ

下 志 津 病 院

東 京 医 療 セ ン タ ー

災 害 医 療 セ ン タ ー

東 京 病 院

村 山 医 療 セ ン タ ー

横 浜 医 療 セ ン タ ー

久 里 浜 ア ル コ ー ル 症 セ

箱 根 病 院

相 模 原 病 院

神 奈 川 病 院

西 新 潟 中 央 病 院

新 潟 病 院

さ い が た 病 院

ま つ も と 医 療 セ ン タ

長 野 病 院

小 諸 高 原 病 院

北 陸 病 院

金 沢 医 療 セ ン タ ー

医 王 病 院

七 尾 病 院

長 良 医 療 セ ン タ ー

静 岡 て ん か ん ・ 神 経 医 療

天 竜 病 院

静 岡 医 療 セ ン タ ー

名 古 屋 医 療 セ ン タ

東 名 古 屋 病 院

東 尾 張 病 院

豊 橋 医 療 セ ン タ ー

三 重 病 院

鈴 鹿 病 院

三 重 中 央 医 療 セ ン タ

榊 原 病 院
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病

院

　
　
領
域

あ わ ら 病 院

京 都 医 療 セ ン タ ー

宇 多 野 病 院

舞 鶴 医 療 セ ン タ ー

南 京 都 病 院

大 阪 医 療 セ ン タ ー

近 畿 中 央 胸 部 疾 患 セ ン

刀 根 山 病 院

大 阪 南 医 療 セ ン タ

神 戸 医 療 セ ン タ ー

姫 路 医 療 セ ン タ ー

松 籟 荘 病 院

南 和 歌 山 医 療 セ ン タ

鳥 取 医 療 セ ン タ ー

米 子 医 療 セ ン タ ー

松 江 医 療 セ ン タ ー

浜 田 医 療 セ ン タ ー

岡 山 医 療 セ ン タ ー

南 岡 山 医 療 セ ン タ

呉 医 療 セ ン タ ー

福 山 医 療 セ ン タ ー

広 島 西 医 療 セ ン タ

東 広 島 医 療 セ ン タ

賀 茂 精 神 医 療 セ ン タ

関 門 医 療 セ ン タ ー

山 口 宇 部 医 療 セ ン タ

岩 国 医 療 セ ン タ ー

東 徳 島 病 院

徳 島 病 院

高 松 医 療 セ ン タ ー

善 通 寺 病 院

香 川 小 児 病 院

四 国 が ん セ ン タ ー

愛 媛 病 院

高 知 病 院

小 倉 医 療 セ ン タ ー
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9
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研究領域 研究課題名
申請者

（主任研究者）
病院名

仮想乳管内視鏡による乳癌の早期診断 市原周 名古屋医療センター

乳がんマンモグラフィ検診の要精査例における診断確定までに要する期間
に関する研究

遠藤登喜子 名古屋医療センター

間質性肺炎を合併する原発性肺癌の術後急性増悪の治療法確立のため
の多施設調査研究

松村晃秀
近畿中央胸部疾患セン
ター

EGFR遺伝子変異を有する切除不能局所進行非小細胞肺癌におけるゲフィ
チニブと胸部放射線治療との併用療法の有効性・安全性研究。第Ⅱ相臨
床試験

安宅信二
近畿中央胸部疾患セン
ター

冠動脈疾患を合併した脂質異常症におけるLDL-C管理目標値設定の検討 冷牟田浩司 九州医療センター

脳梗塞患者の再発・進展予防のための至適治療法の確立を目指した多施
設共同長期観察研究

塚原徹也 京都医療センター

脳梗塞患者における抗血栓療法のリスク・ベネフィット 矢坂正弘 九州医療センター

パーキンソン病の精神症状―認知症，うつ，幻覚―の実態調査とＱＯＬ向
上への提言

長谷川一子 相模原病院

パーキンソン病に合併する精神症状に対する塩酸ドネペジルの有用性：多
施設プラセボ対照二重盲検試験

澤田秀幸 宇多野病院

感染症
先天性サイトメガロウイルス感染による小児難聴における精神発達遅滞の
予測因子の同定と早期診断への活用

込山修 東京医療センター

成育医療 Latepretermbirthの新生児予後と周産期システムのあり方に関する研究 安日一郎 長崎医療センター

成育医療
ネットワークを用いた、頻度の高い小児外科疾患に対する治療ガイドライン
の為のエビデンス収集

羽金和彦 栃木病院

エイズ HIV―１のウイルス毒性の推移に関する臨床共同研究 白阪琢磨 大阪医療センター

慢性腎臓病（CKD）進展を予測するための新規診療法の確立 今澤俊之 千葉東病院

糖尿病・肥満における心腎連関進展因子としての脂質炎症関連分子の意
義とその効果的治療法の検討

佐藤哲子 京都医療センター

1型糖尿病治療の標準化と効果的な治療法の確立に関する研究 坂根直樹 京都医療センター

糖尿病足病変ハイリスク患者への外来での予防的フットケアの有効性に関
する研究

河野茂夫 京都医療センター

地域医療連携によるＣＫＤ（慢性腎臓病）の予防・進行抑制効果についての
研究

菅原照 京都医療センター

学会ガイドラインに基づく原発性アルドステロン症の診断と効果的な薬物治
療法の確立

成瀬光栄 京都医療センター

２型糖尿病性腎症（糸球体硬化症）感受性遺伝子同定のための前向き研
究

服部正和 京都医療センター

糖尿病および慢性腎臓病（CKD）に対する移植・再生医療に関する臨床的
研究

剣持敬 千葉東病院

臨床研究センターを中心とした共同研究（ＮＨＯネットワーク共同研究）

がん（一般）

がん（呼吸器）

脳卒中

神経・筋疾患

糖尿病



研究領域 研究課題名
申請者

（主任研究者）
病院名

加齢による生理的声帯萎縮による発声障害患者に対する、自己訓練法の
治療介入効果に関する実験研究

角田晃一 東京医療センター

加齢性難聴に対する QOLと酸化ストレスを指標とした個別化治療の開発に
関する研究

藤井正人 東京医療センター

非症候群性難聴の遺伝子診断の確立に関する研究 松永達雄 東京医療センター

骨・運動器疾患 骨粗鬆症性椎体骨折後の新規椎体骨折の危険因子の解明 町田正文 村山医療センター

Web化iAネット（食物アレルギー）の開発および食物アレルギー患者実態調
査研究

海老澤元宏 相模原病院

リウマチ性疾患における好中球上CD64分子測定による合併症検索および
疾患活動性マーカーとしての有用性の検討

松井利浩 相模原病院

本邦の成人喘息における原因アレルゲンの地域差、ならびに新規重要アレ
ルゲンの意義に関する研究

谷口正実 相模原病院

関節リウマチにおける治療対効果の新しい評価法：総合的診療評価指標
の確立を目指したNHOネットワーク共同臨床研究

當間重人 相模原病院

超早期治療介入による関節リウマチ（RA)発症抑止に関する前向き研究 佐伯行彦 大阪南医療センター

膠原病による下肢皮膚潰瘍に対する自家末梢血単核球細胞注入を用いた
皮膚潰瘍改善の検討

津谷寛 あわら病院

異なるヘモグロビン濃度を基準とする慢性貧血患者に対する赤血球輸血の
無作為化比較試験

大橋春彦 名古屋医療センター

血液・造血器疾患患者登録システムの基盤整備、運用改善、及び医療の
均てん化を目指した前向きコホート研究

堀部敬三 名古屋医療センター

先天性血小板減少症の診断ガイドライン作成に関する研究 國島伸治 名古屋医療センター

HCV感染と悪性リンパ腫の発症リスクの解析 永井宏和 名古屋医療センター

特発性間質性肺炎のガイドライン改訂に向けたエビデンス評価のための研
究

井上義一
近畿中央胸部疾患セン
ター

新しい抗リウマチ薬(インフリキシマブ、エタネルセプト、アダリムマブ、トシリ
ズマブ等)による結核発症に対する予防・診断法の評価調査とメカニズムの
解析

露口一成
近畿中央胸部疾患セン
ター

多剤耐性結核・超薬剤耐性結核（XDR-TB）の実態調査及び迅速診断・迅
速入院法・治療法（新しい化学療法剤、外科療法等）

岡田全司
近畿中央胸部疾患セン
ター

難治性結核（糖尿病合併結核・HIV合併結核）の実態調査と対策、及び難
治性結核予後診断法の開発

鈴木克洋
近畿中央胸部疾患セン
ター

非B非C型肝細胞癌の治療成績向上に向けて - 背景疾患としてのNASHの
実態解明 -

藤岡ひかる 長崎医療センター

B型慢性肝疾患に対するエンテカビル治療およびラミブジン・アデホビル併
用療法の薬剤耐性変異に関する検討

三田英治 大阪医療センター

原発性胆汁性肝硬変の長期予後診断と新しい治療ガイドライン作成にむけ
ての多施設共同研究

中村稔 長崎医療センター

本邦におけるウイルス性急性肝炎の発生状況と治療法に関する研究 八橋弘 長崎医療センター

感覚器

免疫異常

血液疾患

呼吸器疾患

肝疾患



研究領域 研究課題名
申請者

（主任研究者）
病院名

抗血小板剤クロピドグレル内服患者における上部消化管出血の調査研究 原田直彦 九州医療センター

ヘリコバクター・ピロリ三次除菌療法としての高用量ラベプラゾール＋アモ
キシシリン療法の有用性の検討

西澤俊宏 東京医療センター

経営管理
国立病院機構における臨床研究基盤の整備状況と今後の課題に関する調
査研究

楠岡英雄 大阪医療センター

重症心身障害児者における摂食機能療法の普及推進のための研究 倉山英昭 千葉東病院

重症心身障害児(者)の骨粗しょう症に対するビスホスホネート製剤の治療
効果に関する研究

山本重則 下志津病院

証拠に基づいた腎疾患病理組織分類の作製：標準化された腎生検の臨床
病理情報を用いた後ろ向き多施設共同研究

城謙輔 京都医療センター

「新たな治験活性化５カ年計画」を踏まえた国立病院機構の治験・臨床研
究推進のあり方に関する研究

森下典子 大阪医療センター

口腔ケアの導入と標準化に関する研究 大橋純子 栃木病院

国立病院機構病院における緊急地震速報システム導入の標準化について 堀内義仁 災害医療センター

国立病院機構における手術麻酔の現状に関する研究―麻酔科医不足状
況と手術件数および安全性確保についての対策―

柳下芳寛 熊本南病院

医用画像デジタルシステムにおける物理および視覚評価を用いた品質管
理（ＱＣ）－特にモニター診断の施設において－

井手口忠光 熊本医療センター

国立病院機構施設の新型インフルエンザ対策強化に関する調査研究 林茂樹 災害医療センター

重症心身障害児
（者）

多施設共同研究

消化器疾患
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国立病院機構における
臨床研究の成果
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指定研究課題の概要
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治験推進室パンフレット





―国立病院機構における

ネットワークを活用した治験へのとりくみ ―

治 験 推 進 室



�����������������������������������������

���������������������������������������������

2

国立病院機構における治験について

理事長 矢崎義雄

国立病院機構は、全国で146の病院を運営してい

る独立行政法人です。

我々は、患者さんの目線に立ち国民に満足される

安心で質の高い医療の提供、ネットワークを活用し

た診療の科学的根拠となる臨床研究の実施及び教育

研修などを通じた質の高い医療人の育成を３つの柱

としております。

とりわけ、「治験」につきましては、国立病院機

構のネットワークを活用して迅速で質の高い治験を

推進することとしております。

このため、各病院での治験実施体制の強化、特に

国際共同治験の実施体制の強化を行っているところ

です。また、機構本部による各病院への支援や、治

験実施医師へのインセンティブの向上などを行なっ

ております。

また、効率的な治験審査の実施を目的として「中

央治験審査委員会」を設置し、一層の依頼者の皆様

の負担軽減を図っているところです。

国立病院機構に対して治験を依頼されるメリット

としては、治験実施医師の責任の明確化による質の

確保、手続きの簡略化などによる迅速性の追求、全

国146病院のネットワークを活用した量の確保など

が挙げられます。

さらに、治験を円滑に実施していくために、依頼

者の皆様の総合的な窓口として、機構本部医療部に

「治験推進室」を設置しております。

以上のような取組みをもって、益々の治験の推進

を図り、国民の皆様に画期的な新医薬品の迅速な提

供の一役を担わせて頂くことにより、今後とも医療

の質の向上に貢献してまいります。



�����������������������������������������

���������������������������������������������

＊国立病院機構本部は、治験中核病院として指定されています。

3

国立病院機構の理念

国民一人ひとりの健康と我が国

の医療の向上のためにたゆまぬ意

識改革を行い、健全な経営のもと

に患者の目線に立って懇切丁寧に

医療を提供し質の高い臨床研究、

教育研修の推進につとめます。

国立病院機構は、循環器、がん、呼吸器、神経難病をはじめとする多様な疾患について、

全国的なネットワークで取り組むとともに、地域のニーズにあった医療提供を

めざしています。

国立病院機構では

国立病院機構における治験の推進

国立病院機構では大規模かつ多様な医療機関ネットワークを最大限に活用して、

迅速で、質のそろった症例を一度に多数提供することにより治験を積極的に実施

していきます。
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平成19年度 疾患分野別治験実施症例数

平成17年度から19年度までの実施症例数

4

国立病院機構における治験の実績

国立病院機構146医療機関のうち、114で治験の経験があります。
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平成19年度、国立病院

機構の医療機関では、

このような疾患分野の

治験を行っています。
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（20年度6月まで）

がん・呼吸器科・内科

整形外科・精神科

救急

44医療機関、

137課題、

580症例

機構本部への相談件数と
そのうち受託に至ったプロトコール数

機構本部治験推進室では、

年間100件程度の

相談に対応しています。

参加意向調査後
受託に至ったプロトコール数のうちわけ

5

国際共同治験実施の推進について
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EDC対応 ［CRC定員配置64医療機関のうち］

インターネット回線設置医療機関数：光回線 39、ADSL16、その他 1

治験事務局内国際電話回線設置医療機関数：38

国際共同治験実施経験 国際共同治験実施診療分野
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6

1．治験を実施できる医療機関を紹介します

「治験参加意向調査」の取り扱い（「治験の依頼」まで）

実施可能な医療機関はどこか、医療機関の選定に時間をかけていませんか？

治験推進室にご相談いただければ、1週間以内に参加希望医療機関の紹介を致します。

■ まだプロトコルが完成していない段階でも、患者数調査、専門医数等を調査できます。

■ 依頼者名や治験成分記号を伏して調査できます。

■ 具体的なプロトコルがあれば、実施可能症例数などを調査することが可能です。

治験推進室の業務紹介

＊責任ある治験体制を確立するため各病院に治験管理責任者と治験管理実務責任者を配置しています。

▲▲

治験管理責任者（副院長・臨床研究部長等）

医療機関における治験等について進行状況を把握し、その管理に責任を負うとともに本部と

の連絡調整の責任をおう。

▲▲

治験管理実務責任者（薬剤科長、治験主任、業務班長等）

治験管理責任者とともに治験に関する業務の実務を担う。

＜治験依頼者に対して＞

●● 治験を実施できる医療機関を紹介します

●● 中央治験審査委員会をおこないます

●● 進捗状況を把握し、医療機関を指導します（一部有料）

●● 一括説明会を開催します（有料）

●● 治験以外の製造販売後調査等の一括契約が可能です（有料）
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2．中央治験審査委員会（NHO-CRB）をおこないます

2008年2月のGCP省令改正をうけ、国立病院機構本部に、

「国立病院機構本部 中央治験審査委員会（略名：「NHO-CRB」）

NationalHospitalOrganizationCentralReview Board」 を設置しました。

国立病院機構各医療機関における治験等の審議を一括して行い、適正かつ効率的な実施をサポート

致します。

（中央審査対象治験（旧：本部主導治験）等を対象）

1
-15

-10

3

NHO-CRB

8

5

3

NHO-CRB

2 14 00

1

11

6

AE

SAE

1
10 11
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8

30%

CRC

10%

CRBCRB

CRC

IRB

6,000

20 + 10

50

50

CRB

治験の依頼方法による対応について
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11 15

2
CRC2

治験依頼者の皆様のご要望により治験推進室が、企画・立案し、一括説明会の開催を行います。

治験依頼者の皆様に代って参加者の出席の確認や交通手段の手配などを治験推進室が行います。治験

依頼者の皆様には「参加者」として、出席した医師等とフランクに意見交換する場として利用下さい。

4．一括説明会を開催します（有料）

治験等一括説明会 実例

SDV
IRB

●受託研究実施状況報告システム

このシステムを活用すれば、デスクに

いながらにして、治験の進捗状況を把握で

きます。組み入れが進まない理由や症例報

告書が回収できない理由がどこにあるのか

も調査できます。定期的な報告を義務づけ

ることで、実施医療機関に常に治験を意識

してもらうことにもつながります。

3．進捗状況を確認し、治験依頼者の要望に応じた報告をします。
また、進捗状況により医療機関を支援します。

受託研究実施状況報告システム（有料）
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□ 初任者対象研修

講義 60名（4日間）

実習 47名（5日間）

□ 継続研修

講義 27名（1日間）

5回 のべ101名（各1日間）

★ プログラム

○ 治験に係る法規制（GCP等）について

○ 治験責任医師・分担医師の役割

○ 治験実施経験談・医師のインセンティ

ブについて

○ CRC業務について 等

1回 80名（2日間）

◆ 治験専門職が医療機関を訪問し、業務支援をおこなっています

■ 初任者CRC、併任CRCなどのOJT

■ 治験事務局の強化

10

◆ 実施規模にあわせたスタッフの配置

平成20年4月現在、国立病院機構の64医療

機関で定員として配置された153名の他、多

くのCRC（治験コーディネーター）が活動し

ています。

医療機器の実演
（医療機器治験研修会にて）

5．実施規模にあわせたスタッフの配置をおこなっています

医師対象治験研修会

これらの研修を毎年実施しています。

◆ 平成19年度研修実績

＜医療機関に対して＞

●● ネットワークを利用した治験の紹介をします

●● 実施医療機関の教育研修を行っています

●● 治験専門職による業務支援を行っています

●● 治験関連通知の周知をします

●● 各種業務マニュアルを提示し治験実施の標

準化をはかります

6．医師、CRC、事務職員の教育をおこなっています

医師対象治験研修会 CRC対象研修会

治験事務局・事務職員対象研修
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（1）治験関連通知の周知
■ 治験書式の統一

■ 標準業務手順書のひな形の提示

（2）各種業務マニュアル・テキストの提示
■ 事務局マニュアル

■ CRC業務マニュアル

■ 治験担当医師業務マニュアル

■ IRB委員向けテキスト

■ Ｑ＆Ａ集

7．治験実施の標準化をはかっています

治験実績の公表について

●「治験に係る体制整備調査」（冊子）を毎年更新・

提供しています。

● 平成20年度版はCD版も作成しました。ご希望の

方は、治験推進室までお問い合わせ下さい。

● 国立病院機構ホームページに治験実績内容を掲載

しています。

治験以外の受託研究関連サービス

● 製造販売後調査や疫学研究等の受託研究の倫理審査や契約を一括で行うことができます。

● 詳細は適宜お問い合わせください。
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ご 案 内

治験実施相談窓口

独立行政法人国立病院機構本部 医療部研究課治験推進室

〒152-8621 東京都目黒区東が丘２－５－21

TEL：03－5712－5087 FAX：03－5712－5088

e-mailchiken@nho.hosp.go.jp
http://www.hosp.go.jp/
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●受付時間は月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始を除く）

午前９時30分から午後６時です。

（メール、ＦＡＸは24時間受付します。）

●治験依頼者の皆様より初回相談希望があった場合は、

連絡を受けてから原則３日以内に面談をお受けします。

●ご相談は国立病院機構本部３階にて行います。

お越しの際は本部１階受付にて、治験推進室までお電話下さいますようお願いします。

●お受けした相談内容につきましては、秘密厳守いたします。

（2008.11月現在）＊このパンフレットの無断複写転載を禁じる
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治験推進対策
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岡
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岡
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岡
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岡
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菊
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セ
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岡
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院
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九
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古
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治験研修実績
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に
ま
つ
わ

る
用

語
の

解
説

◎
厚

生
労

働
省

の
治

験
・
臨

床
研

究
推

進
施

策
◎

医
薬

品
の

臨
床

試
験

の
実

施
の

基
準

（
Ｇ
Ｃ
Ｐ
）

◎
医

薬
品

の
臨

床
試

験
の

実
施

の
基

準
（
Ｇ
Ｃ
Ｐ
）

◎
臨
床
研
究
に
関
す
る
倫

理
指

針
◎

Ｃ
Ｒ
Ｃ
（
治

験
・
臨

床
研

究
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）
業

務
に
つ
い
て

◎
治
験
事
務
局

事
務

局
業

務
◎
治
験
事
務
局

・
ＩＲ

Ｂ
事

務
局

業
務
に
つ
い
て

◎
国
際
共
同
治
験
の
現

状

◎
治

験
依

頼
者

の
役

割
と
医

療
機

関
・
Ｃ
Ｒ
Ｃ
へ

期
待

す
る
こ
と

◎
治
験
に
お
け
る
補
償
と
賠
償

◎
治

験
薬

概
要

書
と
治

験
実

施
計

画
書

の
読

み
方

◎
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
（
テ
ー
マ
：
自

己
の

役
割

に
つ
い
て
）

◎
グ

デ
ィ

ッ
シ

（
テ

自
役

割
）

日
時
：
平
成

21
年

6月
15

日
～

6月
19

日
（

5日
間
）

会
場
：
国
立
病
院
機
構
本
部

1階
講
堂

会
場

国
立
病
院
機
構
本
部

階
講
堂

参
加
人
数
：
８
８
名



治
験

臨
床

研
究

デ
ネ

タ
初

任
者

研
修

（
実

習
）

治
験
・
臨

床
研

究
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

初
任

者
研

修
（
実

習
）

主
な
研
修
内
容
：

○
治
験
事
務
局
業
務

○
治
験
事
務
局
業
務

○
治
験
審
査
委
員
会
事
務
局
業
務

○
治
験
・
臨
床
研
究
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
業
務

○
治
験

臨
床
研
究

デ
ィ
ネ

タ
業
務

○
治
験
薬
管
理
業
務

日
時
：
平
成

21
年

7月
～

12
月

の
う
ち
の

連
続

し
た

5日
間

日
時
：
平
成

21
年

7月
12

月
の

う
ち
の

連
続

し
た

5日
間

会
場
：
国
立
病
院
機
構
参
加
の
治
験
業
務
の
経
験
豊
富
な
病
院

（
ブ
ロ
ッ
ク
毎
に
本
部
が
指
定
し
た
１
９
病
院
）

（
ブ
ロ
ッ
ク
毎
に
本
部
が
指
定
し
た
１
９
病
院
）

参
加
人
数
：
４
８
名



治
験

・
臨

床
研
究
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
研
修

治
験

臨
床
研
究
コ

デ
ィ
ネ

タ
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
研
修

対
象
者
：

対
象
者
：

１
年

以
上

の
Ｃ
Ｒ
Ｃ
経

験
を
有

し
、
治

験
・
臨

床
試

験
業

務
に
従

事
し
、
か

つ
現

在
も

従
事

し
て
い
る
治

験
主

任
、
治

験
看

護
師

、
非

常
勤

Ｃ
Ｒ
Ｃ

主
な
研
修
内
容

主
な
研
修
内
容
：

○
臨

床
研

究
を
め
ぐ
る
最

近
の

動
向

に
つ
い
て

○
医

薬
品

開
発

に
お
け
る
最

近
の

動
向

と
国

際
共

同
治

験
○

医
薬

品
開

発
に
お
け
る
最

近
の

動
向

と
国

際
共

同
治

験

○
Ｇ
ｌｏ
ｂ
ａ
ｌ試

験
に
お
い
て
英

語
で
仕

事
を
す
る
際

の
留

意
点

○
医

師
主

導
治

験
に
つ
い
て

○
医

師
主

導
治

験
に
お
け
る
支

援
業

務

○
グ
ル

ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
：
「
も
し
も
、
プ
ロ
ト
コ
ル

が
す
べ

て
英

語
だ
っ
た
ら
・
・
・
」

あ
な
た
な
ら

ど
う
し
ま
す
か

？
あ
な
た
な
ら
、
ど
う
し
ま
す
か

？

日
時

：
平

成
２
２
年

２
月

１
２
日

～
１
３
日

会
場

：
国

立
病

院
機

構
本

部
１
階

講
堂

会
場

：
国

立
病

院
機

構
本

部
１
階

講
堂

参
加

人
数

：
３
７
名



医
師
対
象
治
験
研

修
会

医
師
対
象
治
験
研

修
会

主
な
研
修
内
容

主
な
研
修
内
容

：

○
Ｎ
Ｈ
Ｏ
が
治
験

臨
床
研
究
を
推
進
す
る
理
由
に
つ
い
て

○
Ｎ
Ｈ
Ｏ
が
治
験
・
臨
床
研
究
を
推
進
す
る
理
由
に
つ
い
て

○
Ｇ
Ｃ
Ｐ
省
令
と
治
験
に
お
け
る
医
師
の
責
務
に
つ
い
て

○
治
験
等
の
実
施
に
お
け
る
研
究
費
の
使
途
取
扱
い
に
つ
い
て

○
治
験
等
の
実
施
に
お
け
る
研
究
費
の
使
途
取
扱
い
に
つ
い
て

日
時

場
所

参
加
者
人
数
（
名
）

平
成
２
１
年
７
月
２
３
日

災
害
医
療
セ
ン
タ
ー

５
３

平
成
２
１
年
７
月
２
３
日

災
害
医
療
セ
ン
タ
ー

５
３



倫
理
審
査
委
員
会

治
験
審
査
委
員
会
委
員
対
象
研
修
会

倫
理

審
査

委
員
会

・
治
験
審
査
委
員
会
委
員
対
象
研
修
会

主
な
研
修
内
容
：

○
Ｇ
Ｃ
Ｐ
省

令
の

改
正

と
ＩＲ

Ｂ
の

役
割

○
Ｇ
Ｃ
Ｐ
省

令
の

改
正

と
ＩＲ

Ｂ
の

役
割

○
厚

生
労

働
科

学
研

究
に
お
け
る
利

益
相

反
（
Ｃ
Ｏ
Ｉ）
の

管
理

に
関

す
る
指

針

○
臨

床
研

究
の

倫
理

指
針

の
改

正
と
倫

理
審

査
委

員
会

の
役

割

○
高
度
医
療
評
価
制

度

○
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

テ
マ
「
治

験
臨

床
研

究
を
審

査
す
る
上

で
困

て
い
る
こ
と
と
解

決
策

を
考

え
る
」

テ
ー
マ
「
治
験

・
臨

床
研

究
を
審

査
す
る
上

で
困

っ
て
い
る
こ
と
と
解

決
策

を
考

え
る
」

日
時

：
平

成
２
２
年

７
月

２
２
日

会
場

：
国

立
病

院
機

構
本

部
１
階

講
堂

会
場

：
国

立
病

院
機

構
本

部
１
階

講
堂

参
加

人
数

：
５
７
名
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年度別受託研究実績





国
立

病
院

機
構

受
託

研
究

実
績

の
年

次
推

移

単
位
：
億
円

独
法
化

5
0

6
0
 

独
法
化

4
0
 

5
0
 

4
4

0
4
7
.9

億

5
6
.3

億
4
8
.3

億

5
7
.3

億

2
0

3
0
 

3
0
.3

2
9
.0

3
5
.6

億

4
4
.0

億
億

億

1
0
 

2
0
 

億
億

0
 

平
成

1
4

年
度

平
成

1
5

年
度

平
成

1
6

年
度

平
成

1
7

年
度

平
成

1
8

年
度

平
成

1
9

年
度

平
成

2
0

年
度

平
成

2
1

年
度

本
部

主
導

（
C
R
B
含

）
2
0
年

度
：

1
7
.5

％
、

2
1
年

度
1
9
.9

％
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承認申請に結びついた医薬品の実例





 

承認申請に結びついた医薬品の実例 

 

 

１． 平成 21 年度に常勤ＣＲＣが配置されている 65 施設を対象に調査を行ったところ、

平成 21 年度に製造販売承認又は適応追加の承認がされた 108 品目のうち 62 品目

（57.4%）については、これらの病院が承認申請の前提となる治験を実施した。      

                         

  全承認品目数（Ａ） 関与品目数（Ｂ） 関与率（Ｂ／Ａ）×100（％） 

平成19年度 81 53 ６５．４％ 

平成20年度 79 39 ４９．４％ 

平成21年度 108 62 ５７．４％ 

計 268 154 ５７．５％ 

 

 

２．各年度における薬効領域の関与状況について 

○平成 19 年度 

気管支喘息治療薬、抗悪性腫瘍剤、消化性潰瘍治療薬など、２７分野の治験に関与 

具体例）気管支喘息治療薬である「オルベスコ」は、８施設が本剤の承認申請の治験に

関わっており、吸入用ステロイド薬は現在の喘息治療薬において第 1選択の中

心的な薬剤であり、予防維持薬として必須な薬剤として使用されている。 

 

○平成 20 年度 

抗菌剤、抗血栓薬、抗悪性腫瘍剤、降圧薬、抗リウマチ薬など、２５分野の治験に関与 

具体例）抗菌剤である「ゾシン静注用」は、２３施設が本剤の承認申請の治験に関わっ

ており、従来のペニシリンのスペクトルに加えて、黄色ブドウ球菌、大腸菌等、

肺炎桿菌にも有効な薬剤として使用されている。 

 

○平成 21 年度 

制吐剤、抗精神病薬、免疫抑制剤、抗悪性腫瘍剤など、２７分野の治験に関与 

 具体例）制吐剤である「イメンドカプセル」は、２０施設が本剤の承認申請の治験に関

わっており、抗悪性腫瘍剤投与に伴う非常に強い消化器症状（悪心・嘔吐）を

抑える新しい薬剤として使用されている。 
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国立病院機構における
高度先端医療技術の

開発及び臨床導入の主な例





高度・先進医療技術名 病院名称
平成21年度
実施件数

高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術 霞ヶ浦医療センター 148

熊本医療センター 1

末梢血幹細胞による血管再生治療 千葉東病院 3

内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術 長良医療センター 8

徳島病院 27

南和歌山医療センター 1

福山医療センター 3

京都医療センター 7

長良医療センター 17

福山医療センター 11

化学療法に伴うカフェイン併用療法　悪性
骨腫瘍又は悪性軟部腫瘍

大阪医療センター 2

四国がんセンター 1

九州がんセンター 223

九州医療センター 85

名古屋医療センター 39

函館病院 31

大阪医療センター 55

福山医療センター 120

胎児胸腔・羊水腔シャントチューブ留置術
（特発性又は既知の胎児先天性感染による
胸水を主たる徴候とする非免疫性胎児水腫
症（ＮＩＨＦ）例であって、胸腔穿刺後一週間
以降に胸水の再貯留が認められるもの（妊
娠二十週から三十四週未満に限る。）に係
るものに限る。）

長良医療センター 2

乳がんにおけるセンチネルリンパ節の同定
と転移の検索

超音波骨折治療法

胎児心超音波検査

腫瘍性骨病変及び骨粗鬆症に伴う骨脆弱
性病変に対する経皮的骨形成術（転移性脊
椎骨腫瘍、骨粗鬆症による脊椎骨折又は
難治性疼痛を伴う椎体圧迫骨折若しくは臼
蓋骨折に係るものに限る。）

骨髄細胞移植による血管新生療法

内視鏡的大腸粘膜下層剥離術

高度・先進医療実施施設一覧
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国立病院機構の職務発明の流れ図





発
明

を
行

っ
た
研

究
者

国
立

病
院

機
構

（
N
H
O
）
の

職
務

発
明

の
流

れ

実
施

民
間
事
業
者

審
査

特
許
庁

・
特

許
性
（
新
規
性
及
び
進
歩
性
）の

調
査

・
実
用
化
の
評
価

出
願
す
る
場
合

出
願
し
な
い
場
合

特
許

を
受

け
る

権
利
の
譲
受

特
許

を
受

け
る
権

利
を

N
H
O
へ
返
還
す
る

認
定
T
L
O

発
明

を
行

っ
た
研

究
者

（
職
務
発
明
審
査
委
員
会
）

N
H
O

理
事
長

・
職
務
発
明
で
あ
る
か
否
か
の
認
定

・
特
許
化
及
び
実
用
化
の
可
能
性
等
の
評
価

及
び
N
H
O
が
承
継
す
る
か
否
か
の
決
定

⑧
補

償
金

①
届

出
②

諮
問

出
願

特
許
登
録

特
許

登
録

出
願

実
施

料
の

還
元

特
許

権
の

実
施

許
諾

等

実
施

料
の

徴
収

N
H
O
が
承
継
す
る
場
合

N
H
O
が
承
継
し
な
い
場
合

(＊
)N
H
O
職

員
以

外
の

共
同

発
明

者
が

い
る
場

合
に
は
、
共

同
発

明
者

と
特

許
出

願
に
つ
い
て

交
渉

す
る
。
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
は

、
特

許
を
受

け
る
権

利
を
共

同
発

明
者

に
譲

渡
し
て
対

価
を
得

る
。

③
答

申

共
同

発
明

者

交
渉

（
＊

）

交
渉

（
＊

）

④

⑤

⑤

⑥

⑦
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専修医制度新規コース・
プログラム一覧





区分：◎コース　○プログラム
病院名 コース・プログラム名

　東京医療センター ◎ 救命救急センターC７２０１

○ 　救命救急センターP７２０１

◎ 乳腺外科C３６０１

○ 　乳腺外科P３６０１

　長野病院 ◎ 総合内科コース

○ 　内科前期基礎プログラム（総合）

○ 　内科後期基礎プログラム（総合）

　名古屋医療センター ◎ 呼吸器外科コース

○ 　呼吸器外科プログラム

◎ 腎臓内科コース

○ 　腎臓内科プログラム

◎ 麻酔科コース

○ 　麻酔科プログラム

◎ 膠原病内科コース

○ 　膠原病内科プログラム

　大阪医療センター ◎ 診療認定医（Ⅰ）総合診療コース

○ 　総合診療プログラム

○ 　内科プログラム

○ 　循環器科４ヶ月プログラム

○ 　小児科４ヶ月プログラム

○ 　放射線科４ヶ月プログラム

○ 　救命救急科４ヶ月プログラム

○ 　皮膚科基礎プログラム

　神戸医療センター ◎ 麻酔科コース

○ 　麻酔科プログラム

　岡山医療センター ◎ 外科３年コース

○ 　外科３年コース専門領域プログラム

　四国がんセンター ◎ 血液腫瘍内科ストレート研修３年コースA

○ 　血液腫瘍内科ストレート研修プログラムⅠ

◎ 血液腫瘍内科ストレート研修３年コースB

○ 　血液腫瘍内科ストレート研修プログラムⅡ

◎ 内科コース①緩和ケア内科

○ 　内科系基礎プログラム

○ 　緩和ケアコース前期専門プログラム

○ 　緩和ケアコース後期専門プログラム

　長崎医療センター ◎ 放射線科コース

○ 　放射線科プログラム

◎ 神経内科コース

○ 　神経内科プログラム

◎ 呼吸器内科コース

○ 　呼吸器内科プログラム

◎ 耳鼻咽喉科・頭頸部外科コース

○ 　耳鼻咽喉科・頭頸部外科プログラム

◎ 精神科コース

○ 　精神科プログラム

◎ 皮膚科コース

○ 　皮膚科プログラム

◎ 心臓血管外科コース

○ 　心臓血管外科プログラム

◎ 形成外科コース

○ 　形成外科プログラム

◎ 整形外科コース

○ 　整形外科プログラム

◎ 脳神経外科コース

○ 　脳神経外科プログラム

◎新規コース
○新規プログラム

平成２１年度　新規コース・プログラム一覧

区　分

23
32
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ＩＴを活用した精神科領域における
多施設共同研修
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卒後研修制度のモデル的導入
について





ｸﾞﾙｰﾌﾟ 研修生

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 研修生

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 研修生

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ

　　　国立病院機構の運営方針、政策医療、病院及び看護部の理念と運営目標

　　　医療倫理、看護倫理、個人情報保護法

　　　医療安全管理規定、看護基準・手順、各看護単位の特殊性

　　　薬剤等管理、物品管理

　　　災害・防災管理　　

　　　技術演習　　　　　　　　　など

※研修生のフォローアップについては、一般採用の新人看護師研修と同時期に実施する。

呼吸器外科1

2

3

4

４月 ５月

卒後研修制度のモデル的導入について

２月

院内・院外ローテーション研修イメージ

６月 ７月
新
採
用
者
オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ

ョ
ン

８月 ９月 １０月

３月

院外
重症心身障害病棟

1

2

3

4 消化器内科

循環器内科

消化器内科

循環器内科

呼吸器外科

脳外科

※新採用者オリエンテーション内容（案）

救命救急
センター4

手術室

救命救急
センター

希望部署
への配置

ま
と
め

1

2

3 ＩＣＵ

院外
重症心身障害病棟

院外
筋ジストロフィー症病棟

手術室

ＩＣＵ

救命救急センター

１２月 １月

院外
筋ジストロフィー症病棟

手術室

ＩＣＵ

救命救急
センター

呼吸器外科

脳外科 循環器内科

脳外科

消化器内科

呼吸器外科

１１月

手術室

ＩＣＵ

救命救急センター

手術室

ＩＣＵ

消化器内科

脳外科

循環器内科

救命救急
センター



モデル的導入における卒後研修の指導体制

管理運営の責任者

職員としての処遇等の管理責任者研修運営の責任者

管理運営の責任者

看護部長

院長

事務部長

連携

研修運営のリーダー

研修計画・評価

研修状況の把握と
研修実施のための

環境調整

研修実施にあたっての調整

副看護部長

研修場所の連携

研 アドバイス 　　　アドバイス

修

調

整 　　　技術指導　

・ 精神面

　指導方法や指導者の精神面サポート

看護師長（教育担当）
研修場所の

看護師長

副看護師長

 　　精神面

進 アドバイス 　　　サポート

捗

状

況

把 直接　指導

握

　　アドバイス

指導者

研修生

院　　長

看護部長
卒後研修の運営の責任者。
研修プログラムの策定、企画、運営に対する指導及び助言を行う。

卒後研修全般の管理運営の責任者。　　　　　　　

研修生

役割内容

事務部長 職員としての処遇等の管理責任者

副看護部長

研修プログラムの策定、企画を行うとともに、運営のリーダーとなる。
卒後研修について研修生にオリエンテーションを実施する。
効果的な研修が実施できるよう、研修場所の看護師長と連携を図る。
研修場所の副看護師長、指導者に研修方法に対するアドバイスを行う。

看護師長
（教育担当）

看護師長（教育担当）とともに研修プログラム策定、企画を行う。
研修実施にあたり、院外研修実施施設との連絡調整を図る。
効果的な研修が実施できるよう、看護師長（教育担当）をサポートする。

研修場所の副看護師長、指導者に研修方法に対するアドバイスを行う。
研修生の研修状況を把握し、研修プログラムの調整を図る。
研修場所の看護師長、副看護師長、指導者とともに研修生の評価を行う。

（教育担当）

看護師長

副看護師長
指導者に研修方法に対するアドバイスを行う。
研修生の研修状況を把握し、看護実践の指導・助言、精神面のサポートを行う。

効果的な研修が実施できるよう、看護師長（教育担当）と連携を図る。
副看護師長、指導者に研修方法に対するアドバイスを行う。
研修生の研修状況を把握し、看護実践の指導・助言、精神面のサポートを行う。
看護師長（教育担当）、副看護師長、指導者とともに研修生の評価を行う。

指導者
研修生とともに日々看護実践を実施しながら直接指導を行う。
看護師長（教育担当）、看護師長、副看護師長とともに研修生の評価を行う。

副看護師長 研修生の研修状況を把握し、看護実践の指導・助言、精神面のサポ トを行う。
看護師長（教育担当）、看護師長、指導者とともに研修生の評価を行う。
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新構想看護学部・大学院の
開設について





独立行政法人国立病院機構 
 

新構想看護学部・大学院の開設について 

 

○ 国立病院機構では、高度な看護実践能力を持ち、スキルミックスにより

チーム医療を提供していくことのできる看護師を育成することとしている。 

  ※スキルミックス・・・医療チームにおいてそれぞれの職種が役割の補完・代替関係

をもってチーム内部における職種混合のあり方を見直し、権

限を委譲、代替していく考え方。また、そのような考え方に

よりチーム医療を提供していくこと。  

 

○ このため、臨床実習を充実させた 4 年間の看護基礎教育課程（看護学部）

と高度な看護実践技術の獲得を目的とした 2 年間の高等看護実践課程（大

学院）から成る一貫した教育を、国立病院機構の医療現場と一体となって

行う新構想看護学部・大学院を開設する。 
 

1 名  称 
東京医療保健大学 東が丘看護学部・大学院看護学研究科 
（国立病院機構キャンパス） 

2 定  員 
 看護学部 100 名 

大 学 院  20 名 
3 運営主体 
   「学校法人青葉学園」 

上記、新構想看護学部・大学院開設の趣旨に賛同する学校法人の公募

を行い、連携学校法人を決定 
4 開設場所 
   国立病院機構敷地内 
5 開設時期 
   平成 22 年 4 月 

（参考）独立行政法人改革に係る行革本部決定 

○「『独立行政法人国立病院機構の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性』に

おける指摘事項を踏まえた見直し案」(平成 19 年 12 月 21 日 行革本部決定) 

５-(３)教育研修事業 

   質の高い医療従事者の養成、特に、幅広い総合的な診療能力を有し、全人的な医療

を推進できる医師の育成、地域社会に貢献する教育活動を引き続き実施する。また、

国立病院機構が担う医療に対する使命感を持った質の高い看護師の養成を行うととも

に、看護教育の変化の中で、医療と一体となった高等看護教育の実施を検討する。 



                                        
                                  

東が丘看護学部概念図            
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質の高い看護師等養成
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第三者によるカリキュラム評価結果【概要】 

 

 

評 価 項 目 評  価  結  果 

 

教育理念・教育目的 

 

・専修学校の役割である職業人の育成を挙げ、期待する職業人の資質を

明記している。 

・法的整合性、独自性がある。 

・自校の特徴を明示している。 

・臨床の変化に対応できる看護師の育成という視点が反映されている。

 

 

教育目標 

 

・教育理念、教育目的と一貫性があり、教育内容を網羅している。 

・看護実践者としての能力、学習者としての成長を促すための側面を明

示している。 

・具体的でわかりやすく示している。 

 

 

教育課程経営 

 

・カリキュラムは指定規則に則って立案、編成、評価している。 

・教育目的、目標の達成に向けた教育課程の編成をしている。 

・教育課程編成の考え方に看護の関わる主要概念、教育課程構築上の考

え方、教育課程の構造図を示し、学習者にとって理解しやすいように

表現している。 

・科目、単元構成の考え方を明示している。 

・期待する卒業生像が明確で、それに向けた教育内容を掲げている。 

・単位履修の方法とその制約について、学生がわかるように明示してい

る。 

・臨地実習の目標や評価について、会議等で意見交換しながら見直しを

図っている。 

・実習要綱に単位履修の方法を示し、単位認定の基準及び方法も妥当で

あり、単位認定試験一覧は学生にとって理解しやすい。 

・実習目的、目標、内容、行動目標、評価を一貫性をもった組み立てに

し、学生や実習指導者にとってわかりやすくしている。 

・実習場の開発に向けて努力している。 

・実習指導者の能力開発について、病院の実習指導者の研修に教員が参

加し連携をとっている。 

・評価の対象、時期、方法について具体的の述べている。 

・教員が専門性を発揮できるように、教員の担当科目と時間数を配分し

ている。 

・学生による評価を確実に実施している。 

・基礎看護学に設定しているケーススタディ演習、看護観の取り組みを

授業科目内に配分し、評価するとよい。 

・講義時間の偏りを把握するために、教員毎の担当科目の進度を明示す

るとよい。 

 

 

 

 



 

 

評 価 項 目 評  価  結  果 

 

教授・学習・評価 

過程 

 

・臨場感を持って実践力を高めるために、ＳＰ教材は効果的である。 

・ＦＤ活動の継続は教育の質向上につながる。 

・教材教具の整備、施設整備ともに計画的に実施している。 

・定期的に研究授業は実施されている。 

・公開授業や授業研究を実施し、自校で作成した授業評価表を用いて評

価し、自己研鑽できている。 

・評価委員会を持ち信頼性と妥当性を保持し、根拠となる資料やデータ

から評価している。 

・学校評価結果の一部を公開している。 

・すべての授業科目に学生の評価、教員の評価を実施し、質の追求を可

能にしている。 

・評価結果をレーダーチャートで比較することは、大枠の把握、年次推

移を見る上で効果的である。 

・院外実習が遠方であるため、宿舎費、交通費を支給し学生負担を軽減

している。 

・学生便覧に他の高等教育機関との単位互換について明確に示してい

る。 

・履修要覧では、講師依頼について科目名、講師名、学年、時期、時間

数をわかりやすく標記している。 

・履修要覧、実習要綱のはじめに活用方法を明確に示しているため、学

習者が活用しやすいものになっている。 

 

 

経営・管理過程 

 

・財政基盤をもとに設置者、管理者の一貫した考えを基に学校経営を実

施している。 

・財政基盤である学生数を確保し、学生数に応じた教材も整備している。

・教育に必要なものは予算化の執行ができている。 

・職員の役割分担が明確であり、各々が役割を果たしている。 

・学生の活動に応じて早出、遅出を導入し柔軟な勤務体制づくりをして

いる。 

・事務組織は事務助手のみ専任であり、他は病院職員の併任であるため

十分とは言えないが、組織的運営は実施できている。 

・健康診断の実施、臨地実習に向けての健康管理や感染防止への対策を

実施している。 

・学生相談については、学生便覧や掲示板で学生に周知を図り、専任の

カウンセラーが対応できている。 

・学生自治会活動やサークル活動においては、必要に応じ支援できてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 



評 価 項 目 評  価  結  果 

 

入 学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学生確保が困難な時期ではあるが、一般入試のみで３倍近くの倍率を

保っている。 

・学生数の確保は、90％以上を維持し努力している。 

・学生募集の方法について、独自性のある手作りパンフレットの作成、

インターネットの活用、オープンキャンパスの開催など、志願者の関

心を考慮した工夫をしている。 

・高等学校訪問、業者主催の学校説明会に積極的に参加し、学生確保に

努めている。 

・定期的に入学試験委員会を開催し、志願者の動向を分析しながら多様

な方法を取り入れている。 

・助産学科は年々志願者が増えているが、志願者の背景が様々であるこ

とから、選抜方法に工夫しながら質的充実に向け努力している。 

・社会人が入学しやすい入学試験の方法を検討することも必要である。

 

 

卒業・就業・進学 

 

・卒業時の到達度として看護実践能力、国家試験合格率、看護技術経験

状況を用い評価できている。 

・主な施設への情報提供を実施し、卒後の教育への継続を図っている。

・卒業生の就職先との情報交換や調査を実施し、活用していくことが必

要である。 

・卒業後の学生の動向調査を計画しているが、転居、職場異動などに備

えた工夫が必要である。 

 

 

地域社会／国際交流 

 

・ボランティア活動、公開講座を実施し、地域に貢献している。 

・公開講座は、潜在看護師教育、家庭介護に役立つ口腔ケア、母親学級

など社会ニーズにマッチしている。 

・インターネットの設置、英国村での研修を行い、国際視野を広げられ

るようにしている。 

・学校祭で地域の人に参加を図り、看護学生、助産学生としての特徴的

な健康管理やＰＲを実施している。 

・地域社会のニーズを意図的に把握し、教育に活用していくことが必要

である。 

 

 

研 究 

 

・研究活動の時間を確保する体制づくりができている。 

・教員の研究活動を支援する体制を整備する必要がある。 

・教員自身が教育者としての自覚を持ち、学会会員になることや、学会

に参加し視野を広める必要がある。 

・教員の専門領域の探求が不可欠である。 

 

 



テ　　ー　　マ　　等 対　象　者 参加人数

ＳＴＤの講義 高校生 176

手洗いの実際 高校生 50

立ち会い出産から始まる家族の第一歩 妊婦とその家族 47

演習体験；採血、注射、妊婦体験、赤ちゃん抱っこ体験、観察技
術体験、救急蘇生体験

高校生と家族 82

演習体験；バイタルサイン測定、体位変換 高校生(2年） 23

子育てお役立ち技術（沐浴）、救急蘇生とＡＥＤ 高校生　保護者 45

膝の痛みパート２ 一般 34

脈拍について 学校見学会の参加者 100

生まれたばかりの赤ちゃんの能力を知ろう 一般　高校生 14

あなたの骨は大丈夫-骨粗鬆症を防ぐために 学校祭参加者（一般、高校生） 23

素敵にエイジング 更年期から前期高齢者 26

手洗い・マスクの使用を見直して見ませんか 一般　　高校生 188

体験入学（血圧測定・移送など） 高校生 80

ちょっとだけ看護学生体験～あなたの手洗い大丈夫？ 高校生 18

早めに始めよう！冬のインフルエンザ予防対策 一般 35

日常生活に活かす看護の技
　～健康を保つ　お口のケア～

一般 5

あなたにもできる救命処置～AEDの使い方～ 一般 3

女性にとっての「妊娠・出産・育児」 一般　大学生 4

災害看護 高校生　高校教諭　一般 95

赤ちゃんのお風呂 高校生　高校教諭　一般 45

こころの健康 高校生　高校教諭　一般 45

ベッドメーキング 高校生　高校教諭　一般 95

車いす移送 高校生　高校教諭　一般 95

沐浴 高校生　高校教諭　一般 95

フィジカルアセスメント 高校生　高校教諭　一般 95

赤ちゃんの沐浴 高校生　一般 46

公　開　講　座　の　例



テ　　ー　　マ　　等 対　象　者 参加人数

アロマオイルを用いたハンドマッサージ 高校生　一般 67

はじめよう！メタボ対策 高校生　保護者 36

薬の効果　なぜ効くの？ 高校生 4

家庭で簡単！清潔ケア 高校生　保護者 32

ナースのお仕事 小学生 32

心と体にきくアロマセラピー
～フットケアからはじめよう～

一般　入院患者　看護学生 60

看護技術の実際
　採血・衛生学的手洗い・滅菌手袋の装着・沐浴・入浴介助と食 高校生　一般 226

いつまでも若々しい健康ボディを
～アンチエイジングのための生活の処方箋～

一般　看護者　看護学生 5

いつまでも若々しい健康ボディを
～アンチエイジングのための生活の処方箋～

一般　他院看護師　大学生 8

ふれあいベビーマッサージ
生後3ヶ月～6ヶ月までの母子
(組）

46

母性看護学　新生児の特徴について 高校2年生 14

頭と身体の健やかリハビリテーション 一般 26

リラクゼーションにより、ストレスを吹き飛ばそう
　～呼吸法と肩こり体操～

一般 14

看護学生体験
～手洗い、血圧測定・呼吸音聴取、救急蘇生、老人・妊婦体験等
の体験　　看護学生との交流～　（計4回）

高校生　大学生
一般

94

女性のための健康生活
－健康と若さを保つために－

更年期前の女性 12

HAPPY　BIRTH　つなごう未来
中学生　高校生　妊婦　　児
童・保護者

28

ロコモ予防で健康長寿　健康で素敵な明日のために 一般　学生 33

体位変換
高校生　大学生
短大生　一般

114

点滴時の援助・看護師を目指す人へ
高校生(1･2年）　　保護者
高校教諭

42

家庭できるインフルエンザ予防策 一般 10

採血
入学希望者（高校生・予備校生
等）

364

実習指導者の役割 実習指導者 20

妊婦体験、高齢者体験（洗髪）
看護体験（血圧測定

一般　小中高生 139

職業に関するインタビュー 近隣高校生（1年） 24

高齢者の特徴を知ろう オープンスクール参加者 218

１日体験入学：母性看護方法
赤ちゃんのお風呂『沐浴』

中学生　高校生
一般

268



テ　　ー　　マ　　等 対　象　者 参加人数

１日体験入学：基礎看護技術
手に入れよう楽々生活ﾊﾟｰﾄ２

一般
中学生　高校生

298

バイタルサインの測定 高校生 30

血圧測定の方法 高校生　一般 94

悪玉コレステロールを下げて健康的に生活するための食事や運動
についての講義と血管年齢測定・骨密度測定

一般 21

マスク・手洗いで新型インフルエンザ対策をしよう
高校生　中学生
一般

192

今すぐできる感染予防対策
高校生　中学生
一般

11

吸引－口腔・鼻腔吸引－ 高校生　一般 84

血圧測定にチャレンジ
高校生　保護者
一般　高校教諭

60

生き生き楽笑講座 地域高齢者 20

バイタルサインの測定と足浴の方法
高校生　保護者
一般

167

誰にでもできるBLS
高校生　保護者
社会人

59

ベビーマッサージ
看護学生　大学生
医療関係者

62

産前・産後のアロママッサージ
看護学生　大学生
医療関係者

21

両親学級
妊婦体験・沐浴体験・児心音聴取

妊婦と夫
18組

（37名）
髪を洗う目的と方法
足浴の目的と方法

オープンスクール参加者 99

オープンキャンパス
看護の魅力と国立病院機構及び本校のＰＲ

高校生
予備校生

70

一日看護学生体験 高校生 181

「つらい」から「楽しい」にかわる古武術介護 介護者（一般、施設） 21

乗り切ろう！更年期～ライフサイクルにおける更年期 一般 9

自分を見つめよう　～いいんじゃない、今のままで～
高校生　保護者
一般

11

暮らしの中での私の体とお付き合い～いきいき健康体操～ 地域老人会の方 18

インフルエンザから身を守ろう～手洗い・うがいを中心に～
自校学生の保護者
一般

3
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質の高い看護師等養成のための取組
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平成21年度看護学校目標

金沢医療センター附属金沢看護学校

平成21年度のカリキュラム改正の大きなポイントは、

「学生の看護実践力を強化する」ことである。強化する

ためには、従来のように看護技術一つひとつの項目がで

きれば良しとするのではなく、演習の強化と臨床との連

携がますます重要となる。静的な学校の場においていか

に、初学者が動的な臨床の場をイメージできるか工夫が

求められている。

当校は、平成21年１月の「老年援助論演習」の科目に

おいてSPを活用した授業を行った。２月に「老年生活

援助実習」を控えていたため、今までの学習した内容の

統合と実習前の導入が目的であった。

SP（Simulatedpatient）は、患者の持つあらゆる特

徴（身体所見、病歴）に留まらず、病人特有の態度や心

理的、感情的側面に至るまでを、物理的に可能な限りを

尽くして完全に模倣するように特訓を受けた健康人であ

る。今回のSPは金沢市で２名しかいないという貴重な

方にご協力を頂いた。

SPを授業に活用するにあたって、昨年８月下旬頃か

ら調整を行ってきた。SPは学習支援者であるため、依

頼時に学習内容を明確にする必要があるが、医学教育か

１．質の高い教育実践

１）教育方法に関する研究

２）カリキュラム評価の実施

３）全員の国家試験合格

４）看護の専門職業人としての教育

２．地域及び機構への医療従事者の供給

１）機構病院への就職者数（目標値70％）

の達成

２）北陸地区の機構施設との連携

３．教育活動を通した地域社会への貢献

１）公開講座の開催

２）講師としての地域参加

４．教員の資質向上

１）学会、研修への積極的参加

２）研究への積極的取り組み

３）教員の接遇

５．実習指導の充実

１）臨床との連携

２）看護技術の強化

６．職場環境の向上

７．学生の学習環境作り

１）教育（学生）支援の実施

８．質の高い学生確保

取取取りりり組組組みみみ

①①①

取取取りりり組組組みみみ

②②②
取取取りりり組組組みみみ

③③③

職職員員がが一一体体ととななっってて取取りり組組んんででいいまますす��

ＳＰを活用した授業効果
金沢医療センター附属金沢看護学校

教育主事 山川 郁子

取取取りりり組組組みみみ

①①①
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北陸地区施設と看護学校協賛の合同就職説明会を開催して
金沢医療センター附属金沢看護学校 山川 郁子
富山病院附属看護学校 柴田 明子
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ら始まったSPの役割は、主に面接技術等のコミュニケー

ション技術であり、当校が希望する体温・脈泊・血圧測

定、口腔ケア、手浴、オムツ交換等の身体面への技術に

ついては、最初戸惑われたが、何回か意見交換をし調整

をしていく中で「今後は身体面へのケアも必要かもしれ

ませんね。」と言われ了解を得ることができた。

SPの重要な要素として、患者らしい様相と応答が演

技できることであるが、誠にリアルな演技であり学習効

果は大いに高まった。学生の感想は以下のとおりである。

①SPの方のリアルな演技に驚いたと同時に、学生同士

の演技では学べないものを学べた。また、実習はしっ

かりしないといけないという思いが出てきた。今回の

演習を通して、臨機応変な対応と患者により安楽・安

心を提供することの重要性が理解できた。

②技術練習や演習の際はいつも学生同士で行うため緊張

感が欠けているが、今日

のSPの方と接した時は、

臨床にいる時の緊張感で

臨むことができ、実習に

行く前の良い勉強になっ

た。そして、もっとたくさん技術練習を行う必要があ

ると痛感した。また声のかけ方や患者の訴えに対する

対応の仕方についても学びが多かった。SPの方に感

謝したい。

③授業は興味を持って取り組むことができた。SPがリ

アルで、実習というものを考えさせられたと同時に、

早く実習に行っていろいろな患者と関わりたいと思っ

た。

SPの大切な役割に「フィードバック」があるが、SP

から「ケアの都度、声かけをして頂き安心した」「身体

をさすってくださる手にいたわりの心が感じられた」等

のフィードバックを頂くことにより、患者の心の声を確

認することができた。

21年度から新カリキュラムがスタートしているが、新

たに「看護の統合と実践」が位置づけられたため、看護

の場や患者の状態を判断し、患者に配慮しながら実践で

きる力を身につけた看護師育成を目指していきたい。そ

れには学生同士の演習だけでなく、SPのリアルな演技

で臨床の場に近づけることが大切と考える。

取取取りりり組組組みみみ

②②②

北陸地区では、平成19年度より、北陸地区施設間連絡

会議（院長・事務部長・看護部長・副学校長）において、

同地区への就職率アップを目指した話し合いが行われて

いる。

今回、金沢が会場となって、北陸地区の６施設と学校

２校が協賛し、平成21年３月２日（月）に「北陸地区の

施設の役割と看護部・課の理念や方針を理解し、就職活

動をする上での参考とする」ことを目的にローテーショ

ン形式にてプレゼンテーションを開催した。対象学生は

金沢の学生（２年生80名）と、富山の学生（２年生26名）

の計106名であった。

６施設からは院長、

事務部長、看護部長、

副看護部長、教員等総

勢35名程の職員が参加

し、まず金沢医療セン

ター事務部長から処遇の説明、機構のネットワーク等が

話された。次いで、それぞれの施設の紹介と、６施設が

一体となった機構病院の特徴のアピールがされた。一方、

施設ごとのブースの他に「交流コーナー」を設置し、お
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高校教師を対象にした学校説明会

山川 郁子
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茶とケーキを頂きなが

ら、先輩看護師と意見

交換をして相互の交流

が深まるよう工夫した。

学生の反応をアンケー

ト調査したところ、両

校合わせて以下のような感想があった。

〈アンケート結果〉

①この時期の説明会は効果的であり、３年生になる前に

就職について考える良い機会になった。②やる気につな

がった。説明会は早い方が良い等の意見が多くあった。

また、③国立病院機構の特徴が良く理解できたと大半の

学生が答えていた。説明のわかりやすさでは、どの施設

もわかりやすいと答えていたが、特に学生の反応が良かっ

たのは、新人看護師の存在であり、また学生にとって新

人看護師が語る興味関心ある内容でもあった。具体的に

は、④新人看護師の笑顔と話された内容から、就職後１

年間で何を学ぶかが明確になり不安軽減につながったと

答えている。また、少数意見ではあったが、⑤病院同志

の繋がり、連携が強いことがわかった⑥政策医療につい

ては授業でも聞き、今回も説明を受けたので理解できた

との回答もあった。

今回の合同説明会で

は、各施設単独のアピー

ルのみでなく、病院同

志の繋がり、連携につ

いて、北陸地区全体及

び、機構全体の説明を

どの施設も行っており、

会場内には優しい雰囲

気が流れ、アットホー

ムな時間となった。施

設側からも、「連帯感が芽生えたような印象があった。

ネットワークは病院間と学校間で培うものという認識を

広めることができたのでは」「当院の紹介もさることな

がら、機構職員の一員になりたいという関心を持ってい

ただけたら嬉しい」等の反応があった。

就職説明会では、一人でも多く残ってほしいという思

いから、ややもすると一方的な説明になりがちであるが、

今回は、学生も交えて一体になれた感じがした。それは、

今回の説明会のように、職員同志がお互いの施設の垣根

を越えてコミュニケーションを活発にしたからだと思う。

今後も連携をとり、国立病院機構のアピールをしていき

たい。

取取取りりり組組組みみみ

③③③

６月18日（木）に高校教師を対象に学校説明会を

行った（７月２日も実施予定）。

目的は、学生確保に向けての当校の情報提供であ

る。学校長からは看護師の役割の拡大、看護の動向

等が話された。その後、１年生の体位変換の演習、

３年生の急性期実習まとめの演習を見学していただ

いた。また、在校生の声として３年生と高校教師の座談

会の時間を設けた。

高校教師の反応は以下のようであった。

①初めて看護学校を見学させていただいて、参考に

なった。

②実習を体験した学生の声が聞けて良かった。実践

力を求められている緊張感を感じることができた。

③看護師の役割拡大や最近の看護の動向が聞けて参

考になった。

④目標を持っている学生は成長していくことを感じ
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国立病院機構専修医制度
（いわゆる後期臨床研修）について
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専修医修了者等を対象とした
アンケート調査
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の
項

目
が

上
昇

し
た

の
に

対
し

て
、

「
研

修
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
」

は
2
0
0
8
年

度
に

比
較

し
て

低
下

し
た

。

●
専

修
医

修
了

後
の

進
路

を
決

め
る

上
で

重
視

す
る

項
目

は
、

「
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

」
、

「
技

術
の

向
上

」
、

「
専

門
医

の
取

得
」

、

「
症

例
の

豊
富

さ
」

で
あ

り
、

2
0
0
9
年

度
も

2
0
0
8
年

度
も

変
化

が
な

か
っ

た
。

し
か

し
、

「
技

術
の

向
上

」
が

よ
り

増
加

し
た

の
に

比
し

「
専

門
医

の
取

得
」

は
減

少
し

た
。

●
機

構
病

院
へ

の
就

職
は

、
3
6
.4

%
か

ら
4
3
.9

%
へ

と
2
0
0
9
年

度
は

ア
ン

ケ
ー

ト
回

答
者

で
も

増
加

。
就

職
理

由
は

、
「

さ
ら

に

経
験

を
積

め
る

か
ら

が
最

多
経

験
を

積
め

る
か

ら
」

が
最

多
。

●
機

構
病

院
以

外
へ

の
就

職
で

は
、

大
学

は
不

変
、

市
中

病
院

が
減

少
。

機
構

病
院

を
選

ば
な

か
っ

た
理

由
と

し
て

2
0
0
8
年

度
最

多

で
あ

っ
た

「
経

験
を

積
む

の
に

不
十

分
」

が
減

少
。

●
専

修
医

修
了

後
の

進
路

と
し

て
機

構
病

院
大

学
と

も
に

出
身

地
あ

る
い

は
近

隣
県

が
多

い
傾

向
が

あ
た

が
こ

れ
に

対
し

て
市

●
専

修
医

修
了

後
の

進
路

と
し

て
機

構
病

院
、

大
学

と
も

に
出

身
地

あ
る

い
は

近
隣

県
が

多
い

傾
向

が
あ

っ
た

が
、

こ
れ

に
対

し
て

市

中
病

院
は

出
身

地
と

無
関

係
な

地
域

が
多

い
特

徴
が

見
ら

れ
た

。

●
将

来
の

進
路

に
関

す
る

情
報

は
、

2
0
0
8
年

同
様

「
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

」
、

「
他

の
医

師
か

ら
の

口
コ

ミ
」

が
主

流
。

し
か

し
、

N
H
O

本
部

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所
か

ら
の

情
報

提
供

は
低

い
評

価
の

ま
ま

で
よ

り
い

っ
そ

う
の

対
策

を
要

す
る

2

N
H
O

本
部

、
ブ

ロ
ッ

ク
事

務
所

か
ら

の
情

報
提

供
は

低
い

評
価

の
ま

ま
で

よ
り

い
っ

そ
う

の
対

策
を

要
す

る
。

●
1
0
年

後
の

勤
務

先
と

し
て

2
0
0
8
年

度
は

皆
無

で
あ

っ
た

機
構

病
院

を
選

ぶ
修

了
者

が
2
0
0
9
年

度
は

1
0
.7

%
認

め
ら

れ
た

。



ア
ン
ケ
ー
ト
の

回
収

率

20
08

年
度

回
収

率
（
%
）

9
0
%

1
0
0
%

7
3
7
%

N
=3
3

N
=4
6

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

2
5
.0
%

7
3
.7
%

3
1
.0
%

3
1
.3
%

5
7
.2
%

4
1
.8
%

5
8
.2
%

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答

あ
り

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答

な
し

4
1
9

4
2
9

1
6

7
N
=7
9
（
専

修
医

修
了

者
）

N
=4
6

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

0
.0
%

N
7
9
 （
専

修
医

修
了

者
）

20
09

年
度

回
収

率
（
%
）

N
=4
1

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

1
0
0
%

6
6
.7
%

8
5
.7
%

5
2
.6
%

5
7
.9
%

3
6
.4
%

5
5
.4
%

4
4
.6
%

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答

あ
り

ア
ン
ケ

ト
回
答

な
し

N
=3
3

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

0
.0
%

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答

な
し

3
1
5

7
1
9

1
9

1
1

N
=7
4
 （
専

修
医

修
了

者
）

3



ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
者
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

3
6
.6
%

出
身

大
学

と
出

身
地

の
関

係

20
09

年
度

20
08

年
度

39
.4
%

6
0.
6%

同
県
あ
る
い
は

近
隣
県

無
関
係

6
3
.4
%

3
6
.6
%

同
県
あ
る
い
は
近
隣
県

無
関
係

20
09

年
度

20
08

年
度

研
修

を
行

っ
た
病

院
と
出

身
地

の
関

係

51
.5
%

48
.5
%

同
県
あ
る
い
は
近
隣
県

無
関
係

6
8
.3
%

3
1
.7
%

同
県
あ
る
い
は
近
隣
県

無
関
係

20
09

年
度

20
08

年
度

医
局

所
属

率

1
8.
2
%

81
.8
%

所
属
有
り

所
属
な
し

3
4.
1
%

6
5.
9
%

所
属

有
り

所
属

な
し

20
09

年
度

20
08

年
度

所
属

な
し

4

N
=3
3

N
=4
1



後
期

研
修

病
院

を
選

ぶ
際

の
条

件

も
う
一
度
後
期
研
修
病
院
を
選
び
直
す
と
す
る

と
し
た
ら
現
在
の
研
修
病
院
を
選
び
ま
す
か
？

6
0
%

7
0
%

後
期

研
修
病

院
を
選

ぶ
際

に
重

要
視
し
た
条

件

も
う
一

度
後

期
研
修

病
院
を
選
び

直
す
際

に
重
要
視
す
る
条
件

20
08

年
度

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

9.
1
%

選
ぶ

判
断

に
迷

う

20
08

年
度

0
%

1
0
%

2
0
%

9
0.
9
%

判
断

に
迷

う

選
ば

な
い

不
明

N
=3
3

6
0
%

7
0
%

後
期

研
修

病
院

を
選
ぶ
際

に
重
要
視
し
た
条

件

も
う

度
後

期
修
病
院
を
選

び
直
す
際

重
視
す
る
条
件

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

も
う
一

度
後

期
研

修
病
院
を
選

び
直
す
際
に
重
要
視
す
る
条
件

7.
3
%

7
.3
%2
.4
%

選
ぶ

20
09

年
度

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

82
.9
%

選
ぶ

判
断

に
迷

う

選
ば

な
い

不
明

N
=4
1

5



後
期

研
修

病
院

を
選

ぶ
際

の
条

件

6
0
%

7
0
%

2
0
0
8
年
度

2
0
0
9
年
度

後
期

研
修

病
院

を
選

ぶ
際

に
重

要
視

し
た
条

件

3
0
%

4
0
%

5
0
%

*

*
#

0
%

1
0
%

2
0
%

*
*

5
0
%

6
0
%

7
0
%

2
0
0
8
年

度

2
0
0
9
年

度

*

も
う
一

度
後

期
研

修
病

院
を
選

び
直

す
際

に
重

要
視

す
る
条

件

3
0
%

4
0
%

5
0
%

*

#

0
%

1
0
%

2
0
%

2
0
0
8年

度
か
ら
2
0
0
9年

度
に
か
け
て
上
昇
し
た
項
目

2
0
0
8年

度
か
ら
2
0
0
9年

度
に
か
け
て
低
下
し
た
項
目

* #
6



今
後

の
進

路
を
決

め
る
上

で
重

要
視

す
る
項

目

6
0
%

7
0
%

2
0
0
8
年

度

2
0
0
9
年

度

重
要

視
す
る
も
の

*
2
0
0
8年

度
か
ら
2
0
0
9年

度
に
か
け
て
上
昇
し
た
項
目

*

3
0
%

4
0
%

5
0
%

2
0
0
8年

度
か
ら
2
0
0
9年

度
に
か
け
て
低
下
し
た
項
目

#

#
今
後
の
進
路
を
決
め
る
上
で
主
に
重
視
す
る
項
目

0
%

1
0
%

2
0
%

‐2
0
%

‐1
0
%

0
%

‐5
0
%

‐4
0
%

‐3
0
%

2
0
0
8
年

度

*
#

#

‐7
0
%

‐6
0
%

2
0
0
8
年

度

2
0
0
9
年

度
逆
に
重
要
視
し
な
い
も
の

2
0
0
8年

度
か
ら
2
0
0
9年

度
に
か
け
て
よ
り
重
視
し
な
く
な
っ
た
項
目

2
0
0
8年

度
か
ら
2
0
0
9年

度
に
か
け
て
減
少
し
た
重
視
し
な
い
項
目

* #
今
後
の
進
路
を
決
め
る
上
で
重
視
し
な
い
主
た
る
項
目
7



専
修
医
修
了
後
の
進
路

20
09

年
度

20
08

年
度

ア
ン
ケ
ー
ト
回

答
者

に
お
け
る
専

修
医

修
了

後
の

進
路

3
3
.3
%

3
.0
%

63
.6
%

現
在

の
機
構
病

院

他
の

機
構
病
院

機
構

以
外
の
病

院

3
9
.0
%

4
.9
%

5
6
.1
%

現
在
の

機
構

病
院

他
の
機

構
病

院

機
構
以

外
の

病
院

3
6
.4
%

20
09

年
度

20
08

年
度

4
3
.9
%

機
構

以
外
の
病

院
4
.9
%

機
構
以

外
の

病
院

N
=3
3

N
=4
1

専
修

医
終

了
後

の
就

職
に
国

立
病

院
機

構
の

病
院

を
選

ん
だ
理

由

4
人

数
（
人

）

123

2
0
0
8
年
度

2
0
0
9
年
度

0

8



専
修
医
修
了
後
の
進
路

ア
ン
ケ
ー
ト
回

答
者

に
お
け
る
専

修
医

修
了

後
の

進
路

（
機

構
外

病
院

の
内

訳
）

0
.0
%

20
09

年
度

20
08

年
度

4
3
.9
%

1
9
.5
%

4
.9
%

7
.3
%

機
構

病
院

大
学

病
院

市
中

病
院

3
6
.4
%

2
7
.3
%

2
7
.3
%

0
.0
%

9.
1%

機
構

病
院

大
学

病
院

市
中

病
院

20
09

年
度

20
08

年
度

2
4
.4
%

市
中

病
院

診
療

所

無
回

答

2
7
.3
%

診
療

所

無
回

答

N
=3
3

N
=4
1

68

20
08
年

度

専
修

医
終

了
後

の
就

職
先

に
国

立
病

院
機

構
の

病
院

を
選

ば
な
か

っ
た
理

由

人
数

（
人

）

246
20
08
年

度

20
09
年

度

0

9



専
修
医
の
修
了
後
に
勤
務
す
る
施
設

就
職
先
の
施
設
は
出
身
地
あ
る
い
は
近
隣
県
か

57
.6
%

3
9
.4
%

3
.0
%

出
身

地
あ
る
い
は
近

隣
県
に
あ

る

そ
れ
以

外
5
8
.5
%

3
6
.6
%

4
.9
%

出
身
地

あ
る
い
は

近
隣

県
に
あ

る

そ
れ

以
外

20
09

年
度

20
08

年
度

57
.6
%

そ
れ
以

外

無
回

答

5
8
.5
%

そ
れ

以
外

無
回
答

就
職
先
の
施
設
は
出
身
大
学
か
も
し
く
は
近
隣
施
設
か

21
.2
%

3.
0
%

出
身
大
学
あ
る
い
は

そ
の
近
隣

2
9
.3
%

4
.9
%

出
身
大

学
あ
る
い
は
そ
の

近
隣

20
09

年
度

20
08

年
度

75
.8
%

出
身
大
学
あ
る
い
は

そ
の
近
隣

そ
れ
以
外

無
回
答

6
5
.9
%

出
身
大

学
あ
る
い
は
そ
の

近
隣

そ
れ

以
外

無
回
答

N
=3
3

N
=4
1

1
0



専
修
医
の
修
了
後
に
勤
務
す
る
施
設

研
修

と
同

じ
機

構
病

院
に
就

職
し
た
専

修
医

の
特

徴

出
身
地

あ
る
い
は
近

隣
県

0
.0
%

1
8
.2
%

出
身
地

あ
る
い
は

近
隣

県

20
09

年
度

20
08

年
度

N
=1
1

N
=1
6

37
.5
%

25
.0
%

37
.5
%

出
身
地

あ
る
い
は
近

隣
県

出
身
大

学
の
近

隣
出

身
大

学
の
近

隣

出
身
地

出
身

大
学

に
無

関
係

5
4
.5
%

2
7
.3
%

出
身
地

あ
る
い
は

近
隣

県

出
身
大

学
の

近
隣

出
身
大

学
の

近
隣

出
身
地

、
出

身
大

学
に
無

関
係

0.
0%

出
身
地

、
出

身
大
学

に
無

関
係

出
身
地

、
出

身
大

学
に
無

関
係

研
修

と
は

異
な
る
他

の
機

構
病

院
に
就

職
し
た
専

修
医

の
特

徴

0.
0%

0
.0
%

出
身

地
あ
る
い
は

近
隣

県

0
%0
%
0
%

出
身
地
あ
る
い
は
近
隣
県

研
修

と
は

異
な
る
他

の
機

構
病

院
に
就

職
し
た
専

修
医

の
特

徴

20
09

年
度

20
08

年
度

N
=1

N
=2

5
0
.0
%

50
.0
%

出
身

地
あ
る
い
は

近
隣

県

出
身

大
学

の
近

隣
出

身
大

学
の

近
隣

1
0
0%

出
身
地
あ
る
い
は
近
隣
県

出
身
地
あ
る
い
は
近
隣
県

出
身
大
学
の
近
隣

出
身
大
学
の
近
隣

出
身

地
、
出

身
大

学
に
無

関
係

出
身
地
、
出
身
大
学
に
無
関
係

1
1



専
修
医
の
修
了
後
に
勤
務
す
る
施
設

大
学
病
院
に
就
職
し
た
専
修
医
の
特
徴

出
身
大
学
へ
の
就
職
は
3
3
.3
%
（
2
0
0
8
年

度
）
か

ら
5
0
.0
%
（
2
0
0
9
年

度
）
と
増

加
傾

向

4
0
.0
%

1
0
.0
%
1
0
.0
%

出
身

地
あ
る
い
は
近

隣
県

出
身

地
あ
る
い
は
近

隣
県

の
3
3.
3
%

33
.3
%

出
身

地
あ
る
い
は

近
隣

県

出
身

地
あ
る
い
は

近
隣

県
の

20
09

年
度

20
08

年
度

N
=9

N
=1
0

4
0
.0
%

出
身

地
あ
る
い
は
近

隣
県

の

出
身

大
学

出
身

地
あ
る
い
は
近

隣
県

で
は
な
い

出
身

大
学

無
関

係

3
3.
3%

0.
0
%

出
身

地
あ
る
い
は

近
隣

県
の

出
身

大
学

出
身

地
あ
る
い
は

近
隣

県
で
は

な
い

出
身

大
学

無
関

係

市
中
病
院
に
就
職
し
た
専
修
医
の
特
徴

出
身

地
や

出
身

大
学

に
関

係
の

な
い
地

域
の

施
設

へ
の

就
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国立病院機構全病院統一の
研修ガイドライン「ＡＣＴｙナース」

（抜粋）







はじめに 
 
独立行政法人国立病院機構の職員となられた皆さん、ようこそいらっしゃいました。

私どもは、皆さんのもつ無限の力と柔らかな芯をもった強い心に大きな期待をして 
お待ちしておりました。 
  看護は、病む人のため、また健康の維持増進のために、それぞれの場において看護の

実践が要求されます。また、看護は、生命、生活、人生に深く関わるケアを提供して

いる専門職なのです。このような使命・役割をもち働く私たちは、看護のレベルは一

人ひとり違います。これらの使命・役割を果たすために、常に高い目標を目指し医療・

看護を提供し、生涯学び続けることが求められます。 
  本国立病院機構看護職員能力開発プログラムは、学習者である皆さん一人ひとりが

自分の目標に向かって日々学んでいく際の指針となるように作成しました。 
 就職してから１年間を目安にしている新人コースと２・３年目を目安にしている実

務Ⅰコース、４・５年目までを目安にした実務Ⅱコースに分けて、看護実践能力を段

階的に習得できるよう計画しています。実務Ⅱコースでは担当病棟だけでなく、機構

病院が担う政策医療を実践していくための専門看護実践能力を広く獲得していくこと

ができます。そして、このプログラムで到達する概ね５年目の看護師は、国立病院機

構が求める看護師像、すなわち機構の理念に沿った看護を実践することができる看護

師、「理論と技術をもって、創造し、積極的に行動する看護（＝ＡＣＴｙ ナース）」

を実践する看護師に成長していることでしょう。 
 最初の１年間は、緊張と不安で、学校で学んできたことを臨床の場面でうまく適応

させることが難しいかもしれません。そのような時は、どう行動すべきなのか、指導

者に伝え援助を求めてください。 
 皆さんは、日々体験することをひとつひとつ丁寧に準備し、確認して実施し、そし

て先輩看護師と共に振り返るという過程を踏むことが大切です。 
  しかし、あくまでもその過程を踏む主役は学習者である皆さんです。 
 いつ、どのように、どうしたいのかは自分で考え、意思表示をしっかりとしていく

ことで主体的な学びにつながります。 
 わからないことはそのままにせず、必ず根拠に戻って考えてみる、そして先輩看護

師の熟練した技術を参考にして一緒に考えてもらうことをぜひお願いします。 
 焦ることはありませんが、１年間で獲得したい看護実践能力を示していますので、

それに向かって自己評価をしながら進めていってください。 
 また、先輩看護師の皆さんも、このプログラムを活用し看護実践のモデルとしての

成長に役立て、無限の可能性を伸ばしてくださることを期待しております。 
 患者の目線にたった安心で質の高い医療の提供のために、共に努力をしていきまし

ょう。 
   
 



                     目      次        
 
 
Ⅰ  独立行政法人国立病院機構の理念     ・・・・・・・・・・・・・・・  １  
        
Ⅱ 国立病院機構が目指すもの           ・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 
         
   国立病院機構の看護の果たす役割 
 
Ⅲ 能力開発のねらい                   ・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 
 
Ⅳ 看護職員の能力開発（研修）体系     ・・・・・・・・・・・・・・・  ４～８ 
      １．能力開発（研修）体系の考え方 
 
    ２．能力開発プログラム 
        １）対象者 
        ２）能力開発プログラムの作成目的 
        ３）習得すべき臨床看護実践能力の柱（４つの柱） 
      ４）活用方法 
 
Ⅴ 国立病院機構が目指す看護師像       ・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 
        NHO－ACTｙ ナース 
 
Ⅵ プログラムの理解を深めるための基本的用語   ・・・・・・・・・・・ 10～11 
 
 
Ⅶ  能力開発プログラム展開の実際          ・・・・・・・・・・・・・・ （省略） 
       １．新人コース  （新採用時オリエンテーション計画含む） 
       ２．実務Ⅰコース            
       ３．実務Ⅱコース 
 
Ⅷ  到達度評価                        ・・・・・・・・・・・・・・・・ （省略） 
       １．評価の目的と必要性 
       ２．評価の内容 
       ３．評価の方法と活用 
 
Ⅸ  教育支援体制と役割              ・・・・・・・・・・・・・・・・・ （省略） 
       １．看護部における能力開発への支援者                                     

    ２．看護単位における教育支援者 
 



Ⅰ 独立行政法人国立病院機構の理念 
 
 
   国立病院機構は、理念を次のように定め、平成１６年４月に発足した。 
  
 

  
  私たち国立病院機構は 
 
   国民一人ひとりの健康と我が国の医療の向上のために 
 
   たゆまぬ意識改革を行い、健全な経営のもとに 
 
   患者の目線に立って懇切丁寧に 医療を提供し 
 
   質の高い臨床研究、教育研修の推進につとめます。 

 

 
 
        キーワード 「 Ｉ Ｋ Ｋ 」  
                    Ｉ ： 意識改革   
                    Ｋ ： 患者の目線   
                    Ｋ ： 懇切丁寧 
 
 
 
 
 シンボルマーク 
       機構の理念を象徴するものとして以下のシンボルマークが設定された。                

    
                                                             
 
                                                
                                                                               
       国民一人ひとりの健康とわが国の医療の向上を、飛翔する「翼」であらわし、 
       柔軟な意識改革を示す毛筆で描かれている。  
       また、Health、Hospital そして患者本位の懇切丁寧を意味するHospitalityの 
       頭文字である「H」であらわし、健全な土台として描き、「翼」と組合わされている。   

  

 



 

 
Ⅱ 国立病院機構が目指すもの       
 
  国立病院機構は各病院の機能と特色を活かして、国の政策としての医療を主体的に 

 取り組み、科学的根拠に基づいた医療の実践と患者にわかりやすい医療の提供として、

次のことに取り組んでいる。 
 
  １．  患者の目線に立ち、国民に満足される安心で質の高い医療の提供 
 
  ２． 各病院の特色を活かした政策医療の提供 
 
  ３． 臨床研究を通じた情報発信などわが国の医療の向上への貢献 
 
  ４． ネットワークを活用した教育研修等を通じた質の高い医療人の育成 
 
   これらの実現のため、また、独立行政法人化の趣旨に沿った経営の効率化のため、 
 運営の全般にわたる改革と経営基盤の確立に努めている。 
 
 
  国立病院機構の看護の果たす役割   
 
  国立病院機構の看護職員は、機構の理念に沿った病院の使命を認識し、次のような 

 役割を果たす。 
 

  
 １．機構及び病院の理念を踏まえた良質の看護サービスの提供に努める。 
 
 ２．看護の質の向上を目指し、臨床看護の研究、業務の改善を行う。 
 
 ３．良質な看護を提供するために、看護職員をはじめ看護に関係する 
   職員の教育研修を行う。 
 
 ４．看護の提供と経営効率の調和を図り、病院経営に参画する。 
 
 ５．チーム医療推進のための調整を図る。 
 
 ６．地域住民への健康教育活動に参画する。 
 
                     （国立病院機構看護業務指針より）

 

  
 



Ⅲ 能力開発のねらい 
  
 
  国立病院機構で働く看護師一人ひとりが専門職業人として自覚をもち、国立病院機 

構が担う医療を推進しうる看護実践能力を向上させることをねらいとしている。 
  国立病院機構の役割を果たすために求められる看護師としての能力として、次の５ 

点がある。 
 
 １．高度な専門的知識・技術を有していること。 
 
 ２．看護職として主体性をもった看護実践ができること。 
 
 ３．ＱＯＬの向上を目指した看護の提供ができること。 
 
 ４．高い倫理観をもって看護を提供できること。 
 
 ５．臨床看護研究ができる能力を有していること。 
 
 
  求められる能力に到達していくには、生涯にわたって主体的に学習していくことが 

 必要である。その生涯にわたる学習を支援するものとして「能力開発（研修）体系」 

 を構築した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅳ 看護職員の能力開発（研修）体系 
 
 
 １．能力開発（研修）体系の考え方  
 
   国立病院機構は、全看護職員を対象に、「看護職のキャリアパス制度」を基に、

新卒後１年目から生涯学習としての研修システムを備えている。 
   新人から概ね卒後５年目までは、「能力開発プログラム」に沿って機会教育（OJT）

  と集合教育（OFF-JT）を通して段階的に学んでいく。 
   さらに、実習指導者の研修や看護教員、看護管理者（副看護師長、看護師長）、 

医療安全管理者を目指していく研修を受講することも可能である。また、より専門

性の高い看護を目指し、治験コーディネーターや認定看護師、専門看護師への道を

選択し学んでいくことができる。 
   また、ジェネラリストとして多くの医療分野の看護を経験し、EBMに基づいた正確

で丁寧な看護実践能力を備えた看護師になるために、病院内外の研修で研鑽を積む

ことができる。 
   いずれにしても、専門職業人としての自己啓発・自己研鑽が必要であり、それを

支援するものが「能力開発（研修）体系」である。これらの研修の機会を自ら選択

し、常に目標をもち、主体的に学習をして、目指す看護に向かってステップアップ

していくことが重要である。 
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応
と

看
護

実
践

者
と

し
て

の
基

本
的

な
　

　
能

力
を

習
得

す
る

　 　
実

務
Ⅰ

コ
ー

ス

実
務

Ⅱ
コ

ー
ス

　 　
　

　
　

　
　

　
　

　
新

卒
後

概
ね

５
年

目
ま

で
　

　
　

　
　

看
護

実
践

者
と

し
て

役
割

モ
デ

ル
に

な
る

　
　

　
　

　
チ

ー
ム

リ
ー

ダ
ー

の
役

割
が

果
た

せ
る

　 　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

新
卒

後
概

ね
３

年
目

ま
で

　
　

《
実

務
Ⅰ

後
期

》
　

　
・
看

護
実

践
者

と
し

て
個

別
性

を
重

視
し

て
技

術
の

　
　

　
提

供
が

で
き

る
　

　
・
後

輩
へ

の
支

援
と

共
に

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
が

発
揮

で
き

る
　

　
《
実

務
Ⅰ

前
期

》
　

　
・
看

護
実

践
者

と
し

て
の

基
本

的
能

力
を

基
盤

に
し

て
、

　
　

　
対

象
の

状
況

に
応

じ
実

践
で

き
る

能
力

を
養

う

看
護

職
員

の
能

力
開

発
（
研

修
）
体

系
図

　 　 自 己 啓 発 ・ 研 鑽 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ｏ Ｊ Ｔ

　 　 自 己 啓 発 ・ 研 鑽 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ｏ Ｊ Ｔ

　 　 　 能 力 開 発 プ ロ グ ラ ム

能
力

開
発

プ
ロ

グ
ラ

ム

国
立

病
院

機
構

の
病

院
に

勤
務

す
る

看
護

職
員

に
必

要
な

能
力

開
発

を
支

援
す

る
プ

ロ
グ

ラ
ム

採
用

時
か

ら
概

ね
５

年
目

ま
で

の
看

護
職

員
を

対
象

と
す

る



 ２．能力開発プログラム 
   
   能力開発プログラムは、採用から概ね５年目までの看護職員を対象とし、経験を

  積み重ねながら主体的に学習しステップアップしていくためのガイドであり、５年

  目を１つの到達像としている。 
 
  １）対象者 ： 採用（新卒後１年目）から概ね５年目までの看護職員 
  
  ２）能力開発プログラムの作成目的 
 
  （１）国立病院機構における「看護職のキャリアパス制度」推進の基盤になる研修

     内容・方法を標準化した能力開発プログラムを構築し、各病院間の到達目標

     の標準化を目指す。 
  （２）標準化された能力開発プログラムを基に学習をすることにより看護師の看護

     実践能力を均一にする。 
  （３）各病院が互換性のあるプログラムを活用することで看護職員のキャリア形成

     を支援する。 
  （４）能力開発プログラムの内容に、各病院の特徴を加え、病院が担う政策医療が

     推進できる看護実践能力の向上をはかる。 
  （５）標準化した能力開発プログラムを基に主体的な学習を推進し、学生のモデル

     となると共に、質の高い看護を提供し機構の職員として優秀な人材を育成す

     る。 
 
  ３）習得すべき臨床看護実践能力の柱（４つの柱） 
    能力を示す４つの柱は、厚生労働省の「新人看護職員の臨床実践能力の向上に

   関する検討会報告書」の臨床実践能力を基盤に、国立病院機構の看護師に必要な

   能力を加味した。 
 
 
 

  Ⅰ 看護職員として必要な基本姿勢と態度 
 Ⅱ 看護実践における技術的側面 
     １３の看護技術に、入退院の取り扱い、逝去時の看護を追加。 
 Ⅲ 専門領域の看護実践能力 
    政策医療分野の看護実践能力等、機構が目指す医療・看護が 
    実践できるための内容を含める。 
 Ⅳ 看護実践における管理的・教育的側面 
        教育的側面を追加 

 

 
     

 



Ⅳ
　
看

護
実

践
に
お
け
る

　
　
　
管

理
的

・
教

育
的

側
面

①
安

全
管

理
②

情
報

管
理

③
業

務
管

理
④

薬
剤

等
の

管
理

⑤
災
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、
防
災
管
理

⑥
物

品
管

理
⑦

コ
ス
ト
管

理
⑧

教
育
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側

面
　
（
学
生
や
後
輩
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指
導
、
助
言
）

Ⅰ
　
看

護
職

員
と
し
て
必

要
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基

本
姿
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態

度

　
①

看
護

職
員
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し
て
の

自
覚

と
責

任
あ
る
行

動
　
②
患
者
の
理
解
と
患
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・
家
族
と
の
良
好
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人
間
関
係
の
確
立

　
③
組
織
に
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け
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役
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・
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え
の
理
解
と
適
切
な
行
動

　
④
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に
わ

た
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自
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習
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継
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看

護
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術
的

側
面
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技
術
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事
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③
排
泄
援
助
技
術
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動
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潔
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え
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技

術
⑦
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傷
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理
技
術
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与
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の
技
術

⑨
症
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・
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体
機
能
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理
技
術

⑩
苦
痛
の
緩
和
・
安
全
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保
の

技
術

⑪
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染
防
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の
技
術

⑫
安
全
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の
技
術
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救
命
救
急
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置
技
術

⑭
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退
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技
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③
組

織
に
お
け
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構
え
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理
解
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適

切
な
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動
④

生
涯

に
わ

た
る
主

体
的

な
自

己
学

習
の

継
続

*
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
、
Ⅳ
は
、
患
者
へ
の
看
護
ケ
ア
を
通
し
て
統
合
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

参
考

：
厚

生
労

働
省

「
新

人
看

護
職

員
の

臨
床

実
践

能
力

向
上

に
関

す
る
検

討
会

」
報

告
書

「
臨

床
実

践
能

力
の

構
造

」

◎
看

護
技

術
を
支

え
る
要

素
①
患
者
の
医
療
安
全
対
策
に
つ
い

て
実

践
で
き
る

②
患

者
及

び
家

族
へ

の
説

明
・
支

援
が

で
き
る

③
患
者

の
看
護
に
必
要
な
判

断
と

基
本

的
な
看

護
技

術
の

提
供

が
で

き
る



  ４）活用方法 
   
  （１）このプログラムは、国立病院機構全病院で実施する標準化された 
     能力開発（研修）内容である。 
 
  （２）各病院の看護部長は、プログラムに沿って看護職員を育成・指導し 
     能力開発への支援を行う。 
 
  （３）看護職員はプログラムを常に手元に置き、主体的に学習を行うための 
     指針として活用する。 
 
       ① このプログラムは、採用時に受け取る。 
       ② 看護職員はこのプログラムに目を通し、常に主体的に学ぶ姿勢を 
       もつ。 
       ③ 理解できないこと、疑問点は必ず説明を求める。 
     ④ 常にプログラムに基づき振り返る。 
       ⑤ 到達度評価の自己評価と他者評価を行い常に目標をもって取り組 
       む。 
 
  （４）看護職員が主体的に学習するための支援に、指針として活用する。   
              
  （５）健康障害の特徴に応じた看護技術の到達目標は、OJTの対象となる看護   

     単位で作成する。 
 
   （６）到達すべき技術については、各病棟・病院・ブロック間のネットワーク 
     を活用した方略を工夫し、効果を上げる。 

   
 

  
    

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

能力開発プログラム活用の基本 

学習するナース 

看護職員 

能力開発 

 プログラム

連
動 

各病院の 

研修プログラム 

プリセプター 

先輩ナース 

支援者 

日々の看護実践の 

場面を通して 

看護職員全員で支援

します。 ステップアップでき

るように、自ら主体的

に学習します。 



Ⅴ 国立病院機構が目指す看護師像 
 
   概ね卒後５年で、「能力開発プログラム」の「実務Ⅱコース」を修了し、 
   国立病院機構の理念に沿った看護を実践することができる看護師を 
   ＮＨＯ－ＡＣＴｙ ナース と称する。 
 
 

  
A C T ｙ ナース （ アクティナース ） 

 
   理論と、技術をもって、創造し、行動する看護 
                  ～積極的に・自発的に～ 

 

 
 

Ａ   ａｒｔ           技術   
             ： 暖かい正確な技術をもち    

 
   Ｃ   ｃｒｅａｔｅ     創造する   
              ： 患者１人１人にあった適切な看護を創造していく 
                                   （法則性を見い出し）新しき（より適切な）技術を 
                    創造していく研究的意味 
    
   Ｔ      ｔｈｅｏｒｙ     理論・原理 
                           ： 原理・原則、理論的な知識を基に、 
                科学的根拠を持った実践 
 
  A C Tｙ      行動する 

 
    

 

 
    
 

  

       

  
  

create 
        創造する 

 
 art   技術 

 

theory 

理論 

原理 

 
 

 

患者さんの 

目線に立った 

看護の実践 

社会 

地域 

  
 家族 



Ⅵ プログラムの理解を深めるための基本的用語   
 
  本プログラムの理解を深めるため、基本的な用語について定義した。 
 
    看護実践能力    ： 患者の状態に応じた看護を提供するために、豊富な知識

                          と正確な技術を統合し、実践する能力。 
 
  集合教育（OFF-JT)  off the job training 
            ： 教育部門が、各看護単位の業務の円滑な遂行を援助する 

                           ために、職場外に集めて行う教育活動 
 
    機会教育（OJT)     on the job training 
            ：  看護単位の看護師長が職員に対してその必要性に応じ、

              業務を通してあるいは業務に関連させながら計画的・継

              続的に行う教育活動 
 

スペシャリスト    ：  特定の分野において、特別な知識や技術を備えていると 

                      評価される人 
 
ジェネラリスト   ：  領域を特定せずに、知識や技術を多方面あるいは広範囲 

                       に発揮する人 
 
キャリアパス        ： キャリア開発を教育研修・職位・職能域を組み合わせ 
（career pass）     モデル的に示したもの 
             pass ： 通過 進む 合格する 変化する 
 

    政策医療      ：  国の医療政策として担うべき医療 
              地域における基本的・一般的医療の提供は公私立の医療

              機関に委ね、国立と国立病院機構の医療機関は、広域を

              対象とした高度又は専門医療など１９分野の医療を担当

              している 

 
 

  政策医療分野： 
  がん、循環器病、精神疾患、神経・筋疾患、成育医療、腎疾患、 
  重症心身障害、骨・運動器疾患、呼吸器疾患、免疫異常、 
  内分泌・代謝性疾患、感覚器疾患、血液・造血器疾患、肝疾患、 
  エイズ、長寿医療、災害医療、国際医療協力、国際的感染症 

 
 
 



  能力開発      ： 主体的に実践し、物事を成し得る力を獲得し役立つよう

              にすること 
              機構の看護職員に求められる看護を実践する力を生涯に

              わたり学習し、獲得しながら向上させていくこと 
 
 
  ＧＩＯ        General Instructional Objectives 
            ： 一般目標 
                               習得したい看護実践能力（４つの柱）の各コースに 
              おける到達状況を目標として示している 
 
 

ＳＢＯ         Specific Behavioral Objectives 
                        ： 行動目標 
                               一般目標を達成するための具体的な目標 
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看護師のキャリアパス制度





○
看
護
師
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
制
度
の
構
築

目
的

国
立
病
院
機
構
の
持
つ
組
織
や
機
能
の
特
色
を
い
か
し
て
、
病
院
運
営
に
欠
か
す
こ

と
の
で
き
な
い
有
能
な
専
門
看
護
師
等
の
育
成
と
確
保
に
努
め
、
国
立
病
院
機
構
全

体
の
看
護
の
水
準
を
向
上
さ
せ
、
患
者
サ
ー
ビ
ス
に
資
す
る

仕
組
み

・
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
枠
組
み
を
、
６
つ
の
職
能
域
（
キ
ャ
リ
ア
フ
ィ
ー
ル
ド
）
と
職

能
域
毎
に
区
分
さ
れ
た
職
位
（
キ
ャ
リ
ア
レ
ベ
ル
）
に
設
定

・
看
護
師
の
能
力
開
発
・
育
成
を
図
り
な
が
ら
、
一
連
の
人
事
シ
ス
テ
ム
（
昇
進
・

昇
格
・
異
動
・
配
置
等
）
を
連
動
さ
せ
活
用
す
る
シ
ス
テ
ム

※
）
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

組
織
の
発
展
を
図
る
た
め
に
個
人
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
組
織
内
で
積
極
的
に
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
組
織
が
必
要
と
す
る
人
的
能
力
を
将
来
に
わ
た
っ
て
継
続
的
に
確
保
す
る
た
め
の
職
歴
径
路





主 体 的 に 学 習 し 目 指 す 看 護 に 向 か っ て ス テ ッ プ ア ッ プ し て い く
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○良質な看護師育成のための研修（主な研修機関の概要）

１．専門研修機関
【認定看護師教育課程：国立看護大学校主催】
①感染管理コース
日時：平成２１年１０月５日～平成２２年３月２６日
会場：国立看護大学校
参加人数：１４名（各病院看護師）
主な研修内容：共通科目１２０時間(情報処理、看護倫理、ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ他)

専門基礎科目１２０時間(感染管理学、疫学・統計学他)
専門科目１２０時間(ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ、感染防止技術、洗浄・消毒

・滅菌とﾌｧｼﾘﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ他)
演習・実習 ２７０時間

②皮膚・排泄ケアコース
日時：平成２１年１０月５日～平成２２年３月２６日
会場：国立看護大学校
参加人数：７名（各病院看護師）
主な研修内容：共通科目１２０時間(情報処理、看護倫理、ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ他)

専門基礎科目 ９０時間(皮膚・排泄ｹｱ概論、ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ他)
専門科目１６５時間（ストーマｹｱ、創傷ｹｱ、失禁ｹｱ）
演習・実習 ２８５時間

【看護教員養成課程】
①幹部教員養成コース：厚生労働省看護研修研究センター主催
日時：平成２１年４月７日～平成２２年３月１１日
会場：厚生労働省看護研修研究センター
参加人数：７名（各病院看護師長及び附属看護学校教員）
主な研修内容：専門分野８１０時間（看護学校経営、看護学教育課程、研究 他）

関連分野 ７５時間（生涯教育論、経営管理論 他）
特別講義 １５時間

②看護教員養成コース：厚生労働省看護研修研究センター主催
日時：平成２１年４月７日～平成２２年３月１１日
会場：厚生労働省看護研修研究センター
参加人数：２３名（各施設看護師）
主な研修内容：専門基礎分野１５０時間（発達心理学、教育原理、教育評価 他）

専門分野７０５時間（看護学論、看護学教育論、看護学教育方法 他）
関連分野 ６０時間（情報学、健康政策論、国際看護 他）
特別講義 １５時間



③看護教員養成コース（都道府県主催）
日時：（大阪府）平成21年4月13日～平成21年12月 2日

（広島県）平成21年5月 7日～平成21年12月16日
（福岡県）平成21年4月21日～平成21年12月22日

会場：各都道府県の研修施設
参加人数：６名
主な研修内容：厚生労働省研修研究センターの研修内容に準拠

２．国立病院機構本部・ブロック事務所主催研修

①幹部看護師（看護師長等）管理研修Ⅰ
日時：平成２１年７月１４日～７月３１日（１３日間）
会場：国立病院機構本部研修センター
参加人数：７１名
主な研修内容：リーダーシップと部下指導、看護管理、リスクマネージメン

ト、患者サービス、医療情報開示と看護記録のあり方、経営
管理と経営改善、機構病院と養成所の連携、パネル討議

②幹部看護師（副看護部長等）管理研修Ⅱ
日時：平成２１年６月３日～６月２３日（１５日間）
会場：国立病院機構本部研修センター
参加人数：３６名
主な研修内容：病院運営における看護部門の役割、看護サービス管理、臨床

における看護研究の進め方、職場の活性化と労務管理、現任
教育とキャリア開発、パネル討議

③幹部看護師（看護部長等）管理研修Ⅲ
日時：平成２１年１０月７日～１０月９日
会場：国立病院機構本部研修センター
参加人数：２７名
主な研修内容：国立病院機構の現状と課題、看護サービス管理、意志決定の

プロセス、経営管理、人事労務管理、グループ討議



【中間管理者研修】（各ブロック事務所主催）
日 時：各ブロックで決定
会 場： 〃
主な研修内容：医療サービスの質の向上、看護サービスマネージメント、部下の育成労務管理、

経営管理と経営改善、国立病院機構の看護の動向 他

【幹部看護師任用候補者研修】（各病院主催）
日 時：１人当たり３０時間
会 場：各施設
主な研修内容：国立病院機構及び国立高度専門医療センター・国立ハンセン療養

所の運営，看護管理，人事管理（国家公務員法），経営管理，
看護行政の動向
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当院の看護職員は、約400名の看

護職の中、看護師経験の浅い３年目

以下の看護師が60％弱を占めており、

急変時や重症患者の看護経験も少な

い。BLS-AED講習会が月１回開催

されてはいるものの、そこで得た技

術を維持するための教育システムはなかった。そのため、

せっかく習得したBLS技術を急変時には有効に発揮で

きないなどの理由でACTYナースにおける自己評価も

平均的に低い傾向にある。平成20年度は、特にこの点に

ついて学習の機会を設け、維持していくための看護師教

育に取り組んだので報告したい。

１．救急看護講座Ⅰ

テーマ：「一次救命処置（BLS）の理論と実際」

一次救命処置の内容とその方法が推奨されている根拠

について講義し、急変時の初期対応がいかに重要である

かを伝えた。同内容で計５回開催して115名の参加があ

り、BLS-AED講習会の受講を参加者全員に勧めた。

２．救急看護講座Ⅱ

テーマ：「気管挿管と救急カートについて」

気管挿管に使用する物品の使用方法や介助方法の実際

について講義した。また、救急カートの点検と普段から

救急カートに触れておくことの重要性を伝えた。これも

同内容で計５回開催して164名の参加があり、次に実施

する「気管挿管介助の演習」の受講を参加者全員に勧め

た。

３．救急看護講座Ⅲ

テーマ：「気管挿管介助の演習」

気道管理トレーナーを使用して、インストラクター

（ACLSを受講しており救急蘇生法の指導ができる看護

師）が医師役となって気管挿管の介助を指導した。トラ

ブルなく挿管できるケースと、食道挿管や片肺挿管など

挿管困難なケースを１名最低２回は実施できるように設

定した。事前に演習への参加希望者を募り、１回８名～

12名を対象とした。インストラクターは有志の看護師に

協力を得ることが出来た。希望者には極力全員参加して

18

急変時の対応に関する看護師教育への取り組み

大阪南医療センター 救急看護認定看護師 中前 茂子

BLS

BLS

20 5 19
5 21
5 26
5 27
5 28
17 30 18 15

A

18 4 BLS ACLS

20 6 13
6 18
6 19
6 20
6 23
17 30 18 15

A
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19

もらえるよう、計13回開催して117名に受講してもらえ

た。

４．各部署における急変時シミュレーション指導

各病棟・外来・OP室で急変時を想定したシミュレー

ションの計画・実施を要請。計画についての助言を行い、

実施日には参加し助言・指導を行った。一部参加できな

かった部署には、シミュレーション時の状況について後

日確認した。

以上のように、平成20年度は特に急変時対応能力の向

上を目的とした活動に力を注いだ。１～４を一連のプロ

グラムとして計画・実施したが、それぞれ100名を超え

る参加人数がありニードの高さを感じた。また、参加し

たいという希望があっても、勤務時間など時間的な制約

により参加できない場合もあるため、所要時間を極力短

くして勤務後でも参加しやすいよう配慮した時間設定と

した。また、同内容で複数回実施したことで参加する機

会を増やすことができたため多くの人の参加つながった。

今回行ったプログラムやBLS-AED講習会で学習し

たことが、どの程度現場で実施できるかという確認を目

的として各部署における急変時のシミュレーションに参

加・指導してきたが、BLS-AED講習会や挿管の演習に

１度参加しただけでは、その知識や技術を維持して実践

することは困難であることも明らかになった。それぞれ

の部署でも、「定期的にこのようなシミュレーションを

実施した方がいいと思った」という声が聞かれ、急変時

の対応に関する教育・訓練の必要性を改めて認識しても

らうことができた。

急変時に適切に対応するには、学習が必要であると共

に定期的に訓練を行い学習したことを維持する必要があ

る。そのための教育プログラムとして、今後さらに改良

を加え定着させたいと考えている。
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１．現状と取組みの必要性

• 平成１６年４月に独立行政法人として発足した国立
病院機構は、平成２０年度までの中期目標期間の５年
間を累計した損益計算において収支相償を図ることと
している中、機構全体としては、３期連続で経常収支
黒字を達成し、総収支においても２期連続の黒字経営
により繰越欠損金を解消し、利益剰余金を計上するこ
とができました。

• しかしながら、約半数の病院では、機構移行前の施
設整備等に係る債務の返済のため、各病院からの拠出
金を原資とする短期貸付金への借換えが行われていま
す。

中期的観点からの個別病院の経営改善について
独立行政法人国立病院機構

• 過去債務が極めて大きいこと等から、平成１８年度決算
における短期貸付金（本部・病院間）の総額が、各病院か
らの拠出金の総額を超えており、不足分には国から承継し
た資金（本部資金）を充当している現状です。

• このような厳しい資金繰りの中、今後１０年間の資金需
要としては、築４０年を経過する建物（２．６万床）を建
替え、医療機器（現在保有額２．４千億円）を８年間で更
新すると合計で７．６千億円が必要と試算されます。

• 今後１０年間は、新たな投資を含め資金繰りが非常に厳
しくなるため、短期貸付金に依存している病院のうち、特
に早急な経営改善が必要な病院について、概ね３年間の経
営改善計画（再生プラン）を作成し、平成２０年４月から
実施するものとします。



２．具体的な取組み（再生プラン）

• 対象病院は、建物・医療機器全体の将来投資が可能な水準に達して
いない病院（約半数）

• 個別病院ごとに、中期的な（平成２０～２２年度３年間）経営改善計画
① 事業規模関係 ：病院規模等
② サービス内容関係 ：実施診療科等
③ サービス体制関係 ：病棟編成、人員配置等
④ 設備投資関係 ：医療機器更新計画、建物保守等計画
⑤ 資金関係 ：中期の資金計画（建替の償還計画と同じもの）

• 現在の患者数、診療収益などを前提に「人、物、資金」の最適化
① 部門別（診療科、病棟等）の収益・生産性による分析

→ 課題の所在をピンポイントで明確化
② ベンチマークによる分析 → 原因の把握、具体的な目標値の設定
③ 機能強化・生産性の向上 → 外部環境分析などによる実現可能性の検証
④ 診療機能、規模、人員体制の見直し → ダウンサイジング（人事異動も考慮）

３．改善目標

最終目標（自立達成）
建物・医療機器全体の将来（30’）投資が可能水準

第１目標
過去債務返済と医療機器の将来（30’）投資を可能
とする資金捻出額に

第２目標
過去債務を返済可能とする資金捻出額に

第３目標
過去債務の利払額以上の資金捻出額に

最低目標
資金捻出額をプラスに

各病院の投資状況を踏まえた目標
★現在の達成レベルより少なくとも
二つ上を目標に設定

目標A（優良病院）
各グループ上位３～５病院の資金捻出額の
平均額を超える

目標B
各グループ資金捻出額がプラスの病院の
うち上位１／２の病院の平均額を超える

目標C
各グループの資金捻出額がプラスの病院
の平均額を超える

常勤医師別のグループごとの目標
★現状の達成レベルより少なくとも
一つ上を目標に設定

○各病院における改善目標は、次の二つの観点から設定

資金捻出額＝預託金(増分)－短期借入金(増分)＋元金償還＋支払利息－重投資助成金＋自己資金整備費（注）
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 平成２１年度内部監査概要 

１ 監査の目的 

国立病院機構の業務の適正かつ能率的な執行を図るとともに会計処理の適正を期すこと 

を目的とし、諸規程に対する合規性、業務運営の適正性及び効率性を監査し、問題点の検討

及び改善を図る。 

 

２ 監査事項 

書面監査、実地監査及び抜打監査を実施した。実地監査については、「契約」、「支払」、「収

入管理」、「債権管理」、「投資効果」、「現金等の管理」、「コンプライアンスの推進」、「個人情

報保護法」、「医療安全管理」、「給与・勤務時間管理等」、「診療報酬管理」、「運営費交付金の

管理・執行」に関する事項を重点監査事項に定め、これらを中心に監査を実施した。 

また、抜打監査については、新たに内部監査（抜打）計画書を作成し、契約事務に関して

一層の適正性を担保するため、監査を実施した。 

 

３ 対象病院 

   書面監査は、本部（１ヶ所）、全ブロック事務所（６ヶ所）及び全病院（１４５ヶ所）を対象

に実施した。また、実地監査については、１９年度及び２０年度に実地監査を行わなかった病院

の他、外部監査機関の監査結果等から必要と認める病院、監事や会計監査人からの意見等を踏ま

え必要と認める病院、会計に関する非違行為のあった病院、書面監査の実施状況等を踏まえ、本

部、各ブロック事務所が特に必要と判断した３８病院を対象に実地による監査を実施した。 

   なお、抜打監査については、監事とともに、本部と各ブロック事務所が９病院を実施した。 

 

  ＊ 当初計画では５３病院（実地）、１５病院（抜打）を対象としていたが「独立行政法人の契

約状況の点検・見直しについて（平成２１年１１月１７日閣議決定）」への対応から、平成２

１年１２月以降に予定していた１５病院（実地）、５病院（抜打）の計画を凍結した。 

 

４ 実地監査における主な指摘事項 

《実地監査》 

 （１）契約 

   ①主な指摘事項 

・契約審査会で審議すべき事案が諮られていない。 

・契約書において、契約加除及び賠償金（履行遅延、談合等）の条項が盛り込まれていない。 

・競争契約とする場合において、入札参加資格、又は指名基準が、予定価格に応じた対応等 

級により判断されていない。また、入札参加資格の確認が行われていない。 

   ②指摘事項に対する改善状況 

・契約審査委員会に諮るべき案件と契約手続きのスケジュール表を作成し、委員会で審議す 

ることとした。 

    ・契約解除及び賠償金の条項については、「契約書における契約解除条項及び違約金条項に 

ついて（平成 20 年 7 月 9 日付事務連絡）」に基づき、適正に盛り込むこととした。 

    ・予定価格に対応する等級以外の業者を入札に参加させる際には、契約審査委員会において 

審議を諮ることとした。 

 

 （２）支払 

  ①主な指摘事項 

・ファームバンキングに係る内部牽制が図られていない。 

・検査調書が作成されていない。また、遅滞なく経理責任者へ報告されていない。 



 

   ②指摘事項に対する改善状況 

    ・ファームバンキングにおいては、支払操作の権限者毎にパスワードを付与、人事異動など

による定期的なパスワードの変更、上席者による定期的な点検（厳重管理）を行うことに

より、内部牽制を図った。 

    ・契約金額が５００万円を超えるものについては、漏れなく検査調書を作成し、また、経理

責任者への報告も実施した。 

 

 （３）収入管理 

   ①主な指摘事項 

    ・病院職員以外の者に収納担当者の業務を委託する場合責任の所在が明らかにされていない。 

    ・収納管理者によるチェックが行われていない。 

   ②指摘事項に対する改善状況 

    ・契約書等において、収納担当者の業務内容、責任の所在、弁償責任等を明らかにするため、 

変更契約を行った。 

    ・収納担当者から収納管理者へ収納金を払い込む際、複数人で確認したことの証跡を残すこ 

ととした。 

 

 （４）債権管理 

   ①主な指摘事項 

    ・督促が計画的に実施されていない。また、督促整理簿が作成されていない。 

   ②指摘事項に対する改善状況 

    ・督促を計画的に実施するとともに、督促整理簿が作成されていないものについては、早急

に作成した 

 

 （５）現金等の管理 

   ①主な指摘事項 

    ・病院宿舎の共益費等について、病院経理とすることの適否が管理診療会議等において審議

されていない。また、病院経理とする場合は、管理方法に関する要領を整備すること。 

   ②指摘事項に対する改善状況 

    ・受益者等が直接管理すべき経理を病院経理とする際は、運用・管理方法を定め、管理診療

会議で審議した。 

 

 （６）コンプライアンス 

   ①主な指摘事項 

    ・平成２１年度以降、管理診療会議等で制度の周知が図られていない。 

   ②指摘事項に対する改善状況 

    ・イントラネットの掲示版にコンプライアンス規程等を掲示し、周知を図るとともに、管理

診療会議等を通じて制度の周知を行った。 

 

 （７）個人情報保護 

   ①主な指摘事項 

    ・個人情報の取扱が適切に行われていない。 

   ②指摘事項に対する改善状況 

    ・患者からの申し出にかかる対応マニュアル、院内からデータを持ち出す際の取扱ルールを

明確にした。 

 

 （８）医療安全管理 

   ①主な指摘事項 



 

    ・医療安全管理規程は、患者等が閲覧できるよう整備されていない。 

   ②指摘事項に対する改善状況 

    ・誰でも閲覧できるようホームページに掲載した。 

 

 （９）給与・勤務時間管理等 

   ①主な指摘事項 

    ・日々の勤務時間管理ができていない。 

    ・年次休暇の処理が適正に行われていない。 

   ②指摘事項に対する改善状況 

    ・各職場の勤務時間管理簿を調査、確認した。また、管理診療会議において、勤務時間管理

簿の正しい書き方を周知徹底した。 

    ・休暇簿については、職員へ記載方法を説明した文書の配布、提出時には各職場でチェック

を行い、最後に庶務においてチェックする体制とした。 

 

（１０）診療報酬管理 

   ①主な指摘事項 

    ・審査減が行われたものに対して、再請求するか否かの検討結果が整理簿上明らかにされて

いない。 

   ②指摘事項に対する改善状況 

    ・審査増減整理簿において、再審査請求の有無がわかるよう整理するとともに、行わなかっ

たものについては、書面で残すようにした。 

 

（１１）運営費交付金 

   ①主な指摘事項 

    ・収益化基準に定める対象経費以外に充当している。 

    ・収益化基準（業務達成型）に基づき、当該月の月末に収益化されていない。 

   ②指摘事項に対する改善状況 

    ・研究者に執行可能な使途について、周知を行った。 

    ・収益化されていなかったものについて、収益化基準に基づき適正に行った。 

 

 

５ 抜打監査における主な指摘事項 

《抜打監査》 

   ①主な指摘事項 

    ・ホームページへの契約情報の公表漏れが散見される。 

    ・入札公告の公告期間が１０日以上を確保していない。 

    ・審査対象となる契約が契約審査委員会に諮られていない。 

    ・政府調達に該当する案件を一般競争で行っている 

    ・研究費等の執行状況が現場のみの処理となっている 

   ②指摘事項に対する改善状況 

    ・ホームページに公表する際、上席者に決裁（内容確認含む）をとることとした。 

    ・平成 22 年度契約に関する入札で、公告期間を土日・祝日を除き１０日間確保した。 

    ・契約審査委員会の重要性を再確認し、事務部長・企画課長において入札の予定等を事前に

把握することにより、漏れなく審議を行う。 

    ・政府調達契約の対象となるものをリストアップし、関係職員に周知を行った。 

    ・幹部会議において、現場が直接発注しないよう周知徹底を図った。 



１　内部監査（実地）

整理番号 被監査対象病院名　（実施順） 整理番号 被監査対象病院名　（実施順）

1 大分医療センター 21 東埼玉病院

2 西埼玉中央病院 22 松江医療センター

3 東広島医療センター 23 南九州病院

4 霞ヶ浦医療センター 24 兵庫青野原病院

5 宇都宮病院 25 石川病院

6 札幌南病院 26 帯広病院

7 西札幌病院 27 あわら病院

8 道北病院 28 山口宇部医療センター

9 東長野病院 29 千葉東病院

10 小諸高原病院 30 東名古屋病院

11 村山医療センター 31 兵庫中央病院

12 七尾病院 32 柳井病院

13 宇多野病院 33 福岡東医療センター

14 高知病院 34 山形病院

15 西群馬病院 35 神奈川病院

16 神戸医療センター 36 和歌山病院

17 善通寺病院 37 長崎病院

18 榊原病院 38 西新潟中央病院

19 鹿児島医療センター

20 舞鶴医療センター

２　内部監査（抜打）

整理番号 被監査対象病院名　（実施順）

1 栃木病院

2 災害医療センター

3 北海道がんセンター

4 刀根山病院

5 愛媛病院

6 長良医療センター

7 弘前病院

8 近畿中央胸部疾患センター

9 米子医療センター

平成２１年度内部監査（実地）及び（抜打）対象施設一覧

＊当初計画では５３病院を対象としていたが「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて（平成２１年１１月１７日閣議決定）」への対応から、平
成２１年１２月以降に実地監査を予定していた１５病院については計画を凍結した。

＊当初計画では１５病院を対象としていたが「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて（平成２１年１１月１７日閣議決定）」への対応から、平
成２１年１２月以降に抜打監査を予定していた５病院については計画を中止した。
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複数制副院長の設置状況





複数制副院長の年度別設置状況

【１６年度】

病　院　名

名古屋医療センター

大阪医療センター

熊本医療センター

【１７年度】

病　院　名

名古屋医療センター

大阪医療センター

熊本医療センター

【１８年度】

病　院　名

大阪医療センター

熊本医療センター

東京医療センター

【１９年度】

病　院　名

仙台医療センター

東京医療センター

名古屋医療センター

大阪医療センター

熊本医療センター

【２０年度】

病　院　名

仙台医療センター

東京医療センター

まつもと医療センター

名古屋医療センター

大阪医療センター

【２１年度】

病　院　名

北海道医療センター

仙台医療センター

東京医療センター

まつもと医療センター

名古屋医療センター

大阪医療センター

呉医療センター



【１６年度】

病　院　名 特命事項

帯広病院 経営・企画

呉医療センター 急性期推進プロジェクト

【１７年度】

病　院　名 特命事項

帯広病院 経営・企画

呉医療センター 急性期推進プロジェクト

函館病院 経営・企画

仙台医療センター 経営・企画

松江病院 呼吸器センター推進プロジェクト

青森病院 経営

【１８年度】

病　院　名 特命事項

帯広病院 経営・企画

函館病院 経営・企画

仙台医療センター 経営・企画

松江病院 呼吸器センター推進プロジェクト

医王病院 経営・地域連携

浜田医療センター 病院経営・地域医療連携

北海道がんセンター 経営

【１９年度】

病　院　名 特命事項

北海道がんセンター 経営

函館病院 経営・企画

医王病院 経営・地域連携

【２０年度】

病　院　名 特命事項

西札幌病院 再編成

福島病院 経営・地域連携

医王病院 経営・地域連携

名古屋医療センター 看護師確保

大阪医療センター 看護師確保

【２１年度】

病　院　名 特命事項

西札幌病院（22年３月統合により廃止） 再編成

福島病院 経営・地域連携

医王病院 経営・地域連携

名古屋医療センター 看護師確保

大阪医療センター 看護師確保

浜田医療センター 経営･地域医療

九州医療センター 看護師確保

特命副院長の設置状況
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専任の職員を配置した病院





平成２１年度　専任職員配置病院

地域医療連携室 医療安全管理室

　北海道がんセンター ○ ○

　北海道医療センター ◎ ◎

　函館病院 ○ ○

　道北病院 ○ ○

　帯広病院 ○

　八雲病院 ○

　弘前病院 ○ ○

　八戸病院 ◎

　青森病院 ○ ○

　盛岡病院 ○ ○

　　花巻病院　　　　　 ○ ○

　岩手病院 ○ ○

　釜石病院

　仙台医療センター ○ ○

　西多賀病院 ○ ○

　宮城病院 ○ ○

　あきた病院 ○ ○

　山形病院 ○ ○

名　　　　　　　　　　　　　称
専任の職員を配置した病院

　米沢病院 ○

　福島病院 ○ ○

　いわき病院 ◎ ○

　水戸医療センター ○ ○

　霞ヶ浦医療センター ○ ○

　茨城東病院 ○ ○

　栃木病院 ○ ○

　宇都宮病院 ○ ○

　高崎総合医療センター ○ ○

　沼田病院 ○ ○

　西群馬病院 ○ ○

　西埼玉中央病院 ○ ○

　埼玉病院 ○ ○

　東埼玉病院 ○ ○

　千葉医療センター ○ ○

　千葉東病院 ○ ○

　下総精神医療センター ○ ○

　　下志津病院 ◎ ○

　東京医療センター ○ ○

　災害医療センター ○ ○

　東京病院 ○ ○

　村山医療センター ○ ○

　横浜医療センター ○ ○

　久里浜アルコール症センター ○ ○



平成２１年度　専任職員配置病院

地域医療連携室 医療安全管理室
名　　　　　　　　　　　　　称

専任の職員を配置した病院

　箱根病院 ○ ○

　相模原病院 ○ ○

　神奈川病院 ○ ○

　西新潟中央病院 ○ ○

　新潟病院 ○ ○

　さいがた病院 ○ ○

　甲府病院 ○ ○

　東長野病院 ◎ ○

　まつもと医療センター（松本病院） ○ ○

　まつもと医療センター（中信松本病院） ○ ○

　長野病院 ○ ○

　小諸高原病院 ○ ○

　富山病院 ○

　北陸病院 ○ ○

　金沢医療センター ○ ○

　医王病院 ○ ○

　七尾病院 ○ ○

　石川病院 ○ ○

　長良医療センター ○ ○長

　静岡てんかん･神経医療センター ○ ○

　静岡富士病院 ○

　天竜病院 ○ ○

　　静岡医療センター ○ ○

　名古屋医療センター ○ ○

　東名古屋病院 ○ ○

　東尾張病院 ○ ○

　豊橋医療センター ○ ○

　三重病院 ○ ○

　鈴鹿病院 ○ ○

　三重中央医療センター ○ ○

　榊原病院 ○ ○

　福井病院 ○ ○

　あわら病院 ◎

　滋賀病院 ○ ○

　紫香楽病院 ◎

　京都医療センター ○ ○

　宇多野病院 ○ ○

　舞鶴医療センター ○ ○

　南京都病院 ○ ○

　大阪医療センター ○ ○

　近畿中央胸部疾患センター ○ ○

　刀根山病院 ○ ○

　大阪南医療センター ○ ○



平成２１年度　専任職員配置病院

地域医療連携室 医療安全管理室
名　　　　　　　　　　　　　称

専任の職員を配置した病院

　神戸医療センター ○ ○

　姫路医療センター ○ ○

　兵庫青野原病院 ◎ ○

　兵庫中央病院 ◎ ○

　奈良医療センター ○ ○

　松籟荘病院 ○ ○

　南和歌山医療センター ○ ○

　和歌山病院 ○

　鳥取医療センター ○ ○

　米子医療センター ○ ○

　松江医療センター ○ ○

　浜田医療センター ○ ○

　岡山医療センター ○ ○

　南岡山医療センター ○ ○

　呉医療センター ○ ○

　福山医療センター ○ ○

　広島西医療センター ○ ○

　東広島医療センター ○ ○

○ ○　賀茂精神医療センター

　関門医療センター ○ ○

　山口宇部医療センター ○ ○

　岩国医療センター ○ ○

　柳井病院 ○

　東徳島病院 ◎ ○

　徳島病院 ◎ ○

　高松医療センター ◎ ○

○ ○

　香川小児病院 ○ ○

　四国がんセンター ○ ○

　愛媛病院 ○ ○

　高知病院 ○ ○

　小倉医療センター ○ ○

　九州がんセンター ○ ○

　九州医療センター ○ ○

　福岡病院 ◎ ○

　大牟田病院 ○ ○

　福岡東医療センター ◎ ○

　佐賀病院 ○ ○

　肥前精神医療センター ○ ○

　東佐賀病院 ○ ○

　嬉野医療センター ○ ○

　長崎病院 ○ ○

　長崎医療センター ○ ○

　善通寺病院



平成２１年度　専任職員配置病院

地域医療連携室 医療安全管理室
名　　　　　　　　　　　　　称

専任の職員を配置した病院

　熊本医療センター ○ ○

　熊本南病院 ○

　菊池病院 ◎ ○

　熊本再春荘病院 ◎ ○

　大分医療センター ○ ○

　別府医療センター ○ ○

　西別府病院 ○ ○

　宮崎東病院 ○ ○

　都城病院 ○

　宮崎病院 ○

　　鹿児島医療センター ○ ○

　指宿病院 ○ ○

　南九州病院 ○ ○

　沖縄病院 ○

　琉球病院 ○ ○

129病院 143病院

２０年度当該年度末の設置病院数（145病院中） 117病院 141病院

計

２１年度当該年度末の設置病院数（144病院中） 129病院 143病院

※ ◎は21年度新規設置病院
21年度末時点において、西札幌・札幌南の統合により病院数は144病院となる。



資料　78

平成２１年度増員のうち
特定集中治療室等の
新設・増設に伴うもの





病院名 ユニット名 施設基準取得月 増員数 併設元病棟名

舞鶴医療センター ＳＣＵ 0 → 6 Ｈ２０．１２ 17 ３号病棟

大阪医療センター ＳＣＵ 0 → 6 Ｈ２１．５ 16 東１１病棟

12 床の増 33 人の増員

※１　ＩＣＵ（特定集中治療室）は入院患者２人に対し看護師１人が必要

※２　増床数が同規模で増員数が異なるのは病院内の再配置によるため

●平成21年度増員のうち特定集中治療室等の新設・増設に伴うもの

病床数





資料　79

技能職員職名別在職状況





技
能

職
員

職
名

別
在

職
状

況

※
「

看
護

助
手

（
Ａ

）
」

欄
に

つ
い

て
は

、
看

護
師

免
許

取
得

見
込

の
者

で
免

許
登

録
ま

で
の

間
技

能
職

員
と

し
て

採
用

す
る

者
の

人
数

を
記

載
願

い
ま

す
。

※
下

記
職

名
に

該
当

し
な

い
職

員
が

在
職

す
る

場
合

は
、

「
そ

の
他

」
欄

に
そ

の
人

数
を

記
載

し
、

そ
の

内
訳

（
職

名
）

を
「

備
考

」
欄

に
記

載
願

い
ま

す
。

（
単

位
：
人

）

電 話 交 換 手

自 動 車 運 転 手

ボ イ ラ ー 技 士

作 業 手

電 気 士

営 繕 手

水 道 手

温 泉 手

調 理 師

洗 た く 長 等 職 員

看 護 助 手

薬 剤 助 手

診 療 エ ッ ク ス 線 助 手

臨 床 検 査 助 手

理 学 療 法 助 手

作 業 療 法 助 手

調 理 助 手

保 清 員

洗 た く 員

消 毒 員

H
1
6
.4

.1
現

在
1
2

3
0

7
5

9
7

1
1
7
8

2
7

1
9
6

8
2

4
1

1
1

5
5
2

1
3
2

6
8
4

H
1
7
.4

.1
現

在
1
2

2
9

7
1

8
8

1
1
6
8

2
5

1
7
4

5
2

2
1

1
5
0
7

1
8
5

6
9
2

H
1
8
.4

.1
現

在
1
2

2
5

6
8

8
8

1
1
6
3

2
2

1
6
1

5
2

1
1

1
4
7
8

1
6
6

6
4
4

H
1
9
.4

.1
現

在
1
1

2
4

6
4

7
7

1
1
5
7

1
9

1
4
1

4
2

1
1

1
4
4
0

1
9
2

6
3
2

H
2
0
.4

.1
現

在
9

2
3

6
2

7
7

1
1
4
8

1
5

1
2
2

3
2

1
1

1
4
0
2

1
6
3

5
6
5

H
2
1
.4

.1
現

在
6

2
0

5
8

7
7

1
1
3
7

1
4

1
0
4

3
2

1
1

1
3
6
2

1
9
2

5
5
4

H
2
2
.4

.1
現

在
5

2
0

5
4

7
8

1
3
1

1
2

9
3

1
2

1
3
3
4

1
6
6

5
0
0

H
1
6
.4

.1
現

在
2
1

4
0

1
0
2

1
1
9

3
3
1
5

3
3

2
4
2

1
6

2
5

2
1

8
0
2

4
6
7

1
,2

6
9

H
1
7
.4

.1
現

在
2
0

3
5

9
8

1
1
8

2
3
0
4

3
2

2
2
1

1
5

1
5

2
1

7
5
5

4
4
2

1
,1

9
7

H
1
8
.4

.1
現

在
1
7

3
2

9
4

1
1
8

2
2
9
3

2
8

2
0
3

1
4

1
5

2
1

7
1
1

5
4
8

1
,2

5
9

H
1
9
.4

.1
現

在
1
3

3
0

8
8

1
1
7

2
2
7
8

2
7

1
7
8

1
3

1
4

6
5
2

4
6
9

1
,1

2
1

H
2
0
.4

.1
現

在
1
2

3
1

8
0

1
1
5

2
2
6
8

2
6

1
4
6

9
1

4
5
9
5

4
8
5

1
,0

8
0

H
2
1
.4

.1
現

在
1
1

3
0

7
9

1
1
4

1
2
5
0

2
1

1
3
0

8
7

7
1
3

1
6

5
8
8

4
8
4

1
,0

7
2

H
2
2
.4

.1
現

在
1
0

2
9

7
4

1
1
3

1
2
3
6

1
9

1
1
1

8
1
1

1
0

2
0

1
0

5
5
3

5
8
4

1
,1

3
7

H
1
6
.4

.1
現

在
8

2
5

4
8

1
1
5

3
1
6
5

1
3

1
6
0

8
1

8
1

4
5
6

1
7
4

6
3
0

H
1
7
.4

.1
現

在
6

2
4

4
8

1
1
5

2
1
5
8

1
2

1
4
4

5
7

4
2
2

3
5
0

7
7
2

H
1
8
.4

.1
現

在
4

2
2

4
4

1
1
4

2
1
5
5

1
2

1
2
9

5
5

3
9
3

2
8
3

6
7
6

H
1
9
.4

.1
現

在
4

2
1

4
2

1
1
3

2
1
4
6

9
1
1
7

5
4

3
6
4

2
0
5

5
6
9

H
2
0
.4

.1
現

在
2

2
0

4
1

1
1
2

1
1
4
1

8
9
6

4
2

3
2
8

2
0
9

5
3
7

H
2
1
.4

.1
現

在
1

1
8

3
9

1
1

1
1
3
5

8
7
7

2
2

2
9
4

3
1
9

6
1
3

総 合 計
ブ

ロ
ッ

ク
計

北
海

道
東

北

関
東

信
越

東
海

北
陸

備 考

助
手

職
員

一
般

職
員

労
務

職
員

計 （ 看 護 助 手 Ａ を 除 く ）

看 護 助 手 （ Ａ ）

現
在

H
2
2
.4

.1
現

在
1

1
6

3
9

1
1

1
1
3
3

7
6
9

2
2

2
8
1

3
1
6

5
9
7

H
1
6
.4

.1
現

在
1
2

1
5

5
1

1
1

3
1

1
5
6

2
7

1
4
7

4
4

5
2

1
4
3
9

4
3
9

H
1
7
.4

.1
現

在
1
1

1
4

4
7

1
1

3
1

1
5
0

2
4

1
2
5

3
2

4
2

1
3
9
8

3
9
8

H
1
8
.4

.1
現

在
1
0

1
3

4
6

1
1

2
1

1
4
3

2
3

1
1
2

2
1

4
2

1
3
7
1

3
7
1

H
1
9
.4

.1
現

在
8

1
3

4
4

1
2

1
1

1
3
6

2
2

9
2

2
1

4
1

1
3
3
8

3
3
8

H
2
0
.4

.1
現

在
7

1
2

4
0

9
1

1
2
7

2
1

7
3

2
1

3
1

1
2
9
8

1
2
9
9

H
2
1
.4

.1
現

在
6

1
2

3
9

9
1

1
2
2

1
6

5
4

2
3

1
1

2
6
6

9
7

3
6
3

H
2
2
.4

.1
現

在
5

1
2

3
6

9
1

1
1
6

1
6

4
2

1
1

1
2
4
0

5
6

2
9
6

H
1
6
.4

.1
現

在
1
1

2
7

5
3

1
1
1

1
2
0
7

2
6

2
3
4

4
1

3
1

5
8
0

5
0

6
3
0

H
1
7
.4

.1
現

在
8

2
4

5
2

1
1
1

1
1
9
5

2
6

2
0
4

4
1

3
1

5
3
1

9
9

6
3
0

H
1
8
.4

.1
現

在
8

2
4

4
7

1
1

1
1
8
0

2
3

1
8
6

3
1

2
1

4
8
7

9
7

5
8
4

H
1
9
.4

.1
現

在
7

2
4

4
4

1
1

1
1
6
8

2
1

1
6
2

3
1

2
1

4
4
5

1
3
5

5
8
0

H
2
0
.4

.1
現

在
6

2
2

3
9

1
0

1
1
5
9

2
0

1
4
2

3
1

2
1

4
0
6

1
2
1

5
2
7

H
2
1
.4

.1
現

在
5

2
1

3
8

7
1

1
5
0

1
6

1
0
9

1
1

1
3
5
0

1
9
6

5
4
6

H
2
2
.4

.1
現

在
4

2
0

2
9

8
1

1
4
2

1
3

8
8

1
1

3
0
7

2
2
4

5
3
1

H
1
6
.4

.1
現

在
1
5

3
8

7
8

2
5

4
1

1
2
6
1

2
6

2
7
1

1
2

4
4

7
4
0

2
7
2

1
,0

1
2

H
1
7
.4

.1
現

在
1
2

3
8

7
7

1
2
4

3
1

1
2
4
9

2
3

2
5
4

1
1

2
2

6
9
8

4
7
6

1
,1

7
4

H
1
8
.4

.1
現

在
1
2

3
8

7
7

1
2
4

3
1

1
2
4
4

1
7

2
2
7

1
1

2
2

6
6
0

4
3
6

1
,0

9
6

H
1
9
.4

.1
現

在
1
0

3
5

7
4

1
2
2

3
1

1
2
3
8

1
7

2
0
7

1
2

2
2

6
2
5

5
3
4

1
,1

5
9

H
2
0
.4

.1
現

在
8

3
4

6
9

1
1
9

3
1

1
2
3
0

1
5

1
7
7

1
0

2
2

5
7
2

3
9
4

9
6
6

H
2
1
.4

.1
現

在
6

3
2

6
2

1
1
8

2
2
1
0

1
4

1
4
8

7
2

5
0
2

4
6
3

9
6
5

H
2
2
.4

.1
現

在
5

2
8

5
7

1
1
7

2
1
9
8

1
4

1
1
8

7
2

4
4
9

4
2
7

8
7
6

H
1
6
.4

.1
現

在
7
9

1
7
5

4
0
7

3
9
0

2
0

4
1

1
,2

8
2

1
5
2

1
,2

5
0

5
2

1
4

2
9

2
2

1
3

2
1

3
,5

6
9

1
,0

9
5

4
,6

6
4

H
1
7
.4

.1
現

在
6
9

1
6
4

3
9
3

4
8
7

1
8

4
1

1
,2

2
4

1
4
2

1
,1

2
2

4
3

8
2
3

2
2

1
2

1
1

3
,3

1
1

1
,5

5
2

4
,8

6
3

H
1
8
.4

.1
現

在
6
3

1
5
4

3
7
6

3
8
6

1
7

4
1

1
,1

7
8

1
2
5

1
,0

1
8

4
0

7
1
9

2
2

1
2

1
1

3
,1

0
0

1
,5

3
0

4
,6

3
0

H
1
9
.4

.1
現

在
5
3

1
4
7

3
5
6

3
8
2

1
5

4
1

1
,1

2
3

1
1
5

8
9
7

3
9

7
1
7

1
2

1
1

2
,8

6
4

1
,5

3
5

4
,3

9
9

H
2
0
.4

.1
現

在
4
4

1
4
2

3
3
1

3
7
2

1
3

4
1

1
,0

7
3

1
0
5

7
5
6

3
1

7
1
4

1
2

1
1

2
,6

0
1

1
,3

7
3

3
,9

7
4

H
2
1
.4

.1
現

在
3
5

1
3
3

3
1
5

2
6
6

1
1

3
1
,0

0
4

8
9

6
2
2

2
3

9
1
6

1
4

1
8

2
2
,3

6
2

1
,7

5
1

4
,1

1
3

H
2
2
.4

.1
現

在
3
0

1
2
5

2
8
9

2
6
5

1
2

2
9
5
6

8
1

5
2
1

1
9

1
3

1
7

2
0

1
1

1
2
,1

6
4

1
,7

7
3

3
,9

3
7

-
1
0

-
1
1

-
1
4

1
-
3

-
2

-
5
8

-
1
0

-
1
2
8

-
9

-
6

-
6

-
1

-
1

-
2
5
8

4
5
7

1
9
9

6
1
0

1
1

1
1

4
6

1
1
0
4

3
1

4
2
1
1

2
2

2
3
3

1
8

4
1
職

員
数

1
7

4
1
職

員
数

近
畿

中
国

四
国

九
　

州

全
国

計

1
7
.4

.1
職

員
数

-
1
6
.4

.1
職

員
数

-
6

-
1
0

-
1
7

-
1

-
1

-
1

-
4
6

-
1
7

-
1
0
4

-
3

-
1

-
4

-
2
1
1

-
2
2

-
2
3
3

-
1
0

-
7

-
2
0

-
4

-
2

-
5
5

-
1
0

-
1
2
1

-
1

-
2

-
1

-
2

-
1

-
2
3
6

5
-
2
3
1

-
9

-
5

-
2
5

-
1
0

-
2

-
5
0

-
1
0

-
1
4
1

-
8

-
3

-
2
6
3

-
1
6
2

-
4
2
5

-
9

-
9

-
1
6

-
1

-
6

-
2

-
1

-
1

-
6
9

-
1
6

-
1
3
4

-
8

2
2

1
3

1
6

1
-
1

-
2
3
9

3
7
8

1
3
9

-
5

-
8

-
2
6

-
1

1
-
1

-
4
8

-
8

-
1
0
1

-
4

4
1

6
-
7

-
1

-
1
9
8

2
2

-
1
7
6

-
4
9

-
5
0

-
1
1
8

-
1

-
2
5

-
8

-
2

-
1

-
3
2
6

-
7
1

-
7
2
9

-
3
3

-
1

-
1
2

1
8

9
-
3

-
2

-
1

-
1
4
0
5

6
7
8

-
7
2
7

1
8
.4

.1
職

員
数

-
1
7
.4

.1
職

員
数

1
9
.4

.1
職

員
数

-
1
8
.4

.1
職

員
数

2
0
.4

.1
職

員
数

-
1
9
.4

.1
職

員
数

2
1
.4

.1
職

員
数

-
2
0
.4

.1
職

員
数

差
引

計

2
2
.4

.1
職

員
数

-
2
1
.4

.1
職

員
数

1
 /

 1
 ペ

ー
ジ





資料　80

病院評価の方法について





Ｈ２１．１１．６

平成２０年度実績評価の概要

１．病院評価の全般的な考え方

（１）病院の実績を医療面及び経営面の２方面から評価することとし、加点方式で得たそ
れぞれのポイントの合計を病院の評価とする。

（２）ポイントは、１００点満点とし、医療面及び経営面それぞれを５０点とする。

（３）ポイントの評価方法
① 全病院のポイント決定後「平均ポイント」を計算する。

② 平均ポイントを「Ｂ」区分の中心とし、「Ｂ」区分の幅を２０点、その他の区分
の幅を５点と設定する。

区 分 ＡＡ Ａ Ａ' Ｂ Ｃ＋ Ｃ Ｄ

20年度 平均ﾎﾟｲﾝﾄを中心に
残り 5点 5点 5点 5点 残り

の幅 20点

平均ポイント
８３以上 ８２～７８ ７７～７３ ７２～ ６２ ～５３ ５２～４８ ４７～４３ ４２以下

６２

③ 評価委員会での国立病院機構の評価を勘案し、全病院のポイントに５％を加算す
る（平均ポイントには影響させない。）。

④ 以下の施設については、平成１９年度、２０年度の比較が困難であることから、
一律「Ｂ」評価とする。
ア．札幌南病院：平成１８年度より平成２１年度の統合に向けた大規模な病棟集
約等の取り組みを進めているため。

イ．まつもと医療センター：平成２０年４月に統合したため。

（４）平成２０年度実績に対する病院評価に向けての主な改正点
① 全体的な改正点

評価に係る病院のグループについては、各病院の規模及び機能に応じた見直しを
行った。

② 経営面の改正点
減価償却が医業収支率に大きく影響する病院の評価項目を新設。

hospnet
テキストボックス



２．病院評価（経営面）の考え方（項目及び配点）

（１）経営面の評価は、次の３つの側面から行う。
① 評価委員会の評価項目を中心とする評価［１９点］

評価委員会における中期計画の達成状況の評価項目となっている項目を中心に評
価する。【前年度からの改善等を評価】

② 病院の特殊性を反映した評価［２５点（５項目×５点）］
全病院を特色に応じてグループ化し、収支の結果が出にくい病院（結核及び精神
等）もできる限り平等に評価することを目的として、グループ内での平均を標準
として評価する。

③ その他経営に関する評価［６点］

（２）評価の方法
① 評価委員会の評価項目を中心とする評価 ［１９点］

ア 総収支率［４点］（①と②で最大４点）
① 総収支率
・１１０％以上 ・・・・・・・・・・３点
・１０５％以上、１１０％未満 ・・・２点
・１００％以上、１０５％未満 ・・・１点
② 平成１９年度決算からの総収支率の改善幅
・＋２％以上 ・・・・・・・・・・・２点
・＋０％以上、＋２％未満 ・・・・・１点

イ 平成１９年度決算からの人件費率＋委託費率の改善 ［４点］
改善し、かつ、実績が５０％未満・・・・・・・・４点
改善している ・・・・・・・・・・・・・・・３点
改善していないが、実績が５０％未満・・・・・・２点
改善していないが、医業収支率が改善している・・１点

ウ 平成１９年度決算からの材料費率の改善 ［２点］
改善している ・・・・・・・・・・・・・・・２点
改善していないが、医業収支率が改善している・・１点

エ 経常収支率 ［３点］
１１０％以上 ・・・・・・・・３点
１０５％以上 １１０％未満 ・・・・２点
１００％以上 １０５％未満 ・・・・１点

オ 医業収支率 ［３点］
１１０％以上 ・・・・・・・・３点
１０５％以上 １１０％未満 ・・・・２点
１００％以上 １０５％未満 ・・・・１点

カ 資金捻出力 ［３点］
・平成２０年度資金捻出額がプラスで、かつ、前年度より増額・３点
・平成２０年度資金捻出額プラス・・・・・・・・・・・・・・２点
・平成２０年度資金捻出額がマイナスだが、前年度より改善・・１点

注１ 医療観察法の指定入院医療機関となった病院は、病棟開棟までの準備経費や開棟
後の空床分の経費を補助金で賄うこととなっており、医業収益を使った指標での評
価は困難となっている。よって、精神医療中心グループに限り、医業収益＋補助金
等収益を用いた指標での評価とする。

通常：人件費率＋委託費率 ＝（人件費＋委託費）／ 医業収益
通常：材 料 費 率 ＝ 材 料 費 ／ 医業収益
通常：医 業 収 支 率 ＝ 医 療 収 益 ／ 診療業務費
精神：人件費＋委託費の率 ＝（人件費＋委託費）／（医業収益＋補助金等収益）
精神：材 料 費 率 ＝ 材 料 費 ／（医業収益＋補助金等収益）
精神：医 業 収 支 率 ＝（医業収益＋補助金等収益）／ 診療業務費



注２ 対前年度の人件費率については、ベアＵＰの影響がないため、前年度実績をその
まま使用する。

注３ 遊休建物等の解体撤去費及び除却損（臨時損失）並びにこれに係る助成金を「総
収支率及び経常収支率」の計算から除外する。

② 病院の特殊性を反映した評価 ［２５点］
病院を規模及び特色等に応じ、８つのグループに分類し、そのグループで下記項
目ごとの偏差値を算出し､一定のウェイト付けをした後にその数値により評価す
る｡

○偏差値（ウェイト付け後）
６０以上［５点］ 55以上60未満［４点］ 50以上55未満［３点］
45以上50未満［２点］ ４５未満［１点］

ア 収益性 ［５点］
・医業収支率、経常収支率、入院患者１人１日当たり診療収益、外来患者１人１
日当たり診療収益

イ 効率性 ［５点］
・人件費率、委託費率、材料費率、入院患者１人当たり医業費用、損益分岐点比
率

ウ 生産性 ［５点］
・職員１人当たり医業収益、職員１人１日当たり入院患者数、新入院患者率、医
療用器械備品回転率、建物回転率

エ 健全性 ［５点］
・流動比率、売上債権回転日数、棚卸資産回転日数、債務比率、債務償還年数

オ 成長性 ［５点］
・医業収支率の伸び、経常収支率の伸び、医業収益成長率、経常収益成長率

注１ 旧病院グループは、再編成により重症心身障害等の病床を有する病院がいくつか存
在していることから、「ア 収益性入院患者１人１日当たり診療収益」及び「ウ 生
産性 新入院患者率」については、一般病床（重心・筋ジス除く）のみの数値を用い
た指標での評価とする。

③ その他経営に関する評価 ［６点］
上記の他、経営に関する取組として、下記項目を評価する。
（ア～カを通じて最大６点とする。）

ア 預託金の預け入れの有無 ［２点］
（３月末日以降８月１日時点まで預託が続いているかどうか。）

・預託金有り、かつ、前年度より増額・・・・・２点
・預託金有り・・・・・・・・・・・・・・・・１点

イ 年度末の短期借入金残額の有無 ［２点］
（医薬品未払いに係る分は除く。）

・短期借入金無し・・・・・・・・・・・・・・２点
・短期借入金が有るが、前年度より減額・・・・１点

ウ 結核の新退院基準適用に対する配慮 ［４点］
・改善額がある病院・・・２点
・２０年度中に結核病棟の見直し等を行った病院・・・２点

エ 土地の有効活用を推進する取組 ［２点］
（２０年度中に「土地の有効活用推進事業」により、遊休建物等の解体撤去や
土地・建物の売却・貸付等の促進を行い、財務部に報告している病院。なお、
建物の解体撤去が終了（工事完了）した日が平成２１年３月３１日までのもの
を２０年度分とする。）



オ 平成１９年度決算からの総収支率の改善幅について、特に改善した病院に対
する評価 ［１点］
・＋５％以上・・・１点

カ 減価償却が医業収支率に大きく影響している病院に対する配慮［２点］
（減価償却前医業収支率（１００％以上に限る）と医業収支率との差が全病院
の標準偏差（σ）以上の病院を評価する。）
・差が「平均＋２σ」以上・・・２点
・差が「平均＋σ」以上、「平均＋２σ」未満・・・１点
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３．病院評価（医療面）の考え方（項目及び配点）

（１）医療面の評価についての考え方
① 国立病院機構が掲げる「診療」「臨床研究」「教育研修」の各分野から評価項目

を選定し基本項目として評価する。
また、国立病院機構の担う施策への貢献として考慮すべき項目を特記項目として
評価する。

② 基本項目は、診療３６点、臨床研究７点、教育研修７点の５０点とし、特記項目
の配点を加えて上限を５０点とする。

③ 基本項目の中で全病院一律に評価できない項目については病院の規模や機能毎の
グループに分けてそれぞれのグループ毎に評価する。
〔グループ分けの考え方〕

グループ分け(１)：病院の機能、規模等により分類
（経営面評価のグループ分けと同じ）

グループ分け(２)：臨床研究センター・臨床研究部の有無
臨床研修指定病院（単独型､管理型､協力型）の指定の有無
附属看護学校の有無により分類

④ 測定した指標を原則「対前年度比」により評価する。

（２）評価の方法

１） 基本項目

① 診療 ［３６点］

ア クリティカルパス ［５点］：グループ分け（１）
クリティカルパス実施率
（クリティカルパス実施症例数／退院患者数×100）

クリティカルパス実施率

（病） 20%未満 20%以上 40%以上 その他

（療） 10%未満 10%以上 20%以上

対 150%以上 ３点 ４点 ５点 ・20'実施症例数がない場合は
前 ０点
年 100%以上 ２点 ３点 ４点 ・前年度実施症例数がない場
度 合は前年度比を100～150%と
比 100%未満 １点 ２点 ３点 して配点

イ セカンドオピニオン ［３点］：グループ分けなし
窓口設置の有無及び利用者数を評価
・窓口設置している場合：２点
・窓口利用者が５０人以上の場合に加点：１点

ウ 患者満足度調査 ［５点］：グループ分けなし
入院と外来の全項目の平均の合計点にて評価

・８.５以上 ・・・・・・・４点
８.０以上８.５未満 ・・・・・３点
７.５以上８.０未満 ・・・・・２点
７.５未満 ・・・・・１点

・対前年度比１００％以上の場合に加点：１点
※有効回答数が少なく評価行うために最低必要な数に達しなかった病院は
評価から除外し、平均点の３点を配点



エ 救急対応 ［５点］：グループ分け（１）
救急患者受入数／一般病床数にて評価

（精神グループは精神病床数で除する）

救急患者受入数／
区分 一般(精神)病床数

その他
（病） 0～5件 5～10件 10件

未満 未満 以上
（療）

0～4件 4～7件 7件
未満 未満 以上

対 100%以上 ２点 ３点 ４点 ・20'受入数がない場合は０点
前度 ・前年度受入数がない場合は
年比 100%未満 １点 ２点 ３点 前年度比を100%として配点

・救急車搬送率(救急車搬送数／救急患者総数×100)が20%
以上または小児救急の受入れがある場合に加点：１点

オ 地域医療との連携 ［２点］：グループ分けなし
ⅰ 高額医療機器の共同利用

・共同利用率５％以上の場合：１点

ⅱ 地域医療に貢献する研修
・地域の医療者向け研修会を実施している場合：１点

カ 紹介率・逆紹介率 ［４点］：グループ分け（１）
ⅰ 紹介率

・上位３０％以内の場合：１点
・対前年度比１００％以上の場合に加点：１点

ⅱ 逆紹介率（同上）

キ 一般病床の平均在院日数 ［４点］：グループ分けなし
平均在院日数（一般病棟入院基本料を算定する病棟）で評価
・上位３５％以内の場合：４点
・上位３５％以外の場合は対前年度比が

８５％以下 ：４点
８５％超 ９０％以下：３点
９０％超 ９５％以下：２点
９５％超 １００％以下：１点

※一般病棟入院基本料算定病棟を有しない病院
又は前年度に当該病棟を有しない病院：２点

ク 医療安全に関する取組 ［４点］：グループ分けなし
ⅰ 職員に対する医療安全に関する研修会開催件数

・開催（２回）している場合：１点
・３回以上開催している場合に加点：１点

ⅱ 院内感染サーベイランス実施件数
・実施している場合：１点
・目的別サーベイランス項目が複数の場合に加点：１点

ケ 難病患者の受け入れ ［４点］：グループ分けなし
ⅰ 特定疾患患者の受入数（Ａ）と小児慢性特定疾患患者の受入数の合計

・受入患者数がある場合：１点
・受入患者数があり対前年度比が次の場合に加点

１１０％以上 ：２点
１００％以上１１０％未満：１点
（但し前年度実績がない場合は加点なし）



ⅱ 特定疾患重症者の受入数（Ｂ）
・（Ｂ）／（Ａ）５０％以上の場合に加点：１点

② 臨床研究 ［７点］

ア 治験の実施症例数 ［４点］：グループ分け（２）
（治験管理台帳により症例数を把握）
・実施症例数

上位３０％以内 ：４点
上位３０％超 ６０％以内：３点
上位６０％超 ９０％以内：２点
上位９０％超 ：１点
実施症例数なし ：０点

イ ＥＢＭ推進研究の実施症例数 ［２点］：グループ分けなし
ＥＢＭ推進のための大規模臨床研究（JNEPPV研究、J-NHOSAC研究、VENTIL研
究、RIFT-GV研究、HBP-DN研究、ASPU研究、AVIT-J研究、J-BRONCO研究、NHO
AF研究、J-PSVT研究、MARS研究）の実施症例数を評価

・実施症例数がある場合：２点

ウ 情報発信量（論文発表数） ［１点］：グループ分けなし
・発表した論文（掲載に係る審査あり）がある場合：１点

③ 教育研修に対する評価 ［７点］

ア 研修医・専修医・レジデント ［４点］：グループ分け（２）
研修医・専修医・レジデント・卒前医学生の延べ受入数について評価

《臨床研修指定病院（単独・管理・協力型病院）》
ⅰ 研修医の延べ受入数
・受入れがある場合：１点
・対前年度比１００％以上の場合又は単独・管理型病院についてはマッチ
ング率が０％でない場合に加点：１点

ⅱ 専修医・レジデントの延べ受入数
・受入れがある場合：１点
・対前年度比１００％以上の場合に加点：１点

《指定のない病院》
ⅰ 専修医・レジデントの延べ受入数
・受入れがある場合：１点
・対前年度比１００％以上の場合に加点：１点

ⅱ 卒前医学生の延べ受入数
・受入れがある場合：１点
・対前年度比１００％以上の場合に加点：１点

イ 看護教育への取組 ［３点］：グループ分け（２）
《看護学校を設置している病院》

ⅰ 卒業生の機構内病院就職率
（機構内病院就職者数／（卒業者数－機構内助産学校進学者数））
７０％以上の場合：２点
７０％未満の場合：１点

ⅱ 国家試験合格率
合格率１００％の場合：１点

《看護学校を設置していない病院》
ⅰ 機構内外の看護学校等からの学生実習の延べ受入数

・受入がある場合：１点
・受入があり対前年度比が次の場合に加点

１５０％以上 ：２点



１００％以上１５０％未満：１点
（但し前年度実績がない場合は加点なし）

２） 特記項目

① 医療観察法の受入施設としての貢献 ［４点］
・指定入院医療機関：３点（開設準備も含む）
・指定通院医療機関：１点（開設準備も含む）

② 医師派遣 ［６点］
ア 機構内の他施設へ診療援助のための医師派遣を評価する
（ブロック事務所が調整したもの。レジデント等も含む。）

・派遣延べ人・日数
１００日以上 ：３点
５０日以上９９日以下：２点
１日以上４９日以下 ：１点

イ 理事長、国及び都道府県の要請による緊急医師派遣を行った場合：３点

③ 災害医療活動 ［２点］
①岩手・宮城内陸地震及び岩手県沿岸北部地震に関し医療班を派遣した場合：１点
②ＤＭＡＴを有している病院：１点

④ 長期慢性疾患医療の改善への取組 ［６点］
重筋心身障害・筋ジストロフィー、結核、精神を重複している病院の評価は、
最も評価の高い分野の評価を採用する。

ア 重症心身障害・筋ジストロフィー ［６点］
ⅰ 超重症児（者）の受入数／重症心身障害（又は筋ジストロフィー）の病床

数（％）
（※重症心身障害、筋ジストロフィーの何れか高い点数で評価）
上位３０％ ：４点
上位３０％超 ６０％以内：３点
上位６０％超 ：２点

ⅱ 患者家族宿泊施設がある場合又は通園事業を行っている場合：２点

イ 精神 ［６点］
ⅰ 精神科時間外の受入数

上位３０％ ：４点
上位３０％超 ６０％以内：３点
上位６０％超 ：２点

ⅱ 精神科デイケアを行っている場合：２点

ウ 結核 ［６点］
ⅰ 結核病床の平均在院日数

・平均在院日数６０日以内：２点
又は対前年度比

９０％以下 ：２点
９０％超１００％以下：１点

ⅱ ＤＯＴＳカンファレンス（患者の服薬支援に関する地域保健所との連絡
会）の実施
・開催している場合：２点

ⅲ ＤＯＴＳの実施
・ＤＯＴＳ実施率９０％以上：２点

⑤その他（機構のアピールに関する貢献） ［２点］
・中央官庁の長等による表彰を受けた場合を考慮
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千
葉
医
療

1
1
西
多
賀

7
1
広
島
西
医
療

1
1
埼
玉

1
1
山
形

7
1
沖
縄

1
2
西
多
賀

7
2
岡
山
医
療

1
2
東
長
野

1
2
東
京
医
療

1
2
宮
城

7
2
賀
茂
精
神
医
療

1
2
東
埼
玉

1
2
米
沢

7
2
琉
球

1
3
宮
城

7
3
南
岡
山
医
療

1
3
富
山

1
3
災
害
医
療

1
3
あ
き
た

7
3
関
門
医
療

1
3
千
葉
医
療

1
3
福
島

1
4
山
形

7
4
呉
医
療

1
4
七
尾

1
4
横
浜
医
療

1
4
米
沢

7
4
山
口
宇
部

1
4
千
葉
東

1
4
い
わ
き

1
5
福
島

7
5
福
山
医
療

1
5
石
川

1
5
新
潟

1
5
い
わ
き

7
5
柳
井

1
5
下
志
津

1
5
霞
ケ
浦
医
療

1
6
水
戸
医
療

7
6
広
島
西
医
療

1
6
静
岡
て
ん
か
ん

1
6
長
野

1
6
霞
ケ
浦
医
療

7
6
徳
島

1
6
東
京
医
療

1
6
茨
城
東

1
7
霞
ケ
浦
医
療

7
7
東
広
島
医
療

1
7
静
岡
富
士

1
7
富
山

1
7
茨
城
東

7
7
高
松
医
療

1
7
災
害
医
療

1
7
栃
木

1
8
茨
城
東

7
8
賀
茂
精
神
医
療

1
8
東
名
古
屋

1
8
金
沢
医
療

1
8
宇
都
宮

7
8
香
川
小
児

1
8
東
京

1
8
高
崎

1
9
栃
木

7
9
関
門
医
療

1
9
福
井

1
9
静
岡
医
療

1
9
沼
田

7
9
四
国
が
ん

1
9
村
山
医
療

1
9
沼
田

2
0
宇

都
宮

8
0
山

口
宇

部
2
0
あ
わ

ら
2
0
名

古
屋

医
療

2
0
西

群
馬

8
0
九

州
が

ん
2
0
横

浜
医

療
2
0
西

埼
玉

中
央

2
1
高
崎

8
1
岩
国
医
療

2
1
紫
香
楽

2
1
三
重
中
央
医
療

2
1
埼
玉

8
1
小
倉
医
療

2
1
久
里
浜

2
1
下
総
精
神
医
療

2
2
西
群
馬

8
2
柳
井

2
2
南
京
都

2
2
京
都
医
療

2
2
東
埼
玉

8
2
福
岡

2
2
相
模
原

2
2
箱
根

2
3
西
埼
玉
中
央

8
3
東
徳
島

2
3
兵
庫
青
野
原

2
3
舞
鶴
医
療

2
3
千
葉
東

8
3
大
牟
田

2
3
西
新
潟
中
央

2
3
神
奈
川

2
4
埼
玉

8
4
高
松
医
療

2
4
松
江

2
4
大
阪
医
療

2
4
下
総
精
神
医
療

8
4
福
岡
東
医
療

2
4
新
潟

2
4
甲
府

2
5
東
埼
玉

8
5
善
通
寺

2
5
徳
島

2
5
大
阪
南
医
療

2
5
下
志
津

8
5
佐
賀

2
5
さ
い
が
た

2
5
東
長
野

2
6
千
葉
医
療

8
6
香
川
小
児

2
6
九
州
が
ん

2
6
姫
路
医
療

2
6
東
京

8
6
肥
前
精
神
医
療

2
6
金
沢
医
療

2
6
長
野

2
7
千
葉
東

8
7
四
国
が
ん

2
7
大
牟
田

2
7
米
子
医
療

2
7
村
山
医
療

8
7
東
佐
賀

2
7
静
岡
て
ん
か
ん

2
7
小
諸
高
原

2
8
下
総
精
神
医
療

8
8
愛
媛

2
8
東
佐
賀

2
8
浜
田
医
療

2
8
久
里
浜

8
8
長
崎

2
8
静
岡
医
療

2
8
富
山

2
9
東
京
医
療

8
9
高
知

2
9
長
崎

2
9
岡
山
医
療

2
9
相
模
原

8
9
長
崎
神
経
医
療

2
9
名
古
屋
医
療

2
9
北
陸

3
0
災
害
医
療

9
0
小
倉
医
療

3
0
宮
崎

3
0
呉
医
療

3
0
神
奈
川

9
0
熊
本
南

3
0
東
名
古
屋

3
0
医
王

3
1
東
京

9
1
九
州
医
療

3
1
岩
国
医
療

3
1
箱
根

9
1
菊
池

3
1
豊
橋
医
療

3
1
七
尾

3
2
横
浜
医
療

9
2
福
岡

3
2
東
徳
島

3
2
西
新
潟
中
央

9
2
熊
本
再
春
荘

3
2
三
重

3
2
石
川

3
3
久
里
浜

9
3
福
岡
東
医
療

3
3
善
通
寺

3
3
さ
い
が
た

9
3
大
分
医
療

3
3
三
重
中
央
医
療

3
3
長
良
医
療

3
4
相
模
原

9
4
佐
賀

3
4
愛
媛

3
4
甲
府

9
4
西
別
府

3
4
京
都
医
療

3
4
静
岡
富
士

3
5
神
奈
川

9
5
肥
前
精
神
医
療

3
5
高
知

3
5
東
長
野

9
5
宮
崎
東

3
5
宇
多
野

3
5
天
竜

3
6
西
新
潟
中
央

9
6
嬉
野
医
療

3
6
九
州
医
療

3
6
小
諸
高
原

9
6
宮
崎

3
6
舞
鶴
医
療

3
6
東
尾
張

3
7
さ
い
が
た

9
7
長
崎
医
療

3
7
嬉
野
医
療

3
7
北
陸

9
7
指
宿

3
7
大
阪
医
療

3
7
鈴
鹿

3
8
甲
府

9
8
長
崎
神
経
医
療

3
8
長
崎
医
療

3
8
医
王

9
8
南
九
州

3
8
近
畿
中
央
胸
部

3
8
榊
原

3
9
長
野

9
9
熊
本
医
療

3
9
熊
本
医
療

3
9
七
尾

9
9
沖
縄

3
9
刀
根
山

3
9
福
井

4
0
小

諸
高

原
1
0
0
熊

本
南

4
0
別

府
医

療
4
0
石

川
1
0
0
琉

球
4
0
大

阪
南

医
療

4
0
あ
わ

ら
4
1
北
陸

1
0
1
菊
池

4
1
都
城

4
1
長
良
医
療

4
1
鳥
取
医
療

4
1
滋
賀

4
2
金
沢
医
療

1
0
2
熊
本
再
春
荘

4
2
鹿
児
島
医
療

4
2
静
岡
て
ん
か
ん

4
2
米
子
医
療

4
2
紫
香
楽

4
3
医
王

1
0
3
大
分
医
療

4
3
静
岡
富
士

4
3
岡
山
医
療

4
3
南
京
都

4
4
長
良
医
療

1
0
4
別
府
医
療

4
4
天
竜

4
4
南
岡
山
医
療

4
4
神
戸
医
療

4
5
天
竜

1
0
5
西
別
府

4
5
東
名
古
屋

4
5
呉
医
療

4
5
姫
路
医
療

4
6
静
岡
医
療

1
0
6
宮
崎
東

4
6
東
尾
張

4
6
福
山
医
療

4
6
兵
庫
青
野
原

4
7
名
古
屋
医
療

1
0
7
都
城

4
7
豊
橋
医
療

4
7
東
広
島
医
療

4
7
兵
庫
中
央

4
8
東
尾
張

1
0
8
鹿
児
島
医
療

4
8
三
重

4
8
関
門
医
療

4
8
奈
良
医
療

4
9
豊
橋
医
療

1
0
9
指
宿

4
9
鈴
鹿

4
9
山
口
宇
部
医
療

4
9
松
籟
荘

5
0
三
重

1
1
0
南
九
州

5
0
榊
原

5
0
岩
国
医
療

5
0
南
和
歌
山
医
療

5
1
鈴
鹿

1
1
1
沖
縄

5
1
福
井

5
1
徳
島

5
1
和
歌
山

5
2
三

重
中

央
医

療
1
1
2
琉

球
5
2
あ
わ

ら
5
2
善

通
寺

5
2
松

江
医

療
5
3
榊
原

5
3
滋
賀

5
3
香
川
小
児

5
3
浜
田
医
療

5
4
滋
賀

5
4
紫
香
楽

5
4
四
国
が
ん

5
4
広
島
西
医
療

5
5
京
都
医
療

5
5
宇
多
野

5
5
高
知

5
5
賀
茂
精
神
医
療

5
6
宇
多
野

5
6
南
京
都

5
6
小
倉

5
6
柳
井

5
7
舞
鶴
医
療

5
7
近
畿
中
央
胸
部

5
7
九
州
が
ん

5
7
東
徳
島

5
8
大
阪
医
療

5
8
刀
根
山

5
8
九
州
医
療

5
8
高
松
医
療

5
9
近
畿
中
央
胸
部

5
9
神
戸
医
療

5
9
福
岡

5
9
愛
媛

6
0
刀
根
山

6
0
兵
庫
青
野
原

6
0
大
牟
田

6
0
佐
賀

※
2
年

課
程

も
含

む
※

卒
業

生
の

無
い
場

合
も
含

む
※

院
内

標
榜

臨
床

研
究

部
の

場
合

も
含

む
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日本医療機能評価機構の
認定病院一覧





認定日 種別・区分

1 北海道がんセンター H19.5 一般500床以上

2 道北病院 H17.5 一般200床以上500床未満

3 弘前病院 H20.7 一般200床以上500床未満

4 仙台医療センター H21.8 一般500床以上

5 水戸医療センター H19.3 一般500床以上

6 霞ヶ浦医療センター H17.8 一般200床以上500床未満

7 茨城東病院 H21.3 一般200床以上500床未満

8 沼田病院 H21.9 一般200床以上500床未満

9 西群馬病院 H20.2 一般200床以上500床未満

10 東京医療センター H17.6 一般500床以上

11 災害医療センター H18.12 一般200床以上500床未満

12 東京病院 H17.7 一般200床以上500床未満

13 村山医療センター H21.3 一般200床以上500床未満

14 横浜医療センター H18.4 一般500床以上

15 まつもと医療センター中信松本病院 H19.4 一般200床以上500床未満

16 長野病院 H18.6 一般200床以上500床未満

17 金沢医療センター H17.4 一般500床以上

18 長良医療センター H20.6 一般500床以上

19 静岡てんかん･神経医療センター H19.7 一般200床以上500床未満

20 静岡医療センター H22.2 一般200床以上500床未満

21 名古屋医療センター H21.7 一般500床以上

22 東名古屋病院 H20.7 一般200床以上500床未満

23 豊橋医療センター H19.3 一般200床以上500床未満

24 三重中央医療センター H18.4 一般200床以上500床未満

25 福井病院 H19.2 一般200床以上500床未満

26 京都医療センター H17.4 一般500床以上

27 大阪医療センター H20.2 一般500床以上

28 近畿中央胸部疾患センター H17.4 一般500床以上

29 神戸医療センター H19.2 一般200床以上500未満

30 南和歌山医療センター H20.12 一般200床以上500床未満

31 浜田医療センター H20.6 一般200床以上500床未満

32 岡山医療センター H19.4 一般500床以上

33 南岡山医療センター H18.6 一般500床以上

34 呉医療センター H19.5 一般500床以上

35 東広島医療センター H18.8 一般200床以上500床未満

36 山口宇部医療センター H17.3 一般200床以上500床未満

37 岩国医療センター H21.7 一般500床以上

38 四国がんセンター H19.5 一般200床以上500床未満

39 高知病院 H20.9 一般200床以上500床未満

40 九州がんセンター H18.6 一般200床以上500床未満

41 九州医療センター H21.6 一般500床以上

42 肥前精神医療センター H18.11 精神400床以上

43 嬉野医療センター H18.1 一般200床以上500床未満

44 長崎医療センター H17.4 一般500床以上

45 長崎川棚医療センター H17.12 一般200床以上500床未満

46 熊本再春荘病院 H20.3 一般500床以上

47 大分医療センター H20.3 一般200床以上500床未満

48 西別府病院 H20.6 一般200床以上500床未満

49 南九州病院 H18.3 一般200床以上500床未満

日本医療機能評価機構の認定病院一覧

医療機関名
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北海道医療センターパンフレット
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統合新病院（善通寺・香川小児）の
基本計画（概要）について





（平成２２年５月１３日公表）

統合新病院（善通寺・香川小児）の基本計画（概要）について

◎ 基本構想概要

◇ 基 本 方 針

独立行政法人国立病院機構善通寺病院と独立行政法人国立病院機構香川小児病
院を独立行政法人国立病院機構善通寺病院の地で統合し 「成育医療、循環器病」、
に関する急性期医療を広域的に行う中心施設として、高度で専門的な医療、臨床
研究、教育研修、情報発信の機能を備えた施設として整備します。

また、重症心身障害児（者）に対する医療・療育の機能を備えた施設として整
備します。

◇ 統合予定時期 平成２６年度

◇ 場 所 善通寺市仙遊町２丁目１番１号（善通寺病院の地）

◇ 病 床 規 模 ６８７床（一般４５２床、重症心身障害２１５床、精神２０床）

◇ 診 療 科 ３２診療科
内科、心療内科、精神科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、
循環器内科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、外科、整形外
科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外
科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、
リハビリテーション科、放射線科、歯科、麻酔科、新生児内科、
小児・思春期科、不妊治療科、周産期内科、血液・腫瘍内科

◇ 主な機能

［診療］
ア．成育医療（総合周産期母子医療センター、小児医療センター 、循環器病（循）

環器病センター 、脳卒中・心筋梗塞（血管内治療センター 、骨・運動器疾患） ）
（骨・運動器センター 、救命救急に関する高度で専門的な医療を行います。）

イ．集中治療部（ ・ ・ ・ ）において一元的に重症患者の治療をICU CCU SCU PICU
行います。

ウ．がん及び生活習慣病（糖尿病等）に対する専門的な医療を行います。
エ．重症心身障害児（者）に対する医療のほか、 型通園事業を行います。A
オ．思春期病棟（心の診療部２０床）は精神病床で運営します。
カ．エイズに関する専門的医療を行います （エイズ治療拠点病院）。
キ．災害時の診療支援機能を備え、高度で総合的な医療を行います。

［臨床研究］
主として、成育医療、循環器疾患に関する臨床研究を行います。

［教育研修］
大型看護学校の運営や臨床研修医等の医療関係者に対する教育研修を行います。



◎ 整備の考え方

・ 成人を対象とした急性期医療を行う善通寺病院と、周産期医療センター、小
児医療並びに重症心身障害児（者）医療に特化し成育医療を中心とした香川小
児病院の二つの病院が統合するものであり、統合病院ではそれぞれの目指す機
能が強化されることはもとより、０歳児から高齢者に至るまですべての患者さ
んにとって統合のメリットを十二分に感じていただける病院として全面新築整
備します。

・ 診療機能の充実と効率化が図れる構造とします。
・ 成育医療、成人を対象とした循環器病及び骨・運動器疾患を中心とした成人
医療の総合医療センターとして整備するとともに、臨床研究、教育研修、情報
発信の機能を備えた施設とします。また、成育医療機能と成人医療機能がそれ
ぞれ最大限に発揮されるとともに、これらの機能が総合的・効率的に働きうる
ように、連携が図れる構造とします。

・ 種々の患者さんに対応した、質の高い医療を展開でき、なおかつ、患者さん
にとって快適な医療を享受できる病室等の配置計画、療養環境及びプライバシ
ーに配慮した整備とします。

・ 救命救急機能を備え、広域災害時にも対応できる高度で専門的な医療の提供
できる病院として整備します。

・ 安定した経営と環境負荷の低減の双方に寄与できる整備とします。
・ 地震による影響を最小限とするため免震構造とします。
・ 屋上緑化を取り入れ、環境に配慮した病院とします。

◎ 各部門の考え方

主な機能に対応できるように、必要な広さと機能を確保します。
〔病棟部門〕

・ 院内感染及び喧噪を避けるため成育・重症心身障害児（者）及び成人病棟の
棲み分けに配慮した整備とします。

・ 手術、 、病棟等の動線に配慮した配置とします。ICU
〔中央診療部門〕

・ 放射線部門、検査部門、手術部門、集中治療部門及び救急部門等の連携に配
慮した整備とします。

・ リハビリ部門は成人と小児のゾーンを分けた整備とします。
〔管理部門等〕

・ 事務部門、医局は大部屋とし極力無駄なスペースをなくし、効率的な配置と
します。

◎ その他

・ 整備については、出来る限り早い時期（２２年度中）に工事着工を予定して
います。

・ 臨床研究、教育研修の充実を図るスペースの確保に配慮します。



【統合新病院の完成イメージ図】
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できることから始めよう！
国立病院機構ＱＣ活動奨励表彰





第
３

期
で

き
る

こ
と

か
ら

始
め

よ
う

！
国

立
病

院
機

構
Q

C
活

動
奨

励
表

彰
第

３
期

で
き

る
こ

と
か

ら
始

め
よ

う
！

国
立

病
院

機
構

Q
C
活

動
奨

励
表

彰
Ｑ

Ｃ
◆
兵
庫
青
野
原
病
院

包
括

的
重

症
心

身
障

害
児

（
者

）
医

療
の
充

実
～
在
宅
重
症
心
身
障
害
児
（者

）の
短
期
入
所
受
入
れ
へ
の
取
組
～

年
包
括
的
重
症
心
身
医
療
の
実
践
の
た
め
、
重

症
心
身
障
害
病
棟
が
満
床
で
対
応
で
き
な
い

在
宅
重
症
心
身
障
害
児
（
者
）
の
短
期
入
所
を

一
般

病
棟

で
受

け
入

れ
る
た
め
に
取
り
組

ん
だ
。

年 間 最 優 秀

◆
福

山
医

療
セ

ン
タ
ー

・
◆
高
知
病
院

◆
仙

台
医

療
セ
ン
タ
ー

秀 賞

平
成
1
9
年
度
、
手
術
室
で
固
定
チ
ー
ム

ナ
ー
シ
ン
グ
を
導

入
し
て
2
年

目
に
な
り

各

◆
福

山
医

療
セ

ン
タ

チ
ー

ム
で

改
善

！
コ

ス
ト
削
減
！

図
ろ

う
オ

ッ
ペ

（
O
P
）

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

◆
高
知
病
院

検
査

科
に
お
け
る
経
営
改
善
の
取
組

検
査

科
の

生
化

学
・
免

疫
検

査
部

門
で
１
３
台

の
分

析
機
器
が
稼
働
し
て
い
た
。
特
に
免
疫
検
査
に
お
い
て
は

が

◆
仙

台
医

療
セ
ン
タ

汚
物

室
を
き
れ
い
に
し
よ
う
!
!
!
～
メ
タ
ロ
β
･
ラ

ク
タ

マ
ー

ゼ
産

生
緑

膿
菌
検

出
を
な

く
す
～

当
病
棟
で
は
ﾒ
ﾀ
ﾛ
β
‐ﾗ
ｸ
ﾀ
ﾏ
ｰ
ｾ
ﾞ産

生
緑
膿
菌
感
染

患
者
が
院
内
で
最
も
多
か
っ
た
が

排
泄
物
処
理

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
年

ナ
ー
シ
ン
グ
を
導

入
し
て
2
年

目
に
な
り
、
各

グ
ル
ー
プ
が
医
療
安
全
や
業
務
改
善
な
ど

の
小
集
団
活
動
に
1
年
間
取
り
組
ん
だ
結
果
、

業
務
改
善
と
コ
ス
ト
削
減
を
図
る
こ
と
が
で
き

た
。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

消
耗

品
、
試

薬
代

に
コ
ス
ト
を
費

や
し
、
収

支
状

況
が
悪

化
し
て
い
た
。
生
化
学
・
免
疫
検
査
機
器
を
1
台
に
集
約

稼
働

す
る
と
と
も
に
、
院

内
検

査
項

目
と
外

部
委

託
検

査
項

目
の

見
直

し
を
行

い
経

営
の

効
率

化
、
迅

速
化

、
人
的
効
率
化
を
図
り
業
務
改
善
、
経
営
改
善
に
取
り
組

ん
だ
。

患
者
が
院
内
で
最
も
多
か
っ
た
が

、
排
泄
物
処
理

方
法

の
改

善
と
と
も
に
汚

物
室

の
環

境
を
整

え
る

こ
と
で
、
汚
物
室
か
ら
の
ﾒ
ﾀ
ﾛ
β
‐ﾗ
ｸ
ﾀ
ﾏ
ｰ
ｾ
ﾞ産

生
緑

膿
菌
の
検
出
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
、
感
染
患
者
を

ｾ
ﾞﾛ
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

間 優 秀 賞
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・



応
募

件
数

福
山

医
療

セ
ン
タ
ー

呉
医
療

セ
ン

タ
ー

宮
崎

東
病

院
函
館
病
院

八
戸
病
院

チ
ー

ム
で

改
善

！
コ

ス
ト

削
減

！
図

ろ
う

オ
ッ

ペ
（
Ｏ

Ｐ
）
！

病
棟

の
顔

は
私

で
す

！
～

看
護

師
長

が
相

談
窓

口
で

あ
る

こ
と

を
ア

ピ
ー

ル
し

て
～

人
工

呼
吸

器
の

事
故

防
止

作
戦

～
計

画
的

出
前

講
座

に
取

り
組

ん
で

～
ゴ

ミ
の

中
か

ら
宝

を
探

そ
う

～
感

染
性

廃
棄

物
の

処
理

費
用

削
減

～
濃

厚
流

動
食

で
コ

ス
ト

ダ
ウ

ン
！

下
志

津
病

院
東
京
病

院
医

王
病

院
愛
媛
病
院

沖
縄
病
院

小
児

科
に

お
け

る
肺

機
能

検
査

向
上

へ
の

取
り

組
み

に
つ

い
て

Ｍ
Ｒ

Ｉ装
置

更
新

に
伴

う
吸

着
事

故
防

止
対

策
の

徹
底

重
症

心
身

障
害

者
の

拘
束

へ
の

意
識

改
革

を
試

み
て

～
ベ

ッ
ド

柵
の

検
討

～
こ

こ
ろ

を
さ

さ
え

る
看

護
外

来
日

常
茶

飯
の

“
飯

”
に

注
目

し
た

脱
“
て

ー
げ

ー
隊

”
の

も
う

き
話

～
オ

ー
ダ

リ
ン

グ
が

完
成

さ
れ

て
な

い
施

設
で

の
ア

ナ
ロ

グ
な

奮
闘

記
～

高
知

病
院

仙
台
医

療
セ

ン
タ

ー
東

京
医

療
セ

ン
タ

ー
西

多
賀
病
院

千
葉
東
病
院

検
査

科
に

お
け

る
経

営
改

善
の

取
組

Ｕ
Ｒ

Ｏ
ウ

ロ
し

な
い

で
ウ

ォ
ー

キ
ン

Ｇ
Ｏ

Ｏ
～

ウ
ロ

ガ
ー

ド
カ

バ
ー

の
改

良
～

臨
床

検
査

技
師

の
フ

レ
ッ

ク
ス

勤
務

制
導

入
に

よ
る

「
外

来
超

音
波

検
査

サ
ー

ビ
ス

向
上

」
及

び
「
経

営
改

善
」
へ

の
取

組

外
来

ホ
ー

ル
で

ち
ょ

っ
と

し
た

お
も

て
な

し
感

染
性

胃
腸

炎
対

策
～

ノ
ロ

退
治

　
み

ん
な

（
で

）
や

れ
ば

　
コ

ワ
ク

ナ
イ

！
～

三
重

中
央

医
療
セ
ン
タ
ー

滋
賀
病
院

佐
賀

病
院

宮
崎
病
院

管
理

栄
養

士
専

攻
学

生
の

教
育

・
育

成
に

お
け

る
Ｑ

Ｃ
活

動
の

取
組

～
学

生
参

画
に

よ
る

糖
尿

病
バ

イ
キ

ン
グ

の
試

み
～

転
倒

・
転

落
事

故
防

止
の

取
組

～
転

倒
転

落
事

故
防

止
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

活
動

を
通

じ
て

～

高
騰

す
る

重
油

代
を

減
ら

せ
患

者
及

び
家

族
の

満
足

度
向

上
を

目
指

し
て

仙
台

医
療

セ
ン
タ
ー

ま
つ
も

と
医

療
セ

ン
タ

ー
松

籟
荘

病
院

久
里

浜
ア

ル
コ

ー
ル

症
セ

ン
タ

ー
名
古
屋
医
療
セ
ン
タ
ー

汚
物

室
を

き
れ

い
に

し
よ

う
!!!

～
メ

タ
ロ

β
・
ラ

ク
タ

マ
ー

ゼ
産

生
緑

膿
菌

検
出

を
な

く
す

た
め

に
～

衛
生

材
料

費
減

ら
せ

な
い

？
当

院
の

風
土

・
環

境
に

根
ざ

し
た

集
合

教
育

へ
の

取
り

組
み

抗
酒

薬
パ

ン
フ

改
善

に
よ

る
服

薬
指

導
業

務
の

効
果

造
影

剤
の

管
理

あ
わ

ら
病

院
高
知
病

院
長

崎
病

院
大
分
医
療
セ
ン
タ
ー

南
九
州
病
院

フ
ー

ド
・
マ

イ
レ

ー
ジ

～
Ｅ

Ｃ
Ｏ

で
安

全
な

お
い

し
さ

を
求

め
て

～
マ

タ
ニ

テ
ィ

・
ヨ

ー
ガ

で
心

も
か

ら
だ

も
リ

フ
レ

ッ
シ

ュ
食

を
楽

し
も

う
！

～
M

O
T
T
O

 M
O

T
T
O

～
よ

り
多

く
の

患
者

様
に

「
愛

の
心

・
手

」
～

物
忘

れ
検

査
の

地
域

医
療

連
係

～
子

ど
も

の
転

倒
・
転

落
防

止
へ

の
取

組

兵
庫

青
野

原
病
院

小
倉
医

療
セ

ン
タ

ー
西

多
賀

病
院

仙
台
医
療
セ
ン
タ
ー

金
沢
医
療
セ
ン
タ
ー

包
括

的
重

症
心

身
障

害
児

（
者

）
医

療
の

充
実

　
～

在
宅

重
症

心
身

障
害

児
（
者

）
の

短
期

入
所

受
け

入
れ

へ
の

取
組

～

と
に

か
く
、

で
き

る
と

こ
ろ

か
ら

始
め

よ
う

！
～

Q
C

活
動

を
ツ

ー
ル

と
し

て
意

識
改

革
に

火
を

つ
け

ろ
～

限
度

額
適

用
認

定
証

の
提

示
率

Ｕ
Ｐ

に
よ

る
収

納
未

済
発

生
を

防
ぐ

取
組

み
一

緒
に

作
ろ

う
共

同
計

画
　

～
あ

な
た

の
本

心
き

か
せ

て
～

適
正

か
つ

安
全

な
輸

液
ポ

ン
プ

使
用

を
目

指
し

た
使

用
中

点
検

表
の

作
成

京
都

医
療

セ
ン
タ
ー

姫
路
医

療
セ

ン
タ

ー
善

通
寺

病
院

福
岡
東
医
療
セ
ン
タ
ー

道
北
病
院

「
経

営
改

善
」
～

環
境

改
善

を
踏

ま
え

た
業

務
効

率
の

改
善

～
患

者
と

共
に

考
え

よ
う

！
ス

ト
ッ

プ
　

ザ
転

倒
・
転

落
超

音
波

検
査

へ
の

業
務

シ
フ

ト
予

防
衣

が
大

変
身

～
縛

ら
ず

安
全

な
抑

制
～

朝
は

あ
け

ぼ
の

※
四

半
期

毎
に

最
優

秀
賞

に
選

ば
れ

た
取

組
の

中
か

ら
、

年
間

最
優

秀
賞

・
年

間
優

秀
賞

を
決

定
。

8
7
 件

【
第

３
期

】
　

四
半

期
毎

の
最

優
秀

賞
・
特

別
優

秀
賞

・
優

秀
賞

　
取

組
一

覧

最 優 秀 賞

特 別 優 秀 賞

特 別 優 秀 賞

優 秀 賞

優 秀 賞

優 秀 賞

優 秀 賞 優 秀 賞

優 秀 賞 優 秀 賞

優 秀 賞

優 秀 賞

第 １ 四 半 期

1
9
 件

第 ２ 四 半 期

最 優 秀 賞

特 別 優 秀 賞

特 別 優 秀 賞

優 秀 賞

優 秀 賞

2
5
 件

優 秀 賞

優 秀 賞

優 秀 賞

優 秀 賞 優 秀 賞

2
2
 件

第 ３ 四 半 期

最 優 秀 賞

特 別 優 秀 賞

特 別 優 秀 賞

優 秀 賞

特 別 優 秀 賞

優 秀 賞

優 秀 賞

優 秀 賞

優 秀 賞

優 秀 賞

2
1
 件

第 ４ 四 半 期
優 秀 賞

優 秀 賞

優 秀 賞

優 秀 賞

優 秀 賞

最 優 秀 賞

特 別 優 秀 賞
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清掃業務委託契約
～運営病床数規模別１㎡当たりの

契約単価～





清
掃
業
務
委
託
契
約

～
運
営
病
床
規
模
別
の
１
㎡
当
た
り
の
契
約
単
価
～

6
,0
0
0
円

旧
病

院
３
５
０
床

以
上

５
０
０
床

未
満

2
0
年

度
１
㎡

当
た
り
の

単
価

2
1
年

度
１
㎡

当
た
り
の

単
価

2
0
年
度
平
均
単
価

2
1
年
度
平
均
単
価

6
,0
0
0
円

旧
病

院
３
５
０
床
未

満

2
0
年

度
１
㎡

当
た
り
の

単
価

2
1
年

度
１
㎡

当
た
り
の

単
価

2
0
年
度
平
均
単
価

2
1
年
度
平
均
単
価

6
,0
0
0円

8
,0
0
0円

旧
病

院
５
０
０
床

以
上

2
0
年
度
１
㎡
当
た
り
の
単
価

2
1
年
度
１
㎡
当
た
り
の
単
価

2
0
年
度
平
均
単
価

2
1
年
度
平
均
単
価

2
,0
0
0
円

4
,0
0
0
円

2
,0
0
0
円

4
,0
0
0
円

平
均

単
価

2
0
年
度

1
，
4
1
6
円

↓

2
1
年
度

1
，
4
7
4
円

（
+
5
8
円

）

平
均

単
価

2
0
年
度

1
，
2
9
7
円

↓

2
1
年
度

1
，
4
8
4
円

（
+
1
8
7
円

）

4
,0
0
0円

平
均

単
価

2
0
年
度

1
，
5
1
1
円

↓

2
1
年
度

1
，
4
6
2
円

（
▲

4
9
円
）

0
円

0
円

0
円

2
,0
0
0円

6
,0
0
0
円

旧
療

養
所

４
０
０
床

以
上

2
0
年

度
１
㎡

当
た
り
の

単
価

2
1
年

度
１
㎡

当
た
り
の

単
価

2
0
年
度
平
均
単
価

8
,0
0
0
円

旧
療

養
所

２
０
０
床

以
上

４
０
０
床

未
満

2
0
年

度
１
㎡

当
た
り
の

単
価

2
1
年

度
１
㎡

当
た
り
の

単
価

2
0
年
度
平
均
単
価

2
1
年
度
平
均
単
価

6
,0
0
0
円

旧
療

養
所

２
０
０
床

未
満

2
0
年

度
１
㎡

当
た
り
の

単
価

2
1
年

度
１
㎡

当
た
り
の

単
価

2
0
年
度
平
均
単
価

4
,0
0
0
円

2
1
年
度
平
均
単
価

4
,0
0
0
円

6
,0
0
0
円

2
0
0
0
円

4
,0
0
0
円

2
1
年
度
平
均
単
価

平
均

単
価

2
0
年
度

1
，
3
9
5
円

↓

2
1
年
度

1
，
4
5
4
円

（
+
5
9
円

）

平
均

単
価

2
0
年
度

1
，
4
5
7
円

↓

2
1
年
度

1
，
3
7
0
円

（
▲

8
7
円

）

平
均

単
価

2
0
年
度

1
，
7
7
8
円

↓

2
1
年
度

1
，
7
1
1
円

（
▲

6
7
円

）

0
円

2
,0
0
0
円

0
円

2
,0
0
0
円

東 徳 島

高 松 医

榊 原
札 幌 南

鈴 鹿
帯 広

松 籟 荘

福 岡
天 竜

東 尾 張

宇 都 宮

兵 庫 青

長 崎
米 沢

柳 井
山 形

道 北
北 陸

宮 崎 東

徳 島
長 崎 川

新 潟
東 佐 賀

八 雲
三 重

松 江 医

沖 縄
青 森

医 王
神 奈 川

花 巻
盛 岡

さ い が

西 札 幌

富 山
岩 手

東 長 野

和 歌 山

あ き た

宮 崎
小 諸 高

菊 池
山 口 宇

宇 多 野

下 総 精

久 里 浜

奈 良 医

南 京 都

0
円

2
,0
0
0
円

療
野 原

棚
療

た
原

部 医 療

神
療

※
複

数
の

業
務

を
一

括
契
約
し
て
い
る
以
下
の
病
院
に
つ
い
て
は

除
外
・
・
・
・
・
霞

ヶ
浦

医
療

、
栃

木
、
西

群
馬

、
下

総
精

神
医

療
、
村

山
医

療
、
久

里
浜

、
長

野
、
七

尾
、
南

京
都

、
神

戸
医

療
、
奈

良
医

療
、
鳥

取
医

療

※
完
全

自
前

運
営

の
病
院

賀
茂
精
神
医
療

※
完
全

自
前

運
営

の
病
院
・
・
・
・
・
・
賀
茂
精
神
医
療
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施設基準上位基準の取得状況





病
院

数
病

院
名

 
１

　
一

般
病

棟
入

院
基

本
料

1
0
対
1
（
2
:
1
）
入
院
基
本
料

→
7
対
1
（
1
.
4
:
1
）
入
院
基
本
料

4
千
葉
医
療
、
東
京
医
療
、
長
野
、
鹿
児
島
医
療

3
2

2
8

4

1
3
対
1
（
2
.
6
:
1
）
入
院
基
本
料

→
1
0
対
1
（
2
:
1
）
入
院
基
本
料

5
茨
城
東
、
天
竜
、
宇
多
野
、
兵
庫
青
野
原
、
奈
良
医
療

6
0

6
1

▲
 
1

1
5
対
1
（
3
:
1
）
入
院
基
本
料

→
1
3
対
1
（
2
.
6
:
1
）
入
院
基
本
料

1
ま
つ
も
と
医
療
（
中
信
松
本
）

8
9

▲
 
1

－
→

1
5
対
1
（
3
:
1
）
入
院
基
本
料

0
7

1
1

▲
 
4

1
0

1
0
7

1
0
9

▲
 
2

 
２

　
結

核
病

棟
入

院
基

本
料

1
0
対
1
（
2
:
1
）
入
院
基
本
料

→
7
:
1
（
1
.
4
:
1
）
入
院
基
本
料

0
1

1
0

1
3
対
1
（
2
.
6
:
1
）
入
院
基
本
料

→
1
0
:
1
（
2
:
1
）
入
院
基
本
料

1
茨
城
東

6
6

0

1
5
対
1
（
3
:
1
）
入
院
基
本
料

→
1
3
対
1
（
2
.
6
:
1
）
入
院
基
本
料

2
ま
つ
も
と
医
療
（
中
信
松
本
）
、
東
広
島
医
療

2
1

2
0

1

小
　

計

2
1
年

度
新

規
取

得
2
0
年

度
末

現
在

取
得

病
院

数
2
1
年

度
増

減
数

2
1
年

度
末

現
在

取
得

病
院

数
●
入
院
基
本
料

平
成
21

年
度

入
院

基
本

料
上

位
基

準
の

取
得

状
況

－
→

1
5
:
1
（
3
:
1
）
入
院
基
本
料

0
2
1

2
2

▲
 
1

3
4
9

4
9

0

 
３

　
精

神
病

棟
入

院
基

本
料

1
5
対
1
（
3
:
1
）
入
院
基
本
料

→
1
0
対
1
（
2
:
1
）
入
院
基
本
料

0
2

2
0

－
→

1
5
対
1
（
3
:
1
）
入
院
基
本
料

0
2
7

2
6

1

0
2
9

2
8

1

 
４

　
専

門
病

院
入

院
基

本
料

1
0
対
1
（
2
:
1
）
入
院
基
本
料

→
7
対
1
（
1
.
4
:
1
）
入
院
基
本
料

0
2

2
0

1
3
対
1
（
2
.
6
:
1
）
入
院
基
本
料

→
1
0
対
1
（
2
:
1
）
入
院
基
本
料

0
5

5
0

－
→

1
3
対
1
（
2
.
6
:
1
）
入
院
基
本
料

0
0

0
0

0
7

7
0

 
５

　
障

害
病

棟
入

院
基

本
料

1
0
対
1
（
2
:
1
）
入
院
基
本
料

→
7
対
1
（
1
.
4
:
1
）
入
院
基
本
料

1
沖
縄

2
1

1

1
3
対
1
（
2
.
6
:
1
）
入
院
基
本
料

→
1
0
対
1
（
2
:
1
）
入
院
基
本
料

1
東
徳
島

8
1

8
1

0

－
→

1
3
対
1
（
2
.
6
:
1
）
入
院
基
本
料

0
3

4
▲
 
1

2
8
6

8
6

0

1
5

2
7
8

2
7
9

▲
 
1

合
　
　
計

小
　

計

小
　

計

小
　

計

小
　

計



病
院

数
病

院
名

 
１
　
入
院
時
医
学
管
理
加
算

5
東
京
医
療
、
横
浜
医
療
、
長
野
、
三
重
中
央
医
療
、
大
阪
南
医
療

2
3

1
8

5

 
２
　
地
域
医
療
支
援
病
院
入
院
診
療
加
算

7
栃
木
、
西
群
馬
、
神
奈
川
、
ま
つ
も
と
医
療
（
松
本
）
、
東
広
島
医
療
、
大
分
医
療
、
都
城

4
0

3
3

7

 
３
　
臨
床
研
修
病
院
入
院
診
療
加
算

　
　
単
独
型
・
管
理
型
臨
床
研
修
病
院

3
豊
橋
医
療
、
広
島
西
医
療
、
佐
賀

4
8

4
5

3

　
　
協
力
型
臨
床
研
修
病
院

1
ま
つ
も
と
医
療
（
松
本
）

2
5

2
4

1

4
7
3

6
9

4

 
４
　
看
護
配
置
加
算

　
一
　
般

0
1
0

1
4

▲
 
4

　
結
　
核

1
東
埼
玉

2
4

2
5

▲
 
1

2
0
年

度
末

現
在

取
得

病
院

数
2
1
年

度
増

減
数

●
入

院
基

本
料

等
加

算
2
1
年

度
新

規
取

得
2
1
年

度
末

現
在

取
得

病
院

数

小
　
　
計

平
成
21

年
度

入
院

基
本

料
等

加
算

の
新

規
取

得
状
況

　
精
　
神

1
榊
原

2
7

2
6

1

　
障
　
害

0
0

0
0

2
6
1

6
5

▲
 
4

 
５
　
看
護
補
助
加
算

　
一
　
般

1
滋
賀

1
9

2
5

▲
 
6

　
結
　
核

2
ま
つ
も
と
医
療
（
中
信
松
本
）
、
滋
賀

4
0

4
0

0

　
精
　
神

1
榊
原

2
2

2
1

1

　
障
　
害

0
6

8
▲

 
2

　
専
　
門

0
0

0
0

4
8
7

9
4

▲
 
7

（
＊

）
1

別
府
医
療

2
7

2
8

▲
 
1

（
＊

）
0

3
8

3
8

0

 
８
　
診
療
録
管
理
体
制
加
算

2
長
良
医
療
、
佐
賀

1
0
5

1
0
3

2

 
９
 
医
師
事
務
作
業
補
助
体
制
加
算

（
＊

）
9

福
島
、
千
葉
東
、
相
模
原
、
甲
府
、
舞
鶴
医
療
、
善
通
寺
、
高
知
、
佐
賀
、
都
城

4
2

3
3

9

１
０
 
特
殊
疾
患
入
院
施
設
管
理
加
算

0
8
6

8
6

0

１
１
 
新
生
児
入
院
医
療
管
理
加
算

0
3

4
▲

 
1

療
養
環
境
加
算

1
0

北
海
道
医
療

花
巻

高
崎
総
合
医
療

埼
玉

奈
良
医
療

松
江
医
療

浜
田
医
療

関
7
4

6
5

9

 
７
　
妊
産
婦
緊
急
搬
送
入
院
加
算

小
　
　
計

小
　
　
計

 
６
　
超
急
性
期
脳
卒
中
加
算

１
２
 
療
養
環
境
加
算

1
0

北
海
道
医
療
、
花
巻
、
高
崎
総
合
医
療
、
埼
玉
、
奈
良
医
療
、
松
江
医
療
、
浜
田
医
療
、
関

門
医
療
、
佐
賀
、
熊
本
医
療

7
4

6
5

9

１
３
 
療
養
病
棟
療
養
環
境
加
算

0
0

0
0



病
院

数
病

院
名

2
0
年

度
末

現
在

取
得

病
院

数
2
1
年

度
増

減
数

●
入

院
基

本
料

等
加

算
2
1
年

度
新

規
取

得
2
1
年

度
末

現
在

取
得

病
院

数

１
４
 
重
症
者
等
療
養
環
境
特
別
加
算

0
1
2
3

1
2
4

▲
 
1

１
５
 
重
症
皮
膚
潰
瘍
管
理
加
算

0
6

7
▲

 
1

１
６
 
緩
和
ケ
ア
診
療
加
算

2
京
都
医
療
、
四
国
が
ん

8
6

2

１
７
 
精
神
科
応
急
入
院
施
設
管
理
加
算

0
1
6

1
6

0

１
８
 
精
神
病
棟
入
院
時
医
学
管
理
加
算

0
7

8
▲

 
1

１
９
 
精
神
科
地
域
移
行
実
施
加
算

（
＊

）
1

久
里
浜

4
5

▲
 
1

２
０
 
精
神
科
身
体
合
併
症
管
理
加
算

（
＊

）
1

名
古
屋
医
療

2
5

2
5

0

２
１
 
児
童
・
思
春
期
精
神
科
入
院
医
療
管
理
加
算

0
1

1
0

２
２
 
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
加
算

1
神
戸
医
療

3
4

3
3

1

２
３
 
栄
養
管
理
実
施
加
算

0
1
4
4

1
4
5

▲
 
1

２
４
 
医
療
安
全
対
策
加
算

2
八
戸
、
あ
わ
ら

1
4
2

1
4
1

1

２
５
 
褥
瘡
患
者
管
理
加
算

0
1
4
3

1
4
4

▲
 
1

褥
瘡

ク
患
者

加
算

7
東
京
医
療

ま
つ
も
と
医
療
（
中
信
松
本
）

京
都
医
療

呉
医
療

九
州
医
療

大
分
医

2
5

1
8

7
２
６
 
褥
瘡
ハ
イ
リ
ス
ク
患
者
ケ
ア
加
算

7
東
京
医
療
、
ま
つ
も
と
医
療
（
中
信
松
本
）

、
京
都
医
療
、
呉
医
療
、
九
州
医
療
、
大
分
医

療
、
別
府
医
療

2
5

1
8

7

２
７
 
ハ
イ
リ
ス
ク
妊
娠
管
理
加
算

（
＊

）
0

4
0

4
0

0

２
８
 
ハ
イ
リ
ス
ク
分
娩
管
理
加
算

0
3
0

3
2

▲
 
2

２
９
 
退
院
調
整
加
算

（
＊

）
6

盛
岡
、
あ
き
た
、
千
葉
東
、
東
徳
島
、
高
松
医
療
、
小
倉
医
療

1
0
2

9
6

6

３
０
 
後
期
高
齢
者
総
合
評
価
加
算

（
＊

）
0

1
5

1
6

▲
 
1

３
１
 
後
期
高
齢
者
退
院
調
整
加
算

（
＊

）
5

西
群
馬
、
千
葉
東
、
東
徳
島
、
高
松
医
療
、
小
倉
医
療

1
0
3

9
8

5

6
9

1
,
6
2
7

1
,
5
9
1

3
6

（
＊

）
２

０
年

度
診

療
報

酬
改

定
で

新
設

さ
れ

た
も

の

合
　
　
計



病
院

数
病

院
名

 
１

　
救

命
救

急
入

院
料

救
命

救
急

入
院

料
１

0
1
6

1
6

0

救
命

救
急

入
院

料
２

0
1
3

1
3

0

救
命

救
急

入
院

料
（

5
0
0
点

）
0

1
5

1
5

0

救
命

救
急

入
院

料
（

1
0
0
点

）
0

0
0

0

0
4
4

4
4

0

 
２

　
特

定
集

中
治

療
室

管
理

料
0

4
6

4
6

0

 
３

　
特

定
集

中
治

療
室

管
理

料
加

算
0

4
4

4
4

0

 
４

　
ハ

イ
ケ

ア
ユ

ニ
ッ

ト
入

院
医

療
管

理
料

1
水

戸
医

療
2

1
1

 
５

　
脳

卒
中

ケ
ア

ユ
ニ

ッ
ト

入
院

医
療

管
理

料
　

2
大

阪
医

療
、

姫
路

医
療

7
5

2

 
６

　
新

生
児

特
定

集
中

治
療

室
管

理
料

1
横

浜
医

療
1
9

1
8

1

2
1
年

度
増

減
数

特
定

入
院

料

小
　

　
計

●
2
1
年

度
新

規
取

得
2
1
年

度
末

現
在

取
得

病
院

数
2
0
年

度
末

現
在

取
得

病
院

数

平
成

２
１年

度
特

定
入

院
料
の

施
設
基
準
の

新
規
取
得
状
況

 
７

　
総

合
周

産
期

特
定

集
中

治
療

室
管

理
料

母
胎

・
胎

児
集

中
治

療
室

管
理

料
0

4
4

0

新
生

児
集

中
治

療
室

管
理

料
0

4
4

0

0
8

8
0

 
８

　
広

範
囲

熱
傷

特
定

集
中

治
療

室
管

理
料

0
0

0
0

 
９

　
一

類
感

染
症

患
者

入
院

医
療

管
理

料
0

0
0

0

0
2

2
0

１
１

 
小

児
入

院
医

療
管

理
料

小
児

入
院

医
療

管
理

料
１

（
＊

）
0

2
2

0

小
児

入
院

医
療

管
理

料
２

（
旧

 
１

）
1

佐
賀

1
3

1
3

0

小
児

入
院

医
療

管
理

料
３

（
旧

 
２

）
3

栃
木

、
千

葉
東

、
九

州
医

療
4
1

4
0

1

小
児

入
院

医
療

管
理

料
４

（
旧

 
３

）
2

榊
原

、
鹿

児
島

医
療

7
6

1

小
児

入
院

医
療

管
理

料
加

算
1

小
倉

医
療

1
8

1
7

1

7
8
1

7
8

3

１
２

 
回

復
期

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
病

棟
入

院
料

旧
回

復
期

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
病

棟
入

院
料

―
―

―
―

回
復

期
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

病
棟

入
院

料
１

（
＊

）
1

東
名

古
屋

2
1

1

重
症

患
者

回
復

病
棟

加
算

（
＊

）
1

東
名

古
屋

2
1

1

回
復

期
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

病
棟

入
院

料
２

（
＊

）
0

0
0

0

2
4

2
2

１
３

 
亜

急
性

期
入

院
医

療
管

理
料

旧
亜

急
性

期
入

院
医

療
管

理
料

―
―

―
―

小
　

　
計

１
０

 
特

殊
疾

患
入

院
医

療
管

理
料

小
　

　
計

小
　

　
計

旧
亜

急
性

期
入

院
医

療
管

理
料

亜
急

性
期

入
院

医
療

管
理

料
１

（
＊

）
2

西
新

潟
中

央
、

三
重

中
央

医
療

4
6

4
4

2

亜
急

性
期

入
院

医
療

管
理

料
２

（
＊

）
0

1
1

0

2
4
7

4
5

2
小

　
　

計



病
院

数
病

院
名

2
1
年

度
増

減
数

特
定

入
院

料
●

2
1
年

度
新

規
取

得
2
1
年

度
末

現
在

取
得

病
院

数
2
0
年

度
末

現
在

取
得

病
院

数

１
４

 
特

殊
疾

患
病

棟
入

院
料

特
殊

疾
患

病
棟

入
院

料
１

0
1
2

1
3

▲
 
1

特
殊

疾
患

病
棟

入
院

料
２

0
0

0
0

0
1
2

1
3

▲
 
1

１
５

 
緩

和
ケ

ア
病

棟
入

院
料

1
浜

田
医

療
1
0

9
1

１
６

 
精

神
科

救
急

入
院

料
0

2
2

0

１
７

 
精

神
科

急
性

期
治

療
病

棟
入

院
料

精
神

科
急

性
期

治
療

病
棟

入
院

料
１

0
3

3
0

精
神

科
急

性
期

治
療

病
棟

入
院

料
２

1
花

巻
2

1
1

1
5

4
1

１
８

 
精

神
科

救
急

・
合

併
症

入
院

料
（

＊
）

0
0

0
0

１
９

 
精

神
療

養
病

棟
入

院
料

0
2

2
0

２
０

 
認

知
症

病
棟

入
院

料

認
知

症
病

棟
入

院
料

１
0

3
3

0

認
知

症
病

棟
入

院
料

２
0

0
0

0

0
3

3
0

小
　

　
計

小
　

　
計

小
　

　
計

２
１

 
短

期
滞

在
手

術
基

本
料

短
期

滞
在

手
術

基
本

料
１

0
6

7
▲

 
1

短
期

滞
在

手
術

基
本

料
２

0
1
3

1
4

▲
 
1

0
1
9

2
1

▲
 
2

1
7

3
5
7

3
4
7

1
0

（
＊

）
２

０
年

度
診

療
報

酬
改

定
で

新
設

さ
れ

た
も

の

合
　

　
計

計

小
　

　
計



病
院

数
病

院
名

 
１

　
　

ウ
イ

ル
ス

疾
患

指
導

料
加

算
2

西
新

潟
中

央
、

福
山

医
療

1
3

1
1

2

 
２

　
　

高
度

難
聴

指
導

管
理

料
0

2
3

2
5

▲
 
2

 
３

　
　

喘
息

治
療

管
理

料
加

算
1

福
山

医
療

1
6

1
5

1
 
４

　
　

糖
尿

病
合

併
症

管
理

料
（

※
）

4
甲

府
、

長
良

医
療

、
兵

庫
青

野
原

、
関

門
医

療
4
2

3
8

4
 
５

　
　

埋
込

型
補

助
人

工
心

臓
指

導
管

理
料

0
0

0
0

 
６

　
　

小
児

科
外

来
診

療
料

0
3
7

3
8

▲
 
1

 
７

　
　

地
域

連
携

小
児

夜
間

・
休

日
診

療
料

　
　

地
域

連
携

小
児

夜
間

・
休

日
診

療
料

１
0

2
2

0

　
　

地
域

連
携

小
児

夜
間

・
休

日
診

療
料

２
0

4
4

0

0
6

6
0

 
８

　
　

ニ
コ

チ
ン

依
存

症
管

理
料

4
道

北
、

盛
岡

、
宇

多
野

、
関

門
医

療
4
8

4
5

3

 
９

　
　

開
放

型
病

院
共

同
指

導
料

Ⅰ
2

岩
手

、
神

奈
川

4
9

4
7

2

小
　

　
計

2
1
年

度
増

減
数

特
掲

診
療

料
●

2
1
年

度
新

規
取

得
2
1
年

度
末

現
在

取
得

病
院

数
2
0
年

度
末

現
在

取
得

病
院

数

平
成

２
１年

度
特

掲
診

療
料
の

施
設
基
準
の

新
規
取
得
状
況

開
放

型
病

院
共

同
指

導
料

2
岩

手
、

神
奈

川
4
9

4
7

2
１

０
 
　

地
域

連
携

診
療

計
画

管
理

料
1

千
葉

医
療

2
8

2
7

1
１

１
 
　

地
域

連
携

診
療

計
画

退
院

時
指

導
料

0
2
3

2
3

0
１

２
 
　

ハ
イ

リ
ス

ク
妊

産
婦

共
同

管
理

料
１

0
1
1

1
1

0

１
３

 
　

薬
剤

管
理

指
導

料
0

1
4
4

1
4
5

▲
 
1

１
４

 
　

医
療

機
器

安
全

管
理

料
１

（
※

）
1
2

下
志

津
、

東
京

、
新

潟
、

ま
つ

も
と

医
療

（
松

本
）

、
医

王
、

滋
賀

、
小

倉
医

療
、

福
岡

、
大

牟
田

、
佐

賀
、

東
佐

賀
、

長
崎

川
棚

医
療

1
0
0

8
8

1
2

１
５

 
　

医
療

機
器

安
全

管
理

料
２

（
※

）
3

大
阪

医
療

、
関

門
医

療
、

鹿
児

島
医

療
4
1

3
9

2
１

６
 
　

在
宅

療
養

支
援

病
院

0
0

0
0

１
７

 
　

在
宅

時
医

学
総

合
管

理
料

0
0

0
0

１
８

 
　

特
定

施
設

入
居

時
等

医
学

総
合

管
理

料
（

※
）

0
0

0
0

１
９

 
　

在
宅

末
期

医
療

総
合

診
療

料
0

0
0

0

２
０

 
　

血
液

細
胞

核
酸

増
幅

同
定

検
査

0
3
1

3
2

▲
 
1

２
１

 
　

検
体

検
査

管
理

加
算

　
　

検
体

検
査

管
理

加
算

（
Ⅰ

）
1

宇
都

宮
1
2
2

1
2
3

▲
 
1

　
　

検
体

検
査

管
理

加
算

（
Ⅱ

）
（

※
）

5
静

岡
医

療
、

滋
賀

、
兵

庫
青

野
原

、
別

府
医

療
、

指
宿

9
5

9
3

2
　

　
検

体
検

査
管

理
加

算
（

Ⅲ
）

（
旧

 
Ⅱ

）
1

長
崎

医
療

3
9

3
9

0

7
2
5
6

2
5
5

1
２

２
 
　

遺
伝

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
加

算
（

※
）

0
1
1

1
4

▲
 
3

２
３

 
　

血
管

内
視

鏡
検

査
加

算
1

北
海

道
医

療
2
8

2
8

0

２
４

 
　

人
工

膵
臓

0
2

2
0

２
５

 
　

長
期

継
続

頭
蓋

内
脳

波
検

査
1

北
海

道
医

療
2
5

2
4

1

２
６

 
　

光
ト

ポ
グ

ラ
フ

ィ
ー

0
0

0
0

小
　

　
計

２
７

 
　

神
経

磁
気

診
断

0
3

3
0

２
８

 
　

中
枢

神
経

磁
気

刺
激

誘
発

筋
電

図
0

0
1

▲
 
1

２
９

 
　

神
経

学
的

検
査

（
※

）
2

三
重

、
滋

賀
8
0

7
9

1



病
院

数
病

院
名

2
1
年

度
増

減
数

特
掲

診
療

料
●

2
1
年

度
新

規
取

得
2
1
年

度
末

現
在

取
得

病
院

数
2
0
年

度
末

現
在

取
得

病
院

数

３
０

 
　

補
聴

器
適

合
検

査
0

7
7

0

３
１

 
　

コ
ン

タ
ク

ト
レ

ン
ズ

検
査

料
１

0
2
6

2
7

▲
 
1

３
２

 
　

小
児

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
負

荷
検

査
2

東
広

島
医

療
、

福
岡

東
医

療
4
4

4
2

2

３
３

 
　

画
像

診
断

管
理

加
算

　
　

画
像

診
断

管
理

加
算

１
3

北
海

道
医

療
、

西
群

馬
、

千
葉

東
4
9

4
7

2

　
　

画
像

診
断

管
理

加
算

２
2

新
潟

、
関

門
医

療
6
2

6
1

1

5
1
1
1

1
0
8

3

３
４

 
　

遠
隔

画
像

診
断

管
理

料
0

8
8

0

３
５

 
　

ポ
ジ

ト
ロ

ン
断

層
撮

影
1

東
京

医
療

2
1

1

３
６

 
　

ポ
ジ

ト
ロ

ン
断

層
・

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

ー
断

層
複

合
撮

影
1

東
京

医
療

2
1

1

３
７

 
　

Ｃ
Ｔ

撮
影

4
岩

手
、

沼
田

、
宇

多
野

、
長

崎
1
1
4

1
1
0

4

３
８

 
　

冠
動

脈
Ｃ

Ｔ
撮

影
加

算
（

※
）

6
北

海
道

医
療

、
仙

台
医

療
、

千
葉

医
療

、
金

沢
医

療
、

刀
根

山
、

関
門

医
療

3
5

3
0

5

３
９

 
　

Ｍ
Ｒ

Ｉ
撮

影
3

高
崎

総
合

医
療

、
関

門
医

療
、

高
知

9
4

9
1

3

４
０

 
　

心
臓

Ｍ
Ｒ

Ｉ
撮

影
加

算
（

※
）

6
北

海
道

医
療

、
高

崎
総

合
医

療
、

刀
根

山
、

関
門

医
療

、
高

知
、

長
崎

川
棚

医
療

4
0

3
4

6

４
１

　
 
外

来
化

学
療

法
加

算
4

西
群

馬
、

豊
橋

医
療

、
宇

多
野

、
宮

崎
東

7
9

7
5

4
４

２
　

 
無

菌
製

剤
処

理
加

算
3

盛
岡

、
宇

都
宮

、
紫

香
楽

1
0
9

1
0
7

2

小
　

　
計

無
菌

製
剤

処
理

加
算

盛
岡

、
宇

都
宮

、
紫

香
楽

４
３

　
 
心

大
血

管
疾

患
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

料

　
　

心
大

血
管

疾
患

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

１
2

岡
山

医
療

、
関

門
医

療
1
5

1
3

2

　
　

心
大

血
管

疾
患

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

２
2

北
海

道
医

療
、

善
通

寺
7

6
1

4
2
2

1
9

3

４
４

　
 
脳

血
管

疾
患

等
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

料

　
　

脳
血

管
疾

患
等

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

１
7

宇
都

宮
、

千
葉

医
療

、
ま

つ
も

と
医

療
（

中
信

松
本

）
、

豊
橋

医
療

、
松

江
医

療
、

山
口

宇
部

医
療

、
大

牟
田

5
1

4
5

6

　
　

脳
血

管
疾

患
等

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

２
（

※
）

1
7

盛
岡

、
水

戸
医

療
、

高
崎

総
合

医
療

、
埼

玉
、

横
浜

医
療

、
甲

府
、

ま
つ

も
と

医
療

（
松

本
）

、
神

戸
医

療
、

兵
庫

青
野

原
、

兵
庫

中
央

、
岡

山
医

療
、

高
知

、
九

州
医

療
、

佐
賀

、
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部門別決算の概要





部門別決算において必要な情報を以下のシステム等からデータを取り込む。

各システムから取り込んだデータを各部門へ按分・入力を行い、部門別の損益計算書を作成する。

（按分等の例）
・医師の給与：病棟・外来などの従事時間等により按分
・賞与：年間の見込額を計算し各月に計上
・事務部門、薬剤部門等に係る費用を病棟・外来へ按分
・職員数、患者数、収益額、面積等による按分や直接入力を行う

部門別損益計算書の分析・比較等を行い、問題点の把握や経営改善に役立てる。

　部門別決算は、病棟や外来ごとの収支を計算することにより、診療に関わる経営状況の把
握を行う。また、各部門毎に分析・比較等を行うことによって、問題点の把握や経営改善に
役立てることを目的としている。

財務会計
システム

経営分析
システム

給与計算
システム

事 業 主
負 担 金
システム

購買管理
システム

部　門　別　決　算　の　概　要

病院情報
システム

各システムからデータの取り込み

部 門 別 損 益 計 算 書 の 作 成

Ａ病棟 Ｂ病棟 Ｃ外来 Ｄ外来

問 題 点 の 把 握 ・ 経 営 改 善
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平成２１年度医業未収金に係る
法的措置等実施状況





平成２１年度　医業未収金に係る法的措置等実施状況
（平成22年1月末現在）

支払督促制度

（単位：円、％）
手続中の債権 回収債権 未回収の債権等 回収率

病　院　名 実施件数 金　額 件数 金額 件数 金額 うち、入金額 件数 金額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｄ/Ａ×100

盛岡病院 1 341,120 0 0 0 0 0 1 341,120 0.0

仙台医療センター 11 3,401,518 3 823,220 6 2,108,718 436,698 2 469,580 12.8

福島病院 6 2,073,346 1 549,190 3 791,180 741,180 2 732,976 35.7

水戸医療センター 6 1,729,863 2 419,060 3 672,388 207,388 1 638,415 12.0

久里浜アルコール症センター 8 1,292,552 1 552,470 1 74,596 74,596 6 665,486 5.8

豊橋医療センター 3 2,826,020 1 1,134,910 2 1,691,110 1,101,540 0 0 39.0

舞鶴医療センター 1 490,090 1 490,090 0 0 0 0 0 0.0

浜田医療センター 4 528,855 1 109,950 3 418,905 168,595 0 0 31.9

岡山医療センター 15 2,344,420 7 1,622,180 6 346,590 346,590 2 375,650 14.8

呉医療センター 67 17,212,708 1 152,450 22 5,269,922 1,828,371 44 11,790,336 10.6

高知病院 10 1,728,110 0 0 1 344,310 64,310 9 1,383,800 3.7

佐賀病院 5 725,485 0 0 3 518,210 216,830 2 207,275 29.9

熊本医療センター 4 2,673,455 0 0 4 2,673,455 2,673,455 0 0 100.0

都城病院 40 6,936,172 0 0 17 3,359,607 1,992,289 23 3,576,565 28.7

南九州病院 1 256,180 1 256,180 0 0 0 0 0 0.0

15病院合計 182 44,559,894 19 6,109,700 71 18,268,991 9,851,842 92 20,181,203 22.1

※「手続中の債権」は、仮執行宣言付支払督促が未実施であるものや住所不明で調査中であるもの等である。
※「回収債権」の「金額」は、分割払いになったものを含めた全額を計上している。
※「未回収の債権等」は、最終的に住所不明であるため又は債務者が無資力であるために回収に至っていない債権額である。

少額訴訟制度等

支払督促制度は、正式な裁判手続きを経ないで、病院からの申請により、判決などと同様に、裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状を送付してもらう制度であり、異議申立があれ
ば訴訟へ移行する。支払及び異議申立がなかった場合、更に仮執行宣言付支払督促の送達を行うことで強制執行の手続きを行える。

少額訴訟制度等

【少額訴訟】 （単位：円、％）
手続中の債権 回収債権 未回収の債権等 回収率

病　院　名 実施件数 金　額 件数 金額 件数 金額 うち、入金額 件数 金額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｄ/Ａ×100

兵庫青野原病院 2 683,292 0 0 0 0 0 2 683,292 0.0

岡山医療センター 2 675,909 0 0 1 288,900 8,000 1 387,009 1.2

福山医療センター 3 609,200 0 0 1 371,950 371,950 2 237,250 61.1

熊本医療センター 1 1,584,576 0 0 0 0 0 1 1,584,576 0.0

都城病院 6 1,024,952 0 0 2 331,430 276,940 4 693,522 27.0

5病院合計 14 4,577,929 0 0 4 992,280 656,890 10 3,585,649 14.3

※「回収債権」の「金額」は、分割払いになったものを含めた全額を計上している。
※「未回収の債権等」は、和解、勝訴した債権であるが、債務者が無資力等のため回収の見込みがないものであり、敗訴によるものではない。

【訴訟】 （単位：円、％）
手続中の債権 回収債権 未回収の債権等 回収率

病　院　名 実施件数 金　額 件数 金額 件数 金額 うち、入金額 件数 金額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｄ/Ａ×100

仙台医療センター 2 982,450 0 0 0 0 0 2 982,450 0.0

福島病院 2 448,115 0 0 1 220,000 220,000 1 228,115 49.1

水戸医療センター 4 6,815,162 2 1,624,332 1 5,085,830 0 1 105,000 0.0

東京医療センター 1 2,900,210 0 0 1 2,900,210 30,000 0 0 1.0

刀根山病院 1 900,790 0 0 0 0 0 1 900,790 0.0

松籟荘病院 1 1,829,480 0 0 1 1,829,480 1,829,480 0 0 100.0

鳥取医療センター 1 916,291 0 0 1 916,291 220,000 0 0 24.0

松江医療センター 1 80,420 0 0 0 0 0 1 80,420 0.0

浜田医療センター 1 680,330 0 0 1 680,330 0 0 0 0.0

福山医療センター 3 333,931 0 0 3 333,931 260,931 0 0 78.1

長崎病院 1 775,280 0 0 1 775,280 585,000 0 0 75.5

長崎医療センター 2 859,700 0 0 2 859,700 859,700 0 0 100.0

長崎川棚医療センター 1 3,610 0 0 0 0 0 1 3,610 0.0

　少額訴訟制度は、６０万円以下の少額案件を対象とした訴訟であり、一般の裁判のように、弁護士を代理人とする必要がなく、１回の審理で紛争を解決できる制度である。

都城病院 23 2,515,897 0 0 7 660,470 513,125 16 1,855,427 20.4

14病院合計 44 20,041,666 2 1,624,332 19 14,261,522 4,518,236 23 4,155,812 22.5

※「手続中の債権」は、係争中のものである。
※「回収債権」の「金額」は、分割払いになったものを含めた全額を計上している。
※「未回収の債権等」は、和解、勝訴した債権であるが、債務者が無資力等のため回収の見込みがないものであり、敗訴によるものではない。



債権回収業者等の活用

【債権回収業者と委託契約を実施している病院】

病院名 契 約 相 手 方 手　数　料 契 約 期 間

北海道がんセンター

仙台医療センター

福島病院

霞ヶ浦医療センター

【債権回収業者による回収状況】 （単位：円、％）

委託している債権 委託を取り下げた債権

件数 金額 件数 金額 件数 金額
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｄ/Ａ×100

北海道がんセンター 108 22,324,310 66 12,242,353 25 7,542,138 3,611,113 17 2,539,819 16.2

仙台医療センター 139 28,531,874 112 21,916,081 12 2,643,807 1,040,218 15 3,971,986 3.6

福島病院 18 5,464,548 13 4,910,254 5 554,294 252,714 0 0 4.6

霞ヶ浦医療センター 119 19,659,575 91 15,062,652 24 4,366,423 1,601,798 4 230,500 8.1

4病院合計 384 75,980,307 282 54,131,340 66 15,106,662 6,505,843 36 6,742,305 8.6

※｢入金見込額｣は、分割支払いになったものを含めた全額を計上している。
※｢入金額｣は、｢入金見込額｣のうち、実際に入金があった金額である。

【弁護士事務所と委託契約を実施している病院】

病院名 契 約 相 手 方 手　数　料 契 約 期 間

京都医療センター 平成20年4月1日から3年間

平成20年4月1日から3年間

②弁護士事務所
　弁護士事務所に対し、債権回収事務等を委託するものである。

谷本・矢部法律事務所 固定費（175,000円／月）＋成功報酬率（回収額の50～60％）

入金見込額
委託件数

ニッテレ債権回収（株）
５万円以上の債権　回収額の40％
５万円未満の債権　回収額の50％

５万円以上の債権　回収額の40％
５万円未満の債権　回収額の50％

５万円以上の債権　回収額の40％
５万円未満の債権　回収額の50％

入金額

ニッテレ債権回収（株）
５万円以上の債権　回収額の40％
５万円未満の債権　回収額の50％

平成18年9月22日から１年間(契約終了の
申し出をするまで更新)

①債権回収業者
債権回収業者に対し、債務者への支払案内（集金代行業務）の事務を委託するものである。

なお、医療費債権を委託できる債権回収業者は、債権回収業に関する特別措置法（平成10年10月6日法律第126号）により、法務大臣の許可を得た債権回収業者であって、かつ、医療費債権等の「特定
金銭債権以外の債権」について兼業の承認を得た債権回収業者である必要がある。

病　院　名 金　額

ニッテレ債権回収（株）

ニッテレ債権回収（株）

入金率
【H22.1末現在】

平成18年10月1日から１年間(契約終了の
申し出をするまで更新)

平成21年1月31日から１年間

【弁護士事務所による回収状況】 （単位：円、％）

委託している債権 委託を取り下げた債権

件数 金額 件数 金額 件数 金額
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｄ/Ａ×100

京都医療センター 568 87,392,374 345 50,346,769 192 32,614,927 14,231,003 31 4,430,678 16.3

※｢入金見込額｣は、分割支払いになったものを含めた全額を計上している。
※｢入金額｣は、｢入金見込額｣のうち、実際に入金があった金額である。

入金額
入金率

【H22.1末現在】
病　院　名 委託件数 金　額

入金見込額
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国立病院機構本部企画経営部長 

（ 押 印 省 略 ）   

 

 

診療報酬請求事務の改善について 

 

 

 診療報酬は、国立病院機構における重要な収入源であり、また、医師・看護師等をはじめとした

病院職員が行った医療サービスの対価です。 

診療報酬請求に漏れ等が生じることは、病院の経営に影響があるほか、病院職員が行う医療サー

ビスが適正に評価されないことと等しいことから、第２期中期計画においても、レセプト点検体制

の確立等により適正な請求事務の実施に取り組むこととしております。 

また、会計検査院における実地検査において、多数の病院で診療報酬請求漏れ等の指摘がなされ

ておりますが、適切にレセプトチェックを行っていれば防止できると思われる請求漏れも少なくあ

りません。 

これらのことを踏まえ、別紙を参考に、下記の事項について取組みを行われますようお願いいた

します。（「２」及び「３」については、年度内に取組を開始できる体制を構築するようお願いしま

す。） 

 なお、取組みの実施状況については、内部監査等において点検を行っていくことを申し添えます。 

 

記 

 

１ 診療報酬請求事務の重要性等について、院長から関係職員への周知を図る。 

２ 毎月、委託業者が作成した診療報酬明細書（以下「レセプト」という。）の検収を実施する。（病

院職員によるレセプトチェック） 

３ 評価会、管理診療会議等を活用した診療報酬請求事務に係る情報の共有を図る。 

  ○「２」により実施したレセプトチェックの結果及び改善方策 

○審査支払機関からの査定、減点等の内容 

  ○施設基準の点検結果  

  ○毎月の診療報酬請求額、未請求額、返戻 ・審査状況、再請求状況  

４ 「１」から「３」までの実施状況について、内部(書面)監査において点検を行う。 

５ その他の適正な診療報酬請求を行うための取組を検討する。 

 



 

[参考１： 第２期中期計画]  

第２ 業務運営の見直しや効率化による収支改善 

(２) 業務運営コストの節減等 

③ 収益の確保 

イ 診療報酬請求事務の改善 

医事業務研修の実施による職員の能力向上及び院内でのレセプト点検体制の確立等

により適切な請求業務の実施に取り組む。 

 

[参考２： 会計検査院における実地検査での主な指摘事項等] 

(1) 主な指摘事項 

・診療部門において、手術等の診療内容を伝票に記載する際に、手術で使用した特定保険

医療材料、患者の状態、手術の体位等に関する記入を漏らしたり、記入が誤ったりして

いた。 

・料金算定部門において、伝票の記載内容をコンピュータに入力する際、記載内容を見落

として入力していなかった。 

・地域医療支援病院入院診療加算の算定漏れが散見される。 

・救急医療管理加算の算定漏れが散見される。 など 

 

(2) 指摘された件数と不足額（１９年度請求分） 

・Ａ病院： ２０１件  １，０５４万円 

・Ｂ病院： ４５４件      ９２４万円 

・Ｃ病院： １７４件      ６６５万円 

・Ｄ病院：   ７４件      ２７４万円 など 

 



別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適正な診療報酬請求を行うための取組 
 

 



 

１ 診療報酬請求事務の重要性等について、院長から関係職員への周知を図る。 

 

診療報酬請求事務は、企画課医事部門（以下、「医事部門」という。）の算定業務、診療報酬明細書

（以下「レセプト」という。）の作成業務だけではない。診療録及び看護記録等への指示内容、実施記録、

指導記録、実施伝票の記載も診療報酬請求事務に含まれる。 

医師・コメディカル部門・看護部門の職員一人ひとりがその重要性を認識し、協力の必要性とコスト意

識を持つことが必要。 

 

院長は、評価会、各種委員会等の機会を捉えて、次の事項について、継続的に職員への周知を行い、

診療報酬請求事務に関する意識の醸成を図ること。 

 

診療報酬は国立病院機構における重要な収入源であり、また、医師・看護師等をはじめとした

病院職員が行った医療サービスの対価である。診療報酬請求に漏れ等が生じることは、病院の

経営に影響があることのほか、病院職員が行う医療サービスが適正に評価されないことであると

いうこと。 

(1) 診療報酬の重要性 

 

カルテ記載漏れ、伝票等記載・作成漏れなどがあれば、適正な診療報酬請求につながらない。

適正な診療報酬請求のためには、 

(2) 診療報酬請求事務への職員の関わり 

・診療現場における提供した医療行為の内容が漏れなく記録（カルテ、伝票等）されること 

・診療現場から医事部門に当該記録が漏れなく伝達されること 

・医事部門において当該記録を用いたレセプトの作成が適正に行われること 

・作成されたレセプトが審査支払機関へ漏れなく請求されること 

などの要素が必要であり、医事部門だけでなく、病院全体の問題としてとらえる必要があること。 

 

職員は、「診療報酬請求事務の重要性」を認識するとともに、自らが診療報酬請求事務の一端

を担っていることを自覚し、常に診療報酬請求漏れ、請求誤りが生じないための注意を払いつつ

職務を遂行する責務があること。 

(3) 職員の意識の醸成 

 

 

２ 委託業者が作成したレセプトの検収の実施（病院職員によるレセプトチェック） 

 

会計検査院における実地検査において、多数の病院で診療報酬請求漏れ等の指摘がされている

が、適切にレセプトチェックを行っていれば、防止できる請求漏れ等も少なくない。 

また、レセプトチェックは、診療報酬制度を理解するための取組としても非常に有効。 

このようなことを踏まえ、委託業者が作成したレセプトについて、毎月、効率性にも配慮しつつ、病院

職員による検収（チェック）を実施。 



   

毎月実施することとし、自院の実情に応じた実施時期を定めること。 

(1) 実施時期 

なお、次のような方法が考えられること。 

○ 毎月の審査支払機関への請求後２週間以内にチェックを実施。 

○ 毎月２０日締めで作成されたレセプトについて月末までにチェックし、２１日以降月末まで

に作成されたレセプトについて請求期限までにチェックを実施。  など 

効率的かつ継続的にレセプトチェックを実施するため、一定程度抽出したレセプト（＊）について

チェックを行うなど、自院の実情に応じたチェック対象レセプトを定めること。 

(2) チェック対象レセプト 

＊ 例えば、全レセプトの２０％程度を抽出する方法や、高額レセプトを対象とするなど 

効率的かつ継続的にレセプトチェックを実施するため、項目を絞ってチェックを行うなど、自院

の実情に応じたチェック方法を検討すること。 

(3) チェック方法 

なお、診療報酬事務に精通していない職員であってもチェックが可能な方法として、次のよう

な方法が考えられること。 

[例：チェック対象レセプトを１００枚抽出した場合] 

○ １人のチェック者が、次の「a」と「ｂ」の項目のみを１００枚通してチェックする。 

○ 他のチェック者が、次の「ｃ」と「ｄ」の項目のみを１００枚通してチェックするなど、３～４人

で「a」から「e」までの項目をチェックする。 

a 特段の要件がなく算定できる点数に漏れがないか。 

b 入院起算日又は入院起算日から一定期間算定できる点数に漏れがないか。 

c 時間外加算、休日加算等に漏れがないか。 

d 患者の年齢に対応する点数に漏れがないか。 

e 傷病名等に対応する点数に漏れがないか  など 

○ また、例えば、「a」のチェックを行ったチェック者が、翌月は「ｃ」のチェックを行うなど、チ

ェック項目の入れ替えを行うなどにより、診療報酬制度の理解にも有効となる。 

（※）『別添１』をご活用下さい。 

       委託業者が作成したレセプトについて、入院レセプト、外来レセプト、再審査請求レセプトなどの

区分ごとに、医師等や事務部門の職員でチェックの担当者を定めるとともに、チェックの順序を定

めること。 

(4) チェック担当者等 

○ 委託業者に通知し、必要に応じて、当該委託業者に対し、レセプトチェック体制等の改善を求

めること。 

(5) チェック結果の取扱い 

○ 結果と併せて、請求漏れ等となった要因を分析し、改善方策について、「３」の会議会等に報

告を行うこと。 



レセプト作成業務を委託していない病院についても、複数の職員によるレセプトチェックを実施

すること。 

(6) その他  

 

 

３ 会議等を活用した診療報酬請求事務に係る情報共有の実施 

 

   評価会、管理診療会議等（以下「会議等」という。）を活用し、月１回、次の事項について、多職種の職

員で情報共有を図ること。 

また、会議等で情報共有を図った事項は、院長に対しても報告を行うこと。 

 

○ 「２」により実施したレセプトチェックの結果及び改善方策 

「改善方策」の例 

請求漏れや誤りの原因を分析したところ、伝票に起因するもの（起票漏れ、起票誤り、伝達

不備）が原因であれば、伝票様式の見直しや、伝達経路の明確化を行う。  など 

（※）『別添２』をご参考ください。 

 

○ 審査支払機関からの査定、減点等の内容 

「報告内容」の例 

医薬品については薬事法で承認された用量を超えて薬剤を使用した場合には、原則査定

が行われるため、担当医師に、医学的に必要性があるものについてはカルテに症状詳記の

記載の依頼を、それ以外の場合には、予め当該薬剤の用量を周知しておくことが必要。 

（※）『別添３』をご参考ください。 

 

○ 施設基準の点検結果 

施設基準を満たさない状態となっていた場合には、多額の返還金が生じる。 

届出を行っている施設基準（特に入院基本料等）について、毎月、要件を満たしているかの確

認を行うことが極めて重要。 

また、新たな施設基準の取得や、現行の施設基準の見直し（例えば、包括点数と出来高点数

との比較結果を踏まえて届出直しをする場合など）の検証も積極的に行うことが重要。 

 

○ 毎月の診療報酬請求額、未請求レセプト、審査支払機関からの返戻状況・審査状況 

適正な診療報酬請求を行うためには、その請求状況を適正に管理しておくことが必要。（レセ

プトは適正に作成されたものの、審査支払機関に請求されていない事例もある。） 

また、少なくとも次の書類は整備しておくことが必要。 

・毎月の請求額を管理する帳簿 

・未請求整理簿（医療券の未着や支払方法の未決定等のため、未請求となったものについ

て、理由、件数、金額などを整理した帳簿） 

・返戻整理簿（未請求の一因となる、審査支払機関からのレセプトの返戻分が未請求になら



ないよう、返戻の理由、返戻件数・金額、再請求の処理状況などを整理した帳簿） 

・審査増減整理簿（査定理由、査定件数・金額、再請求の処理状況などを、入院・外来別、

審査月別に整理した帳簿） 

 

 

４ 「１」から「３」までの実施状況について、内部（書面）監査において点検を行う。 

 

「１」から「３」までの取組については、継続的に実施していくことが必要。毎年実施する内部（書面）監

査において、必ずその実施状況の点検を行うこと。 

 

 

５ その他の適正な診療報酬請求を行うための取組を検討する。 

 

「１」から「４」までの取組のほか、適正な診療報酬請求を行うため、次の事項への取組みについても検

討を行うこと。 

 

  

① 多職種に対して、診療報酬や療養担当規則の理解を深めるため、研修会（勉強会）を実施 

(1) 診療報酬制度等の周知 

＜実施例＞ 

・病棟との定期的な勉強会を開催 

・医事担当者が病棟へ出向き勉強会を実施 

・近隣の病院と定期的な勉強会を実施 

など 

② 関係部門に対して、中医協の動向、診療報酬改定の内容、保険局医療課からの疑義解釈通知の

内容等について、自院に必要な情報を速やかに周知。 

 

職員が、「診療報酬の重要性」を認識するとともに、自らが診療報酬請求事務の一端を担ってい

ることについての意識の醸成を図る等のため、年１回程度、職員院内研修を実施。 

(2) 診療報酬請求事務に関する職員院内研修の実施 

研修内容としては、次のようなことが挙げられる。 

・診療報酬改定の内容 

・診療報酬制度や療養担当規則の内容 

・自院で算定を行っている点数に係る算定ルールや施設基準の内容 など 

 

① 中医協の動向について情報収集を行い、関係職員に周知。（新設された点数や、見直しされた施

設基準に、１月でも早く対応することが重要。） 

(3) 診療報酬改定時等の対応 

② 診療報酬改定時、保険局医療課からの疑義解釈通知発出時等には、病院職員等がレセコンのマ

スター登録のチェックを実施。 



＜チェック例＞ 

 ・一旦登録されたものについて、見直しを行う。（特に、改定後は、多くの疑義解釈通知が発

出されるので、留意する。） 

 ・１処方につき７種類以上の内服薬を投与する場合について、一律に当該内服薬の薬材料の

９０％で請求されるものとなっていないか確認。（臨時に投与する薬剤であって、投与期

間が２週間以内の薬剤については、７種類から除外されるため、１００％での請求が可能） 

 ・退院時に退院後に在宅において使用するために投与した薬材料（在宅医療で算定する薬

剤を除く。）は、別に算定されるようになっているか確認。 

 ・酸素・医療材料等の購入価格を基に算定するものは、その都度マスターの更新が行われて

いるか確認。 

など 

③ 改定内容に沿った伝票等の見直しを実施。 

 

診療報酬の算定に当たり、カルテへの記載が義務づけられている点数が増えてきている。カルテに

記載のない行為について診療報酬は請求できないということを認識することが必要。 

(４) カルテ記載漏れの防止 

『別添４』を参考に、カルテの記載漏れ、正しい記載がされるための対策を実施。 

 

    レセプト点検を行うソフトを導入している病院もあるが、例えば、使いこなせる職員が異動した後、全く

活用されていないというケースも見受けられる。 

(５) レセプト点検ソフトの導入 

操作担当者を定めたり、操作マニュアルを整備しておくことが必要。 

また、新たに導入するにあたっては、次の点に留意しておくことが必要。 

○ 市販されているレセプト点検ソフトは、一般的にはフォーマットチェック（保険者番号や公費負

担者番号のチェック、診療実日数のチェック、入院基本料等による実日数のチェックなど）を行

うものが多い。 

算定漏れなどのチェックも行える機能をカスタマイズすることのできるソフトも一部あるようで

あるが、原則、査定対策のために作成されたソフトであることを認識しておくことが必要。 

○ 従って、このようなソフトの導入に当たっては、算定漏れなどのチェックについて、どのような

操作を行うことにより実施できるのかを十分確認しておくことが必要。 

 

    適正な診療報酬請求を行うため、会議等に報告する内容（請求漏れ改善方策など）について、多職

種で検討を行うことが重要。 

(６) 診療報酬対策委員会等の設置、定期的な開催 

    同様の委員会を設置していない病院は、『別添５』を参考に設置を検討し、定期的に開催できていな

い病院は、月１回の開催を検討。 
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平 成 ２１ 年 度 損 益 計 算 書 状 況

（単位：百万円）

対前年度（C-A） 対計画（C-B）

経常収益 807 804 801 766 827 003 +19 199 +25 237

平 成 ２１ 年 度 損 益 計 算 書 状 況

差引増△減２０年度決算
A

２１年度決算
C

２１年度計画
B

経常収益 807,804 801,766 827,003 +19,199 +25,237

診療業務収益 752,620 750,393 776,068 +23,448 +25,675

医業収益 740,893 740,135 762,560 +21,667 +22,425

その他収益 11,727 10,258 13,508 +1,781 +3,250

教育研修業務収益 4,206 5,218 5,599 +1,393 +381

臨床研究業務収益 10,799 9,069 11,709 +910 +2,640

その他経常収益 40,180 37,086 33,626 △6,554 △3,460

経常費用 768,566 782,343 788,242 +19,676 +5,899

診療業務費 697,909 712,178 722,880 +24,971 +10,702

人件費＋委託費 422,287 433,757 437,762 +15,475 +4,005

材料費 174 184 175 412 182 954 +8 770 +7 542材料費 174,184 175,412 182,954 +8,770 +7,542

減価償却費 43,138 42,115 44,264 +1,126 +2,149

その他 58,301 60,894 57,901 △400 △2,993

教育研修業務費 6,527 6,981 6,635 +108 △346

臨床研究業務費 10,727 11,031 10,950 +223 △81

その他経常費用 53,403 52,153 47,778 △5,625 △4,375

一般管理費 35,774 36,352 32,052 △3,722 △4,300

その他経常費用 17,628 15,802 15,726 △1,902 △76

臨時利益 214 1 496 +282 +495

臨時損失 9,456 5,261 4,500 △4,956 △761

経常収支 39 239 19 423 38 760 △479 +19 337経常収支 39,239 19,423 38,760 △479 +19,337

総収支 29,997 14,163 34,756 +4,759 +20,593

人件費＋委託費率 57.0% 58.6% 57.4% ＋0.4% △1.2%

人件費率 52.3% 53.8% 52.7% ＋0.4% △1.1%

委託費率 4 7% 4 8% 4 7% ＋0 0% △0 1%委託費率 4.7% 4.8% 4.7% ＋0.0% △0.1%

材料費率 23.5% 23.7% 24.0% ＋0.5% 0.3%

医業収支率 106.2% 103.9% 105.5% △0.7% 1.6%

経常収支率 105.1% 102.5% 104.9% △0.2% 2.4%

総収支率 103.9% 101.8% 104.4% ＋0.5% 2.6%

注２）計数は、原則としてそれぞれ四捨五入としているため、端数整理の関係で合計と一致しないものがある。

注１）20年度決算額には、会計基準第80条第３項による運営費交付金の「振替額（執行残額）」3,164百万円を含む。
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携
に
よ
り
取
得
し
た
基
準

入
院

時
医

学
管

理
加

算
+
5

施
設

（
計

2
3

施
設

）
地

域
医

療
支

援
病

院
入

院
診

療
加

算
+
7

施
設

（
計

4
0

施
設

）
が

ん
診

療
連

携
拠

点
病

院
加

算
+
1

施
設

（
計

3
4

施
設

）

③
そ
の

他
取

得
し
た
主

な
基

準

○
材

料
費

の
増

医
薬

品
の

使
用

増
、

手
術

件
数

の
増

建
替

病
院

に
係

る
医

療
用

消
耗

器
具

の
購

入
増

な
ど

△
8

8

○
運

営
費

交
付

金
収

益
の

増

○
減

価
償

却
費

の
増

【
教

育
研

修
業

務
】

③

脳
卒

中
ケ

ア
ユ

ニ
ッ

ト

入
院

医
療

管
理

料
+
2

施
設

（
計

7
施

設
）

新
生

児
特

定
集

中
治

療
室

管
理

料
+
1

施
設

（
計

1
9

施
設

）
外

来
化

学
療

法
加

算
１

+
7

施
設

（
計

7
1

施
設

）
外

来
化

学
療

法
加

算
２

+
1

施
設

（
計

8
施

設
）

④
Ｄ
Ｐ
Ｃ
対
象
病
院

+
1

1
施

設
（

計
4

1
施

設
）

新
た

な
投

資
に

よ
る

減
価

償
却

費
の

増

+
1

3

△
1

1

○
治

験
等

の
研

究
収

入
増

○
運

営
費

交
付

金
収

益
の

増

○
支

払
利

息
減

少
等

【
教

育
研

修
業

務
】

【
臨

床
研

究
業

務
】

【
そ

の
他

】

④

平
成

２
２

年
３

月
末

現
在

＋
7 +

1
9

+
1

3

財
務

活
動

○
運

営
費

交
付

金
収

益
の

減

平
成
２
1
年
度

経
常
利
益

3
8
8
億
円

そ
の

他

経
常

利
益

△
5

億
円

の
減

少

（
実

力
ベ

ー
ス

（
☆

）
で

比
較

す
る

と

2
7

億
円

の
改

善
）

（
☆

）
実

力
ベ

ー
ス

と
は

、
国

庫
返

納
の

た
め

の
運

営
費

交
付

金
収

益
を

含
ま

な
い

経
常

利
益

△
2

8

平
成
2
1
年
度

当
期
純
利
益

3
4
8
億
円

平
成

2
1

年
度

臨
時

損
益

△
4

0
（

う
ち

減
損

損
失

△
1

0
）

の
運

営
費

交
付

金
収

益
を

含
ま

な
い

経
常

利
益

※
計

数
は

原
則

と
し

て
そ

れ
ぞ

れ
四

捨
五

入
に

よ
っ

て
い

る
の

で
、

端
数

に
お

い
て

合
計

と
は

一
致

し
な

い
も

の
が

あ
り

ま
す

。



【
入

院
】

全
体

一
般

（
重

筋
を

除
く
）

結
核

１
　

日
　

平
　

均
　

入
　

院
　

患
　

者
　

数
１

日
平

均
新

入
院

患
者

数

4
9
,2

6
9
 人

4
8
,0

9
9
 人

4
6
,6

2
2
 人

4
6
,0

0
0
 人

4
4
,9

4
3
 人

4
4
,2

7
8
 人

4
3
,0

0
0
 人

4
4
,0

0
0
 人

4
5
,0

0
0
 人

4
6
,0

0
0
 人

4
7
,0

0
0
 人

4
8
,0

0
0
 人

4
9
,0

0
0
 人

5
0
,0

0
0
 人

5
1
,0

0
0
 人

5
2
,0

0
0
 人

平
均

患
者

数

1
,4

4
1
 人

1
,4

9
3
 人

1
,5

3
6
 人

1
,5

4
5
 人

1
,5

3
8
 人

1
,5

6
4
 人

1
,4

0
0
 人

1
,5

0
0
 人

1
,6

0
0
 人

1
,7

0
0
 人

１
日

平
均

２
６

人
の

増
加

（
年

間
約

９
．

５
千

人
の

増
加

）

2
8

0
日

3
3
.0

 日

3
8
.0

 日

4
3
.0

 日

4
8
.0

 日

5
3
.0

 日

5
8
.0

 日

6
3
.0

 日

6
8
.0

 日

7
3
.0

 日

7
8
.0

 日

4
2
,0

0
0
.0

 日

4
3
,0

0
0
.0

 日

4
4
,0

0
0
.0

 日

4
5
,0

0
0
.0

 日

4
6
,0

0
0
.0

 日

4
7
,0

0
0
.0

 日

4
8
,0

0
0
.0

 日

4
9
,0

0
0
.0

 日

5
0
,0

0
0
.0

 日

平
均

在
院

日
数

(機
構

全
体

)

3
0
.3

日
(△

1
.9

日
)

平
均

在
院

日
数

(一
般

病
床

)
2
1
.2

日
(△

1
.6

日
)

2
,8

9
6
 人

2
,2

5
6
 人

1
,9

1
7
 人

1
,7

1
6
 人

1
,5

4
7
 人

1
,4

6
3
 人

3
0

0
日

4
0
.0

 日

5
0
.0

 日

6
0
.0

 日

7
0
.0

 日

8
0
.0

 日

1
,6

0
0
 人

1
,9

0
0
 人

2
,2

0
0
 人

2
,5

0
0
 人

2
,8

0
0
 人

3
,1

0
0
 人

3
,4

0
0
 人

3
,7

0
0
 人

平
均

在
院

日
数

(機
構

全
体

)

2
8
.3

日
(△

0
.9

日
)

平
均

在
院

日
数

(結
核

)

7
2
.4

日
(△

0
.8

日
)

3
2
,2

8
6
 人

3
2
,0

7
1
 人

3
1
,3

1
6
 人

3
1
,0

3
0
 人

3
0
,1

3
3
 人

2
9
,6

5
6
 人

2
3
.0

 日

2
8
.0

 日

3
3
.0

 日

2
5
,0

0
0
 人

3
0
,0

0
0
 人

3
5
,0

0
0
 人

4
0
,0

0
0
 人

平
均

在
院

日
数

(機
構

全
体

)

2
8
.3

日
(△

0
.9

日
)

平
均

在
院

日
数

(一
般

病
床

)
1
9
.8

日
(△

0
.7

日
)

6
6
5
人

の
減

少

全
体

一
般

（
重

筋
を

除
く
）

結
核

１
日

平
均

新
患

者
数

１
日

平
均

入
院

患
者

数

入
院

患
者

１
人

１
日

当
た

り
入

院
診

療
収

益
入

院
診

療
収

益
診

療
業

務
費

病
床

利
用

率

4
0
,0

0
0
 人

4
1
,0

0
0
 人

4
2
,0

0
0
 人

１
６

年
度

１
７

年
度

１
８

年
度

１
９

年
度

２
０

年
度

２
１

年
度

5
,6

8
3
億

円
5
,7

9
2
億

円
5
,7

5
3
億

円

5
,9

9
7
億

円
6
,0

6
5
億

円

6
,1

8
8
億

円

4
,6

0
0
億

円

5
,0

0
0
億

円

5
,4

0
0
億

円

5
,8

0
0
億

円

6
,2

0
0
億

円

6
,6

0
0
億

円

7
,0

0
0
億

円

平
均

在
院

日
数

の
短

縮
な

ど

1
2
3
億

円
の

増
加

1
,3

0
0
 人

１
６

年
度

１
７

年
度

１
８

年
度

１
９

年
度

２
０

年
度

２
１

年
度

1
8
.0

 日

2
3
.0

 日

2
8
.0

 日

4
0
,0

0
0
.0

 日

4
1
,0

0
0
.0

 日

１
６

年
度

１
７

年
度

１
８

年
度

平
均

在
院

日
数

の
短

縮
な

ど
2
0
.0

 日

3
0
.0

 日

1
,0

0
0
 人

1
,3

0
0
 人

１
６

年
度

１
７

年
度

１
８

年
度

１
９

年
度

２
０

年
度

２
１

年
度

平
均

在
院

日
数

の
短

縮
な

ど

平
均

在
院

日
数

(機
構

全
体

)

3
0
.3

日
(△

1
.9

日
)

平
均

在
院

日
数

(一
般

病
床

)
2
1
.2

日
(△

1
.6

日
)

8
3
.5

%
8
5
.2

%
8
4
.2

%
8
3
.9

%
8
3
.5

%
8
3
.2

%

0
.0

%

3
0
.0

%

6
0
.0

%

9
0
.0

%

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

1
8
.0

 日
2
0
,0

0
0
 人

１
６

年
度

１
７

年
度

１
８

年
度

１
９

年
度

２
０

年
度

２
１

年
度

平
均

在
院

日
数

の
短

縮
な

ど

病
床

利
用

率

(一
般

)

8
1
.4

%
(△

0
.7

%
)

病
床

利
用

率

(結
核

)

5
7
.4

%
(△

1
.2

%
)

3
1
,6

3
5
 円

3
2
,9

9
3
 円

3
3
,8

0
7
 円

3
5
,6

1
8
 円

3
6
,9

7
4
 円

3
8
,2

8
7
 円

2
2
,0

0
0
 円

2
6
,0

0
0
 円

3
0
,0

0
0
 円

3
4
,0

0
0
 円

3
8
,0

0
0
 円

4
2
,0

0
0
 円

4
6
,0

0
0
 円

平
均

在
院

日
数

の
短

縮
等

に
よ

る

上
位

基
準

の
取

得
な

ど

1
,3

1
3
円

の
増

加

6
,5

8
8
億

円6
,7

9
2
億

円 6
,7

4
6
億

円6
,9

1
6
億

円6
,9

7
9
億

円7
,2

2
9
億

円

5
,2

0
0
億

円

5
,6

0
0
億

円

6
,0

0
0
億

円

6
,4

0
0
億

円

6
,8

0
0
億

円

7
,2

0
0
億

円

7
,6

0
0
億

円

8
,0

0
0
億

円

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

2
5
0
億

円
の

増
加

入
院

患
者

１
人

１
日

当
た

り
入

院
診

療
収

益
入

院
診

療
収

益
診

療
業

務
費

病
床

利
用

率

１
６

年
度

１
７

年
度

１
８

年
度

１
９

年
度

２
０

年
度

２
１

年
度

１
６

年
度

１
７

年
度

１
８

年
度

１
９

年
度

２
０

年
度

２
１

年
度

※
1
8
年

度
は

自
立

支
援

法
施

行
に

よ
る

措
置

費
(日

用

品
費

)の
4
億

を
除

く

１
６

年
度

１
７

年
度

１
８

年
度

１
９

年
度

２
０

年
度

２
１

年
度

１
６

年
度

１
７

年
度

１
８

年
度

１
９

年
度

２
０

年
度

２
１

年
度



【
外

来
】

１
日

平
均

外
来

患
者

数
１

日
平

均
救

急
患

者
受

入
数

0

5
3
,1

8
9
 人

5
1
,9

3
2
 人

5
0
,4

2
0
 人

4
9
,8

5
9
 人

4
7
,9

7
9
 人

4
7
,9

2
1
 人

2
0
.0

%

2
5
.0

%

3
0
.0

%

3
5
.0

%

4
0
.0

%

4
5
.0

%

5
0
.0

%

5
5
.0

%

6
0
.0

%

4
0
,0

0
0
 人

4
5
,0

0
0
 人

5
0
,0

0
0
 人

5
5
,0

0
0
 人

6
0
,0

0
0
 人

地
域

連
携

強
化

に
伴

う
、

紹
介

率
・
逆

紹
介

率
の

向
上

紹
介

率

5
5
.0

%
(+

1
.1

%
)

逆
紹

介
率

4
4
.1

%
(+

1
.4

%
)

1
,6

0
0
 人

1
,6

9
5
 人

1
,7

3
8
 人

1
,7

1
5
 人

1
,5

4
7
 人

1
,6

2
5
 人

1
,2

0
0
 人

1
,3

0
0
 人

1
,4

0
0
 人

1
,5

0
0
 人

1
,6

0
0
 人

1
,7

0
0
 人

1
,8

0
0
 人

1
,9

0
0
 人

2
,0

0
0
 人

１
日

平
均

7
8
人

の
増

加

（
年

間
約

2
.8

万
人

の
増

加
）

5
8
人

の
減

少

１
日

平
均

外
来

患
者

数
１

日
平

均
救

急
患

者
数

外
来

患
者

１
人

１
日

当
た

り
外

来
診

療
収

益
外

来
診

療
収

益

１
６

年
度

１
７

年
度

１
８

年
度

１
９

年
度

２
０

年
度

２
１

年
度

8
,1

5
2
 円

8
,8

3
9
 円

9
,2

4
4
 円

9
,8

1
7
 円

1
0
,4

4
8
 円

1
1
,1

5
2
 円

6
,0

0
0
 円

7
,0

0
0
 円

8
,0

0
0
 円

9
,0

0
0
 円

1
0
,0

0
0
 円

1
1
,0

0
0
 円

1
2
,0

0
0
 円

1
3
,0

0
0
 円

1
4
,0

0
0
 円

1
5
,0

0
0
 円

１
６

年
度

１
７

年
度

１
８

年
度

１
９

年
度

２
０

年
度

２
１

年
度

１
６

年
度

１
７

年
度

１
８

年
度

１
９

年
度

２
０

年
度

２
１

年
度

7
0
4
円

の
増

加
1
,0

5
2
億

円

1
,1

2
0
億

円
1
,1

4
2
億

円

1
,1

9
9
億

円
1
,2

1
8
億

円

1
,2

9
3
億

円

8
0
0
億

円

1
,0

0
0
億

円

1
,2

0
0
億

円

1
,4

0
0
億

円

1
,6

0
0
億

円

１
６

年
度

１
７

年
度

１
８

年
度

１
９

年
度

２
０

年
度

２
１

年
度

7
5
億

円
の

増
加

外
来

患
者

１
人

１
日

当
た

り
外

来
診

療
収

益
外

来
診

療
収

益

外
来

化
学

療
法

の
増

加
な

ど
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別紙１

（単位：百万円）

収入

運営費交付金 222,156

施設整備費補助金 15,119

長期借入金等 115,950

業務収入 3,820,468

その他収入 54,850

計 4,228,542

支出

業務経費 3,602,962

診療業務経費 3,288,314

教育研修業務経費 33,485

臨床研究業務経費 55,357

その他の経費 225,806

施設整備費 255,307

借入金償還 235,202

支払利息 63,812

その他支出 41,735

計 4,199,018

（注１）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある

（注２）平成２１年度以降の診療報酬改定は考慮していない。

（注３）給与改定及び物価の変動は考慮していない。

［人件費の見積り］

  期間中総額１，６２８，０３８百万円を支出する。

　上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び国際機関等派遣職員

給与に相当する範囲の費用である。

［運営費交付金の算定ルール］

【運営費交付金の算定方法】

　平成２１年度は、業務の実施に要する経費を個々に見積り算出する。平成２２年度以降、これを基礎として

以下の算定ルールにより決定。
【運営費交付金の算定ルール】

　毎事業年度に交付する運営費交付金(A）については、以下の数式により決定する。

　(A)＝(〔A(a）×α1〕＋〔A(b)×α2〕)×β

各経費及び係数値については、以下のとおり。

　A（a）：　前年度における政策的経費に係る運営費交付金

　A（b）：　前年度における過去債務清算経費に係る運営費交付金

　　　　　　　過去債務清算経費＝国負担の退職手当＋整理資源＋恩給負担金

　α1 ：　政策的経費に係る効率化係数。各事業年度の予算編成において、当該事業年度における具体的な係

 　　　 数値を決定する。

　α2 ：　過去債務清算経費に係る効率化係数。各事業年度の予算編成において、当該事業年度における具体

      　的な係数値を決定する。

　β ：　 政策係数。法人の業務の進捗状況や財務状況、政策ニーズ等への対応の必要性、独立行政法人評価

　　 　 委員会による評価等を勘案し、各事業年度の予算編成において、当該事業年度における具体的な係数

 　　 　値を決定する。

【中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数】

　α1　：　0.99と置く。

　α2　：　0.98と置く。

　 β　：　1.00と置く。

金　　　　　額区　　　　　　　　　　　　別

中期計画（平成２１年度から平成２５年度）の予算



別紙２

（単位：百万円）

収益の部 4,048,984

診療業務収益 3,798,399

医業収益 3,740,801

運営費交付金収益 38,159

その他診療業務収益 19,439

教育研修業務収益 26,453

看護師等養成所収益 19,810

研修収益 655

運営費交付金収益 5,401

その他教育研修業務収益 587

臨床研究業務収益 45,393

研究収益 22,905

運営費交付金収益 21,694

その他臨床研究業務収益 794

その他経常収益 178,735

財務収益 3,123

運営費交付金収益 159,112

その他 16,500

臨時利益 5

費用の部 3,961,049

診療業務費 3,605,225

人件費 2,025,033

材料費 877,062

諸経費 486,034

減価償却費 217,096

教育研修業務費 34,905

人件費 24,605

諸経費 10,005

減価償却費 295

臨床研究業務費 54,851

人件費 26,845

諸経費 25,650

減価償却費 2,355

一般管理費 174,636

 人件費 171,216

諸経費 3,362

減価償却費 57

その他経常費用 72,640

財務費用 64,378

その他 8,262

臨時損失 18,793

純利益 87,935

目的積立金取崩額 0

総利益 87,935

（注）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

金　　　　　額区　　　　　　　　　　　　別

中期計画（平成２１年度から平成２５年度）の収支計画



別紙３

（単位：百万円）

金　　　　　額

資金収入 4,306,894

業務活動による収入 4,042,624

診療業務による収入 3,791,251

教育研修業務による収入 25,930

臨床研究業務による収入 51,965

その他の収入 173,477

投資活動による収入 18,119

施設費による収入 15,119

その他の収入 3,000

財務活動による収入 167,800

債券発行による収入 25,000

長期借入による収入 90,950

その他の収入 51,850

前期中期目標の期間よりの繰越金 78,352

資金支出 4,306,894

業務活動による支出 ▲ 3,666,774

診療業務による支出 3,288,314

教育研修業務による支出 33,485

臨床研究業務による支出 55,357

その他の支出 289,618

投資活動による支出 257,937

有形固定資産の取得による支出 255,307

その他の支出 2,630

財務活動による支出 274,307

債券の償還による支出 8,000

長期借入金の返済による支出 227,202

その他の支出 39,105

次期中期目標の期間への繰越金 107,876

（注）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

区　　　　　　　　　　　　　　　　　別

中期計画（平成２１年度から平成２５年度）の資金計画
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独立行政法人国立病院機構年度計画
別紙１～３

（予算、収支計画、資金計画）





別紙１

（単位：百万円）

収入

運営費交付金 45,972

施設整備費補助金 3,217

長期借入金等 50,500

業務収入 756,345

その他収入 54,850

計 910,883

支出

業務経費 723,251

診療業務経費 652,248

教育研修業務経費 6,677

臨床研究業務経費 11,561

その他の経費 52,765

施設整備費 70,139

借入金償還 50,982

支払利息 14,035

その他支出 7,439

計 865,845

（注）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

金　　　　　額区　　　　　　　　　　　　別

平成２１年度予算



別紙２

（単位：百万円）

収益の部 801,767

診療業務収益 750,393

医業収益 740,135

運営費交付金収益 6,452

その他診療業務収益 3,806

教育研修業務収益 5,218

看護師等養成所収益 3,962

研修収益 131

運営費交付金収益 1,102

その他教育研修業務収益 23

臨床研究業務収益 9,069

研究収益 4,409

運営費交付金収益 4,502

その他臨床研究業務収益 158

その他経常収益 37,086

財務収益 678

運営費交付金収益 33,108

その他 3,300

臨時利益 1

費用の部 787,604

診療業務費 712,178

人件費 398,388

材料費 175,412

諸経費 96,263

減価償却費 42,115

教育研修業務費 6,981

人件費 4,921

諸経費 2,001

減価償却費 59

臨床研究業務費 11,031

人件費 5,369

諸経費 5,191

減価償却費 471

一般管理費 36,352

 人件費 35,635

諸経費 705

減価償却費 11

その他経常費用 15,802

財務費用 14,144

その他 1,658

臨時損失 5,261

純利益 14,163

目的積立金取崩額 0

総利益 14,163

（注）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

金　　　　　額区　　　　　　　　　　　　別

平成２１年度収支計画



別紙３

（単位：百万円）

金　　　　　額

資金収入 989,235

業務活動による収入 802,316

診療業務による収入 749,725

教育研修業務による収入 5,218

臨床研究業務による収入 10,303

その他の収入 37,071

投資活動による収入 6,217

施設費による収入 3,217

その他の収入 3,000

財務活動による収入 102,350

債券発行による収入 5,000

長期借入による収入 45,500

その他の収入 51,850

前年度よりの繰越金 78,352

資金支出 989,235

業務活動による支出 737,286

診療業務による支出 652,248

教育研修業務による支出 6,677

臨床研究業務による支出 11,561

その他の支出 66,800

投資活動による支出 70,669

有形固定資産の取得による支出 70,139

その他の支出 530

財務活動による支出 57,891

債券の償還による支出 3,000

長期借入金の返済による支出 47,982

その他の支出 6,909

翌年度への繰越金 123,390

（注）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

区　　　　　　　　　　　　　　　　　別

平成２１年度資金計画
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研修実施状況
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病
院

機
構

と
麻

生
グ

ル
ー

プ
の

関
連

施
設

で
勤

務
す

る
幹

部
ま

た
は

幹
部

候
補

職
員

を
対

象
と

し
て

、
飯

塚
病

院
に

お
け

る
経

営
管

理
に

関
す

る
代

表
的

な
取

り
組

み
に

つ
い

て
学

ぶ
。

ま
た

、
戦

略
策

定
プ

ロ
セ

ス
を

通
じ

て
、

自
病

院
の

経
営

計
画

に
寄

与
す

る
経

営
管

理
面

の
強

化
項

目
の

絞
り

込
み

を
行

う
。

さ
ら

に
、

意
識

改
革

、
組

織
体

制
作

り
、

行
動

強
化

、
Ｏ

Ｊ
Ｔ

、
研

修
計

画
等

の
行

動
計

画
に

繋
げ

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

・
医

療
の

質
改

善
活

動
の

基
本

原
理

と
実

践
論

・
医

療
安

全
活

動
・

演
習

ﾜ
ｰ
ｸ
ｼ
ｮ
ｯ
ﾌ
ﾟ
　

　
等

1
1
病

院
経

営
研

修
事

務
職

、
医

師
、

看
護

師
、

ｺ
ﾒ
ﾃ
ﾞ
ｨ
ｶ
ﾙ

2
8
1

2
日

間

1
1
/
1
9
～

1
1
/
2
0

1
2
/
2
4
～

1
2
/
2
5

1
2
/
1
7
～

1
2
/
1
8

1
2
/
2
1
～

1
2
/
2
2

1
1
/
3
0
～

1
2
/
1

1
2
/
1
0
～

1
2
/
1
1

北
海

道
東

北
ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
事

務
所

関
東

信
越

ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
事

務
所

東
海

北
陸

ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
事

務
所

近
畿

ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
事

務
所

中
国

四
国

ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
事

務
所

九
州

ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
事

務
所

独
立

行
政

法
人

国
立

病
院

機
構

に
勤

務
す

る
主

と
し

て
経

営
企

画
を

担
当

す
る

職
員

に
対

し
、

病
院

経
営

に
対

す
る

意
識

改
革

や
経

営
改

善
方

策
策

定
・

実
施

に
質

す
る

た
め

、
経

営
（

業
務

）
改

善
の

事
例

や
そ

れ
を

発
想

す
る

に
至

る
発

想
方

法
、

ま
た

そ
れ

を
実

施
す

る
た

め
の

手
法

等
に

つ
い

て
講

義
及

び
グ

ル
ー

プ
ワ

ー
ク

に
よ

り
習

得
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

・
国

立
病

院
機

構
の

事
例

研
究

・
経

営
改

善
に

向
け

た
職

場
で

の
実

践
力

の
向

上
・

グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
　

　
等

1
2
医

事
業

務
研

修
事

務
職

員
、

平
成

1
8
年

度
医

事
業

務
研

修
の

受
講

者
1
2
6

1
2
日

間

9
/
2
8
～

1
0
/
2
間

の
連

続
3
日

間
1
0
/
2
6
～

1
1
/
6
間

の
連

続
3
日

間
1
1
/
2
4
～

1
2
/
2
間

の
連

続
3
日

間
2
/
2
2
～

2
/
2
6
間

の
連

続
3
日

間

北
海

道
東

北
ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
事

務
所

関
東

信
越

ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
事

務
所

東
海

北
陸

ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
事

務
所

近
畿

ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
事

務
所

中
国

四
国

ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
事

務
所

九
州

ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
事

務
所

病
院

経
営

に
お

け
る

医
事

業
務

の
重

要
性

を
理

解
す

る
と

と
も

に
、

診
療

部
門

に
対

し
、

経
営

的
視

点
か

ら
積

極
的

に
提

言
等

を
行

え
る

人
材

の
育

成
を

図
る

。
ま

た
、

平
成

2
1
年

1
2
月

に
実

施
さ

れ
る

(
財

)
日

本
医

療
保

険
事

務
協

会
主

催
の

「
診

療
報

酬
請

求
事

務
能

力
認

定
試

験
」

の
合

格
者

と
同

等
の

知
識

等
を

図
る

。

・
医

療
保

障
制

度
・

請
求

事
務

の
基

本
・

医
学

管
理

　
　

等

主
な

研
修

内
容

区
分

研
修

の
名

称
受

講
対

象
者

受
講

者
数

研
修

期
間

研
修

会
場

研
修

目
的



【
本

部
】

平
成

２
１

年
度

コ
ー

ス
数

２
７

、
受

講
者

数
1
,
9
8
8
名

日
数

開
催

日
主

な
研

修
内

容
区

分
研

修
の

名
称

受
講

対
象

者
受

講
者

数

研
修

期
間

研
修

会
場

研
修

目
的

1
3
Ｈ

Ｉ
Ｖ

感
染

症
研

修
１

（
N
C
国

際
）

医
師

、
看

護
師

、
薬

剤
師

な
ど

の
医

療
従

事
者

1
2

2
日

間
1
/
2
8
～

1
/
2
9

国
立

国
際

医
療

セ
ン

タ
ー

最
新

の
専

門
知

識
・

治
療

技
術

を
習

得
さ

せ
、

国
立

病
院

機
構

に
お

け
る

Ｈ
Ｉ

Ｖ
治

療
お

よ
び

感
染

対
策

の
充

実
を

図
る

。

・
H
I
V
の

基
礎

と
検

査
・

初
診

時
の

検
査

と
ﾃ
ﾞ
ｰ
ﾀ
の

見
方

・
免

疫
再

構
築

症
候

群
　

　
等

1
4
Ｈ

Ｉ
Ｖ

感
染

症
研

修
２

（
N
H
O
大

阪
医

療
セ

ン
タ

ー
）

医
師

、
看

護
師

、
薬

剤
師

な
ど

の
医

療
従

事
者

7
3
日

間
1
/
2
5
～

1
/
2
7

国
立

病
院

機
構

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

最
新

の
専

門
知

識
・

治
療

技
術

を
習

得
さ

せ
、

国
立

病
院

機
構

に
お

け
る

Ｈ
Ｉ

Ｖ
治

療
お

よ
び

感
染

対
策

の
充

実
を

図
る

。

・
H
I
V
感

染
症

の
基

礎
・

針
刺

し
暴

露
後

対
策

・
H
I
V
と

ｿ
ｰ
ｼ
ｬ
ﾙ
ﾜ
ｰ
ｸ
　

　
等

1
5
災

害
医

療
従

事
者

研
修

災
害

拠
点

病
院

或
い

は
救

命
救

命
セ

ン
タ

－
を

有
す

る
病

院
の

医
療

従
事

者
9
0

4
日

間
1
0
/
5
～

1
0
/
8

国
立

病
院

機
構

災
害

医
療

セ
ン

タ
ー

大
規

模
災

害
発

生
時

の
多

種
多

様
な

ケ
－

ス
・

状
況

に
適

切
に

対
応

で
き

る
災

害
医

療
に

関
す

る
見

識
・

知
識

・
技

術
の

向
上

を
図

る
。

・
国

立
病

院
機

構
の

災
害

医
療

対
策

・
災

害
時

職
種

別
対

応
・

ﾃ
ﾞ
ｨ
ｽ
ｶ
ｯ
ｼ
ｮ
ﾝ
　

　
等

1
6
糖

尿
病

フ
ッ

ト
ケ

ア
研

修

糖
尿

病
足

病
変

患
者

の
看

護
に

従
事

し
た

経
験

を
５

年
以

上
有

す
る

常
勤

看
護

師

5
1

3
日

間
1
/
9
～

1
/
1
1

京
都

医
療

セ
ン

タ
ー

看
護

学
校

内

平
成

2
0
年

度
診

療
報

酬
改

定
に

よ
り

新
設

さ
れ

た
糖

尿
病

合
併

症
管

理
科

の
算

定
用

件
で

あ
る

、
｢
糖

尿
病

足
病

変
の

指
導

に
係

る
適

切
な

研
修

｣
に

る
研

修
を

受
講

し
、

所
属

病
院

に
お

い
て

当
該

点
数

を
円

滑
に

算
定

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

・
糖

尿
病

ｹ
ｱ
の

基
礎

知
識

・
糖

尿
病

患
者

の
ﾘ
ｽ
ｸ
ｱ
ｾ
ｽ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
方

法
(
実

習
)

・
予

防
的

ﾌ
ｯ
ﾄ
ｹ
ｱ
ﾃ
ｸ
ﾆ
ｯ
ｸ
の

習
得

(
実

習
)

・
糖

尿
病

足
病

変
の

治
療

　
　

等

1
7
口

腔
ケ

ア
研

修
看

護
師

、
言

語
聴

覚
士

、
医

師
、

歯
科

医
師

等
2
5

2
日

間
8
/
2
0
～

8
/
2
1

国
立

長
寿

医
療

セ
ン

タ
ー

参
加

者
の

口
腔

管
理

に
関

す
る

知
識

と
技

術
を

高
め

る
と

共
に

、
国

立
長

寿
医

療
セ

ン
タ

ー
に

て
開

発
さ

れ
た

標
準

化
さ

れ
た

口
腔

ケ
ア

（
口

腔
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
）

を
国

立
病

院
機

構
を

通
じ

て
普

及
を

図
る

。
そ

れ
に

よ
り

、
誤

嚥
性

肺
炎

の
予

防
体

制
を

社
会

的
に

擁
立

す
る

と
と

も
に

、
入

院
患

者
・

看
護

師
双

方
の

口
腔

看
護

・
介

護
負

担
を

軽
減

さ
せ

る
こ

と
で

看
護

・
介

護
社

会
資

源
の

有
効

活
用

を
図

り
、

入
院

患
者

、
高

齢
者

・
要

介
護

者
の

Ｑ
Ｏ

Ｌ
の

向
上

を
目

指
す

。

・
口

腔
ｹ
ｱ
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ

・
実

習
・

口
腔

ｹ
ｱ
と

摂
食

・
嚥

下
機

能
障

害
　

　
等

1
8
放

射
線

安
全

管
理

研
修

診
療

放
射

線
技

師
3
4

2
日

間
2
/
8
～

2
/
9

本
部

講
堂

放
射

線
診

断
・

治
療

に
お

け
る

放
射

線
防

護
等

の
安

全
管

理
体

制
に

関
す

る
専

門
的

知
識

・
技

術
・

法
制

度
を

習
得

さ
せ

、
法

令
遵

守
の

徹
底

及
び

放
射

線
事

故
防

止
と

安
全

管
理

を
実

施
す

る
体

制
の

確
立

を
図

る
。

・
放

射
線

障
害

防
止

法
・

放
射

線
設

備
の

安
全

管
理

　
　

等

1
9
Ｅ

Ｂ
Ｍ

に
関

す
る

研
修

医
師

、
看

護
師

等
の

医
療

従
事

者
5
1

1
日

間
1
0
/
2
6

本
部

講
堂

実
際

の
診

療
・

看
護

等
の

場
面

で
E
B
M
を

実
践

す
る

方
略

を
学

ぶ
。

E
B
M
の

手
法

を
後

輩
の

教
育

や
患

者
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
に

活
か

せ
る

技
術

を
身

に
つ

け
る

。
・

E
B
M
の

5
つ

ｽ
ﾃ
ｯ
ﾌ
ﾟ

・
目

の
前

の
患

者
へ

の
実

践
　

　
等

2
0
長

期
入

院
患

者
の

A
D
L
向

上
に

関
す

る
研

修
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

2
0

3
日

間
1
/
2
0
～

1
/
2
2

N
H
O
東

名
古

屋
病

院
附

属
ﾘ
ﾊ

ﾋ
ﾞ
ﾘ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
学

院
政

策
医

療
疾

患
に

対
す

る
理

学
療

法
・

作
業

療
法

の
指

導
者

育
成

に
よ

り
医

療
の

質
の

向
上

を
図

る
。

・
神

経
難

病
、

重
症

心
身

障
害

者
、

筋
ｼ
ﾞ
ｽ
ﾄ
ﾛ
ﾌ
ｨ
ｰ
の

ﾘ
ﾊ
ﾋ
ﾞ
ﾘ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ

・
自

立
支

援
法

に
基

づ
く

療
養

介
護

制
度

に
つ

い
て

　
　

等

2
1
臨

床
研

究
の

デ
ザ

イ
ン

と
進

め
方

に
関

す
る

研
修

病
院

に
お

い
て

臨
床

研
究

を
行

う
こ

と
を

予
定

し
て

い
る

医
師

・
看

護
師

及
び

ｺ
･
ﾒ
ﾃ
ﾞ
ｨ
ｶ
ﾙ
･
ｽ
ﾀ
ｯ
ﾌ

4
7

2
日

間
2
/
2
8
～

3
/
1

本
部

講
堂

国
立

病
院

機
構

の
理

念
の

下
、

良
質

な
医

療
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

た
め

の
エ

ビ
デ

ン
ス

を
創

出
す

る
臨

床
研

究
を

デ
ザ

イ
ン

し
、

適
切

に
研

究
事

業
を

運
営

す
る

た
め

の
技

術
習

得
を

図
る

。

・
研

究
テ

ー
マ

の
選

び
方

・
実

施
可

能
な

研
究

デ
ザ

イ
ン

の
設

計
法

　
　

等

2
2
治

験
及

び
臨

床
研

究
倫

理
審

査
委

員
に

関
す

る
研

修
の

開
催

に
つ

い
て

治
験

及
び

臨
床

研
究

倫
理

審
査

委
員

会
の

委
員

5
9

1
日

間
7
/
2
2

本
部

講
堂

治
験

及
び

臨
床

研
究

に
関

連
す

る
各

種
委

員
会

に
携

わ
る

委
員

等
が

、
審

議
に

必
要

な
知

識
を

習
得

し
、

臨
床

研
究

に
お

け
る

倫
理

審
査

の
意

義
・

重
要

性
を

理
解

す
る

。

・
治

験
・

臨
床

研
究

の
必

要
性

・
治

験
審

査
・

倫
理

委
員

会
と

委
員

の
役

割
　

　
等

2
3
治

験
・

臨
床

研
究

ｺ
ｰ
ﾃ
ﾞ
ｨ
ﾈ
ｰ

ﾀ
ｰ
初

任
者

研
修

治
験

業
務

の
実

務
経

験
が

３
年

未
満

の
者

、
又

は
治

験
業

務
従

事
予

定
者

8
6

5
日

間
6
/
1
5
～

6
/
1
9

本
部

講
堂

治
験

の
国

際
化

に
対

応
し

得
る

質
の

高
い

治
験

を
迅

速
か

つ
効

率
的

に
推

進
す

る
こ

と
が

で
き

る
治

験
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

育
成

を
図

る
。

・
国

立
病

院
機

構
に

お
け

る
治

験
等

の
取

り
組

み
・

臨
床

研
究

の
倫

理
指

針
に

つ
い

て
　

　
等

2
4
治

験
・

臨
床

研
究

ｺ
ｰ
ﾃ
ﾞ
ｨ
ﾈ
ｰ

ﾀ
ｰ
ｽ
ｷ
ﾙ
ｱ
ｯ
ﾌ
ﾟ
研

修

1
年

以
上

の
Ｃ

Ｒ
Ｃ

経
験

を
有

し
、

治
験

・
臨

床
試

験
業

務
に

従
事

し
、

か
つ

現
在

も
従

事
し

て
い

る
治

験
主

任
、

治
験

看
護

師
、

非
常

勤
Ｃ

Ｒ
Ｃ

3
3

2
日

間
2
/
1
2
～

2
/
1
3

本
部

1
2
会

議
室

国
際

共
同

治
験

を
含

む
治

験
と

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

C
R
C
の

専
門

性
を

追
求

し
質

の
向

上
を

図
る

た
め

　
個

々
の

課
題

を
明

確
に

し
、

ﾏ
ﾈ
ｼ
ﾞ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
能

力
を

養
う

。

・
医

薬
品

開
発

に
お

け
る

最
近

の
動

向
と

国
際

共
同

治
験

・
臨

床
研

究
を

め
ぐ

る
最

近
の

動
向

に
つ

い
て

・
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
ﾃ
ﾞ
ｨ
ｽ
ｶ
ｯ
ｼ
ｮ
ﾝ
　

　
等

2
5
安

全
・

安
心

な
産

科
医

療
・

看
護

に
関

す
る

研
修

産
科

を
標

榜
す

る
病

院
の

産
科

に
携

わ
る

職
員

4
7

1
日

間
1
2
/
1

本
部

講
堂

妊
産

婦
及

び
家

族
の

意
向

を
尊

重
し

、
安

全
・

安
心

な
お

産
と

育
児

支
援

を
行

う
た

め
の

院
内

助
産

所
及

び
助

産
師

外
来

開
設

に
向

け
、

医
師

、
助

産
師

等
の

連
携

・
協

力
体

制
等

に
つ

い
て

問
題

点
を

把
握

す
る

と
と

も
に

開
設

に
向

け
た

基
礎

的
な

知
識

や
方

法
を

修
得

す
る

。

・
助

産
外

来
・

院
内

助
産

の
こ

れ
か

ら
の

可
能

性
・

医
師

、
助

産
師

の
立

場
か

ら
の

助
産

外
来

・
院

内
助

産
の

実
際

　
　

等

2
6
療

養
介

助
職

研
修

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所
施

設
整

備
課

に
所

属
す

る
専

門
職

又
は

係
長

5
4

1
日

間
1
1
/
2

本
部

講
堂

療
養

介
助

職
に

必
要

な
ﾒ
ﾝ
ﾊ
ﾞ
ｰ
ｼ
ｯ
ﾌ
ﾟ
・

ﾘ
ｰ
ﾀ
ﾞ
ｰ
ｼ
ｯ
ﾌ
ﾟ
に

つ
い

て
学

び
、

療
養

介
助

職
の

職
務

遂
行

に
お

け
る

役
割

と
責

任
を

考
え

る
。

・
ﾁ
ｰ
ﾑ
医

療
に

お
け

る
ﾒ
ﾝ
ﾊ
ﾞ
ｰ
ｼ
ｯ
ﾌ
ﾟ

・
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
ﾜ
ｰ
ｸ



【
本

部
】

平
成

２
１

年
度

コ
ー

ス
数

２
７

、
受

講
者

数
1
,
9
8
8
名

日
数

開
催

日
主

な
研

修
内

容
区

分
研

修
の

名
称

受
講

対
象

者
受

講
者

数

研
修

期
間

研
修

会
場

研
修

目
的

2
7
施

設
整

備
技

術
職

研
修

ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
事

務
所

施
設

整
備

課
に

所
属

す
る

新
任

専
門

職
又

は
係

長
3

4
日

間
7
/
7
～

7
/
1
0

本
部

財
務

部
整

備
課

機
構

の
経

営
改

善
に

貢
献

す
る

た
め

、
病

院
の

建
物

整
備

に
お

け
る

費
用

対
効

果
向

上
に

繋
が

る
手

法
や

、
迅

速
な

費
用

回
収

が
で

き
る

施
設

整
備

を
行

う
た

め
、

設
計

手
法

の
習

得
や

業
務

実
践

能
力

の
向

上
を

図
る

。

・
中

小
案

件
の

整
備

申
請

の
審

査
・

営
繕

業
務

の
現

状
と

今
後

の
体

制
に

つ
い

て
　

　
等



○
 
平

成
２

１
年

度
　

研
修

実
施

状
況

調
査

【
北
海
道
東
北
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
】

平
成
２
１
年
度
コ
ー
ス
数
２
０
、
受
講
者
数
5
6
0
名

日
数

開
催

日

1
会

計
業

務
研

修
会

　
一

般
簿

記
研
修

会

・
企

画
課

（
班

）
長

等
の

会
計

処
理

業
務

に
係

る
管

理
者

・
人

事
異

動
に

よ
り

、
初

め
て

会
計

業
務

に
携

わ
る

職
員

2
4

1
日

間
1
0
/
2
7

仙
台

医
療

セ
ン

タ
ー

簿
記

の
基

本
的

な
仕

組
み
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
、
会
計
処

理
業

務
に

お
け

る
管

理
者
の

内
部
統
制
の
質
的
向
上
を
図

る
。

・
簿
記
の
基
礎

・
貸
借
対
照
表
と
損
益
計
算
書
の
基
本

・
勘
定
科
目
別
会
計
処
理
お
よ
び
留
意
点

1
会

計
業

務
研

修
会

　
習

熟
簿

記
研
修

会

医
業

収
益

業
務

又
は

固
定

資
産

管
理

に
係

る
会

計
実

務
を

担
当

し
て

い
る

職
員

2
0

1
日

間
1
0
/
2
7

仙
台

医
療

セ
ン

タ
ー

日
常

的
な

会
計

処
理

業
務
の

中
か
ら
、
疑
義
照
会
が
特
に
多

い
医

業
収

益
業

務
及

び
固
定

資
産
管
理
に
関
す
る
会
計
処
理

を
中

心
に

理
解

を
深

め
、
さ

ら
な
る
会
計
業
務
の
習
熟
を
図

る

・
各
業
務
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
留
意
事
項
に
つ
い
て

・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
計
算
書
に
つ
い
て

1
会

計
業

務
研

修
会

　
一

般
簿
記

研
修

会

・
企

画
課

（
班

）
長

等
の

会
計

処
理

業
務

に
係

る
管

理
者

・
人

事
異

動
に

よ
り

、
初

め
て

会
計

業
務

に
携

わ
る

職
員

1
4

1
日

間
1
0
/
2
6

北
海

道
が

ん
セ

ン
タ

ー

簿
記

の
基

本
的

な
仕

組
み
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
、
会
計
処

理
業

務
に

お
け

る
管

理
者
の

内
部
統
制
の
質
的
向
上
を
図

る
。

・
簿
記
の
基
礎

・
貸
借
対
照
表
と
損
益
計
算
書
の
基
本

・
勘
定
科
目
別
会
計
処
理
お
よ
び
留
意
点

1
会

計
業

務
研

修
会

　
習

熟
簿
記

研
修

会

医
業

収
益

業
務

又
は

固
定

資
産

管
理

に
係

る
会

計
実

務
を

担
当

し
て

い
る

職
員

1
2

1
日

間
1
0
/
2
6

北
海

道
が

ん
セ

ン
タ

ー
日

常
的

な
会

計
処

理
業

務
の

中
か
ら
、
疑
義
照
会
が
特
に
多

い
医

業
収

益
業

務
及

び
固
定

資
産
管
理
に
関
す
る
会
計
処
理

を
中

心
に

理
解

を
深

め
、
さ

ら
な
る
会
計
業
務
の
習
熟
を
図

・
各
業
務
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
留
意
事
項
に
つ
い
て

・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
計
算
書
に
つ
い
て

2
看

護
師

長
新

任
研

修
新

任
看

護
師

長
・

本
研

修
会

を
未

受
講

の
看

護
師

長
2
0

3
日

間
1
0
/
7
～

1
0
/
9

仙
台

医
療

セ
ン

タ
ー

看
護

師
長

と
し

て
の

役
割
と

責
任
を
認
識
し
、
職
務
遂
行
に

必
要

な
知

識
・

技
術

・
態
度

を
習
得
す
る
と
と
も
に
、
管
理

手
法

の
均

質
化

と
管

理
能
力

の
向
上
を
図
る
。

・
看
護
サ
ー
ビ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

・
労
務
管
理
・
経
営
管
理

・
問
題
解
決
技
法
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
討
議
　
等

3
副

看
護

師
長

新
任

研
修

新
任

副
看

護
師

長
・

本
研

修
会

を
未

受
講

の
副

看
護

師
長

3
3

3
日

間
1
1
/
2
5
～

1
1
/
2
7

仙
台

医
療

セ
ン

タ
ー

副
看

護
師

長
と

し
て

の
役
割

と
責
任
を
認
識
し
、
職
務
遂
行

に
必

要
な

知
識

・
技

術
・
態

度
を
習
得
す
る
と
と
も
に
、
管

理
手

法
の

均
質

化
と

管
理
能

力
の
向
上
を
図
る
。

・
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
質
向
上
を
め
ざ
し
て

・
労
務
管
理
・
経
営
管
理

・
看
護
職
員
の
医
療
安
全
教
育
　
等

4
実

習
指

導
者

養
成

講
習

会
看

護
実

務
経

験
５

年
以

上
で

、
実

習
指

導
者

講
習

会
未

受
講

の
者

4
5

4
0
日

間
5
/
2
0
～

7
/
1
4

仙
台

医
療

セ
ン

タ
ー

看
護

教
育

に
お

け
る

実
習
の

意
義
及
び
政
策
医
療
と
看
護
の

実
際

を
学

び
、

実
習

指
導
者

と
し
て
の
役
割
を
理
解
し
、
効

果
的

な
実

習
指

導
が

で
き
る

よ
う
に
必
要
な
知
識
・
技
術
を

習
得

す
る

こ
と

を
目

的
と
す

る
。

・
教
育
及
び
看
護
に
関
す
る
科
目
（
教
育
原
理
、
教
育
心

理
、
教
育
評
価
、
看
護
論
等
）

・
実
習
指
導
に
関
す
る
科
目
（
実
習
指
導
の
原
理
、
実
習
指

導
の
実
際
）
・
看
護
師
２
年
課
程
通
信
制
の
教
育
制
度
　
等

5
院

内
教

育
担

当
者

研
修

院
内

教
育

担
当

者
、

又
は

担
当

予
定

の
者

3
0

2
日

間
1
2
/
8
～

1
2
/
9

仙
台

医
療

セ
ン

タ
ー

看
護

職
員

教
育

担
当

者
と
し

て
の
役
割
を
認
識
さ
せ
、
看
護

職
員

能
力

開
発

プ
ロ

グ
ラ
ム

に
基
づ
く
教
育
研
修
が
実
施
で

き
る

能
力

を
習

得
さ

せ
る
こ

と
で
、
看
護
教
育
体
制
の
均
質

化
と

向
上

を
図

る
。

・
機
構
付
属
養
成
所
卒
業
生
の
現
状
に
つ
い
て

・
院
内
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
企
画
立
案
と
展
開
・
評
価

・
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

6
退

院
調

整
看

護
師

養
成

研
修

退
院

調
整

に
携

わ
っ

て
い

る
看

護
師

、
又

は
今

後
携

わ
る

看
護

師
2
5

1
5
日

間
8
/
2
4
～

1
1
/
3
0

仙
台

医
療

セ
ン

タ
ー

患
者

・
家

族
が

安
心

し
て
退

院
で
き
る
よ
う
な
退
院
調
整
を

実
施

で
き

る
能

力
を

習
得
す

る
。

・
院
内
連
携
シ
ス
テ
ム
の
構
築

・
地
域
連
携
　
　
・
社
会
資
源

・
グ
ル
ー
プ
討
議
　
　
　
等

7
教

員
研

修
新

人
教

員
及

び
2
年

目
の

教
員

1
3

2
日

間
8
/
4
～

8
/
5

仙
台

医
療

セ
ン

タ
ー

教
員

の
役

割
を

理
解

し
、
教

育
者
と
し
て
の
教
育
観
育
成
を

図
る

。
・
看
護
教
育
に
つ
い
て

・
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
　
　
等

8
中

間
管

理
者

研
修

新
任

主
任

・
本

研
修

会
を

未
受

講
の

主
任

1
5

2
日

間
1
1
/
2
5
～

1
1
/
2
6

仙
台

医
療

セ
ン

タ
ー

中
間

管
理

者
と

し
て

の
役
割

と
責
任
を
認
識
し
、
職
務
遂
行

に
必

要
な

知
識

・
技

術
・
態

度
を
習
得
す
る
と
と
も
に
、
管

理
手

法
の

均
質

化
と

管
理
能

力
の
向
上
を
図
る
。

・
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
質
向
上
を
め
ざ
し
て

・
労
務
管
理
・
経
営
管
理

・
職
員
の
医
療
安
全
教
育
　
等

9
治

験
研

修
医

師
、

薬
剤

師
、

看
護

師
、

Ｃ
Ｒ

Ｃ
、

会
計

事
務

担
当

者
3
4

1
日

間
2
/
3

仙
台

医
療

セ
ン

タ
ー

大
会

議
室

治
験

業
務

の
均

質
化

と
向
上

を
図
る
。

・
Ｃ
Ｒ
Ｂ
の
現
状
に
つ
い
て

・
治
験
業
務
の
推
進
に
つ
い
て
　
等

1
0
理

学
療

法
士

・
作

業
療

法
士

特
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

1
5

2
日

間
1
/
2
0
～

1
/
2
1

山
形

病
院

国
立

病
院

機
構

の
専

門
性
を

幅
広
く
理
解
す
る
た
め
、
リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

必
要
な

知
識
・
技
術
を
実
際
の
臨
床
で

学
び

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の
構

築
を
図
る
。

・
脳
卒
中
の
地
域
連
携
に
つ
い
て

・
高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
で
取
り
組
む
地
域
連

携
に
つ
い
て

・
臨
床
場
面
の
見
学
　
等

1
1
臨

床
研

修
指

導
医

講
習

会
臨

床
研

修
医

を
指

導
し

て
い

る
医

師
又

は
将

来
指

導
す

る
見

込
み

の
医

師
1
2

2
日

間
3
/
5
～

3
/
6

Ｋ
Ｋ

Ｒ
ホ

テ
ル

仙
台

臨
床

研
修

指
導

医
が

、
研
修

の
質
を
高
め
る
た
め
に
、
望
ま

し
い

研
修

プ
ロ

グ
ラ

ム
を
立

案
し
推
進
す
る
能
力
及
び
基
本

的
な

臨
床

研
修

能
力

を
備
え

た
研
修
医
を
育
成
す
る
能
力
を

身
に

つ
け

る
こ

と
に

よ
り
臨

床
研
修
の
充
実
に
資
す
る
こ

と
。

・
新
医
師
臨
床
研
修
制
度
に
つ
い
て

・
研
修
医
へ
の
上
手
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

・
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
　
等

1
2
医

療
安

全
対

策
研

修
Ⅰ

医
療

安
全

管
理

係
長

候
補

者
3
6

5
日

間
1
1
/
9
～

1
1
/
1
3

仙
台

医
療

セ
ン

タ
ー

　
メ

デ
ィ

カ
ル

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

セ
ン

タ
ー

医
療

安
全

に
関

す
る

制
度
、

医
療
安
全
の
た
め
の
組
織
的
な

取
組

、
事

例
分

析
・

評
価
・

対
策
・
医
療
事
故
発
生
時
の
対

応
、

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ
ン

能
力
の
向
上
、
職
員
の
教
育
研

修
、

意
識

の
向

上
等

、
医
療

事
故
防
止
を
中
心
と
し
た
医
療

安
全

に
対

す
る

総
論

的
な
知

識
や
技
術
を
取
得
す
る

・
医
療
安
全
の
基
本
的
な
考
え
方

・
医
療
安
全
教
育
の
要
点

・
医
療
安
全
の
た
め
の
組
織
的
な
取
り
組
み
の
実
例

1
3
医

療
安

全
対

策
研

修
Ⅱ

医
療

安
全

管
理

係
長

候
補

者
2
4

1
日

間
2
/
1
9

仙
台

医
療

セ
ン

タ
ー

　
メ

デ
ィ

カ
ル

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

セ
ン

タ
ー

医
療

安
全

に
関

す
る

具
体
的

な
事
例
分
析
等
を
と
お
し
て
制

度
・

知
識

・
技

術
等

を
深
め

、
医
療
事
故
発
生
時
の
対
応
を

習
得

さ
せ

、
医

療
安

全
管
理

体
制
の
充
実
と
向
上
を
図
る
。

・
医
療
事
故
当
事
者
の
ケ
ア

・
医
療
訴
訟
の
現
状
と
チ
ー
ム
医
療
　
等

1
4
診

療
放

射
線

技
師

研
修

次
の

用
件

を
満

た
し

、
所

属
施

設
長

の
推

薦
を

受
け

た
者

①
放

射
線

業
務

に
従

事
す

る
診

療
放

射
線

技
師

②
過

去
に

当
研

修
(
昨

年
ま

で
は

本
部

主
催

)
を

受
講

し
て

い
な

い
者

1
3

2
日

間
2
/
1
5
～

2
/
1
6

仙
台

医
療

セ
ン

タ
ー

　
メ

デ
ィ

カ
ル

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

セ
ン

タ
ー

関
連

講
義

の
ほ

か
、

医
療
法

等
に
基
づ
く
申
請
業
務
等
の
演

習
を

と
お

し
て

放
射

線
診
療

業
務
全
般
に
関
す
る
専
門
的
な

知
識

を
習

得
さ

せ
､
臨

床
業
務
及
び
管
理
業
務
の
均
質
化
と

向
上

を
図

る
。

・
放
射
線
分
野
に
お
け
る
医
療
事
故
防
止
対
策

・
医
療
法
に
よ
る
放
射
線
装
置
等
の
届
出
に
関
す
る
遮
へ
い

計
算

・
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
　
等

受
講

対
象

者

研
修

期
間

区
分

研
修

の
名

称
受

講
者

数
研

修
会

場
研
修
目
的

主
な
研
修
内
容



○
 
平

成
２

１
年

度
　

研
修

実
施

状
況

調
査

【
北
海
道
東
北
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
】

平
成
２
１
年
度
コ
ー
ス
数
２
０
、
受
講
者
数
5
6
0
名

日
数

開
催

日
受

講
対

象
者

研
修

期
間

区
分

研
修

の
名

称
受

講
者

数
研

修
会

場
研

修
目
的

主
な
研
修
内
容

1
5
チ

ー
ム

医
療

推
進

の
た

め
の

研
修

1
（
Ｎ

Ｓ
Ｔ

）

国
立

病
院

機
構

に
お

い
て

５
年

以
上

の
勤

務
経

験
を

有
す

る
薬

剤
師

、
管

理
栄

養
士

、
看

護
師

、
臨

床
検

査
技

師
で

Ｎ
Ｓ

Ｔ
活

動
に

従
事

し
Ｎ

Ｓ
Ｔ

専
門

療
法

士
な

ど
の

認
定

資
格

を
目

指
し

て
い

る
者

2
9

5
日

間
3
/
1
～

3
/
5

仙
台

医
療

セ
ン

タ
ー

　
メ

デ
ィ

カ
ル

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

セ
ン

タ
ー

今
日

、
医

学
と

医
療

の
進
歩

は
著
し
く
、
患
者
さ
ん
に
満
足

な
ケ

ア
サ

ー
ビ

ス
を

行
う
に

は
、
患
者
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が

抱
え

る
問

題
を

そ
れ

ぞ
れ
の

専
門
領
域
か
ら
分
析
し
、
総
合

的
に

解
決

す
る

こ
と

が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

栄
養

管
理

に
お

い
て

も
、
多

職
種
で
構
成
さ
れ
る
栄
養
サ

ポ
ー

ト
チ

ー
ム

（
以

下
Ｎ
Ｓ

Ｔ
）
の
活
動
に
よ
り
、
合
併
症

の
減

少
化

、
入

院
期

間
の
短

縮
等
に
効
果
が
あ
る
と
の
報
告

が
、

多
く

の
医

療
機

関
か
ら

な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

　
今

般
の

研
修

は
、

前
述
の

医
療
を
取
り
巻
く
状
況
を
踏
ま

え
、

Ｎ
Ｓ

Ｔ
活

動
に

関
わ
る

知
識
・
技
術
を
修
得
し
、
所
属

施
設

に
お

け
る

チ
ー

ム
医
療

推
進
に
寄
与
す
る
人
材
を
育
成

す
る

こ
と

を
目

的
に

開
催
す

る
。

・
歯
科
と
Ｎ
Ｓ
Ｔ

・
糖
尿
病
の
栄
養
療
法

・
褥
瘡
ラ
ウ
ン
ド
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
　
等

1
6
チ

ー
ム

医
療

推
進

の
た

め
の

研
修

1
（
が

ん
化

学
療

法
）

が
ん

化
学

療
法

の
経

験
を

有
す

る
医

師
、

薬
剤

師
、

看
護

師
で

あ
り

、
自

己
の

施
設

で
中

心
的

役
割

を
担

え
る

者

8
2
日

間
3
/
1
6
～

3
/
1
7

仙
台

医
療

セ
ン

タ
ー

　
メ

デ
ィ

カ
ル

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

セ
ン

タ
ー

が
ん

化
学

療
法

に
携

わ
る
各

職
種
が
専
門
性
を
発
揮
し
、
情

報
を

共
有

し
、

そ
れ

ぞ
れ
の

役
割
を
果
た
す
こ
と
で
質
の
高

い
安

全
で

安
心

な
が

ん
化
学

療
法
の
提
供
体
制
が
確
立
さ

れ
、

医
療

安
全

対
策

の
充
実

強
化
に
繋
が
る
こ
と
。

・
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
の
役
割
に
つ
い
て

・
チ
ー
ム
で
行
う
外
来
化
学
療
法
の
実
際

・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
　
等

1
7
チ

ー
ム

医
療

推
進

の
た

め
の

研
修

1
（
輸

血
）

医
師

、
薬

剤
師

、
臨

床
検

査
技

師
、

看
護

師
等

2
5

2
日

間
2
/
1
7
～

2
/
1
8

仙
台

医
療

セ
ン

タ
ー

　
メ

デ
ィ

カ
ル

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

セ
ン

タ
ー

輸
血

に
お

け
る

安
全

か
つ
適

正
な
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に

必
要

な
専

門
的

知
識

及
び
関

連
業
務
等
を
修
得
し
、
分
野
に

お
け

る
医

療
安

全
対

策
の
意

識
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
、
輸

血
医

療
安

全
管

理
体

制
の
充

実
及
び
均
質
化
を
図
り
チ
ー
ム

医
療

を
推

進
さ

せ
る

。

・
血
液
製
剤
の
供
給
体
制
に
つ
い
て

・
輸
血
関
連
の
各
種
検
査
と
管
理
に
つ
い
て

・
チ
ー
ム
医
療
推
進
の
た
め
の
グ
ル
ー
プ
討
議
　
等

1
8
労

務
管

理
研

修

窓
口

担
当

者
:
管

理
課

長
、

副
看

護
部

長
、

副
総

看
護

師
長

、
企

画
班

長
、

職
員

班
長

、
庶

務
班

長
、

他
該

当
者

2
1

2
日

間
8
/
2
7
～

2
8

盛
岡

市
民

文
化

ホ
ー

ル
第

２
会

議
室

窓
口

担
当

者
に

対
し

、
窓
口

担
当
者
と
し
て
の
職
務
遂
行
に

必
要

な
知

識
と

手
法

（
労
務

管
理
・
団
体
交
渉
の
実
施
方
法

等
）

を
習

得
さ

せ
、

労
務
管

理
の
適
正
化
と
併
せ
て
当
該
職

員
の

能
力

及
び

資
質

の
向
上

を
目
的
と
す
る
。

・
労
働
組
合
の
動
向
等
に
つ
い
て

・
労
働
関
係
法
の
要
点
に
つ
い
て
の
講
演

・
模
擬
窓
口
の
実
施

1
8
労

務
管

理
研

修

窓
口

担
当

者
:
管

理
課

長
、

副
看

護
部

長
、

副
総

看
護

師
長

、
企

画
班

長
、

職
員

班
長

、
庶

務
班

長
、

他
該

当
者

2
3

2
日

間
9
/
1
～

2
仙

台
医

療
セ

ン
タ

ー
地

域
医

療
研

修
セ

ン
タ

ー
４

Ｆ
研

修
室

窓
口

担
当

者
に

対
し

、
窓
口

担
当
者
と
し
て
の
職
務
遂
行
に

必
要

な
知

識
と

手
法

（
労
務

管
理
・
団
体
交
渉
の
実
施
方
法

等
）

を
習

得
さ

せ
、

労
務
管

理
の
適
正
化
と
併
せ
て
当
該
職

員
の

能
力

及
び

資
質

の
向
上

を
目
的
と
す
る
。

・
労
働
組
合
の
動
向
等
に
つ
い
て

・
労
働
関
係
法
の
要
点
に
つ
い
て
の
講
演

・
模
擬
窓
口
の
実
施

1
8
労

務
管

理
研

修

窓
口

担
当

者
:
管

理
課

長
、

副
看

護
部

長
、

副
総

看
護

師
長

、
企

画
班

長
、

職
員

班
長

、
庶

務
班

長
、

他
該

当
者

1
9

2
日

間
9
/
1
0
～

1
1

か
で

る
２

・
７

（
札

幌
市

）

窓
口

担
当

者
に

対
し

、
窓
口

担
当
者
と
し
て
の
職
務
遂
行
に

必
要

な
知

識
と

手
法

（
労
務

管
理
・
団
体
交
渉
の
実
施
方
法

等
）

を
習

得
さ

せ
、

労
務
管

理
の
適
正
化
と
併
せ
て
当
該
職

員
の

能
力

及
び

資
質

の
向
上

を
目
的
と
す
る
。

・
労
働
組
合
の
動
向
等
に
つ
い
て

・
労
働
関
係
法
の
要
点
に
つ
い
て
の
講
演

・
模
擬
窓
口
の
実
施

1
9
新

任
労

務
管

理
研

修

窓
口

担
当

者
の

う
ち

労
務

管
理

研
修

を
受

講
し

て
い

な
い

者
及

び
次

年
度

に
お

い
て

新
た

に
窓

口
担

当
者

と
な

る
者

3
1
日

間
6
/
2
5

北
海

道
東

北
ブ

ロ
ッ

ク
事

務
所 大

会
議

室

窓
口

担
当

者
の

う
ち

労
務
管

理
研
修
を
受
講
し
て
い
な
い
者

及
び

新
た

に
窓

口
担

当
者
と

な
る
予
定
者
に
対
し
て
、
労
務

関
係

法
令

の
基

本
的

な
知
識

と
手
法
（
労
務
管
理
・
窓
口
対

応
）

を
習

得
さ

せ
、

労
務
管

理
の
適
正
化
と
併
せ
て
当
該
職

員
の

能
力

及
び

資
質

の
向
上

を
目
的
と
す
る
。

・
労
務
管
理
の
心
構
え

・
労
組
法
・
特
労
法
・
労
働
協
約
、
労
基
法
・
安
衛
法
・
勤

務
時
間
、
施
設
管
理
に
関
す
る
講
義

・
団
体
交
渉
（
議
題
整
理
の
考
え
方
、
窓
口
対
応
の
実
際
）

の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー

1
9
新

任
労

務
管

理
研

修

窓
口

担
当

者
の

う
ち

労
務

管
理

研
修

を
受

講
し

て
い

な
い

者
及

び
次

年
度

に
お

い
て

新
た

に
窓

口
担

当
者

と
な

る
者

2
1
日

間
1
0
/
2

北
海

道
東

北
ブ

ロ
ッ

ク
事

務
所 大

会
議

室

窓
口

担
当

者
の

う
ち

労
務
管

理
研
修
を
受
講
し
て
い
な
い
者

及
び

新
た

に
窓

口
担

当
者
と

な
る
予
定
者
に
対
し
て
、
労
務

関
係

法
令

の
基

本
的

な
知
識

と
手
法
（
労
務
管
理
・
窓
口
対

応
）

を
習

得
さ

せ
、

労
務
管

理
の
適
正
化
と
併
せ
て
当
該
職

員
の

能
力

及
び

資
質

の
向
上

を
目
的
と
す
る
。

・
労
務
管
理
の
心
構
え

・
労
組
法
・
特
労
法
・
労
働
協
約
、
労
基
法
・
安
衛
法
・
勤

務
時
間
、
施
設
管
理
に
関
す
る
講
義

・
団
体
交
渉
（
議
題
整
理
の
考
え
方
、
窓
口
対
応
の
実
際
）

の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー

1
9
新

任
労

務
管

理
研

修

窓
口

担
当

者
の

う
ち

労
務

管
理

研
修

を
受

講
し

て
い

な
い

者
及

び
次

年
度

に
お

い
て

新
た

に
窓

口
担

当
者

と
な

る
者

9
1
日

間
3
/
2
5

北
海

道
東

北
ブ

ロ
ッ

ク
事

務
所 大

会
議

室

窓
口

担
当

者
の

う
ち

労
務
管

理
研
修
を
受
講
し
て
い
な
い
者

及
び

新
た

に
窓

口
担

当
者
と

な
る
予
定
者
に
対
し
て
、
労
務

関
係

法
令

の
基

本
的

な
知
識

と
手
法
（
労
務
管
理
・
窓
口
対

応
）

を
習

得
さ

せ
、

労
務
管

理
の
適
正
化
と
併
せ
て
当
該
職

員
の

能
力

及
び

資
質

の
向
上

を
目
的
と
す
る
。

・
労
務
管
理
の
心
構
え

・
労
組
法
・
特
労
法
・
労
働
協
約
、
労
基
法
・
安
衛
法
・
勤

務
時
間
、
施
設
管
理
に
関
す
る
講
義

・
団
体
交
渉
（
議
題
整
理
の
考
え
方
、
窓
口
対
応
の
実
際
）

の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー

2
0
青

年
共

同
宿

泊
研

修

中
堅

職
員

　
　

①
同

種
の

研
修

を
未

受
講

で
勤

務
状

況
が

良
好

な
常

勤
職

員
　

②
原

則
３

０
歳

以
下

　
③

一
般

職
員

④
実

務
経

験
３

年
以

上
、

現
在

の
病

院
で

１
年

を
経

過

3
6

5
日

間
7
/
6
～

7
/
1
0

国
立

大
雪

青
少

年
交

流
の

家

北
海

道
東

北
ブ

ロ
ッ

ク
内
の

国
立
病
院
機
構
に
勤
務
す
る
中

堅
職

員
に

対
し

、
法

人
の
運

営
及
び
業
務
に
つ
い
て
の
基
本

的
知

識
と

認
識

を
深

め
る
と

と
も
に
、
規
則
的
な
共
同
宿
泊

研
修

を
通

じ
て

国
立

病
院
機

構
の
病
院
の
担
い
手
た
る
職
員

と
し

て
必

要
な

基
本

的
知
識

、
広
範
な
視
野
を
付
与
す
る
と

と
も

に
、

自
覚

と
責

任
感
並

び
に
連
帯
感
を
培
う
こ
と
を
目

的
と

す
る

。

・
病
院
運
営
、
機
構
の
組
織
・
制
度
に
つ
い
て

・
接
遇
・
職
場
の
人
間
関
係
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関

す
る
講
義
、
仕
事
に
つ
い
て
看
護
師
の
講
演

・
課
題
班
別
討
論
及
び
発
表
、
登
山



○
 
平

成
２

１
年

度
　

研
修

実
施

状
況

調
査

【
関
東
信
越
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
】

平
成
２
１
年
度
コ
ー
ス
数
３
３
、
受
講
者
数
1
,
6
6
2
名

日
数

開
催

日

1
看

護
学

校
新

人
教

員
研

修
採

用
ま

た
は

昇
任

に
よ

り
新

た
に

配
属

さ
れ

た
教

員
9

1
日

間
4
/
1
4

国
立

病
院

機
構

本
部

研
修

セ
ン

タ
ー

国
立

病
院

機
構

に
お

け
る
附

属
看
護
学
校
の
位
置
づ
け
を
理

解
す

る
と

と
も

に
、

看
護
教

員
と
し
て
の
役
割
と
責
任
を
認

識
す

る
こ

と
で

自
己

の
課
題

を
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る

。

・
附
属
看
護
学
校
の
現
状
と
課
題

・
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

・
附
属
看
護
学
校
の
運
営
の
実
際
　
等

2
医

療
技

術
職

員
新

採
用

職
員

研
修

新
規

採
用

の
薬

剤
師

、
診

療
放

射
線

技
師

、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
栄

養
士

、
児

童
指

導
員

等

1
2
5

2
日

間
5
/
2
7
～

2
8

国
立

病
院

機
構

本
部

講
堂

及
び

研
修

セ
ン

タ
ー

国
立

病
院

機
構

職
員

及
び
医

療
従
事
者
と
し
て
の
心
構
え

と
、

病
院

職
員

と
し

て
の
使

命
を
自
覚
さ
せ
、
患
者
様
の
目

線
に

立
っ

て
懇

切
丁

寧
に
医

療
を
提
供
で
き
る
能
力
を
身
に

つ
け

る
こ

と
を

目
的

と
す
る

。

・
新
採
用
職
員
と
し
て
必
要
な
こ
と

・
職
種
別
分
科
会

・
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

・
接
遇
研
修

3
臨

床
検

査
技

師
実

習
技

能
研

修
１

（
心

臓
超
音

波
）

現
在

、
超

音
波

検
査

業
務

に
従

事
し

て
い

る
臨

床
検

査
技

師
9

3
1
日

間

6
/
1
～

3
/
3
1
の

う
ち

１
名

当
2
週

間
（

休
日

・
祝

祭
日

を
除

く
）

国
立

循
環

器
病

セ
ン

タ
ー

超
音

波
検

査
に

関
す

る
専
門

知
識
と
高
度
な
検
査
技
術
を
習

得
さ

せ
、

良
質

の
検

査
デ
ー

タ
を
診
療
サ
イ
ド
へ
提
供
で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

に
よ
り

、
各
施
設
に
お
け
る
医
療
の
質

の
向

上
を

図
る

こ
と

を
目
的

と
す
る
。

・
疾
患
か
ら
の
血
行
動
態
や
心
機
能
を
判
断
す
る
知
識
の
習

得 ・
冠
動
脈
の
描
出
と
血
流
波
形
か
ら
冠
動
脈
病
変
を
判
断
す

る
知
識
の
養
成

4
チ

ー
ム

医
療

推
進

の
た

め
の

研
修

１
（

Ｎ
Ｓ
Ｔ

）

国
立

病
院

機
構

に
お

い
て

４
年

以
上

の
勤

務
経

験
を

有
し

、
院

内
で

Ｎ
Ｓ

Ｔ
の

メ
ン

バ
ー

と
し

て
業

務
に

従
事

す

5
5
日

間
6
/
2
2
～

6
/
2
6

国
立

病
院

機
構

本
部

講
堂

臨
床

に
お

け
る

よ
り

良
い
栄

養
管
理
の
実
施
に
あ
た
り
、

チ
ー

ム
医

療
で

の
専

門
的
役

割
発
揮
に
必
要
な
問
題
・
課
題

を
認

識
さ

せ
る

と
共

に
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
体
制
の
充
実
と
向

上
を

図
る

こ
と

を
目

的
と
す

る
。

・
栄
養
管
理
の
基
礎

・
Ｎ
Ｓ
Ｔ
と
栄
養
管
理
計
画

・
Ｎ
Ｓ
Ｔ
ラ
ウ
ン
ド
、
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
　
等

5
臨

床
研

修
指

導
医

養
成

講
習

会

臨
床

研
修

指
定

病
院

（
申

請
中

を
含

む
）

の
指

導
医

で
、

概
ね

７
年

以
上

の
臨

床
経

験
を

有
す

る
医

師

2
6

2
日

間
8
/
2
8
～

8
/
2
9

国
立

病
院

機
構

本
部

講
堂

医
師

臨
床

研
修

制
度

の
主
旨

・
概
要
及
び
指
導
内
容
等
を
習

得
さ

せ
、

臨
床

研
修

指
導
体

制
の
充
実
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
す

る
。

・
医
学
教
育
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

・
教
育
処
方

・
医
療
安
全
の
観
点
か
ら
見
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育

・
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
、
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
　
等

4
診

療
放

射
線

技
師

実
習

技
能

研
修

（
放

射
線
部

門
ﾏ
ﾈ
ｰ
ｼ
ﾞ
ﾒ

ﾝ
ﾄ
研

修
）

副
診

療
放

射
線

技
師

長
及

び
主

任
診

療
放

射
線

技
師

5
3

2
日

間
1
2
/
3
～

4
国

立
病

院
機

構
本

部
講

堂

放
射

線
業

務
の

把
握

と
病
院

経
営
に
参
画
す
る
た
め
の
専
門

知
識

及
び

経
営

分
析

の
手
法

を
習
得
さ
せ
、
診
療
放
射
線
技

師
の

資
質

を
高

め
る

こ
と
に

よ
り
、
診
療
放
射
線
部
門
の
運

営
の

効
率

化
並

び
に

活
性
化

を
図
る
。

・
業
務
集
計
及
び
費
用
対
効
果
分
析
（
演
習
）

・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
（
放
射
線
部
門
の
活
性
化
）

・
医
療
法
に
つ
い
て
　
等

6
災

害
医

療
研

修

災
害

拠
点

病
院

・
救

急
救

命
セ

ン
タ

ー
を

有
す

る
病

院
を

除
く

２
６

病
院

の
医

師
、

看
護

師
(
２

名
)
、

事
務

職
（

１

7
6

1
日

間
9
/
4

国
立

病
院

機
構

災
害

医
療

セ
ン

タ
ー

災
害

発
生

時
の

多
種

多
様
な

ケ
ー
ス
に
対
応
で
き
る
災
害
医

療
技

術
の

習
得

及
び

向
上
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

・
災
害
医
療
概
論

・
多
数
傷
病
者
の
受
け
入
れ
（
机
上
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
）

・
災
害
訓
練
見
学
及
び
訓
練
参
加

7
実

習
指

導
者

講
習

会

実
務

経
験

５
年

以
上

の
助

産
師

又
は

看
護

師
で

、
現

在
、

実
習

指
導

者
の

任
に

あ
る

者
又

は
今

後
、

就
任

が
見

込
ま

れ
る

予
定

者

7
1

1
7
日

間
9
/
1
0
～

1
0
/
7

国
立

病
院

機
構

本
部

講
堂

及
び

研
修

セ
ン

タ
ー

看
護

教
育

に
お

け
る

実
習
の

意
義
及
び
実
習
指
導
者
と
し
て

の
役

割
を

理
解

し
、

効
果
的

な
実
習
指
導
に
必
要
な
知
識
・

技
術

を
修

得
す

る
と

と
も
に

、
政
策
医
療
に
関
す
る
実
習
指

導
の

あ
り

方
に

つ
い

て
理
解

を
深
め
る
機
会
と
す
る
。

・
心
理
学

・
教
育
方
法

・
実
習
指
導
の
実
際
　
等

8
実

習
指

導
者

講
習

会

実
務

経
験

５
年

以
上

の
助

産
師

又
は

看
護

師
で

、
現

在
、

実
習

指
導

者
の

任
に

あ
る

者
又

は
今

後
、

就
任

が
見

込
ま

れ
る

予
定

者

7
1

1
2
日

間
1
0
/
2
6
～

1
1
/
1
1

関
東

信
越

ブ
ロ

ッ
ク

管
内

病
院

実
習

体
験

を
通

し
て

、
看
護

学
生
の
心
理
を
理
解
し
、
実
習

指
導

者
と

し
て

の
役

割
と
責

任
を
再
認
識
す
る
機
会
と
す

る
。

・
実
習
指
導
者
と
看
護
過
程

・
教
育
評
価

・
演
習
　
等

9
実

習
指

導
者

講
習

会

実
務

経
験

５
年

以
上

の
助

産
師

又
は

看
護

師
で

、
現

在
、

実
習

指
導

者
の

任
に

あ
る

者
又

は
今

後
、

就
任

が
見

込
ま

れ
る

予
定

者

7
1

1
2
日

間
1
1
/
2
6
～

1
2
/
1
1

国
立

病
院

機
構

本
部

講
堂

及
び

研
修

セ
ン

タ
ー

看
護

教
育

に
お

け
る

実
習
の

意
義
及
び
実
習
指
導
者
と
し
て

の
役

割
を

理
解

し
、

効
果
的

な
実
習
指
導
に
必
要
な
知
識
・

技
術

を
修

得
す

る
と

と
も
に

、
政
策
医
療
に
関
す
る
実
習
指

導
の

あ
り

方
に

つ
い

て
理
解

を
深
め
る
機
会
と
す
る
。

・
実
習
指
導
計
画
・
指
導
案

・
実
習
指
導
の
実
際
（
演
習
）
　
等

1
0
医

療
職

（
二

）
・

福
祉

職
ス

キ
ル

ア
ッ
プ

研
修

副
薬

剤
科

長
、

副
診

療
放

射
線

技
師

長
、

副
臨

床
検

査
技

師
長

、
主

任
栄

養
士

、
主

任
理

学
（

作
業

）
療

法
士

、
主

任
児

童
指

導
員

等

6
3

2
日

間
9
/
3
0
～

1
0
/
1

国
立

病
院

機
構

本
部

講
堂

及
び

各
会

議
室

各
部

門
の

中
間

管
理

者
に
対

し
て
、
将
来
、
各
部
門
の
管
理

者
と

な
る

た
め

に
、

医
療
技

術
者
と
し
て
の
意
識
高
揚
及
び

管
理

業
務

の
基

本
知

識
を
習

得
さ
せ
、
も
っ
て
管
理
者
た
る

資
質

を
有

す
る

人
材

を
育
成

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

・
職
場
管
理
者
と
し
て
必
要
な
こ
と

・
職
種
別
分
科
会

・
コ
ー
チ
ン
グ
研
修
　
等

1
1
看

護
師

長
等

新
任

研
修

新
任

の
看

護
師

長
、

診
療

放
射

線
技

師
長

、
臨

床
検

査
技

師
長

、
理

学
療

法
士

長
、

事
務

職
(
班

長
･
専

門
職

)
等

7
6

3
日

間
1
0
/
1
3
～

1
5

国
立

病
院

機
構

本
部

講
堂

及
び

各
会

議
室

新
任

の
各

職
種

の
管

理
者
に

対
し
て
、
中
間
管
理
者
と
し
て

の
役

割
と

責
任

を
認

識
さ
せ

、
職
務
遂
行
に
必
要
な
知
識
・

技
術

・
態

度
を

習
得

さ
せ
る

と
と
も
に
、
管
理
能
力
の
向
上

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す
る

。

・
国
立
病
院
機
構
の
現
状
と
課
題

・
経
営
管
理

・
労
務
管
理

・
職
種
別
分
科
会

グ
プ

　

1
2
副

看
護

師
長

新
任

研
修

副
看

護
師

長
３

年
以

上
の

経
験

を
有

し
、

当
該

研
修

(
旧

厚
生

局
主

催
を

含
む

)
の

未
受

講
者

5
6

2
日

間
1
1
/
1
2
～

1
3

国
立

病
院

機
構

本
部

研
修

セ
ン

タ
ー

管
理

面
で

の
知

識
・

技
術
を

高
め
る
と
と
も
に
、
実
務
研
修

を
通

じ
て

看
護

管
理

者
と
し

て
の
視
野
を
広
げ
、
も
っ
て
管

理
能

力
の

向
上

を
図

る
こ
と

を
目
的
と
す
る
｡

・
業
務
改
善
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

・
看
護
管
理
の
現
状
と
副
看
護
師
長
に
期
待
す
る
こ
と
。

・
問
題
解
決
技
法
の
理
論
と
実
際
(
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
討
議
を
含
む
)

等

1
3
副

看
護

師
長

新
任

研
修

副
看

護
師

長
３

年
以

上
の

経
験

を
有

し
、

当
該

研
修

(
旧

厚
生

局
主

催
を

含
む

)
の

未
受

講
者

5
6

3
日

間
1
1
/
1
6
～

1
8

関
東

信
越

ブ
ロ

ッ
ク

管
内

病
院

他
施

設
に

て
看

護
管

理
の
実

際
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
看
護

管
理

者
と

し
て

の
視

野
を
広

げ
る
と
と
も
に
、
副
看
護
師
長

と
し

て
の

役
割

と
責

任
を
再

認
識
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

・
病
棟
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
参
加

・
労
務
管
理
・
健
康
管
理
等
の
実
際
を
見
学

・
看
護
援
助
に
つ
い
て
日
常
生
活
援
助
に
参
加
　
等

研
修

会
場

研
修
目
的

主
な
研
修
内
容

受
講

対
象

者

研
修

期
間

区
分

研
修

の
名

称
受

講
者

数



【
関
東
信
越
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
】

平
成
２
１
年
度
コ
ー
ス
数
３
３
、
受
講
者
数
1
,
6
6
2
名

日
数

開
催

日
研

修
会

場
研

修
目
的

主
な
研
修
内
容

受
講

対
象

者

研
修

期
間

区
分

研
修

の
名

称
受

講
者

数

1
4
医

療
安

全
対

策
研

修

次
期

医
療

安
全

管
理

者
に

就
任

が
見

込
ま

れ
る

看
護

師
長

、
医

療
安

全
活

動
に

従
事

し
て

い
る

医
師

、
薬

剤
師

等

5
6

3
日

間
1
1
/
1
6
～

1
8

国
立

病
院

機
構

本
部

講
堂

医
療

安
全

対
策

の
観

点
か
ら

最
新
の
専
門
知
識
・
技
術
の
習

得
及

び
組

織
的

な
取

組
の
実

際
、
医
療
事
故
発
生
時
の
対
応

等
に

よ
り

、
実

践
的

な
知
識

・
技
術
の
習
得
に
よ
り
医
療
安

全
管

理
体

制
の

充
実

を
図
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

・
医
療
安
全
管
理
体
制
に
必
要
な
組
織
づ
く
り
と
そ
の
運
営

・
患
者
参
加
型
の
医
療
安
全
管
理

・
事
故
発
生
時
の
対
応
　
等

1
5
医

療
安

全
対

策
研

修

次
期

医
療

安
全

管
理

者
に

就
任

が
見

込
ま

れ
る

看
護

師
長

、
医

療
安

全
活

動
に

従
事

し
て

い
る

医
師

、
薬

剤
師

等

5
6

2
日

間
1
1
/
1
9
～

2
0

国
立

病
院

機
構

本
部

講
堂

医
療

事
故

未
然

防
止

の
観
点

か
ら
イ
ン
シ
デ
ン
ト
レ
ポ
ー
ト

分
析

の
必

要
性

と
具

体
的
な

事
例
分
析
等
の
演
習
に
よ
り
医

療
安

全
管

理
体

制
の

充
実
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

・
イ
ン
シ
デ
ン
ト
レ
ポ
ー
ト
分
析
の
意
義
と
考
え
方
（
講

義
）

・
事
例
分
析
演
習
（
演
習
・
意
見
交
換
）

・
分
析
手
法
の
紹
介
（
講
義
・
演
習
）

1
6
看

護
職

員
教

育
担

当
者

研
修

専
任

の
教

育
担

当
者

、
兼

任
の

教
育

担
当

者
等

、
及

び
、

今
後

教
育

担
当

者
と

し
て

配
置

予
定

の
者

4
7

1
日

間
1
0
/
2
0

国
立

病
院

機
構

本
部

講
堂

看
護

職
員

教
育

担
当

者
と
し

て
の
役
割
を
認
識
さ
せ
、
「
看

護
職

員
能

力
開

発
プ

ロ
グ
ラ

ム
」
に
基
づ
く
教
育
・
研
修
の

企
画

・
運

営
・

評
価

を
系
統

的
・
実
践
的
に
実
施
で
き
る
能

力
を

養
う

こ
と

に
よ

り
、
看

護
教
育
体
制
の
充
実
を
図
る
。

・
看
護
の
動
向

・
中
堅
看
護
師
教
育
の
実
際
（
取
組
み
報
告
）

・
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
討
議
及
び
発
表
　
等

1
7
診

療
放

射
線

実
習

技
能

研
修

（
診

療
放

射
線
技

師
実

務
者

研
修

）

放
射

線
治

療
業

務
に

従
事

す
る

診
療

放
射

線
技

師
2
8

1
日

間
1
1
/
2
5

国
立

病
院

機
構

本
部

講
堂

放
射

線
治

療
に

お
け

る
専
門

知
識
と
技
術
を
習
得
し
、
各
病

院
で

の
放

射
線

治
療

に
係
る

医
療
事
故
防
止
対
策
の
充
実
・

強
化

を
図

る
と

共
に

、
放
射

性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線

障
害

防
止

に
関

す
る

法
律
等

の
知
識
の
習
得
と
職
員
の
意
識

向
上

及
び

法
令

遵
守

の
徹
底

を
図
る
。

・
放
射
線
皮
膚
炎
の
予
防
法
と
ケ
ア
方
法

・
線
量
計
算
の
基
礎
と
実
際
（
演
習
）

・
照
射
事
故
と
法
令
遵
守
　
等

1
8
診

療
放

射
線

技
師

研
修

放
射

線
業

務
に

従
事

し
て

い
る

主
任

診
療

放
射

線
技

師
、

又
は

臨
床

経
験

１
０

年
以

上
の

技
師

2
1

2
日

間
1
2
/
2
～

3
国

立
病

院
機

構
本

部
講

堂
及

び
研

修
セ

ン
タ

ー

放
射

線
業

務
の

把
握

と
病
院

経
営
に
参
画
す
る
た
め
の
専
門

知
識

及
び

経
営

分
析

の
手
法

を
習
得
さ
せ
、
診
療
放
射
線
技

師
の

資
質

を
高

め
る

こ
と
に

よ
り
、
診
療
放
射
線
部
門
の
運

営
の

効
率

化
並

び
に

活
性
化

を
図
る
。

・
経
営
管
理
・
労
基
法
等
に
つ
い
て

・
業
務
集
計
お
よ
び
費
用
対
効
果
分
析

・
共
同
入
札
事
業
　
等

1
9
チ

ー
ム

医
療

推
進

の
た

め
の

研
修

３
（

輸
血
）

輸
血

療
法

に
関

わ
る

臨
床

検
査

技
師

、
薬

剤
師

及
び

看
護

師
（

医
療

安
全

管
理

担
当

）
4
1

2
日

間
1
2
/
9
～

1
0

国
立

病
院

機
構

本
部

講
堂

輸
血

療
法

に
係

る
関

連
職
種

が
、
個
々
の
役
割
及
び
責
務
を

正
し

く
認

識
し

、
必

要
な
知

識
・
技
能
を
習
得
す
る
と
共

に
、

横
断

的
な

連
携

を
強
化

す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
安
全

の
推

進
に

寄
与

す
る

こ
と
を

目
的
と
す
る
。

・
内
科
系
に
お
け
る
輸
血
療
法

・
産
科
領
域
に
お
け
る
危
機
的
出
血
と
緊
急
輸
血

・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

・
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
　
等

2
0
重

症
心

身
障

害
児

（
者

）
療

育
研

修

重
症

心
身

障
害

児
（

者
）

の
診

療
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
、

作
業

療
法

士
、

言
語

聴
覚

士
、

栄
養

士
、

児
童

指
導

員
、

保
育

士

3
4

2
日

間
1
2
/
1
6
～

1
7

国
立

病
院

機
構

本
部

講
堂

重
症

心
身

障
害

児
（

者
）
に

対
す
る
医
療
の
あ
り
方
を
職
種

横
断

的
に

認
識

し
、

障
害
者

自
立
支
援
法
に
お
け
る
療
養
介

護
病

棟
へ

の
移

行
を

ス
ム
ー

ズ
に
す
る
と
共
に
、
提
供
す
る

医
療

・
サ

ー
ビ

ス
の

質
の
向

上
を
目
的
と
す
る
。

・
重
症
心
身
障
害
児
（
者
）
療
育
に
関
わ
る
社
会
的
制
度

・
国
立
病
院
機
構
に
お
け
る
重
症
心
身
障
害
児
（
者
）
に
対

す
る
診
療
の
現
状
と
療
育
の
課
題

・
職
種
別
分
科
会

・
取
組
発
表

グ
ル

プ
ワ

ク
　
等

2
1
管

内
附

属
看

護
学

校
教

員
研

修

附
属

看
護

学
校

で
３

年
以

上
の

教
員

経
験

を
有

し
、

九
県

看
護

教
員

と
し

て
の

役
割

を
果

た
し

て
い

る
者

2
6

1
日

間
1
2
/
2
5

国
立

病
院

機
構

本
部

研
修

セ
ン

タ
ー

国
立

病
院

機
構

に
お

け
る
教

員
の
役
割
を
遂
行
す
る
た
め

に
、

教
員

と
し

て
の

あ
り
方

を
追
究
し
、
自
己
管
理
能
力
を

育
成

さ
せ

る
と

共
に

、
教
育

上
の
必
要
な
知
識
、
技
術
、
態

度
を

深
化

さ
せ

、
看

護
基
礎

教
育
の
均
質
化
及
び
向
上
を
図

・
看
護
学
校
の
動
向
と
看
護
教
員
に
期
待
さ
れ
る
役
割

・
経
営
的
視
点
か
ら
の
学
校
運
営

・
組
織
に
お
け
る
看
護
教
員
の
位
置
づ
け
と
労
務
管
理

・
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
　
等

2
2
退

院
調

整
看

護
師

養
成

研
修

退
院

調
整

看
護

師
養

成
研

修
を

修
了

し
、

現
在

、
退

院
調

整
に

携
わ

っ
て

い
る

看
護

師
・

助
産

師

2
7

4
日

間
1
/
1
2
～

1
5

国
立

病
院

機
構

本
部

講
堂

患
者

・
家

族
が

安
心

し
て
退

院
で
き
る
よ
う
適
切
な
退
院
調

整
に

関
す

る
実

践
的

能
力
を

向
上
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

・
退
院
調
整
と
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
講
義
）

・
退
院
調
整
と
地
域
連
携

・
退
院
調
整
の
実
際
　
等

2
3
退

院
調

整
看

護
師

養
成

研
修

退
院

調
整

看
護

師
養

成
研

修
を

修
了

し
、

現
在

、
退

院
調

整
に

携
わ

っ
て

い
る

看
護

師
・

助
産

師

2
7

1
0
日

間
1
/
1
8
～

3
/
1
1

関
東

信
越

ブ
ロ

ッ
ク

管
内

病
院

患
者

・
家

族
が

安
心

し
て
退

院
で
き
る
よ
う
適
切
な
退
院
調

整
に

関
す

る
実

践
的

能
力
を

向
上
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

・
臨
地
実
習

2
4
退

院
調

整
看

護
師

養
成

研
修

退
院

調
整

看
護

師
養

成
研

修
を

修
了

し
、

現
在

、
退

院
調

整
に

携
わ

っ
て

い
る

看
護

師
・

助
産

師

2
7

1
日

間
3
/
1
2

国
立

病
院

機
構

本
部

講
堂

患
者

・
家

族
が

安
心

し
て
退

院
で
き
る
よ
う
適
切
な
退
院
調

整
に

関
す

る
実

践
的

能
力
を

向
上
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

・
臨
地
実
習
後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
（
事
例
検
討
、
発
表
）

2
5
臨

床
検

査
技

師
実

習
技

能
研

修
２

（
輸

血
）

輸
血

検
査

に
従

事
し

て
い

る
臨

床
検

査
技

師
3
2

2
日

間
2
/
6
～

7
国

立
病

院
機

構
本

部
講

堂
及

び
東

京
文

化
短

期
大

学

臨
床

検
査

技
師

（
輸

血
検
査

担
当
）
に
対
し
て
、
輸
血
治
療

に
関

す
る

専
門

知
識

及
び
判

断
技
術
を
習
得
さ
せ
、
輸
血
の

安
全

性
の

向
上

に
寄

与
す
る

こ
と
の
で
き
る
臨
床
検
査
技
師

を
育

成
す

る
こ

と
に

よ
り
、

輸
血
治
療
の
安
全
体
制
の
充
実

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す
る

。

・
造
血
管
細
胞
移
植
に
お
け
る
血
液
細
胞
処
理
・
管
理

・
輸
血
検
査
の
基
礎
か
ら
応
用

・
輸
血
療
法
に
伴
う
副
作
用
　
等

2
6
エ

キ
ス

パ
ー

ト
ナ

ー
ス

研
修

認
定

看
護

師
の

資
格

を
有

し
、

認
定

看
護

師
の

業
務

に
携

わ
っ

て
い

る
者

4
3

1
日

間
2
/
1
6

国
立

病
院

機
構

本
部

講
堂

認
定

看
護

師
に

関
す

る
最

新
の
知
識
・
技
術
を
習
得
す
る
こ

と
に

よ
り

、
業

務
の

効
率

化
と
認
定
看
護
師
と
し
て
の
モ
チ

ベ
ー

シ
ョ

ン
の

維
持

・
向

上
を
図
る
と
と
も
に
、
研
修
を
通

じ
て

認
定

看
護

師
間

の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
を
支
援
す
る
こ

と
に

よ
り

、
看

護
サ

ー
ビ

ス
の
質
の
向
上
と
魅
力
的
な
職
場

作
り

を
促

進
さ

せ
、

ひ
い

て
は
看
護
師
確
保
対
策
に
寄
与
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る

・
認
定
看
護
師
の
役
割
と
期
待
さ
れ
る
こ
と

・
専
門
性
を
発
揮
す
る
た
め
に
組
織
で
活
動
す
る
上
で
の
問

題
と
課
題

・
分
科
会
　
等

2
7
小

児
救

急
研

修

小
児

救
急

医
療

を
行

っ
て

い
る

病
院

に
お

い
て

小
児

救
急

を
担

当
す

る
小

児
科

医
師

、
看

護
師

4
1
日

間
2
/
2
5

国
立

病
院

機
構

下
志

津
病

院
小

児
救

急
医

療
に

お
け

る
最

新
の
専
門
知
識
・
技
術
及
び
運

営
手

法
等

を
習

得
さ

せ
、
小

児
救
急
医
療
の
充
実
を
図
る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

・
包
括
的
な
小
児
救
急
医
療
の
取
組

・
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
・
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
の
診
断
と
治
療

・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
脳
症
の
治
療
　
等



【
関
東
信
越
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
】

平
成
２
１
年
度
コ
ー
ス
数
３
３
、
受
講
者
数
1
,
6
6
2
名

日
数

開
催

日
研

修
会

場
研

修
目
的

主
な
研
修
内
容

受
講

対
象

者

研
修

期
間

区
分

研
修

の
名

称
受

講
者

数

2
8
治

験
研

修
治

験
業

務
の

実
務

担
当

者
若

し
く

は
今

後
治

験
業

務
に

携
わ

る
予

定
の

実
務

担
当

者
3
8

1
日

間
3
/
1
7

国
立

病
院

機
構

本
部

講
堂

治
験

に
関

す
る

専
門

知
識
を

習
得
さ
せ
、
各
病
院
に
お
け
る

治
験

の
推

進
及

び
治

験
の
質

の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

す
る

。

・
治
験
を
取
り
巻
く
最
近
の
話
題

・
治
験
・
臨
床
研
究
の
推
進

・
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
役
割
　
等

2
9
院

内
感

染
対

策
研

修

院
内

感
染

対
策

に
携

わ
る

医
師

、
看

護
師

、
薬

剤
師

、
臨

床
検

査
技

師
、

診
療

放
射

線
技

師
、

事
務

職
員

等

9
2

2
日

間
3
/
1
8
～

1
9

国
立

病
院

機
構

東
京

医
療

セ
ン

タ
ー

院
内

感
染

対
策

に
携

わ
る
各

職
種
に
対
し
て
、
感
染
管
理
上

必
要

な
知

識
を

習
得

さ
せ
る

と
と
も
に
、
個
々
の
職
員
の
資

質
向

上
と

関
連

部
門

と
の
連

携
の
強
化
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
す

る
。

・
院
内
感
染
制
御
の
基
本

・
血
液
媒
介
感
染
に
お
け
る
感
染
制
御
の
実
際

・
呼
吸
器
感
染
症
に
お
け
る
感
染
制
御
の
実
際
　
等

3
0
労

務
管

理
（

新
任

労
務

担
当

職
員

）
研

修

新
任

の
窓

口
担

当
者

（
管

理
課

長
、

副
看

護
部

長
、

副
総

看
護

師
長

、
庶

務
（

職
員

）
班

長
）

3
1

1
日

間
4
/
2
8

国
立

病
院

機
構

本
部

会
議

室
新

た
に

窓
口

担
当

と
な

っ
た

者
に
対
し
労
務
管
理
に
関
す
る

知
識

等
を

修
得

さ
せ

、
労
務

管
理
対
策
の
充
実
と
均
質
化
を

図
る

。

・
労
働
関
係
法
令
、
Ｑ
＆
Ａ
、
国
立
病
院
機
構
規
程
集
等
を

用
い
て
の
関
連
講
義
等
。

3
0
労

務
管

理
（

新
任

労
務

担
当

職
員

）
研

修

新
任

の
窓

口
担

当
者

（
管

理
課

長
、

副
看

護
部

長
、

副
総

看
護

師
長

、
庶

務
（

職
員

）
班

長
）

4
1
日

間
7
/
1
3

国
立

病
院

機
構

本
部

会
議

室
新

た
に

窓
口

担
当

と
な

っ
た

者
に
対
し
労
務
管
理
に
関
す
る

知
識

等
を

修
得

さ
せ

、
労
務

管
理
対
策
の
充
実
と
均
質
化
を

図
る

。

・
労
働
関
係
法
令
、
Ｑ
＆
Ａ
、
国
立
病
院
機
構
規
程
集
等
を

用
い
て
の
関
連
講
義
等
。

3
0
労

務
管

理
（

新
任

労
務

担
当

職
員

）
研

修

新
任

の
窓

口
担

当
者

（
管

理
課

長
、

副
看

護
部

長
、

副
総

看
護

師
長

、
庶

務
（

職
員

）
班

長
）

6
1
日

間
1
1
/
1
3

国
立

病
院

機
構

本
部

研
修

セ
ン

タ
ー

新
た

に
窓

口
担

当
と

な
っ
た

者
に
対
し
労
務
管
理
に
関
す
る

知
識

等
を

修
得

さ
せ

、
労
務

管
理
対
策
の
充
実
と
均
質
化
を

図
る

。

・
労
働
関
係
法
令
、
Ｑ
＆
Ａ
、
国
立
病
院
機
構
規
程
集
等
を

用
い
て
の
関
連
講
義
等
。

3
1
労

務
管

理
（

窓
口

担
当

者
）

研
修

新
任

労
務

管
理

研
修

を
受

講
済

の
窓

口
担

当
者

（
管

理
課

長
、

副
看

護
部

長
、

副
総

看
護

師
長

、
庶

務
（

職
員

）
班

2
4

1
日

間
6
/
2

国
立

病
院

機
構

本
部

研
修

セ
ン

タ
ー

窓
口

担
当

と
な

っ
た

者
に
対

し
労
務
管
理
に
関
す
る
知
識
等

を
修

得
さ

せ
、

労
務

管
理
対

策
の
向
上
と
充
実
を
図
る
。

・
労
働
関
係
法
令
、
Ｑ
＆
Ａ
、
国
立
病
院
機
構
規
程
集
等
を

用
い
て
の
関
連
講
義
等
。

・
模
擬
窓
口
、
模
擬
交
渉

・
全
体
討
議
等

3
1
労

務
管

理
（

窓
口

担
当

者
）

研
修

新
任

労
務

管
理

研
修

を
受

講
済

の
窓

口
担

当
者

（
管

理
課

長
、

副
看

護
部

長
、

副
総

看
護

師
長

、
庶

務
（

職
員

）
班

2
1

1
日

間
6
/
5

国
立

病
院

機
構

本
部

研
修

セ
ン

タ
ー

窓
口

担
当

と
な

っ
た

者
に
対

し
労
務
管
理
に
関
す
る
知
識
等

を
修

得
さ

せ
、

労
務

管
理
対

策
の
向
上
と
充
実
を
図
る
。

・
労
働
関
係
法
令
、
Ｑ
＆
Ａ
、
国
立
病
院
機
構
規
程
集
等
を

用
い
て
の
関
連
講
義
等
。

・
模
擬
窓
口
、
模
擬
交
渉

・
全
体
討
議
等

3
1
労

務
管

理
（

窓
口

担
当

者
）

研
修

新
任

労
務

管
理

研
修

を
受

講
済

の
窓

口
担

当
者

（
管

理
課

長
、

副
看

護
部

長
、

副
総

看
護

師
長

、
庶

務
（

職
員

）
班

2
2

1
日

間
6
/
9

国
立

病
院

機
構

本
部

研
修

セ
ン

タ
ー

窓
口

担
当

と
な

っ
た

者
に
対

し
労
務
管
理
に
関
す
る
知
識
等

を
修

得
さ

せ
、

労
務

管
理
対

策
の
向
上
と
充
実
を
図
る
。

・
労
働
関
係
法
令
、
Ｑ
＆
Ａ
、
国
立
病
院
機
構
規
程
集
等
を

用
い
て
の
関
連
講
義
等
。

・
模
擬
窓
口
、
模
擬
交
渉

・
全
体
討
議
等

3
1
労

務
管

理
（

窓
口

担
当

者
）

研
修

新
任

労
務

管
理

研
修

を
受

講
済

の
窓

口
担

当
者

（
管

理
課

長
、

副
看

護
部

長
、

副
総

看
護

師
長

、
庶

務
（

職
員

）
班

2
5

1
日

間
6
/
1
1

国
立

病
院

機
構

本
部

研
修

セ
ン

タ
ー

窓
口

担
当

と
な

っ
た

者
に
対

し
労
務
管
理
に
関
す
る
知
識
等

を
修

得
さ

せ
、

労
務

管
理
対

策
の
向
上
と
充
実
を
図
る
。

・
労
働
関
係
法
令
、
Ｑ
＆
Ａ
、
国
立
病
院
機
構
規
程
集
等
を

用
い
て
の
関
連
講
義
等
。

・
模
擬
窓
口
、
模
擬
交
渉

・
全
体
討
議
等

3
2
労

務
管

理
（

窓
口

担
当

者
）

研
修

新
任

労
務

管
理

研
修

を
受

講
済

の
窓

口
担

当
者

（
管

理
課

長
、

副
看

護
部

長
、

副
総

看
護

師
長

、
庶

務
（

職
員

）
班

2
1

1
日

間
7
/
2

国
立

病
院

機
構

本
部

研
修

セ
ン

タ
ー

窓
口

担
当

と
な

っ
た

者
に
対

し
労
務
管
理
に
関
す
る
知
識
等

を
修

得
さ

せ
、

労
務

管
理
対

策
の
向
上
と
充
実
を
図
る
。

・
労
働
関
係
法
令
、
Ｑ
＆
Ａ
、
国
立
病
院
機
構
規
程
集
等
を

用
い
て
の
関
連
講
義
等
。

・
模
擬
窓
口
、
模
擬
交
渉

・
全
体
討
議
等

3
2
労

務
管

理
（

窓
口

担
当

者
）

研
修

新
任

労
務

管
理

研
修

を
受

講
済

の
窓

口
担

当
者

（
管

理
課

長
、

副
看

護
部

長
、

副
総

看
護

師
長

、
庶

務
（

職
員

）
班

2
0

1
日

間
7
/
3

国
立

病
院

機
構

本
部

研
修

セ
ン

タ
ー

窓
口

担
当

と
な

っ
た

者
に
対

し
労
務
管
理
に
関
す
る
知
識
等

を
修

得
さ

せ
、

労
務

管
理
対

策
の
向
上
と
充
実
を
図
る
。

・
労
働
関
係
法
令
、
Ｑ
＆
Ａ
、
国
立
病
院
機
構
規
程
集
等
を

用
い
て
の
関
連
講
義
等
。

・
模
擬
窓
口
、
模
擬
交
渉

・
全
体
討
議
等

3
2
労

務
管

理
（

窓
口

担
当

者
）

研
修

新
任

労
務

管
理

研
修

を
受

講
済

の
窓

口
担

当
者

（
管

理
課

長
、

副
看

護
部

長
、

副
総

看
護

師
長

、
庶

務
（

職
員

）
班

2
3

1
日

間
7
/
7

国
立

病
院

機
構

本
部

研
修

セ
ン

タ
ー

窓
口

担
当

と
な

っ
た

者
に
対

し
労
務
管
理
に
関
す
る
知
識
等

を
修

得
さ

せ
、

労
務

管
理
対

策
の
向
上
と
充
実
を
図
る
。

・
労
働
関
係
法
令
、
Ｑ
＆
Ａ
、
国
立
病
院
機
構
規
程
集
等
を

用
い
て
の
関
連
講
義
等
。

・
模
擬
窓
口
、
模
擬
交
渉

・
全
体
討
議
等

3
2
労

務
管

理
（

窓
口

担
当

者
）

研
修

新
任

労
務

管
理

研
修

を
受

講
済

の
窓

口
担

当
者

（
管

理
課

長
、

副
看

護
部

長
、

副
総

看
護

師
長

、
庶

務
（

職
員

）
班

2
3

1
日

間
7
/
9

国
立

病
院

機
構

本
部

研
修

セ
ン

タ
ー

窓
口

担
当

と
な

っ
た

者
に
対

し
労
務
管
理
に
関
す
る
知
識
等

を
修

得
さ

せ
、

労
務

管
理
対

策
の
向
上
と
充
実
を
図
る
。

・
労
働
関
係
法
令
、
Ｑ
＆
Ａ
、
国
立
病
院
機
構
規
程
集
等
を

用
い
て
の
関
連
講
義
等
。

・
模
擬
窓
口
、
模
擬
交
渉

・
全
体
討
議
等

3
3
労

務
管

理
研

修
会

窓
口

担
当

者
（

管
理

課
長

、
副

看
護

部
長

、
副

総
看

護
師

長
、

庶
務

（
職

員
）

班
長

）
7
6

1
日

間
3
/
8

国
立

病
院

機
構

本
部

講
堂

平
成

２
２

年
４

月
１

日
よ
り

施
行
さ
れ
る
改
正
労
働
基
準
法

に
つ

い
て

、
改

正
点

の
基
本

的
事
項
を
理
解
し
、
全
病
院
の

円
滑

な
制

度
導

入
を

図
る
。

ま
た

、
昨

今
問

題
と

な
っ
て

い
る
パ
ワ
ハ
ラ
、
い
じ
め
に
関

・
改
正
労
働
基
準
法
に
つ
い
て
関
係
資
料
を
用
い
て
の
講

義
。

・
内
部
監
査
及
び
業
務
指
導
の
指
摘
事
項
に
つ
い
て
の
講

義
。



○
 
平

成
２

１
年

度
　

研
修

実
施

状
況

調
査

【
東
海
北
陸
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
】

平
成
２
１
年
度
コ
ー
ス
数
２
１
、
受
講
者
数
6
1
0
名

日
数

開
催

日

1
事

務
職

員
実

務
研

修
実

務
経

験
５

年
未

満
の

事
務

職
員

2
3

3
日

間
H
2
1
.
5
.
2
0
～

5
.
2
2

愛
知

県
一

宮
勤

労
福

祉
会

館
「

ア
イ

プ
ラ

ザ
一

宮
」

各
病

院
に

勤
務

す
る

事
務

職
員

に
つ

い
て
、
業
務
遂
行
に
あ
た
り
基
本
的
な

法
令

等
の

理
解

を
深

め
る

と
と

も
に

必
要
な
実
務
を
習
得
し
、
事
務
職
員
と

し
て

の
資

質
の

向
上

を
図

る
こ

と
を

目
的
と
す
る

・
関
連
講
義
（
個
人
情
報
保
護
、
経
営
改
善
を
含
む
）

・
自
己
課
題
の
解
決
、
表
現
力
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
の
向

上
を
図
る
た
め
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

2
中

間
管

理
者

研
修
(
Ⅰ

)
新

任
の

副
看

護
師

長
、

主
任

技
師

等
、

係
長

7
4

3
日

間
H
2
1
.
6
.
1
0
～

6
.
1
2

名
古

屋
医

療
セ

ン
タ

ー
病

院
の

中
間

管
理

者
と

し
て

の
役

割
と
責
任
を
自
覚
し
、
職
務
遂
行
に
必
要

な
知

識
・

技
能

・
態

度
を

習
得

す
る
と
と
も
に
、
部
下
職
員
へ
の
指
導
・
監

督
能

力
の

向
上

を
図

る
こ

と
を

目
的
と
す
る

・
関
連
講
義
（
経
営
改
善
を
含
む
）

・
事
例
検
討

・
ア
サ
ー
テ
ィ
ブ
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

3
中

間
管

理
者

研
修

(
Ⅱ

)
新

任
の

看
護

師
長

、
技

師
長

等
、

班
長

、
専

門
職

、
教

員
4
3

3
日

間
H
2
1
.
7
.
6
～

7
.
8

名
古

屋
医

療
セ

ン
タ

ー
病

院
の

中
間

管
理

者
と

し
て

の
役

割
と
責
任
を
認
識
し
、
職
務
遂
行
に
必
要

な
知

識
・

技
能

・
態

度
を

習
得

す
る
と
と
も
に
、
部
下
職
員
へ
の
指
導
・
監

督
能

力
の

向
上

を
図

る
こ

と
を

目
的
と
す
る

・
関
連
講
義
（
経
営
改
善
を
含
む
）

・
事
例
検
討

・
コ
ー
チ
ン
グ

4
新

任
窓

口
担

当
者

研
修

新
任

窓
口

担
当

者
(
管

理
課

長
、

副
看

護
部

長
、

副
総

看
護

師
長

、
班

長
)

1
3

2
日

間
H
2
1
.
4
.
1
6
～

4
.
1
7

名
古

屋
医

療
セ

ン
タ

ー

各
病

院
の

新
任

窓
口

担
当

者
に

対
し
、
現
行
の
特
定
独
立
行
政
法
人
等
の
労

働
関

係
に

関
す

る
法

律
、

労
働

組
合
法
、
労
働
基
準
法
等
に
関
す
る
基
礎
知

識
を

習
得

さ
せ

る
こ

と
に

よ
り

、
日
頃
の
勤
務
時
間
管
理
を
含
め
た
労
務
管

理
が

適
正

に
行

な
わ

れ
る

よ
う

各
病
院
に
お
け
る
体
制
の
構
築
並
び
に
意
識

の
高

揚
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

・
労
働
関
係
法
令
、
就
業
規
則
等
の
講
義

・
窓
口
を
実
践
し
て
も
ら
う
た
め
の
事
例
検
討
、
議
題
整
理
（
班

別
討
議
）

5
労

務
管

理
研

修
窓

口
担

当
者

(
管

理
課

長
、

副
看

護
部

長
、

副
総

看
護

師
長

、
班

長
)

3
7

2
日

間
H
2
1
.
7
.
1
3
～

7
.
1
4

名
古

屋
医

療
セ

ン
タ

ー

各
病

院
の

窓
口

担
当

者
を

対
象

と
し

て
、
労
務
管
理
に
関
す
る
実
践
的
な
研

修
を

実
施

さ
せ

る
こ

と
に

よ
り

、
窓

口
担
当
者
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る
と

と
も

に
、

各
病

院
の

勤
務

時
間

管
理

を
含
め
た
労
務
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ

る
よ

う
体

制
の

構
築

を
図

る
こ

と
を

目
的
と
す
る

・
労
働
関
係
法
令
、
就
業
規
則
等
の
講
義

・
勤
務
時
間
管
理
等
の
事
例
検
討
（
班
別
討
議
）

6
医

療
安

全
管

理
研
修

医
長

、
技

師
長

等
、

看
護

師
長

、
専

任
R
M
、

課
長

等
、

教
員

2
5

5
日

間
H
2
2
.
1
.
2
5
～

1
.
2
9

名
古

屋
医

療
セ

ン
タ

ー
病

院
内

の
医

療
安

全
管

理
体

制
を
再

確
認
し
、
医
療
安
全
文
化
を
根
付
か
せ

る
。

ま
た

、
医

療
安

全
管

理
責

任
に

つ
い
て
自
覚
を
も
つ
こ
と
等
を
目
的
と

す
る

・
関
連
講
義
（
病
院
の
言
葉
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
提
案
）

・
Ｒ
Ｃ
Ａ
分
析

・
患
者
対
応
の
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
　
等

6
医

療
安

全
管

理
研
修

医
長

、
技

師
長

等
、

看
護

師
長

、
専

任
R
M
、

課
長

等
、

教
員

1
1

2
日

間
H
2
2
.
1
.
2
5
～

1
.
2
6

名
古

屋
医

療
セ

ン
タ

ー
病

院
内

の
医

療
安

全
管

理
体

制
を
再

確
認
し
、
医
療
安
全
文
化
を
根
付
か
せ

る
。

ま
た

、
医

療
安

全
管

理
責

任
に

つ
い
て
自
覚
を
も
つ
こ
と
等
を
目
的
と

す
る

・
関
連
講
義
（
病
院
の
言
葉
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
提
案
）

・
患
者
対
応
の
ロ
ー
ル
プ
レ
イ

6
医

療
安

全
管

理
研
修

医
長

、
技

師
長

等
、

看
護

師
長

、
専

任
R
M
、

課
長

等
、

教
員

1
9

3
日

間
H
2
2
.
1
.
2
7
～

1
.
2
9

名
古

屋
医

療
セ

ン
タ

ー
病

院
内

の
医

療
安

全
管

理
体

制
を
再

確
認
し
、
医
療
安
全
文
化
を
根
付
か
せ

る
。

ま
た

、
医

療
安

全
管

理
責

任
に

つ
い
て
自
覚
を
も
つ
こ
と
等
を
目
的
と

す
る

・
関
連
講
義

・
Ｒ
Ｃ
Ａ
分
析

・
研
修
計
画
の
作
成
　
等

7
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
パ
ス

研
修

医
師

、
薬

剤
師

、
診

療
放

射
線

技
師

、
臨

床
検

査
技

師
、

理
学

・
作

業
療

法
士

、
管

理
栄

養
士

、
看

護
師

、
事

務
職

及
び

医
療

社
会

事
業

専
門

員

5
0

2
日

間
H
2
2
.
2
.
2
6
～

2
.
2
7

名
古

屋
医

療
セ

ン
タ

ー
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
パ

ス
の

基
本

概
念

と
必
要
性
を
理
解
し
、
自
施
設
に
お
け
る

ク
リ

テ
ィ

カ
ル

パ
ス

の
活

用
を

推
進
及
び
医
療
の
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
を

目
的

と
す

る

・
関
連
講
義

・
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
パ
ス
推
進
の
た
め
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

・
バ
リ
ア
ン
ス
分
析
　
等

8
「

医
療

従
事

者
の

た
め
の

教
育

研
修

」
指

導
者

講
習
会

臨
床

経
験

７
年

程
度

の
医

師
及

び
副

技
師

長
(
主

任
)
等

、
看

護
師

長
、

班
長

、
教

員
3
9

3
日

間
H
2
1
.
1
0
.
2
8
～

1
0
.
3
0

名
古

屋
医

療
セ

ン
タ

ー

臨
床

研
修

指
定

病
院

（
及

び
今

後
の
指
定
を
予
定
し
て
い
る
病
院
）
に
お
い

て
、

職
種

横
断

的
な

教
育

・
研

修
体
制
に
よ
る
臨
床
研
修
の
質
の
向
上
、
均

質
化

及
び

人
材

育
成

の
強

化
を

図
る
た
め
に
、
指
導
者
が
自
ら
の
役
割
を
認

識
す

る
と

と
も

に
教

育
原

理
を

身
に
付
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

・
関
連
講
義

・
研
修
計
画
の
作
成

・
ロ
ー
プ
プ
レ
イ
（
医
療
面
接
）
　
等

9
助

産
師

・
看

護
師

実
習
指

導
者

講
習

会
実

務
経

験
５

年
以

上
の

助
産

師
及

び
看

護
師

3
0

3
8
日

間
H
2
1
.
8
.
1
8
～

1
0
.
9

H
2
1
.
1
2
.
1
4
～

1
2
.
1
5

名
古

屋
医

療
セ

ン
タ

ー
看

護
教

育
に

お
け

る
実

習
の

意
義
及

び
実
習
指
導
者
と
し
て
の
役
割
を
理
解

し
、

効
果

的
な

実
習

指
導

が
で

き
る

よ
う
に
必
要
な
知
識
・
技
術
を
習
得
さ

せ
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

・
関
連
講
義

・
施
設
実
習

・
事
例
検
討
　
等

1
0
診

療
放

射
線

技
師
研

修
臨

床
経

験
１

０
年

以
上

の
診

療
放

射
線

技
師

1
6

2
日

間
H
2
2
.
2
.
2
5
～

2
.
2
6

名
古

屋
医

療
セ

ン
タ

ー
関

連
講

義
の

ほ
か

、
医

療
法

等
に
基

づ
く
申
請
業
務
等
の
演
習
を
通
し
て
放

射
線

診
療

業
務

全
般

に
関

す
る

専
門

的
な
知
識
を
習
得
さ
せ
、
臨
床
業
務
及

び
管

理
業

務
の

均
質

化
と

向
上

を
図

る
こ
と
を
目
的
と
す
る

・
関
連
講
義
（
個
人
情
報
保
護
、
院
内
感
染
防
止
対
策
を
含
む
）

・
患
者
介
助
の
実
習

1
1
退

院
調

整
看

護
師

養
成
研

修
看

護
師

等
1
6

5
日

間
H
2
1
.
5
.
1
9
～

5
.
2
2

H
2
1
.
1
0
.
2
7

名
古

屋
医

療
セ

ン
タ

ー

臨
床

で
退

院
調

整
プ

ロ
セ

ス
を

経
験

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
退
院
調
整
看
護

師
の

役
割

を
明

確
に

認
識

し
、

今
後

の
課
題
を
明
確
に
す
る
。
ま
た
、
退
院

後
の

患
者

の
生

活
の

場
を

理
解

す
る

と
と
も
に
、
地
域
に
お
け
る
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

の
仕

組
み

を
把

握
し

、
医

療
機

関
と
施
設
と
の
連
携
の
重
要
性
が
認
識

で
き

る
こ

と
を

目
的

と
す

る

・
関
連
講
義

・
施
設
実
習

・
事
例
検
討
　
等

1
2
チ

ー
ム

医
療

推
進

の
た
め

の
研

修
（

Ｎ
Ｓ

Ｔ
）

臨
床

経
験

５
年

以
上

の
薬

剤
師

、
管

理
栄

養
士

、
臨

床
検

査
技

師
、

看
護

師
5

5
日

間
H
2
1
.
1
1
.
9
～

1
1
.
1
3

金
沢

医
療

セ
ン

タ
ー

Ｎ
Ｓ

Ｔ
活

動
の

た
め

に
必

要
な

高
度
・
専
門
的
知
識
及
び
各
職
種
間
の
連
携

の
必

要
性

を
認

識
さ

せ
る

こ
と

に
よ
り
、
機
構
病
院
全
体
に
お
け
る
栄
養
管

理
体

制
の

均
質

化
の

推
進

及
び

医
療
の
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

る

・
関
連
講
義

・
Ｎ
Ｓ
Ｔ
ラ
ウ
ン
ド

・
Ｎ
Ｓ
Ｔ
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
　
等

1
3
チ

ー
ム

医
療

推
進

の
た
め

の
研

修
（

が
ん

）

臨
床

経
験

７
年

以
上

の
医

師
、

看
護

師
、

薬
剤

師
、

管
理

栄
養

士
、

臨
床

心
理

士
及

び
医

療
社

会
事

業
専

門
員

等

2
6

2
日

間
H
2
1
.
1
1
.
5
～

1
1
.
6

名
古

屋
医

療
セ

ン
タ

ー

が
ん

診
療

で
求

め
ら

れ
る

緩
和

医
療

に
関
す
る
知
識
及
び
各
職
種
間
の
連
携

の
必

要
性

を
認

識
さ

せ
る

と
と

も
に

、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
取
得

す
る

こ
と

に
よ

り
、

機
構

病
院

全
体

に
お
け
る
全
て
の
患
者
に
対
す
る
緩
和

医
療

体
制

の
均

て
ん

化
の

推
進

及
び

医
療
の
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
す

る

・
関
連
講
義

・
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
）

・
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
の
見
直
し
　
等

受
講

対
象

者

研
修

期
間

区
分

研
修

の
名
称

受
講

者
数

研
修

会
場

研
修
目
的

主
な
研
修
内
容



【
東
海
北
陸
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
】

平
成
２
１
年
度
コ
ー
ス
数
２
１
、
受
講
者
数
6
1
0
名

日
数

開
催

日
受

講
対

象
者

研
修

期
間

区
分

研
修

の
名
称

受
講

者
数

研
修

会
場

研
修
目
的

主
な
研
修
内
容

1
4
病

院
管

理
・

経
営
研

修

診
療

部
長

、
医

長
、

課
長

、
副

看
護

部
長

、
技

師
長

等
、

看
護

師
長

、
班

長
、

専
門

職
、

教
員

4
4

2
日

間
H
2
1
.
1
1
.
2
5
～

1
1
.
2
6

名
古

屋
医

療
セ

ン
タ

ー
経

営
管

理
及

び
分

析
等

を
実

施
す

る
立
場
と
し
て
、
病
院
運
営
に
必
要
な
知

識
、

技
能

を
習

得
さ

せ
る

こ
と

を
目
的
と
す
る

・
関
連
講
義

・
事
例
検
討

1
5
院

内
教

育
担

当
者

研
修

教
育

担
当

師
長

（
専

任
・

兼
任

）
ま

た
は

、
院

内
教

育
担

当
責

任
者

の
任

に
あ

る
副

看
護

部
長

・
副

総
看

護
師

長
・

看
護

師
長

1
9

1
日

間
H
2
2
.
2
.
1
9

名
古

屋
医

療
セ

ン
タ

ー
看

護
職

員
教

育
担

当
者

と
し

て
の

役
割
を
認
識
し
、
看
護
職
員
能
力
開
発
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
基

づ
く

教
育

研
修

が
実
施
で
き
る
能
力
を
習
得
す
る
こ
と
で
、

看
護

教
育

体
制

の
均

質
化

と
向

上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

・
関
連
講
義

・
事
例
検
討

1
6
臨

床
検

査
技

師
実

習
技
能

研
修

臨
床

検
査

技
師

1
3
日

間
H
2
1
.
9
.
3
0
～

1
0
.
2

名
古

屋
医

療
セ

ン
タ

ー

専
門

的
な

資
格

（
各

種
認

定
資

格
等

に
よ
る
検
査
・
研
究
の
質
の
保
証
と
そ

の
水

準
の

向
上

を
目

指
す

）
取

得
及

び
必
要
と
す
る
知
識
修
得
と
技
術
向
上

を
目

指
す

こ
と

で
、

個
々

の
ス

キ
ル

ア
ッ
プ
と
と
も
に
、
チ
ー
ム
医
療
の
推

進
及

び
医

療
安

全
に

貢
献

す
る

こ
と

を
目
的
と
す
る

・
関
連
講
義

・
実
習
（
細
胞
診
）

1
6
臨

床
検

査
技

師
実

習
技
能

研
修

臨
床

検
査

技
師

2
3
日

間
H
2
1
.
1
0
.
5
～

1
0
.
7

三
重

中
央

医
療

セ
ン

タ
ー

専
門

的
な

資
格

（
各

種
認

定
資

格
等
に
よ
る
検
査
・
研
究
の
質
の
保
証
と
そ

の
水

準
の

向
上

を
目

指
す

）
取

得
及
び
必
要
と
す
る
知
識
修
得
と
技
術
向
上

を
目

指
す

こ
と

で
、

個
々

の
ス

キ
ル
ア
ッ
プ
と
と
も
に
、
チ
ー
ム
医
療
の
推

進
及

び
医

療
安

全
に

貢
献

す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る

・
関
連
講
義

・
実
習
（
細
胞
診
）

1
7
臨

床
検

査
技

師
実

習
技
能

研
修

臨
床

検
査

技
師

3
6
日

間
H
2
1
.
1
0
.
1
～

1
1
.
5

金
沢

医
療

セ
ン

タ
ー

専
門

的
な

資
格

（
各

種
認

定
資

格
等
に
よ
る
検
査
・
研
究
の
質
の
保
証
と
そ

の
水

準
の

向
上

を
目

指
す

）
取

得
及
び
必
要
と
す
る
知
識
修
得
と
技
術
向
上

を
目

指
す

こ
と

で
、

個
々

の
ス

キ
ル
ア
ッ
プ
と
と
も
に
、
チ
ー
ム
医
療
の
推

進
及

び
医

療
安

全
に

貢
献

す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る

・
関
連
講
義

・
実
習
（
超
音
波
検
査
）

1
7
臨

床
検

査
技

師
実

習
技
能

研
修

臨
床

検
査

技
師

3
6
日

間
H
2
1
.
1
0
.
1
～

1
1
.
5

名
古

屋
医

療
セ

ン
タ

ー

専
門

的
な

資
格

（
各

種
認

定
資

格
等

に
よ
る
検
査
・
研
究
の
質
の
保
証
と
そ

の
水

準
の

向
上

を
目

指
す

）
取

得
及

び
必
要
と
す
る
知
識
修
得
と
技
術
向
上

を
目

指
す

こ
と

で
、

個
々

の
ス

キ
ル

ア
ッ
プ
と
と
も
に
、
チ
ー
ム
医
療
の
推

進
及

び
医

療
安

全
に

貢
献

す
る

こ
と

を
目
的
と
す
る

・
関
連
講
義

・
実
習
（
超
音
波
検
査
）

1
7
臨

床
検

査
技

師
実

習
技
能

研
修

臨
床

検
査

技
師

2
6
日

間
H
2
1
.
1
1
.
1
2
～

1
2
.
1
7

名
古

屋
医

療
セ

ン
タ

ー

専
門

的
な

資
格

（
各

種
認

定
資

格
等
に
よ
る
検
査
・
研
究
の
質
の
保
証
と
そ

の
水

準
の

向
上

を
目

指
す

）
取

得
及
び
必
要
と
す
る
知
識
修
得
と
技
術
向
上

を
目

指
す

こ
と

で
、

個
々

の
ス

キ
ル
ア
ッ
プ
と
と
も
に
、
チ
ー
ム
医
療
の
推

進
及

び
医

療
安

全
に

貢
献

す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る

・
関
連
講
義

・
実
習
（
超
音
波
検
査
）

1
7
臨

床
検

査
技

師
実

習
技
能

研
修

臨
床

検
査

技
師

2
6
日

間
H
2
1
.
1
0
.
1
～

1
1
.
5

三
重

中
央

医
療

セ
ン

タ
ー

専
門

的
な

資
格

（
各

種
認

定
資

格
等

に
よ
る
検
査
・
研
究
の
質
の
保
証
と
そ

の
水

準
の

向
上

を
目

指
す

）
取

得
及

び
必
要
と
す
る
知
識
修
得
と
技
術
向
上

を
目

指
す

こ
と

で
、

個
々

の
ス

キ
ル

ア
ッ
プ
と
と
も
に
、
チ
ー
ム
医
療
の
推

進
及

び
医

療
安

全
に

貢
献

す
る

こ
と

を
目
的
と
す
る

・
関
連
講
義

・
実
習
（
超
音
波
検
査
）

1
8
臨

床
検

査
技

師
実

習
技
能

研
修

臨
床

検
査

技
師

3
3
日

間
H
2
1
.
1
0
.
2
1
～

1
0
.
2
3

静
岡

て
ん

か
ん

・
神

経
医

療
セ

ン
タ

ー

専
門

的
な

資
格

（
各

種
認

定
資

格
等
に
よ
る
検
査
・
研
究
の
質
の
保
証
と
そ

の
水

準
の

向
上

を
目

指
す

）
取

得
及
び
必
要
と
す
る
知
識
修
得
と
技
術
向
上

を
目

指
す

こ
と

で
、

個
々

の
ス

キ
ル
ア
ッ
プ
と
と
も
に
、
チ
ー
ム
医
療
の
推

進
及

び
医

療
安

全
に

貢
献

す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る

・
関
連
講
義

・
実
習
（
脳
波
検
査
）

1
9
臨

床
検

査
技

師
実

習
技
能

研
修

臨
床

検
査

技
師

6
1
日

間
H
2
2
.
1
.
1
9

金
沢

医
療

セ
ン

タ
ー

専
門

的
な

資
格

（
各

種
認

定
資

格
等
に
よ
る
検
査
・
研
究
の
質
の
保
証
と
そ

の
水

準
の

向
上

を
目

指
す

）
取

得
及
び
必
要
と
す
る
知
識
修
得
と
技
術
向
上

を
目

指
す

こ
と

で
、

個
々

の
ス

キ
ル
ア
ッ
プ
と
と
も
に
、
チ
ー
ム
医
療
の
推

進
及

び
医

療
安

全
に

貢
献

す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る

・
関
連
講
義
（
院
内
感
染
防
止
対
策
を
含
む
）

・
実
習
（
細
菌
検
査
）

1
9
臨

床
検

査
技

師
実

習
技
能

研
修

臨
床

検
査

技
師

4
1
日

間
H
2
1
.
1
1
.
1
3

静
岡

医
療

セ
ン

タ
ー

専
門

的
な

資
格

（
各

種
認

定
資

格
等

に
よ
る
検
査
・
研
究
の
質
の
保
証
と
そ

の
水

準
の

向
上

を
目

指
す

）
取

得
及

び
必
要
と
す
る
知
識
修
得
と
技
術
向
上

を
目

指
す

こ
と

で
、

個
々

の
ス

キ
ル

ア
ッ
プ
と
と
も
に
、
チ
ー
ム
医
療
の
推

進
及

び
医

療
安

全
に

貢
献

す
る

こ
と

を
目
的
と
す
る

・
関
連
講
義
（
院
内
感
染
防
止
対
策
を
含
む
）

・
実
習
（
細
菌
検
査
）

1
9
臨

床
検

査
技

師
実

習
技
能

研
修

臨
床

検
査

技
師

7
1
日

間
H
2
1
.
1
2
.
1
5

名
古

屋
医

療
セ

ン
タ

ー

専
門

的
な

資
格

（
各

種
認

定
資

格
等
に
よ
る
検
査
・
研
究
の
質
の
保
証
と
そ

の
水

準
の

向
上

を
目

指
す

）
取

得
及
び
必
要
と
す
る
知
識
修
得
と
技
術
向
上

を
目

指
す

こ
と

で
、

個
々

の
ス

キ
ル
ア
ッ
プ
と
と
も
に
、
チ
ー
ム
医
療
の
推

進
及

び
医

療
安

全
に

貢
献

す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る

・
関
連
講
義
（
院
内
感
染
防
止
対
策
を
含
む
）

・
実
習
（
細
菌
検
査
）

1
9
臨

床
検

査
技

師
実

習
技
能

研
修

臨
床

検
査

技
師

5
1
日

間
H
2
1
.
1
1
.
2
6

三
重

中
央

医
療

セ
ン

タ
ー

専
門

的
な

資
格

（
各

種
認

定
資

格
等

に
よ
る
検
査
・
研
究
の
質
の
保
証
と
そ

の
水

準
の

向
上

を
目

指
す

）
取

得
及

び
必
要
と
す
る
知
識
修
得
と
技
術
向
上

を
目

指
す

こ
と

で
、

個
々

の
ス

キ
ル

ア
ッ
プ
と
と
も
に
、
チ
ー
ム
医
療
の
推

進
及

び
医

療
安

全
に

貢
献

す
る

こ
と

を
目
的
と
す
る

・
関
連
講
義
（
院
内
感
染
防
止
対
策
を
含
む
）

・
実
習
（
細
菌
検
査
）

2
0
看

護
教

員
実

務
研

修
看

護
教

員
6
0

1
日

間
H
2
1
.
8
.
1
0

名
古

屋
看

護
助

産
学

校
教

員
同

士
が

職
場

を
離

れ
て

相
互

に
研
鑽
し
、
教
育
・
指
導
能
力
の
充
実
と

向
上

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
・
学
校
評
価
に
お
け
る
講
義

・
学
校
評
価
に
か
か
る
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

2
1
工

事
監

理
マ

ニ
ュ

ア
ル
研

修
施

設
で

工
事

が
行

わ
れ

る
場

合
に

監
督

職
員

及
び

監
督

職
員

補
助

者
と

な
り

う
る

者
2
2

1
日

間
H
2
2
.
1
.
2
2

七
尾

病
院

本
部

財
務

部
整

備
課

施
設

整
備

室
作
成
の
工
事
監
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
内
容
に

つ
い

て
研

修
を

行
い

、
病

院
職

員
に
よ
る
工
事
監
理
を
充
実
さ
せ
、
建
物
整

備
の

質
を

向
上

さ
せ

る
こ

と
を

目
的
と
す
る

・
関
連
講
義

・
工
事
現
場
に
お
け
る
実
地
検
査
の
解
説



○
 
平

成
２

１
年

度
　

研
修

実
施

状
況

調
査

【
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
】

平
成
２
１
年
度
コ
ー
ス
数
４
１
、
受
講
者
数
1
,
2
3
2
名

日
数

開
催

日

1
医

療
安

全
管

理
研

修
医

療
安

全
管

理
室

長
、

医
療

安
全

管
理

係
長

、
事

務
職

員
等

医
療

安
全

管
理

担
当

者
等

4
1

1
日

間
5
/
1
4

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

教
育

研
修

棟

院
内

に
お

け
る

ク
レ

ー
ム

対
応
に

つ
い
て
事
例
検
討
す
る
こ

と
で

必
要

な
知

識
を

習
得

さ
せ
、

医
療
安
全
管
理
体
制
の
充

実
と

均
質

化
を

図
る

。

・
病
院
に
お
け
る
ク
レ
ー
ム
対
応
に
つ
い
て
事
例
討
議

・
民
間
病
院
に
お
け
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

　
現
状
に
つ
い
て
講
義

2
勤

務
時

間
管

理
研

修
新

任
看

護
師

長
2
3

1
日

間
5
/
1
5

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

教
育

研
修

棟

中
間

監
督

者
と

し
て

の
看

護
師
長

の
役
割
を
認
識
し
、
職
務

遂
行

に
必

要
な

知
識

を
修

得
し
実

務
上
の
勤
務
時
間
管
理
に

資
す

る
。

・
労
基
法
と
労
働
条
件
に
つ
い
て
講
義

・
勤
務
時
間
管
理
に
つ
い
て
講
義

・
勤
務
割
振
に
つ
い
て
講
義
　
等

3
訟

務
実

務
研

修
会

訟
務

事
務

、
マ

ス
コ

ミ
対

応
を

担
当

（
予

定
）

す
る

職
員

3
1

1
日

間
5
/
2
8

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

教
育

研
修

棟

院
内

暴
力

等
に

対
す

る
対

応
及
び

訴
訟
遂
行
時
の
国
立
病
院

機
構

内
の

報
告

等
職

務
遂

行
に
必

要
な
知
識
を
習
得
さ
せ
、

訟
務

体
制

の
均

質
化

と
向

上
を
図

る
。

・
院
内
暴
力
等
へ
の
対
応
に
つ
い
て
講
演

・
準
備
書
面
の
作
り
方
に
つ
い
て
講
義

・
訟
務
時
に
お
け
る
機
構
本
部
へ
の
報
告
等
に
つ
い
て
講
義
　
等

4
退

院
調

整
看

護
師

養
成

研
修

会
専

任
又

は
併

任
で

退
院

調
整

に
携

わ
っ

て
い

る
看

護
師

2
1

5
日

間

5
/
1
9
～

2
2
・

9
/
1
8

6
/
1
～

9
/
1
7

(
時

施
設

等
で

1
0

日
実

習
)

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

教
育

研
修

棟
患

者
・

家
族

が
安

心
し

て
退

院
で

き
る
よ
う
な
退
院
調
整
が

実
践

で
き

る
よ

う
な

能
力

を
習
得

す
る
。

・
退
院
調
整
に
必
要
な
社
会
保
障
制
度
に
関
す
る
知
識
と

 
 
実
際
に
つ
い
て
講
義

・
退
院
調
整
の
意
義
・
目
的
・
プ
ロ
セ
ス
・
社
会
資
源
の

 
 
活
用
方
法
に
つ
い
て
講
義

・
看
護
師
が
行
う
退
院
調
整
の
特
徴
・
機
能
と
役
割
・

 
 
看
看
連
携
の
効
果
に
つ
い
て
講
義

5
新

任
労

務
管

理
研

修
新

任
労

務
管

理
担

当
者

1
6

2
日

間
5
/
2
1
～

2
2

近
畿

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所
窓

口
担

当
者

と
な

っ
た

者
に

対
し

て
、
円
滑
な
労
使
交
渉
を

行
い

健
全

な
労

使
関

係
が

構
築
で

き
る
よ
う
、
実
践
的
な
研

修
を

行
い

実
務

上
の

労
務

管
理
に

資
す
る
。

・
労
基
法
、
特
労
法
等
に
つ
い
て
講
義

・
労
働
組
合
の
動
向
に
つ
い
て
講
義

・
模
擬
窓
口
　
等

6
新

採
用

事
務

職
員

研
修

H
2
0
.
1
0
.
1
以

降
常

勤
採

用
の

事
務

職
員

1
7

2
日

間
5
/
2
8
～

2
9

近
畿

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所
採

用
時

研
修

の
実

施
に

よ
り

、
国

立
病
院
機
構
の
事
務
職
員

と
し

て
必

要
と

さ
れ

る
知

識
・
技

術
の
習
得
及
び
職
業
人
意

識
を

醸
成

す
る

。

・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
の
実
習

・
事
例
研
究

・
班
別
討
議
　
等

7
Ｎ

Ｓ
Ｔ

実
習

技
能

研
修

<
実

地
研

修
>
（

チ
ー

ム
医
療

推
進

の
た

め
の

研
修

１
）

５
年

以
上

の
勤

務
年

数
を

有
す

る
薬

剤
師

、
管

理
栄

養
士

、
看

護
師

、
臨

床
検

査
技

師

7
5
日

間
6
/
1
～

5
大

阪
医

療
セ

ン
タ

ー
栄

養
療

法
サ

ポ
ー

ト
チ

ー
ム

（
Ｎ

Ｓ
Ｔ
）
専
門
療
法
士
の
認

定
資

格
を

得
る

こ
と

に
よ

り
、
栄

養
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
（
Ｎ

Ｓ
Ｔ

）
の

質
的

向
上

と
均

一
化
を

推
進
す
る
。

・
Ｎ
Ｓ
Ｔ
に
つ
い
て
実
習

・
栄
養
評
価
（
Ｓ
Ｇ
Ａ
）
に
つ
い
て
講
義

・
チ
ー
ム
で
行
う
栄
養
管
理
に
つ
い
て
講
義
　
等

8
保

健
師

助
産

師
看

護
師

実
習

指
導

者
講

習
会

実
習

指
導

の
任

に
あ

た
る

者
若

し
く

は
そ

の
予

定
に

あ
る

者 機
構

に
お

い
て

実
務

経
験

5
年

以
上

の
者

5
1

4
8
日

間
6
/
2
～

7
/
2
4

8
/
8
9
～

9
/
1
0

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

教
育

研
修

棟

対
象

の
尊

厳
・

人
格

を
尊

重
し
、

知
識
に
基
づ
い
た
看
護
実

践
を

行
う

と
共

に
教

育
的

関
わ
り

が
で
き
る
実
習
指
導
者
を

育
成

す
る

。

・
教
育
課
程
に
つ
い
て
講
義

・
医
療
安
全
に
つ
い
て
講
義

・
演
習
　
等

9
新

任
教

員
研

修
(
Ⅰ

期
)

近
畿

ブ
ロ

ッ
ク

並
び

に
東

海
北

陸
ブ

ロ
ッ

ク
所

属
病

院
付

属
看

護
（

助
産

）
学

校
の

H
2
1
.
4
.
1
以

降
採

用
の

教
員

1
6

2
日

間
6
/
1
2

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

教
育

研
修

棟
看

護
教

員
の

役
割

を
認

識
す

る
と

と
も
に
、
意
見
交
換
を
通

し
て

、
看

護
教

育
者

と
し

て
の
教

育
感
を
育
成
す
る
。

・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
つ
い
て
講
義

・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
つ
い
て
演
習
 
等

1
0
新

任
教

員
研

修
(
Ⅱ

期
)

近
畿

ブ
ロ

ッ
ク

並
び

に
東

海
北

陸
ブ

ロ
ッ

ク
所

属
病

院
付

属
看

護
（

助
産

）
学

校
の

H
2
1
.
4
.
1
以

降
採

用
の

教
員

1
5

2
日

間
9
/
1
6

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

教
育

研
修

棟
看

護
教

員
の

役
割

を
認

識
す

る
と

と
も
に
、
意
見
交
換
を
通

し
て

、
看

護
教

育
者

と
し

て
の
教

育
感
を
育
成
す
る
。

・
新
任
看
護
教
員
に
期
待
す
る
こ
と
に
つ
い
て
講
義
　
等

1
1
事

務
職

員
２

年
目

研
修

H
1
9
.
4
.
2
～

Ｈ
2
0
.
4
.
1
の

間
に

常
勤

職
員

と
し

て
採

用
さ

れ
た

事
務

職
員

1
3

2
日

間
6
/
1
8
～

1
9

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

教
育

研
修

棟

職
員

と
し

て
必

要
と

さ
れ

る
知
識

・
技
術
の
習
得
。
業
務
に

対
す

る
積

極
性

・
責

任
感

等
を
養

う
と
共
に
、
新
人
研
修
か

ら
の

成
長

度
合

を
図

る
。

・
薬
剤
部
門
等
の
現
状
に
つ
い
て
講
義

・
事
例
研
究

・
班
別
討
議
　
等

1
2
会

計
業

務
担

当
者

研
修

①
施

設
整

備
事

務
担

当
者

（
業

務
班

長
又

は
契

約
係

長
等

）
②

契
約

事
務

担
当

者
（

企
画

課
職

員
等

）

4
6

1
日

間
6
/
2
9

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

緊
急

災
害

医
療

棟

「
建

物
整

備
は

経
営

改
善

の
一
つ

の
手
段
」
と
い
う
考
え
方

の
下

、
設

備
投

資
の

質
向

上
、
事

務
処
理
の
効
率
化
等
、
本

部
、

ブ
ロ

ッ
ク

及
び

病
院

の
組
織

間
の
情
報
流
通
の
責
任
を

果
た

す
べ

く
、

会
計

事
務

職
員
の

レ
ベ
ル
向
上
を
図
る
。

・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
基
づ
く
契
約
事
務
に
つ
い
て
講
義

・
建
物
整
備
に
よ
る
経
営
改
善
手
段
に
つ
い
て
講
義

・
施
設
整
備
事
務
取
扱
要
領
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
講
義
 
等

1
3
新

任
中

間
監

督
者

研
修

H
2
1
.
7
.
2
以

降
新

た
に

、
以

下
の

役
職

に
承

認
し

た
者

（
新

任
班

長
・

専
門

職
、

医
療

職
（

二
）

主
任

、
看

護
師

長
、

教
員

）

7
7

2
日

間
7
/
6
～

7
大

阪
医

療
セ

ン
タ

ー
教

育
研

修
棟

新
任

中
間

監
督

者
と

し
て

必
要
と

さ
れ
る
知
識
、
技
術
等
の

習
得

を
図

る
。

・
管
内
病
院
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
講
義

・
経
営
改
善
に
つ
い
て
講
義

・
班
別
討
議
　
等

研
修

会
場

研
修
目

的
主
な
研
修
内
容

受
講

対
象

者

研
修

期
間

区
分

研
修

の
名

称
受

講
者

数



【
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
】

平
成
２
１
年
度
コ
ー
ス
数
４
１
、
受
講
者
数
1
,
2
3
2
名

日
数

開
催

日
研

修
会

場
研

修
目

的
主
な
研
修
内
容

受
講

対
象

者

研
修

期
間

区
分

研
修

の
名

称
受

講
者

数

1
4
新

任
班

長
・

専
門

職
研

修
新

任
班

長
・

専
門

職
1
2

1
日

間
7
/
8

近
畿

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所
中

間
監

督
者

と
し

て
必

要
と

さ
れ

る
専
門
的
知
識
や
技
術
等

の
習

得
を

図
り

、
コ

ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
・
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
能

力
等

の
向

上
を
図

る
。

・
医
療
安
全
、
医
事
業
務
に
つ
い
て
講
義

・
民
間
病
院
実
地
研
修
受
講
結
果
に
つ
い
て
講
義

・
経
営
改
善
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
演
習
　
等

1
5
新

任
看

護
師

長
研

修
新

任
看

護
師

長
2
8

1
日

間
7
/
8

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

教
育

研
修

棟

グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
を

通
し

て
、
セ

ル
フ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
理

解
す

る
こ

と
及

び
自

分
の

役
割
に

お
け
る
、
セ
ル
フ
エ
ン
パ

ワ
メ

ン
ト

の
考

え
方

を
学

ぶ
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

・
部
下
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
へ
の
管
理
職
の
対
応
法

・
病
棟
単
位
に
お
け
る
組
織
と
し
て
の
課
題
と
対
策

　
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

1
6
会

計
業

務
担

当
者

研
修

（
診

療
報

酬
管

理
）

診
療

報
酬

管
理

及
び

診
療

費
管

理
業

務
を

担
当

す
る

医
事

担
当

者
、

財
務

管
理

担
当

者
3
6

1
日

間
1
/
1
4

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

教
育

研
修

棟

診
療

報
酬

管
理

に
携

わ
る

担
当
者

と
し
て
の
役
割
を
認
識

し
、

職
務

遂
行

に
必

要
な

知
識
を

習
得
す
る
と
と
も
に
、
具

体
的

事
例

に
基

づ
く

事
例

研
究
等

実
務
的
な
研
修
を
行
う
こ

と
に

よ
り

、
適

正
な

診
療

報
酬
管

理
に
資
す
る
。

・
医
業
未
収
金
管
理
の
基
礎
に
つ
い
て
講
義

・
医
業
未
収
金
管
理
に
お
け
る
現
状
と
問
題
点
及
び

　
改
善
方
策
に
つ
い
て
事
例
研
究

・
診
療
報
酬
管
理
の
実
際
に
つ
い
て
講
義
　
等

1
7
新

任
医

事
専

門
職

係
長

研
修

H
2
1
.
4
以

降
に

、
新

た
に

医
事

専
門

職
及

び
医

事
担

当
係

長
と

な
っ

た
者

1
4

2
日

間
7
/
1
6

1
0
/
1
6

近
畿

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所

院
内

に
お

け
る

医
事

部
門

の
役
割

を
理
解
し
、
関
係
法
令
等

業
務

遂
行

に
必

要
な

知
識

を
身
に

付
け
る
と
と
も
に
、
病
院

経
営

の
根

幹
を

な
す

診
療

報
酬
請

求
事
務
の
重
要
性
に
つ
い

て
認

識
を

深
め

、
適

切
に

業
務
を

管
理
し
て
い
く
う
え
で
必

要
な

専
門

的
知

識
を

習
得

す
る
こ

と
に
よ
り
、
医
事
部
門
の

強
化

に
資

す
る

こ
と

を
目

的
と
す

る
。

・
医
事
専
門
職
・
係
長
の
役
割
に
つ
い
て
講
義

・
医
事
関
係
法
令
に
つ
い
て
講
義

・
委
託
業
務
管
理
の
問
題
点
に
つ
い
て
事
例
討
議
　
等

1
8
輸

血
技

術
研

修
（

実
地

研
修

）
臨

床
検

査
技

師
で

輸
血

業
務

を
担

当
（

予
定

）
す

る
者

8
3
日

間
7
/
2
2
～

1
0
/
2
3

（
う

ち
３

日
間

）

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

京
都

医
療

セ
ン

タ
ー

国
立

循
環

器
病

セ
ン

タ
ー

輸
血

管
理

業
務

に
必

要
と

さ
れ
る

知
識
及
び
技
術
を
習
得

し
、

輸
血

療
法

の
質

的
向

上
を
目

指
す
。

・
Ａ
Ｂ
Ｏ
血
液
型
検
査
に
つ
い
て
実
習

・
Ｒ
ｈ
血
液
型
検
査
に
つ
い
て
実
習

・
交
差
適
合
試
験
に
つ
い
て
実
習
　
等

1
9
治

験
研

修
治

験
実

施
(
予

定
)
の

近
畿

ブ
ロ

ッ
ク

管
内

の
医

療
機

関
に

勤
務

す
る

職
員

8
0

1
日

間
7
/
2
3

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

講
堂

、
研

修
室

１
）

治
験

を
含

む
臨

床
研

究
を
推

進
す
る
上
で
必
要
な
最
新

情
報

を
ブ

ロ
ッ

ク
内

で
共

有
す
る

。
２

）
治

験
実

施
病

院
は

、
近

畿
ブ

ロ
ッ
ク
に
お
け
る
治
験
実

施
上

の
問

題
点

を
明

確
に

し
、
改

善
策
を
具
体
的
に
検
討
す

る
。

３
）

治
験

実
施

予
定

病
院

は
、
近

畿
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
治

験
実

施
上

の
問

題
点

を
認

識
し
、

当
該
病
院
の
治
験
受
け
入

れ
の

際
に

参
考

と
す

る
と

と
も
に

実
施
病
院
と
の
連
携
を
図

る
。

・
新
G
C
P
完
全
施
行
か
ら
1
1
年
、
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
の

 
 
治
験
体
制
は
ど
う
変
わ
っ
た
か
に
つ
い
て

 
 
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

・
治
験
事
務
局
（
治
験
管
理
室
）
の
イ
ン
パ
ク
ト
に

 
 
つ
い
て
講
義

・
院
内
に
お
け
る
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
イ
ン
パ
ク
に
つ
い
て
講
義
 
等

2
0
３

年
目

以
上

教
員

研
修

３
年

目
以

上
の

看
護

教
員

2
8

1
日

間
7
/
3
1

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

教
育

研
修

棟
看

護
学

教
員

と
し

て
の

自
己

の
役

割
や
課
題
を
明
確
に
し
、

教
育

者
と

し
て

の
質

的
向

上
を
図

る
・
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
討
議

・
学
校
組
織
の
改
善
に
向
け
て
に
つ
い
て
講
義

2
1
淡

路
青

年
共

同
宿

泊
研

修
原

則
と

し
て

2
8
歳

以
下

の
者

4
7

4
日

間
1
0
/
6
～

9
国

立
淡

路
青

少
年

交
流

の
家

計
画

的
共

同
生

活
を

と
お

し
、
友

愛
心
・
連
帯
感
・
協
調
性

を
育

み
、

自
己

の
役

割
及

び
立
場

の
自
覚
を
促
す
こ
と
を
目

的
と

す
る

。

・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
の
実
習

・
班
別
討
議

・
国
立
病
院
機
構
の
現
状
と
課
題
等
に
つ
い
て
講
義
　
等

2
2
教

育
担

当
看

護
師

長
研

修

専
任

又
は

併
任

の
教

育
担

当
（

副
）

看
護

師
長

※
両

名
配

置
の

場
合

に
つ

い
て

は
看

護
師

長

2
1

2
日

間
1
0
/
7
～

8
大

阪
医

療
セ

ン
タ

ー
教

育
研

修
棟

看
護

職
員

へ
の

系
統

的
な

教
育
を

目
的
と
し
た
教
育
方
法
の

検
討

や
教

育
担

当
者

と
し

て
実
践

能
力
の
向
上
を
図
る
。

・
教
育
担
当
者
と
し
て
の
現
在
の
課
題
と
今
後
の
活
動
に

 
 
つ
い
て

・
効
果
的
な
研
修
の
企
画
立
案
に
つ
い
て
講
義

・
今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
　
等

2
3
副

看
護

師
長

新
任

研
修

H
2
0
.
1
0
.
1
以

降
に

副
看

護
師

長
と

な
っ

た
者

5
5

2
日

間
1
0
/
1
4
～

1
5

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

教
育

研
修

棟

中
間

監
督

者
と

し
て

の
副

看
護
師

長
の
役
割
を
認
識
し
、
職

務
遂

行
に

必
要

な
知

識
を

習
得
す

る
と
と
も
に
、
管
理
能
力

の
向

上
を

図
る

。

・
国
立
病
院
機
構
の
動
向
に
つ
い
て
講
義

・
勤
務
時
間
管
理
に
つ
い
て
講
義

・
ス
タ
ッ
フ
の
指
導
の
た
め
の
コ
ー
チ
ン
グ
に
つ
い
て

　
講
義
・
演
習
　
等

2
4
人

事
給

与
担

当
者

研
修

第
Ⅰ

部
（

給
与

関
係
）

H
2
0
.
1
0
.
1
以

降
に

人
事

給
与

実
務

担
当

者
と

な
っ

た
者

及
び

そ
の

他
希

望
者

2
2

2
日

間
1
0
/
2
6
～

2
7

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

教
育

研
修

棟

人
事

給
与

制
度

の
頻

繁
な

改
正
実

施
に
対
し
改
正
の
経
緯
を

含
め

た
理

解
を

深
め

新
任

担
当
者

の
フ
ォ
ロ
ー
を
図
る
と
と

も
に

、
給

与
制

度
の

運
用

に
つ
い

て
更
な
る
習
熟
を
図
る
。

・
各
手
当
に
つ
い
て
事
例
演
習

・
昇
任
・
復
職
時
調
整
つ
い
て
講
義

・
勤
務
時
間
管
理
に
つ
い
て
講
義
　
等

2
5
人

事
給

与
担

当
者

研
修

第
Ⅱ

部
（

人
事

関
係
）

H
2
0
.
1
0
.
1
以

降
に

人
事

給
与

実
務

担
当

者
と

な
っ

た
者

及
び

そ
の

他
希

望
者

1
6

1
日

間
1
0
/
2
8

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

教
育

研
修

棟

人
事

給
与

制
度

の
頻

繁
な

改
正
実

施
に
対
し
改
正
の
経
緯
を

含
め

た
理

解
を

深
め

新
任

担
当
者

の
フ
ォ
ロ
ー
を
図
る
と
と

も
に

、
給

与
制

度
の

運
用

に
つ
い

て
更
な
る
習
熟
を
図
る
。

・
初
任
給
決
定
に
つ
い
て
事
例
演
習

・
退
職
手
当
に
つ
い
て
事
例
演
習

・
研
修
効
果
判
定
テ
ス
ト
　
等

2
6
チ

ー
ム

医
療

推
進

の
た

め
の

研
修

（
輸

血
）

輸
血

療
法

に
従

事
す

る
薬

剤
師

、
臨

床
検

査
技

師
、

看
護

師
4
4

2
日

間
1
0
/
2
7
～

2
8

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

教
育

研
修

棟

輸
血

業
務

に
必

要
と

さ
れ

る
専
門

的
知
識
及
び
関
連
職
種
間

連
携

業
務

技
術

等
を

習
得

し
、
輸

血
医
療
安
全
管
理
体
制
の

充
実

及
び

均
質

化
を

図
り

チ
ー
ム

医
療
を
推
進
す
る
。

・
緊
急
時
輸
血
に
お
け
る
輸
血
療
法
及
び
輸
血
管
理

 
 
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
講
義

・
輸
血
療
法
に
伴
う
副
作
用
に
つ
い
て
講
義

・
内
科
系
に
お
け
る
輸
血
療
法
に
つ
い
て
講
義
　
等



【
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
】

平
成
２
１
年
度
コ
ー
ス
数
４
１
、
受
講
者
数
1
,
2
3
2
名

日
数

開
催

日
研

修
会

場
研

修
目

的
主
な
研
修
内
容

受
講

対
象

者

研
修

期
間

区
分

研
修

の
名

称
受

講
者

数

2
7
放

射
線

治
療

研
修

（
実

地
研

修
）

診
療

放
射

線
技

師
で

放
射

線
治

療
を

担
当

（
予

定
）

し
て

い
る

者
1
0

2
日

間

1
1
/
7
(
共

通
)
,

1
1
/
1
0
,
1
1
,
1
7
,
1
8

の
う

ち
1
日

の
計

2
日

間

京
都

医
療

セ
ン

タ
ー

放
射

線
治

療
施

設
に

お
け

る
放
射

線
治
療
部
門
の
精
度
管
理

及
び

安
全

使
用

を
徹

底
す

べ
く
実

務
担
当
の
診
療
放
射
線
技

師
を

対
象

に
基

本
的

な
日

常
の
精

度
管
理
と
装
置
の
安
全
取

扱
、

そ
し

て
、

放
射

線
治

療
の
流

れ
を
再
確
認
す
る
こ
と
に

よ
り

線
量

評
価

の
統

一
を

目
指
し

、
放
射
線
治
療
精
度
の

ア
ッ

プ
を

図
る

事
を

目
的

と
す
る

。

・
吸
収
線
量
測
定
の
基
礎
に
つ
い
て
講
義

・
吸
収
線
量
測
定
に
つ
い
て
実
習

・
放
射
線
治
療
に
お
け
る
動
向
に
つ
い
て
講
義
　
等

2
8
小

児
救

急
研

修
小

児
の

救
急

医
療

を
担

当
す

る
医

師
、

看
護

師
2
3

1
日

間
1
1
/
1
4

神
戸

医
療

セ
ン

タ
ー

会
議

室

小
児

救
急

に
お

け
る

最
新

の
専
門

的
知
識
、
技
術
及
び
運
営

手
法

等
を

習
得

さ
せ

、
ブ

ロ
ッ
ク

内
各
病
院
に
お
け
る
小
児

救
急

医
療

の
充

実
を

図
る

。

・
小
児
救
急
で
み
ら
れ
る
主
要
徴
候
に
つ
い
て
講
義

・
小
児
の
痙
攣
に
つ
い
て
講
義

・
小
児
救
急
に
お
け
る
ト
リ
ア
ー
ジ
に
つ
い
て
講
義
　
等

2
9
チ

ー
ム

医
療

推
進

の
た

め
の

研
修

（
が

ん
化

学
療
法

）

が
ん

化
学

療
法

の
経

験
を

有
す

る
医

師
、

薬
剤

師
、

看
護

師
3
2

2
日

間
1
1
/
1
6
～

1
7

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

教
育

研
修

棟
質

の
高

い
安

全
で

安
心

な
が

ん
化

学
療
法
の
提
供
体
制
が
構

築
さ

れ
、

医
療

安
全

対
策

の
充
実

強
化
に
繋
げ
る
。

・
チ
ー
ム
医
療
に
お
け
る
薬
剤
師
の
役
割
に
つ
い
て
講
義

・
チ
ー
ム
医
療
に
お
け
る
看
護
師
の
役
割
に
つ
い
て
講
義

・
が
ん
チ
ー
ム
医
療
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
に
つ
い
て
講
義
 
等

3
0
診

療
放

射
線

技
師

研
修

入
職

１
０

年
程

度
の

経
験

を
有

す
る

診
療

放
射

線
技

師
1
7

2
日

間
1
1
/
2
4
～

2
5

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

教
育

研
修

棟

放
射

線
診

療
業

務
全

般
に

関
す
る

基
本
的
・
専
門
的
な
知
識

と
技

術
を

習
得

さ
せ

、
臨

床
業
務

及
び
管
理
業
務
の
均
質
化

と
向

上
を

図
る

。

・
放
射
線
部
門
お
け
る
画
像
情
報
管
理
に
つ
い
て
講
義

・
災
害
医
療
に
お
け
る
診
療
放
射
線
技
師
の
役
割
に

 
 
つ
い
て
講
義

・
患
者
接
遇
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
講
義
 
等

3
1
治

験
研

修
「

治
験

等
受

託
研

究
事

務
研

究
会

」

受
託

研
究

・
公

費
臨

床
研

究
の

事
務

を
取

り
扱

う
（

予
定

）
者

3
3

1
日

間
1
1
/
2
4

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

緊
急

災
害

医
療

棟

受
託

研
究

費
を

円
滑

に
運

用
す
る

た
め
に
必
要
な
知
識
を
修

得
し

適
正

な
取

扱
に

資
す

る
。
ま

た
、
治
験
事
務
取
扱
条
上

の
問

題
点

を
明

確
に

し
、

具
体
的

改
善
策
を
検
討
す
る
。

・
治
験
の
仕
組
み
の
基
礎
知
識
に
つ
い
て
講
義

・
受
託
研
究
の
契
約
か
ら
研
究
費
執
行
ま
で
の
流
れ
に

　
つ
い
て
講
義

・
受
託
研
究
費
の
支
出
管
理
に
つ
い
て
講
義
　
等

3
2
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

研
修

（
実

地
研

修
）

本
年

度
に

検
診

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
認

定
試

験
並

び
に

ラ
ン

ク
ア

ッ
プ

試
験

を
受

験
す

る
予

定
の

診
療

放
射

線
技

師

9
1
日

間
1
2
/
1
,
8

(
う

ち
1
日

間
)

京
都

医
療

セ
ン

タ
ー

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

大
阪

南
医

療
セ

ン
タ

ー

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
撮

影
認

定
資
格

の
取
得
と
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

を
目

的
と

し
、

マ
ン

モ
グ

ラ
フ
ィ

検
診
認
定
施
設
に
お
い

て
、

認
定

技
師

に
よ

る
教

育
・
訓

練
を
中
心
と
し
た
認
定
資

格
取

得
に

向
け

た
実

地
研

修
を
行

う
。

・
乳
房
Ｘ
線
診
断
装
置
制
度
管
理
に
つ
い
て
実
習

・
患
者
接
遇
技
術
に
つ
い
て
実
習

・
画
像
評
価
技
術
に
つ
い
て
実
習
　
等

3
3
医

療
安

全
管

理
研

修
会

（
養

成
コ

ー
ス

：
Ａ
日

程
）

医
療

安
全

係
長

（
医

療
安

全
管

理
者

）
の

候
補

3
0

3
日

間
1
2
/
7
～

9
大

阪
医

療
セ

ン
タ

ー
教

育
研

修
棟

医
療

安
全

に
関

す
る

職
員

へ
の
教

育
・
研
修
、
情
報
の
収
集

と
分

析
・

対
策

の
立

案
、

事
故
発

生
時
の
初
動
対
応
、
再
発

防
止

策
立

案
、

発
生

予
防

お
よ
び

発
生
し
た
事
故
の
影
響
拡

大
の

防
止

等
、

医
療

安
全

管
理
者

に
必
要
な
知
識
・
技
術
等

を
習

得
さ

せ
、

医
療

安
全

管
理
体

制
の
均
質
化
と
充
実
を
図

る
。

・
医
療
安
全
の
基
礎
知
識
・
制
度
に
つ
い
て
講
義

・
医
療
安
全
管
理
者
の
業
務
実
際
に
つ
い
て
講
義

・
根
本
原
因
分
析
（
Ｒ
Ｃ
Ａ
）
に
つ
い
て
事
例
討
議
　
等

3
4
医

療
安

全
管

理
研

修
会

（
一

般
コ

ー
ス

：
Ｂ
日

程
）

医
療

安
全

係
長

（
医

療
安

全
管

理
者

）
の

候
補

並
び

に
医

療
安

全
推

進
担

当
者

と
し

て
の

実
務

経
験

の
あ

る
者

（
医

師
、

看
護

師
、

コ
メ

デ
ィ

カ
ル

）

3
6

2
日

間
1
2
/
1
0
～

1
1

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

教
育

研
修

棟
医

療
事

故
防

止
及

び
自

己
発

生
時

の
対
応
に
必
要
な
知
識
を

習
得

し
医

療
安

全
管

理
能

力
の
向

上
を
図
る
。

・
医
療
現
場
に
お
け
る
ト
ラ
ブ
ル
の
実
態
に
つ
い
て
講
義

・
各
職
種
か
ら
み
た
医
療
安
全
に
つ
い
て
講
義

・
法
か
ら
見
た
医
療
安
全
に
お
け
る
院
内
事
故
調
査
報
告
書

 
 
の
作
り
方
に
つ
い
て
講
義
　
等

3
5
新

採
用

事
務

職
員

研
修

H
2
1
.
1
0
.
1
以

降
常

勤
採

用
の

事
務

職
員

1
1

2
日

間
1
2
/
3
～

4
近

畿
ブ

ロ
ッ

ク
事

務
所

採
用

時
研

修
の

実
施

に
よ

り
、
国

立
病
院
機
構
の
事
務
職
員

と
し

て
必

要
と

さ
れ

る
知

識
・
技

術
の
習
得
及
び
職
業
人
意

識
を

醸
成

す
る

。

・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
の
実
習

・
事
例
研
究

・
班
別
討
議
　
等

3
6
イ

ン
フ

ォ
ー

ム
ド

・
コ

ン
セ

ン
ト

研
修

医
師

、
コ

メ
デ

ィ
カ

ル
、

看
護

師
4
4

1
日

間
1
2
/
1
7

姫
路

医
療

セ
ン

タ
ー

第
１

会
議

室

イ
ン

フ
ォ

ー
ム

ド
・

コ
ン

セ
ン
ト

に
関
す
る
最
新
・
高
度
の

知
識

等
を

修
得

す
る

目
的

で
、
メ

デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
基
づ

き
具

体
的

な
事

例
に

つ
い

て
ロ
ー

ル
プ
レ
イ
を
交
え
検
討

し
、

臨
床

現
場

で
の

問
題

解
決
の

新
し
い
手
法
と
し
て
の
方

法
を

学
ぶ

。

・
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
と
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

 
 
に
つ
い
て
総
合
講
義

・
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
つ
い
て
ロ
ー
ル
プ
レ

 
 
イ

3
7
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
パ

ス
研

修
全

職
種

8
1

1
日

間
1
2
/
1
8

近
畿

中
央

胸
部

疾
患

セ
ン

タ
ー

　
講

堂

が
ん

治
療

や
地

域
連

携
で

の
ク
リ

テ
ィ
カ
ル
パ
ス
の
活
用
に

つ
い

て
、

情
報

・
意

見
交

換
を
行

う
こ
と
で
更
な
る
ク
リ

テ
ィ

カ
ル

パ
ス

の
推

進
に

よ
り
、

医
療
の
質
的
向
上
を
目
指

す
。

・
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
パ
ス
大
会

・
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
パ
ス
の
現
状
に
つ
い
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

・
が
ん
診
療
に
お
け
る
入
院
パ
ス
と
連
携
パ
ス
の
必
要
性
に

　
つ
い
て
講
演
　
等

3
8
臨

床
研

修
指

導
医

養
成

講
習

会

近
畿

ブ
ロ

ッ
ク

所
属

病
院

に
勤

務
す

る
概

ね
５

年
以

上
の

臨
床

経
験

を
有

す
る

医
師

3
9

2
日

間
1
/
2
9
～

3
0

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

教
育

研
修

棟

臨
床

研
修

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

立
案
、

推
進
及
び
臨
床
研
修
医
の

育
成

能
力

を
習

得
さ

せ
、

臨
床
研

修
の
質
の
充
実
及
び
均
質

化
と

向
上

を
図

る
。

・
基
本
的
臨
床
能
力
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
討
議

・
注
射
と
神
経
障
害
に
つ
い
て
講
義

・
研
修
目
標
の
作
成
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
討
議
　
等

3
9
治

験
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
研

修
治

験
実

務
に

携
わ

っ
て

い
る

（
予

定
者

含
む

）
職

員
2
8

1
日

間
2
/
9

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

緊
急

災
害

医
療

棟

治
験

を
含

む
臨

床
研

究
を

推
進
す

る
上
で
、
被
験
者
の
倫
理

面
を

最
大

限
考

慮
で

き
る

体
制
を

確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る

。

・
医
法
研
治
験
補
償
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
定
ポ
イ
ン
ト
に

　
つ
い
て
講
義

・
臨
床
研
究
に
関
す
る
各
主
賠
償
責
任
保
険
に
つ
い
て
講
義

・
補
償
発
生
時
の
医
療
機
関
の
対
応
の
実
際
に
つ
い
て
講
義

 
 
等



【
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
】

平
成
２
１
年
度
コ
ー
ス
数
４
１
、
受
講
者
数
1
,
2
3
2
名

日
数

開
催

日
研

修
会

場
研

修
目

的
主
な
研
修
内
容

受
講

対
象

者

研
修

期
間

区
分

研
修

の
名

称
受

講
者

数

4
0
院

内
感

染
対

策
研

修
医

師
、

薬
剤

師
、

検
査

技
師

、
看

護
師

3
5

1
日

間
2
/
2
6

近
畿

中
央

胸
部

疾
患

セ
ン

タ
ー

　
研

修
棟

院
内

感
染

防
止

対
策

に
関

す
る
基

礎
知
識
及
び
技
術
（
標
準

予
防

策
）

を
習

得
さ

せ
、

ブ
ロ
ッ

ク
内
病
院
に
お
け
る
院
内

感
染

防
止

体
制

の
充

実
を

図
る
。

・
院
内
感
染
を
起
こ
す
微
生
物
と
検
査
室
の
対
応
に
つ
い
て

 
 
講
義

・
院
内
感
染
対
策
総
論
に
つ
い
て
講
義

・
結
核
の
院
内
感
染
対
策
に
つ
い
て
講
義
　
等

4
1
薬

剤
師

実
習

技
能

研
修

認
定

実
務

実
習

指
導

薬
剤

師
（

も
し

く
は

指
導

担
当

薬
剤

師
）

1
9

2
日

間
2
/
2
3
～

2
4

大
阪

医
療

セ
ン

タ
ー

教
育

研
修

棟

6
年

制
薬

学
教

育
に

お
け

る
必

修
科
目
で
あ
る
長
期
実
務
実

習
を

2
2
年

度
か

ら
受

託
す

る
に

あ
た
り
、
実
習
指
導
体
制
及

び
実

務
実

習
モ

デ
ル

・
コ

ア
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
の
具
体
的
実
施

方
法

に
つ

い
て

検
討

し
、

標
準
的

実
習
指
導
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

の
構

築
及

び
指

導
内

容
の

標
準
化

を
図
る
。

・
薬
学
教
育
実
務
実
習
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
講
義

・
薬
学
６
年
制
病
院
実
務
実
習
手
順
書
（
例
）
の
紹
介
と

 
 
解
説
に
つ
い
て
講
義

・
薬
学
生
受
入
体
制
標
準
化
（
案
）
作
成
に
つ
い
て
講
義
 
等



○
 
平

成
２

１
年

度
　

研
修

実
施

状
況

調
査

【
中
国
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
】

平
成
２
１
年
度
コ
ー
ス
数
４
２
、
受
講
者
数
1
,
3
1
9
名

日
数

開
催

日

1
業

績
評

価
制

度
研

修
平

成
2
2
年

4
月

1
日

に
業

績
評

価
の

評
価

者
と

な
る

予
定

者
（

全
職

種
）

4
6

1
日

間
3
/
2
5

中
国

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所
業

績
評

価
制

度
の

運
用

に
か

か
る
よ
り
一
層
の
定
着
を
図
る

・
業
績
評
価
制
度
の
概
要

・
業
績
評
価
制
度
の
実
施
に
つ
い
て

・
業
績
評
価
運
用
上
の
問
題
点
に
つ
い
て

2
新

採
用

事
務

職
員

研
修

会
平

成
2
0
年

4
月

2
日

以
降

に
採

用
さ

れ
た

事
務

職
員

2
2

4
日

間
5
/
1
9
～

2
2

中
国

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所
医

療
人

と
し

て
の

基
本

的
な

知
識
と
、
国
家
公
務
員
と
し
て

の
基

本
的

な
ル

ー
ル

を
理
解

す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
立
病
院

機
構

の
理

念
に

沿
っ

た
職
員

を
育
成
す
る
た
め

・
接
遇
研
修

・
班
別
討
議

・
規
程
等
の
講
義
　
等

3
給

与
実

務
担

当
者

研
修

会
給

与
実

務
担

当
者

2
2

2
日

間
9
/
1
7
～

9
/
1
8

中
国

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所
国

立
病

院
機

構
に

お
け

る
給

与
業
務
に
関
す
る
知
識
等
を
深

め
、

業
務

の
均

質
化

と
向
上

及
び
充
実
を
は
か
る

・
扶
養
手
当
（
事
例
研
究
）

・
住
居
手
当
（
事
例
研
究
）

・
通
勤
手
当
（
事
例
研
究
）
　
等

4
医

療
職

Ⅱ
・

福
祉

職
新

採
用

職
員

研
修

会

医
療

職
（

二
）

及
び

福
祉

職
の

職
員

の
う

ち
平

成
2
0
年

6
月

以
降

の
採

用
者

1
2
2

3
日

間
5
/
2
8
～

3
0

中
国

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所

Ⅰ
：

組
織

の
一

員
と

し
て

の
自
覚
を
持
た
せ
る

Ⅱ
：

医
療

従
事

者
と

し
て

の
接
遇
・
面
接
技
法
の
基
本
を
マ

ス
タ

ー
す

る
Ⅲ

：
施

設
・

職
種

を
超

え
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
計
る

こ
と

に
よ

り
円

滑
で

幅
広

い
人
間
関
係
を
構
築
す
る

・
新
採
用
の
皆
さ
ん
に
期
待
す
る
も
の

・
機
構
の
概
要

・
医
療
事
故
と
責
任

・
機
構
の
経
営
状
況
　
等

5
副

看
護

師
長

研
修

会
副

看
護

師
長

の
う

ち
、

昇
任

後
6
ヶ

月
以

上
で

当
研

修
の

未
受

講
者

5
4

5
日

間
6
/
1
5
～

1
9

中
国

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所
独

立
行

政
法

人
国

立
病

院
機

構
の
施
設
運
営
に
あ
た
り
、
副

看
護

師
長

の
業

務
遂

行
上
必

要
な
諸
事
項
を
学
ぶ
と
と
も

に
、

中
間

管
理

者
と

し
て
の

能
力
開
発
を
す
る
。

・
看
護
の
動
向

・
看
護
管
理

・
労
務
管
理

・
看
護
管
理
者
の
経
営
参
画

テ
別
討
議
　
等

6
看

護
師

長
研

修
会

看
護

師
長

の
う

ち
、

昇
任

後
6
ヶ

月
～

1
年

6
ヶ

月
ま

で
の

当
研

修
の

未
受

講
者

2
7

4
日

間
1
1
/
2
4
-
2
7

中
国

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所
中

間
管

理
者

と
し

て
自

ら
の

課
題
を
明
確
に
し
、
施
設
運
営

に
必

要
な

能
力

開
発

と
、
戦

略
的
、
主
体
的
に
行
動
で
き
る

能
力

を
養

う
。

。

・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
サ
ポ
ー
ト
術

・
目
標
管
理

・
テ
ー
マ
別
討
議

・
看
護
の
動
向

看
護
の
労
務
管
理
　
等

7
医

療
安

全
対

策
研

修
会

Ⅰ
医

師
、

看
護

師
、

医
療

職
（

二
）

3
8

5
日

間
6
/
2
2
-
2
6

中
国

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所
病

院
に

お
け

る
医

療
安

全
管

理
に
携
わ
る
者
と
し
て
、
業
務

遂
行

上
必

要
な

知
識

、
技
術

の
習
得
を
図
る
。

・
医
療
安
全
の
た
め
の
組
織
的
な
取
り
組
み
の
実
際

・
医
療
安
全
の
実
践
に
必
要
な
ス
キ
ル

・
医
療
安
全
の
基
本
的
な
考
え
方
(
講
義
及
び
意
見
交
換
）

・
グ
ル
ー
プ
討
議
　
等

8
医

療
安

全
対

策
研

修
会

Ⅱ
医

療
安

全
管

理
係

長
3
7

2
日

間
1
2
/
1
7
-
1
8

中
国

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所

研
修

者
が

院
内

暴
力

に
対
応

す
る
た
め
の
基
礎
知
識
及
び
実

践
事

例
を

学
習

し
、

自
病
院

に
お
い
て
上
記
の
課
題
を
解
決

す
る

た
め

、
具

体
策

を
立
案

し
提
言
で
き
る
こ
と
を
目
的
と

す
る

。

・
院
内
暴
力
に
立
ち
向
か
う
基
本
姿
勢

・
院
内
暴
力
に
対
す
る
法
的
対
応
策

・
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
（
患
者
・
家
族
か
ら
の
暴
力
へ
の
対

策
）

・
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
的
考
え
方
・
実
際
（
ロ
ー
ル

プ
レ
イ
含
む
）

9
院

内
感

染
対

策
研

修
会

医
師

、
看

護
師

、
そ

の
他

職
種

3
9

2
日

間
2
/
2
2
-
2
3

東
広

島
医

療
セ

ン
タ

ー

Ｉ
Ｃ

Ｔ
活

動
に

携
わ

る
各
職

種
の
取
り
組
み
、
問
題
点
な
ど

に
つ

い
て

情
報

交
換

し
、
院

内
感
染
対
策
の
質
の
向
上
を
図

る
。

ま
た

、
新

型
イ

ン
フ
ル

エ
ン
ザ
対
応
に
関
す
る
講
義
・

対
応

例
を

通
じ

、
最

新
の
情

報
の
共
有
化
を
図
る
。

・
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
検
査
に
つ
い
て

・
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
症
例
と
対
策

・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
動
実
践
の
ポ
イ
ン
ト

・
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
　
等

1
0
小

児
救

急
研

修
会

（
岡

山
会

場
）

医
師

、
看

護
師

、
そ

の
他

の
職

種
で

小
児

救
急

医
療

に
携

わ
る

者
1
6

3
日

間
1
1
/
1
9
-
2
1

岡
山

医
療

セ
ン

タ
ー

独
立

行
政

法
人

国
立

病
院
機

構
の
施
設
運
営
に
あ
た
り
、
昨

今
の

小
児

救
急

医
療

に
対
す

る
医
療
的
重
要
性
及
び
社
会
的

要
望

の
増

大
に

係
る

知
識
、

技
能
、
対
応
の
向
上
を
図
る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

・
け
い
れ
ん
性
疾
患
と
応
急
処
置

・
児
童
虐
待
と
医
療
機
関
の
か
か
わ
り

・
子
ど
も
へ
の
説
明
と
プ
リ
パ
ー
シ
ョ
ン

・
呼
吸
器
疾
患
と
応
急
処
置
　
等

1
1
小

児
救

急
研

修
会

（
香

川
会

場
医

師
、

看
護

師
、

そ
の

他
の

職
種

で
小

児
救

急
医

療
に

携
わ

る
者

1
6

2
日

間
2
/
1
8
-
1
9

香
川

小
児

病
院

独
立

行
政

法
人

国
立

病
院
機

構
の
施
設
運
営
に
あ
た
り
、
昨

今
の

小
児

救
急

医
療

に
対
す

る
医
療
的
重
要
性
及
び
社
会
的

要
望

の
増

大
に

係
る

知
識
、

技
能
、
対
応
の
向
上
を
図
る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

・
小
児
救
急
に
お
け
る
先
天
代
謝
異
常
症

・
小
児
救
急
に
お
け
る
ト
リ
ア
ー
ジ

・
小
児
救
急
に
お
け
る
眼
科
的
疾
患

・
熱
傷
に
対
す
る
対
応
　
等

1
2
治

験
研

修
会

治
験

に
関

与
す

る
Ｃ

Ｒ
Ｃ

、
薬

剤
師

、
看

護
師

、
検

査
技

師
、

放
射

線
技

師
、

事
務

職
員

等

4
0

2
日

間
1
1
/
1
3
-
1
4

ウ
ェ

ル
サ

ン
ピ

ア
福

山
（

福
山

市
）

独
立

行
政

法
人

国
立

病
院
機

構
に
お
け
る
治
験
推
進
の
た
め

に
、

治
験

経
験

の
少

な
い
職

員
を
対
象
に
実
際
の
治
験
実
務

に
関

す
る

知
識

の
習

得
及
び

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
目
的
と
す

る
。

ま
た

、
施

設
を

越
え
た

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
治

験
業

務
の

推
進

を
図

る
。

・
治
験
を
推
進
す
る
た
め
に

・
治
験
管
理
シ
ス
テ
ム
・
研
究
費
の
取
り
扱
い

・
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

・
国
際
共
同
治
験
の
現
状
と
課
題
　
等

研
修

会
場

研
修
目
的

主
な
研
修
内
容

受
講

対
象

者

研
修

期
間

区
分

研
修

の
名

称
受

講
者

数



【
中
国
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
】

平
成
２
１
年
度
コ
ー
ス
数
４
２
、
受
講
者
数
1
,
3
1
9
名

日
数

開
催

日
研

修
会

場
研

修
目
的

主
な
研
修
内
容

受
講

対
象

者

研
修

期
間

区
分

研
修

の
名

称
受

講
者

数

1
3
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
パ

ス
研

修
会

医
師

、
看

護
師

、
コ

メ
デ

ィ
カ

ル
、

Ｍ
Ｓ

Ｗ
4
2

2
日

間
2
/
2
5
-
2
6

福
山

市
生

涯
学

習
プ

ラ
ザ

（
福

山
市

）

地
域

医
療

連
携

パ
ス

に
関
し

て
実
践
事
例
を
学
習
し
、
自
病

院
に

お
け

る
地

域
医

療
連
携

及
び
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
パ
ス
の
推

進
の

為
の

計
画

を
立

案
し
実

践
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

・
地
域
連
携
パ
ス
の
基
礎
と
実
践

・
モ
デ
ル
地
域
連
携
パ
ス
の
提
示

・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
等

1
4
ｲ
ﾝ
ﾌ
ｫ
ｰ
ﾑ
ﾄ
ﾞ
ｺ
ﾝ
ｾ
ﾝ
ﾄ
に

関
す

る
研

修
会

Ⅰ
医

師
、

看
護

師
3
4

2
日

間
7
/
1
0
-
1
1

中
国

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所
説

明
と

同
意

に
関

す
る

基
礎

知
識
及
び
訴
訟
事
例
を
学
習
す

る
こ

と
に

よ
り

機
構

病
院
の

体
制
整
備
の
充
実
を
図
る
こ
と

を
目

的
に

実
施

す
る

。

・
I
C
に
お
け
る
チ
ー
ム
医
療
の
重
要
性

・
説
明
同
意
が
関
与
し
た
訴
訟
事
案
の
検
討

・
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
　
等

1
5
　 ｲ
ﾝ
ﾌ
ｫ
ｰ
ﾑ
ﾄ
ﾞ
ｺ
ﾝ
ｾ
ﾝ
ﾄ
に

関
す

る
研

修
会

Ⅱ

医
療

倫
理

に
関

す
る

体
制

整
備

に
つ

い
て

関
係

し
て

い
る

者
2
7

2
日

間
1
0
/
9
-
1
0

中
国

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所

研
修

者
が

医
療

倫
理

コ
ン
サ

ル
テ
ー
シ
ョ
ン
の
基
礎
知
識
及

び
実

践
事

例
を

学
習

し
、
自

病
院
に
お
い
て
上
記
の
目
標
を

達
成

す
る

た
め

、
計

画
を
立

案
し
実
践
で
き
る
こ
と
を
目
的

と
す

る
。

・
医
療
倫
理
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
の
考
え
方

・
医
療
倫
理
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
の
体
制
整
備
の
実
際

・
第
2
期
中
期
計
画
で
求
め
ら
れ
る
医
療
倫
理
に
関
す
る
体

制
整
備

　
　
等

1
6
臨

床
研

修
指

導
医

養
成

研
修

会
医

師
3
6

3
日

間
1
/
1
4
-
1
6

関
門

医
療

セ
ン

タ
ー

臨
床

研
修

プ
ロ

グ
ラ

ム
の
立

案
、
推
進
及
び
臨
床
研
修
指
導

医
の

育
成

能
力

を
習

得
さ
せ

、
中
国
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
内
に
お

け
る

臨
床

研
修

指
導

体
制
の

充
実
及
び
均
質
化
の
向
上
を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

・
こ
れ
ま
で
の
生
涯
で
最
も
印
象
に
残
る
(
学
習
)
体
験

・
地
域
か
ら
求
め
ら
れ
る
基
本
的
臨
床
能
力
と
は
　
等

1
7
実

習
指

導
者

講
習

会
将

来
実

習
指

導
者

の
任

に
当

た
る

者
3
4

4
1
日

間
8
/
1
9
-
9
/
1
1

1
0
/
5
-
1
1
/
6

東
広

島
医

療
セ

ン
タ

ー
看

護
基

礎
教

育
に

お
け

る
実

習
の
意
義
及
び
実
習
指
導
者
の

役
割

を
理

解
し

、
実

習
指
導

に
必
要
な
基
礎
的
知
識
、
技
術

を
習

得
す

る
。

・
看
護
論
　
・
看
護
の
動
向
　
・
実
習
指
導
の
原
理
と
方
法

・
コ
ー
チ
ン
グ
　
・
神
経
難
病
看
護
　
・
呼
吸
器
疾
患
看
護

・
研
究
討
議
　
等

1
8
診

療
放

射
線

技
師

研
修

会
医

療
法

の
申

請
を

主
に

行
う

主
任

以
上

の
診

療
放

射
線

技
師

2
1

2
日

間
2
/
1
8
-
1
9

中
国

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所

国
立

病
院

機
構

の
目

指
す

と
こ
ろ
の
経
営
に
関
す
る
知
識
を

習
得

さ
せ

、
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン
ス
に
乗
っ
取
っ
た
放
射
線
科

の
職

務
遂

行
と

管
理

体
制

に
つ
い
て
習
得
す
る
と
と
も
に
、

医
療

法
等

に
基

づ
く

申
請

業
務
等
の
演
習
を
と
お
し
て
放
射

線
診

療
業

務
全

般
に

関
す

る
専
門
的
な
知
識
を
習
得
さ
せ

・
国
立
病
院
機
構
に
お
け
る
診
療
放
射
線
技
師

・
中
期
計
画
に
つ
い
て

・
国
立
病
院
機
構
の
経
営
状
況
等
に
つ
い
て

・
医
療
法
申
請
に
つ
い
て

Ｃ
Ｒ
の
基
礎
と
画
像
処
理
に

い
て
　
等

1
9
退

院
調

整
看

護
師

養
成

研
修

会
退

院
調

整
に

携
わ

っ
て

い
る

看
護

師
2
1

5
日

間
5
/
1
2
-
1
5

1
2
/
4

中
国

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所
患

者
・

家
族

が
安

心
し

て
退

院
で
き
る
よ
う
な
退
院
調
整
が

実
践

で
き

る
能

力
を

習
得
す

る
。

・
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
退
院
調
整
の
関
連
と
プ
ロ
セ
ス

・
退
院
調
整
に
必
要
な
社
会
資
源
　
等

・
事
例
検
討
会

2
0
チ

ー
ム

医
療

推
進

の
た

め
の

研
修

会
Ⅰ

（
Ｎ
Ｓ

Ｔ
）

薬
剤

師
、

看
護

師
、

栄
養

士
、

臨
床

検
査

技
師

9
5
日

間
1
0
/
5
-
9

呉
医

療
セ

ン
タ

ー

臨
床

に
お

け
る

よ
り

良
い

栄
養
管
理
の
実
施
に
あ
た
り
、
臨

床
栄

養
学

に
関

す
る

優
れ

た
知
識
と
技
能
を
取
得
し
、
ま

た
、

Ｎ
Ｓ

Ｔ
業

務
に

携
わ

る
各
職
種
の
取
り
組
み
、
問
題
点

な
ど

に
つ

い
て

情
報

交
換

す
る
こ
と
に
よ
り
、
栄
養
管
理
の

質
の

向
上

を
図

る

・
N
S
T
の
役
割
に
つ
い
て

・
S
G
A
に
つ
い
て

・
電
解
質
・
点
滴
に
つ
い
て

・
症
例
検
討
　
等

2
1
チ

ー
ム

医
療

推
進

の
た

め
の

研
修

会
Ⅱ

（
が
ん

化
学

療
法

）

が
ん

診
療

連
携

拠
点

病
院

（
７

施
設

）
に

お
い

て
、

が
ん

化
学

療
法

の
経

験
を

有
す

る
医

師
、

薬
剤

師
、

看
護

師

2
7

2
日

間
1
/
2
2
-
2
3

中
国

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所

が
ん

化
学

療
法

に
携

わ
る
各

職
種
が
専
門
性
を
発
揮
し
、
情

報
を

共
有

し
、

そ
れ

ぞ
れ
の

役
割
を
果
た
す
こ
と
で
質
の
高

い
安

全
で

安
心

な
が

ん
化
学

療
法
の
提
供
が
で
き
る
こ
と
を

目
的

と
す

る
。

・
が
ん
化
学
療
法
に
お
け
る
医
師
・
薬
剤
師
・
看
護
師
の
役

割
に
つ
い
て

・
が
ん
化
学
療
法
委
員
会
の
運
営
に
つ
い
て
　
等

2
2
チ

ー
ム

医
療

推
進

の
た

め
の

研
修

会
Ⅲ

（
輸
血

）

輸
血

療
法

に
携

わ
る

、
医

師
、

臨
床

検
査

技
師

、
薬

剤
師

、
看

護
師

3
6

2
日

間
2
/
5
-
6

中
国

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所

輸
血

療
法

に
携

わ
る

関
連

職
種
が
個
々
の
役
割
及
び
責
任
を

正
し

く
認

識
し

、
必

要
な

知
識
・
技
能
を
習
得
す
る
と
と
も

に
、

職
種

横
断

的
な

連
携

（
情
報
の
共
有
化
等
）
を
強
化
す

る
こ

と
に

よ
り

、
輸

血
療

法
の
医
療
安
全
推
進
（
よ
り
安
全

か
つ

適
正

な
輸

血
療

法
の

実
施
）
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す

る

・
輸
血
療
法
に
つ
い
て

・
学
会
認
定
・
自
己
血
輸
血
看
護
師
に
つ
い
て

・
輸
血
管
理
：
安
全
な
輸
血
管
理
体
制
の
組
み
方

・
輸
血
の
臨
床
　
等

2
3
理

学
療

法
士

・
作

業
療

法
士

ス
キ

ル
ア

ッ
プ
研

修
会

理
学

療
法

士
・

作
業

療
法

士
1
2

2
日

間
6
/
2
7
-
2
8

岩
国

医
療

セ
ン

タ
ー

理
学

療
法

・
作

業
療

法
の
基

本
的
な
技
術
に
つ
い
て
、
安
全

を
考

慮
し

た
実

施
法

の
習
得

を
図
り
、
あ
わ
せ
て
安
心
安
全

な
リ

ハ
ビ

リ
業

務
へ

の
意
識

を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

・
関
節
可
動
域
訓
練
実
技
　
手
関
節

・
関
節
可
動
域
訓
練
実
技
　
肘
関
節
　
肩
関
節

・
関
節
可
動
域
訓
練
実
技
　
肩
関
節

・
関
節
可
動
域
訓
練
実
技
　
足
関
節

2
4
理

学
療

法
士

・
作

業
療

法
士

・
看

護
師

ス
キ
ル

ア
ッ

プ
研

修
会

理
学

療
法

士
・

作
業

療
法

士
・

看
護

師
2
9

2
日

間
9
/
2
6
-
2
7

岩
国

医
療

セ
ン

タ
ー

呼
吸

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ
ン

に
従
事
す
る
、
ま
た
は
今
後
従

事
す

る
予

定
の

あ
る

各
職
種

に
対
し
て
、
基
本
的
な
知
識
・

技
術

を
習

得
さ

せ
、

個
々
の

役
割
及
び
責
務
を
正
し
く
認
識

さ
せ

る
こ

と
を

目
的

と
す
る

。

・
外
科
周
術
期
に
お
け
る
リ
ハ
ビ
リ
の
注
意
点

・
呼
吸
不
全
の
病
態
と
評
価
　
講
義
・
実
技

・
呼
吸
不
全
に
対
す
る
リ
ハ
ビ
リ
と
し
て
の
治
療
　
講
義
・

実
技

2
5
児

童
指

導
員

・
保

育
士

・
理

学
療

法
士

・
作
業

療
法

士
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
研
修

会

児
童

指
導

員
・

保
育

士
・

理
学

療
法

士
・

作
業

療
法

士
3
1

2
日

間
1
2
/
1
1
-
1
2

東
広

島
医

療
セ

ン
タ

ー

重
症

心
身

障
害

児
・

神
経
筋

疾
患
の
療
育
及
び
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

従
事

す
る
、

ま
た
は
今
後
従
事
す
る
予
定
の

あ
る

児
童

指
導

員
・

保
育
士

・
理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士

に
対

し
て

、
基

本
的

な
知
識

を
習
得
さ
せ
個
々
の
役
割
及
び

責
務

を
正

し
く

認
識

さ
せ
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

・
重
心
病
棟
に
お
け
る
理
学
療
法
の
役
割

・
重
症
心
身
障
害
児
・
者
の
児
童
福
祉
法
と
障
害
者
自
立
支

援
法

・
A
L
S
等
患
者
の
コ
ミ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援

・
療
養
介
護
に
つ
い
て
　
等



【
中
国
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
】

平
成
２
１
年
度
コ
ー
ス
数
４
２
、
受
講
者
数
1
,
3
1
9
名

日
数

開
催

日
研

修
会

場
研

修
目
的

主
な
研
修
内
容

受
講

対
象

者

研
修

期
間

区
分

研
修

の
名

称
受

講
者

数

2
6
理

学
療

法
士

・
作

業
療

法
士

卒
後

実
地

研
修

理
学

療
法

士
・

作
業

療
法

士
1
4
2
～

3
日

賀
茂

(
2
/
2
-
5
)

岩
国

(
2
/
3
-

5
,
2
/
8
-
1
0
,
2
/
1
5
-

1
7
)

南
岡

山
(
2
/
3
-
5
)

善
通

寺
(
2
/
8
-
1
0
)

松
江

(
2
/
8
-
1
0
)

広
島

西
(
2
/
1
5
-

賀
茂

精
神

医
療

セ
ン

タ
ー

岩
国

医
療

セ
ン

タ
ー

南
岡

山
医

療
セ

ン
タ

ー
善

通
寺

病
院

松
江

医
療

セ
ン

タ
ー

広
島

西
医

療
セ

ン
タ

ー

国
立

病
院

機
構

中
国

四
国
ブ

ロ
ッ
ク
内
の
理
学
療
法
士
・
作

業
療

法
士

育
成

の
観

点
か
ら

、
各
施
設
の
特
色
あ
る
分
野
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に
つ

い
て
実
際
に
経
験
す
る
機
会
を

与
え

、
基

本
的

な
知

識
と
技

術
を
習
得
さ
せ
る
と
と
も
に
、

国
立

病
院

機
構

の
専

門
性
を

幅
広
く
理
解
さ
せ
る
。
併
せ

て
、

研
修

を
通

し
て

実
務
指

導
者
を
育
成
す
る
。

実
地
研
修

〈
理
学
療
法
〉

心
臓
・
大
血
管
疾
患
、
呼
吸
器
（
外
科
術
後
）

〈
作
業
療
法
〉

精
神
科
作
業
療
法
、
運
動
器
、
脳
血
管
疾
患
等

〈
理
学
療
法
・
作
業
療
法
〉

神
経
難
病
、
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
、
重
症
心
身
障
害

2
7
精

神
疾

患
に

関
す

る
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
研

修
会

医
師

，
看

護
師

，
そ

の
他

精
神

科
医

療
に

携
わ

る
者

2
2

2
日

間
1
1
/
6
-
7

レ
ー

ク
大

樹
（

鳥
取

市
）

医
療

観
察

法
と

長
期

入
院
患

者
の
地
域
移
行
に
関
し
，
講
演

及
び

討
議

等
に

よ
り

知
識
を

習
得
し
理
解
を
深
め
，
政
策
医

療
で

あ
る

精
神

科
医

療
の
質

の
向
上
を
図
る
。

・
医
療
観
察
法
病
棟
の
現
状
と
将
来
の
計
画

・
医
療
観
察
法
病
棟
入
院
治
療
の
現
状
と
課
題

・
成
果
発
表
と
討
論

2
8
臨

床
検

査
技

師
実

習
技

能
研

修
会

Ⅰ
臨

床
検

査
技

師
3
8

1
日

間
9
/
1
2

善
通

寺
病

院

国
立

病
院

機
構

の
目

指
す

「
質
の
高
い
医
療
」
を
進
め
る
た

め
に

臨
床

検
査

部
門

で
専

門
性
の
高
い
分
野
と
し
て
、
今
回

は
多

く
の

人
材

が
求

め
ら

れ
て
い
る
血
液
部
門
と
輸
血
部
門

に
つ

い
て

、
研

修
を

実
施

し
、
認
定
資
格
の
取
得
を
目
指
す

技
術

者
を

育
成

す
る

。
併

せ
て
研
修
を
通
し
て
実
務
指
導
者

を
育

成
す

る

・
血
液
の
病
気
を
勉
強
し
よ
う

・
血
液
細
胞
観
察
を
直
接
指
導

・
血
液
疾
患
の
診
断
・
治
療
（
輸
血
療
法
）
に
つ
い
て
　
等

2
9
臨

床
検

査
技

師
実

習
技

能
研

修
会

Ⅱ
臨

床
検

査
技

師
1
6

1
日

間
1
0
/
1
7

岡
山

医
療

セ
ン

タ
ー

国
立

病
院

機
構

の
目

指
す
「

質
の
高
い
医
療
」
を
進
め
る
た

め
に

臨
床

検
査

技
師

と
し
て

最
新
・
高
度
の
知
識
・
技
術
等

を
習

得
さ

せ
、

オ
ー

ダ
ー
に

対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
質
と
サ
ー

ビ
ス

の
提

供
体

制
の

均
質
化

及
び
向
上
を
図
り
、
認
定
資
格

の
取

得
を

目
指

す
技

術
者
を

育
成
す
る
。
ま
た
、
研
修
を
通

し
て

実
務

指
導

者
を

育
成
す

る
。

・
臨
床
か
ら
信
頼
さ
れ
る
超
音
波
検
査
士
を
目
指
す

・
特
別
講
演
臨
床
に
即
し
た
心
エ
コ
ー
の
と
り
方
・
考
え
方

・
下
肢
静
脈
エ
コ
ー
の
進
め
方
・
判
読
の
ポ
イ
ン
ト

・
超
音
波
・
細
胞
診
の
合
同
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
　
等

3
0
臨

床
検

査
技

師
長

研
修

会
臨

床
検

査
技

師
長

及
び

副
臨

床
検

査
技

師
長

2
8

1
日

間
1
/
2
9

東
広

島
医

療
セ

ン
タ

ー

病
院

臨
床

検
査

科
に

お
け
る

人
材
育
成
の
計
画
概
要
と
人
材

育
成

・
管

理
の

ス
キ

ル
を
習

得
す
る
。

病
院

臨
床

検
査

科
に

お
け
る

技
師
長
の
管
理
業
務
及
び
今
後

の
人

材
育

成
の

計
画

概
要
と

人
材
育
成
・
管
理
の
ス
キ
ル
の

研
修

特
定

化
学

物
質

・
有
機

溶
剤
及
び
第
３
種
病
原
体
の
管

理
体

制
を

学
ぶ

。

・
特
定
化
学
物
質
及
び
有
機
溶
剤
の
測
定
と
管
理

・
浜
田
医
療
セ
ン
タ
－
病
理
検
査
室
構
築

・
第
３
種
病
原
体
所
持
施
設
の
定
期
立
入
検
査

・
臨
床
検
査
技
師
長
・
副
技
師
長
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
活
用

等

3
1
薬

剤
師

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

研
修

会
薬

剤
師

3
5

2
日

間
1
2
/
4
-
5

広
島

Ｙ
Ｍ

Ｃ
Ａ

ホ
ー

ル

主
任

薬
剤

師
以

下
の

薬
剤
師

を
対
象
に
、
各
自
に
足
り
な
い

ス
キ

ル
を

確
認

さ
せ

、
特
に

問
題
解
決
能
力
を
高
め
る
ノ
ウ

ハ
ウ

を
学

ぶ
と

と
も

に
新
た

な
目
標
を
立
て
る
機
会
を
与
え

る
。

・
問
題
解
決
法
（
Ｋ
Ｊ
法
）
に
つ
い
て

・
各
施
設
が
抱
え
る
課
題
に
つ
い
て
意
見
交
換

・
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

3
2
診

療
録

の
記

録
に

関
す

る
研

修
会

医
師

、
診

療
情

報
管

理
士

、
医

事
担

当
職

員
2
8

2
日

間
7
/
2
4
-
2
5

中
国

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所

管
内

各
病

院
の

診
療

録
の

管
理
に
関
し
て
病
院
間
で
情
報
交

換
を

行
う

と
共

に
課

題
に

つ
い
て
協
議
し
、
管
内
各
病
院
の

診
療

録
管

理
の

質
の

向
上

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

具
体

的
に

は
、

①
診

療
録

の
基
本
的
な
記
録
方
法
、
②
診
療

録
記

録
に

関
す

る
教

育
・

指
導
方
法
に
つ
い
て
研
修
、
習
得

す
る

・
診
療
情
報
管
理
と
質
向
上

・
診
療
録
監
査
の
具
体
的
実
践
法

・
診
療
録
記
載
に
関
す
る
職
員
教
育
の
取
組
み

・
診
療
録
記
載
に
関
す
る
研
修
医
教
育
　
等

3
3
教

育
担

当
者

育
成

研
修

会
教

育
担

当
者

の
任

に
あ

る
者

又
は

今
後

、
教

育
担

当
者

の
任

に
つ

く
予

定
の

あ
る

者
4
0

3
日

間
1
/
2
7
-
2
9

中
国

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所

新
人

看
護

師
教

育
担

当
者
と

し
て
の
役
割
を
理
解
し
、
高
度

な
看

護
実

践
力

を
身

に
つ
け

看
護
に
必
要
な
知
識
、
技
術
の

教
育

と
病

院
内

の
看

護
教
育

体
制
を
整
え
る
力
を
持
ち
、
看

護
師

の
モ

デ
ル

と
し

て
の
役

割
を
発
揮
で
き
る
人
材
を
育
成

す
る

。

・
新
人
看
護
師
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て

・
新
人
看
護
師
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
評
価
・
改
善
に
必
要
な

基
礎
知
識

・
中
国
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
管
内
の
新
人
看
護
師
の
採
用
状
況
と

教
育
の
動
向

3
4
看

護
教

員
研

修
会

教
員

1
9

3
日

間
8
/
5
-
7

中
国

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所
教

育
上

必
要

な
知

識
、

技
術

、
態
度
を
学
び
、
自
己
の
役
割

や
課

題
を

明
確

に
す

る
と
と

も
に
看
護
教
育
の
向
上
を
図

る
。

・
教
員
と
他
職
種
と
の
協
働
を
考
え
る

・
国
立
病
院
機
構
の
め
ざ
す
も
の

・
看
護
の
動
向

・
新
人
看
護
教
員
に
望
む
こ
と
　
等

3
5
小

児
疾

患
に

関
す

る
研

修
会

初
期

研
修

医
、

専
修

医
、

卒
後

1
0
年

未
満

の
医

師
2
2

2
日

間
9
/
3
-
4

香
川

小
児

病
院

国
立

病
院

機
構

の
特

色
を
活

か
し
、
初
期
研
修
医
、
専
修
医

な
ど

小
児

疾
患

に
対

す
る
知

識
、
診
療
経
験
の
少
な
い
層
を

対
象

に
小

児
疾

患
の

診
断
・

治
療
に
関
す
る
実
地
教
育
を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
小

児
疾
患

の
診
療
能
力
の
向
上
を
図
り
、

全
人

的
な

医
療

を
推

進
で
き

る
医
師
の
育
成
を
目
指
す
。
併

せ
て

、
P
o
s
t
-
N
I
C
U
の

問
題
点

の
共
有
を
図
る
。

・
小
児
の
画
像
診
断
・
ポ
イ
ン
ト
レ
ッ
ス
ン

・
治
療
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
（
P
e
d
S
I
M
）

・
人
工
呼
吸
器
・
R
e
t
C
a
m
（
デ
ジ
タ
ル
眼
底
カ
メ
ラ
）
実
習

・
中
国
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
内
施
設
小
児
科
の
取
り
組
み
　
等



【
中
国
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
】

平
成
２
１
年
度
コ
ー
ス
数
４
２
、
受
講
者
数
1
,
3
1
9
名

日
数

開
催

日
研

修
会

場
研

修
目
的

主
な
研
修
内
容

受
講

対
象

者

研
修

期
間

区
分

研
修

の
名

称
受

講
者

数

3
6
循

環
器

疾
患

に
関

す
る

研
修

会
初

期
研

修
医

、
専

修
医

、
卒

後
1
0
年

未
満

の
医

師
2
7

2
日

間
1
2
/
1
0
-
1
1

中
国

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所

初
期

研
修

医
・

専
修

医
な
ど

の
循
環
器
疾
患
に
対
す
る
知
識

や
診

療
経

験
の

少
な

い
医
師

を
対
象
に
、
臨
床
で
遭
遇
す
る

一
般

的
な

循
環

器
疾

患
の
診

断
・
治
療
に
関
す
る
実
地
教
育

を
行

い
、

国
立

病
院

機
構
に

お
け
る
循
環
器
疾
患
に
対
す
る

診
療

能
力

の
向

上
を

図
る
。

・
患
者
か
ら
学
ぶ
循
環
器
診
療

・
心
電
図
・
不
整
脈

・
心
臓
エ
コ
ー

・
心
臓
リ
ハ
ビ
リ
　
等

3
7
呼

吸
器

疾
患

に
関

す
る

研
修

会
初

期
研

修
医

、
専

修
医

、
卒

後
1
0
年

未
満

の
医

師
2
5

2
日

間
2
/
2
6
-
2
7

中
国

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所

 
初

期
研

修
医

・
専

修
医

な
ど
の
呼
吸
器
疾
患
に
対
す
る
知

識
や

診
療

経
験

の
少

な
い

医
師
を
対
象
に
、
呼
吸
器
疾
患
の

診
断

・
治

療
に

関
す

る
実

地
教
育
を
行
い
、
国
立
病
院
機
構

に
お

け
る

呼
吸

器
疾

患
に

対
す
る
診
療
能
力
の
向
上
を
図

る
。

・
胸
部
画
像
 
 
 
 
 
読
影
の
コ
ツ

・
胸
部
画
像
読
影

・
呼
吸
器
疾
患
ト
ピ
ッ
ク
ス

・
呼
吸
生
理
検
査

3
8
労

務
担

当
者

研
修

窓
口

担
当

者
2
4

2
日

間
5
/
1
8
～

1
9

善
通

寺
病

院

中
四

国
ブ

ロ
ッ

ク
内

の
病
院

に
お
け
る
労
務
担
当
者
（
（
窓

口
担

当
者

）
以

下
同

じ
）
に

対
し
て
、
そ
の
職
に
必
要
な
労

務
管

理
の

専
門

的
な

知
識
・

技
術
の
習
得
に
よ
り
労
務
担
当

者
と

し
て

の
資

質
の

向
上
を

図
り
円
滑
な
労
使
関
係
を
図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

・
勤
務
時
間
管
理

・
団
体
交
渉
留
意
事
項

・
３
６
協
定
協
議
　
事
例
研
究

・
模
擬
団
体
交
渉
　
等

3
9
労

務
担

当
者

研
修

窓
口

担
当

者
1
8

2
日

間
6
/
1
～

2
岡

山
医

療
セ

ン
タ

ー

中
四

国
ブ

ロ
ッ

ク
内

の
病
院

に
お
け
る
労
務
担
当
者
（
（
窓

口
担

当
者

）
以

下
同

じ
）
に

対
し
て
、
そ
の
職
に
必
要
な
労

務
管

理
の

専
門

的
な

知
識
・

技
術
の
習
得
に
よ
り
労
務
担
当

者
と

し
て

の
資

質
の

向
上
を

図
り
円
滑
な
労
使
関
係
を
図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

・
勤
務
時
間
管
理

・
団
体
交
渉
留
意
事
項

・
３
６
協
定
協
議
　
事
例
研
究

・
模
擬
団
体
交
渉
　
等

3
9
労

務
担

当
者

研
修

窓
口

担
当

者
2
5

2
日

間
6
/
8
～

9
中

国
四

国
ブ

ロ
ッ

ク
事

務
所

中
四

国
ブ

ロ
ッ

ク
内

の
病
院

に
お
け
る
労
務
担
当
者
（
（
窓

口
担

当
者

）
以

下
同

じ
）
に

対
し
て
、
そ
の
職
に
必
要
な
労

務
管

理
の

専
門

的
な

知
識
・

技
術
の
習
得
に
よ
り
労
務
担
当

者
と

し
て

の
資

質
の

向
上
を

図
り
円
滑
な
労
使
関
係
を
図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

・
勤
務
時
間
管
理

・
団
体
交
渉
留
意
事
項

・
３
６
協
定
協
議
　
事
例
研
究

・
模
擬
団
体
交
渉
　
等

4
0
労

務
担

当
者

研
修

窓
口

担
当

者
6
1

2
日

間
1
2
/
1
0
～

1
1

岡
山

医
療

セ
ン

タ
ー

中
四

国
ブ

ロ
ッ

ク
内

の
病
院

に
お
け
る
労
務
担
当
者
（
（
窓

口
担

当
者

）
以

下
同

じ
）
に

対
し
て
、
そ
の
職
に
必
要
な
労

務
管

理
の

専
門

的
な

知
識
・

技
術
の
習
得
に
よ
り
労
務
担
当

者
と

し
て

の
資

質
の

向
上
を

図
り
円
滑
な
労
使
関
係
を
図
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

実
施
し

た
本
年
５
～
６
月
の
研
修
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
を

目
的
と

す
る
。

・
労
務
管
理

・
改
正
労
基
法
の
解
説

・
３
６
協
定
協
議
（
取
組
状
況
と
今
後
の
予
定
、
留
意
事
項

等
）

・
臨
検
及
び
内
部
監
査
の
状
況

・
不
当
労
働
行
為

・
３
６
協
定
（
班
別
討
議
、
模
擬
協
議
等
）
　
等

4
1
新

任
労

務
担

当
者

研
修

労
務

担
当

者
と

な
る

予
定

者
3

1
日

間
6
/
2
6

中
国

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所
労

務
担

当
者

（
窓

口
担

当
者

）
に
な
る
予
定
者
に
対
し
て
、

そ
の

職
務

に
必

要
な

労
働
関

係
法
規
等
の
基
礎
的
知
識
を
習

得
し

、
適

切
な

労
務

管
理
を

行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

・
特
労
法
・
労
組
法
・
労
基
法

・
就
業
規
則
・
勤
務
時
間
等
規
程
等

・
団
体
交
渉
実
施
に
あ
た
っ
て
の
留
意
事
項
　
等

4
1
新

任
労

務
担

当
者

研
修

労
務

担
当

者
と

な
る

予
定

者
1
5

1
日

間
3
/
2
4

中
国

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所
労

務
担

当
者

（
窓

口
担

当
者

）
に
な
る
予
定
者
に
対
し
て
、

そ
の

職
務

に
必

要
な

労
働
関

係
法
規
等
の
基
礎
的
知
識
を
習

得
し

、
適

切
な

労
務

管
理
を

行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

・
特
労
法
・
労
組
法
・
労
基
法

・
就
業
規
則
・
勤
務
時
間
等
規
程
等

・
団
体
交
渉
実
施
に
あ
た
っ
て
の
留
意
事
項
　
等

4
2
班

長
・

専
門

職
研

修
班

長
・

専
門

職
の

内
、

病
院

長
が

推
薦

す
る

者
2
1

3
日

間
1
1
/
2
4
～

2
6

中
国

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

事
務

所
東

広
島

医
療

セ
ン

タ
ー

看
護

師
長

研
修

に
お

け
る
班

別
討
議
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ

り
、

積
極

性
を

高
め

、
説
明

能
力
の
向
上
を
図
る
と
共
に
、

医
療

に
携

る
一

員
と

し
て
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性

を
再

認
識

し
、

職
員

が
一
丸

と
な
っ
て
目
標
に
向
か
っ
て
い

く
大

切
さ

を
認

識
す

る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

・
目
標
管
理

・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
サ
ポ
ー
ト

・
テ
ー
マ
別
討
議
　
等



○
 
平

成
２

１
年

度
　

研
修

実
施

状
況

調
査

【
九
州
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
】

平
成
２
１
年
度
コ
ー
ス
数
２
７
、
受
講
者
数
9
8
2
名

日
数

開
催

日

1
臨

床
検

査
技

師
新

人
研

修
臨

床
検

査
技

師
1
7

1
日

間
1
1
/
1
3

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

チ
ー

ム
医

療
を

通
し

て
，
機

構
の
理
念
を
理
解
さ
せ
，
機
構

職
員

と
し

て
の

意
識

を
高
め

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

・
国
立
病
院
機
構
が
求
め
る
臨
床
検
査

・
就
業
規
則
に
つ
い
て
　
等

2
事

務
部

新
採

用
職

員
研

修
第

５
回

事
務

職
員

2
6

2
日

間
2
/
1
5
～

2
/
1
6

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

機
構
職
員
と
し
て
の
使
命

と
心
構
え
を
自
覚
さ
せ
、
業
務
遂
行
に
必

要
な
基
本
的
知
識
、
ビ
ジ

ネ
ス
マ
ナ
ー
等
を
習
得
さ
せ
る
と
と
も

に
、
医
療
人
と
し
て
の
幅

広
い
見
識
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

・
普
通
救
命
講
習

・
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー

・
国
立
病
院
機
構
に
つ
い
て
　
等

2
事

務
部

新
採

用
職

員
研

修
第

６
回

事
務

職
員

2
2

2
日

間
2
/
2
2
～

2
/
2
3

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

機
構
職
員
と
し
て
の
使
命

と
心
構
え
を
自
覚
さ
せ
、
業
務
遂
行
に
必

要
な
基
本
的
知
識
、
ビ
ジ

ネ
ス
マ
ナ
ー
等
を
習
得
さ
せ
る
と
と
も

に
、
医
療
人
と
し
て
の
幅

広
い
見
識
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

・
普
通
救
命
講
習

・
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー

・
国
立
病
院
機
構
に
つ
い
て
　
等

3
副

看
護

師
長

新
任

研
修

副
看

護
師

長
4
8

2
日

間
7
/
2
7
～

7
/
2
8

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

中
間

管
理

者
と

し
て

の
役
割

と
責
任
を
認
識
し
、
職
務
遂
行

に
必

要
な

知
識

・
技

術
・
態

度
を
修
得
す
る
と
と
も
に
、
管

理
能

力
の

向
上

を
図

る
。

・
国
立
病
院
機
構
の
看
護
の
動
向

・
就
業
規
則

・
中
間
管
理
者
に
期
待
す
る
も
の
　
等

4
新

任
看

護
師

長
研

修
看

護
師

長
3
1

2
日

間
7
/
2
9
～

7
/
3
0

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

　
中

間
管

理
者

と
し

て
の
役

割
と
責
任
を
認
識
し
、
職
務
遂

行
に

必
要

な
知

識
・

技
術
・

態
度
を
習
得
す
る
と
と
も
に
、

管
理

能
力

の
向

上
を

図
る
。

・
国
立
病
院
機
構
の
看
護
の
動
向

・
就
業
規
則

・
中
間
管
理
者
に
期
待
す
る
も
の
　
等

5
新

任
労

務
管

理
研

修
労

務
管

理
を

担
当

す
る

職
員

2
2

1
日

間
5
/
1
5

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

労
務

管
理

面
に

つ
い

て
管
理

者
と
し
て
の
意
識
の
高
揚
と
資

質
の

向
上

を
図

り
、

円
滑
な

運
営
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る

労
務
管
理
に
つ
い
て

5
新

任
労

務
管

理
研

修
労

務
管

理
を

担
当

す
る

職
員

2
2

2
日

間
7
/
3
0
～

7
/
3
1

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

労
務

管
理

面
に

つ
い

て
管
理

者
と
し
て
の
意
識
の
高
揚
と
資

質
の

向
上

を
図

り
、

円
滑
な

運
営
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る

労
務
管
理
に
つ
い
て

6
労

務
管

理
研

修
（

副
看

護
部

長
）

副
看

護
部

長
3
6

1
日

間
1
2
/
1
4

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

職
員

管
理

及
び

支
援

指
導
に

関
す
る
研
修
を
行
う
こ
と
で
、

管
理

調
整

能
力

を
育

成
し
、

看
護
部
門
の
幹
部
職
員
と
し
て

の
資

質
の

向
上

を
図

る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

・
管
理
者
と
し
て
の
心
構
え

・
職
員
管
理
の
あ
り
方

・
実
践
的
な
看
護
管
理
　
等

7
第

１
回

医
療

安
全

管
理

研
修

会
医

師
、

看
護

師
2
9

2
日

間
6
/
1
6
～

6
/
1
7

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

医
療

事
故

防
止

に
必

要
な
基

礎
的
な
知
識
を
習
得
し
、
管
理

職
と

し
て

の
医

療
安

全
管
理

能
力
の
向
上
を
図
る
。

・
院
内
暴
力
の
実
態

・
病
院
内
に
お
け
る
自
傷
他
害
事
故
に
つ
い
て

・
企
業
が
反
社
会
的
勢
力
に
よ
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
の

指
針

7
第

２
回

医
療

安
全

管
理

研
修

会
医

師
、

看
護

師
、

事
務

5
6

2
日

間
7
/
1
4
～

7
/
1
5

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

医
療

事
故

防
止

に
必

要
な
基

礎
的
な
知
識
を
習
得
し
、
管
理

職
と

し
て

の
医

療
安

全
管
理

能
力
の
向
上
を
図
る
。

・
医
療
事
故
に
つ
い
て

7
第

３
回

医
療

安
全

管
理

研
修

会
医

師
、

看
護

師
2
7

2
日

間
1
0
/
2
9
～

1
0
/
3
0

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

医
療

事
故

が
発

生
し

た
場
合

や
医
療
現
場
で
の
様
々
な
ト
ラ

ブ
ル

に
際

し
て

、
医

療
者
側

と
患
者
側
の
対
話
に
よ
る
解
決

の
橋

渡
し

と
な

る
医

療
メ
デ

ィ
エ
ー
タ
ー
と
し
て
の
役
割
に

必
要

な
基

礎
的

な
知

識
を
習

得
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

・
医
療
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
講
座

・
拡
大
医
療
安
全
管
理
委
員
会
に
関
す
る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン

7
第

４
回

医
療

安
全

管
理

研
修

会
医

療
安

全
管

理
係

長
2
6

2
日

間
1
1
/
3
0
～

1
2
/
1

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

具
体

的
な

事
例

分
析

等
を
と

お
し
て
、
制
度
、
知
識
、
技
術

等
を

深
め

、
医

療
事

故
等
発

生
時
の
対
応
を
習
得
さ
せ
、
医

療
安

全
管

理
体

制
の

充
実
と

向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

・
事
例
検
討

8
院

内
感

染
対

策
研

修
医

師
、

看
護

師
2
0

3
日

間
1
/
2
0
～

1
/
2
2

熊
本

医
療

セ
ン

タ
ー

適
切

な
消

毒
等

院
内

感
染

対
策
に
関
す
る
最
新
の
専
門
的
知

識
・

技
術

を
習

得
し

、
院

内
の
感
染
管
理
対
策
の
充
実
を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

・
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
く
院
内
感
染
対
策

・
新
内
感
染
対
策
と
感
染
症
科
に
よ
る
診
療
援
助
　
等

9
治

験
研

修
Ｃ

Ｒ
Ｃ

業
務

を
行

う
看

護
師

、
薬

剤
師

、
事

務
3
4

1
日

間
2
/
1
9

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

治
験

業
務

を
再

認
識

し
、
機

構
全
体
の
治
験
推
進
に
向
け
そ

れ
ぞ

れ
の

職
種

が
ど

の
よ
う

に
関
わ
っ
て
い
く
か
を
明
ら
か

に
す

る
こ

と
を

目
的

と
す
る

。

・
独
法
後
の
治
験
状
況
と
方
向
性

・
Ｃ
Ｒ
Ｃ
業
務

・
各
職
種
の
役
割
　
等

1
0
臨

床
研

修
指

導
医

養
成

講
習

臨
床

研
修

指
導

医
講

習
会

に
参

加
経

験
の

な
い

医
師

1
9

2
日

間
1
0
/
9
～

1
0

南
近

代
ビ

ル

卒
後

臨
床

研
修

必
修

化
に
伴

い
増
加
し
た
研
修
医
に
満
足
の

い
く

研
修

を
行

う
た

め
に
、

指
導
医
と
し
て
の
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ

ン
を

高
め

、
教

育
の
理

念
、
指
導
技
術
、
指
導
態
度
を

修
得

す
る

。

・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

・
基
礎
的
臨
床
能
力

・
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
　
等

研
修

会
場

研
修
目
的

主
な
研
修
内
容

受
講

対
象

者

研
修

期
間

区
分

研
修

の
名

称
受

講
者

数



【
九
州
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
】

平
成
２
１
年
度
コ
ー
ス
数
２
７
、
受
講
者
数
9
8
2
名

日
数

開
催

日
研

修
会

場
研

修
目
的

主
な
研
修
内
容

受
講

対
象

者

研
修

期
間

区
分

研
修

の
名

称
受

講
者

数

1
1
実

習
指

導
者

養
成

講
習

会
看

護
師

4
0

3
8
日

間
8
/
2
0
～

1
0
/
1
6

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

看
護

教
育

に
お

け
る

実
習
の

意
義
及
び
実
習
指
導
者
と
し
て

の
役

割
を

理
解

し
、

効
果
的

な
実
習
指
導
が
で
き
る
よ
う
必

要
な

知
識

・
技

術
を

習
得
し

、
政
策
医
療
に
関
す
る
実
習
指

導
の

あ
り

方
に

つ
い

て
の
理

解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
す

・
看
護
教
育
の
基
礎
的
概
念
に
つ
い
て

・
指
導
計
画
・
指
導
案
作
成
の
意
義
や
必
要
性
に
つ
い
て

・
実
習
評
価
の
意
義
と
方
法
　
等

1
2
診

療
放

射
線

技
師

研
修

診
療

放
射

線
技

師
2
3

2
日

間
3
/
3
～

4
九

州
医

療
セ

ン
タ

ー

医
療

安
全

、
医

療
法

等
関
係

法
令
、
人
材
育
成
及
び
経
営
管

理
に

つ
い

て
の

講
義

、
ワ
ー

ク
シ
ッ
プ
を
行
い
、
放
射
線
診

療
を

行
う

に
あ

た
っ

て
、
臨

床
業
務
及
び
管
理
業
務
の
主
任

技
師

と
し

て
の

質
向

上
を
は

か
る

・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
　
等

1
3
退

院
調

整
看

護
師

養
成

研
修

看
護

師
4
0

4
日

間
7
/
7
～

1
0

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

退
院

調
整

看
護

師
の

役
割
や

現
状
の
問
題
点
を
理
解
す
る
。

・
退
院
調
整
看
護
師
の
役
割
の
理
解

・
退
院
調
整
プ
ロ
セ
ス
　
等

1
3
退

院
調

整
看

護
師

養
成

研
修

看
護

師
3
7

1
日

間
1
2
/
3

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

退
院

調
整

看
護

師
の

役
割
や

現
状
の
問
題
点
を
理
解
す
る
。

・
事
例
検
討

1
4
チ

ー
ム

医
療

推
進

の
た

め
の

研
修

（
N
S
T
）

コ
メ

デ
ィ

カ
ル

、
看

護
師

6
5
日

間
1
2
/
7
～

1
1

長
崎

医
療

セ
ン

タ
ー

栄
養

療
法

サ
ポ

ー
ト

チ
ー

ム
（

Ｎ
Ｓ

Ｔ
）

と
し

て
の

強
化

と
専

門
性

を
付

加
す

る
た

め
に

、
Ｎ

Ｓ
Ｔ

に
お

け
る

最
新

･
高

度
の

知
識

･
技

術
を

修
得

さ
せ

、
サ

ー
ビ

ス
の

質
と

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

の
均

質
化

及
び

向
上

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

・
栄
養
管
理
に
必
要
な
基
礎
知
識
を
身
に
つ
け
る

・
多
職
種
に
よ
る
チ
ー
ム
医
療
で
の
栄
養
管
理
の
取
り
組
み

を
習
得
す
る
　
　
等

1
4
チ

ー
ム

医
療

推
進

の
た

め
の

研
修

（
が
ん

化
学

療
法

）
コ

メ
デ

ィ
カ

ル
、

看
護

師
4
4

2
日

間
1
2
/
1
7
～

1
8

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

が
ん

化
学

療
法

に
携

わ
る

各
職

種
が

専
門

性
を

発
揮

し
、

情
報

を
共

有
し

、
そ

れ
ぞ

れ
の

役
割

を
果

た
す

こ
と

で
質

の
高

い
安

全
で

安
心

な
外

来
が

ん
化

学
療

法
の

提
供

体
制

が
構

築
さ

れ
、

医
療

安
全

対
策

の
充

実
強

化
に

繋
が

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

・
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
の
役
割

・
チ
ー
ム
で
行
う
外
来
化
学
療
法
の
実
際

・
安
全
な
が
ん
化
学
療
法
を
施
行
す
る
た
め
に
各
職
種
が
果

た
す
　
役
割
　
等

1
4
チ

ー
ム

医
療

推
進

の
た

め
の

研
修

（
輸
血

）
コ

メ
デ

ィ
カ

ル
、

看
護

師
6
0

2
日

間
1
0
/
8
～

9
九

州
医

療
セ

ン
タ

ー

輸
血

療
法

に
携

わ
る

関
連
職

種
が
、
個
々
の
役
割
及
び
責
務

を
正

し
く

認
識

し
、

必
要
な

知
識
・
技
能
を
習
得
す
る
と
共

に
、

職
種

横
断

的
な

連
携
を

強
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
輸
血

量
雄

方
の

医
療

安
全

推
進
に

寄
与
す
る
。

・
医
療
安
全
上
に
必
要
と
さ
れ
る
輸
血
関
連
の
知
識
習
得
お

よ
び
職
種
間
連
携
の
重
要
性
に
関
す
る
諸
研
修

1
5
災

害
医

療
従

事
者

研
修

医
師

、
看

護
師

、
薬

剤
師

、
事

務
5
3

2
日

間
2
/
8
～

9
九

州
医

療
セ

ン
タ

ー
災

害
発

生
時

に
お

け
る

、
多

種
多
様
な
ケ
ー
ス
に
対
応
で
き

る
災

害
医

療
技

術
の

習
得
及

び
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

す
る

。

・
災
害
医
療
概
論

・
ト
リ
ア
ー
ジ

・
国
立
病
院
機
構
災
害
医
療
連
携
　
等

1
6
院

内
教

育
担

当
者

研
修

看
護

師
8

1
日

間
9
/
9

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

教
育

担
当

看
護

師
長

と
し
て

、
自
施
設
に
お
け
る
教
育
プ
ロ

グ
ラ

ム
を

改
善

し
て

い
く
た

め
の
基
礎
的
な
能
力
を
養
い
、

自
己

の
課

題
を

明
確

に
す
る

こ
と
が
出
来
る
。

・
教
育
担
当
看
護
師
長
と
し
て
の
課
題
と
取
り
組
み

1
7
エ

キ
ス

パ
ー

ト
ナ

ー
ス

研
修

（
が

ん
看
護

）
が

ん
看

護
の

経
験

が
2
年

以
上

の
看

護
師

1
0

1
0
日

間
6
/
2
2
～

7
/
3

九
州

が
ん

セ
ン

タ
ー

が
ん

看
護

ジ
ェ

ネ
ラ

リ
ス
ト

と
し
て
が
ん
看
護
に
必
要
な
専

門
的

知
識

と
技

術
を

結
合
し

、
が
ん
看
護
実
践
の
役
割
モ
デ

ル
に

な
れ

る
看

護
師

を
育
成

す
る
。

・
が
ん
看
護
に
求
め
ら
れ
る
も
の

・
が
ん
看
護
総
論

・
が
ん
化
学
療
法
の
看
護

・
が
ん
性
疼
痛
の
看
護
　
等

1
7
エ

キ
ス

パ
ー

ト
ナ

ー
ス

研
修

（
認

知
症
高

齢
者

看
護

）
老

人
看

護
の

経
験

が
5
年

以
上

の
看

護
師

1
0

5
日

間
1
0
/
5
～

9
菊

池
病

院
認

知
症

高
齢

者
看

護
の

質
の

向
上
を
図
る
た
め
に
患
者
個
々

に
応

じ
た

専
門

的
な

ア
セ
ス

メ
ン
ト
及
び
看
護
実
践
が
で
き

る
能

力
を

育
成

す
る

。

・
認
知
症
の
基
本
的
知
識

・
認
知
症
高
齢
者
の
看
護

・
認
知
症
高
齢
者
の
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
　
等

1
7
エ

キ
ス

パ
ー

ト
ナ

ー
ス

研
修

（
循

環
器
病

看
護

）

勤
務

年
数

5
年

以
上

及
び

循
環

器
看

護
の

経
験

が
2
年

以
上

の
看

護
師

1
4

1
0
日

間
1
0
/
1
9
～

3
0

鹿
児

島
医

療
セ

ン
タ

ー
循

環
器

病
看

護
の

質
の

向
上

を
図
る
た
め
に
、
患
者
個
々
に

応
じ

た
専

門
的

な
ア

セ
ス
メ

ン
ト
及
び
看
護
実
践
が
で
き
る

能
力

を
育

成
す

る
こ

と
を
目

的
と
す
る
。

・
心
臓
血
管
外
科
最
新
の
治
療

・
心
不
全
の
病
態
生
理
・
治
療

・
心
臓
カ
テ
ー
テ
ル
検
査
中
の
看
護
　
等

1
7
エ

キ
ス

パ
ー

ト
ナ

ー
ス

研
修

（
神

経
難
病

看
護

）
神

経
・

筋
難

病
看

護
経

験
2

年
以

上
の

看
護

師
1
8

4
日

間
1
0
/
2
6
～

2
9

長
崎

川
棚

医
療

セ
ン

タ
ー

神
経

・
筋

難
病

患
者

の
看

護
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、

患
者

個
々

に
応

じ
た

専
門

的
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及
び
看
護
実
践

が
で

き
る

能
力

を
育

成
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

・
神
経
難
病
疾
患
総
論

・
呼
吸
障
害
の
病
態

・
人
工
呼
吸
器
の
医
療
安
全
　
等

1
7
エ

キ
ス

パ
ー

ト
ナ

ー
ス

研
修

（
重

症
心
身

障
害

児
（

者
）

看
護

）

重
症

心
身

障
害

児
（

者
）

看
護

の
経

験
2
年

以
上

の
看

護
師

1
6

5
日

間
1
1
/
9
～

1
3

福
岡

病
院

重
症

心
身

障
害

児
（

者
）
看

護
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め

に
、

患
者

個
々

に
応

じ
た
専

門
的
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及
び
看

護
実

践
が

で
き

る
能

力
を
育

成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

・
重
症
心
身
障
害
児
（
者
）
医
療
の
動
向

・
重
心
病
棟
に
お
け
る
看
護
の
役
割

・
看
護
倫
理
　
等

1
7
エ

キ
ス

パ
ー

ト
ナ

ー
ス

研
修

（
成

育
医
療

看
護

）

重
症

心
身

障
害

児
（

者
）

看
護

の
経

験
3
年

以
上

の
看

護
師

1
3

3
日

間
1
2
/
9
～

1
1

長
崎

医
療

セ
ン

タ
ー

成
育

医
療

に
お

け
る

看
護
の

質
向
上
を
は
か
る
た
め
、
専
門

的
知

識
･
技

術
を

統
合

し
看
護

実
践
の
役
割
モ
デ
ル
に
な
れ

る
看

護
師

を
育

成
す

る
。

・
ハ
イ
リ
ス
ク
妊
産
褥
婦
・
新
生
児
の
病
態
整
理
や
治
療
法

・
ハ
イ
リ
ス
ク
妊
産
褥
婦
・
新
生
児
の
家
族
を
含
め
た
看
護

援
助
　
・
周
産
期
に
お
け
る
チ
ー
ム
医
療
・
地
域
連
携

等

1
8
臨

床
検

査
技

師
実

習
技

能
研

修
臨

床
検

査
技

師
2

5
日

間
1
/
1
8
～

2
2

熊
本

医
療

セ
ン

タ
ー

生
化

学
分

野
に

お
け

る
基
礎

的
周
知
事
項
を
学
ぶ
。

・
生
化
学
業
務
　
検
査
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

・
生
化
学
業
務
　
採
血
セ
ン
タ
ー
支
援
（
1
人
）
　
等



【
九
州
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
】

平
成
２
１
年
度
コ
ー
ス
数
２
７
、
受
講
者
数
9
8
2
名

日
数

開
催

日
研

修
会

場
研

修
目
的

主
な
研
修
内
容

受
講

対
象

者

研
修

期
間

区
分

研
修

の
名

称
受

講
者

数

1
8
臨

床
検

査
技

師
実

習
技

能
研

修
臨

床
検

査
技

師
3

5
日

間
1
/
1
8
～

2
2

熊
本

医
療

セ
ン

タ
ー

循
環

器
領

域
及

び
消

化
器
領

域
に
つ
い
て
研
修
を
行
い
、
技

術
と

知
識

の
レ

ベ
ル

ア
ッ
プ

を
図
る

・
ル
ー
チ
ン
超
音
波
検
査
（
外
来
患
者
）
の
見
学

・
腹
部
超
音
波
検
査
の
部
位
と
解
剖
に
つ
い
て
　
等

1
8
臨

床
検

査
技

師
実

習
技

能
研

修
臨

床
検

査
技

師
2

5
日

間
2
/
1
5
～

1
9

鹿
児

島
医

療
セ

ン
タ

ー
循

環
器

領
域

及
び

消
化

器
領

域
に
つ
い
て
研
修
を
行
い
、
技

術
と

知
識

の
レ

ベ
ル

ア
ッ
プ

を
図
る

・
ル
ー
チ
ン
超
音
波
検
査
（
外
来
患
者
）
の
見
学

・
超
音
波
の
基
礎
講
義
　
等

1
8
臨

床
検

査
技

師
実

習
技

能
研

修
臨

床
検

査
技

師
2

5
日

間
3
/
1
～

5
九

州
医

療
セ

ン
タ

ー
標

本
作

製
か

ら
鏡

検
実

習
を

行
い
、
診
断
に
至
る
ま
で
の
過

程
を

研
修

す
る

。
・
標
本
作
製
の
実
習

・
免
疫
染
色
の
実
習
　
等

1
9
診

療
放

射
線

技
師

特
定

技
能

派
遣

研
修
（

放
射

線
治

療
）

診
療

放
射

線
技

師
1
4

1
日

間
6
/
1
2

九
州

が
ん

セ
ン

タ
ー

が
ん

診
療

に
お

け
る

最
近
の

医
療
技
術
に
必
要
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
を

実
践

的
に

行
い

、
よ
り

質
の
高
い
専
門
医
療
に
貢
献
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

・
臨
床
研
修

1
9
診

療
放

射
線

技
師

特
定

技
能

派
遣

研
修
（

放
射

線
治

療
）

第
1
回

診
療

放
射

線
技

師
2

5
日

間
1
/
1
8
～

2
2

九
州

が
ん

セ
ン

タ
ー

・
九

州
医

療
セ

ン
タ

ー

が
ん

診
療

に
お

け
る

最
近
の

医
療
技
術
に
必
要
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
を

実
践

的
に

行
い

、
よ
り

質
の
高
い
専
門
医
療
に
貢
献
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

・
臨
床
研
修

1
9
診

療
放

射
線

技
師

特
定

技
能

派
遣

研
修
（

放
射

線
治

療
）

第
2
回

診
療

放
射

線
技

師
3

5
日

間
1
/
2
5
～

2
9

九
州

が
ん

セ
ン

タ
ー

・
九

州
医

療
セ

ン
タ

ー

が
ん

診
療

に
お

け
る

最
近
の

医
療
技
術
に
必
要
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
を

実
践

的
に

行
い

、
よ
り

質
の
高
い
専
門
医
療
に
貢
献
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

・
臨
床
研
修

1
9
診

療
放

射
線

技
師

特
定

技
能

派
遣

研
修
（

放
射

線
治

療
）

第
3
回

診
療

放
射

線
技

師
3

5
日

間
2
/
1
～

5
九

州
が

ん
セ

ン
タ

ー
・

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

が
ん

診
療

に
お

け
る

最
近
の

医
療
技
術
に
必
要
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
を

実
践

的
に

行
い

、
よ
り

質
の
高
い
専
門
医
療
に
貢
献
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

・
臨
床
研
修

1
9
診

療
放

射
線

技
師

特
定

技
能

派
遣

研
修
（

放
射

線
治

療
）

第
4
回

診
療

放
射

線
技

師
4

5
日

間
2
/
1
5
～

1
9

九
州

が
ん

セ
ン

タ
ー

・
九

州
医

療
セ

ン
タ

ー

が
ん

診
療

に
お

け
る

最
近
の

医
療
技
術
に
必
要
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
を

実
践

的
に

行
い

、
よ
り

質
の
高
い
専
門
医
療
に
貢
献
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

・
臨
床
研
修

1
9
診

療
放

射
線

技
師

特
定

技
能

派
遣

研
修
（

放
射

線
治

療
）

第
5
回

診
療

放
射

線
技

師
2

5
日

間
2
/
2
2
～

2
6

九
州

が
ん

セ
ン

タ
ー

・
九

州
医

療
セ

ン
タ

ー

が
ん

診
療

に
お

け
る

最
近
の

医
療
技
術
に
必
要
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
を

実
践

的
に

行
い

、
よ
り

質
の
高
い
専
門
医
療
に
貢
献
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

・
臨
床
研
修

1
9
診

療
放

射
線

技
師

特
定

技
能

派
遣

研
修
（

ﾏ
ﾝ
ﾓ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾌ
ｨ
ｰ
）

診
療

放
射

線
技

師
8

1
日

間
7
/
2
4

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

が
ん

診
療

に
お

け
る

最
近
の

医
療
技
術
に
必
要
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
を

実
践

的
に

行
い

、
よ
り

質
の
高
い
専
門
医
療
に
貢
献
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

・
乳
房
撮
影
技
術

・
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
基
礎
　
等

1
9
診

療
放

射
線

技
師

特
定

技
能

派
遣

研
修
（

ﾏ
ﾝ
ﾓ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾌ
ｨ
ｰ
）

第
1
回

診
療

放
射

線
技

師
5

3
日

間
1
0
/
2
8
～

3
0

九
州

が
ん

セ
ン

タ
ー

・
九

州
医

療
セ

ン
タ

ー
・

長
崎

医
療

セ
ン

タ
ー

が
ん

診
療

に
お

け
る

最
近
の

医
療
技
術
に
必
要
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
を

実
践

的
に

行
い

、
よ
り

質
の
高
い
専
門
医
療
に
貢
献
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

・
乳
房
撮
影
技
術

・
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
基
礎
　
等

1
9
診

療
放

射
線

技
師

特
定

技
能

派
遣

研
修
（

ﾏ
ﾝ
ﾓ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾌ
ｨ
ｰ
）

第
2
回

診
療

放
射

線
技

師
2

3
日

間
1
1
/
4
～

6
九

州
が

ん
セ

ン
タ

ー
・

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

・
長

崎
医

療
セ

ン
タ

ー

が
ん

診
療

に
お

け
る

最
近
の

医
療
技
術
に
必
要
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
を

実
践

的
に

行
い

、
よ
り

質
の
高
い
専
門
医
療
に
貢
献
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

・
乳
房
撮
影
技
術

・
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
基
礎
　
等

1
9
診

療
放

射
線

技
師

特
定

技
能

派
遣

研
修
（

ﾏ
ﾝ
ﾓ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾌ
ｨ
ｰ
）

第
3
回

診
療

放
射

線
技

師
2

3
日

間
1
1
/
1
1
～

1
3

九
州

が
ん

セ
ン

タ
ー

・
九

州
医

療
セ

ン
タ

ー
・

長
崎

医
療

セ
ン

タ
ー

が
ん

診
療

に
お

け
る

最
近

の
医
療
技
術
に
必
要
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
を

実
践

的
に

行
い

、
よ

り
質
の
高
い
専
門
医
療
に
貢
献
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

・
乳
房
撮
影
技
術

・
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
基
礎
　
等

2
0
診

療
放

射
線

技
師

長
管

理
研

修
診

療
放

射
線

技
師

長
2
9

1
日

間
1
1
/
2
7

熊
本

医
療

セ
ン

タ
ー

診
療

放
射

線
技

師
長

と
し
て

放
射
線
部
門
を
効
率
的
に
運
営

す
る

た
め

の
管

理
手

法
を
習

得
し
、
部
門
管
理
者
と
し
て
必

要
な

管
理

能
力

の
向

上
を
図

る
。

・
地
域
医
療
に
お
け
る
国
立
病
院
機
構
の
役
割

・
放
射
線
部
門
に
お
け
る
職
場
の
活
性
化
と
人
材
育
成
　
等

2
1
副

診
療

放
射

線
技

師
長

実
務

管
理

研
修

副
診

療
放

射
線

技
師

長
並

び
に

主
任

放
射

線
技

師
（

主
任

経
験

5
年

以
上

）
2
5

1
日

間
1
1
/
2
0

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

診
療

放
射

線
技

師
長

と
し
て

放
射
線
部
門
を
効
率
的
に
運
営

す
る

た
め

の
管

理
手

法
を
習

得
し
、
中
間
管
理
者
と
し
て
必

要
な

管
理

能
力

の
向

上
を
図

る
。

・
国
立
病
院
機
構
の
こ
れ
か
ら
の
役
割
と
部
門
リ
ー
ダ
ー
と

し
て
の
心
得

・
初
期
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
に
あ
た
っ
て
　
　
等

2
2
栄

養
管

理
実

習
技

能
研

修
管

理
栄

養
士

1
1

2
日

間
1
1
/
2
6
～

2
7

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

糖
尿

病
に

関
す

る
専

門
的
知

識
を
習
得
し
、
病
態
に
則
し
た

効
果

的
な

栄
養

食
事

指
導
、

お
よ
び
栄
養
管
理
能
力
を
身
に

つ
け

る
こ

と
に

よ
り

、
チ
ー

ム
医
療
の
中
で
管
理
栄
養
士
と

し
て

の
専

門
的

役
割

を
発
揮

し
、
患
者
治
療
に
貢
献
で
き
る

・
糖
尿
病
の
病
態
に
つ
い
て

・
自
施
設
の
糖
尿
病
教
室
紹
介
　
等



【
九
州
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
】

平
成
２
１
年
度
コ
ー
ス
数
２
７
、
受
講
者
数
9
8
2
名

日
数

開
催

日
研

修
会

場
研

修
目
的

主
な
研
修
内
容

受
講

対
象

者

研
修

期
間

区
分

研
修

の
名

称
受

講
者

数

2
3
理

学
・

作
業

療
法

士
技

能
派

遣
研

修
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

8
3
日

間
8
/
5
～

8
/
7

福
岡

東
医

療
セ

ン
タ

ー
摂

食
・

嚥
下

障
害

患
者

の
問

題
を
呼
吸
・
姿
勢
保
持
を
含
め

た
多

角
的

視
点

か
ら

と
ら
え

、
疾
患
別
の
対
応
の
仕
方
を
学

ぶ
。

・
摂
食
・
嚥
下
障
害
の
基
礎
知
識

・
摂
食
嚥
下
障
害
の
訓
練
　
　
等

2
3
理

学
・

作
業

療
法

士
技

能
派

遣
研

修
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

1
3
日

間
1
1
/
4
～

1
1
/
6

長
崎

病
院

運
動

発
達

障
害

リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
の
実
際
を
学
び
、
技

能
向

上
を

目
指

す
こ

と
を
目

的
と
す
る
。

・
症
例
検
討

2
3
理

学
・

作
業

療
法

士
技

能
派

遣
研

修
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

1
3
日

間
1
1
/
2
5
～

1
1
/
2
7

長
崎

病
院

運
動

発
達

障
害

リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
の
実
際
を
学
び
、
技

能
向

上
を

目
指

す
こ

と
を
目

的
と
す
る
。

・
症
例
検
討

2
3
理

学
・

作
業

療
法

士
技

能
派

遣
研

修
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

2
3
日

間
1
1
/
1
8
～

1
1
/
2
0

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

急
性

期
リ

ハ
の

経
験

が
少
な

い
療
法
士
に
、
脳
卒
中
急
性
期

リ
ハ

の
実

態
を

体
験

し
て
も

ら
う
と
と
も
に
、
参
加
者
自
身

の
キ

ャ
リ

ア
･
ア

ッ
プ

の
参
考

に
し
て
も
ら
う
。

・
脳
卒
中
急
性
期
リ
ハ
の
流
れ
を
知
る

・
症
例
に
つ
い
て
評
価
し
デ
ー
タ
を
集
め
病
態
を
知
る
　
等

2
4
精

神
科

作
業

療
法

士
交

換
研

修
作

業
療

法
士

3
2
3
日

間
1
1
/
2
～

1
2
/
4

肥
前

精
神

医
療

セ
ン

タ
ー

・
菊

池
病

院
・

琉
球

病
院

国
立

病
院

機
構

の
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク
を
活
か
し
、
協
働
関
係
を

構
築

す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

精
神
科
領
域
に
携
わ
る
作
業
療

法
士

の
資

質
の

向
上

と
均
質

化
を
目
的
と
す
る
。

・
３
施
設
よ
り
、
各
１
名
が
参
加
し
、
そ
れ
ぞ
れ
他
施
設
で

研
修
に
携
わ
る
。

2
5
児

童
指

導
員

・
保

育
士

実
習

技
能

研
修

児
童

指
導

員
、

保
育

士
3

5
日

間
2
/
1
5
～

1
9

福
岡

病
院

重
症

心
身

障
害

児
（

者
）
の

中
で
も
、
特
に
刺
激
の
受
容
、

反
応

評
価

が
困

難
な

超
重
症

児
に
対
す
る
療
育
技
法
に
つ
い

て
知

識
と

技
術

を
習

得
し
、

勤
務
す
る
病
院
で
そ
の
療
育
技

術
を

活
か

し
て

、
患

者
へ
の

療
育
支
援
を
実
施
で
き
る
指
導

・
こ
れ
か
ら
の
療
育
指
導
室
に
望
む
こ
と

・
療
育
実
践
　
超
重
症
児
個
別
療
育
Ⅰ
　
等

2
6
教

育
職

研
修

（
新

任
者

）
教

育
職

6
1
日

間
7
/
9

九
州

医
療

セ
ン

タ
ー

（
看

護
学

校
）

国
立

病
院

機
構

に
お

け
る
附

属
養
成
所
お
よ
び
教
員
の
役
割

を
理

解
し

、
教

育
者

と
し
て

の
教
育
観
の
育
成
を
図
る
。

・
国
立
病
院
機
構
の
看
護
の
動
向

・
新
人
教
員
に
期
待
す
る
も
の
　
等

2
7
教

育
職

研
修

（
中

堅
者

）
教

育
職

1
2

1
日

間
8
/
6

嬉
野

医
療

セ
ン

タ
ー

（
看

護
学

校
）

国
立

病
院

機
構

附
属

看
護
学

校
運
営
に
お
い
て
、
職
場
に
お

け
る

中
堅

教
員

と
し

て
の
役

割
と
課
題
を
明
確
に
す
る
。

・
事
例
検
討
「
学
校
に
お
け
る
危
機
管
理
」





資料　94

国立病院機構医師処遇パンフレット
「けっこういいぞ!!　ＮＨＯ」
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資料　95

国立病院機構看護師処遇パンフレット
「けっこういいぞ！ＮＨＯ　看護職版」
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